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第 12 回（2022 年度）社会思想史学会研究奨励賞の公示

受賞論文（『社会思想史研究』第 46 号掲載）

谷 雪妮
「橘樸における「生存権」のデモクラシーと中国  
 ――一九二〇年代を中心に」

〈選考経過〉

　2022 年 9 月刊行の『社会思想史研究』第 46 号の公募論文には 22 篇の応募があっ

たが、最終審査を経て掲載に至ったのは 7 篇であった。このうち「社会思想史学

会研究奨励賞規程」をふまえて選考対象となった 4 篇について編集委員会で慎重

かつ厳正な審議を行なった結果、研究奨励賞受賞論文として上記論文を推挙する

ことで意見の一致をみた。

　橘樸は 19 世紀末から太平洋戦争期までの中国で活躍したジャーナリスト・評

論家だが、一般的な理解では、1920 年代まで中国ナショナリズムに共感してい

た橘は 1931 年の満州事変後に満州国を支持する方向に転じたとされる。それに

たいして本稿は、橘の長期にわたる言論活動のうち 1920 年代から満州事変前後

に時期を限定し、同時期の社会思想との比較から橘の立場の連続性を見出そうと

する。この時期は民衆の「生存権」を保障するために国家が積極的に介入・保護・

調整を行う新たなデモクラシー論が登場した時代であり、この思潮のなかに橘の

思想を位置づけようとする点に本稿の眼目はある。

　本稿によれば、橘は生存権を基礎とする福田徳三のデモクラシー論、漸進的な

社会改造を目指す孫文の三民主義、王道政治の実現を目指す三浦梅園の経世論の

影響を受け、民衆の生存権の保障を政権の正統性の根拠とする独自の王道論を打

ち出した。ただし橘の王道論では民衆への指導と干渉が必要とされ、また民衆の

合意を得るための政治的手続きが置き去りにされるとともに、一時的な武力行使

が正当化されてもいた。こうした観点から橘は、資本家と地主の連合政権として

の蒋介石政権を警戒し、満州事変を資本家の搾取からの解放として肯定すること

になった、と本稿は論じる。

　橘の思想の展開に「生存権」と「デモクラシー」という一貫したテーマを見出すこ

とができるという本稿の主張は、非常に説得的である。本稿は、研究史を的確に

把握したうえで、発掘した新資料の適切な読解をふまえて論証を展開した完成度

の高い論文であり、思想と歴史との密接な絡み合いを描き出したスケールの大き

い論文であるというのが、審議にあたった編集委員会の一致した見解であった。

　以上の報告に基づき、2022 年 6 月 19 日の幹事会は、谷会員に第 12 回社会思

想史学会研究奨励賞を授与することを決定した。

 2022 年 10 月 30 日　

 社会思想史学会　
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グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
世
界
の
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し
い
方
向
性
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
、
多
文
化
主
義
が
登
場
し
て
久
し
い
。
カ
ナ
ダ
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ま
た
北
欧
諸
国
な
ど
、
多
文
化
主
義
政
策
を
国
の
方
針
と
し
、
こ
れ
を
推
進
す
る
動
き
が
進
み
、
規
範
理

論
の
領
域
に
お
い
て
も
、
Ch
・
テ
イ
ラ
ー
や
W
・
キ
ム
リ
ッ
カ
等
が
登
場
し
、
多
文
化
的
な
シ
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ン
シ
ッ
プ
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旋
風
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起
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が
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そ
の
後
、
異
な
る
宗
教
観
の
共
存
の
難
し
さ
を
突
き
つ
け
る
事
件
が
相
次
ぎ
、
一
部
の
国
で
は
移

民
排
斥
を
露
骨
に
唱
え
る
政
治
家
や
政
党
が
台
頭
す
る
な
ど
、
多
文
化
主
義
の
理
念
と
実
践
に
攻
撃
が
加
え
ら
れ
る
現
実
も
あ
る
。
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望
視
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れ
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た
E 
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懐
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国
民
国
家
、
あ
る
い
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く
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ョ
ナ
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な
も
の
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も
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問

わ
れ
て
い
る
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ク
ラ
イ
ナ
戦
争
も
ま
た
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ョ
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の
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題
を
問
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な
く
し
て
は
十
分
理
解
で
き
ま
い
。
多
文
化

の
共
存
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　

本
特
集
は
、
二
〇
二
二
年
に
開
催
さ
れ
た
社
会
思
想
史
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
多
文
化
共
生
の
条
件
」
を
原
型
と
す
る
。
こ

の
重
要
な
問
題
を
、
西
欧
圏
の
限
定
さ
れ
た
議
論
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
な
く
、
ま
た
学
問
領
域
も
可
能
な
限
り
多
様
な
も
の
に

す
る
、
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い
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の
が
当
初
の
企
画
意
図
で
あ
っ
た
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や
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的
な
試
み
で
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っ
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で
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飯
田
文
雄
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神
戸
大

学
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川
潔
会
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小
野
寺
史
郎
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京
都
大
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り
、
高
度
に
専
門
的
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あ
り
な
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ら
も
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通
の
問
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に
真
摯
に
取

り
組
む
重
量
級
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
討
論
者
で
あ
る
鵜
飼
哲
会
員
は
、
快
刀
乱
麻
の
よ
う
な
論
評
を
加
え
、
会
場
を
沸
か
せ
た
。

そ
の
成
果
を
本
特
集
号
に
結
実
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
は
何
よ
り
の
喜
び
で
あ
る
。

　

飯
田
論
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多
方
面
か
ら
の
批
判
を
受
け
つ
つ
も
な
お
も
発
展
を
と
げ
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
圏
の
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文

化
主
義
の
可
能
性
を
問
う
。
下
川
論
文
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
古
典
的
寛
容
論
の
歴
史
的
意
義
を
評
価
し
つ
つ
も
、

あ
え
て
そ
の
限
界
を
指
摘
し
、「
寛
容
」
か
ら
「
良
心
の
自
由
」
へ
の
発
展
を
た
ど
る
。
小
野
寺
論
文
は
、
西
欧
圏
で
展
開
す
る

「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
論
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
中
国
の
近
現
代
史
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の

関
係
を
綿
密
に
追
跡
し
、
多
文
化
が
共
存
す
る
社
会
の
条
件
を
鋭
く
問
う
。
鵜
飼
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
思
想
と
経
験
を

も
う
一
つ
の
参
照
枠
組
み
と
し
て
投
入
し
、
三
論
文
を
批
判
的
か
つ
創
造
的
に
検
討
し
、「『
多
文
化
主
義
』
自
体
を
多
文
化
的
に
」

考
察
す
べ
き
で
あ
る
、
と
総
括
す
る
。
四
本
の
論
考
を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
り
多
き
世
界
が
拓
か
れ
る
も
の
と
確
信
し

て
い
る
。 

（
川
出
良
枝
）
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リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
に
未
来
は
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
今

日
極
め
て
複
雑
な
回
答
を
要
求
す
る
。
一
方
で
、
文
化
的
な
多
様
性
の

尊
重
と
い
う
意
味
で
の
多
文
化
主
義
を
、
一
つ
の
政
治
的
理
念
に
基
づ

く
運
動
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
多
文
化
主
義
の
未
来
に
は
一
筋
の

光
が
差
し
始
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
例
え
ば
、
社
会
運
動

と
し
て
のBlack Lives M

atter

が
社
会
か
ら
広
い
支
持
を
集
め
た
こ

と
は
、
ま
だ
我
々
の
記
憶
に
新
し
い
。
だ
が
他
方
、
問
題
を
、
学
術
的

で
体
系
化
さ
れ
た
思
想
と
し
て
の
多
文
化
主
義
、
特
に
リ
ベ
ラ
ル
な
そ

れ
の
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
す
れ
ば
、
恐
ら
く
事
態
は
や
や
異

な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
日
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
文

化
的
多
様
性
を
擁
護
す
る
学
術
的
議
論
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
逆
に
こ
う
し
た
議
論
の
多
様
化
に
伴
っ
て
、
リ
ベ
ラ

ル
な
多
文
化
主
義
の
中
心
的
な
関
心
や
主
張
が
曖
昧
化
し
つ
つ
あ
る
感

も
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
の
目
的
は
、
今
後
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
が
持
ち

得
る
有
意
性
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
問
い
へ
の
回
答
か
ら
接
近
を
試

み
る
こ
と
に
あ
る

）
1
（

。
第
一
に
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
未
来
を
問

う
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
二
十
世
紀
末
か
ら
今
日
に
至
る
論
争
過
程
に

お
い
て
、
学
術
的
議
論
と
し
て
の
多
文
化
主
義
が
ど
の
よ
う
に
確
立
し
、

そ
こ
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
に
関
す

る
原
理
解
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
稿
で
は
ウ
ィ

ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
を
素
材
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義

理
論
の
出
発
点
を
確
認
す
る
。
第
二
に
、
こ
う
し
た
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文

化
主
義
が
、
そ
の
後
現
代
政
治
哲
学
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
リ
ベ
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来
は
あ
る
の
か

【
脱
出
の
夢
の
果
て
に
】

飯
田
文
雄
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ラ
ル
な
多
文
化
主
義
に
対
す
る
諸
批
判
と
、
そ
れ
に
対
す
る
反
批
判
の

可
能
性
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
本
稿
で
は
、
リ
ベ

ラ
ル
な
多
文
化
主
義
に
対
す
る
多
様
な
批
判
の
う
ち
、
特
に
脱
出
権
概

念
を
鍵
概
念
と
し
た
一
連
の
批
判
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
文
化
的

集
団
へ
の
帰
属
を
要
請
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
に
対
し
て
は
、

む
し
ろ
集
団
か
ら
の
脱
出
こ
そ
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
繰
り

返
し
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
、
脱
出
権
理
論
の
多
様
な

バ
ー
ジ
ョ
ン
の
い
ず
れ
も
が
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
乗
り
越
え
に

成
功
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
最
後
に
、
本
稿
で
は
、
今
日
リ
ベ
ラ

ル
な
多
文
化
主
義
へ
の
潜
在
的
な
挑
戦
を
続
け
る
議
論
と
し
て
、
国
境

を
越
え
た
自
由
な
脱
出
の
擁
護
を
通
じ
て
一
国
内
の
文
化
的
多
様
性
の

拡
大
を
志
向
す
る
、
近
年
の
い
わ
ゆ
る
国
境
管
理
批
判
論
の
議
論
を
検

討
す
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
国
境
管
理
批
判
論
に
至

る
多
様
な
批
判
と
の
比
較
か
ら
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
不
可

欠
の
意
義
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

一　

リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
確
立 

 

―
―
キ
ム
リ
ッ
カ
理
論
の
問
題
提
起　
　
　
　
　

　

今
日
に
至
る
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
源
流
は
、
ど
こ
に
求
め
る

こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
置
か
れ

た
も
の
の
、
既
に
安
易
な
回
答
を
拒
否
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
、
北

米
に
お
け
る
先
住
民
問
題
を
手
が
か
り
と
し
て
、
平
等
主
義
的
な
リ
ベ

ラ
ル
の
立
場
か
ら
多
文
化
主
義
の
正
当
化
を
試
み
た
論
者
と
し
て
名
高

い
、
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
か
ら
出
発
し
よ
う
。
キ
ム
リ
ッ
カ

は
、
ロ
ー
ル
ズ
ら
に
代
表
さ
れ
る
平
等
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
、

文
化
的
多
様
性
の
問
題
を
等
閑
視
し
て
き
た
こ
と
を
強
く
告
発
し
つ
つ
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
批
判
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
極
め
て
強
力

な
少
数
派
文
化
擁
護
の
議
論
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

キ
ム
リ
ッ
カ
は
ま
ず
、
自
ら
の
先
行
者
と
し
て
の
既
存
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
問
題
点
を
、
そ
の
実
践
的
態
度
と
理
論
の
両
側
面
か
ら
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
既
存
リ
ベ
ラ
ル
の
実
践
的
な
態
度
に
関
し
て
言
え
ば
、
多
様

な
少
数
派
文
化
に
対
す
る
抑
圧
の
問
題
は
、
正
義
の
実
現
を
究
極
の
課

題
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
、
本
来
最
も
切
実
な
課
題
の
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
既
存
リ
ベ
ラ
ル
は
、
黒
人
問
題
に
対
し
て
は
一

定
の
関
心
を
示
し
た
も
の
の

）
2
（

、
む
し
ろ
現
代
に
お
け
る
最
大
の
少
数
派

文
化
問
題
と
し
て
の
北
米
の
先
住
民
問
題
に
関
し
て
は
、
長
ら
く
無
関

心
な
態
度
を
と
り
続
け
て
き
た

）
3
（

。
し
か
も
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
こ
う
し

た
既
存
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
実
践
的
な
問
題
点
は
、
決
し
て
偶
然
に
生
じ

た
も
の
で
は
な
く
、
既
存
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
内
包
す
る
、
過
度
に
個
人

主
義
的
な
理
論
的
傾
向
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
既
存
リ
ベ
ラ
ル
の
諸
論
者
達
は
、
権
利
概
念
を
も
っ
ぱ
ら

個
人
主
義
的
な
も
の
と
理
解
し
、
文
化
集
団
の
よ
う
な
集
合
的
主
体
が

行
使
す
る
権
利
の
所
在
を
お
よ
そ
想
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は

ロ
ー
ル
ズ
の
権
利
理
解
に
最
も
端
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
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「
す
べ
て
の
人
び
と
は
正
義
に
基
づ
い
た
〈
不
可
侵
な
る
も
の
〉
を
所

有
し
て
い
る
」
と
す
る
「
平
等
な
市
民
権
の
自
由
」
、
即
ち
個
人
権
の

平
等
性
こ
そ
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
権
利
理
論
の
唯
一
無
二
の
基
本
原
理
と

さ
れ
て
い
た

）
4
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
文
化
的
少
数
派
の
擁
護
に
際
し

て
は
、
既
存
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
多
様
な
議
論
が
、
極
め
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
得
る
と
反
論
す
る
。
そ
の
た
め
に
キ
ム
リ
ッ
カ
は
ま
ず
、
既

存
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
平
等
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
全
体

を
貫
徹
す
る
、
二
つ
の
立
場
の
差
異
に
着
目
し
た
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
ル

ズ
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に
代
表
さ
れ
る
資
源
基
底
的
平
等
論
と
、
ア
ー
ネ

ソ
ン
や
コ
ー
エ
ン
に
代
表
さ
れ
る
福
利
基
底
的
平
等
論
と
い
う
二
つ
の

立
場
で
あ
る
。
両
者
の
対
立
点
の
第
一
は
、
平
等
化
の
度
合
い
を
い
か

な
る
指
標
を
用
い
て
把
握
す
る
か
に
関
係
す
る
論
点
で
あ
り
、
社
会
正

義
の
指
標
あ
る
い
は
流
通
貨
幣
を
巡
る
対
立
と
呼
ば
れ
る
論
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
基
本
財
の
配
分
の
平
等
性
に
着
目
す
る

ロ
ー
ル
ズ
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
資
源
基
底
的
平
等
論
は
、
平
等
の
基

準
を
何
ら
か
の
資
源
配
分
の
平
等
性
に
限
定
す
る
が
、
福
利
基
底
的
平

等
論
は
、
人
々
が
諸
資
源
を
用
い
て
達
成
す
る
選
好
充
足
、
即
ち
福
利

の
平
等
性
を
視
野
に
入
れ
る
。
更
に
、
こ
の
両
者
は
、
人
々
が
抱
く
主

観
的
な
選
好
の
評
価
に
関
し
て
も
対
立
す
る
。
福
利
基
底
的
平
等
論
は
、

人
々
が
抱
く
主
観
的
な
選
好
を
所
与
の
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
を
無
条

件
に
充
足
す
る
こ
と
を
指
向
す
る
が
、
資
源
平
等
論
は
、
あ
ま
り
に
も

「
高
級
す
ぎ
る
嗜
好
」
や
、
自
ら
の
外
部
に
い
る
存
在
と
し
て
の
他
者

の
不
幸
を
見
て
快
感
を
得
る
「
外
的
選
好
」
な
ど
の
よ
う
に
、
一
定
の

不
適
切
な
選
好
を
平
等
化
の
考
慮
か
ら
排
除
す
る
。
そ
し
て
逆
に
資
源

平
等
論
は
、
人
々
が
あ
る
主
観
的
な
選
好
を
抱
い
た
場
合
、
そ
の
選
好

の
適
切
性
を
常
に
再
考
し
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
改
変
を
行
う
義
務
を

正
義
の
要
求
と
し
て
人
々
に
課
す
こ
と
に
な
る

）
5
（

。

　

こ
の
よ
う
な
既
存
の
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
解
を
前
提
と

し
て
、
キ
ム
リ
ッ
カ
自
身
は
、
資
源
平
等
論
的
な
立
場
に
立
脚
し
つ
つ
、

多
文
化
主
義
の
正
当
性
を
二
つ
の
論
点
に
即
し
て
論
証
す
る
。
第
一
の

論
点
は
、
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
道
徳
的
価
値
に
関
す
る
論
点
で

あ
る
。
キ
ム
リ
ッ
カ
に
よ
れ
ば
、
多
文
化
主
義
の
正
当
化
に
際
し
て
は
、

文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
、
先
述
の
意
味
で
の
平
等
性
の
適
切
な
指

標
・
貨
幣
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
が
、
資
源
平
等
論

の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
を
基
本
財
の
一
種
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
ま
ず
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に

求
め
ら
れ
る
自
由
の
核
心
を
、
「
我
々
が
自
ら
の
生
を
そ
の
内
部
か
ら

生
き
る
」
た
め
に
、「
自
ら
の
信
念
を
形
成
し
、
そ
し
て
改
変
す
る
自
由
」

に
あ
る
と
規
定
す
る

）
6
（

。
そ
し
て
彼
は
、
人
間
が
こ
う
し
た
生
の
批
判
的

な
反
省
を
行
う
た
め
の
更
な
る
条
件
と
し
て
、
人
間
に
対
し
て
、
自
ら

が
生
き
る
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
お
い
て
、
有
意
義
な
生
の

代
替
的
な
可
能
性
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
立
場
か
ら
は
、
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
意
義
は
、
人
間
に
対
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し
て
豊
か
で
有
意
義
な
生
の
選
択
肢
を
提
供
す
る
、
自
由
な
選
択
の
た

め
の
文
脈
を
提
供
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
キ
ム
リ
ッ

カ
は
、
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
、
そ
の
平
等
な
配
分
が
「
諸
個
人

に
対
し
て
平
等
な
配
慮
を
示
す
た
め
の
重
要
な
要
件
を
な
す
」
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
基
本
財
の
一
つ
と
し
て
の
性
格
を
紛
れ
も
な
く
有
し

て
い
る
と
総
括
す
る
の
で
あ
る

）
7
（

。

　

第
二
の
論
点
は
、
文
化
集
団
に
対
す
る
特
別
な
補
償
や
擁
護
政
策
が
、

正
義
の
許
容
す
る
平
等
に
反
し
な
い
と
い
う
、
平
等
化
を
巡
る
論
点
で

あ
り
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
資
源
平
等
論
に
依
拠
し
た

多
文
化
主
義
の
正
当
化
を
試
み
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
資
源
平
等
論
が
公

共
政
策
の
平
等
性
を
判
定
す
る
場
合
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
平
等
性
の

判
定
基
準
は
、
選
択
と
環
境
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
区
別
に
依
拠
し
て

い
る
。
即
ち
、
資
源
平
等
論
は
、
人
々
が
自
発
的
に
行
っ
た
選
択
の
結

果
発
生
し
た
不
平
等
へ
の
公
的
補
償
を
拒
絶
す
る
一
方
で
、
当
人
の
選

択
が
不
可
能
な
環
境
に
起
因
す
る
不
平
等
へ
の
補
償
を
正
当
化
す
る
。

換
言
す
れ
ば
、
資
源
平
等
論
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
人
々
が
自
己
の
生

の
計
画
に
関
す
る
絶
え
ざ
る
修
正
の
責
任
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
以
上
、

そ
う
し
た
生
の
吟
味
と
選
択
の
結
果
生
じ
た
不
平
等
に
対
し
て
は
自
己

責
任
で
対
応
す
る
こ
と
を
要
請
す
る

）
8
（

。
こ
の
環
境
と
選
択
と
い
う
二
分

法
の
中
で
、
人
間
の
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
明
ら
か
に
環
境
の
側

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
間
が
少
数
派
文
化
へ
の
帰
属

を
自
覚
的
に
選
択
す
る
こ
と
な
ど
お
よ
そ
想
像
で
き
な
い
以
上
、
自
ら

の
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
少
数
派
文
化
の
メ

ン
バ
ー
だ
け
が
、
主
流
派
文
化
の
メ
ン
バ
ー
よ
り
遙
か
に
大
き
い
コ
ス

ト
を
払
う
こ
と
を
正
義
は
許
容
し
な
い

）
9
（

。
そ
こ
で
、
少
数
派
文
化
の
メ

ン
バ
ー
が
味
わ
う
不
平
等
を
解
消
す
る
た
め
の
補
償
は
、
公
共
政
策
と

正
義
の
中
心
的
な
課
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
こ
う
し
た
多
文
化
主
義
の
抽
象
的
な
正
当
化
可
能

性
を
前
提
に
、
具
体
的
な
少
数
派
文
化
集
団
の
集
合
的
権
利
も
提
示
し

た
。
一
方
で
、
キ
ム
リ
ッ
カ
が
最
も
重
視
す
る
の
が
、
先
住
民
や
少
数

派
言
語
集
団
を
典
型
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（national 

m
inorities

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
元
々
は
自
分
た
ち
で
自
治
を
行
い
、

一
定
の
地
域
に
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
た
文
化
が
よ
り
大
き

な
国
家
に
組
み
込
ま
れ
る
」
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
。
こ
の
集
団
の
特
色

は
、
「
自
ら
を
多
数
派
の
文
化
と
並
ぶ
別
個
の
社
会
と
し
て
維
持
す
る
」

た
め
に
、
「
様
々
な
形
態
の
自
治
な
い
し
自
己
統
治
」
を
求
め
る
点
に

あ
る

）
10
（

。
他
方
、
定
住
を
目
指
す
正
規
移
民
を
典
型
と
す
る
エ
ス
ニ
ッ
ク

集
団
（ethnic groups

）
と
は
、「
個
人
や
家
族
の
移
住
か
ら
生
ま
れ
」

た
、
「
ゆ
る
や
か
な
団
体
」
で
あ
り
、
そ
の
特
色
は
、
「
一
般
的
に
は
、

よ
り
大
き
な
社
会
に
統
合
さ
れ
、
そ
の
完
全
な
一
員
と
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
る
」
こ
と
に
あ
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
は
「
し
ば
し
ば
そ
の
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
よ
り
強
く
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
求
め

る
」
も
の
の
、
そ
の
要
求
は
「
別
個
の
民
族
と
な
っ
て
自
分
た
ち
で
自

己
統
治
を
行
う
こ
と
」
に
は
存
し
て
い
な
い
。
そ
の
真
の
要
求
は
、「
主
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流
派
社
会
の
制
度
や
法
律
を
修
正
し
、
そ
れ
が
種
々
の
文
化
的
差
異
を

よ
り
い
っ
そ
う
包
容
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
」
に
あ
る

）
11
（

。
そ
し
て
、
キ

ム
リ
ッ
カ
は
、
自
ら
が
最
も
典
型
的
に
想
定
す
る
「
文
化
」
と
は
、
前

者
す
な
わ
ち
「
制
度
化
が
ほ
ぼ
十
分
に
行
き
わ
た
り
、
一
定
の
領
域
や

伝
統
的
居
住
地
に
居
住
し
、
独
自
の
言
語
と
歴
史
を
共
有
す
る
、
多
世

代
に
ま
た
が
る
共
同
体
」
と
し
て
の
「
民
族nation

」
で
あ
る
と
規
定

し
、
こ
う
し
た
独
自
の
文
化
概
念
を
、
社
会
構
成
的
文
化
と
名
付
け
る

の
で
あ
る

）
12
（

。

　

以
上
に
見
て
き
た
キ
ム
リ
ッ
カ
理
論
は
、
多
文
化
主
義
を
巡
る
単
に

抽
象
的
な
正
当
化
論
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
極
め
て
具
体
的
な
制
度
や

政
策
と
結
合
さ
せ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
多
様
な
論
争
を
巻
き
起
こ

し
続
け
て
き
た
。
だ
が
、
本
節
で
は
そ
う
し
た
多
様
な
具
体
的
論
争
の

内
実
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
本
稿
全
体
の
結
論
を
一
定
程
度
先
取
り
し
つ

つ
、
キ
ム
リ
ッ
カ
理
論
の
全
体
的
で
抽
象
的
な
方
向
性
に
関
し
て
、
一

点
だ
け
重
要
な
特
色
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
キ
ム
リ
ッ
カ
理

論
の
既
存
リ
ベ
ラ
ル
、
特
に
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
ル
と
の
両
義
的
な
関

係
性
で
あ
る
。
即
ち
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
キ
ム
リ
ッ
カ
自
身
の
議
論

は
当
初
、
既
存
リ
ベ
ラ
ル
へ
の
徹
底
し
た
批
判
を
伴
っ
て
い
た
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
既
存
リ
ベ
ラ
ル
に
対
す
る
態
度
全
体
を
総

合
的
に
評
価
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
む
し
ろ
積
極
的
な
契
機
も
十
分
に
存

在
す
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
ル
ズ
ら
既
存
リ
ベ
ラ
ル
の
議
論
は
、
確
か
に

こ
れ
ま
で
文
化
集
団
に
対
す
る
適
切
な
考
慮
を
怠
っ
て
き
た
が
、
そ
れ

が
自
由
と
平
等
の
両
立
と
い
う
本
来
の
目
的
に
立
ち
返
る
な
ら
、
既
存

リ
ベ
ラ
ル
は
十
分
に
文
化
擁
護
に
寄
与
し
得
る
と
キ
ム
リ
ッ
カ
は
評
価

す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
文
化
擁
護
の
基
底
的
な
理
由

と
な
る
、
自
己
の
生
の
あ
り
方
に
関
す
る
不
断
の
反
省
と
い
う
理
念
を
、

ま
さ
に
既
存
リ
ベ
ラ
ル
の
中
心
人
物
で
あ
る
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
か
ら
借
用

す
る
こ
と
と
な
る

）
13
（

。
こ
れ
に
対
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
に
対
す

る
最
も
初
期
的
な
批
判
者
は
、
自
由
と
平
等
の
両
立
と
い
う
平
等
主
義

的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
究
極
的
価
値
そ
れ
自
体
を
否
定
し
、
あ
る
種
の
自

由
価
値
の
実
現
の
み
を
至
上
目
的
と
す
る
議
論
を
展
開
し
、
そ
の
た
め

の
鍵
概
念
と
し
て
脱
出
の
権
利
を
提
示
し
た
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
そ

う
し
た
多
文
化
主
義
へ
の
初
期
的
な
批
判
の
典
型
例
と
し
て
、
チ
ャ
ド

ラ
ン
・
ク
カ
サ
ス
の
議
論
を
検
討
し
よ
う
。

二　

既
得
権
と
し
て
の
脱
出
権
―
―
ク
カ
サ
ス
の
初
期
批
判

　

ク
カ
サ
ス
は
、
個
人
主
義
的
な
自
由
を
唯
一
の
絶
対
的
価
値
と
み
な

し
、
非
介
入
主
義
的
な
国
家
観
を
信
奉
す
る
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
立

場
か
ら
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
多
文
化
主
義
に
対
す
る
徹
底
し
た
批
判
を

行
っ
た
。
ク
カ
サ
ス
は
ま
ず
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
真
正
な
伝
統
が
、
徹

底
的
に
個
人
主
義
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
と
理
解
し
た
上
で
、
こ
の

伝
統
が
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
少
数
派
文
化
擁
護
論
に
不
可
避
的
に
付
随

す
る
、
共
同
体
的
な
諸
価
値
の
尊
重
と
決
定
的
に
相
容
れ
な
い
こ
と
を
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指
摘
す
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
根
本
的
価
値
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
な
集
合
体
の
要
求
に
対
す
る
個
人
の
道
徳
的
優
位

性
」
を
認
め
る
個
人
主
義
、
「
個
人
間
の
道
徳
的
価
値
の
差
異
」
を
否

定
す
る
平
等
主
義
、
「
特
定
の
歴
史
的
な
組
織
や
文
化
形
態
に
対
し
て

二
次
的
な
意
義
の
み
を
認
め
る
」
普
遍
主
義
と
い
う
三
点
に
要
約
さ
れ

る
）
14
（

。
し
か
し
な
が
ら
、こ
う
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
基
本
的
価
値
は
、「
国

家
と
個
人
の
中
間
的
な
位
置
を
し
め
る
集
団
」
こ
そ
が
「
特
別
な
道
徳

的
承
認
に
値
す
る
」
と
考
え
る
、
共
同
体
論
的
な
批
判
を
不
可
避
的
に

惹
起
す
る
。
共
同
体
論
的
な
立
場
に
立
て
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
主
義

は
、
集
団
の
差
異
に
無
自
覚
な
結
果
、
「
差
別
に
苦
し
ん
で
き
た
共
同

体
に
対
す
る
補
償
」
を
否
定
し
、
「
少
数
派
文
化
を
破
壊
す
る
同
化
主

義
的
な
見
方
」
と
の
批
判
を
免
れ
な
い

）
15
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ク
カ
サ
ス
は
、
こ
う
し
た
共
同
体
論
的
な
議
論
が
、

共
同
体
の
本
質
を
完
全
に
誤
解
し
て
い
る
と
痛
烈
に
批
判
す
る
。
第
一

に
、
例
え
ば
植
民
地
相
互
の
統
合
や
移
民
流
入
な
ど
に
伴
っ
て
、
新
た

な
集
団
と
し
て
の
国
民
が
比
較
的
容
易
に
形
成
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
集

団
の
内
実
は
不
断
に
変
化
し
て
お
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
固
定
的
な
実

在
だ
と
は
限
ら
な
い

）
16
（

。
加
え
て
、
例
え
ば
少
数
派
文
化
集
団
内
の
エ
リ
ー

ト
が
集
団
の
団
結
強
化
を
主
張
す
る
の
に
対
し
、
大
衆
は
経
済
的
発
展

に
関
心
を
見
出
す
な
ど
、
集
団
内
部
に
も
多
様
な
対
立
と
分
裂
の
契
機

が
存
在
し
、
集
団
の
一
枚
岩
性
を
安
易
に
想
定
す
る
共
同
体
論
の
議
論

は
幻
想
で
あ
る

）
17
（

。
結
局
、
集
団
に
個
人
と
は
独
立
の
実
在
性
と
道
徳
的

価
値
を
認
め
る
共
同
体
論
の
理
解
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
完
全
に
背
反

す
る
。
即
ち
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
「
メ
ン
バ
ー
が
、
結
社
の
条
件
や
、

そ
れ
を
支
え
る
権
威
を
正
当
な
も
の
と
認
識
す
る
限
り
で
」
の
み
集
団

の
道
徳
的
意
義
を
肯
定
し
、
市
民
が
集
団
加
入
と
脱
退
を
選
択
す
る
結

社
の
自
由
を
有
す
る
限
り
で
集
団
を
許
容
し
得
る
こ
と
に
な
る

）
18
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ク
カ
サ
ス
は
、
共
同
体
の
道
徳
的
実
在
性
を
個
人

主
義
の
立
場
か
ら
徹
底
的
に
批
判
し
た
上
で
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
多
文
化

主
義
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
不
安
定
な
存
在
と
し
て
の
集
団
を
基
礎
と

し
た
補
償
を
提
唱
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
の
恣
意
的
な
介
入
を
多
方

面
で
助
長
す
る
と
痛
烈
に
批
判
す
る
。
第
一
に
ク
カ
サ
ス
が
や
り
玉
に

挙
げ
る
の
が
、
特
別
な
集
合
的
権
利
と
平
等
の
関
係
で
あ
る
。キ
ム
リ
ッ

カ
は
、
少
数
派
文
化
に
対
す
る
特
別
な
補
償
や
保
護
政
策
は
、
彼
ら
が

自
ら
の
選
択
に
起
因
し
な
い
文
化
的
な
不
平
等
の
被
害
を
受
け
続
け
て

き
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
平
等
の
理
念
に
十
分
に
合
致
す
る
と
主
張

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
選
択
に
起
因
し
な
い
不
平
等
へ
の
補
償
と
い

う
キ
ム
リ
ッ
カ
の
補
償
原
則
に
照
ら
せ
ば
、
そ
う
し
た
選
択
に
起
因
し

な
い
不
平
等
の
被
害
者
は
、
生
得
的
な
障
害
の
持
ち
主
な
ど
少
数
派
文

化
集
団
以
外
に
も
多
数
存
在
し
、
少
数
派
文
化
だ
け
を
特
別
視
す
る
こ

と
は
、
平
等
の
理
念
に
合
致
し
な
い

）
19
（

。

　

加
え
て
、
ク
カ
サ
ス
は
、
多
文
化
主
義
が
擁
護
す
る
少
数
派
文
化
の

実
質
的
な
性
格
を
も
問
題
視
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
典

型
的
関
心
と
し
て
の
先
住
民
文
化
は
多
く
の
場
合
、
選
択
や
自
律
と
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い
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
価
値
を
否
定
す
る
場
合
が
多
く
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
立
場
か
ら
は
、
少
数
派
文
化
内
部
に
選
択
や
自
由
の
価
値
を
浸
透

さ
せ
る
、
文
化
の
リ
ベ
ラ
ル
化
が
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の

際
、
キ
ム
リ
ッ
カ
自
身
は
、
非
リ
ベ
ラ
ル
な
文
化
の
メ
ン
バ
ー
が
、
国

家
か
ら
の
援
助
を
得
て
自
発
的
に
リ
ベ
ラ
ル
な
文
化
を
選
択
す
る
と
い

う
シ
ナ
リ
オ
を
描
く
が
、
そ
れ
は
少
数
派
の
自
発
的
選
択
へ
の
援
助
と

い
う
名
目
で
、
文
化
に
対
す
る
国
家
の
過
大
な
介
入
を
誘
発
す
る
危
険

性
が
多
分
に
存
在
す
る

）
20
（

。

　

こ
う
し
た
キ
ム
リ
ッ
カ
批
判
を
前
提
に
、
ク
カ
サ
ス
自
身
は
、
自
ら

の
少
数
派
文
化
問
題
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
個
人
権
と
し
て
の
結
社
の

自
由
と
直
結
す
る
脱
出
権
の
構
想
を
提
示
し
、
そ
れ
を
二
つ
の
観
点
か

ら
正
当
化
す
る
。
第
一
に
、ク
カ
サ
ス
に
よ
れ
ば
、キ
ム
リ
ッ
カ
の
「
共

同
体
論
的
な
」
少
数
派
文
化
擁
護
論
は
、
共
同
体
メ
ン
バ
ー
の
同
意
と

無
関
係
に
共
同
体
の
集
合
的
利
益
を
想
定
し
、
そ
れ
と
対
応
す
る
集
合

的
権
利
を
構
想
す
る
。
し
か
し
、
個
人
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
許

容
す
る
、
個
人
の
結
社
の
自
由
に
依
拠
し
た
文
化
理
解
に
お
い
て
は
「
文

化
的
共
同
体
内
の
諸
個
人
に
は
、
共
に
共
同
体
か
ら
脱
出
す
る
自
由
と
、

他
者
と
結
社
を
維
持
す
る
自
由
」
を
認
め
、
脱
出
の
自
由
を
持
ち
つ
つ

退
去
し
な
い
メ
ン
バ
ー
の
み
を
、
文
化
の
支
持
者
と
み
な
す
。
そ
し
て
、

こ
の
結
社
の
自
由
の
擁
護
の
み
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
に
期
待
し
得
る

文
化
擁
護
策
の
全
て
で
あ
り
、
「
共
同
体
の
外
部
に
位
置
す
る
者
が
、

自
ら
の
権
利
の
範
囲
内
で
行
動
す
る
メ
ン
バ
ー
を
阻
止
す
る
た
め
に
介

入
す
る
権
利
」
を
国
家
は
決
し
て
有
し
て
い
な
い

）
21
（

。

　

第
二
に
、
ク
カ
サ
ス
は
、
自
ら
の
新
し
い
文
化
理
解
が
、
よ
り
実
質

的
に
人
間
の
自
由
を
増
進
す
る
こ
と
に
も
貢
献
す
る
と
強
調
す
る
。
即

ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
少
数
派
文
化
の
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル

な
内
実
を
持
っ
た
生
の
目
標
を
、
メ
ン
バ
ー
自
身
が
自
律
的
な
過
程
を

経
て
選
択
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
キ
ム
リ
ッ
カ
理
論
は
、
既
に
見
た
よ

う
に
、
自
律
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
を
強
制
す
る
と
い
う
自
己
矛
盾

に
陥
る
危
険
性
が
極
め
て
高
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ク
カ
サ
ス
的
な
脱
出

権
の
構
想
は
、
非
自
律
的
で
リ
ベ
ラ
ル
で
な
い
文
化
を
信
奉
す
る
文
化

集
団
に
対
し
て
、
彼
ら
が
自
文
化
を
保
持
し
続
け
る
自
由
を
許
容
す
る

）
22
（

。

こ
う
し
た
抑
圧
的
な
文
化
を
放
置
す
る
場
合
、
文
化
集
団
内
部
の
メ
ン

バ
ー
個
人
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
懸
念
も
確
か
に
存
在
す
る
。

し
か
し
、
た
と
え
非
リ
ベ
ラ
ル
な
集
団
が
社
会
内
に
一
部
残
存
し
て
も
、

社
会
内
に
存
在
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
集
団
が
非
リ
ベ
ラ
ル
な
集
団
に
圧
力

を
加
え
続
け
さ
え
す
れ
ば
、
「
従
来
は
単
に
形
式
的
な
保
護
に
寄
与
す

る
だ
け
と
考
え
ら
れ
た
」
個
人
の
脱
出
権
が
、
「
実
質
的
な
内
実
を
持

つ
こ
と
が
明
確
と
な
る
」
、
と
ク
カ
サ
ス
は
結
論
付
け
る
の
で
あ
る

）
23
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ク
カ
サ
ス
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
的
な
多
文
化
主
義
の

意
義
を
全
く
否
定
し
、
文
化
か
ら
の
脱
出
権
の
擁
護
こ
そ
が
リ
ベ
ラ
ル

の
唯
一
の
目
的
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
権
利
は
既
に
人
々
に
与
え
ら
れ

て
い
る
が
故
に
、
国
家
か
ら
の
特
別
な
助
力
が
新
た
に
得
ら
れ
ず
と
も
、

容
易
に
行
使
可
能
な
は
ず
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
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た
ク
カ
サ
ス
の
批
判
に
対
し
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
ど
の
よ
う
に
反
論
し
、

ま
た
ク
カ
サ
ス
の
批
判
は
そ
の
後
の
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
展
開

に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
ク
カ
サ
ス
に

対
す
る
キ
ム
リ
ッ
カ
自
身
の
直
接
の
反
論
を
見
る
と
、
そ
れ
は
大
き
く

二
点
に
要
約
出
来
る
。
第
一
は
、
集
合
的
権
利
の
不
可
欠
性
に
関
す
る

問
題
で
あ
る
。
ク
カ
サ
ス
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
的
な
少
数
派
文
化
擁
護
策

が
、
社
会
の
中
に
存
在
す
る
多
様
な
不
平
等
と
比
し
て
、
文
化
的
少
数

派
の
劣
位
を
特
別
視
す
る
不
当
性
を
免
れ
な
い
と
批
判
す
る
。
こ
れ
に

対
し
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
不
平
等
の
解
消
に
際
し
て
画
一
的
な
個
人
権

の
み
で
対
応
し
得
る
と
す
る
、
ク
カ
サ
ス
の
楽
観
論
を
む
し
ろ
問
題
視

す
る
。
例
え
ば
、
ク
カ
サ
ス
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
の
ア
ボ
リ

ジ
ニ
救
済
に
際
し
、
個
人
権
の
活
用
を
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

貧
困
や
身
体
的
障
害
と
い
う
不
平
等
に
は
、
栄
養
や
教
育
、
医
療
等
の

個
人
権
を
付
与
す
る
対
応
も
可
能
で
あ
る
が
、
自
言
語
の
不
平
等
な
扱

い
に
苦
し
む
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
苦
境
に
関
し
て
は
、
「
言
語
政
策
に
関
す

る
一
定
の
拒
否
権
」
付
与
と
い
う
集
合
権
付
与
以
外
の
対
策
が
な
い

）
24
（

。

　

第
二
に
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
集
合
的
権
利
の
付
与
が
、
非
リ
ベ
ラ
ル

な
集
団
に
対
す
る
リ
ベ
ラ
ル
化
の
強
制
を
帰
結
す
る
と
い
う
ク
カ
サ
ス

の
懸
念
に
対
し
て
も
、
非
常
に
強
く
反
発
す
る
。
一
方
で
、
多
文
化
主

義
が
提
示
す
る
集
合
的
文
化
権
は
、
少
数
派
側
が
多
数
派
か
ら
の
同
化

圧
力
に
抗
す
る
切
り
札
と
し
て
の
対
外
的
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
が
集
団

内
部
へ
の
抑
圧
に
加
担
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
一
貫

し
て
反
対
し
て
い
る

）
25
（

。
他
方
、
文
化
擁
護
策
と
し
て
、
個
人
の
既
得
権

と
し
て
の
脱
出
権
の
み
に
期
待
す
る
ク
カ
サ
ス
の
戦
略
こ
そ
、
む
し
ろ

集
団
内
に
お
け
る
強
い
抑
圧
と
な
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
、
ク
カ
サ
ス
自
身
は
、
脱
出
権
の
構
想
は
、
個
人
に
共
同

体
へ
の
加
入
を
強
制
し
な
い
、
リ
ベ
ラ
ル
な
戦
略
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
共
同
体
へ
の
加
入
そ
れ
自
体
は
自
発
的
で
あ
っ
て
も
、

一
度
共
同
体
に
加
入
し
て
以
降
、
自
ら
へ
の
異
論
を
一
切
認
め
な
い
と

い
う
抑
圧
的
な
共
同
体
の
例
は
数
多
い
。
加
え
て
、
脱
出
権
の
行
使
可

能
性
を
市
場
参
入
と
同
程
度
に
容
易
と
す
る
ク
カ
サ
ス
の
想
定
は
、
過

度
に
楽
観
的
で
あ
る
。
過
去
の
不
平
等
の
影
響
か
ら
無
力
な
ま
ま
に
留

ま
る
こ
と
が
多
い
少
数
派
文
化
の
メ
ン
バ
ー
に
、
自
文
化
か
ら
の
脱
出

を
期
待
す
る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
、
と
キ
ム
リ
ッ
カ
は
強
く

ク
カ
サ
ス
を
批
判
す
る
の
で
あ
る

）
26
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
キ
ム
リ
ッ
カ
と
ク
カ
サ
ス
の
両
者
は
、
自
由
の
実

現
に
際
し
て
文
化
が
果
た
し
得
る
役
割
や
、
文
化
の
擁
護
に
際
し
て
国

家
が
果
た
し
得
る
役
割
と
い
っ
た
最
も
根
本
的
な
論
点
に
関
し
て
、

真
っ
向
か
ら
相
対
立
し
た
議
論
を
展
開
し
た
。
そ
れ
故
に
、
両
者
の
論

争
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
形
成
期
を
代
表
す
る
論
争
の
一
つ

と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
論
争
は
、
そ
の
後
一
九
九
〇
年

代
末
頃
に
至
り
、
キ
ム
リ
ッ
カ
的
な
集
合
的
権
利
理
論
が
、
多
様
な
少

数
派
文
化
類
型
を
視
野
に
入
れ
た
よ
り
体
系
的
な
権
利
理
論
を
発
展
さ

せ
る
一
方
で
、
ク
カ
サ
ス
流
の
脱
出
権
理
論
に
は
新
た
な
展
開
が
見
ら
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れ
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
い
わ
ば
集
合
的
権
利
理
論
の
一
方
的
な
勝
利

に
終
わ
っ
た
両
者
の
論
争
状
況
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
特
に
後
年
の
脱

出
権
論
と
の
対
比
と
い
う
観
点
か
ら
、
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

　

第
一
に
、
ク
カ
サ
ス
理
論
の
意
義
を
、
そ
の
自
由
観
や
国
家
観
の
受

容
と
い
っ
た
、
ク
カ
サ
ス
理
論
の
実
質
的
な
結
論
の
受
容
と
い
う
観
点

で
見
れ
ば
、
両
者
の
論
争
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
的
な
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化

主
義
の
一
方
的
な
勝
利
に
終
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
、
他
者
と
共
有
さ
れ

る
集
合
的
遺
産
と
し
て
の
文
化
と
は
無
関
係
に
、
し
か
も
国
家
と
い
う

集
合
体
か
ら
の
助
力
を
必
要
と
せ
ず
に
追
究
さ
れ
る
、
ク
カ
サ
ス
の
完

全
に
個
人
主
義
的
な
自
由
の
理
念
は
、
余
り
に
も
非
現
実
的
で
楽
観
的

な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
お
よ
そ
支
持
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
失
敗
し

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
第
二
に
、
ク
カ
サ
ス
の
議
論
を
今
、
キ
ム
リ
ッ
カ
的
な
権
利

理
論
が
持
つ
限
界
の
考
察
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
彼
の
議
論
に
も
一
定

の
重
要
な
貢
献
は
存
在
し
た
。
即
ち
、ク
カ
サ
ス
の
議
論
は
、キ
ム
リ
ッ

カ
的
な
権
利
理
論
が
無
批
判
に
受
容
さ
れ
た
場
合
、
平
等
主
義
的
な
リ

ベ
ラ
ル
と
と
し
て
の
キ
ム
リ
ッ
カ
も
支
持
す
る
、
個
人
の
自
由
と
い
う

リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
が
抑
圧
さ
れ
得
る
危
険
性
に
つ
い
て
、
無
国
家
的
な

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
戯
画
化
さ
れ
た
舞
台
装
置
を
用
い
て
警
鐘
を
鳴
ら

し
た
議
論
と
し
て
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
意
味
で
、
ク
カ
サ
ス

の
議
論
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
に
代
置
さ
れ
る
そ
の
完
全
な
代

替
案
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
が
そ
の
存

在
を
常
に
意
識
す
べ
き
、
そ
の
最
大
の
論
争
相
手
の
一
人
で
あ
っ
た
と

評
価
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。

三　

作
為
と
し
て
の
脱
出
権
―
―
オ
ー
キ
ン
の
後
期
批
判

　

そ
れ
で
は
、
次
に
多
文
化
主
義
を
巡
る
後
期
論
争
の
中
で
提
起
さ
れ

た
、
新
し
い
脱
出
権
理
論
の
特
質
を
考
察
し
て
い
こ
う
。
か
つ
て
キ
ム

リ
ッ
カ
自
身
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
を
巡
る
後
期
論
争
の

特
質
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
理
論
の
二
つ
の
命
題
の
中
で
、
選
択
に
お
け
る

文
化
の
役
割
に
関
す
る
第
一
命
題
へ
の
一
定
の
合
意
を
前
提
と
し
た
上

で
、
文
化
集
団
に
対
す
る
補
償
の
平
等
性
に
関
わ
る
第
二
命
題
を
巡
る

諸
問
題
に
関
心
が
移
行
し
た
点
に
あ
る

）
27
（

 

。
即
ち
、
後
期
論
争
に
お
い

て
は
、
文
化
的
少
数
派
保
護
政
策
の
必
要
性
そ
れ
自
体
を
差
し
当
た
り

承
認
し
た
上
で
生
じ
る
、
多
様
な
保
護
政
策
相
互
の
対
立
等
の
諸
問
題

に
論
点
が
移
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し

た
後
期
論
争
の
代
表
的
争
点
と
し
て
、
少
数
派
文
化
内
部
に
お
け
る
弱

者
と
し
て
の
女
性
や
子
供
等
に
対
す
る
抑
圧
を
巡
る
、
い
わ
ゆ
る
内
部

少
数
派
問
題
を
手
が
か
り
に
、
後
期
論
争
の
変
化
を
考
察
し
た
い
。

　

キ
ム
リ
ッ
カ
と
同
様
に
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
立
脚
す
る

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
ス
ー
ザ
ン
・
オ
ー
キ
ン
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
多
文

化
主
義
の
両
立
不
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
痛
烈
な
多
文
化
主
義
批
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判
を
展
開
し
た
。
オ
ー
キ
ン
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
多
文
化
主

義
は
、
社
会
的
弱
者
の
擁
護
と
い
う
点
で
共
通
の
関
心
を
有
し
て
い
る

類
似
の
思
想
で
あ
る
と
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
両
者
の

間
に
は
、
極
め
て
深
刻
な
緊
張
関
係
が
存
在
し
、
両
立
は
到
底
不
可
能

だ
と
彼
女
は
指
摘
す
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
ム
ス
リ
ム

の
少
女
が
学
校
で
宗
教
的
な
意
味
を
帯
び
た
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る
こ

と
の
是
非
を
巡
る
フ
ラ
ン
ス
の
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
に
お
い
て
、

多
文
化
主
義
者
と
旧
左
翼
の
人
々
は
着
用
に
賛
成
し
た
が
、
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
は
む
し
ろ
、
ス
カ
ー
フ
着
用
を
女
性
に
対
す
る
古
い
因
習
の
強
制

と
理
解
し
て
、
世
俗
化
を
国
是
と
捉
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
主
義
者
や

世
俗
教
育
の
推
進
論
者
と
共
に
着
用
に
反
対
し
た

）
28
（

。
更
に
よ
り
深
刻
な

抑
圧
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
が
、
ア
フ
リ
カ
系
フ
ラ
ン
ス
移
民
に
広

が
る
一
夫
多
妻
制
の
慣
習
を
巡
る
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
で
は
、
世

論
の
大
半
は
こ
う
し
た
慣
習
の
維
持
に
否
定
的
で
あ
り
、
一
見
す
れ
ば

そ
の
論
争
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
側
の
一
方
的
勝
利
に
終
わ
っ
た
か
の
よ
う

に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
多
文
化
主
義
的
な
規
範
が
女

性
に
対
し
て
加
え
る
具
体
的
な
抑
圧
の
深
刻
さ
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ

ば
、
両
者
の
対
立
は
ス
カ
ー
フ
問
題
の
場
合
よ
り
も
遙
か
に
深
刻
な
も

の
と
言
え
る

）
29
（

。

　

オ
ー
キ
ン
自
身
は
、
以
上
の
事
例
が
示
唆
す
る
問
題
を
、
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
と
多
文
化
主
義
の
間
に
存
在
す
る
緊
張
関
係
の
問
題
と
し
て
一
般

化
す
る
。
即
ち
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
女
性
の
性
的
な
不
利
益
か
ら
の

解
放
と
、
女
性
の
自
由
で
尊
厳
あ
る
生
の
実
現
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
目

的
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
多
文
化
主
義
が
少
数
派

文
化
に
付
与
す
る
集
合
的
特
権
は
、
そ
う
し
た
女
性
の
自
由
な
生
を
規

制
す
る
、
非
リ
ベ
ラ
ル
な
内
容
を
一
定
程
度
含
ん
で
い
る
場
合
が
多
く
、

こ
の
点
で
多
文
化
主
義
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
間
に
は
緊
張
関
係
が
存
在

す
る

）
30
（

。
し
か
も
オ
ー
キ
ン
は
、
こ
う
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
多
文
化
主

義
と
の
緊
張
関
係
が
、
多
文
化
主
義
の
文
化
観
に
固
有
の
難
点
か
ら
不

可
避
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
即
ち
、
多
文
化
主
義
理

論
の
多
く
は
、
文
化
内
部
に
存
在
す
る
対
立
を
一
切
捨
象
し
た
、
過
度

に
一
枚
岩
的
な
文
化
集
団
を
想
定
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し

た
多
文
化
主
義
理
論
の
一
枚
岩
的
な
文
化
理
解
は
、
多
文
化
主
義
の
私

的
領
域
に
対
す
る
無
関
心
と
不
可
分
の
問
題
で
あ
り
、
多
文
化
主
義
理

論
の
大
半
は
、
ま
さ
に
男
性
に
よ
る
女
性
の
抑
圧
と
男
女
間
の
紛
争
と

の
主
要
な
舞
台
と
な
る
、
私
的
領
域
の
存
在
を
直
視
し
て
い
な
い

）
31
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
オ
ー
キ
ン
は
、
こ
う
し
た
多
文
化
主
義
の
文
化
観
の

問
題
性
こ
そ
は
、
ま
さ
に
多
文
化
主
義
の
女
性
差
別
の
元
凶
に
な
っ
て

い
る
と
強
く
批
判
す
る
。
第
一
に
、
私
的
で
性
的
で
あ
り
、
再
生
産
に

関
わ
る
領
域
は
、
ま
さ
に
文
化
の
考
察
に
お
い
て
焦
点
と
な
る
べ
き
領

域
で
あ
り
、
こ
の
領
域
を
切
り
捨
て
た
文
化
の
考
察
は
意
味
が
乏
し
い

）
32
（

。

第
二
に
、
実
際
の
少
数
派
文
化
に
お
け
る
私
的
領
域
の
理
解
で
は
、
女

性
を
感
情
的
で
邪
悪
で
あ
り
、
性
的
に
不
安
定
な
存
在
と
し
て
扱
う
、

女
性
へ
の
差
別
的
な
慣
習
が
多
数
温
存
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
少
数
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派
文
化
に
多
い
女
子
割
礼
の
風
習
は
、
女
性
だ
け
に
性
的
な
快
楽
を
禁

ず
る
こ
と
に
よ
り
、
結
婚
ま
で
の
女
性
の
処
女
性
を
確
保
し
よ
う
と
す

る
差
別
に
加
担
す
る
。
ま
た
、
一
夫
多
妻
制
や
女
性
に
対
し
て
極
端
な

早
婚
を
奨
励
す
る
風
習
は
、
妻
相
互
の
競
争
意
識
や
、
夫
と
妻
の
間
に

あ
る
年
齢
の
差
を
利
用
し
て
、
妻
の
恭
順
さ
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
差

別
的
な
意
図
に
満
ち
て
い
る

）
33
（

。

　

以
上
の
議
論
を
前
提
と
し
て
、
オ
ー
キ
ン
は
更
に
、
多
文
化
主
義
の

代
表
論
者
と
し
て
の
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
も
ま
た
、
こ
う
し
た
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
的
批
判
を
免
れ
得
な
い
と
批
判
す
る
。
第
一
に
、
キ
ム
リ
ッ
カ

の
多
文
化
主
義
は
、
文
化
を
個
人
の
尊
厳
や
自
由
の
観
点
か
ら
正
当
化

す
る
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
性
格
か
ら
、
少
数
派
文
化
に
集
合
的
権
利
を

付
与
す
る
際
の
条
件
と
し
て
、
少
数
派
文
化
内
部
に
お
い
て
自
由
が
確

保
さ
れ
る
こ
と
を
、
差
し
当
た
り
形
式
的
に
は
要
求
す
る
。
だ
が
、
圧

倒
的
多
数
の
少
数
派
文
化
の
内
部
に
は
自
由
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事

実
を
直
視
す
れ
ば
、
本
来
集
合
的
権
利
を
付
与
で
き
る
文
化
の
数
は
極

め
て
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
そ
う
し
た
集
団

の
限
定
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い

）
34
（

。
第
二
に
、
よ
り
強
く
非
難
さ
れ
る

べ
き
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
が
女
性
差
別
の
実
態
を
、
公
的
領
域
の
あ
り
方

の
み
か
ら
判
断
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
即
ち
、
キ
ム
リ
ッ
カ
が

少
数
派
文
化
内
で
の
女
性
差
別
を
論
じ
る
場
合
、
そ
こ
で
典
型
的
に
想

定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
教
育
や
選
挙
権
の
否
定
な
ど
公
的
領
域
で
の
差

別
で
あ
り
、
女
性
の
生
命
に
対
す
る
よ
り
強
い
危
害
が
生
じ
や
す
い
、

家
庭
等
の
私
的
領
域
に
お
け
る
差
別
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い

）
35
（

。
そ
し
て

オ
ー
キ
ン
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
に
お
い
て
さ
え
女
性
の
人
権
に
十
分
な
配

慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
女
性
が
自
己
の
属
す
る
「
文
化
の
存
続

に
明
確
な
利
益
を
有
し
て
い
る
」
と
の
一
般
化
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、

む
し
ろ
自
文
化
の
根
本
的
な
「
改
変
」
や
「
消
滅
」
な
ど
を
通
じ
た
、

文
化
か
ら
の
脱
出
を
目
指
す
べ
き
場
合
が
多
い
、
と
オ
ー
キ
ン
は
結
論

づ
け
る
の
で
あ
る

）
36
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
オ
ー
キ
ン
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
う
新
た
な
視

点
か
ら
、
少
数
派
文
化
集
団
が
持
つ
抑
圧
的
性
格
に
光
を
当
て
、
文
化

集
団
か
ら
の
脱
出
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
抑
圧
へ
対
応
し
よ
う
と
す
る
、

新
た
な
脱
出
権
論
を
展
開
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
オ
ー
キ
ン
の

新
し
い
脱
出
権
論
は
、
多
文
化
主
義
論
争
の
中
で
い
か
な
る
意
味
を

持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

既
に
前
節
で
予
告
し
た
よ
う
に
、
オ
ー
キ
ン
の
批
判
は
、
少
数
派
文

化
に
内
在
す
る
抑
圧
か
ら
の
脱
出
を
掲
げ
る
点
で
、
前
期
に
展
開
さ
れ

た
脱
出
権
論
と
確
か
に
一
定
の
連
続
性
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ

で
重
要
な
点
は
、
こ
う
し
た
後
期
の
脱
出
権
を
巡
る
論
争
は
、
前
期
の

議
論
と
異
な
っ
て
、
必
ず
し
も
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
意
義
を
否

定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
一
定
程
度
前
提
に
し
て
成
立
し
て
い
た
、

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、
後
期
論
争
に
お
け
る
脱
出
権
概
念
は
、

文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
本
質
的
意
義
を
一
定
程
度
認
め
つ
つ
、
そ

こ
か
ら
生
じ
る
多
様
な
副
作
用
を
調
節
し
、
多
文
化
主
義
と
リ
ベ
ラ
リ
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ズ
ム
の
他
の
諸
目
的
と
の
緊
張
関
係
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
限

定
的
に
使
用
さ
れ
る
権
利
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
多
文
化
主
義
後
期
論
争
の
特
色
を
例
証
す
る
事
実
は
枚
挙

に
暇
が
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
オ
ー
キ
ン
に
対
す
る
多
様
な
反
批
判
に

着
目
し
よ
う
。
即
ち
、
オ
ー
キ
ン
の
議
論
に
対
し
て
は
、
極
め
て
多
様

な
論
者
か
ら
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
文
化
的
メ

ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
意
義
を
完
全
に
否
定
し
、
手
放
し
の
脱
出
を
推
奨
す

る
、
ク
カ
サ
ス
的
な
脱
出
権
論
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
そ
う

し
た
反
批
判
の
一
つ
の
類
型
と
し
て
は
、
オ
ー
キ
ン
の
文
化
理
解
、
特

に
少
数
派
文
化
理
解
の
偏
狭
性
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
議
論

は
、
オ
ー
キ
ン
の
文
化
理
解
が
、
少
数
派
文
化
に
関
す
る
よ
り
リ
ベ
ラ

ル
な
解
釈
の
所
在
や
、
あ
く
ま
で
も
自
由
意
志
に
基
づ
き
少
数
派
文
化

の
保
守
的
慣
行
に
従
う
者
の
存
在
な
ど
を
捨
象
し
、
少
数
派
文
化
を
過

度
に
抑
圧
的
に
描
い
て
い
る
と
批
判
す
る

）
37
（

。
更
に
第
二
の
類
型
と
し
て
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
の
諸
要
求
は
、
一
定
の
調
整
を
通
じ
て

両
立
可
能
で
あ
る
と
す
る
反
批
判
も
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
女
性
差

別
の
禁
止
と
い
う
近
代
法
の
一
般
原
則
を
画
一
的
に
適
用
す
れ
ば
、
女

性
抑
圧
的
な
慣
習
を
含
む
少
数
派
文
化
の
実
質
的
な
禁
圧
を
帰
結
す
る

こ
と
を
視
野
に
入
れ
、
少
数
派
文
化
に
対
す
る
女
性
差
別
禁
止
法
の
適

用
を
一
部
除
外
し
得
る
裁
量
を
裁
判
所
に
与
え
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ

る
）
38
（

。
こ
の
二
類
型
と
も
、
少
数
派
文
化
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
そ
れ
自
体

の
意
義
を
一
方
的
に
否
定
す
る
、
前
期
脱
出
権
論
の
立
場
と
は
根
本
的

に
異
な
っ
て
い
る
。

　

だ
が
、
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
意
義
を
一
定
程
度
承
認
す
る
と

い
う
、
後
期
多
文
化
主
義
論
争
の
特
色
を
最
も
典
型
的
に
示
す
議
論
は
、

キ
ム
リ
ッ
カ
が
提
示
し
た
本
質
的
両
立
可
能
性
説
と
呼
び
う
る
立
場
で

あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
多
文
化
主
義
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
間
に
は
、
特

別
の
調
整
や
調
停
を
行
わ
ず
と
も
本
質
的
に
両
立
可
能
な
要
素
が
多
く
、

む
し
ろ
相
互
対
立
を
徒
に
強
調
す
る
こ
と
の
弊
害
を
懸
念
す
る
。
具
体

的
に
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
自
身
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
の
両

立
に
は
、
彼
自
身
が
集
合
的
権
利
理
論
の
当
初
か
ら
主
張
す
る
、
外
的

保
護
と
内
的
制
約
と
い
う
区
別
を
用
い
た
対
応
が
可
能
だ
と
主
張
す
る
。

即
ち
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
文
化
的
少
数
派
の
諸
権
利
は
、
集
団
外
部
の

多
数
派
か
ら
の
抑
圧
を
回
避
す
る
た
め
の
防
壁
で
あ
り
、
集
団
内
部
の

エ
リ
ー
ト
が
内
部
少
数
派
の
制
約
の
た
め
に
そ
れ
を
用
い
る
、
い
わ
ば

内
的
制
約
の
た
め
の
使
用
は
許
容
さ
れ
な
い
と
強
調
し
た

）
39
（

。
こ
れ
に
対

し
、
オ
ー
キ
ン
は
、
少
数
派
文
化
側
の
行
動
を
微
調
整
す
る
こ
と
で
足

り
る
と
す
る
、
こ
う
し
た
キ
ム
リ
ッ
カ
の
議
論
は
不
十
分
で
あ
り
、
女

性
を
真
に
抑
圧
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
実
質
的
に
少
数
派
文

化
側
の
慣
行
を
規
制
す
る
措
置
が
不
可
欠
だ
と
反
論
し
た

）
40
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
キ
ム
リ
ッ
カ
自
身
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
多
文
化

主
義
の
両
立
不
可
能
性
を
主
張
す
る
オ
ー
キ
ン
の
議
論
は
余
り
に
も
安

易
な
も
の
で
あ
り
、
オ
ー
キ
ン
の
議
論
を
内
在
的
に
再
構
成
す
れ
ば
、

む
し
ろ
そ
こ
に
は
両
者
の
本
質
的
な
両
立
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
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主
張
し
た
。
第
一
に
、
オ
ー
キ
ン
の
議
論
と
多
文
化
主
義
と
は
、
弱
者

保
護
の
た
め
の
処
方
箋
と
し
て
個
人
権
の
み
に
期
待
す
る
旧
来
型
リ
ベ

ラ
ル
と
は
異
な
り
、
社
会
的
制
度
改
変
の
効
果
を
重
視
す
る
と
い
う
点

で
、
明
ら
か
な
共
通
点
を
有
し
て
い
る

）
41
（

。
第
二
に
、
両
者
は
、
旧
来
型

リ
ベ
ラ
ル
の
欠
陥
に
関
す
る
学
説
史
的
整
理
や
、
特
権
的
な
権
利
付
与

に
よ
る
不
平
等
解
消
と
い
う
処
方
箋
の
次
元
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に

一
定
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と

多
文
化
主
義
の
両
者
は
、
そ
の
部
分
的
な
対
立
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

多
数
の
共
通
点
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
し
た

両
者
の
共
通
点
を
無
視
し
て
多
文
化
主
義
を
一
方
的
に
断
罪
す
る
オ
ー

キ
ン
の
議
論
は
、
余
り
に
も
安
易
な
誤
解
で
あ
る
と
キ
ム
リ
ッ
カ
は
反

論
す
る
の
で
あ
る

）
42
（

。

　

こ
の
多
文
化
主
義
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
両
立
可
能
性
を
巡
る
問
題
は
、

一
義
的
な
解
を
拒
否
す
る
難
問
で
あ
り
、
そ
の
後
こ
の
問
い
は
内
部
少

数
派
問
題
と
的
確
に
命
名
さ
れ
、
近
年
に
至
る
ま
で
多
文
化
主
義
の
中

心
的
論
点
と
し
て
議
論
が
続
い
て
い
る

）
43
（

。
こ
の
内
部
少
数
派
問
題
論
争

の
全
体
像
を
包
括
的
に
提
示
す
る
こ
と
は
本
稿
の
紙
幅
を
明
ら
か
に
超

え
た
課
題
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
論
争
か
ら
知
ら
れ
得
る
後

期
脱
出
権
論
と
前
期
脱
出
権
論
の
差
異
を
総
括
し
て
お
こ
う
。

　

既
に
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
前
期
の
脱
出
権
論
と
後
期
理

論
と
は
、
そ
の
最
も
抽
象
的
な
結
論
と
い
う
点
で
比
較
す
る
な
ら
ば
、

集
合
的
権
利
に
よ
る
個
人
権
抑
圧
の
批
判
と
い
う
点
で
、
同
一
の
問
題

認
識
を
共
有
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
策
に
関
し
、
ク
カ

サ
ス
は
、
そ
も
そ
も
文
化
的
帰
属
そ
れ
自
体
に
固
有
の
価
値
を
認
め
ず
、

し
か
も
文
化
か
ら
の
離
脱
を
楽
観
視
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
国
家
の

新
た
な
介
入
や
作
為
を
要
求
せ
ず
、
個
人
が
既
得
権
と
し
て
有
す
る
脱

出
権
の
行
使
を
通
じ
て
解
消
し
得
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
ク
カ
サ
ス
の

議
論
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
が
提
示
し
た
多
文
化
主
義
の
二
命
題
の
う
ち
、

国
家
介
入
の
公
平
性
な
ど
に
関
す
る
第
二
命
題
へ
の
賛
否
を
表
明
す
る

以
前
に
、
文
化
的
帰
属
を
実
質
的
に
変
更
不
可
能
な
も
の
と
考
え
、
そ

れ
に
一
定
の
道
徳
的
価
値
を
認
め
る
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
第
一
命
題
に
そ

も
そ
も
根
本
的
な
反
旗
を
翻
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
第
一
命
題
へ
の
一
定
の
合
意
が
共
有
さ
れ
て
以
降
に

展
開
さ
れ
た
後
期
論
争
で
は
、
多
様
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
相
互
の

平
等
な
取
り
扱
い
と
い
う
、
第
二
命
題
の
側
に
中
心
的
論
点
は
確
実
に

移
行
し
て
い
る
。
事
実
、
オ
ー
キ
ン
自
身
は
、
文
化
と
女
性
の
擁
護
は

対
立
と
同
時
に
両
立
可
能
性
を
有
す
る
と
い
う
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
反
論

に
対
し
、
最
終
的
に
は
賛
意
を
示
し
た
上
で
、
前
期
の
ク
カ
サ
ス
を
特

徴
付
け
て
い
た
、
国
家
権
力
の
不
介
入
と
い
う
命
題
に
関
し
て
は
、
明

ら
か
に
反
対
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た

）
44
（

。
あ
る
い
は
、
後
期
に
内
部
少
数

派
論
争
に
一
石
を
投
じ
た
サ
ラ
・
ソ
ン
グ
が
、
女
性
と
少
数
派
文
化
対

立
の
解
決
策
と
し
て
、
両
者
の
分
離
や
離
脱
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者

の
熟
議
を
可
能
に
す
る
平
等
な
共
同
体
へ
の
女
性
の
再
編
入
こ
そ
を
目

指
し
て
い
た
こ
と
は

）
45
（

、
後
期
論
争
の
前
期
と
の
決
定
的
な
相
違
を
端
的
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に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
し
、
こ
れ
ら
ソ
ン
グ
や
オ
ー
キ
ン
の
議
論

を
前
提
と
す
れ
ば
、
脱
出
権
行
使
を
最
終
的
な
目
標
と
み
な
す
前
期
理

論
と
は
異
な
っ
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
女
性
が
平
等
と
い
う
最
終
目
標
を

実
現
す
る
過
程
で
、
一
時
的
な
保
護
を
受
け
る
た
め
の
手
段
と
し
て
よ

り
適
切
に
把
握
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
後
期
論
争
の
特
色
を
、
ダ
ニ

エ
ル
・
ワ
イ
ン
ス
ト
ッ
ク
は
、
「
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
、

よ
り
広
い
社
会
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
構
造
と
は
独
立
に
決
定
で
き

る
」
と
い
う
意
味
で
の
独
立
性
仮
説
の
終
焉
と
し
て
適
切
に
要
約
し
た

が
）
46
（

、
脱
出
権
を
実
質
化
す
る
国
家
権
力
の
役
割
へ
の
着
目
こ
そ
が
、
後

期
論
争
の
決
定
的
な
特
質
な
の
で
あ
る
。

四　

越
境
す
る
脱
出
権
と
多
文
化
主
義
の
未
来

　

以
上
の
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
の
後
期
論
争
段
階
に
至
り
、
既
得
権

と
し
て
の
脱
出
権
の
み
に
依
拠
し
、
文
化
相
互
間
あ
る
い
は
文
化
と
文

化
以
外
の
集
団
間
に
生
じ
る
対
立
を
調
停
し
よ
う
と
す
る
前
期
的
な
立

場
の
否
定
は
一
定
の
共
通
認
識
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
脱
出
権
的
な

言
説
は
、
多
文
化
主
義
に
対
す
る
挑
戦
を
止
め
た
の
か
。
本
稿
の
結
論

を
先
取
り
す
れ
ば
、
脱
出
権
的
な
言
説
は
、
現
在
、
形
を
変
え
て
多
文

化
主
義
に
挑
戦
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
近
年
政
治
理
論
の
中
心
的
論
点

と
し
て
台
頭
し
つ
つ
あ
る
、
国
境
管
理
の
哲
学
的
正
当
性
を
再
吟
味
す

る
、
国
境
管
理
理
論
か
ら
の
挑
戦
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
最
後
に
、

国
境
管
理
論
を
脱
出
権
的
な
言
説
の
一
変
種
と
理
解
し
つ
つ
、
そ
れ
と

多
文
化
主
義
の
関
係
を
考
察
し
よ
う
。

　

キ
ム
リ
ッ
カ
の
多
文
化
主
義
理
論
に
関
し
て
は
、
論
争
開
始
の
当
初

か
ら
、
そ
れ
が
射
程
と
す
る
権
利
主
体
の
範
囲
に
関
す
る
深
刻
な
疑
問

が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
即
ち
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
最
も
典
型
的
な
権
利
主

体
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の

二
つ
を
想
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
両
者
に
話
を
限
定
し
て
も
、
エ
ス

ニ
ッ
ク
集
団
の
諸
権
利
に
は
、
多
大
な
疑
問
が
存
在
し
た

）
47
（

。
エ
ス
ニ
ッ

ク
集
団
は
、
本
来
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
多
数
派
社
会
へ
の
同
化
を
受

け
入
れ
た
移
民
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
は
完
全
な
無
権
利
状
態
を
強
制
さ

れ
て
も
特
段
問
題
と
は
な
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
諸
権
利
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
更
に
、
キ
ム
リ
ッ

カ
理
論
に
は
、
こ
れ
ら
両
者
以
外
の
少
数
派
集
団
の
扱
い
の
点
に
お
い

て
も
、
大
き
な
疑
問
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
キ
ム
リ
ッ
カ
の
社
会
構

成
的
文
化
概
念
を
文
字
通
り
適
用
し
て
判
定
し
た
場
合
、
直
感
的
に
は

ア
メ
リ
カ
最
大
の
文
化
的
集
団
と
考
え
ら
れ
る
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ

人
は
、
集
住
な
ど
の
要
素
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
文
化
的
集
団
と
し

て
の
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
し
ま
う
。
事
実
キ
ム
リ
ッ

カ
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
つ
い
て
一
貫
し
た
説
明
を
放
棄
し
、

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
「
要
求
を
評
価
す
る
の
に
、
ど
の
原
則
が

用
い
ら
れ
る
べ
き
か
を
正
確
に
特
定
す
る
の
は
困
難
」
だ
と
述
べ
て
い

る
）
48
（

。
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こ
の
よ
う
な
多
文
化
主
義
理
論
の
現
状
を
前
提
と
し
て
、
国
境
管
理

論
の
代
表
論
者
で
あ
る
ジ
ョ
セ
フ
・
カ
レ
ン
ス
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
が
周

辺
的
存
在
と
し
て
体
系
的
な
説
明
を
放
棄
し
た
諸
集
団
、
即
ち
近
年
増

加
す
る
難
民
や
不
法
滞
在
者
等
の
諸
権
利
を
以
下
の
よ
う
に
擁
護
し
た
。

そ
の
際
ま
ず
、
カ
レ
ン
ス
は
、
現
存
す
る
民
主
主
義
国
家
の
大
多
数
で

現
在
採
用
さ
れ
て
い
る
市
民
権
、
特
に
移
民
の
子
孫
に
対
す
る
市
民
権

付
与
の
原
理
を
、
出
生
権
的
な
市
民
権
原
理
（birthright citizenship

）

と
総
括
し
、
そ
の
問
題
点
を
考
察
す
る
。
こ
の
原
理
の
具
体
的
な
形
態

は
、
当
該
国
家
の
領
域
内
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
市
民
権
の
要
件
と
す
る

出
生
地
主
義
と
、
当
該
国
の
市
民
権
を
有
す
る
両
親
の
子
孫
に
市
民
権

を
付
与
す
る
血
統
主
義
の
両
者
に
細
分
化
さ
れ
る
。
通
例
移
民
の
子
孫

へ
の
市
民
権
付
与
に
消
極
的
な
国
家
は
血
統
主
義
を
採
用
し
、
そ
れ
に

積
極
的
な
国
家
は
出
生
地
主
義
を
採
用
す
る
傾
向
が
存
在
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
市
民
権
付
与
に
積
極
的
な
移
民
国
家
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ

や
カ
ナ
ダ
で
も
、
一
定
の
血
統
主
義
の
受
容
が
進
行
す
る
な
ど
、
今
日

両
者
の
区
別
は
相
対
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
出
生
地
主
義
と
血

統
主
義
の
両
者
か
ら
成
る
出
生
権
的
な
市
民
権
原
理
に
従
い
、
「
出
生

時
点
で
の
市
民
権
に
関
し
て
、
そ
の
公
正
さ
の
要
求
の
た
め
の
諸
条
件

の
一
つ
を
満
た
す
」
こ
と
が
、
現
代
民
主
主
義
の
市
民
権
原
理
の
最
大

公
約
数
的
な
定
義
と
言
え
る

）
49
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
レ
ン
ス
は
、
出
生
権
的
な
市
民
権
原
理
は
、
移

民
の
子
孫
、
特
に
非
合
法
な
移
民
の
子
孫
の
市
民
権
に
関
す
る
多
く
の

疑
問
を
生
み
出
し
て
き
た
と
批
判
す
る
。
第
一
の
問
題
は
、
親
世
代
が

合
法
的
な
市
民
権
の
獲
得
に
失
敗
し
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
子
供
が
、

受
け
入
れ
国
で
市
民
権
を
持
た
ず
に
生
活
し
続
け
る
場
合
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
子
供
が
一
定
の
判
断
力
を
備
え
る
ま
で
自
ら
の
市
民
権
上
の

地
位
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
く
、
子
供
は
自
ら
の
努
力
で
回
避
す

る
こ
と
が
不
可
能
な
不
利
益
の
被
害
者
と
な
る

）
50
（

。
第
二
に
、
よ
り
深
刻

な
の
は
、
親
世
代
が
当
初
受
け
入
れ
国
か
ら
積
極
的
に
招
致
さ
れ
て
合

法
的
に
入
国
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
受
け
入
れ
国
の
入
国
管
理
政
策
が

変
化
し
、
滞
在
許
可
が
延
長
さ
れ
な
い
結
果
、
滞
在
が
非
合
法
化
し
て

し
ま
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
子
供
世
代
が
そ
の
非
合
法
な
地
位

に
関
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
な
い
上
に
、
親
世
代
に
つ
い
て
さ
え
、「
例

え
ば
長
期
居
住
者
が
失
職
し
た
り
病
気
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼

ら
を
国
外
追
放
す
る
こ
と
な
ど
出
来
」
ず
、
一
定
の
滞
在
資
格
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う

）
51
（

。

　

そ
こ
で
カ
レ
ン
ス
は
、
こ
う
し
た
出
生
権
的
な
市
民
権
原
理
の
難
点

を
克
服
す
る
た
め
に
、
社
会
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
と
呼
ば
れ
る
新
た
な

市
民
権
原
理
を
提
唱
す
る
。
彼
は
ま
ず
、
こ
の
原
理
を
、
「
国
家
の
領

域
的
範
囲
内
に
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
社
会
の
メ
ン
バ
ー
」
と

し
て
認
め
、
「
こ
う
し
た
社
会
的
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
か
ら
、
政
治
的

共
同
体
に
関
す
る
道
徳
的
要
求
を
発
生
」
さ
せ
る
原
理
と
規
定
す
る
。

こ
の
共
同
体
に
関
す
る
道
徳
的
「
要
求
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
よ
り

強
力
な
も
の
」
に
な
り
、
非
合
法
的
な
滞
在
者
も
、
一
定
の
閾
値
的
な
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期
間
以
上
一
国
内
で
平
穏
な
生
活
を
送
っ
て
い
れ
ば
市
民
権
が
付
与
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
市
民
権
付
与
の
要
件
と
な
る
最
低
限
必
要
な
閾
値
的

居
住
の
年
数
と
し
て
、
カ
レ
ン
ス
自
身
は
、
五
年
か
ら
七
年
と
い
う
期

間
を
想
定
す
る

）
52
（

。

　

更
に
カ
レ
ン
ス
は
、
新
し
い
市
民
権
原
理
の
下
で
多
様
な
外
国
人
類

型
に
付
与
さ
れ
る
具
体
的
な
権
利
の
内
容
に
つ
い
て
、
各
類
型
が
受
け

入
れ
国
で
過
ご
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
滞
在
時
間
の
長
さ
を
勘
案
し
つ

つ
、
以
下
の
よ
う
に
具
体
化
す
る
。
第
一
に
、
永
住
許
可
が
あ
る
者
は
、

市
民
権
を
持
た
な
い
場
合
で
も
長
期
の
滞
在
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
単

な
る
居
住
権
の
保
障
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
、
公
職
へ

の
登
用
や
再
配
分
的
な
福
祉
政
策
の
恩
恵
の
享
受
な
ど
、
従
来
市
民
権

保
有
者
に
限
定
さ
れ
て
き
た
諸
権
利
の
付
与
が
不
可
欠
と
な
る

）
53
（

。
第
二

に
、
ゲ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
を
代
表
と
す
る
短
期
滞
在
者
の
場
合
に
は
、
彼

ら
の
短
期
的
な
利
益
確
保
に
不
可
欠
な
、
労
働
条
件
に
関
連
す
る
最
低

限
の
権
利
保
障
な
ど
が
む
し
ろ
第
一
義
的
な
重
要
性
を
有
す
る
。
そ
の

反
面
、
掛
け
金
徴
収
や
給
付
過
程
が
長
期
化
す
る
年
金
等
の
権
利
に
関

し
て
は
、
短
期
滞
在
者
は
お
そ
ら
く
権
利
保
障
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ

る
）
54
（

。

　

更
に
、
キ
ム
リ
ッ
カ
的
多
文
化
主
義
批
判
の
元
凶
と
な
っ
た
非
合
法

入
国
者
の
場
合
、
当
人
の
入
国
が
非
正
規
化
し
た
経
緯
が
問
題
と
な
る
。

例
え
ば
、
親
の
不
法
入
国
に
伴
っ
て
幼
少
時
に
意
図
せ
ず
し
て
非
合
法

で
入
国
し
た
子
供
に
つ
い
て
は
、
今
後
受
け
入
れ
国
で
予
想
さ
れ
る
長

期
的
な
滞
在
の
た
め
の
諸
権
利
、
例
え
ば
公
教
育
を
受
け
る
権
利
な
ど

の
付
与
が
不
可
欠
と
な
る
。
他
方
、
不
法
入
国
を
行
っ
た
成
人
に
つ
い

て
は
、
労
働
条
件
保
護
や
賃
金
支
払
い
請
求
等
の
最
低
限
の
短
期
的
権

利
に
加
え
て
、
彼
ら
の
滞
在
が
長
期
化
す
る
と
共
に
、
社
会
権
や
免
許

取
得
の
権
利
な
ど
、
通
例
市
民
の
み
に
与
え
ら
れ
る
諸
権
利
の
付
与
が

課
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
自
ら
の
具
体
的
権
利
構
想
を
、
カ
レ
ン
ス
自

身
は
、
通
例
市
民
の
み
に
与
え
ら
れ
る
諸
権
利
も
、
「
時
の
経
過
は
非

正
規
移
民
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
要
求
を
生
み
出
し
、
そ
う
し

た
要
求
と
共
に
」
認
め
ら
れ
る
と
最
終
的
に
総
括
す
る
の
で
あ
る

）
55
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
ス
は
、
国
境
を
越
え
て
浮
動
す
る
多
様
な

少
数
派
集
団
の
存
在
を
前
提
と
し
た
、
そ
の
平
等
で
公
平
な
取
り
扱
い

の
た
め
の
原
理
と
し
て
、
社
会
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
原
理
を
提
示
し

た
。
こ
の
理
論
全
体
の
特
色
や
限
界
に
関
す
る
総
合
的
な
考
察
は
、
本

稿
の
紙
幅
を
大
幅
に
超
え
る
課
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
脱
出
権
理

論
の
発
展
と
い
う
本
稿
の
関
心
に
限
定
し
た
国
境
管
理
論
の
特
色
と
し

て
、
二
つ
の
重
要
な
問
題
を
指
摘
し
た
い
。

　

第
一
に
、
カ
レ
ン
ス
の
社
会
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
理
論
、
更
に
近
年

の
国
境
管
理
論
の
多
く
は
、
従
来
の
多
文
化
主
義
論
争
に
お
い
て
鍵
概

念
と
さ
れ
て
き
た
脱
出
権
の
実
質
的
な
理
念
を
、
国
境
を
越
え
た
移
動

の
自
由
拡
大
の
正
当
化
に
転
用
し
た
理
論
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
。
そ

れ
故
に
、
カ
レ
ン
ス
自
身
が
、
か
つ
て
は
よ
り
直
截
的
に
無
条
件
な
国

境
開
放
を
主
張
し
て
い
た
し

）
56
（

、
近
年
で
も
、
国
境
管
理
を
完
全
に
無
効
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化
し
国
際
的
移
動
を
万
人
の
普
遍
的
権
利
と
主
張
す
る
議
論
が
、
K
・

オ
ー
バ
ー
マ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る

）
57
（

。
そ
の
意
味
で
、
近

年
の
国
境
管
理
論
を
巡
る
多
様
な
論
争
を
、
多
文
化
主
義
論
争
に
お
い

て
展
開
さ
れ
た
脱
出
権
論
争
と
比
較
す
る
作
業
は
、
極
め
て
重
要
な
課

題
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
が
し
か
し
、
そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
は
、
国
境
を
超
え
た
脱
出
を

正
当
化
す
る
国
境
管
理
論
者
の
大
半
は
、
脱
出
権
を
人
々
が
既
に
確
保

済
み
の
も
の
と
理
解
し
、
そ
の
行
使
に
際
し
て
国
家
か
ら
の
特
別
の
支

援
が
不
要
の
権
利
と
考
え
る
、
ク
カ
サ
ス
的
な
初
期
脱
出
権
論
の
前
提

を
拒
絶
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
最
も
明
確

な
姿
勢
を
示
す
の
は
近
年
の
カ
レ
ン
ス
で
あ
り
、
既
に
本
稿
で
見
た
よ

う
に
、
彼
自
身
は
、
越
境
的
な
脱
出
の
自
由
を
全
て
の
個
人
に
認
め
る

と
い
う
、
ク
カ
サ
ス
的
な
完
全
自
由
論
を
放
棄
し
て
、
む
し
ろ
脱
出
後

に
逢
着
し
た
新
た
な
受
け
入
れ
国
に
対
し
て
、
少
数
派
保
護
を
目
指
し

た
新
た
な
作
為
的
介
入
の
主
体
と
し
て
強
く
期
待
す
る
立
場
に
大
き
く

変
化
し
た
。
あ
る
い
は
、
最
も
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
な
無
国
家
の
脱
出
権

論
に
近
い
無
条
件
の
越
境
の
自
由
を
唱
え
る
オ
ー
バ
ー
マ
ン
へ
の
批
判

と
し
て
、
サ
ラ
・
ソ
ン
グ
が
、
受
け
入
れ
国
で
の
少
数
派
保
護
を
可
能

に
す
る
受
け
入
れ
国
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
一
例
だ

ろ
う

）
58
（

。
こ
の
よ
う
に
、
今
後
短
期
入
国
者
や
非
正
規
入
国
者
な
ど
の
文

化
的
諸
権
利
を
巡
っ
て
は
、
国
境
管
理
論
者
と
多
文
化
主
義
者
の
双
方

が
交
錯
し
つ
つ
、
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
無
国
家
で
行
わ
れ
る
完
全
な
脱
出
の
夢
を
封
印
す
る
こ
と
が
、

両
者
の
共
通
の
了
解
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
少
数
派
文
化
の
擁
護
、
特
に
公
共
政
策
の
資
源
を
用
い
た

国
家
権
力
に
よ
る
そ
の
擁
護
と
い
う
課
題
は
、
既
に
述
べ
た
多
文
化
主

義
と
国
境
管
理
論
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
日
一
定
の
合
理
性
を
備
え

た
政
治
理
論
に
お
け
る
共
通
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
点
で
極
め

て
注
目
す
べ
き
は
、
多
文
化
主
義
論
争
の
初
期
段
階
で
は
、
多
文
化
主

義
へ
の
強
い
批
判
を
行
っ
て
い
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
代
表
論
者
ミ

ラ
ー
の
変
化
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
は
、
多
文
化
主
義
論
争
の
初
期
に
お
い

て
は
、
少
数
派
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
擁
護
は
、
国
家
と
い
う

よ
り
重
要
な
政
治
的
共
同
体
へ
の
忠
誠
心
を
分
断
す
る
と
主
張
す
る
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
多
文
化
主
義
批
判
を
展
開
し
た

）
59
（

。
そ
の
延
長
上

で
、
ミ
ラ
ー
は
後
期
論
争
の
最
初
の
段
階
で
は
、
自
由
移
動
と
国
境
開

放
を
示
唆
す
る
カ
レ
ン
ス
の
国
境
管
理
論
に
も
、
極
め
て
批
判
的
な
態

度
を
取
っ
て
い
た

）
60
（

。
し
か
し
ミ
ラ
ー
は
、
近
年
の
著
作
の
中
で
、
カ
レ

ン
ス
理
論
に
対
す
る
評
価
を
完
全
に
一
変
さ
せ
、
「
移
民
に
つ
い
て
論

じ
る
論
者
の
間
に
は
、
一
定
の
期
間
（
中
略
）
あ
る
社
会
内
に
留
ま
っ

た
と
い
う
事
実
が
、
永
久
に
そ
の
社
会
に
包
摂
さ
れ
る
た
め
の
、
絶
対

的
で
な
い
に
せ
よ
非
常
に
強
い
理
由
を
作
り
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
に
関
す
る
広
範
な
合
意
が
出
来
つ
つ
あ
る

）
61
（

」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か

も
こ
う
し
た
ミ
ラ
ー
の
変
節
は
、
決
し
て
カ
レ
ン
ス
や
文
化
的
少
数
派

に
対
す
る
抽
象
的
な
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
留
ま
っ
て
は
い
な
い
。
何
故
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な
ら
ば
、
ミ
ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
抽
象
的
原
則
を
具
体
化
す
る
相
当
期

間
の
具
体
的
数
値
を
、
カ
レ
ン
ス
の
提
案
と
重
な
る
「
五
年
か
ら
一
〇

年
の
間
」
と
認
め
る
な
ど
、
ミ
ラ
ー
は
カ
レ
ン
ス
の
少
数
派
擁
護
論
の

実
質
的
な
内
容
に
も
同
意
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る

）
62
（

。

　

こ
こ
に
至
る
本
稿
の
議
論
か
ら
、
多
文
化
主
義
の
未
来
に
関
し
て
、

以
下
を
暫
定
的
な
結
論
と
し
て
本
稿
を
締
め
く
く
ろ
う
。
即
ち
、
多
文

化
主
義
の
議
論
が
、
キ
ム
リ
ッ
カ
が
当
初
構
想
し
た
よ
う
な
体
系
的
な

権
利
論
の
形
で
、
今
後
も
有
力
な
議
論
を
量
産
す
る
未
来
像
を
維
持
出

来
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
ア
ラ
ン
・
パ
ッ
テ
ン
の
体
系
的
な
権
利
理

論
を
唯
一
の
例
外
と
し
て

）
63
（

、
多
文
化
主
義
者
自
身
の
側
に
も
、
明
確
な

見
通
し
が
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
文
化
的
帰
属
の
擁
護
が

自
由
の
不
可
欠
の
条
件
を
成
す
と
す
る
哲
学
的
洞
察
が
、
今
日
政
治
理

論
の
共
通
の
前
提
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
だ
け
は
も
は
や
否
定
し
が
た

い
事
実
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
洞
察
が
多
文
化
主
義
と
い

う
概
念
の
下
に
語
ら
れ
続
け
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
多
文
化
主
義
が

現
代
政
治
理
論
に
与
え
た
不
可
欠
の
貢
献
を
完
全
に
否
定
し
去
る
こ
と

は
、
今
日
も
は
や
不
可
能
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
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な
お
、
パ
ッ
テ
ン
の
多
文
化
主

義
理
論
に
関
す
る
総
合
的
な
考
察
を
加
え
た
重
要
な
業
績
と
し
て
、
下
記
を

参
照
。
河
村
真
実
『
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
の
批
判
的
再
構
成
―
―
関
係
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論
的
承
認
主
義
の
擁
護
』
神
戸
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
二
一
年
三
月
、

河
村
真
実
「
『
平
等
な
承
認
』
」
は
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
を
救
え
る
の
か

―
―
ア
ラ
ン
・
パ
ッ
テ
ン
の
批
判
的
検
討
を
手
が
か
り
に
」
政
治
思
想
研
究 

（
二
〇
巻
）
、
二
〇
二
〇
年
、
三
二
九
―
三
五
八
頁
、
河
村
真
実
「
リ
ベ
ラ
ル

な
多
文
化
主
義
に
お
け
る
新
し
い
文
化
概
念
―
―
ア
ラ
ン
・
パ
ッ
テ
ン
を
手

が
か
り
に
」
六
甲
台
論
集
（
法
学
政
治
学
篇
） 

六
五
巻
二
号
）
二
〇
一
九
年
、

一
―
二
〇
頁
。 

キ
ー
ワ
ー
ド　

多
文
化
主
義
、
キ
ム
リ
ッ
カ
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
脱
出
権
、
国

境
管
理
論
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は
じ
め
に
―
―
平
和
共
存
と
い
う
課
題

　

二
十
一
世
紀
の
国
際
的
課
題
の
一
つ
は
、
多
種
多
様
な
宗
教
、
言
語
、

性
的
指
向
、
生
活
習
慣
を
も
つ
人
々
、
あ
る
い
は
多
種
多
様
な
民
族
や

人
種
や
文
化
が
、
ど
う
す
れ
ば
平
和
的
に
共
存
し
、
相
互
に
協
力
関
係

を
築
く
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
平
和
共
存
を

可
能
な
ら
し
め
る
条
件
を
探
る
こ
と
は
、
学
問
分
野
を
問
わ
ず
、
す
べ

て
の
研
究
者
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
と
さ

え
言
っ
て
よ
い
。
西
洋
近
代
の
思
想
史
を
学
ん
だ
人
間
な
ら
ば
、
こ
の

平
和
共
存
の
問
題
は
、
か
つ
て
宗
教
的
寛
容
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ

た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
宗
派
が
、
あ

る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
と
他
の
宗
教
が
、
殺
戮
や
迫
害
に
よ
っ
て
相
互
破

壊
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
互
い
に
平
和
的
に
共
存
し
う
る
か
と
い

う
問
題
は
、
「
寛
容
」
（toleration; tolerantia

）
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら

れ
た
。
十
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
代
表
的
寛
容
論

者
と
言
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
で
あ
る
が
、

彼
ら
の
寛
容
論
が
今
日
で
も
研
究
対
象
と
な
り
続
け
て
い
る
一
つ
の
理

由
は
、
そ
れ
が
現
代
の
平
和
共
存
の
問
題
の
解
決
に
な
ん
ら
か
の
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
を
取
り
上
げ
、
そ
の
可
能
性

と
限
界
を
指
摘
し
た
上
で
、
い
か
に
し
て
私
た
ち
が
そ
の
限
界
を
乗
り

越
え
る
べ
き
か
と
い
う
方
向
性
を
探
る
。
扱
う
対
象
は
、
主
に
十
七
世

紀
の
寛
容
論
で
あ
り
、
ま
た
十
七
世
紀
以
来
ア
メ
リ
カ
で
展
開
し
た
良

〈
特
集
〉
多
文
化
共
生
の
条
件　

〈
論
文
〉

寛
容
の
義
務
か
ら
、
良
心
の
自
由
の
平
等
な
保
障
へ

【
ロ
ッ
ク
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
】

下
川 

潔
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心
の
自
由
の
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
理
論
が
も
つ
現
代
的

関
連
性
を
明
示
す
る
た
め
に
、
私
は
随
所
で
寛
容
や
良
心
の
自
由
に
か

か
わ
る
現
代
の
事
例
に
言
及
し
た
い
。
寛
容
や
良
心
の
自
由
に
関
す
る

問
題
が
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
私
た
ち
の
目
の
前

に
た
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
寛
容
と
良
心
の

自
由
に
つ
い
て
の
思
想
史
研
究
は
、
お
そ
ら
く
他
の
テ
ー
マ
を
扱
う
場

合
以
上
に
、
歴
史
的
視
点
と
現
代
的
関
心
の
双
方
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
を
要
請
す
る
。
双
方
を
活
か
し
て
は
じ
め
て
実
り
多
き
研
究
が
可
能

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
論

述
を
進
め
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

一　
「
寛
容
」と「
良
心
の
自
由
」―
―
概
念
上
の
問
題

　

最
初
に
注
意
し
て
お
き
た
い
概
念
上
の
問
題
が
あ
る
。
十
七
世
紀
に

寛
容
の
主
張
が
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
積
極
的
な

寛
容
の
徳
の
主
張
で
は
な
く
、
ま
た
積
極
的
な
良
心
の
自
由
や
信
教
の

自
由
の
主
張
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
迫
害
し
な
い
義
務
、
つ
ま
り
宗
教

問
題
に
お
い
て
暴
力
や
政
治
権
力
を
用
い
る
こ
と
を
控
え
る
べ
き
だ
と

い
う
主
張
と
し
て
展
開
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
寛
容
の
主
張
は
、

自
分
が
嫌
悪
し
否
認
す
る
信
念
や
宗
教
的
礼
拝
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
、
自
分
が
他
の
宗
教
的
信
念
や
礼
拝
を
好
ん
だ
り
、
そ
の
真
実
性
を

認
め
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
耐
え
忍
ん
で
、
な
ん
と
か

そ
れ
を
受
け
容
れ
て
同
じ
社
会
で
共
存
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
主
張
で

あ
る
。
日
本
で
は
伝
統
的
に
「
寛
容
」
と
い
う
言
葉
が
、
心
を
広
く
し

て
大
ら
か
に
に
受
け
容
れ
る
と
い
う
「
包
容
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お

り
、
こ
れ
が
西
洋
近
代
のtoleration

の
訳
語
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

現
代
の
西
洋
の
一
部
の
論
者
もtoleration, tolerantia

の
意
味
を
積
極

的
な
徳
と
し
て
捉
え
な
お
そ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
の

思
想
史
を
理
解
し
混
乱
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、toleration, 

tolerantia

を
そ
の
語
源
（tolero 

：
我
慢
す
る
、
耐
え
忍
ぶ
）
に
即
し
て
、

忍
耐
の
側
面
な
い
し
不
承
不
承
受
け
容
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
し
、

あ
え
て
こ
れ
を
「
寛
容
」
で
は
な
く
、
「
忍
容
」
と
で
も
訳
し
な
お
す

の
が
よ
い
。
以
下
で
は
、
「
寛
容
」
と
い
う
訳
語
が
定
着
し
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
て
、
こ
の
古
い
訳
語
を
便
宜
的
に
用
い
て
、
「
忍
容
」
と
い

う
造
語
を
使
う
こ
と
は
し
な
い
が
、
内
容
的
に
は
、
西
洋
近
代
の
寛
容

は
、
耐
え
忍
ん
で
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
記
憶
に
と
ど
め
る
た
め
に
、
あ
え
て
現
代
か
ら
例
を
取
ろ

う
と
思
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
学
校
で
、
学
級
崩
壊
や
犯
罪
増
加
を

防

ぐ

た

め

に
「

ゼ

ロ
・

ト

レ

ラ

ン

ス

」

方

式
（Zero Tolerance 

Policies

）
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
酒
、
麻
薬
、
ナ
イ
フ
、

銃
な
ど
を
学
校
に
持
ち
込
ん
だ
場
合
に
は
、
受
忍
限
度
を
ゼ
ロ
と
し
て
、

情
状
酌
量
や
説
得
な
し
に
、
直
ち
に
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
罰
す
る
、

学
校
側
が
負
担
を
か
か
え
こ
ま
ず
に
、
例
え
ば
、
退
学
処
分
と
い
う
罰

を
加
え
る
、
と
い
っ
た
方
針
で
あ
る
。
も
う
堪
忍
し
て
や
ら
な
い
、
罰
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を
加
え
る
、
と
い
う
こ
の
方
針
に
関
し
て
は
、
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
す
る

若
者
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
私
の
要
点
は
、

こ
の
方
策
の
当
否
を
論
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
がZero 

Tolerance
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
忍
耐
が
ゼ
ロ
で
、
す
ぐ
刑
罰
を
科
す

か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
寛
容
は
、
我
慢
し
て
罰
を

与
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

寛
容
概
念
の
こ
の
側
面
に
注
意
を
向
け
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
る
。

こ
れ
か
ら
私
は
近
代
的
な
寛
容
論
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の
限
界
を
乗

り
越
え
る
た
め
に
、
寛
容
に
代
わ
る
概
念
と
し
て
、
こ
れ
と
似
て
非
な

る
別
の
概
念
「
良
心
の
自
由
」
に
注
目
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
い
か
ら

で
あ
る
。
「
良
心
の
自
由
」
（liberty of conscience

）
は
、
宗
教
や
道
徳

に
関
わ
る
事
柄
に
お
い
て
、
人
が
自
ら
の
良
心
に
従
っ
て
判
断
し
、
信

じ
、
行
為
す
る
自
由
の
こ
と
で
あ
る

）
1
（

。
近
代
に
お
い
て
は
、
寛
容
と
同

様
、
こ
の
概
念
は
し
ば
し
ば
宗
教
的
信
念
や
礼
拝
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
、

宗
教
的
迫
害
の
対
立
軸
と
な
っ
た
。こ
の
概
念
は
ま
た
、「
信
教
の
自
由
」

（religious liberty, liberty of religion

）
と
い
う
下
位
概
念
を
も
つ
。
た
だ
し
、

後
の
時
代
に
明
白
に
な
る
よ
う
に
、
非
宗
教
的
な
事
柄
に
関
し
て
も
「
良

心
の
自
由
」
の
概
念
は
使
わ
れ
、
個
人
の
良
心
の
自
由
と
国
家
権
力
の

衝
突
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
良
心
的
兵

役
拒
否
、
国
歌
斉
唱
拒
否
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
良
心
の
自
由
が
過

酷
な
形
で
国
家
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
国
家
が
戦
争
を
遂

行
す
る
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
戦
争
の

遂
行
に
協
力
し
て
い
た
二
〇
〇
四
年
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
国
が
他

国
の
戦
争
に
協
力
し
て
い
る
だ
け
で
も
、
諸
個
人
の
良
心
の
自
由
は
潰

さ
れ
、
「
良
心
の
囚
人
」
（PO

C

： prisoners of conscience

）
が
発
生
す
る
。

立
川
テ
ン
ト
村
（
立
川
反
戦
ビ
ラ
配
布
）
事
件
は
、
表
現
の
自
由
を
め
ぐ

る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
良
心
の
自
由
に
も
か
か
わ
る

）
2
（

。
か
く

し
て
現
代
で
は
、
良
心
の
自
由
は
宗
教
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
諸
個
人
の
倫
理
が
問
わ
れ
、
巨
大
な
国
家
権
力
と
衝
突
す
る
際
に

特
に
問
題
と
さ
れ
る
。

　

「
良
心
の
自
由
」
と
「
寛
容
」
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
ど
ち
ら
も
宗
教
的

文
脈
を
超
え
て
、
世
俗
的
な
文
脈
で
も
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
両
者

を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
由
と
寛
容
の
概
念
の
違
い
は
次
の
点
に

現
れ
る
。
「
寛
容
」
（
＝
忍
容
）
と
は
違
っ
て
、「
良
心
の
自
由
」
は
、
他

の
人
間
が
信
じ
て
実
践
し
て
い
る
宗
教
（
や
慣
習
な
ど
）
を
否
認
し
た

り
憎
む
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
。
自
分
が
隣
人
の
宗
教
（
や
慣
習
な
ど
）

を
好
ま
し
い
と
思
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
無
関
心
で
あ
る
場
合
に

は
、
否
認
や
憎
悪
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
寛
容
の
実
現
と
い

う
課
題
は
消
滅
す
る
。
寛
容
の
義
務
を
説
く
必
要
が
な
く
な
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
良
心
の
自
由
や
信
教
の
自
由
の
問
題
、
つ
ま
り
誰
が

な
に
ゆ
え
に
、
ど
こ
ま
で
当
該
の
自
由
を
も
つ
べ
き
か
と
い
う
問
題
は

依
然
と
し
て
残
り
つ
づ
け
る
。
要
す
る
に
、
自
由
の
問
題
領
域
は
、
寛

容
の
問
題
領
域
よ
り
も
広
い
の
で
あ
る
。

　

歴
史
的
に
見
る
と
、
「
良
心
の
自
由
」
の
主
張
は
、
近
代
イ
ン
グ
ラ
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ン
ド
に
お
い
て
は
国
教
徒
で
あ
っ
た
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
や
非
国
教
徒
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の

思
想
が
開
花
し
発
展
し
た
の
は
、
迫
害
を
逃
れ
た
人
々
が
集
ま
っ
た
ア

メ
リ
カ
の
地
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
良
心
の
自
由
の
伝
統
は
、
寛

容
論
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
、
現
代
の
国
際
的

課
題
に
も
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
以
下
で
私
は
、
ま
ず
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632-1704

）
の
寛
容

思
想
を
眺
め
、
そ
の
後
で
、
ア
メ
リ
カ
の
良
心
の
自
由
の
伝
統
の
核
を

な
す
も
の
と
し
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（Roger W

illiam
s, 

1603-83

） 

と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
（Jam
es M

adison, 1751-

1836

）
の
思
想
に
目
を
向
け
た
い
。

二　

ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
―
―
そ
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て

１　

ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
―
―
寛
容
の
概
念
と
寛
容
の
根
拠

　

ロ
ッ
ク
は
、「
寛
容
」
と
い
う
概
念
を
迫
害
の
対
立
概
念
と
し
て
用
い
、

同
時
代
の
読
者
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
、
あ

え
て
「
寛
容
」
を
定
義
し
な
い
。
し
か
し
、
定
義
に
近
い
も
の
は
あ
る
。

「
寛
容
と
は
、
そ
の
強
制
力
［
＝
刑
罰
の
強
制
力
］
を
除
去
す
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
」
（‘Toleration is but the rem

oving that force ’, Second 

Letter 62

） 

と
い
う
発
言
が
そ
の
定
義
に
近
い
。

　

こ
こ
で
の
強
制
力
は
、
統
治
者
が
科
す
刑
罰
の
力
の
こ
と
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
統
治
者
に
よ
る
刑
罰
が
、
宗
教
的
信
念
や
平
和
的
な
礼
拝

に
及
ぶ
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
統
治
者

の
寛
容
の
義
務
を
、
刑
罰
を
適
用
し
な
い
義
務
と
し
て
と
ら
え
る
。
一

六
九
〇
年
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
寛
容
法

）
3
（

も
、
刑
罰
免
除
法
で
あ
る
。
ロ
ッ

ク
は
統
治
者
だ
け
で
な
く
、
隣
人
に
よ
る
暴
力
の
排
除
も
視
野
に
入
れ

る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
寛
容
と
は
、
強
制
力
全
般
（
す
な
わ
ち
、

刑
罰
や
暴
力
）
を
宗
教
問
題
か
ら
排
除
し
、
共
存
を
は
か
る
こ
と
と
定

義
し
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
は
、
同
時
に
、
宗
教
と

政
治
、
教
会
と
国
家
、
つ
ま
り
刑
罰
を
用
い
な
い
団
体
と
刑
罰
を
用
い

る
団
体
と
を
分
離
す
る
。
ロ
ッ
ク
の
理
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
目

的
と
、
目
的
達
成
の
手
段
（
強
制
力
行
使
の
有
無
）
を
考
慮
し
て
両
者
を

峻
別
す
る
、
政
教
分
離
論
（
＝
刑
教
分
離
論
）
で
あ
る
。

　

次
に
、
寛
容
の
義
務
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か
を
見
て
お
こ
う
。
こ
こ

で
は
簡
略
化
し
た
形
で
三
つ
の
中
心
的
な
根
拠
だ
け
を
示
し
て
お
く

）
4
（

。

　

（
1
） 

外
的
強
制
力
に
よ
る
信
念
の
変
更
の
不
可
能
性

　

統
治
者
も
、
い
か
な
る
人
間
も
、
強
制
力
に
よ
っ
て
信
念
を
効

果
的
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
念
の
変
更
は
、
意
志
に

働
く
外
的
強
制
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
強
制
の
な
い
状
態
で
物

事
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
照
ら
し
出
す
知
性
の
「
光
」
（lux

）
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
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（
2
） 

救
済
の
必
要
条
件
の
破
壊

　

人
間
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
、
心
の
底
か
ら
の
内
的
確
信
や
誠

実
さ
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
が
、
統
治
者
に
よ
る
外
的
強
制
力

の
使
用
は
、
こ
の
必
要
条
件
を
破
壊
す
る
。

　

（
3
） 

他
者
へ
の
危
害
の
不
在

　

統
治
者
は
、
人
が
他
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
場
合
（
＝
他
者
の
世

俗
の
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
）
に
の
み
、
強
制
力
を
使
用
し
て
罰
し

て
よ
い
の
だ
か
ら
、
危
害
を
ひ
き
起
こ
さ
な
い
意
見
や
行
為
は
罰

し
て
は
な
ら
な
い
。

　

三
番
目
の
根
拠
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
を
先
取
り
す
る

よ
う
な
、
他
者
へ
の
危
害
の
不
在
と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
は
、
最
近
私

は
日
本
語
と
英
語
の
論
文
で
論
じ
て
お
い
た
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い

）
5
（

。
こ
こ
で
は
最
初
の
二
つ
の
根
拠
に
着
目

し
た
い
。

　

ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
か
り
に
百
歩
譲
っ
て
、
（
1
）
の
強
制
的
な

信
念
の
変
更
が
可
能
だ
（
効
果
的
だ
）
と
し
て
も
、
そ
れ
は
救
い
に
は

つ
な
が
ら
な
い
、
と
い
う
仕
方
で
、
（
1
）
と
（
2
）
は
つ
な
が
っ
て

い
る
。
洗
脳
の
よ
う
な
方
法
で
強
制
的
な
信
念
の
変
更
が
で
き
た
と
し

て
も
、
そ
れ
で
は
人
間
は
救
わ
れ
な
い
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
（
2
）

に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
根
拠
が
統
治
者
の
寛
容
の
問
題
に
「
完
全

に
決
着
を
つ
け
る
」
（
平
野
訳
、
四
三
頁
）
も
の
で
あ
り
、
「
人
間
は
救

済
へ
と
強
制
さ
れ
え
な
い
」
、
最
終
的
に
、
救
済
は
「
自
分
自
身
と
自

分
の
良
心
に
」
（sibi et conscientiae suae

）
（
平
野
訳
、
四
五
頁
）
委
ね
ら

れ
る
、
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
「
良
心
」
と
い
う
語
が
ロ
ッ
ク
寛
容
論
に

登
場
す
る
数
少
な
い
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
ロ
ッ
ク

が
寛
容
の
義
務
を
統
治
者
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
良
心
の
自

由
を
強
制
の
欠
如
、
消
極
的
自
由
と
し
て
保
護
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
は
、『
寛
容
書
簡
』
の
英
訳
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ポ
プ
ル

）
6
（

や
、ク
エ
ー

カ
ー
派
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ン

）
7
（

や
、
十
八
世
紀
の
ト
マ
ス
・
ペ
イ
ン

）
8
（

の

よ
う
に
、
各
人
の
良
心
の
自
由
を
、
最
初
か
ら
、
積
極
的
自
由
と
し
て

の
自
然
権
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
、
あ
く
ま
で
強
制
力
を

除
去
す
べ
き
根
拠
を
あ
げ
て
寛
容
を
擁
護
し
、
外
側
か
ら
個
人
と
そ
の

良
心
を
保
護
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
側
か
ら
各
人
の

良
心
の
働
き
を
保
護
す
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
、
形
式
的
に
良
心
の
自
由

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
応
は
こ
れ
も
良
心
の
自
由
の
擁
護
だ

と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク

は
、
も
と
も
と
各
人
の
良
心
的
判
断
に
内
在
的
価
値
を
見
出
す
こ
と
は

せ
ず
、
良
心
の
自
由
が
社
会
的
混
乱
を
招
く
と
い
う
点
を
も
っ
ぱ
ら
強

調
し
、
良
心
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
ジ
レ
ン
マ
や
、
そ
れ
を
土
台
に
し

て
発
生
す
る
社
会
的
抑
圧
へ
の
抵
抗
、
あ
る
い
は
抑
圧
の
解
消
と
い
っ

た
側
面
に
は
目
を
向
け
な
い
。
こ
の
意
味
で
ロ
ッ
ク
の
良
心
の
自
由
の

擁
護
は
弱
く
、
不
徹
底
な
の
で
あ
る
。
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２　

ロ
ッ
ク
寛
容
論
の
可
能
性
と
限
界

　

現
代
に
お
け
る
迫
害
を
見
据
え
な
が
ら
、
ま
ず
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
の

可
能
性
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
寛
容
を
刑
罰
や
暴
力
の
排
除
と

し
て
規
定
す
る
た
め
、
迫
害
に
対
抗
し
て
非
暴
力
を
説
く
。
例
え
ば
、『
寛

容
書
簡
』
冒
頭
で
の
迫
害
を
推
進
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
戒
め
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寛
容
論
の
基
本
的
ト
ー
ン

は
、
非
暴
力
主
義
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
寛
容
論
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

信
念
や
行
為
を
犯
罪
と
せ
ず
、
刑
罰
や
暴
力
的
介
入
を
適
用
し
な
い
こ

と
に
よ
っ
て
社
会
の
人
々
の
平
和
共
存
を
は
か
る
。
同
性
愛
や
売
春
の

「
非
犯
罪
化
」
と
い
う
政
策
は
、
ま
さ
に
ロ
ッ
ク
的
寛
容
論
の
延
長
線

上
に
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
七
年
ウ
ォ
ル
フ
ェ
ン
デ
ン
報
告
、
二
〇

一
六
年
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
性
労
働
者
の
人
権

保
障
ポ
リ
シ
ー
は
、
当
該
行
為
の
非
犯
罪
化
を
推
進
す
る
と
い
う
点
で

ロ
ッ
ク
の
理
論
と
の
接
点
を
も
つ
。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
が
打
ち
出
す
政
教

（
刑
教
）
分
離
の
主
張
は
、
人
間
の
心
の
強
制
的
支
配
を
終
わ
ら
せ
る

仕
組
み
で
あ
る
。
現
代
で
は
、
特
定
の
宗
教
や
宗
派
へ
の
刑
罰
や
暴
力

を
除
去
し
、
平
和
を
実
現
す
べ
き
こ
と
を
そ
れ
は
要
請
す
る
。
例
え
ば
、

イ
ス
ラ
ム
教
で
異
端
と
さ
れ
る
ア
フ
マ
デ
ィ
ー
ア
派
に
対
し
て
、
刑
罰

を
加
え
な
い
こ
と
を
そ
れ
は
要
請
す
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
非
犯

罪
化
政
策
は
、
人
々
の
平
和
共
存
に
一
定
の
貢
献
を
す
る
。
刑
罰
や
暴

力
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
平
和
共
存
へ
の
地
な
ら
し
が
で
き
、
希

望
も
湧
い
て
く
る
。
ロ
ッ
ク
的
な
寛
容
の
可
能
性
は
、
こ
の
よ
う
な
仕

方
で
開
花
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
も
や
は
り
、
ロ
ッ
ク
寛
容
論
に
は
限
界
が
あ
る
。
次
に
、
そ

の
限
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
従
来
の
研
究
は
、
そ

の
射
程
の
狭
さ
を
限
界
と
し
て
し
ば
し
ば
批
判
し
て
き
た
。
こ
れ
に
は

カ
ト
リ
ッ
ク
排
除
に
関
す
る
誤
解
も
伴
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
根

本
的
限
界
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
つ
の
根
本
的

限
界
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
尊
厳
と
平
等
の
実
現

に
か
か
わ
る
。

　

第
一
に
、
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
迫
害
や
寛

容
の
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
相
手
を
「
否
認
」
し
「
嫌
悪
」
す
る
と
い

う
前
提
に
立
つ
た
め
、
そ
の
相
手
を
同
じ
人
間
と
し
て
、
尊
厳
を
も
つ

も
の
と
し
て
尊
重
す
べ
き
だ
と
い
う
立
場
を
明
確
に
は
打
ち
出
さ
な
い
。

こ
こ
で
ト
マ
ス
・
ペ
イ
ン
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
寛
容
は
不
寛
容

の
反
対
で
は
な
く
、
不
寛
容
を
「
偽
装
し
た
も
の
」
（counterfeit

）
だ

）
9
（

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
相
手
を
人
間
と
し
て
尊
重
す
る
か
ど
う
か
は
第

一
義
的
な
問
題
と
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ロ
ッ
ク
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
が
愛
を
も
っ
て
他
の
人
々
に
接
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て

お
り
、
否
認
や
嫌
悪
と
い
う
要
素
を
こ
こ
で
重
視
す
る
の
は
お
か
し
い
、

と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
確
か
に
ロ
ッ
ク
は
、
『
寛
容
書
簡
』
の

初
め
の
方
で
迫
害
の
行
為
を
愛
の
実
践
と
対
比
し
、
後
者
を
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
と
る
べ
き
行
為
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
決
し
て
寛
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容
の
義
務
を
隣
人
愛
の
主
張
か
ら
導
き
だ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
刑
罰
不
使
用
の
義
務
と
し
て
理
解

さ
れ
た
寛
容
の
義
務
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
否
認
や
嫌
悪
の
感
情
を

効
果
的
に
和
ら
げ
た
り
、
消
滅
さ
せ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
を
か
な
り
の
程
度
ま
で
残
存
さ
せ
放
置
す
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
寛
容
の
義
務
は
、
強
制
力
の
使
用
を
控
え
さ
せ
る
だ
け

で
あ
り
、
こ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
。
寛
容
の
義
務
は
否
認
や
嫌
悪
を
放

置
す
る
が
ゆ
え
に
、
寛
容
な
社
会
は
ベ
ス
ト
で
は
な
く
、
セ
カ
ン
ド
ベ

ス
ト
の
社
会
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
各
人
が
他
の

人
間
を
尊
厳
や
敬
意
を
も
っ
て
扱
う
の
で
な
け
れ
ば
、
寛
容
論
が
目
指

す
平
和
共
存
を
十
分
に
実
現
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
寛
容
の
義
務
の

主
張
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
根
拠
の
中
に
、
人
間
の
尊
厳
を
保
護

す
る
考
え
方
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
限
界
を
克
服
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
寛
容
の
義
務
と
い
う
発
想

か
ら
離
れ
、
良
心
の
自
由
を
、
最
初
か
ら
、
す
べ
て
の
人
が
も
つ
人
権

と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
尊
重
せ
よ
、
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。

実
は
私
た
ち
は
、
す
で
に
こ
れ
を
実
践
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
代
中

国
の
法
輪
功
学
習
者
へ
の
拷
問
や
生
体
か
ら
の
臓
器
摘
出

）
10
（

、
あ
る
い
は

ウ
イ
グ
ル
族
の
人
々
の
強
制
収
容
所
へ
の
収
監

）
11
（

を
非
難
す
る
際
、
私
た

ち
は
、
そ
の
人
た
ち
を
寛
容
に
扱
う
べ
き
だ
と
は
言
わ
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
直
接
的
に
、
人
権
侵
害
を
や
め
、
即
時
身
柄
を
釈
放
せ
よ
、

彼
ら
の
人
身
の
自
由
、
良
心
の
自
由
、
信
教
の
自
由
を
尊
重
せ
よ
と
言

う
。
権
利
と
自
由
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
使
っ
て
、
人
間
の
尊
厳
の
回

復
を
要
求
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
の
第
二
の
限
界
は
、
そ
れ
が
異
な
る
人
々
を
必
ず

し
も
平
等
に
扱
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
実
は
か
な

り
の
程
度
ま
で
、
多
種
多
様
な
宗
教
を
平
等
に
扱
う
こ
と
を
提
唱
す
る
。

こ
の
点
は
、
称
賛
に
値
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

は
多
数
派
が
法
を
作
る
が
ゆ
え
に
少
数
派
が
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
や
、
国

教
会
の
存
続
が
、
少
数
派
の
宗
教
や
宗
派
に
対
す
る
不
平
等
な
扱
い
を

助
長
す
る
こ
と
を
十
分
考
慮
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
少
数
派
の
宗

教
に
も
平
等
な
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
法
の
も
と
で
の
形
式
的

平
等
を
超
え
て
、
良
心
の
自
由
を
平
等
に
保
障
す
る
た
め
の
さ
ら
な
る

工
夫
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
次
節
で
詳
し
く
考
察
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

三　

ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
か
ら
、良
心
の
自
由
の
平
等
な
保
障
へ 

 

―
―
ア
メ
リ
カ
の
良
心
の
自
由
の
伝
統
に
注
目
す
る
試
み

　

ロ
ッ
ク
寛
容
論
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
方
法
を
、
も
っ
と
詳
し
く
考

察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
ら
が
発
展
さ
せ
た
ア
メ
リ
カ

の
良
心
の
自
由
の
思
想
伝
統
を
眺
め
る
。
同
時
に
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る

良
心
の
自
由
の
扱
い
や
平
等
の
位
置
づ
け
の
不
十
分
さ
に
つ
い
て
も
考

察
を
深
め
た
い
。
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１　

ロ
ッ
ク
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
お
け
る
良
心
の
位
置
づ
け

　

ま
ず
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
良
心
の
自
由
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
み
よ
う
。

ロ
ッ
ク
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
バ
グ
シ
ョ
ー
へ
の
批
判
論
文
『
世
俗
権
力

二
論
』
（Tw

o Tracts on G
overnm

ent

）
の
第
一
論
文
（
一
六
六
〇
年
）
に
お

い
て
、
各
人
の
良
心
の
自
由
を
政
治
的
安
定
を
脅
か
す
危
険
因
子
と
見

な
し
、
国
教
徒
（
ア
ン
グ
リ
カ
ン
）
の
立
場
か
ら
、
政
治
的
安
定
と
秩

序
の
保
全
を
優
先
し
た
。
こ
の
初
期
ロ
ッ
ク
の
保
守
性
は
、
日
本
で
は
、

比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ

の
後
の
ロ
ッ
ク
の
良
心
の
自
由
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
良
心
の
自
由
の

主
張
が
、
法
秩
序
と
統
治
を
根
底
か
ら
掘
り
崩
す
勝
手
気
ま
ま
な
主
張

で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
ロ
ッ
ク
の
寛
容
思
想
の
自
由
主
義
的
転
回
を

示
す
は
ず
の
『
寛
容
試
論
』
（
一
六
六
七
年
）
で
も
明
確
に
述
べ
ら
れ
る

（ETO
L 276

）
。
さ
ら
に
、
統
治
者
の
定
め
る
法
が
自
ら
の
「
良
心
の
誠

実
な
確
信
と
対
立
す
る
」
場
合
に
は
、
法
に
従
っ
て
刑
罰
を
甘
受
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（ETO

L: 279

）
。
『
寛
容
試
論
』
の
ク
ラ
レ

ン
ド
ン
版
を
編
集
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ミ
ル
ト
ン
と
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト

ン
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（ETO

L, the editors’  general 

introduction 37-9

）
、
同
時
代
の
非
国
教
徒
と
は
違
っ
て
、
ロ
ッ
ク
は
良

心
と
い
う
能
力
の
自
由
な
行
使
や
そ
こ
か
ら
生
じ
る
権
威
へ
の
挑
戦
に

は
冷
淡
で
あ
り
、
た
だ
単
に
、
礼
拝
の
自
由
や
、
他
者
に
害
を
及
ぼ
さ

な
い
限
り
に
お
い
て
の
行
為
の
自
由
を
擁
護
し
て
い
る
。
円
熟
期
の
『
寛

容
書
簡
』
で
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
統
治
者
が
公
共
善
に
つ
い
て
の
判

断
に
も
と
づ
い
て
作
る
法
と
、
私
人
の
良
心
の
命
令
が
対
立
し
た
場
合

の
対
処
法
を
論
じ
た
箇
所
で
は
、
ロ
ッ
ク
は
、
法
が
宗
教
的
事
柄
に
か

か
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
と
も
と
統
治
者
の
管
轄
外
の
事
柄
な

の
で
私
人
は
そ
の
法
に
従
う
義
務
は
な
い
と
言
う
。
他
方
、
法
が
宗
教

的
な
事
柄
に
か
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
己
の
良
心
の
命
令
に

従
っ
て
違
法
な
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
罰
を
受
け
る
べ
き
だ
と
述
べ
、

『
寛
容
試
論
』
と
同
様
に
、
受
動
的
服
従
を
説
い
て
い
る
（EPIS

　

128/9; 

平
野
訳　

73;

加
藤
・
李
訳88-9

）
。

　

『
人
間
知
性
論
』
で
、
ロ
ッ
ク
は
「
良
心
」
を
「
私
た
ち
自
身
の
行

為
の
道
徳
的
な
正
し
さ
や
邪
悪
さ
に
つ
い
て
の
、
私
た
ち
自
身
の
意
見

も
し
く
は
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（Essay I, iii, 8

）
と
定
義
し
て
い
る
。

こ
れ
は
良
心
が
、
他
人
で
は
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
自
身
の
行
為
の

道
徳
性
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
点
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
定
義
は
、
一
六
六
〇
年
の
彼
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
良
心
と
は
「
実

践
的
立
場
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
一
つ
の
意
見
に
す
ぎ
ず
」
、
公
共
の

平
和
を
目
指
す
統
治
者
に
何
ら
指
針
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い

う
見
解
（T

T
G

 138

）
の
延
長
線
上
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

『
寛
容
書
簡
』
で
ロ
ッ
ク
が
、
救
わ
れ
る
た
め
に
は
本
人
と
そ
の
良
心

を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
と
き
、
実
際
ど
こ
ま
で
道
徳
的

選
択
を
行
う
能
力
と
し
て
の
良
心
を
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑

問
が
残
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
各
人
の
道
徳
判
断
で
は
な
く
、
特
定
の
礼
拝
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へ
の
好
き
嫌
い
の
感
情
や
個
人
の
体
質
に
着
目
し
て
、
嫌
い
な
も
の
や

体
質
に
あ
わ
な
い
も
の
は
決
し
て
救
い
に
つ
な
が
ら
な
い
と
述
べ
て
お

り
、
必
ず
し
も
自
分
が
道
徳
的
に
な
す
べ
き
行
為
を
反
省
し
て
下
す
判

断
を
論
じ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る

）
12
（

。す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ロ
ッ

ク
は
良
心
の
自
由
を
法
と
統
治
を
脅
か
す
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
が
、

そ
の
う
え
彼
は
、
各
人
の
良
心
の
判
断
が
統
治
者
の
判
断
と
衝
突
し
、

深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
を
引
き
起
こ
し
、
当
人
を
苦
し
め
る
こ
と
に
も
何
の

関
心
も
示
さ
な
い
。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
ア
ン
チ
ゴ
ネ
ー
』
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
、
統
治
者
の
命
令
に
従
う
か
、
そ
れ
と
も
高
次
の
法
に
従
い

兄
を
弔
う
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
、
言
い
換
え
れ
ば
、
天
安
門
事
件
の
犠

牲
者
や
劉
暁
波
を
追
悼
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
反
逆
者
と
見
な
さ
れ
弾

圧
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
が
で
き
な
い
、
と
い
う
身
が
引
き
裂
か
れ
る

よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
、
ロ
ッ
ク
は
気
に
か
け
な
い
。
最
後
に
、
宗
教
的

で
な
い
事
柄
に
関
わ
る
良
心
的
行
為
、
例
え
ば
良
心
的
兵
役
拒
否
や
国

歌
斉
唱
拒
否
と
い
っ
た
行
為
は
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
法
に
反
す
る
の

で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
ず
、
法
的
義
務
が
優
先
さ
れ
、
受
動
的
服
従
が
ま

か
り
通
る
こ
と
に
な
る

）
13
（

。

　

ロ
ッ
ク
は
、
原
則
的
に
、
良
心
の
自
由
に
積
極
的
価
値
を
見
出
す
こ

と
な
く
、
そ
れ
を
秩
序
を
撹
乱
す
る
危
険
要
因
と
見
な
し
た
う
え
で
、

強
制
力
不
使
用
の
義
務
を
説
い
て
、
外
側
か
ら
個
人
と
そ
の
良
心
を
保

護
す
る
戦
略
を
取
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
政
教
分
離
の
原
理
を
明
確
に
打
ち
出

し
、
強
制
力
に
よ
る
信
念
の
変
更
の
効
果
の
な
さ
を
指
摘
し
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
諸
派
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
、

瀆
神
者
（blasphem

ers

）
を
取
り
込
む
理
論
を
展
開
し
た
。
瀆
神
者
（
無

神
論
者
）
を
受
け
容
れ
、
ま
た
留
保
条
件
を
付
け
ず
に
カ
ト
リ
ッ
ク
を

受
け
容
れ
て
い
る
点
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
理
論
は
、
前
代
未
聞
の
幅

広
さ
を
も
ち
、
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
を
凌
い
で
い
る
。
他
方
で
、
政
教
分

離
の
原
則
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
点
で
両
者
は
共
通
す
る
。
マ

シ
ャ
ム
家
を
通
じ
て
、
二
人
の
間
に
は
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
え
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
良
心
の
役
割
の

評
価
と
い
う
点
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
ロ
ッ
ク
と
は
決
定
的
に
異
な
る

思
想
を
展
開
し
た
。
そ
こ
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
魅
力

的
な
良
心
の
自
由
論
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。（
以
下
の
論
述
は
、
マ
ー
サ
・

ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
の
著
書
『
良
心
の
自
由
』（Liberty of C

onscience

）
に
多
く
を
負
っ

て
い
る
。
）

　

（
1
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
良
心
を
す
べ
て
の
人
間
が
も
つ
貴
重
な

宝
で
あ
る
と
見
な
し
、
そ
れ
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
誰
も
が
人
間
と
し

て
平
等
な
価
値
を
も
ち
、
尊
敬
に
値
す
る
存
在
と
な
る
と
考
え
た
。
良

心
の
自
由
は
、
ア
メ
リ
カ
の
荒
野
を
さ
ま
よ
う
人
間
が
大
切
に
育
て
ね

ば
な
ら
な
い
能
力
で
あ
る
。
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
彼
の
考
え
る

「
良
心
」
は
、
ス
ト
ア
派
のTo hegem

onikon

（
魂
の
統
括
的
部
分
）
の

よ
う
に
、
道
徳
的
選
択
を
お
こ
な
う
能
力
だ
が
、
こ
れ
は
人
生
の
究
極

的
意
味
を
探
求
し
続
け
る
た
め
に
も
必
要
と
さ
れ
る
。
良
心
は
「
聖
な
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る
光
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
人
間
の
知
性
と
感
情
に
お
い
て
固
定
さ
れ

た
確
信
（a persuasion fixed in the m

inde and heart of a m
an

）
で
あ
り
、

こ
れ
が
本
人
に
、
神
や
、
神
の
礼
拝
等
の
事
柄
に
関
し
て
、
か
く
か
く

し
か
じ
か
の
こ
と
を
行
う
べ
し
と
判
断
さ
せ
る
」
（LC

 51; C
O

R
 I, 

340

）
。
こ
の
良
心
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
の
間
に
平
等
が
成
り
立
つ
。「
こ

の
良
心
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
、
ト
ル

コ
人
、
教
皇
派
の
人
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
異
邦
人
な
ど
の
中
に
」
（LC

 

52; C
O

R
 I, 340)

。
実
際
に
良
心
に
従
っ
て
行
動
で
き
る
人
は
稀
で
あ
り
、

誤
っ
た
判
断
を
下
し
、
凶
悪
な
犯
罪
を
犯
す
人
間
も
多
い
。
し
か
し
、

良
心
と
い
う
能
力
は
万
人
に
備
わ
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
友

人
た
ち
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
彼
ら
先
住
民
が
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
人
以
上
に
、
成
熟
し
た
良
心
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
良
心

が
現
実
世
界
で
と
り
う
る
様
々
な
形
態
に
も
理
解
を
示
し
て
い
る
、
と

考
え
た
（D

avis 2008: loc. 3792, n. 23

）
。

　

（
2
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
良
心
は
繊
細
で
、
脆
く
て
傷
つ

き
や
す
い
生
き
も
の
で
あ
り
、
牢
獄
に
閉
じ
込
め
て
お
く
べ
き
で
は
な

い
。
刑
罰
は
、
良
心
の
力
を
破
壊
し
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
弱
め
て
し

ま
う
。
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
良
心
が
生
き
続
け
る
た
め
に
は
呼

吸
を
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
呼
吸
す
る
た
め
に
は
、
各
人
の
良
心
が
活

動
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
平
等
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（LC

, 19

）
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
良
心
を
強
制
す
る
こ
と
を
「
魂
の
強
姦
」
（a Soule 

rape

）
と
呼
ん
だ
（BT

 182, 219; also, BT
K

 175, 206

）
。
強
制
力
で
良

心
を
踏
み
に
じ
る
の
は
、
荒
々
し
く
暴
行
を
加
え
、
人
間
の
内
面
を
侵

犯
し
、
本
人
の
道
徳
的
、
宗
教
的
選
択
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
行
為

で
あ
る
。
良
心
の
脆
弱
さ
と
保
護
の
必
要
性
を
考
え
た
点
で
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
は
、
ス
ト
ア
派
の
思
想
の
弱
点
を
克
服
し
た
と
さ
え
言
え
る

）
14
（

。

　

以
上
の
（
1
）
と
（
2
）
は
、
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
解

釈
に
も
と
づ
い
て
、
彼
の
良
心
概
念
の
特
徴
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
彼
女
の
描
き
出
す
良
心
の
概
念
は
、
ス
ト
ア
派
の
影
響
を
強

調
し
、
魅
力
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
世
俗
化
さ
れ
過
ぎ
て
お
り
、
か
つ

多
文
化
主
義
的
な
方
向
と
合
致
す
る
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
た
概
念
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
大
学
や
そ
れ
以
前
に
受
け
た
当
時
第
一
級
の
古
典
学
教
育
や
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
才
能
を
認
め
て
こ
れ
を
開
花
さ
せ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・

ク
ッ
ク
が
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
自
然
法
思
想
が
背
景
に
あ
る
と
推
測

し
て
い
る
が
、
現
存
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
著
作
か
ら
そ
の
推
測
を
裏

づ
け
る
証
拠
を
提
示
し
て
は
い
な
い
。
ク
ッ
ク
は
基
本
的
に
は
コ
モ
ン

ロ
ー
の
法
律
家
で
あ
り
、
人
間
の
権
利
で
は
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人

の
権
利
を
弁
護
す
る
思
想
を
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
ニ
ュ

ス
バ
ウ
ム
は
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
が
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
良
心
概
念

は
、
や
は
り
彼
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
（
＝
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
）
神
学
者
と
し

て
の
思
想
背
景
を
抜
き
に
し
て
は
語
り
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
（D

avis 2008: loc. 334

）
の
指
摘
に
も
と
づ
い
て
、
こ
こ
で

若
干
の
補
正
を
加
え
て
お
こ
う
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
神
学
に
よ
れ
ば
、
良
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心
と
は
、
各
人
の
内
面
に
あ
る
道
徳
的
羅
針
盤
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
各
人
は
神
の
法
を
直
観
的
に
認
識
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
良
心
は
、
神
の

判
断
と
指
示
が
宿
る
場
所
と
な
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
が
『
キ
リ
ス
ト

教
綱
要
』
で
、
良
心
は
「
神
と
人
間
の
中
間
項
」
だ
と
述
べ
て
い
る
通

り
で
あ
る
（D

avis 2008: loc. 334

）
。
ま
た
、
良
心
が
誤
っ
た
判
断
を
下

し
た
場
合
に
は
、
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
客
観
的
基
準
と
見
な

し
て
そ
の
誤
り
に
対
処
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
は
、
良
心
へ
の
訴
え
が
道
徳
的
権
威
を
も
つ
の
は
神
の
権
威
に
由
来

す
る
か
ら
だ
と
考
え
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
主
著
『
良
心
ゆ
え
の
迫

害
と
い
う
血
ま
み
れ
の
教
義
』
の
中
で
、
人
が
罪
を
犯
す
こ
と
に
触
れ
、

「
本
人
自
身
の
良
心
の
、
内
的
な
精
査
や
囁
き
声
に
よ
っ
て
」
、
自
責
の

念
に
か
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
場
合
、
良
心
は
、「
神
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
懲
ら
し
め
や
告
発
な
ど
を
し
な
が
ら
、
自
分
自
身

を
責
め
た
て
て
い
る
」
（BT

 89 ; BT
K

 92

）
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

先
に
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
が
良
心
の
概
念
を
説
明
す
る
た
め
に
引
用
し
た
文

「
人
間
の
知
性
と
感
情
に
お
い
て
固
定
さ
れ
た
確
信
…
…
」
の
箇
所
に
は
、

原
文
で
は
、
「
迫
害
者
と
し
て
、
パ
ウ
ロ
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
っ

た
よ
う
に
」
（C
O

R
 I, 340

）
と
い
う
文
言
が
は
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
パ
ウ
ロ
へ
の
言
及
は
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
の
引
用
で
は
省
略
さ
れ
て
お

り
、
あ
た
か
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
パ
ウ
ロ
と
無
関
係
に
良
心
を
論
じ
て

い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
な
補
正
作
業
は
今
後
さ
ら
に
推
し
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

西
洋
思
想
に
お
い
て
、
良
心
の
概
念
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
を
通

じ
て
形
成
さ
れ
、
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
概
念
を
取
り
入
れ
て
変
容

さ
せ
た
と
い
う
複
雑
な
過
程
が
あ
る

）
15
（

。
パ
ウ
ロ
の
良
心
概
念
と
言
え
ば
、

「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」2.14-15

で
述
べ
ら
れ
た
見
解
が
有
名
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
神
か
ら
律
法
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
異
邦
人
に
と
っ
て
は
、

心
に
記
さ
れ
た
法
が
あ
り
、
各
人
の
良
心
は
、
そ
の
内
な
る
法
と
同
一

で
は
な
い
が
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
れ
を
証
し
し
て
い
る
、
と
い

う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
と
ス
ト
ア
主
義
と
の
相
違
も
本
来

は
問
題
に
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
で
き
な
い
。
ひ
と
ま

ず
、
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
の
描
く
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
良
心
概
念
に
お
い
て
は

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
、
と
り
わ
け
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
無
視
さ
れ
て
い

る
点
を
指
摘
し
、
た
だ
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
実

際
に
、
良
心
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
み
な
ら
ず
、
万
人
に
備
わ
っ
て
い
る

と
主
張
し
た
事
実
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

2　

ロ
ッ
ク
の
平
等
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
お
け
る
平
等

　

次
に
ロ
ッ
ク
の
平
等
観
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
だ
け

で
な
く
、
彼
の
思
想
を
発
展
さ
せ
た
マ
デ
ィ
ソ
ン
と
も
比
較
し
て
み
よ

う
。

　

ロ
ッ
ク
は
『
寛
容
書
簡
』
に
お
い
て
、
他
者
へ
の
危
害
の
不
在
と
い

う
根
拠
（
す
で
に
見
た
（
3
）
の
根
拠
）
を
用
い
て
、
寛
容
の
射
程
を
拡

大
し
た
。
救
済
の
可
能
性
と
い
う
根
拠
で
は
到
底
実
現
で
き
な
い
程
度
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ま
で
寛
容
の
射
程
を
拡
大
し
、
無
神
論
者
だ
け
を
除
い
て
、
一
神
教
、

多
神
教
を
含
む
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
、
あ
ら
ゆ
る
宗
派
を
、
他
者
に
危
害

を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
、
寛
容
の
射
程
内
に
取
り
込
ん

だ
。
キ
リ
ス
ト
教
を
超
え
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ア
メ
リ
カ

先
住
民
の
多
神
教
を
、
平
和
的
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
寛
容
の

対
象
と
し
た
。
そ
の
際
、
す
べ
て
の
宗
教
や
宗
派
が
平
等
に
扱
わ
れ
る

べ
き
で
、
宗
教
ゆ
え
の
差
別
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
『
寛

容
書
簡
』
の
結
論
部
分
か
ら
引
用
し
よ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
が
追
求
す
る
の
は
、
他
の
市
民
た
ち
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
諸
権
利
で
す
。
ロ
ー
マ
式
の
や
り
方
で
神
を
礼
拝
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
［
は
い
、
そ
れ
は
許
さ
れ
ま
す
。
］

そ
れ
な
ら
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
式
の
や
り
方
も
ま
た
、
許
し
て
よ
い
の

で
す
。 

（EPIS 140/1, 
平
野
訳
八
七
）

　

ロ
ッ
ク
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
に
言
及
し
つ
つ
、
商
売
や
住
居

だ
け
で
な
く
、
「
宗
教
集
会
」
、
「
祭
日
」
、
「
説
教
」
、
「
公
的
礼
拝
」
へ

の
参
加
に
関
し
て
も
、
す
べ
て
の
派
の
人
々
に
、
平
等
な
権
利
を
認
め

る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
平
等
の
原
理
を
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
み
な
ら
ず
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
適
用
す
る
。

　

い
や
、
も
し
率
直
に
真
実
を
語
り
、
人
が
他
人
に
ふ
さ
わ
し
い

存
在
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
異

教
徒
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
、
宗
教
ゆ
え
に
、
国

家
［
の
世
俗
的
関
心
事
、
つ
ま
り
広
義
の
所
有
権
］
か
ら
排
除
さ
れ

る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

 

（EPIS 141/2

－143/145; 

平
野
訳　

八
九
） 

　

こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
他
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
同
様
、
非
キ
リ
ス
ト

教
徒
も
、
国
家
の
も
と
で
、
自
ら
の
広
義
の
所
有
権
（property

）
―
―

生
命
、
自
由
、
財
産
へ
の
排
他
的
支
配
権
―
―
を
保
障
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
か
つ
宗
教
的
信
念
や
礼
拝
に
関
し
て
も
、
統
治
者
は
宗
教
上
の

理
由
に
よ
っ
て
彼
ら
を
罰
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
。

　

非
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
な
ぜ
人
間
と
し
て
平
等
に
受
け
容
れ
る
べ
き
か

に
関
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
詳
し
く
述
べ
て
い
な
い
。
す
べ
て
の
人
間
が
良

心
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
平
等
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
と
は
違
い
、
ロ
ッ
ク
は
、
す
べ
て
の
人
を
一
つ
の
共
通
の
尺
度

で
扱
う
べ
し
と
い
う
正
義
の
形
式
的
原
理
に
訴
え
る
。
ロ
ッ
ク
は
平
等

な
扱
い
を
主
張
し
た
が
、
私
た
ち
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
多
数
派
が

作
る
法
が
少
数
派
の
良
心
を
圧
迫
す
る
危
険
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
を
見
る
た
め
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
導
入
し
、
十
七
世
紀
以
降

ア
メ
リ
カ
で
広
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
調
整
措
置
（accom

m
odation

）
と

い
う
考
え
方
に
目
を
向
け
よ
う
。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
導
入
し
た
「
調
整
措
置
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
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で
あ
っ
た
の
か
。
彼
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
か
ら
得
た
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン

ド
な
ら
び
に
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
植
民
地
の
特
許
状
に
は
、
彼
が
求
め
て

い
た
次
の
文
言
が
含
ま
れ
て
い
た
―
―
当
該
植
民
地
に
お
い
て
は
、
人

は
誰
も
宗
教
的
信
念
や
礼
拝
に
お
い
て
罰
せ
ら
れ
た
り
、
苦
痛
を
受
け

る
こ
と
な
く
、
他
人
に
害
を
与
え
な
い
限
り
、
自
由
に
信
仰
を
も
ち
礼

拝
を
し
て
よ
い
。
し
か
し
こ
れ
に
加
え
て
、
次
の
重
要
な
但
し
書
き
あ
っ

た
―
―
宗
教
的
な
信
念
や
礼
拝
に
か
か
わ
る
良
心
の
自
由
は
認
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
、
「
た
と
え
そ
れ
が
、
い
か
な
る
法
、
法
規
、
そ
れ
ら

に
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
条
文
、
当
該
地

域
の
慣
習
や
習
慣
に
、
い
か
な
る
仕
方
で
あ
れ
、
反
す
る
も
の
だ
と
し

て
も

）
16
（

」
。
例
え
ば
、
そ
の
地
域
の
法
や
習
慣
が
日
曜
を
安
息
日
と
定
め

て
い
て
も
、
土
曜
を
安
息
日
と
す
る
宗
派
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
尊
重
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
地
域
の
法
や
慣
習
が
、
公
職
に
つ
く
た

め
に
は
神
の
前
で
宣
誓
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
た
と
し

て
も
、
こ
の
特
許
状
は
そ
れ
を
無
効
に
し
、
宣
誓
を
す
べ
き
で
な
い
と

信
じ
る
少
数
派
の
人
々
の
良
心
の
自
由
を
保
護
す
る
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
一
般
的
な
法
は
、
良
心
の
自
由
を
脅
か
さ
な
い
か
ぎ
り
に
お
い

て
の
み
威
力
を
も
つ
と
さ
れ
た
。
同
時
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
調
整

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
行
為
が
、
共
同
体
全
体
の
秩
序
や
安
全
を
脅
か

す
こ
と
は
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
は
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
で
す
ぐ
に
広
ま
っ
た
宗
教
的

調
整
措
置
の
原
型
を
こ
こ
に
見
出
す
。
こ
の
調
整
措
置
の
考
え
方
は
、

二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
決
を
き
っ
か
け
に
ア
メ
リ
カ

社
会
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
。
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
系
の
少
数
派
セ
ブ
ン
ス
デ
イ
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ス
ト
（Seventh-

D
ay Adventist

）
教
会
に
属
し
て
い
た
シ
ャ
ー
バ
ー
ト
夫
人
（M

rs. Adel 

Sherbert

）
が
起
こ
し
た
訴
訟
に
関
し
て
、
ブ
レ
ナ
ン
判
事
は
、
共
同
体

の
安
全
を
脅
か
す
危
険
性
が
な
い
場
合
に
は
、
土
曜
に
礼
拝
を
す
る
少

数
派
の
良
心
の
自
由
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
州
政
府
は
、
土
曜
に
働

く
こ
と
が
で
き
ず
に
失
業
し
た
夫
人
に
対
し
て
、
失
業
手
当
を
与
え
る

べ
き
で
あ
る
、
多
数
派
の
信
仰
や
慣
習
を
基
準
に
し
て
、
失
業
手
当
を

渡
さ
な
い
の
は
不
当
で
あ
る
、
と
い
う
判
決
を
出
し
た
。
調
整
措
置
に

は
、
司
法
上
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
立
法
上
の
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、

少
数
派
の
人
々
の
信
仰
や
生
活
習
慣
を
排
除
せ
ず
に
、
融
通
を
き
か
せ

て
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
る
措
置
で
あ
る
。
付
言
し
て
お
け
ば
、
現
代
ア

メ
リ
カ
で
は
、
宗
教
的
調
整
措
置
（religious accom

m
odation

）
だ
け
で

な
く
、
障
害
を
も
っ
た
人
々
や
、
子
育
て
を
し
て
い
る
人
々
の
た
め
の

調
整
措
置
が
あ
り
、
雇
用
者
に
雇
用
の
条
件
や
職
場
環
境
に
一
定
の
変

更
を
加
え
る
義
務
を
課
し
て
い
る

）
17
（

。
日
本
で
は
、
国
連
で
採
択
さ
れ
た

障
害
者
権
利
条
約
に
お
け
る‘reasonable accom

m
odation ’

と
い
う
考

え
方
が
「
合
理
的
配
慮
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
「
合
理

的
」
と
い
う
の
は
誤
訳
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
法
外
な
」(unreasonable; 

u ndue

）
要
求
を
排
除
し
、
実
行
可
能
性
を
重
視
し
た
「
妥
当
な
調
整

措
置
」
も
し
く
は
「
適
度
な
融
通
措
置
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
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次
に
、
ロ
ッ
ク
寛
容
論
に
お
け
る
平
等
の
主
張
の
不
徹
底
さ
が
、
国

教
会
の
温
存
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
目
を
転
じ
よ
う
。
彼
は
、『
寛

容
書
簡
』
で
教
会
を
自
発
的
結
社
と
位
置
づ
け
る
分
離
派
的
な
教
会
観

を
採
用
し
て
い
な
が
ら
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

り
つ
づ
け
、
国
教
会
体
制
を
批
判
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
プ
ロ
ウ

ス
ト
と
の
論
争
の
書
で
あ
る
『
第
二
寛
容
書
簡
』
以
降
で
は
、
自
ら
が

「
国
教
会
」
（national church
）
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
議

論
を
進
め
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
穏
健
化
し
た
国
教
会
を
念
頭
に
置
い

て
お
り
、
統
治
者
の
刑
罰
権
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
団
体
と
し
て
国
教
会

を
位
置
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
国
教
会
は
、
人
事
、
財
政
、
教

義
の
普
及
、
社
会
的
認
知
度
の
面
で
、
他
の
宗
教
や
宗
派
に
比
べ
て
圧

倒
的
に
優
位
に
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
少
数
派
の
良
心
の
自
由

を
多
数
派
の
圧
迫
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
宗
教
界
に
序
列
を
作
り
出
し
、

不
平
等
を
固
定
化
す
る
国
教
会
制
度
は
解
体
す
る
必
要
が
あ
る
。
ロ
ッ

ク
が
こ
の
よ
う
に
考
え
な
か
っ
た
の
は
、
良
心
の
自
由
の
平
等
な
保
障

の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
認
識
の
甘
さ
や
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
な
さ
を
示

し
て
い
る
。

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
思
想
と
行
動
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
か
ら
の

分
離
を
は
っ
き
り
示
す
も
の
だ
が
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
彼
の
思
想
を
さ
ら

に
発
展
さ
せ
た
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
歴
史
に
残
る
記
念
碑
的
文
書
を

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
議
会
に
提
出
し
た
。M

em
orial and Rem

onstrance 

against Religious Assessm
ents 

（
『
宗
教
課
税
に
反
対
す
る
請
願
と
抗
議
』
）

で
あ
る
。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
リ
ー
は
、
民
衆
の
徳
へ
の
意
識
が
低
下

し
て
い
る
と
思
い
、
そ
の
改
善
策
と
し
て
、
一
七
八
四
年
に
、
キ
リ
ス

ト
教
指
導
者
に
一
律
、
援
助
金
を
公
費
か
ら
拠
出
す
る
宗
教
へ
の
財
政

支
援
法
案
（Bill Establishing a Provision for Teachers of the C

hristian 

Religion, 1784

）
を
州
議
会
に
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
マ
デ
ィ

ソ
ン
は
以
上
の
請
願
・
抗
議
文
書
を
提
示
し
、
そ
の
主
張
に
反
対
す
る

理
由
を
述
べ
、
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
や
他
の
多
く
の
議
員
の
賛
同
を
得
た
。

　

マ
デ
ィ
ソ
ン
の
議
論
の
出
発
点
は
、
各
人
が
自
然
権
と
し
て
良
心
の

自
由
を
も
つ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き

な
い
（unalienable

）
権
利
で
あ
る
」（M

&
R

, location 40

）
と
彼
は
言
う
。

こ
れ
は
消
極
的
自
由
と
し
て
の
良
心
の
自
由
で
は
な
く
、
積
極
的
自
由

と
し
て
の
良
心
の
自
由
の
主
張
で
あ
る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
国

家
や
州
が
法
に
よ
っ
て
確
立
し
た
教
会
制
度
（establishm

ents

）
は
、

自
然
権
と
し
て
の
良
心
の
自
由
の
平
等
な
保
障
を
損
な
い
、
市
民
の
間

の
不
平
等
を
助
長
す
る
。
ヘ
ン
リ
ー
は
、
税
金
を
使
っ
て
、
一
律
す
べ

て
の
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
に
支
援
金
を
与
え
る
の
だ
か
ら
、
差
別
は
な

い
と
主
張
し
た
が
、
実
は
最
初
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
会
を
優
遇
し
、
非

キ
リ
ス
ト
教
徒
を
不
当
に
差
別
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
多
数
派
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
は
、
あ
ま
り
問
題
は
な
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん
政
府
に
そ
の
権
限
が
あ
る
と
認
め
て
し
ま
え
ば
、

次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
は
、
政
府
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
の
他
の
少
数
派

の
セ
ク
ト
を
不
当
に
扱
う
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。
実
際
、
こ
の
法
案



社会思想史研究　No. 47　2023

〈特集〉多文化共生の条件　●　44

は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
指
導
者
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
が
、

ク
エ
ー
カ
ー
派
や
メ
ノ
ナ
イ
ト
派
に
は
宗
教
上
の
指
導
者
が
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
み
な
ら
ず
、
ク
エ
ー
カ
ー

や
メ
ノ
ナ
イ
ト
も
不
平
等
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
論
じ
て
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
政
府
が
一
つ
の
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）

を
他
の
宗
教
よ
り
も
上
位
に
置
く
と
き
、
そ
れ
は
市
民
間
の
平
等
を
侵

害
し
て
い
る
、
と
主
張
し
た
。
彼
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
政
教
分
離
と
国

教
会
か
ら
の
分
離
の
立
場
を
継
承
し
、
こ
れ
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
論
じ

な
か
っ
た
財
政
支
援
の
領
域
に
も
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

ロ
ッ
ク
以
来
の
「
刑
教
」
分
離
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
お
い
て
「
経
教
」

分
離
へ
と
発
展
し
、
政
教
分
離
の
概
念
は
よ
り
豊
か
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

歴
史
的
に
も
っ
と
有
名
な
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
貢
献
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア

信
教
自
由
法
（Th

e V
irginia Statute for Religious Freedom

, 1786

）
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
、
国
教
会
樹
立
禁
止
条
項
（Establishm

ent C
lause

）
を

含
む
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条

）
18
（

（Th
e First Am

endm
ent

）
で
あ
る
。
修

正
第
一
条
の
中
の
「
議
会
は
、
宗
教
の
国
教
化
に
関
わ
る
い
か
な
る
法

も
作
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
項
が
、
国
教
会
樹
立
禁
止
条
項
で

あ
る
。
こ
れ
が
国
家
と
教
会
の
単
な
る
機
能
分
離
を
意
味
す
る
の
で
は

な
く
、
国
教
会
制
度
が
教
会
の
序
列
化
を
も
た
ら
し
、
良
心
の
自
由
を

不
平
等
な
仕
方
で
し
か
保
護
し
な
い
と
い
う
反
省
に
も
と
づ
い
て
い
る

こ
と
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
推
定
で
き
よ
う
。
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
、ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
が
一
度
使
っ
た
こ
と
の
あ
る
「
国
家
と
教
会
の
壁
」
と
い
う

表
現
を
書
簡
の
中
で
用
い
た
が
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
分
離
の
壁
の
意
味

を
不
平
等
の
観
点
か
ら
明
確
に
と
ら
え
た
だ
け
で
な
く
、
国
教
会
制
度

は
、
宗
教
を
堕
落
さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
革
命
の
精
神
を
な
え
さ
せ

る
も
の
だ
と
も
語
っ
た
。

結　

論

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
寛
容
の
義
務
を
課
し
た
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論

は
一
定
の
限
界
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
道
は
ア
メ
リ
カ
の

地
で
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
マ
デ
ィ

ソ
ン
、
そ
の
後
の
人
々
が
作
り
上
げ
た
良
心
の
自
由
の
伝
統
は
、
そ
の

後
さ
ま
ざ
ま
な
挑
戦
を
つ
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら
発
展
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
な
ぜ
良
心
の
自
由
を
守
る
の
に
、
宗
教
を
優
遇
し
、
無
神
論

や
倫
理
的
な
信
念
や
行
為
を
平
等
に
扱
わ
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
も

当
然
発
せ
ら
れ
て
よ
い
し
、
実
際
に
、
宗
教
を
優
遇
す
べ
き
で
な
い
と

考
え
る
人
た
ち
も
今
日
で
は
多
い
。
良
心
的
兵
役
拒
否
に
つ
い
て
言
え

ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
第
一
次
大
戦
の
と
き
は
、
宗
教
的
理
由
だ

け
に
も
と
づ
い
て
、
兵
役
で
は
な
く
代
替
任
務
に
つ
く
こ
と
を
認
め
、

こ
れ
が
第
二
次
大
戦
時
も
続
い
た
。
し
か
し
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
後
、
連

邦
最
高
裁
は
、
一
九
七
〇
年
の
ウ
ェ
ル
シ
ュ
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

（W
elsh vs the U

nited States

） 

の
事
件
を
扱
っ
て
良
心
的
兵
役
拒
否
を
認
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め
る
基
準
を
示
し
た
際
に
、
選
択
的
兵
役
法
（M

ilitary Selective 

Services Act, 1967

）
の
条
文
に
使
わ
れ
て
い
る
「
宗
教
的
な
訓
練
も
し

く
は
信
念
に
よ
っ
て
」
と
い
う
文
言
の
意
味
を
創
造
的
に
拡
大
解
釈
し
、

こ
れ
は
「
道
徳
的
も
し
く
は
倫
理
的
」
な
訓
練
や
信
念
の
意
味
も
含
む

と
い
う
判
断
を
打
ち
出
し
た
。
今
日
で
は
、
改
正
さ
れ
た
同
法
の
該
当

箇
所
に
「
道
徳
的
、
倫
理
的
」
と
い
う
文
言
が
付
け
加
え
ら
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
追
加
と
し
て
、
「
政
治
的
、
便
宜
的
、
自
己
利
益
的
な
」
理
由

は
認
め
な
い
と
書
か
れ
て
い
る

）
19
（

。
今
後
も
良
心
の
自
由
の
問
題
へ
の
さ

ら
な
る
対
応
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
私
た
ち
が
こ
こ
で
確

認
す
べ
き
は
、
良
心
の
自
由
に
か
か
わ
る
一
つ
の
理
念
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
良
心
の
自
由
は
人
間
の
尊
厳
の
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
す

べ
て
の
人
間
は
良
心
の
自
由
へ
の
権
利
を
も
ち
、
可
能
な
限
り
そ
れ
を

平
等
に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
こ
の
理

念
が
今
後
さ
ら
に
豊
か
な
理
念
へ
と
成
長
す
る
か
ど
う
か
は
、
私
た
ち

の
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

翻
っ
て
日
本
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
、
良

心
の
自
由
の
平
等
な
保
障
を
主
張
す
る
の
が
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
、

ア
メ
リ
カ
型
の
多
宗
教
・
多
文
化
共
生
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
こ
そ
が
日
本
の
国
家
神
道
体
制
を
解
体
し
た
G 

H 

Q
の
「
神
道
指
令
」

（Shinto D
irective, 1945

）
の
前
提
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
神
道

指
令
は
、
神
道
を
国
教
と
し
て
特
別
扱
い
し
、軍
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
吹
き
込
む
の
を
や
め
、
神
道
を
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
他
の
宗
教

と
平
等
な
地
位
（equal footing

）
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
平
等
に
扱
う

べ
き
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
調
整
措
置
を
導
入
し
て
少
数
派
の
良
心
を

多
数
派
に
対
し
て
保
護
す
る
工
夫
を
含
む
こ
の
ア
メ
リ
カ
型
モ
デ
ル
は
、

「
君
が
代
」
不
起
立
の
よ
う
な
現
代
日
本
の
良
心
の
自
由
の
問
題
に
も
、

解
決
の
ヒ
ン
ト
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
カ
ー
フ
事
件

以
来
、
迷
走
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
フ
ラ
ン
ス
型
の
ラ
イ
シ
テ
と
は

異
な
る
こ
の
モ
デ
ル
、
多
様
性
と
平
等
を
尊
重
す
る
こ
の
ア
メ
リ
カ
型

モ
デ
ル
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
可
能
性
を
も
つ
か
は
、
真
剣
に
考
察
さ
れ
て

よ
い

）
20
（

。

　

最
後
に
、
良
心
の
自
由
に
関
連
し
て
、
本
稿
で
考
察
を
深
め
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
良
心
の
自
由
は
、

表
現
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
集
会
の
自
由
と
い
っ
た
他
の
自
由
と
ど

う
結
び
つ
く
の
か
、
ま
た
、
良
心
の
自
由
の
限
界
は
ど
こ
に
求
め
る
べ

き
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
特
に
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
の
思
想
に
関
し
て
言
え
ば
、
彼
の
思
想
に
は
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
が

触
れ
て
い
な
い
重
要
な
一
側
面
が
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
友
人
の

ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
に
似
て
、
意
見
を
異
に
す
る
相
手
と
の
論
争
を
重

視
し
、
表
現
の
自
由
、
出
版
の
自
由
を
行
使
す
る
明
確
な
姿
勢
を
打
ち

出
し
、
対
決
姿
勢
を
鮮
明
に
す
る
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
敵

対
者
の
良
心
的
判
断
を
尊
重
す
る
。
こ
れ
が
一
体
い
か
に
し
て
可
能
な

の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る

）
21
（

。
第
二
に
、
良
心
の
自
由
の
主
張
が
、
い

か
に
し
て
社
会
的
、
政
治
的
抑
圧
か
ら
の
解
放
を
作
り
出
す
力
と
な
る
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の
か
に
関
し
て
は
、
調
整
措
置
の
導
入
や
国
教
会
樹
立
禁
止
な
ど
の
措

置
を
と
る
こ
と
が
解
決
策
の
実
例
と
し
て
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の

問
題
は
さ
ら
に
、
個
々
の
人
間
の
良
心
に
も
と
づ
く
行
為
を
尊
重
し
、

そ
れ
に
共
感
す
る
人
々
の
思
想
と
行
動
を
視
野
に
入
れ
て
、
運
動
論
的

な
視
点
か
ら
よ
り
入
念
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
良
心
ゆ
え
に
抑

圧
的
政
府
に
よ
っ
て
投
獄
さ
れ
、
拷
問
を
受
け
、
あ
る
い
は
社
会
的
に

ひ
ど
い
不
利
益
を
受
け
て
苦
し
ん
で
い
る
数
多
く
の
人
々
が
世
界
中
に

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
の
実
践
的
意
義

は
明
白
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

 

（
し
も
か
わ
・
き
よ
し
／
イ
ギ
リ
ス
哲
学
・
政
治
哲
学
）

注（
1
） 

戦
後
日
本
の
憲
法
学
は
「
良
心
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
不
十
分
に

し
か
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
宮
澤
俊
義
は
憲
法
一
九
条
の
「
良
心

の
自
由
」
を
「
内
心
の
自
由
」
と
し
て
扱
い
、
こ
れ
を
「
表
現
の
自
由
」
か

ら
分
離
し
た
（
宮
澤
俊
義
著
、
芦
部
信
喜
補
訂
『
全
訂　

日
本
国
憲
法
』
日

本
評
論
社
、
一
九
八
七
年
、
二
三
五
頁
）
。
し
か
し
、
「
良
心
の
自
由
」
は
外

的
な
行
為
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
て
な
い
。
す
で
に
十
七

世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
宗
教
的
文
脈
に
お
い
て
良
心
の
自
由
を
弁

護
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ン
は
、
良
心
の
自
由
を
、
「
自
由
で
、
遮
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
、
我
々
の
良
心
の
行
使
（free and uninterrupted exercise of 

our consciences

）
」
と
定
義
し
た
が
、
そ
れ
は
当
然
、
礼
拝
と
い
う
外
的
行

為
を
い
か
に
な
す
べ
き
か
に
関
わ
る
。A. R

. M
urphy (ed.), Th

e Political 
W

ritings of W
illiam

 Penn (Indianapolis: Liberty Fund, 2013), K
indle 

edition, 82, 292.

（
2
）  

ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ペ
タ
は
最
近
刊
行
し
た
著
作
に
お
い
て
、
イ
ラ
ク
戦
争

の
時
期
に
発
生
し
た
立
川
テ
ン
ト
村
事
件
の
全
貌
を
解
明
し
、
三
人
の
平
和

活
動
家
が
い
か
に
し
て
逮
捕
さ
れ
、
地
裁
で
無
罪
に
な
っ
た
も
の
の
、
高
裁

で
逆
転
有
罪
判
決
と
な
り
、
最
終
的
に
最
高
裁
で
有
罪
が
確
定
し
た
か
を
明

ら

か

に

し
て

い

る
。Law

rence Repeta, Japan’s Prisoners of C
onscience 

(London: Routledge, 2022).

「
良
心
の
囚
人
」
と
い
う
用
語
は
、
も
と
も

と
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
用
語
だ
が
、
長
期
に
わ
た
り

身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
三
名
は
、
実
際
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
よ
っ
て
「
良
心
の
囚

人
」
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。

（
3
） 

そ
の
正
式
名
称
は
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
に
従
わ
な
い
、
国
王
女
王

陛
下
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
臣
民
を
、
幾
つ
か
の
法
の
刑
罰
か
ら
免
除
す
る
た

め
の
法
」
で
あ
る
。

（
4
） 

よ
り
詳
し
く
は
、
下
川
潔
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
政
治
哲
学
』

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
1
章
を
参
照
。
西
洋
近
代
の
寛

容
概
念
に
ま
つ
わ
る
誤
解
と
二
十
一
世
紀
的
共
生
社
会
へ
の
展
望
に
つ
い
て

は
、
5
下
川
潔
「
コ
ラ
ム
1　

寛
容
」
、『
哲
学
の
歴
史　

6
』
（
中
央
公
論
社
、

二
〇
〇
七
年
）
、
一
六
五
―
七
頁
を
参
照
。

（
5
） 

下
川
潔
「
ロ
ッ
ク
寛
容
論
に
お
け
る
危
害
の
不
在
と
寛
容
の
射
程
」
『
学

習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
人
文
』
一
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
。
さ
ら

にK
iyoshi Shim

okaw
a, ‘Locke(s H

arm
 Argum

ent and the Largeness of 
Toleration ’, in K

iyoshi Shim
okaw

a and Peter R
. Anstey (eds), Locke on 

Know
ledge, Politics and Religion (London: Bloom

sbury Academ
ic, 2021)

も
参
照
。
こ
の
英
文
論
考
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
寛
容
も
し
く
は
不
寛
容

に
扱
う
べ
き
諸
根
拠
を
論
じ
た
（
最
近
発
見
さ
れ
た
）
ロ
ッ
ク
の
草
稿
も
取

り
上
げ
て
い
る
。

（
6
） 

ポ
プ
ル
英
訳
は
、
「
良
心
の
自
由
は
、
…
…
す
べ
て
の
人
間
の
自
然
権
で

あ

る

」
（Liberty of C

onscience is every m
ans natural R

ight, equally 
belonging to D

issenters as to them
selves ’

） （TO
L 53; 

加
藤
・
李
訳 97

）
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と
い
う
文
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
の
ラ
テ
ン
語
原
文
に
は
な
い
。

（
7
） 

ペ
ン
は
一
六
六
〇
年
に
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
に
入
学
し
た
が
、
二
年
後

に
宗
教
的
不
服
従
に
よ
り
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
か
ら
放
校
処
分
を
受
け
、

六
七
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
ク
エ
ー
カ
ー
派
に
改
宗
し
逮
捕
さ
れ
た
。
一
六

七
〇
年
に
秘
密
集
会
禁
止
法
（C

onventicle Act

）
が
更
新
さ
れ
た
際
に
、

ペ
ン
は
ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
プ
リ
ズ
ン
か
ら
、Th

e G
reat C

ase of Liberty of 
C

onscience 
（
『
良
心
の
自
由
の
大
い
な
る
弁
明
』
）
を
出
版
し
て
い
る
。
八
一

年
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
か
ら
植
民
地
建
設
の
特
許
状
を
え
て
、
八
二
年
渡
米
。

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
を
建
設
。A. R

. M
urphy (ed.), 

T
he Political W

ritings of W
illiam

 Penn (Indianapolis: Liberty Fund, 
2013

）
を
参
照
。

（
8
） T

hom
as Paine, Rights of M

an, C
om

m
on Sense and O

ther Political 
W

ritings, edited by M
. Philp (O

xford: O
xford U

niversity Press, 1995), 
‘R

ights of M
an ’: 119, also, 136.

（
9
） Th

om
as Paine, ‘R

ights of M
an ’, in M

. Philps ’s edition, 136.

（
10
） 

日
本
語
文
献
と
し
て
は
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
マ
タ
ス
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ル

ガ
ー
著
、
桜
田
直
美
訳
『
中
国
臓
器
狩
り
』
（
ア
ス
ケ
ク
ト
、
二
〇
一
三
年
）

を

参

照
。C

hina Tribunal Judgm
ent: Independent Tribunal into Forced 

O
rgan H

arvesting from
 Prisoners of C

onscience in C
hina (C

reative 
C

om
m

ons: 2020)

も
参
照
。

（
11
） 

二
〇
二
二
年
に
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
国
連
の
報
告
書‘O

H
C

H
R

 
A

ssessm
ent of hum

an rights concerns in the X
injiang U

yghur 
Autonom

ous Region, People ’s Republic of C
hina ’

は
、
次
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
https://w

w
w.ohchr.org/sites/default/files/docum

ents/countries/2022-
08-31/22-08-31-final-assesm

ent.pdf. 

手
軽
に
入
手
で
き
る
日
本
語
文
献

も
増
え
て
い
る
。
一
冊
だ
け
紹
介
す
る
。
清
水
と
も
み
、
福
島
香
織
『
ウ
イ

グ
ル
人
と
い
う
罪
―
―
中
国
に
よ
る
民
族
浄
化
の
真
実
』
（
扶
桑
社
、
二
〇

二
一
年
）
。

（
12
） 

救
済
の
必
要
条
件
に
か
か
わ
る
根
拠
を
ロ
ッ
ク
が
考
察
す
る
際
に
、
礼
拝

形
式
を
本
人
が
嫌
っ
て
い
る
な
ら
ば
救
わ
れ
な
い
と
か
、
薬
も
強
制
的
に
飲

ま
せ
れ
ば
本
人
の
体
質
に
よ
っ
て
そ
れ
は
毒
に
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
、
と

い
っ
た
譬
え
を
使
う
。
こ
れ
ら
は
本
人
の
道
徳
的
選
択
で
は
な
く
、
本
人
の

好
き
嫌
い
の
感
情
や
、
生
理
的
変
化
に
か
か
わ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た

い
。Letter: 31-2.

（
13
） 

そ
の
ほ
か
、
ロ
ッ
ク
が
政
治
理
論
で
良
心
の
働
き
に
言
及
す
る
の
は
、
自

然
状
態
に
お
い
て
各
人
が
処
罰
権
を
恣
意
的
に
で
は
な
く
、
「
理
性
と
良
心
」

に
従
っ
て
行
使
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
時
（T

T
 II, 8

）
と
、
人
民
が
「
自

ら
の
良
心
」
に
従
っ
て
統
治
者
に
よ
る
権
利
侵
害
行
為
を
判
断
す
る
べ
き
だ

と
主
張
す
る
時
（T

T
 II, 209

）
で
あ
る
。

 

　

付
言
し
て
お
け
ば
、
統
治
者
の
公
共
善
の
判
断
と
私
人
の
良
心
の
判
断
が

衝
突
し
た
場
合
に
抵
抗
権
が
発
動
で
き
る
か
と
い
う
解
釈
上
の
問
題
が
あ
る
。

加
藤
節
や
浜
林
正
夫
は
、
ロ
ッ
ク
が
抵
抗
権
の
発
動
を
認
め
て
い
る
と
解
釈

す
る
が
、
ロ
ッ
ク
は
明
確
に
そ
う
述
べ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
ロ
ッ
ク
は

良
心
の
自
由
の
侵
害
を
強
制
力
の
使
用
で
回
復
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
な

い
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
の
抵
抗
権
は
、
良

心
の
自
由
の
侵
害
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
『
統
治
二
論
』
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
不
当
に
強
制
力
を
用
い
、
戦
争
状
態
を
起
こ
し
た
相
手
に

対
す
る
「
戦
争
の
権
利
」
、
つ
ま
り
自
ら
の
生
命
、
自
由
、
財
産
の
い
ず
れ

か
を
侵
害
し
、
生
命
を
狙
う
「
侵
略
者
を
殺
す
自
由
」
（T

T
 II, 19

）
に
も

と
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
をT

T
 II, 231-9

の
国
王
へ
の
抵
抗
権
の
発
動
と
比

較
す
る
べ
き
で
あ
る
。T

T
 II, 209

は
、
人
民
の
抵
抗
権
を
統
治
者
に
よ
る

人
民
の
生
命
、
自
由
、
財
産
の
侵
害
と
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な

状
況
で
は
「
お
そ
ら
く
は
彼
ら
の
宗
教
も
」
侵
害
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
付
け
加

え
る
。
こ
こ
で
も
ロ
ッ
ク
は
、
良
心
の
自
由
の
侵
害
で
は
な
く
、
世
俗
の
プ

ロ
パ
テ
ィ
の
侵
害
の
場
合
に
抵
抗
権
を
発
動
で
き
る
と
い
う
原
則
を
と
っ
て
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い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

（
14
） 

ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ア
派
は
、
人
間
の
尊
厳
に
関
し

て
倫
理
的
平
等
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
犯
さ
れ
え
な
い
頑
強
な
も
の

と
し
て
と
ら
え
た
た
め
、
現
実
世
界
の
奴
隷
制
や
拷
問
の
よ
う
な
尊
厳
を
損

な
う
外
的
要
因
を
無
視
し
、
現
実
の
抑
圧
に
は
無
関
心
に
な
っ
た
。

（
15
） 
西
洋
思
想
に
お
け
る
良
心
概
念
の
形
成
と
変
容
に
つ
い
て
は
、R

ichard 
Sorabji, M

oral C
onscience through the Ages (O

xford: O
xford U

niversity 
Press, 2014)

を
参
照
。

（
16
） 

ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
は
、
特
許
状
の
文
言
を
引
用
し
て
い
る
が
出
典
を
記
し
て

い
な
い
。
問
題
と
な
る
特
許
状
は
、Th

e Avalon Project : D
ocum

ents in 
Law, H

istory and D
iplom

acy, Yale Law
 School: http://avalon.law.yale.

edu/17th_century/ri04.asp
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
17
） 

一
九
九
三
年
に
成
立
し
、
そ
の
後
修
正
さ
れ
た
の
ア
メ
リ
カ
障
害
者
法

（AD
A: Am

ericans w
ith D

isabilities Act
）
に
も
と
づ
い
て
、
障
害
者
へ
の

調
整
措
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
次
を
参
照
。https://w

w
w.dol.gov/

agencies/odep/program
-areas/em

ployers/accom
m

odations.

（
18
） 

修
正
第
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る‘C

ongress shall m
ake no law

 
respecting an establishm

ent of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof  ’ 

。
下
線
を
引
い
た
箇
所
が
、
国
教
会
樹
立
禁
止
条
項
で
あ
り
、‘or ’ 

以
下
が
自
由
な
宗
教
活
動
に
か
か
わ
る
条
項
で
あ
る
。

（
19
） John H

. M
atheson, ‘C

onscientious O
bjection to M

ilitary Service ’, in 
Th

e First Am
endm

ent Encyclopedia: https://m
tsu.edu/first-am

endm
ent/

article/912/conscientious-objection-to-m
ilitary-service.

（
20
） 

ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
、
ア
メ
リ
カ
型

モ
デ
ル
か
ら
学
ぶ
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
（LC

 25

）
。

（
21
） Teresa M

. Bejan, M
ere C

ivility: D
isagreem

ent and the Lim
its of 

Toleration (C
am

bridge, M
ass.: H

arvard U
niversity Press 2017)

に
お
け

る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
表
現
・
出
版
の
自
由
と
良
心
の
自
由

と
の
関
係
を
考
察
す
べ
き
だ
ろ
う
。

引
用
文
献
の
略
記
号

一　

ロ
ッ
ク
の
著
作

Essay:  J. Locke, An Essay concerning H
um

an U
nderstanding, O

xford: 
O

xford U
niversity Press, 1975.

ET
O

L: ‘A
n Essay C

oncerning Toleration ’, in J. L. M
ilton and Philip 

M
ilton (eds), An Essay C

oncerning Toleration and O
ther W

ritings on Law
 

and Politics, 1667-1683, O
xford: C

larendon Press, 2006.
Letter: ‘A

 Letter C
oncerning Toleration ’, in M

. G
oldie (ed.), A Letter 

C
oncerning Toleration and O

ther W
ritings, Indianapolis: Liberty Fund , 
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節
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ィ
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は
じ
め
に

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
際
に
筆
者
が
受
け
た
依
頼
は
、
「
多
文
化
主
義
と

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
」
「
リ
ベ
ラ
ル
で
は
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
問
題
」
を
、
多
文
化
を
擁
す
る
中
国
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
歴
史

的
に
ど
う
構
築
さ
れ
て
き
た
か
を
通
じ
て
検
討
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
愛
国
主
義
教
育
や
反
日
デ
モ
な
ど
、
現
実
の

中
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
、
そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
や
モ

ン
ゴ
ル
、
ウ
イ
グ
ル
と
い
っ
た
「
少
数
民
族
」
問
題
に
対
す
る
関
心
な

ど
か
ら
、
中
国
近
代
史
上
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
研
究
対
象
と
し
て
注

目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
一
方
で
中
国
の
急
速
な
経
済
発
展

に
と
も
な
う
、
い
わ
ゆ
る
中
間
層
の
拡
大
に
よ
る
権
利
意
識
の
高
ま
り
、

価
値
観
の
多
様
化
と
い
っ
た
現
象
か
ら
、
中
国
の
民
主
化
へ
の
期
待
が

高
ま
り
、
中
国
近
代
史
上
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
再
評
価
を
試
み
る
研
究

も
増
加
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
近
代
中
国
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
に

構
築
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
の
中
に
多
様
な
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、

〈
特
集
〉
多
文
化
共
生
の
条
件　

〈
論
文
〉

近
代
中
国
に
お
け
る�

�
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

小
野
寺
史
郎
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歴
史
学
の
分
野
で
も
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

）
1
（

。

　

た
だ
、
近
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
で
は
、
個
人
の

権
利
の
保
護
、
憲
政
や
代
議
制
民
主
主
義
の
実
現
可
能
性
と
い
っ
た
問

題
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
一
方

）
2
（

、
（
一
）
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
の
関
係
と
い
う
問
題
に
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が

少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
多
文
化
主
義
と
い
う
思
想
自
体
が
ご

く
近
年
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
が
、
近
代
中
国
の
リ
ベ

ラ
リ
ス
ト
た
ち
が
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
問
題
を
中
心
的
な
課
題

と
し
て
は
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
が
大
き
い
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
（
二
）
近
代
中
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
関
係
も
、
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
テ
ー

マ
と
は
い
い
が
た
い
。
李
沢
厚
が
一
九
八
〇
年
代
に
提
起
し
た
「
救
亡

が
啓
蒙
を
圧
倒
し
た
」
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
以
来
、
近
代
中
国
に
お

い
て
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
対
立
的
で
あ
り
、
か
つ

前
者
が
後
者
を
圧
倒
し
た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
認
識
と
な
っ
た
た
め

で
あ
る

）
3
（

。
水
羽
信
男
の
よ
う
に
、
近
代
中
国
に
お
い
て
両
者
は
必
ず
し

も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
立
場
も
あ
る
が

）
4
（

、
そ
う
し
た

見
解
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
い
に
く
い
。

　

以
上
の
前
提
の
下
で
、
本
稿
は
中
国
近
代
史
上
に
お
い
て
、
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
と
多
文
化
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
関
係

が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
ご
く
大
ま
か
な
見
取
り
図

を
示
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代
以
来
の
中
国
に
「
多
文
化
共
生
の
条

件
」
は
あ
り
得
た
の
か
、
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
な
ぜ
か
に
つ
い

て
、
議
論
の
た
め
の
初
歩
的
な
前
提
を
用
意
す
る
こ
と
を
試
み
た
い

）
5
（

。

一　

 

清
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
構
成
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム 

 

の
受
容
（
―
一
九
一
二
年
）

　

現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
は
、
公
式
見
解
と
し
て
総
人
口
の
九
〇

パ
ー
セ
ン
ト
余
り
を
占
め
る
「
漢
族
」
と
、
五
五
の
「
少
数
民
族
」
か

ら
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
構
成
が
こ
の
よ
う
に

多
様
で
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
要
因
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
最
後
の

王
朝
で
あ
る
清
（
一
六
三
六
―
一
九
一
二
年
）
に
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ

る
。

　

十
六
世
紀
後
半
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東
端
の
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
（
現
在

の
中
国
東
北
部
お
よ
び
極
東
ロ
シ
ア
）
で
ヌ
ル
ハ
チ
が
ジ
ュ
シ
ェ
ン
（
女
真
）

人
勢
力
を
統
合
し
、
後
金
を
建
て
た
。
ヌ
ル
ハ
チ
の
子
の
ホ
ン
タ
イ
ジ

は
明
（
一
三
六
八
―
一
六
四
四
年
）
軍
を
破
り
、
朝
鮮
に
遠
征
し
て
臣
従

さ
せ
、
モ
ン
ゴ
ル
を
降
す
と
、
民
族
名
を
マ
ン
ジ
ュ
（
満
洲
）
と
改
め
、

一
六
三
六
年
に
皇
帝
に
即
位
し
て
国
号
を
ダ
イ
チ
ン
・
グ
ル
ン
（
大
清

国
）
と
し
た
。
さ
ら
に
一
六
四
四
年
に
明
が
李
自
成
の
乱
で
滅
ぶ
と
、

清
軍
は
長
城
を
越
え
て
南
下
し
、
李
自
成
軍
を
破
っ
て
旧
明
領
の
大
半

を
占
領
し
た
。
清
は
オ
イ
ラ
ト
の
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
と
長
く
対
立
し
て
い

た
が
、
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
が
チ
ベ
ッ
ト
に
勢
力
の
拡
大
を
図
る
と
、
清
は

チ
ベ
ッ
ト
か
ら
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
軍
を
駆
逐
し
、
一
七
二
〇
年
に
ダ
ラ
イ
・
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ラ
マ
七
世
を
擁
立
し
て
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
影
響
力
を
手
に
し
た
。
一

七
五
五
年
に
は
清
は
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
を
滅
ぼ
し
て
東
ト
ル
キ
ス
タ

ン
を
占
領
、
「
新
し
い
領
土
」
を
意
味
す
る
「
新
疆
」
と
名
づ
け

た
（
図
1
）
。
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
多
様

性
は
、
同
国
が
こ
の
清
の
作
り
上
げ
た
広
大
な
版
図
を
お
お
む
ね

引
き
継
い
だ
こ
と
に
よ
る
。
た
だ
し
、こ
れ
ら
の
地
域
・
エ
ス
ニ
ッ

ク
集
団
が
清
に
帰
属
し
た
経
緯
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
統
治
の
方
法
や
住
民
の
帰
属
意
識
の
あ
り
方
も
ば
ら
ば

ら
だ
っ
た

）
6
（

。
こ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

十
九
世
紀
に
入
り
、
こ
う
し
た
満
洲
人
に
よ
る
清
の
統
治
に
揺

ら
ぎ
が
生
じ
る
。
客
家
の
洪
秀
全
は
一
八
五
一
年
に
広
西
省
で
清

に
対
す
る
蜂
起
を
開
始
し
、「
滅
満
興
漢
」
を
掲
げ
て
太
平
天
国
（
一

八
五
一
―
一
八
六
四
年
）
を
建
て
た
。
そ
の
後
も
反
乱
は
相
次
ぎ
、

清
の
正
規
軍
で
あ
る
八
旗
は
対
応
に
苦
慮
し
た
た
め
、
漢
人
官
僚

の
曾
国
藩
や
李
鴻
章
、
左
宗
棠
ら
に
新
た
に
湘
軍
、
淮
軍
、
楚
軍

な
ど
を
組
織
さ
せ
、
こ
れ
を
鎮
圧
さ
せ
た
。
以
後
、
李
鴻
章
が
直

隷
総
督
兼
北
洋
大
臣
と
し
て
清
の
軍
事
・
外
交
に
お
け
る
最
高
実

力
者
と
な
り
、
左
宗
棠
が
陝
甘
総
督
と
し
て
新
疆
で
起
き
た
ト
ル

コ
系
ム
ス
リ
ム
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
な
ど
、
清
朝
内
で
漢
人
地
方

大
官
が
台
頭
す
る
。

　

一
方
、
ハ
ワ
イ
や
香
港
で
教
育
を
受
け
た
孫
文

）
7
（

は
、
一
八
九
四

年
に
興
中
会
を
組
織
し
、
「
排
満
」
と
漢
人
国
家
の
樹
立
、
共
和

図 1　清の支配領域とその構成（18 世紀中葉）
出典：佐川英治、杉山清彦編著『中国と東部ユーラシアの歴史』放送大学教育振興会、2020 年。
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制
の
導
入
を
掲
げ
て
革
命
運
動
を
開
始
し
た
。

　

こ
の
時
期
に
は
、
二
度
の
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
四
〇
―
一
八
四
二
年
、

一
八
五
六
―
一
八
六
〇
年
）
と
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
―
一
八
九
五
年
）
の

敗
北
を
経
て
、
清
国
内
で
も
西
洋
の
思
想
や
制
度
を
取
り
入
れ
た
改
革

の
必
要
性
を
訴
え
る
声
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し

た
厳
復

）
8
（

は
、
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
、
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
『
論
理
学
体

系
』
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
な
ど
を
次
々
と
漢
訳
、
出

版
し
た
。
厳
復
の
著
作
の
中
で
特
に
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
が
、
一
八
九

八
年
に
正
式
刊
行
さ
れ
た
『
天
演
論
』
で
あ
る
。
同
書
は
、「
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の
ブ
ル
ド
ッ
グ
」
と
し
て
知
ら
れ
る
ハ
ク
ス
リ
ー
（Th

om
as H

enry 

H
uxley

）
の
『
進
化
と
倫
理
』
（Evolution and Ethics, 1893

）
の
訳
に
、

厳
復
自
身
の
大
量
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
厳
復
が

同
書
の
中
で
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
を
紹
介
し
、
世
界
を
人
種
間

の
「
物
競
（
生
存
競
争
）
」「
天
択
（
自
然
淘
汰
）
」
の
場
と
描
い
た
こ
と
は
、

清
末
の
知
識
人
た
ち
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　

一
八
九
八
年
、
光
緒
帝
は
康
有
為
や
梁
啓
超

）
9
（

を
登
用
し
て
政
治
改
革

を
試
み
た
が
（
戊
戌
変
法
）
、
保
守
派
の
慈
禧
太
后
（
西
太
后
。
前
皇
帝

の
生
母
）
や
袁
世
凱
（
後
に
李
鴻
章
の
後
任
の
直
隷
総
督
兼
北
洋
大
臣
と
な
る
）

の
ク
ー
デ
タ
ー
で
失
敗
に
終
わ
る
。
日
本
に
亡
命
し
た
梁
啓
超
は
、
横

浜
で
雑
誌
を
刊
行
し
、
華
僑
や
留
学
生
に
清
の
近
代
化
と
立
憲
君
主
制

改
革
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
梁
は
日
本
の
書
物
を
介
し
て
西
洋
の
学
術

や
知
識
を
急
速
に
吸
収
し
、
そ
れ
を
平
易
な
文
体
で
漢
訳
し
て
次
々
と

紹
介
し
た
た
め
、
清
末
の
知
識
人
た
ち
か
ら
絶
大
な
支
持
を
得
た
。

　

た
だ
、
前
述
の
よ
う
な
社
会
進
化
論
に
基
づ
く
世
界
認
識
の
下
、
清

末
の
知
識
人
た
ち
が
最
大
の
課
題
と
し
た
の
は
人
種
も
し
く
は
民
族
と

し
て
の
「
中
国
」
の
存
続
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
思
想
の
中
で
も
、

個
人
の
自
由
と
い
う
問
題
は
そ
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
。

梁
啓
超
は
一
九
〇
二
年
に
発
表
し
た
「
自
由
を
論
ず
」
と
い
う
文
章
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

自
由
と
言
う
の
は
、
団
体
の
自
由
で
あ
っ
て
、
個
人
の
自
由
で

は
な
い
。
野
蛮
時
代
に
は
個
人
の
自
由
が
勝
り
、
団
体
の
自
由
は

亡
ぶ
。
文
明
時
代
に
は
、
団
体
の
自
由
が
強
く
、
個
人
の
自
由
は

滅
ぶ
。
こ
の
二
者
に
は
け
だ
し
一
定
の
比
率
が
あ
り
、
少
し
の
狂

い
も
ゆ
る
さ
な
い
。
も
し
個
人
の
自
由
を
自
由
と
見
な
す
の
で
あ

れ
ば
、
天
下
で
自
由
の
幸
福
を
最
も
享
受
し
て
い
る
の
は
、
今
日

の
中
国
人
と
い
う
こ
と
に
な
る

）
10
（

。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
封
建
制
か
ら
の
解
放
の
た
め
に
自
由

を
掲
げ
て
戦
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異
な
り
、
国
家
の
統
治
が
社
会
の
末

端
に
ま
で
行
き
届
か
な
い
中
国
で
は
、
放
任
と
い
う
意
味
で
の
自
由
は

過
剰
で
あ
り
、
必
要
な
の
は
む
し
ろ
個
人
を
集
団
に
従
属
さ
せ
る
こ
と

だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
一
部
の
急
進
的
な
リ
ベ
ラ
リ

ス
ト
を
除
き
、
近
代
中
国
の
知
識
人
に
お
お
む
ね
共
有
さ
れ
る
も
の
と
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な
る
。

　

ま
た
、
梁
啓
超
は
前
述
し
た
孫
文
ら
の
「
排
満
」
革
命
論
を
中
国
の

分
裂
を
招
く
も
の
と
批
判
し
た
。
梁
啓
超
は
ス
イ
ス
の
法
学
者
ブ
ル
ン

チ
ュ
リ
（Johann C

aspar Bluntschli

）
の
議
論
を
元
に
、「
国
民
」
と
「
民

族
」
を
概
念
的
に
区
別
し
た
上
で
、
漢
人
に
よ
る
単
一
民
族
国
家
で
は

な
く
、
清
の
領
域
内
の
複
数
の
「
民
族
」
を
一
つ
の
「
国
民
」
に
統
合

す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

我
が
中
国
で
民
族
に
つ
い
て
論
じ
る
者
は
、
小
民
族
主
義
の
ほ

か
に
、
更
に
大
民
族
主
義
を
提
唱
す
べ
き
で
あ
る
。
小
民
族
主
義

と
は
何
か
。
漢
族
が
国
内
の
他
族
に
対
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

大
民
族
主
義
と
は
何
か
。
国
内
の
本
部
・
属
部
の
諸
族
を
合
し
て

国
外
の
諸
族
に
対
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
我
々
に
も

し
建
国
の
能
力
が
あ
る
な
ら
ば
、
小
民
族
に
よ
っ
て
一
国
民
を
な

し
て
も
よ
い
し
、
大
民
族
に
よ
っ
て
一
国
民
を
な
し
て
も
よ
い

）
11
（

。

　

た
だ
し
、
梁
啓
超
に
と
っ
て
も
、
人
口
・
文
明
の
点
で
勝
る
漢
人
が

「
大
民
族
」
の
中
心
と
な
る
こ
と
は
大
前
提
で
あ
っ
た
（
同
文
中
で
梁
啓

超
は
漢
人
を
四
億
人
、
満
洲
人
を
五
百
万
人
と
見
積
も
っ
て
い
る
）
。

　

変
法
の
試
み
が
中
断
さ
れ
た
後
、
清
は
民
間
宗
教
結
社
義
和
団
の
排

外
蜂
起
を
支
持
し
て
列
強
に
宣
戦
し
た
が
、
八
か
国
連
合
軍
に
敗
れ
、

首
都
北
京
を
占
領
さ
れ
る
憂
き
目
に
あ
っ
た
（
義
和
団
戦
争
、
一
九
〇
〇

―
一
九
〇
一
年
）
。
こ
の
結
果
、
保
守
派
が
政
権
内
か
ら
一
掃
さ
れ
、
急

進
的
な
政
治
制
度
改
革
が
再
開
さ
れ
た
（
光
緒
新
政
）
。
梁
啓
超
ら
の
主

張
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
清
の
近
代
国
家
へ
の
改
編
、
立
憲
君
主
制
導
入

の
試
み
が
推
進
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
の
中
で
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
へ
も
漢
語

を
用
い
た
近
代
教
育
制
度
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
現
地
社
会
の
反
発

を
招
い
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
同
じ
漢
字
を
用
い
、
距
離
的
に
近

い
日
本
に
留
学
し
、
西
洋
の
知
識
を
学
ぼ
う
と
す
る
若
い
知
識
人
が
急

増
し
た
が
、
彼
ら
の
間
に
は
革
命
派
の
影
響
も
広
ま
っ
た
。
孫
文
ら
は

一
九
〇
五
年
に
東
京
で
中
国
同
盟
会
を
結
成
し
、
民
族
主
義
・
民
権
主

義
・
民
生
主
義
か
ら
な
る
「
三
大
主
義
」
を
掲
げ
た
（
後
の
三
民
主
義
）
。

孫
文
ら
は
満
洲
人
の
清
の
存
続
を
図
る
と
し
て
梁
啓
超
を
批
判
し
、
激

し
い
論
争
と
な
っ
た
。
た
だ
、
当
初
の
革
命
派
は
、
「
排
満
」
革
命
後

の
新
国
家
の
領
土
に
、
清
の
版
図
中
の
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
居
住

地
域
（
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
、
モ
ン
ゴ
ル
、
新
疆
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
）
は
含
ま
れ

な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
関
心
が
薄
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

梁
啓
超
の
「
大
民
族
主
義
」
の
内
容
を
批
判
し
て
い
く
中
で
、
彼
ら
の

「
民
族
主
義
」
自
体
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
っ
た
。
孫
文
の
側
近
で
革

命
派
の
論
客
だ
っ
た
汪
兆
銘
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

　

国
内
の
他
族
は
我
々
〔
漢
人
〕
に
同
化
し
て
久
し
い
。
ど
う
し

て
い
ま
さ
ら
本
部
と
属
部
の
区
別
が
あ
ろ
う
か
。
い
ま
民
族
主
義

に
よ
っ
て
満
洲
に
対
す
れ
ば
、
満
洲
を
平
ら
げ
て
し
ま
え
ば
、
蒙



55　●　〈論文〉近代中国におけるナショナリズムとリベラリズム――小野寺史郎

古
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
服
属
し
て
く
る
の
で
、
同
化
力
で
も
っ

て
そ
れ
を
吸
収
す
る
の
は
、
極
め
て
易
し
い
。
〔
…
…
〕
あ
あ
、

私
は
我
が
民
族
が
民
族
主
義
を
実
行
し
、
一
民
族
で
一
国
民
と
な

る
こ
と
を
願
う
。
あ
あ
、
私
は
我
が
民
族
が
自
ら
民
族
同
化
の
法

則
上
の
位
置
を
理
解
し
、
し
か
る
べ
く
ふ
る
ま
う
こ
と
を
願
う

）
12
（

。

　

革
命
派
は
あ
く
ま
で
「
一
民
族
一
国
家
」
を
主
張
し
た
が
、
そ
の
実

現
方
法
と
し
て
他
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
漢

人
に
同
化
、
吸
収
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
梁
啓
超
ら
と
孫
文
ら
の
主
張
は
実
質
的
に
は
大
差
の
な
い

も
の
へ
と
収
斂
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
清
の

現
行
の
版
図
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
こ
に
居
住
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
エ

ス
ニ
ッ
ク
集
団
を
一
つ
の
民
族
に
融
合
す
る
と
い
う
「
中
華
民
族
」
の

発
想
で
あ
る
。

　

一
九
一
一
年
に
辛
亥
革
命
が
勃
発
し
、
翌
年
に
共
和
制
の
中
華
民
国

が
成
立
す
る
。
中
華
民
国
は
清
の
版
図
と
住
民
を
継
承
し
、
漢
、
満
、

蒙
（
モ
ン
ゴ
ル
）
、
回
（
ト
ル
コ
系
ム
ス
リ
ム
）
、
蔵
（
チ
ベ
ッ
ト
）
の
「
五

族
共
和
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
そ
れ
を
正
当
化
し
た
。
た
だ

し
、
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
対
す
る
漢
人
知
識
人
た
ち
の
関
心
の

低
さ
は
そ
の
後
も
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
孫
文

は
一
九
一
二
年
に
革
命
一
周
年
を
記
念
し
て
英
字
紙
に
寄
せ
た
文
章
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

私
は
も
と
も
と
南
方
の
状
況
は
知
っ
て
い
た
が
、
い
ま
自
ら
北

部
に
来
て
、
中
国
は
や
は
り
一
体
の
単
一
国
家
で
あ
り
、
将
来
も

永
遠
に
そ
う
だ
と
信
じ
る
に
至
っ
た
。
中
国
は
〔
南
は
〕
広
州
か

ら
北
は
満
洲
ま
で
、
〔
東
は
〕
上
海
か
ら
西
は
国
境
ま
で
、
間
違

い
な
く
同
一
国
家
・
同
一
民
族
で
あ
る

）
13
（

。

　

さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
、
以
上
の
よ
う
な
新
国
家
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
的

な
構
成
を
め
ぐ
る
議
論
は
基
本
的
に
漢
人
の
内
部
で
な
さ
れ
た
も
の
で
、

当
の
モ
ン
ゴ
ル
人
、
ト
ル
コ
系
ム
ス
リ
ム
、
チ
ベ
ッ
ト
人
な
ど
の
意
志

と
は
無
関
係
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
以
後
、
清

の
旧
版
図
全
体
を
「
中
国
」
と
見
な
す
漢
人
と
、
漢
人
居
住
地
域
の
み

を
「
中
国
」
と
見
な
す
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
と
の
間
で
認
識
の
根

本
的
な
食
い
違
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
に
、
辛
亥
革
命
に
際
し
て
は
モ
ン
ゴ
ル
の
ハ
ル
ハ
地
方
を
中
心

に
ボ
グ
ド
・
ハ
ー
ン
政
権
が
成
立
し
、
清
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
て
い

た
。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
で
も
一
九
一
三
年
に
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
が
チ

ベ
ッ
ト
と
中
国
は
別
個
の
政
治
主
体
で
あ
る
と
す
る
布
告
を
発
し
て
い

る
。

　

「
漢
人
の
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
か
ら
す
る
と
、
ロ
シ
ア
や
イ
ギ

リ
ス
の
後
ろ
盾
を
得
て
独
立
を
図
る
こ
れ
ら
の
地
域
の
動
き
は
許
さ
れ

な
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
成
立
し
た
ば
か
り
の
中
華
民
国
政
府
は
、
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実
際
に
は
こ
れ
ら
の
地
域
に
有
効
な
統
治
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
中
華
民
国
は
代
議
制
民
主
主
義
を
導
入
し
、
国
会
議
員
選
挙

も
実
施
し
た
も
の
の
、
革
命
の
混
乱
を
経
て
、
地
方
に
割
拠
し
た
軍
事

実
力
者
た
ち
が
実
質
的
な
権
力
を
握
る
状
態
が
長
く
続
い
た
た
め
で
あ

る
。

二　

 

中
華
民
国
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
展
開
と
曲
折

（
―
一
九
二
五
年
）

　

一
九
一
五
年
、
陳
独
秀

）
14
（

ら
は
上
海
で
『
青
年
雑
誌
』
（
翌
年
『
新
青
年
』

と
改
題
）
を
創
刊
し
、
「
サ
イ
エ
ン
ス
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
、
中
国
の
文
化
的
刷
新
を
訴
え
た
（
後
に
新
文
化
運
動
と
呼
ば
れ

る
）
。
『
新
青
年
』
に
は
胡
適

）
15
（

、
魯
迅
、
李
大
釗
と
い
っ
た
気
鋭
の
論
者

が
集
っ
た
が
、
彼
ら
は
中
国
の
伝
統
文
化
を
否
定
し
、
全
面
的
な
西
洋

近
代
化
を
主
張
し
た
。
特
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
儒
教
に
基
づ

く
家
族
制
度
で
あ
り
、
個
人
の
自
由
や
男
女
の
平
等
の
重
要
性
が
強
調

さ
れ
た
。
陳
独
秀
は
同
誌
創
刊
号
に
掲
載
し
た
「
つ
つ
し
ん
で
青
年
に

告
ぐ
」
と
題
し
た
文
章
で
次
の
よ
う
に
宣
言
し
た
。

　

解
放
と
は
、
奴
隷
の
束
縛
を
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
自

主
自
由
の
人
格
を
全
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
独
立
自
主

の
人
格
を
自
認
す
る
以
上
、
一
切
の
行
動
、
一
切
の
権
利
、
一
切

の
信
条
は
、
た
だ
各
自
固
有
の
良
知
良
能
に
の
み
従
う
の
で
あ
っ

て
、
断
じ
て
他
人
に
盲
従
、
隷
属
す
る
い
わ
れ
は
な
い

）
16
（

。

　

一
九
一
八
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
連
合
国
の
勝
利
で
終
結
す
る
。

大
戦
中
に
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
発
し
た
十
四
か
条
は
、
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
も
「
民
族
自
決
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
受
け
取
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
中
国
で
も
大
き
な
支
持
を
集
め
て
い
た
。
そ
の
た
め

戦
後
に
は
中
国
で
も
世
界
主
義
、
平
和
主
義
の
思
潮
が
広
ま
り
、
逆
に

ド
イ
ツ
の
敗
北
に
よ
り
社
会
進
化
論
の
影
響
力
は
低
下
し
た
。

　

中
華
民
国
も
大
戦
中
に
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
宣
戦
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
一
九
一
九
年
の
パ
リ
講
和
会
議
に
戦
勝
国
と
し
て
出
席
し

た
。
し
か
し
、
大
戦
中
に
日
本
が
二
十
一
か
条
要
求
で
獲
得
し
た
山
東

省
の
旧
ド
イ
ツ
利
権
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
日
本
へ
の
譲

渡
を
定
め
た
こ
と
は
、
国
際
社
会
に
対
す
る
大
き
な
失
望
を
中
国
に
も

た
ら
し
た
。
北
京
で
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
調
印
拒
否
と
山
東
利
権

回
収
を
訴
え
る
学
生
た
ち
が
デ
モ
を
行
い
、
さ
ら
に
対
日
交
渉
に
関

わ
っ
た
た
め
「
親
日
派
」
と
見
な
さ
れ
た
官
僚
の
邸
宅
を
焼
き
討
ち
し
、

暴
行
を
加
え
る
事
件
が
起
き
た
。
学
生
た
ち
の
行
動
は
社
会
の
広
い
支

持
を
得
、
上
海
な
ど
で
は
商
店
や
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
も
発
生
し
た

（
五
四
運
動
）
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
も
中
華
民
国
に
は
国
会
が
存
在
し
て

い
た
。
し
か
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
政
府
へ
の
異
議
申
し
立
て

が
、
機
能
不
全
の
代
議
制
民
主
主
義
の
外
で
、
暴
力
を
と
も
な
う
直
接
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行
動
の
形
で
実
施
さ
れ
、
そ
れ
が
社
会
の
支
持
を
得
た
こ
と
は
、
以
後

の
中
国
政
治
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　

た
だ
、
五
四
運
動
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
「
救
亡
が
啓
蒙
を
圧
倒
し
た
」

と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
た
と
え
ば
前
述
の
陳
独
秀
は
一
九

二
〇
年
の
初
め
、
「
学
生
界
が
排
斥
す
べ
き
日
本
製
品
」
と
題
し
た
論

説
で
、
日
本
製
品
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
展
開
す
る
学
生
た
ち
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
た
。

　

こ
の
ご
ろ
一
部
の
半
可
通
で
新
学
家
を
自
任
す
る
人
々
は
、
こ

と
あ
る
ご
と
に
国
家
、
愛
国
を
口
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
浅
薄

で
利
己
的
な
国
家
主
義
・
愛
国
主
義
は
、
一
部
の
日
本
留
学
生
が

買
っ
て
来
た
粗
悪
品
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
私
が
思
う
に
、
人
道
主

義
に
基
づ
き
、
公
理
主
義
を
愛
し
、
全
人
類
の
う
ち
公
理
〔
正
義
〕

を
重
ん
じ
強
権
を
軽
ん
じ
る
人
々
（
日
本
人
も
含
む
）
を
一
つ
に
し
、

強
権
を
重
ん
じ
公
理
を
軽
ん
じ
る
全
て
の
人
々
（
日
本
人
も
含
む
）

を
撲
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
一
国
で
他
の

一
国
に
反
対
す
る
の
で
は
い
け
な
い

）
17
（

。

　

一
九
一
九
年
に
は
デ
ュ
ー
イ
が
訪
中
し
、
そ
の
学
生
だ
っ
た
胡
適
の

招
き
に
応
じ
て
各
地
で
公
演
を
行
っ
て
、
中
国
知
識
人
た
ち
の
話
題
の

的
と
な
っ
た
。
翌
一
九
二
〇
年
に
は
ラ
ッ
セ
ル
も
中
国
を
訪
れ
て
お
り
、

英
米
思
想
や
世
界
主
義
の
影
響
は
続
い
た
。

　

こ
う
し
た
中
で
知
識
人
た
ち
の
間
に
も
、
新
村
運
動
や
工
読
互
助
団

と
い
っ
た
漸
進
的
な
社
会
改
良
運
動
が
広
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
試
み
は
い
ず
れ
も
短
期
間
で
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
学
生
が
工
場
や
農

村
に
入
り
、
自
ら
働
き
な
が
ら
労
働
者
や
農
民
を
教
育
し
啓
蒙
し
て
い

く
と
い
う
手
法
は
、
経
済
的
に
行
き
詰
ま
る
と
と
も
に
、
労
働
者
や
農

民
の
側
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
漸
進
的
な
社

会
改
良
に
代
わ
っ
て
知
識
人
の
間
に
広
ま
っ
た
の
が
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ

ム
の
影
響
だ
っ
た
。

　

中
国
で
ロ
シ
ア
革
命
に
早
い
段
階
で
反
応
し
た
の
も
『
新
青
年
』
グ

ル
ー
プ
だ
っ
た
。
陳
独
秀
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
へ
の
転
向
を
明
確
に

し
、
一
九
二
一
年
に
上
海
で
中
国
共
産
党
を
組
織
し
た
。
『
新
青
年
』

も
中
国
共
産
党
の
機
関
誌
と
な
っ
た
。
一
方
、
胡
適
ら
は
あ
く
ま
で
英

米
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
重
要
性
を
主
張
し
て
『
新
青
年
』
と
た
も
と

を
分
か
っ
た
。

　

中
国
共
産
党
は
や
は
り
当
初
は
専
ら
国
際
主
義
の
原
則
に
立
ち
、
民

族
主
義
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
思
想
と
し
て
否
定
し
た
。
ま
た
ソ
連
を
モ
デ
ル

と
し
て
、
各
民
族
の
自
治
と
連
邦
制
を
掲
げ
た
。
一
九
二
二
年
に
開
か

れ
た
第
二
次
全
国
代
表
大
会
（
党
大
会
）
で
は
「
蒙
古
、
西
蔵
、
回
疆

の
三
部
で
自
治
を
実
行
し
、
民
主
自
治
邦
と
す
る
」
、
「
自
由
連
邦
制
を

と
り
、
中
国
本
部
、
蒙
古
、
西
蔵
、
回
疆
を
統
一
し
、
中
華
連
邦
共
和

国
を
樹
立
す
る
」
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る

）
18
（

。

　

一
方
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
杜
亜
泉
や
梁
漱
溟
の
よ
う
に
、
新
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文
化
運
動
の
極
端
な
西
洋
化
論
に
反
対
し
、
東
洋
文
化
の
再
評
価
と
西

洋
文
明
の
相
対
化
を
主
張
す
る
動
き
も
生
じ
た
。
た
だ
し
、
彼
ら
の
言

う
東
洋
文
化
と
は
多
く
の
場
合
漢
人
の
文
化
を
指
し
、
そ
れ
以
外
の
文

化
、
つ
ま
り
東
洋
文
化
内
部
の
多
様
性
へ
の
言
及
は
少
な
か
っ
た
（
例

外
は
イ
ン
ド
起
源
の
仏
教
）
。

三　

 

中
国
国
民
党
政
権
下
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
可
能
性
と
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
問
題

（
―
一
九
四
九
年
）

　

孫
文
は
一
九
一
九
年
に
中
国
国
民
党
を
組
織
し
、
一
九
二
三
年
に
は

ソ
連
と
の
提
携
を
表
明
し
て
、
北
京
政
府
に
対
抗
す
る
政
権
を
広
州
に

組
織
し
た
。
国
民
党
は
ロ
シ
ア
共
産
党
を
モ
デ
ル
に
党
組
織
を
改
組
し
、

一
九
二
四
年
に
は
第
一
次
全
国
代
表
大
会
を
開
催
し
て
、
中
国
共
産
党

員
の
個
人
資
格
で
の
入
党
を
認
め
た
（
国
共
合
作
）
。

　

一
九
二
五
年
に
孫
文
が
死
去
す
る
と
、
汪
兆
銘
を
主
席
と
す
る
国
民

政
府
と
、
蔣
介
石

）
19
（

を
総
司
令
と
す
る
国
民
革
命
軍
が
組
織
さ
れ
、
や
は

り
ソ
連
を
モ
デ
ル
に
、
一
党
制
の
下
で
党
が
国
家
を
指
導
す
る
政
党
国

家
体
制
の
建
設
が
進
め
ら
れ
た
。

　

一
九
二
六
年
、
国
民
革
命
軍
が
北
京
政
府
の
打
倒
を
目
指
す
北
伐
を

開
始
し
た
。
全
国
的
な
農
民
運
動
・
労
働
運
動
の
高
ま
り
を
背
景
に
北

伐
は
順
調
に
進
行
し
た
が
、
国
民
党
内
の
政
治
的
対
立
も
次
第
に
激
化

し
た
。
一
九
二
七
年
、
蔣
介
石
は
上
海
で
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
て
共

産
党
を
弾
圧
し
、
南
京
国
民
政
府
を
樹
立
し
た
。

　

翌
一
九
二
八
年
、
蔣
介
石
は
北
伐
を
再
開
し
、
北
京
を
占
領
し
て
中

華
民
国
の
統
一
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
以
後
、
国
民
党
の
創
設
者
で
あ
る

孫
文
の
三
民
主
義
が
中
華
民
国
の
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
さ
れ
た
。
孫

文
が
三
民
主
義
の
「
民
族
主
義
」
の
中
で
漢
人
に
よ
る
国
内
の
他
エ
ス

ニ
ッ
ク
集
団
の
同
化
を
主
張
し
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
孫

文
は
晩
年
と
な
る
一
九
二
四
年
の
講
演
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　

中
国
の
民
族
に
つ
い
て
言
え
ば
、
総
数
は
四
億
人
で
、
そ
の
中

に
混
じ
っ
て
い
る
の
は
数
百
万
の
モ
ン
ゴ
ル
人
、
百
万
余
り
の
満

洲
人
、
数
百
万
の
チ
ベ
ッ
ト
人
、
百
数
十
万
の
回
教
徒
の
ト
ル
コ

人
に
過
ぎ
な
い
。
外
来
の
総
数
は
一
千
万
人
に
過
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
大
多
数
に
つ
い
て
言
え
ば
、
四
億
の
中
国
人
は
完
全
に
漢

人
だ
と
言
え
る
。
同
一
の
血
統
、
同
一
の
言
語
文
字
、
同
一
の
宗

教
、
同
一
の
習
慣
、
完
全
に
一
つ
の
民
族
で
あ
る

）
20
（

。

　

一
方
、「
民
権
主
義
」
の
部
分
で
は
、
孫
文
は
革
命
直
後
の
軍
政
か
ら
、

国
民
党
が
国
民
の
政
治
的
権
利
を
代
行
し
つ
つ
国
民
を
訓
練
す
る
「
訓

政
」
の
時
期
を
経
て
憲
政
に
至
る
と
い
う
三
段
階
の
構
想
を
持
っ
て
お

り
、
一
党
独
裁
か
ら
将
来
的
な
憲
政
へ
の
移
行
は
国
民
党
に
と
っ
て
も

既
定
方
針
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
も
や
は
り
「
国
家
の

自
由
」
が
「
個
人
の
自
由
」
に
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
大
前
提
だ
っ
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た
。　

欧
州
で
は
当
時
は
個
人
の
た
め
に
自
由
を
得
よ
う
と
争
っ
た
が
、

今
日
に
い
た
っ
て
は
、
自
由
の
用
法
が
異
な
る
。
今
日
に
お
い
て
、

こ
の
自
由
と
い
う
言
葉
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
使
う
べ
き
な
の

か
。
も
し
個
人
に
用
い
る
な
ら
ば
、
ば
ら
ば
ら
の
砂
に
な
っ
て
し

ま
う
。
も
は
や
決
し
て
個
人
の
上
に
用
い
て
は
な
ら
ず
、
国
家
の

上
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
が
あ
ま
り
に
自
由
過
ぎ
て

は
い
け
な
い
が
、
国
家
は
完
全
な
自
由
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
家
が
自
由
に
行
動
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
中
国
は
強
盛
な
国

家
と
な
る

）
21
（

。

　

国
共
合
作
の
失
敗
後
、
陳
独
秀
は
責
任
を
負
わ
さ
れ
、
共
産
党
指
導

者
の
地
位
を
追
わ
れ
た
。
国
民
革
命
軍
内
の
共
産
党
系
部
隊
は
、
コ
ミ

ン
テ
ル
ン
の
指
示
に
従
っ
て
各
地
で
国
民
政
府
に
対
す
る
武
装
蜂
起
を

試
み
た
が
、
い
ず
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
毛
沢
東

）
22
（

・
朱
徳
ら

の
残
存
部
隊
は
江
西
省
の
山
岳
地
帯
に
根
拠
地
を
築
き
、
次
第
に
勢
力

を
拡
大
し
て
、
一
九
三
一
年
に
瑞
金
を
首
都
と
す
る
中
華
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

共
和
国
を
樹
立
し
た
。
同
年
に
は
満
洲
事
変
が
起
き
て
い
た
が
、
蔣
介

石
は
「
攘
外
必
先
安
内
」
（
ま
ず
国
内
を
安
定
さ
せ
、
そ
れ
か
ら
対
外
的
危

機
に
対
処
す
る
）
を
掲
げ
、
国
内
反
対
勢
力
の
制
圧
を
優
先
し
た
。
国

民
党
軍
は
共
産
党
の
根
拠
地
に
長
期
に
わ
た
る
包
囲
攻
撃
を
行
っ
た
た

め
、
一
九
三
四
年
に
ふ
た
た
び
敗
北
し
た
共
産
党
軍
は
長
い
逃
亡
を
開

始
し
、
た
ど
り
着
い
た
陝
西
省
で
根
拠
地
の
再
建
を
図
る
こ
と
に
な
っ

た
（
後
に
「
長
征
」
と
呼
ば
れ
る
）
。
こ
の
過
程
で
毛
沢
東
は
次
第
に
党

内
で
の
指
導
権
を
確
立
し
て
い
く
。
激
し
い
党
内
闘
争
を
経
て
権
力
を

握
っ
た
毛
沢
東
に
と
っ
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
明
確
に
否
定
す
べ
き
も

の
だ
っ
た
。

　

自
由
主
義
は
思
想
闘
争
を
取
り
消
し
、
無
原
則
の
平
和
を
主
張

し
、
そ
の
結
果
腐
敗
し
た
卑
俗
な
姿
勢
が
生
じ
、
党
と
革
命
団
体

の
若
干
の
組
織
や
個
人
を
政
治
的
に
腐
敗
さ
せ
て
き
た
。
自
由
主

義
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
わ
れ
方
が
あ
る
。
知
人
、
同
郷
、
同
学
、

気
心
の
知
れ
た
友
達
、
親
友
、
長
い
間
の
同
僚
、
部
下
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
明
ら
か
に
正
し
く
な
い
と
わ
か
っ
て
も
、
原
則
的
な
争

論
を
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
平
和
と
友
誼
を
求
め
る

）
23
（

。

　

一
方
で
胡
適
ら
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
側
も
、
国
民
党
や
共
産
党
の
姿
勢

に
批
判
を
行
っ
て
お
り
、
両
者
の
立
場
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。

　

民
国
十
五
六
年
〔
一
九
二
六
―
一
九
二
七
年
〕
の
国
民
革
命
運
動

は
民
国
六
七
八
年
〔
一
九
一
七
―
一
九
一
九
年
〕
の
新
〔
文
化
〕
運

動
と
異
な
る
点
が
少
な
く
と
も
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
ロ
シ
ア
か
ら
輸
入
さ
れ
た
党
紀
律
で
あ
り
、
一
つ
は
あ
の
数
年
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の
極
端
な
民
族
主
義
で
あ
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
ロ
シ
ア
か
ら
輸
入
さ

れ
た
党
紀
律
に
は
絶
大
な
「
不
寛
容
」
（Intoleration

）
の
態
度
が

含
ま
れ
、
自
ら
と
異
な
る
思
想
を
許
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
態
度

は
我
々
が
五
四
運
動
の
前
後
に
提
唱
し
た
自
由
主
義
と
は
全
く
相

反
す
る

）
24
（

。

　

た
だ
、
国
内
の
他
勢
力
に
対
す
る
共
産
党
の
態
度
は
そ
の
時
々
の
状

況
に
応
じ
て
変
化
し
た
。
ド
イ
ツ
で
反
共
を
掲
げ
る
ナ
チ
党
が
政
権
を

握
る
と
、
一
九
三
五
年
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
当
面
の
敵
で
あ
る
フ
ァ
シ

ズ
ム
打
倒
を
優
先
し
、
各
国
に
お
け
る
革
命
よ
り
も
、
よ
り
広
範
な
勢

力
と
の
統
一
戦
線
の
推
進
へ
と
方
針
を
転
換
し
た
。
中
国
共
産
党
も
こ

の
方
針
に
従
い
、
抗
日
民
族
統
一
戦
線
の
推
進
を
決
定
し
た
。
一
九
三

六
年
に
は
、
陝
西
省
の
共
産
党
根
拠
地
を
包
囲
し
て
い
た
張
学
良
が
、

共
産
党
側
の
働
き
か
け
で
統
一
戦
線
に
賛
同
す
る
よ
う
に
な
り
、
督
戦

に
訪
れ
た
蔣
介
石
を
監
禁
し
て
内
戦
の
停
止
と
一
致
抗
日
を
迫
る
事
件

が
起
き
る
（
西
安
事
件
）
。
蔣
介
石
が
こ
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
こ
と
で
、

国
共
内
戦
は
一
時
停
止
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
専
ら
階
級
闘
争
と
国
際
主
義
を
唱
え
て
き
た
共

産
党
が
、
階
級
で
は
な
く
民
族
単
位
で
の
団
結
を
訴
え
る
こ
と
に
矛
盾

は
な
い
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
毛
沢
東
は
日
中
戦
争
中
、
次
の
よ

う
に
愛
国
主
義
は
国
際
主
義
と
矛
盾
し
な
い
と
主
張
し
た
。

　

国
際
主
義
者
た
る
共
産
党
員
が
、
同
時
に
愛
国
主
義
者
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
の
か
。
あ
り
得
る
し
、
そ
う
で
あ
る

べ
き
だ
。
そ
れ
は
い
か
な
る
歴
史
条
件
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
の
だ
。
〔
…
…
〕
な
ぜ
な
ら
祖
国
を
守
る
た
め
に
戦
っ
て

こ
そ
全
民
族
を
苦
難
か
ら
救
う
こ
と
が
で
き
、
全
民
族
の
解
放
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
労
働
人
民
の
解
放
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
愛
国
主
義
と
は
国
際
主
義
の
民
族
革
命
戦
争
中

で
の
実
施
な
の
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
こ
の
よ
う
な
愛
国
主
義
は
全

く
国
際
主
義
に
背
く
も
の
で
は
な
い

）
25
（

。

　

こ
の
頃
か
ら
、
毛
沢
東
は
ソ
連
の
影
響
力
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、「
マ

ル
ク
ス
主
義
の
中
国
化
」
を
推
し
進
め
て
い
く
。

　

一
方
、
一
九
三
七
年
に
日
本
と
の
全
面
戦
争
が
始
ま
る
と
、
蔣
介
石

の
国
民
政
府
は
南
京
を
占
領
さ
れ
た
も
の
の
、
首
都
を
四
川
省
重
慶
に

移
転
し
て
抵
抗
を
続
け
た
。
憲
政
の
実
施
は
延
期
さ
れ
た
が
、
諮
問
機

関
で
あ
る
国
民
参
政
会
が
設
置
さ
れ
、
共
産
党
に
加
え
、
中
国
民
主
政

団
同
盟
（
後
の
中
国
民
主
同
盟
）
な
ど
様
々
な
中
間
党
派
も
含
む
抗
戦
体

制
の
構
築
が
図
ら
れ
た
。
こ
の
民
主
政
団
同
盟
の
成
立
宣
言
か
ら
は
、

こ
の
時
の
中
国
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
結
び

つ
く
可
能
性
が
存
在
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

一
、 

抗
日
の
主
張
を
貫
徹
し
、
完
全
な
領
土
主
権
を
恢
復
し
、
途
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中
で
の
妥
協
に
反
対
す
る
。

二
、 

民
主
の
精
神
を
実
践
し
、
国
民
党
に
よ
る
一
党
独
裁
を
終
わ

ら
せ
、
憲
政
を
実
施
す
る
前
に
各
党
派
の
〔
参
加
す
る
〕
国

事
協
議
の
機
関
を
設
置
す
る
。
〔
…
…
〕

七
、 

法
治
を
励
行
し
、
人
民
の
生
命
・
財
産
お
よ
び
身
体
の
自
由

を
保
障
し
、
す
べ
て
の
不
法
で
特
殊
な
措
置
に
反
対
す
る
。

八
、 

思
想
・
学
術
の
自
由
を
尊
重
し
、
合
法
的
な
言
論
・
出
版
・

集
会
・
結
社
を
保
護
す
る

）
26
（

。

　

た
だ
、
日
中
戦
争
中
に
高
ま
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
非
漢
人

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、

議
論
の
揺
れ
が
見
ら
れ
た
。

　

た
と
え
ば
外
モ
ン
ゴ
ル
で
は
一
九
二
四
年
に
ソ
連
の
後
押
し
で
モ
ン

ゴ
ル
人
民
共
和
国
が
成
立
し
、
中
華
民
国
か
ら
独
立
し
て
い
た
。
ま
た

一
九
三
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
は
、
や
は
り
ソ
連
の
後
ろ
盾
の
下
に

新
疆
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
が
存
在
し
て
い
た
。
中

国
共
産
党
は
当
時
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
政
権
を
容
認
し
て
い
た
。

　

一
方
国
民
党
側
は
、
日
本
が
満
洲
国
（
一
九
三
二
―
一
九
四
五
年
）
を

「
満
蒙
」
の
自
発
的
な
独
立
運
動
の
結
果
と
主
張
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

国
内
の
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
は
あ
く
ま
で
「
中
華
民
族
」
の
一
部

で
あ
る
と
主
張
し
続
け
た
。
蔣
介
石
は
そ
う
し
た
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク

集
団
を
「
民
族
」
と
呼
ぶ
こ
と
す
ら
否
定
し
て
い
た
。

　

み
な
が
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
我
々
の
中
華
民
国
は
、
中

華
民
族
全
体
で
建
て
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
中
華
民
族
は
、
我
々

漢
・
満
・
蒙
・
回
・
蔵
の
五
つ
の
宗
族
を
連
合
し
て
一
つ
に
し
た

全
体
の
名
前
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
我
々
は
五
つ
の
宗
族

で
あ
る
と
言
い
、
五
つ
の
民
族
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
我
々
は
み
な
中
華
民
族
を
構
成
す
る
分
子
で
あ
り
、
兄
弟

が
合
わ
さ
っ
て
家
庭
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

）
27
（

。

　

し
か
し
一
方
で
戦
争
が
終
結
に
近
づ
き
、
戦
後
構
想
が
具
体
化
す
る

段
階
に
な
る
と
、
当
時
中
華
民
国
の
省
制
度
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
外

モ
ン
ゴ
ル
（
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
）
と
チ
ベ
ッ
ト
に
限
り
、
独
立
を
容

認
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
た
。

　

省
区
外
の
民
族
が
、
自
治
の
能
力
と
独
立
の
意
志
を
備
え
、
経

済
上
・
政
治
上
独
立
で
き
る
程
度
に
到
達
し
た
時
、
我
々
の
国
家

は
彼
ら
に
対
し
必
ず
親
愛
・
友
好
の
態
度
と
精
神
を
も
っ
て
、
お

の
ず
と
彼
ら
の
独
立
と
自
由
を
助
け
、
永
久
に
中
国
の
平
等
の
兄

弟
国
と
み
な
す
。
〔
…
…
〕
各
省
区
内
の
大
小
の
民
族
は
、
政
治
上
・

法
律
上
一
律
に
平
等
を
与
え
、
信
仰
上
・
経
済
上
も
充
分
な
自
由

を
与
え
、
干
渉
を
加
え
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
ら
各
宗
族
間
の
誠

実
・
団
結
・
友
愛
・
互
助
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る

）
28
（

。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
国
民
党
の
戦
後
構
想
が
十
分
に
実
現
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
一
九
四
五
年
に
日
本
が
敗
戦
す
る
と
、
国
民
党
と
共

産
党
、
そ
し
て
他
の
中
間
党
派
も
含
む
連
立
政
権
が
構
想
さ
れ
た
。
し

か
し
一
九
四
六
年
に
は
国
共
の
内
戦
が
再
開
さ
れ
る
。
国
民
政
府
は
一

九
四
七
年
に
中
華
民
国
憲
法
を
公
布
し
、
普
通
選
挙
に
よ
る
国
民
大
会

代
表
（
下
院
議
員
に
相
当
）
選
挙
を
実
施
し
た
。
一
九
四
八
年
に
開
か

れ
た
国
民
大
会
で
蔣
介
石
が
中
華
民
国
総
統
（
大
統
領
）
に
選
出
さ
れ
、

訓
政
か
ら
憲
政
へ
の
移
行
が
実
現
し
た
。
し
か
し
、
共
産
党
や
多
く
の

中
間
党
派
は
選
挙
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
。
中
国
共
産
党
は
当
面
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
独
裁
に
よ
る
社
会
主
義
で
は
な
く
、
諸
階
級
の
連
合
に
よ
る

「
新
民
主
主
義
」
を
目
指
す
と
う
た
っ
て
中
間
党
派
の
支
持
も
得
、
内

戦
に
勝
利
し
た
。
や
は
り
政
治
的
な
対
立
を
代
議
制
民
主
主
義
の
枠
内

で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
一
九
四

九
年
に
中
国
共
産
党
は
中
華
人
民
共
和
国
を
樹
立
し
、
大
陸
を
追
わ
れ

た
国
民
党
は
台
湾
で
中
華
民
国
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

四　

毛
沢
東
時
代
の
「
少
数
民
族
」（
―
一
九
七
六
年
）

　

戦
後
、
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
へ
の
合
流
を
目
指

す
運
動
が
高
ま
り
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
活
動
し
た
内
モ
ン
ゴ
ル
人

民
革
命
党
が
再
組
織
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
ソ
連
と
中
国
共
産
党
の
間

の
交
渉
に
よ
り
同
党
は
解
散
、
一
九
四
七
年
に
中
共
党
員
オ
ラ
ー
ン

フ
ー
（
烏
蘭
夫
）
の
下
で
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
政
府
が
組
織
さ
れ
た
。
ソ

連
の
合
意
の
下
、
新
疆
で
も
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和
国
（
一
九
四
四
―

一
九
四
六
年
）
が
解
散
さ
れ
、
一
九
四
九
年
に
人
民
解
放
軍
が
進
駐
し
た
。

中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
の
一
九
五
一
年
に
は
チ
ベ
ッ
ト
に
も
人
民
解

放
軍
が
進
駐
し
た
。

　

一
九
五
二
年
に
は
民
族
区
域
自
治
実
施
綱
要
が
公
布
さ
れ
、
「
少
数

民
族
」
が
集
住
す
る
地
域
に
は
自
治
区
・
自
治
州
・
自
治
県
を
置
く
こ

と
が
定
め
ら
れ
た
（
図
2
）
。
翌
一
九
五
三
年
に
は
第
一
次
人
口
調
査

と
合
わ
せ
て
「
民
族
識
別
工
作
」
が
開
始
さ
れ
、
「
少
数
民
族
」
を
法

的
に
認
定
し
た
。
た
だ
、
ソ
連
が
連
邦
制
を
採
用
し
、
各
民
族
共
和
国

に
連
邦
か
ら
の
分
離
独
立
権
を
認
め
て
い
た
の
に
対
し
、
中
華
人
民
共

和
国
は
連
邦
制
を
否
定
し
た
。
そ
の
た
め
「
自
治
」
の
範
囲
は
主
に
文

化
面
に
限
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
新
疆
の
生
産
建
設
兵
団
な
ど
、
国

境
付
近
に
位
置
す
る
自
治
区
に
防
衛
や
開
墾
、
資
源
開
発
を
目
的
と
し

た
漢
人
の
組
織
的
な
移
住
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
、
「
少
数
民
族
」
側

と
の
摩
擦
を
招
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
施
策
に
よ
っ
て
、
中

華
民
国
期
と
異
な
り
、
内
モ
ン
ゴ
ル
、
新
疆
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
に
も
中

国
政
府
の
直
接
的
な
統
治
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五
四
年
に
採

択
さ
れ
た
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。

第
三
条　

中
華
人
民
共
和
国
は
統
一
の
多
民
族
国
家
で
あ
る
。
各
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民
族
は
一
律
に
平
等
で
あ
る
。
い
か
な
る
民
族
に
対
す
る

差
別
や
抑
圧
も
禁
止
し
、
各
民
族
の
団
結
を
破
壊
す
る
行

為
を
禁
止
す
る
。
各
民
族
は
い
ず
れ
も
自
ら
の
言
語
・
文

字
を
使
用
し
発
展
さ
せ
る
自
由
を
有
し
、
自
ら
の
風
俗
・

習
慣
を
保
持
あ
る
い
は
改
革
す
る
自
由
を
有
す
る
。
各
少

数
民
族
の
居
住
地
域
で
は
区
域
自
治
を
実
行
す
る
。
各
民

族
の
自
治
地
方
は
い
ず
れ
も
中
華
人
民
共
和
国
の
切
り
は

な
せ
な
い
一
部
分
で
あ
る

）
29
（

。

　

一
方
、
一
九
五
〇
年
に
朝
鮮
戦
争
が
起
こ
る
と
、
中
国
は
人

民
解
放
軍
を
「
人
民
志
願
軍
」
（
義
勇
軍
）
と
し
て
派
遣
し
て

北
朝
鮮
側
で
参
戦
し
、
米
軍
を
中
心
と
す
る
国
連
軍
と
戦
っ
た

（
一
九
五
三
年
に
停
戦
協
定
締
結
）
。
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
財
政
危
機

に
と
も
な
い
、
一
九
五
一
年
に
は
、
汚
職
、
浪
費
、
官
僚
主
義

を
摘
発
す
る
三
反
運
動
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
翌
一
九
五
二
年

に
は
、
私
営
企
業
に
お
け
る
贈
賄
、
脱
税
、
情
報
漏
洩
、
手
抜

き
工
事
、
公
共
財
の
窃
盗
を
摘
発
す
る
五
反
運
動
が
実
施
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
華
民
国
期
か
ら
の
専
門
家
、
財
政
官

僚
や
企
業
経
営
者
に
対
す
る
圧
力
が
強
ま
っ
た
。

　

一
九
五
三
年
、
毛
沢
東
は
そ
れ
ま
で
の
新
民
主
主
義
か
ら
、

急
速
な
社
会
主
義
化
へ
の
路
線
転
換
を
宣
言
し
た
（
過
渡
期
の

総
路
線
）
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
影
響
の
下
、
ソ
連
を
モ
デ
ル
と
し

図 2　中華人民共和国（1971 年頃）
出典：佐川英治、杉山清彦編著『中国と東部ユーラシアの歴史』放送大学教育振興会、2020 年。
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た
私
営
企
業
の
国
営
化
や
農
業
の
集
団
化
が
強
行
さ
れ
た
。
ソ
連
の
援

助
に
よ
り
第
一
次
五
か
年
計
画
（
一
九
五
三
―
一
九
五
七
年
）
も
開
始
さ

れ
た
。

　

し
か
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
に
ソ
連
の
指
導
者
と
な
っ
た
フ
ル
シ

チ
ョ
フ
は
一
九
五
六
年
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
個
人
崇
拝
を
批
判
し
、

西
側
と
の
平
和
共
存
路
線
へ
の
転
換
を
表
明
し
た
。
こ
れ
は
東
側
諸
国

に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
対
米
戦
を
不
可
避
と
見
な
し
て
い
た
毛
沢

東
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
反
発
し
た
。
同
年
に
は
ソ
連
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に

対
す
る
軍
事
介
入
な
ど
も
あ
り
、
中
ソ
関
係
は
次
第
に
悪
化
に
向
か
っ

た
。
こ
う
し
た
中
、
中
国
共
産
党
は
改
め
て
「
愛
国
主
義
」
の
重
要
性

を
主
張
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
各
国
共
産
党
は
党
員
と
人
民
に
国
際
主
義
の
精
神
を

教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
国
人
民
の
真
の
民
族
利
益
は
各

民
族
の
友
好
と
合
作
を
必
要
と
す
る
か
ら
だ
。
他
方
で
、
各
国
共

産
党
は
自
国
人
民
の
正
統
な
民
族
利
益
と
民
族
感
情
の
代
表
者
で

も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
産
党
員
は
も
と
も
と
真
の
愛
国
主
義

者
で
あ
り
、
民
族
利
益
と
民
族
感
情
を
正
確
に
代
表
し
た
時
、
は

じ
め
て
自
国
の
広
大
な
人
民
に
真
に
信
任
さ
れ
敬
愛
さ
れ
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る

）
30
（

。

　

中
国
共
産
党
は
建
国
後
、
知
識
人
に
「
思
想
改
造
」
を
課
し
て
自
己

批
判
や
土
地
改
革
へ
の
参
加
を
命
じ
、
中
華
民
国
期
の
学
術
や
思
想
を

否
定
し
た
。
そ
の
後
、
毛
沢
東
は
一
九
五
六
年
に
「
百
花
斉
放
、
百
家

争
鳴
」
を
掲
げ
て
、
学
生
や
知
識
人
に
自
由
な
討
論
を
呼
び
か
け
た
が
、

共
産
党
に
対
す
る
不
満
が
予
想
を
越
え
て
噴
出
し
た
こ
と
か
ら
、
翌
一

九
五
七
年
に
は
一
転
し
て
反
右
派
闘
争
を
展
開
し
、
批
判
的
な
発
言
を

し
た
学
生
や
知
識
人
を
「
右
派
分
子
」
と
し
て
弾
圧
し
た
。
こ
う
し
て

中
華
民
国
期
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

反
右
派
闘
争
に
際
し
て
は
、
新
疆
の
「
地
方
民
族
主
義
」
を
批
判
す
る

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
展
開
さ
れ
、
ま
た
新
疆
・
チ
ベ
ッ
ト
・
青
海
省
な
ど

で
イ
ス
ラ
ー
ム
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
指
導
者
の
特
権
が
廃
止
さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
は
現
地
社
会
の
強
い
反
発
を
招
い
た
。

　

毛
沢
東
は
、
ソ
連
と
異
な
る
社
会
主
義
を
目
指
し
、
一
九
五
八
年
、

鉄
鋼
や
農
業
生
産
の
非
現
実
的
な
成
長
目
標
を
在
来
技
術
と
民
衆
動
員

に
よ
っ
て
達
成
す
る
と
い
う
大
躍
進
政
策
を
開
始
し
た
。
結
果
は
無
残

な
失
敗
に
終
わ
り
、
経
済
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
、
膨
大
な
餓
死
者

を
出
し
た
。
自
然
環
境
に
も
深
刻
な
破
壊
を
生
じ
た
。
こ
の
た
め
一
九

五
九
年
に
チ
ベ
ッ
ト
で
大
規
模
な
独
立
運
動
が
起
き
る
と
、
中
国
政
府

は
強
硬
な
武
力
弾
圧
で
対
抗
し
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
は
イ
ン
ド

に
亡
命
し
て
チ
ベ
ッ
ト
臨
時
政
府
を
組
織
し
た
た
め
、
こ
れ
以
後
中
印

関
係
が
急
速
に
悪
化
し
た
。

　

一
九
六
二
年
に
は
中
印
の
対
立
が
国
境
を
め
ぐ
る
大
規
模
な
軍
事
衝

突
に
至
っ
た
。
ソ
連
が
イ
ン
ド
側
へ
援
助
を
行
っ
た
こ
と
で
、
中
ソ
関
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係
も
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
中
ソ
対
立
は
一
九
六
三
年
に
は
公
開
論
争
に

発
展
し
た
が
、
社
会
主
義
国
の
ほ
と
ん
ど
は
ソ
連
を
支
持
す
る
立
場
を

取
っ
た
。
そ
の
た
め
中
国
は
独
自
に
核
開
発
を
進
め
、
一
九
六
四
年
に

新
疆
で
核
実
験
を
実
施
し
た
。

　

国
内
で
は
、
大
躍
進
の
失
敗
後
、
劉
少
奇
や
鄧
小
平
が
部
分
的
な
市

場
経
済
の
再
導
入
や
西
欧
・
日
本
と
の
関
係
改
善
を
進
め
て
い
た
。
し

か
し
こ
れ
に
反
発
す
る
毛
沢
東
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
」
の

名
の
下
、
全
国
の
学
校
に
「
紅
衛
兵
」
を
組
織
し
、
劉
少
奇
ら
を
「
資

本
主
義
の
道
を
歩
む
実
権
派
」
と
批
判
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し

た
。
急
進
化
し
た
紅
衛
兵
は
、
毛
沢
東
の
権
威
を
盾
に
、
封
建
的
・
資

本
主
義
的
と
見
な
さ
れ
た
事
物
を
徹
底
的
に
破
壊
し
、
権
威
的
と
見
な

さ
れ
た
知
識
人
や
党
幹
部
を
集
会
に
引
き
出
し
て
身
体
的
・
精
神
的
迫

害
を
加
え
た
。
さ
ら
に
文
革
中
に
は
、
「
民
族
問
題
は
実
質
上
は
階
級

問
題
で
あ
る
」
と
い
う
理
論
が
掲
げ
ら
れ
、
「
少
数
民
族
」
政
策
が
実

質
的
に
停
止
さ
れ
た
。

　

数
年
来
、
多
く
の
少
数
民
族
地
域
で
、
地
方
民
族
主
義
分
子
が

猖
獗
し
、
彼
ら
は
帝
国
主
義
者
、
外
国
の
反
動
派
、
現
代
修
正
主

義
者
〔
ソ
連
〕
、
そ
し
て
国
内
の
反
革
命
分
子
と
結
託
し
、
百
方

手
を
尽
く
し
て
民
族
間
の
矛
盾
を
煽
り
、
祖
国
の
統
一
の
分
裂
、

搾
取
圧
迫
制
度
の
回
復
と
い
う
彼
ら
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
を
妄

想
し
て
い
る
。
〔
…
…
〕
民
族
の
特
徴
、
民
族
の
差
異
と
、
民
族

間
の
矛
盾
を
混
同
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
他
方
で
、
民
族
の
特

徴
を
誇
張
し
、
民
族
の
差
異
を
作
り
出
し
、
「
民
族
特
殊
論
」
な

ど
と
い
う
も
の
を
行
う
の
も
ま
た
、
根
本
的
な
誤
り
で
あ
る

）
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（

。

　

こ
の
結
果
、
遊
牧
民
に
対
す
る
定
住
と
農
業
へ
の
転
換
の
強
要
な
ど
、

現
地
の
事
情
を
顧
み
な
い
政
策
が
強
行
さ
れ
、
さ
ら
な
る
経
済
の
破
綻

と
自
然
破
壊
を
招
い
た
。
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
指
導
者
や
知
識

人
へ
の
迫
害
、
宗
教
施
設
や
伝
統
文
化
の
破
壊
は
、
彼
ら
の
反
漢
人
感

情
を
い
っ
そ
う
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
で
は
、

内
モ
ン
ゴ
ル
人
民
革
命
党
を
再
結
成
し
、
中
国
か
ら
の
独
立
を
企
ん
だ

と
い
う
冤
罪
を
着
せ
ら
れ
て
多
数
の
モ
ン
ゴ
ル
人
が
迫
害
・
殺
害
さ
れ

る
事
件
も
発
生
し
た
。

　

一
九
六
八
年
に
は
ソ
連
が
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
民
主
化
運
動

（
プ
ラ
ハ
の
春
）
に
軍
事
介
入
す
る
事
件
が
起
こ
る
。
翌
一
九
六
九
年
に

は
ウ
ス
リ
ー
川
の
珍
宝
島
（
ダ
マ
ン
ス
キ
ー
島
）
で
の
警
備
部
隊
同
士

の
衝
突
を
き
っ
か
け
に
、
中
ソ
国
境
各
地
で
武
力
衝
突
が
発
生
し
、
中

ソ
間
の
緊
張
は
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
中
国
は
、ソ
連
を
「
主

要
敵
」
と
位
置
づ
け
、
ア
メ
リ
カ
や
西
側
諸
国
と
の
関
係
改
善
へ
と
外

交
方
針
を
転
換
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
泥
沼
化
で
苦
境
に
立
た
さ
れ

て
い
た
ア
メ
リ
カ
も
こ
れ
に
応
じ
、
一
九
七
一
年
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領

が
翌
年
の
訪
中
を
電
撃
的
に
発
表
し
た
。
同
年
に
は
国
連
総
会
が
中
華

人
民
共
和
国
の
代
表
権
を
可
決
し
た
（
中
華
民
国
（
台
湾
）
は
国
連
を
脱
退
）
。
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一
九
七
二
年
に
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
が
実
現
し
、
同
じ
年
に
日
本
の
田
中
角

栄
首
相
も
訪
中
し
て
中
華
人
民
共
和
国
と
の
国
交
が
成
立
し
た
。

五　

現
代
の
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

　

一
九
七
六
年
に
毛
沢
東
が
死
去
す
る
と
、
文
革
推
進
派
の
「
四
人
組
」

が
逮
捕
さ
れ
、
文
革
は
終
結
し
た
。
鄧
小
平
が
復
活
し
て
実
権
を
握
る

と
、
一
九
七
八
年
に
対
外
開
放
が
開
始
さ
れ
、
後
に
経
済
制
度
の
改
革

と
合
わ
せ
て
改
革
開
放
政
策
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
側
の
思

想
が
急
速
に
流
入
し
、
中
国
は
一
九
七
九
年
に
ア
メ
リ
カ
と
も
正
式
国

交
を
樹
立
し
た
。
同
じ
一
九
七
九
年
に
は
、
ソ
連
へ
の
傾
斜
を
強
め
る

ベ
ト
ナ
ム
に
中
国
軍
が
一
時
武
力
侵
攻
す
る
に
至
っ
た
（
中
越
戦
争
）
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
で
一
九
八
一
年
に
親
台
湾
派
の
レ
ー
ガ

ン
政
権
が
成
立
し
て
米
中
関
係
が
停
滞
す
る
一
方
、
一
九
八
五
年
に
ゴ

ル
バ
チ
ョ
フ
が
ソ
連
共
産
党
書
記
長
に
就
任
す
る
と
、
中
ソ
関
係
は
好

転
に
向
か
っ
た
。

　

国
内
で
は
、
経
済
改
革
が
一
定
の
成
果
を
上
げ
る
一
方
、
政
治
体
制

の
改
革
は
進
ま
ず
、
貧
富
の
格
差
の
拡
大
や
イ
ン
フ
レ
、
官
僚
の
汚
職

に
対
す
る
社
会
の
不
満
が
高
ま
り
、
改
革
を
求
め
る
「
民
主
愛
国
運
動
」

が
展
開
さ
れ
た
。
北
京
大
学
の
学
生
団
体
は
こ
の
運
動
を
次
の
よ
う
に

説
明
し
た
。

　

今
回
の
大
陸
の
民
主
愛
国
運
動
は
中
国
社
会
の
危
機
が
い
た
る

と
こ
ろ
に
潜
む
な
か
、
様
々
な
社
会
的
矛
盾
が
一
斉
に
爆
発
し
た

も
の
で
あ
り
、
完
全
に
自
発
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、

中
国
の
民
主
化
の
歩
み
を
速
め
る
こ
と
で
あ
り
、
政
治
体
制
の
改

革
を
推
進
し
、
官
僚
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
打
倒
し
、
腐
敗
を
根
絶
し
、

広
範
な
知
識
人
、
労
働
者
、
農
民
な
ど
に
対
し
て
改
革
の
な
か
で

真
に
実
益
を
得
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
族
の
繫
栄
と
富
強
を
実

現
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
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（

。

　

こ
こ
に
ふ
た
た
び
「
民
主
」
と
「
愛
国
」
が
結
び
つ
く
可
能
性
が
生

じ
て
い
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
九
八
九
年
に
学
生
や
市
民
が
北
京
の
天
安
門
広
場
で
座
り
込
み
を

始
め
る
と
、
鄧
小
平
は
こ
れ
を
「
動
乱
」
と
規
定
し
て
批
判
し
、
対
立

が
強
ま
っ
た
。
最
終
的
に
中
国
政
府
は
武
力
に
よ
る
運
動
の
弾
圧
を
選

択
し
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
（
天
安
門
事
件
）
。

　

一
九
八
〇
年
代
は
西
側
諸
国
で
多
文
化
主
義
が
提
起
さ
れ
始
め
た
時

期
で
も
あ
っ
た
。
一
九
八
七
年
に
ア
メ
リ
カ
下
院
人
権
小
委
員
会
で
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
が
チ
ベ
ッ
ト
の
平
和
や
自
由
・
人
権
の
尊
重
を
求

め
る
演
説
を
行
う
と
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
は
国
際
的
関
心
を
集
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
一
九
八
九
年
に
は
チ
ベ
ッ
ト
で
も
自
治
や
独
立
を
求
め
る

運
動
が
高
ま
っ
た
が
、
中
国
政
府
は
ラ
サ
全
域
に
戒
厳
令
を
布
い
て
こ

れ
を
弾
圧
し
た
。
一
九
九
〇
年
に
は
新
疆
で
も
武
装
蜂
起
が
起
き
た
。
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ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
西
側
諸
国
は
、
天
安
門
事
件
や
チ
ベ
ッ
ト

独
立
運
動
の
弾
圧
を
、
民
主
主
義
と
人
権
の
否
定
と
非
難
し
、
中
国
へ

の
経
済
制
裁
を
実
施
し
た
。
同
年
に
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
に
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
が
授
与
さ
れ
た
。
危
機
感
を
強
め
る
中
国
政
府
は
、
こ
う

し
た
動
き
は
内
政
干
渉
で
あ
り
、
「
和
平
演
変
」
（
非
軍
事
的
手
段
に
よ

る
体
制
転
覆
）
の
企
て
だ
と
強
く
反
発
し
た
。

　

遺
憾
な
の
は
、
最
近
パ
リ
で
開
か
れ
た
西
側
七
か
国
首
脳
会
議

が
、
引
き
続
き
中
国
で
発
生
し
た
実
際
の
状
況
を
無
視
し
、
彼
ら

の
い
わ
ゆ
る
「
価
値
観
」
に
基
づ
い
て
裁
判
官
と
な
り
、
中
国
の

事
情
に
つ
い
て
評
決
を
下
し
た
こ
と
だ
。
彼
ら
の
発
表
し
た
政
治

宣
言
の
中
で
は
、
中
国
が
反
革
命
動
乱
を
平
定
し
た
こ
と
に
不
当

に
指
弾
を
行
い
、
「
人
権
に
違
反
す
る
中
国
の
暴
力
鎮
圧
」
な
る

も
の
を
「
譴
責
」
し
た
。
西
側
七
か
国
首
脳
会
議
の
こ
の
指
弾
に

は
全
く
道
理
が
な
く
、
中
国
の
内
政
に
対
す
る
粗
暴
な
干
渉
で
あ

る
。
中
国
政
府
と
人
民
は
当
然
な
が
ら
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い

）
33
（

。

　

天
安
門
事
件
の
後
、
民
主
化
運
動
の
指
導
者
は
逮
捕
さ
れ
る
か
海
外

に
亡
命
し
た
。
彼
ら
の
一
部
は
、
パ
リ
で
厳
家
其
を
主
席
、
ウ
ル
ケ
シ

（
吾
爾
開
希
。
ウ
イ
グ
ル
族
）
を
副
主
席
と
す
る
民
主
中
国
陣
線
を
組
織

し
た
。
彼
ら
は
そ
の
宣
言
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

民
主
中
国
陣
線
は
、
中
国
民
主
勢
力
が
長
期
に
わ
た
り
、
チ
ベ
ッ

ト
人
民
に
よ
る
民
主
化
と
自
主
権
を
賭
け
た
闘
争
を
看
過
し
て
き

た
こ
と
を
深
く
反
省
し
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
及
び
そ
の
他
の
民
族
問

題
も
、
同
様
に
人
権
、
法
治
、
自
由
、
民
主
を
土
台
に
し
て
は
じ

め
て
解
決
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る

）
34
（

。

　

中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
も
、
長
き
に
わ
た
り
「
少
数
民
族
」

の
問
題
は
視
野
の
外
に
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
そ
の
状
況
に
わ
ず

か
な
が
ら
変
化
が
生
じ
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
九
年
の
米
ソ
に
よ
る
マ
ル
タ
宣
言
で
東
西
冷
戦
が
終
結
し
、

社
会
主
義
圏
が
崩
壊
に
向
か
う
と
、
一
九
九
〇
年
に
は
東
西
ド
イ
ツ
が

統
一
さ
れ
、
翌
一
九
九
一
年
に
は
ソ
連
が
崩
壊
し
た
。
中
央
ア
ジ
ア
諸

国
の
独
立
や
外
モ
ン
ゴ
ル
の
社
会
主
義
体
制
廃
止
（
一
九
九
二
年
に
モ

ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
国
に
国
名
変
更
）
は
、
新
疆
や
チ
ベ
ッ

ト
、
内
モ
ン
ゴ
ル
に
も
衝
撃
を
与
え
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
紛
争
が

始
ま
り
、
社
会
主
義
体
制
の
下
で
抑
制
さ
れ
て
き
た
民
族
対
立
が
急
激

に
悪
化
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
天
安
門
事
件
後
に
中
国
共
産
党
総
書
記
と
な
っ
た
江

沢
民
は
、
一
九
九
一
年
に
国
家
教
育
委
員
会
に
宛
て
た
指
示
で
、
近
現

代
史
教
育
と
「
国
情
教
育
」
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
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目
的
は
中
国
人
民
と
り
わ
け
青
少
年
の
民
族
自
尊
心
、
民
族
自

信
心
を
高
め
、
外
国
崇
拝
思
想
の
台
頭
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
歴
史
を
理
解
し
な
い
多
く
の
人
は
、
資
本
主
義
制
度
を

実
行
し
、
西
側
の
議
会
制
民
主
主
義
を
模
倣
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
発

達
し
た
資
本
主
義
国
家
の
生
活
を
人
々
が
送
れ
る
よ
う
に
な
る
と

往
々
に
し
て
考
え
が
ち
で
あ
る

）
35
（

。

　

代
議
制
民
主
主
義
や
、
個
人
の
自
由
を
含
む
基
本
的
人
権
の
考
え
を

否
定
す
る
論
理
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
動
員
さ
れ
る
と
い
う
構
図

が
創
り
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
後
の
中
国
で
の
民
主
主
義
や
人
権
を
め

ぐ
る
冷
静
な
議
論
を
妨
げ
る
要
因
と
な
っ
て
い
く
。

　

一
九
九
四
年
に
は
愛
国
主
義
教
育
実
施
綱
要
が
発
表
さ
れ
た
。
ま
た
、

内
モ
ン
ゴ
ル
・
新
疆
・
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
民
族
運
動
の
高
ま
り
に
対
し

て
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
「
中

華
民
族
」
と
い
う
言
葉
が
再
び
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
漢
族
」

と
「
少
数
民
族
」
の
団
結
が
強
調
さ
れ
た
。

　

中
華
民
族
は
多
民
族
か
ら
な
る
一
つ
の
大
家
庭
で
あ
り
、
内
地

と
辺
境
と
を
問
わ
ず
、
漢
族
地
区
と
少
数
民
族
地
区
と
を
問
わ
ず
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
民
族
観
、
宗
教
観
、
党
の
民
族
政
策
、
宗
教
政

策
に
関
す
る
教
育
を
強
化
し
、
各
族
人
民
が
民
族
の
団
結
と
祖
国

の
統
一
を
守
る
た
め
に
行
っ
て
き
た
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
歴
史
的
貢

献
を
大
い
に
宣
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
族
人
民
の
中
に
、

漢
族
は
少
数
民
族
と
離
れ
ら
れ
ず
、
少
数
民
族
は
漢
族
と
離
れ
ら

れ
な
い
と
い
う
牢
固
と
し
た
思
想
を
打
ち
立
て
、
民
族
の
団
結
と

祖
国
の
統
一
を
守
る
自
覚
を
持
た
せ
る

）
36
（

。

　

愛
国
主
義
教
育
の
内
容
に
は
「
中
華
民
族
の
優
秀
な
伝
統
文
化
」
や

「
中
国
の
国
情
」
の
強
調
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
西
洋
文
化
を
相
対

化
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
む
し
ろ
多
文
化
主
義
を
含

む
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
は
そ
の
受
容
を
拒
否
す
る
論
理
と
し
て
機

能
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

以
上
に
見
た
内
容
は
以
後
の
中
華
人
民
共
和
国
の
基
本
的
な
方
針
と

な
っ
て
、
現
在
の
習
近
平
政
権
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

近
代
以
来
の
中
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

関
係
を
ご
く
大
ま
か
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
に
、
中
国
近
代
史
上
に
お
い
て
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
が
結
び
つ
く
構
図
が
現
れ
る
時
期
は
あ
っ
た
。
こ
れ
は
特
に
国

民
政
府
期
、
日
中
戦
争
期
、
戦
後
憲
政
期
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
た

だ
し
い
ず
れ
も
、
日
本
の
侵
略
や
国
共
内
戦
と
い
っ
た
要
因
に
よ
り
挫

折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
一
貫
し
て
代
議
制
民
主
主
義
が
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安
定
し
て
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
む
し
ろ
中
国
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
時
期
が
多
か
っ
た
。
個
人
の
自
由
よ
り
国
家

の
自
由
と
い
う
主
張
、
全
面
西
洋
化
論
か
ら
の
伝
統
文
化
批
判
、
普
遍

主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
際
主
義
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
否
定
、

中
国
化
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
否
定
、
西
側
の

自
由
主
義
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
の
「
国
情
」
強
調
な
ど
が
そ
の
代

表
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
漢
人
を
中
心
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
中
国
内
部
の

非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
は
抑
圧
的
に
作
用
す
る
例
が
多
か
っ
た
。

根
本
的
な
原
因
は
、
清
末
以
来
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
範
囲
に
関
す
る
認
識

の
食
い
違
い
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
漢
人
の
圧
倒
的
な
人
口
・
経
済
と

文
化
的
矜
持
、
「
文
明
化
」
の
論
理
と
い
っ
た
要
因
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

中
華
人
民
共
和
国
の
下
で
は
、
文
革
期
を
除
き
、
公
式
に
は
「
少
数

民
族
」
文
化
の
尊
重
が
謳
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
に
は
様
々
な

疑
問
が
残
る
。
近
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
に
も
、
非
漢
人
エ
ス
ニ
ッ

ク
集
団
の
問
題
に
積
極
的
な
発
言
は
総
じ
て
目
立
た
な
い
。
あ
る
と
す

れ
ば
、
一
九
八
九
年
の
民
主
化
運
動
以
降
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、
文
化
集
団
の
問
題
に
長
く
関
心
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
の

は
、
西
欧
の
古
典
的
な
個
人
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
も
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
、
台
湾
に
移
転
し
た
中
華
民
国
に
お
い
て
は
、
一
九
八
〇
―
一
九

九
〇
年
代
の
民
主
化
以
降
、
ア
ミ
族
、
タ
イ
ヤ
ル
族
、
パ
イ
ワ
ン
族
な

ど
の
位
置
づ
け
を
「
中
華
民
族
の
一
部
」
か
ら
「
原
住
民
族
」
へ
と
変

更
し
、
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
閩
南
（
福
建
）
人
、
客
家
、
外
省
人
と
並

ぶ
「
族
群
」
（
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
）
と
し
て
公
認
し
て
い
る
。
二

〇
一
九
年
に
公
布
さ
れ
た
文
化
基
本
法
は
明
確
に
多
文
化
主
義
を
謳
っ

て
い
る

）
37
（

。

　

そ
の
た
め
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
特
徴
が
、
ど
の
程
度
中
国
に
特

有
の
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
他
の
諸
地
域
と
の
比
較
を
含

む
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

 

（
お
の
で
ら
・
し
ろ
う
／
中
国
近
現
代
史
）

注（
1
） 

日
本
語
に
よ
る
代
表
的
な
成
果
と
し
て
は
、
毛
里
和
子
『
周
縁
か
ら
の
中

国
―
―
民
族
問
題
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
松
本
ま
す

み
『
中
国
民
族
政
策
の
研
究
―
―
清
末
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
「
民
族
論
」

を
中
心
に
』
多
賀
出
版
、
一
九
九
九
年
、
王
柯
『
多
民
族
国
家
中
国
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
小
野
寺
史
郎
『
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
―
民
族
と

愛
国
の
近
現
代
史
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
七
年
、
な
ど
。

（
2
） 

日
本
語
に
よ
る
代
表
的
な
成
果
と
し
て
は
、
水
羽
信
男
『
中
国
近
代
の
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
村
田
雄
二
郎
編
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
中
国
』
有
志
舎
、
二
〇
一
一
年
、
中
村
元
哉
編
『
憲
政
か
ら
見
た
現
代

中
国
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
中
村
元
哉
『
中
国
、
香
港
、
台

湾
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
』
有
志
舎
、
二
〇
一
八
年
、
な
ど
。

（
3
） 
李
沢
厚
「
啓
蒙
と
救
国
の
二
重
変
奏
」
同
『
中
国
の
文
化
心
理
構
造
―
―

現
代
中
国
を
解
く
鍵
』
坂
元
ひ
ろ
子
、
佐
藤
豊
、
砂
山
幸
雄
訳
、
平
凡
社
、



社会思想史研究　No. 47　2023

〈特集〉多文化共生の条件　●　70

一
九
八
九
年
（
当
該
論
文
の
初
出
は
一
九
八
六
年
）
。

（
4
） 

水
羽
信
男
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
飯
島
渉
、
久
保
亨
、

村
田
雄
二
郎
編
『
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
国
史
三
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
中

国
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、
水
羽
信
男
『
中
国
の
愛
国
と
民
主

―
―
章
乃
器
と
そ
の
時
代
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
水
羽
信
男
「
一
九

三
〇
―
四
〇
年
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
―
―
愛
国
と
民
主
の
は
ざ
ま
で
」

石
井
知
章
編
『
現
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
思
潮
―
―
一
九
二
〇
年
代
か
ら

二
〇
一
五
年
ま
で
』
藤
原
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
な
ど
。

（
5
） 

な
お
、
近
代
中
国
思
想
史
の
概
説
と
し
て
は
、
坂
元
ひ
ろ
子
『
中
国
近
代

の
思
想
文
化
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
中
村
元
哉
「
変
転
す
る
文
明

観
」
劉
傑
、
中
村
元
哉
『
超
大
国
・
中
国
の
ゆ
く
え
一
―
―
文
明
観
と
歴
史

認
識
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
、
を
参
照
。

（
6
） 

佐
川
英
治
、
杉
山
清
彦
編
著
『
中
国
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
歴
史
』
放
送

大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
二
〇
年
、
一
六
〇
―
一
七
七
頁
。

（
7
） 

孫
文
（
一
八
六
六
―
一
九
二
五
年
）
広
東
省
香
山
の
人
。
ハ
ワ
イ
や
英
領

香
港
の
医
学
校
に
学
ぶ
。
一
八
九
四
年
、
ハ
ワ
イ
で
興
中
会
を
組
織
。
一
九

〇
五
年
、
日
本
で
中
国
同
盟
会
を
組
織
。
清
に
対
す
る
武
装
蜂
起
を
繰
り
返

す
も
す
べ
て
失
敗
に
終
わ
る
。
一
九
一
一
年
に
辛
亥
革
命
が
起
こ
る
と
帰
国

し
て
中
華
民
国
臨
時
大
総
統
（
大
統
領
）
に
就
任
。
袁
世
凱
に
政
権
を
譲
る

が
、
後
に
政
権
獲
得
を
目
指
し
て
中
国
国
民
党
を
組
織
。
ソ
連
の
支
援
の
下
、

中
国
共
産
党
と
の
合
作
を
指
示
し
た
。
岩
波
書
店
辞
典
編
集
部
編
『
岩
波
世

界
人
名
大
辞
典
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
一
五
三
九
―
一
五
四
〇
頁
。

な
お
、
孫
文
を
一
種
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
客
家
の
出
身
と
す
る
主
張
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
根
拠
が
な
い
。

（
8
） 

厳
復
（
一
八
五
四
―
一
九
二
一
年
）
福
建
省
侯
官
の
人
。
清
末
に
新
設
さ

れ
た
福
州
船
政
学
堂
で
学
ぶ
。
一
八
七
七
―
一
八
七
九
年
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
。

帰
国
後
、
教
育
や
西
洋
書
籍
の
漢
訳
出
版
に
従
事
し
た
。
前
掲
『
岩
波
世
界

人
名
大
辞
典
』
九
二
八
頁
。

（
9
） 

梁
啓
超
（
一
八
七
三
―
一
九
二
九
年
）
広
東
省
新
会
の
人
。
康
有
為
に
師

事
し
、
戊
戌
変
法
を
推
進
。
失
敗
後
、
日
本
に
亡
命
。
新
聞
・
雑
誌
を
刊
行

し
、
日
本
の
出
版
物
を
介
し
て
受
容
し
た
西
洋
の
思
想
や
知
識
を
中
国
に
紹

介
。
立
憲
君
主
制
を
支
持
し
て
革
命
派
と
論
争
を
展
開
し
た
。
辛
亥
革
命
後

に
帰
国
し
、
政
界
や
新
聞
界
、
学
界
で
活
動
し
た
。
前
掲
『
岩
波
世
界
人
名

大
辞
典
』
三
一
九
〇
頁
。

（
10
） 

中
国
之
新
民
〔
梁
啓
超
〕
「
新
民
説
第
九
節　

論
自
由
」
『
新
民
叢
報
』
第

七
号
、
一
九
〇
二
年
五
月
八
日
。

（
11
） 

中
国
之
新
民
〔
梁
啓
超
〕「
政
治
学
大
家
伯
倫
知
理
之
学
説
」『
新
民
叢
報
』

第
三
八
・
三
九
号
合
本
、
一
九
〇
三
年
十
月
四
日
。

（
12
） 

精
衛
〔
汪
兆
銘
〕
「
民
族
的
国
民
」
『
民
報
』
第
一
・
二
号
、
一
九
〇
五
年

十
一
月
二
十
六
日
。

（
13
） 

「
中
国
之
鉄
路
計
画
与
民
生
主
義
」
（
一
九
一
二
年
十
月
十
日
）
中
国
社
会

科
学
院
近
代
史
研
究
所
中
華
民
国
史
研
究
室
、
中
山
大
学
歴
史
系
孫
中
山
研

究
室
、
広
東
省
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
室
合
編
『
孫
中
山
全
集
』
第
二
巻
、

北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
、
四
八
七
―
四
九
三
頁
。
初
出
はC

hina 
Press, O

ctober 10, 1912.

（
14
） 

陳
独
秀
（
一
八
七
九
―
一
九
四
二
年
）
安
徽
省
懐
寧
の
人
。
一
九
〇
二
年
、

日
本
留
学
。
一
九
一
五
年
、
上
海
で
『
青
年
雑
誌
』
（
翌
年
『
新
青
年
』
と

改
題
）
を
創
刊
。
中
国
の
旧
伝
統
を
批
判
、
急
進
的
な
西
洋
近
代
化
を
主
張
。

一
九
一
七
年
、
北
京
大
学
文
科
学
長
に
招
聘
。
一
九
二
一
年
、
中
国
共
産
党

を
組
織
、
総
書
記
就
任
。
国
共
合
作
の
失
敗
後
、
責
任
を
負
わ
さ
れ
失
脚
。
後
、

ト
ロ
ツ
キ
ー
理
論
に
賛
同
し
て
党
を
除
名
さ
れ
る
。
前
掲
『
岩
波
世
界
人
名

大
辞
典
』
一
七
一
一
頁
。

（
15
） 

胡
適
（
一
八
九
一
―
一
九
六
二
年
）
安
徽
省
績
渓
の
人
。
江
蘇
省
沙
庁
の

生
ま
れ
。
一
九
一
〇
―
一
九
一
七
年
、
ア
メ
リ
カ
留
学
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

で
デ
ュ
ー
イ
に
師
事
。
白
話
文
学
を
提
唱
。
帰
国
後
、
北
京
大
学
教
授
。
陳

独
秀
、
魯
迅
ら
と
文
学
革
命
を
主
張
。
中
国
国
民
党
政
権
成
立
後
、
ブ
レ
ー
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ン
と
し
て
参
加
。
日
中
戦
争
中
、
駐
米
大
使
。
戦
後
、
北
京
大
学
校
長
、
ア

メ
リ
カ
亡
命
を
経
て
台
湾
で
中
央
研
究
院
院
長
。
リ
ベ
ラ
ル
で
実
証
的
な
学

風
を
築
く
。
前
掲
『
岩
波
世
界
人
名
大
辞
典
』
九
九
〇
頁
。

（
16
） 
陳
独
秀
「
敬
告
青
年
」
『
青
年
雑
誌
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
一
五
年
九

月
一
五
日
。

（
17
） 

〔
陳
〕
独
秀
「
随
感
録
（
七
八
）
学
生
界
応
該
排
斥
底
日
貨
」
『
新
青
年
』

第
七
巻
第
二
号
、
一
九
二
〇
年
一
月
一
日
。

（
18
） 

「
中
国
共
産
党
第
二
次
全
国
大
会
宣
言
」
（
一
九
二
二
年
七
月
）
中
央
檔
案

館
編
『
中
共
中
央
文
件
選
集
』
北
京
：
中
共
中
央
党
校
出
版
社
、
一
九
八
九

年
、
第
一
冊
九
九
―
一
一
七
頁
。

（
19
） 

蔣
介
石
（
一
八
八
七
―
一
九
七
五
年
）
浙
江
省
奉
化
の
人
。
一
九
〇
八
年
、

日
本
に
留
学
。
高
田
の
砲
兵
連
隊
で
勤
務
。
中
国
同
盟
会
に
加
入
。
辛
亥
革

命
に
際
し
て
帰
国
。
孫
文
の
下
で
革
命
活
動
に
従
事
。
一
九
二
三
年
、
訪
ソ
。

国
共
合
作
下
の
北
伐
に
際
し
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
に
就
任
。
一
九
二
七
年
、

ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
共
産
党
を
排
除
。
北
伐
後
、
国
民
政
府
主
席
、
軍
事

委
員
会
委
員
長
な
ど
を
務
め
る
。
中
華
民
国
の
指
導
者
と
し
て
日
中
戦
争
を

戦
う
。
戦
後
、
憲
政
を
実
施
し
、
中
華
民
国
大
総
統
に
選
出
さ
れ
る
も
、
共

産
党
と
の
内
戦
に
敗
れ
、
国
民
党
・
中
華
民
国
と
と
も
に
台
湾
に
渡
っ
た
。

前
掲
『
岩
波
世
界
人
名
大
辞
典
』
一
三
〇
〇
頁
。

（
20
） 

「
民
族
主
義　

第
一
講
」
（
一
九
二
四
年
一
月
二
十
七
日
）
広
東
省
社
会
科

学
院
歴
史
研
究
室
、
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
中
華
民
国
史
研
究
室
、

中
山
大
学
歴
史
系
孫
中
山
研
究
室
合
編
『
孫
中
山
全
集
』
第
九
巻
、
北
京
：

中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
一
八
四
―
一
九
六
頁
。

（
21
） 

「
民
権
主
義　

第
二
講
」
（
一
九
二
四
年
三
月
十
六
日
）
同
前
二
七
一
―
二

八
三
頁
。

（
22
） 

毛
沢
東
（
一
八
九
三
―
一
九
七
六
年
）
湖
南
省
湘
潭
の
人
。
湖
南
第
一
師

範
に
学
ぶ
。
北
京
大
学
図
書
館
助
理
と
し
て
勤
務
。
中
国
共
産
党
成
立
大
会

に
参
加
。
国
共
合
作
期
に
農
民
運
動
講
習
所
所
長
。
蔣
介
石
の
ク
ー
デ
タ
ー

後
、
江
西
省
に
根
拠
地
を
築
き
、
中
華
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
国
臨
時
政
府
主
席
。

長
征
を
経
て
陝
西
省
延
安
に
根
拠
地
を
築
き
、
共
産
党
の
最
高
指
導
者
と
な

る
。
戦
後
の
国
民
党
と
の
内
戦
を
制
し
、
中
華
人
民
共
和
国
を
樹
立
。
当
初

は
民
主
諸
党
派
も
含
む
新
民
主
主
義
を
掲
げ
た
が
、
後
に
急
速
な
社
会
主
義

化
へ
と
方
針
を
転
換
。
大
躍
進
政
策
や
文
化
大
革
命
を
展
開
し
た
。
前
掲
『
岩

波
世
界
人
名
大
辞
典
』
二
八
九
五
頁
。

（
23
） 

「
反
対
自
由
主
義
」
（
一
九
三
七
年
九
月
七
日
）
毛
沢
東
文
献
資
料
研
究
会

編
集
『
毛
沢
東
集
』
第
二
版
、
蒼
蒼
社
、
一
九
八
三
年
、
第
五
巻
二
五
七
―

二
六
〇
頁
。

（
24
） 

胡
適
「
個
人
自
由
与
社
会
進
歩
―
―
再
談
五
四
運
動
」
『
独
立
評
論
』
第

一
五
〇
号
、
一
九
三
五
年
五
月
十
二
日
。

（
25
） 

「
論
新
階
段
」（
一
九
三
八
年
一
〇
月
十
二
―
十
四
日
）
前
掲
『
毛
沢
東
集
』

第
二
版
、
第
六
巻
、
一
六
三
―
二
四
〇
頁
。

（
26
） 

「
中
国
民
主
政
団
同
盟
成
立
宣
言
」
（
一
九
四
一
年
十
月
十
日
）
野
村
浩
一
、

近
藤
邦
康
、
砂
山
幸
雄
責
任
編
集
『
新
編
原
典
中
国
近
代
思
想
史
六　

救
国

と
民
主
―
―
抗
日
戦
争
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
へ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一

年
、
一
五
三
―
一
五
六
頁
。

（
27
） 

「
中
華
民
族
整
個
共
同
的
責
任
」
（
一
九
四
二
年
八
月
二
十
七
日
）
秦
孝
儀

主
編
『
総
統
蔣
公
思
想
言
論
総
集
』
台
北
：
中
央
文
物
供
応
社
、
一
九
八
四

年
、
第
一
九
巻
、
二
一
六
―
二
一
八
頁
。

（
28
） 

「
完
成
民
族
主
義
維
護
国
際
和
平
」
（
一
九
四
五
年
八
月
二
十
四
日
）
同
前

第
二
一
巻
、
一
七
〇
―
一
七
五
頁
。

（
29
） 

「
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
（
一
九
五
四
年
九
月
二
十
日
第
一
届
全
国
人
民

代
表
大
会
第
一
次
会
議
通
過
）
」
『
人
民
日
報
』
一
九
五
四
年
九
月
二
十
一
日
。

（
30
） 

「
再
論
無
産
階
級
専
政
的
歴
史
経
験
」
『
人
民
日
報
』
一
九
五
六
年
十
二
月

二
十
九
日
。

（
31
）  
劉
春
「
当
前
我
国
国
内
民
族
問
題
和
階
級
闘
争
」『
紅
旗
』
総
第
一
四
六
期
、

一
九
六
四
年
六
月
三
十
日
。
劉
春
は
当
時
の
民
族
事
務
委
員
会
副
主
任
（
主
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任
は
オ
ラ
ー
ン
フ
ー
）
。

（
32
） 

北
京
大
学
準
備
委
員
会
理
論
情
報
部
「
大
陸
の
民
主
愛
国
運
動
と
文
革
一

〇
年
間
の
動
乱
」
（
一
九
八
九
年
五
月
三
日
）
加
々
美
光
行
編
、
村
田
雄
二

郎
監
訳
『
天
安
門
の
渦
潮
―
―
資
料
と
解
説
／
中
国
民
主
化
運
動
』
岩
波
書

店
、
一
九
九
〇
年
、
二
一
四
―
二
一
六
頁
。

（
33
） 

「
中
国
的
内
政
不
容
干
渉
―
―
評
西
方
七
国
首
脳
会
議
関
於
中
国
的
声
明
」

『
人
民
日
報
』
一
九
八
九
年
七
月
十
七
日
。

（
34
）  

「
民
主
中
国
陣
線
宣
言
」
（
一
九
八
九
年
九
月
二
十
四
日
）
前
掲
『
天
安

門
の
渦
潮
』
一
八
二
―
一
八
六
頁
。

（
35
） 

「
江
沢
民
総
書
記
致
信
李
鉄
映
何
東
昌
強
調　

進
行
中
国
近
代
史
現
代
史

及
国
情
教
育　

使
小
学
生
中
学
生
大
学
生
認
識
人
民
政
権
来
之
不
易　

提
高

民
族
自
尊
心
自
信
心
」
『
人
民
日
報
』
一
九
九
一
年
六
月
一
日
。

（
36
） 

「
中
共
中
央
関
於
印
発
「
愛
国
主
義
教
育
実
施
綱
要
」
的
通
知
」
（
一
九
九

四
年
八
月
二
十
三
日
）
『
中
華
人
民
共
和
国
国
務
院
公
報
』
総
第
七
六
九
号
、

一
九
九
四
年
九
月
二
十
日
。

（
37
） 

田
上
智
宜
「
多
文
化
主
義
」
若
林
正
丈
、
家
永
真
幸
編
『
台
湾
研
究
入
門
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

中
国
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
多
文
化
主
義
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こ
の
パ
ネ
ル
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
多
文
化
主
義
」
理
論
の
形

成
・
論
争
史
の
研
究
に
従
事
さ
れ
て
き
た
飯
田
文
雄
氏
、「
多
文
化
主
義
」

の
成
立
に
歴
史
的
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
寛
容
思
想
の
形
成
と
十
七
、
十
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
そ
の
変
容
、
発
展
の
思
想
史
を
専
門
と
さ
れ
る
下
川
潔
氏
、
中
国
近

現
代
史
を
専
攻
し
中
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
相
克
に
注
目
さ
れ
る
小
野
寺
史
郎
氏
の
報
告
を
受
け
た
。
コ
メ
ン

テ
ー
タ
ー
の
役
割
を
求
め
ら
れ
た
私
は
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
文
学
・
思
想

の
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
者
で
あ
り
、
日
本
の
学
会
が
日
本
の
大
学
で
、

日
本
語
を
使
用
言
語
と
し
て
開
催
し
た
こ
の
討
議
の
場
で
は
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
日
本
の
近
現
代
史
も
背
景
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
一
部
を

構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、

ア
メ
リ
カ
、
中
国
、
日
本
の
歴
史
的
経
験
が
暗
黙
の
う
ち
に
も
参
照
さ

れ
る
場
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
「
内
部
」
の

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
植
民
地
支
配
な
ど
の
か
た
ち
で
こ
れ
ら
の

国
の
支
配
を
受
け
て
き
た
地
域
の
人
々
も
ま
た
、
「
多
文
化
主
義
」
が

問
題
で
あ
る
以
上
こ
の
討
議
空
間
の
必
然
的
な
関
与
者
で
あ
る
。
一
言

で
言
え
ば
「
多
文
化
主
義
」
自
体
を
多
文
化
的
に
、
従
来
の
比
較
研
究

の
枠
組
み
を
問
い
直
し
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
が
、
社
会
思
想
の
現
段
階

に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
こ
の
パ
ネ
ル
の
コ
ン
セ

プ
ト
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

　

三
つ
の
報
告
に
論
及
す
る
前
に
、
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
多
文
化

〈
特
集
〉
多
文
化
共
生
の
条
件　

〈
論
文
〉

西
洋
の
内
と
外
の〈
モ
デ
ル
〉と
し
て
の�

�
「
多
文
化
主
義
」

鵜
飼 

哲
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主
義
」
は
依
然
と
し
て
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
的
モ
デ
ル
と
み
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
大
き
な
歴
史
的
節
目
と
し
て
十
六
世
紀
の

宗
教
戦
争
か
ら
ナ
ン
ト
勅
令
に
至
る
過
程
に
お
け
る
「
寛
容
」
思
想
の

形
成
、
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
通
じ
て
規
範
化
さ

れ
た
人
権
理
念
、
二
十
世
紀
後
半
の
脱
植
民
地
化
以
降
の
共
和
制
の
変

容
を
少
な
く
と
も
視
野
に
収
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
別
の
言
い
方
を
す

れ
ば
数
百
年
に
及
ぶ
激
動
を
経
て
な
お
、
「
多
文
化
主
義
」
を
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
と
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
隔
て
る
分
割
線
の
よ
う
に
表

象
す
る
十
八
世
紀
以
来
の
構
図
が
生
き
延
び
て
い
る
こ
と
に
は
奇
異
の

念
を
抱
か
さ
れ
る
。
一
九
八
〇
年
代
の
社
会
党
政
権
時
代
に
は
ア
メ
リ

カ
公
民
権
運
動
を
範
と
す
る
「
多
文
化
共
生
」
思
想
の
積
極
的
受
容
が

図
ら
れ
、
異
国
、
と
り
わ
け
非
西
洋
圏
に
出
自
を
持
つ
隣
人
た
ち
に
よ

り
開
か
れ
た
、
保
守
派
が
固
執
す
る
同
化
（assim

ilation

）
と
は
一
線

を
画
す
る
統
合
（intégration

）
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
模
索
さ
れ
た
。
し
か
し
、

共
和
主
義
教
育
に
よ
る
移
民
の
子
弟
の
個
人
単
位
で
の
多
数
派
社
会
へ

の
組
み
込
み
（insertion

）
と
い
う
第
三
共
和
制
以
来
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

多
様
な
障
害
に
ぶ
つ
か
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
ム
ス
リ
ム
や
ロ
マ

の
集
団
生
活
を
「
共
同
体
主
義
」
と
し
て
忌
避
す
る
傾
向
が
顕
著
に
な

り
、
極
右
勢
力
の
台
頭
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
的
分
断
が
拡

大
す
る
袋
小
路
に
陥
っ
て
い
る
。

　

最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、「
多
文
化
主
義
」
は
西
洋
〈
モ

デ
ル
〉
と
喧
伝
さ
れ
る
も
の
の
内
的
争
異
の
名
で
も
あ
り
、
欧
米
諸
国

間
で
も
安
易
に
そ
の
共
有
が
語
り
う
る
「
価
値
観
」
な
ど
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
実
際
に
観
察
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
〈
モ
デ
ル
〉
で
あ

る
多
文
化
主
義
と
そ
れ
に
対
す
る
「
国
民
国
家
」
、
「
国
民
社
会
」
の
否

定
的
「
抵
抗
」
の
諸
相
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
あ
ら
ゆ
る
差
異
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
近
年
の
動
向
の
あ
い
だ
に
は

多
く
の
共
通
点
が
指
摘
し
う
る
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
も
そ
の
例

外
で
は
な
い
。

一　

飯
田
報
告

　

飯
田
報
告
「
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
に
未
来
は
あ
る
の
か
―
―
脱

出
の
夢
の
果
て
に
」
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
代
表
的
な
「
多
文
化
主

義
」
理
論
で
あ
る
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
の
仕
事
を
取
り
上
げ
、
初
期

の
著
作
『
多
文
化
主
義
時
代
の
市
民
権
』
の
眼
目
を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的

平
等
の
機
軸
を
個
人
に
置
く
か
、
集
団
に
置
く
か
、
と
い
う
基
本
的
選

択
に
求
め
、
例
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
と
の
主
要
な
分
岐
を
そ
こ
に
見

出
す
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
主
流
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
公
民
権
運
動
以
来

黒
人
問
題
を
少
数
派
文
化
の
範
例
と
み
な
す
一
方
、
北
米
先
住
民
問
題

に
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
キ
ム
リ
ッ
カ
は
徴
候
的
な
事
実
と
し
て
指

摘
す
る
。
彼
に
と
っ
て
「
多
文
化
主
義
」
は
、「
文
化
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
」
の
価
値
を
「
分
配
的
正
義
に
お
け
る
平
等
性
の
適
切
な
指
標
・
貨

幣
」
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
人
は
み
ず
か
ら
の
生



75　●　〈論文〉 西洋の内と外の〈モデル〉としての「多文化主義」――鵜飼哲

を
「
内
部
か
ら
生
き
る
」
と
同
時
に
信
念
を
「
形
成
」
「
改
変
」
す
る

自
由
を
平
等
に
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
人
に
平
等
に
保
証

さ
れ
る
べ
き
は
し
た
が
っ
て
「
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
り
、
公

的
な
補
償
、
擁
護
、
支
援
の
対
象
と
な
る
の
は
文
化
集
団
で
あ
る
。
各

人
は
平
等
化
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
「
環
境
」
の
も
と
で
自
由
な
「
選
択
」

を
保
証
さ
れ
、
そ
の
結
果
に
責
任
を
負
う
。

　

初
期
の
キ
ム
リ
ッ
カ
理
論
に
対
し
て
チ
ャ
ド
ラ
ン
・
ク
カ
サ
ス
は
、

集
団
に
対
す
る
個
人
の
「
道
徳
的
優
位
性
」
の
承
認
を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
譲
り
え
な
い
前
提
と
み
な
し
、
少
数
派
文
化
の
擁
護
を
共
同
体
論
と

し
て
批
判
し
た
。
ク
カ
サ
ス
は
集
団
の
文
化
的
内
実
の
歴
史
的
可
変
性

を
重
視
し
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
集
団
の
地
位
は
、
個
人
が
加
入

と
脱
退
の
権
利
を
有
す
る
結
社
の
自
由
の
枠
内
で
許
容
さ
れ
る
に
す
ぎ

な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
「
選
択
」
に
起
因
し
な
い
不
平
等
を
被
っ
て

い
る
存
在
と
し
て
生
得
的
な
障
害
者
な
ど
他
の
事
例
も
あ
る
な
か
で
、

少
数
派
文
化
を
特
権
視
す
る
こ
と
は
平
等
と
い
う
基
準
か
ら
し
て
不
当

で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
少
数
派
文
化
は
往
々
に
し
て
反
リ
ベ
ラ
ル
的

で
あ
る
が
、キ
ム
リ
ッ
カ
は
公
的
支
援
を
受
け
た
集
団
内
の
個
人
の
「
選

択
」
を
通
し
て
文
化
の
リ
ベ
ラ
ル
化
を
展
望
す
る
。
そ
の
よ
う
な
シ
ナ

リ
オ
は
国
家
に
よ
る
少
数
派
文
化
へ
の
過
度
の
介
入
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
か
。
ク
カ
サ
ス
に
と
っ
て
問
題
の
鍵
は
む
し
ろ
、
文
化
か
ら
の

個
人
の
脱
出
の
権
利
を
い
か
に
保
証
す
る
か
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
貧
困
や
身
体
的
障
害
は

個
人
単
位
で
公
的
補
償
の
対
象
と
な
り
う
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先

住
民
で
あ
る
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
救
済
に
は
国
家
の
「
言
語
政
策
に
関
す
る

一
定
の
拒
否
権
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
そ
し
て
「
多
文
化

主
義
」
が
擁
護
す
る
文
化
的
権
利
は
、
多
数
派
か
ら
の
同
化
圧
力
に
対

す
る
対
外
的
な
抵
抗
権
で
あ
り
、
集
団
内
部
の
抑
圧
に
反
対
す
る
こ
と

と
リ
ベ
ラ
ル
な
基
準
に
照
ら
し
て
両
立
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
キ

ム
リ
ッ
カ
に
と
っ
て
ク
カ
サ
ス
の
脱
出
権
の
構
想
は
、
少
数
派
文
化
が

晒
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
圧
力
の
大
き
さ
を
考
え
れ
ば
楽
観
的
に
過
ぎ
る
。

　

飯
田
氏
に
よ
れ
ば
以
上
の
よ
う
な
論
争
以
降
、
ア
メ
リ
カ
で
の
議
論

は
お
お
む
ね
キ
ム
リ
ッ
カ
の
立
場
を
支
持
す
る
傾
向
が
優
勢
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
ク
カ
サ
ス
に
よ
る
脱
出
権
の
提
起
は
、
後
年
の
脱
出
論
と
の

関
連
で
そ
の
特
質
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ク
カ
サ
ス
の
立
場

は
一
切
の
集
団
的
・
文
化
的
規
定
性
か
ら
の
個
人
の
解
放
を
志
向
す
る

限
り
で
、
異
な
る
文
化
の
共
存
を
目
指
す
「
多
文
化
主
義
」
の
な
か
に

場
を
持
ち
得
な
い
。
ま
た
国
家
権
力
の
関
与
を
原
理
的
に
排
除
す
る
点

で
現
実
性
に
乏
し
い
。
後
期
の
脱
出
論
は
こ
れ
ら
の
難
点
を
考
慮
し
て
、

「
脱
出
権
の
行
使
に
伴
う
現
実
的
な
コ
ス
ト
」
を
考
察
の
対
象
と
す
る

こ
と
に
な
る
。

　

「
多
文
化
主
義
」
を
め
ぐ
る
後
期
論
争
は
、
文
化
的
平
等
の
要
請
を

承
認
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
諸
問
題
、
と
り
わ
け
少
数
派

文
化
内
の
女
性
、
子
供
等
の
抑
圧
に
主
要
な
関
心
を
寄
せ
た
。
と
り
わ

け
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
「
多
文
化
主
義
」
の
関
係
が
鋭
く
問
わ
れ
、
フ
ラ
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ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
系
移
民
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
一
夫
多
妻
制
、
ム
ス

リ
ム
家
庭
の
女
子
の
学
校
に
お
け
る
ス
カ
ー
フ
の
着
用
、
さ
ら
に
は
女

子
割
礼
な
ど
の
女
性
の
身
体
の
毀
損
が
争
点
と
な
っ
た
。
こ
の
難
問
は

フ
ラ
ン
ス
で
も
「
多
文
化
主
義
」
懐
疑
論
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

ス
ー
ザ
ン
・
オ
キ
ン
は
「
多
文
化
主
義
」
が
文
化
を
一
枚
岩
的
に
表
象

し
、
私
的
領
域
に
お
け
る
女
性
の
抑
圧
、
性
的
関
係
の
葛
藤
を
軽
視
す

る
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
実
際
に
は
「
私
的
で
性
的
で
あ
り
、
再

生
産
に
関
わ
る
領
域
」
こ
そ
が
文
化
の
固
有
性
の
核
心
で
あ
る
。
キ
ム

リ
ッ
カ
は
少
数
派
文
化
に
対
し
、
集
団
の
成
員
の
個
人
的
な
「
選
択
」

の
自
由
の
承
認
を
要
求
す
る
点
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
前
提
に
立
つ
が
、

そ
の
よ
う
な
要
求
は
形
式
的
に
す
ぎ
ず
、
事
実
上
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

用
意
の
あ
る
伝
統
文
化
は
ま
れ
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
「
多
文
化
主
義
」

に
お
い
て
、
女
性
の
権
利
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
は
教
育
や
選
挙
権
な

ど
公
的
領
域
に
限
ら
れ
、
私
的
領
域
に
視
野
が
及
ん
で
い
な
い
。

　

オ
キ
ン
の
議
論
に
対
す
る
反
批
判
は
、
彼
女
の
伝
統
文
化
理
解
が
抑

圧
的
側
面
を
一
面
的
に
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
等
、
フ
ラ

ン
ス
語
圏
の
論
争
の
流
れ
と
も
大
体
に
お
い
て
一
致
す
る
。
た
だ
し
、

ア
メ
リ
カ
の
「
多
文
化
主
義
」
論
争
の
特
徴
は
こ
の
局
面
で
、
司
法
判

断
な
ど
を
通
し
て
「
文
脈
依
存
的
で
個
別
的
な
宗
教
と
女
性
保
護
両
原

則
の
調
整
（accom

m
odation

）
」
を
図
る
可
能
性
、
さ
ら
に
は
必
要
性

が
積
極
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
キ
ム
リ
ッ
カ

自
身
は
伝
統
文
化
の
権
利
と
女
性
の
権
利
の
「
本
質
的
両
立
可
能
性
」

を
強
調
し
て
お
り
「
調
整
」
の
必
要
を
か
な
ら
ず
し
も
重
視
し
て
い
な

い
。
問
題
は
現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
「
多
文
化
主
義
」
が
共
有
す
る

と
キ
ム
リ
ッ
カ
が
考
え
る
文
化
の
社
会
構
成
的
概
念
か
ら
、
「
本
質
的

両
立
可
能
性
」
が
原
理
的
に
導
き
出
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る

だ
ろ
う
。
飯
田
氏
は
そ
の
後
の
論
争
状
況
を
総
括
し
つ
つ
、
個
人
の
「
複

数
集
団
へ
の
帰
属
の
競
合
と
そ
の
対
立
抑
制
」
に
お
け
る
「
調
停
者
と

し
て
の
国
家
」
の
役
割
の
検
討
が
前
景
化
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、

「
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
、
よ
り
広
い
社
会
的
あ
る
い
は
政

治
的
な
構
造
と
は
独
立
に
決
定
で
き
る
」
と
想
定
す
る
「
独
立
性
仮
説
」

の
終
焉
（
ダ
ニ
エ
ル
・
ワ
イ
ン
ス
ト
ッ
ク
）
と
い
う
判
断
を
支
持
し
て
い
る
。

　

最
後
に
飯
田
氏
は
ク
カ
サ
ス
に
よ
る
脱
出
権
の
提
起
が
、
「
多
文
化

主
義
」
を
め
ぐ
る
後
期
の
議
論
に
、
国
境
管
理
論
と
い
う
形
を
取
っ
て

受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
最
初
に
見
た
よ
う
に
キ
ム

リ
ッ
カ
は
黒
人
問
題
中
心
の
従
来
の
リ
ベ
ラ
ル
学
説
の
主
要
な
傾
向
と

袂
を
分
か
ち
、
ア
メ
リ
カ
史
上
も
っ
と
も
古
い
少
数
派
文
化
集
団
で
あ

る
北
米
先
住
民
に
注
目
し
た
が
、
反
対
に
彼
の
理
論
は
集
住
原
則
が
欠

如
し
て
い
る
黒
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
適
切
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
苦

慮
し
て
き
た
。
同
じ
理
由
か
ら
、
難
民
や
不
法
移
民
な
ど
、
移
動
す
る

人
々
の
文
化
的
諸
権
利
の
検
討
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
ジ
ョ
セ
フ
・
カ
レ
ン
ス
は
、
首
尾
一
貫
し
た
「
多
文
化

主
義
」
を
主
張
す
る
た
め
に
は
「
国
境
を
支
え
る
市
民
権
原
理
」
を
再

考
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
論
点
は
法
律
学
上
の
国
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籍
論
お
よ
び
出
入
国
管
理
論
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
国
別
に
異
な
る

歴
史
的
経
緯
の
批
判
的
再
検
討
を
通
し
て
、
社
会
の
将
来
的
ビ
ジ
ョ
ン

を
構
築
す
る
作
業
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
の
点
で
日
本
は
植
民
地
帝
国

と
し
て
の
経
験
を
持
つ
国
の
な
か
で
は
唯
一
、
「
出
生
権
的
な
市
民
権

原
理
」
に
お
い
て
い
ま
な
お
血
統
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
難
民
認
定

の
壁
も
き
わ
め
て
高
く
、
す
で
に
多
く
の
生
命
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
入
国
管
理
体
制
の
さ
ら
な
る
厳
格
化
に
固
執
し

て
い
る
。
日
本
で
「
多
文
化
主
義
」
が
発
展
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
根
本

的
な
理
由
が
、
こ
の
よ
う
な
国
家
意
志
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
ろ
う
。
飯
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
欧
米
諸
国
に
お
い
て
も
出
生

地
主
義
の
市
民
権
を
長
く
採
用
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ

ン
ス
な
ど
で
、
近
年
国
籍
制
度
に
血
統
主
義
的
要
素
の
部
分
的
導
入
が

図
ら
れ
て
い
る
。
他
方
血
統
主
義
的
市
民
権
を
採
用
す
る
国
の
代
表
格

だ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
移
民
社
会
の
定
着
と
と
も
に
よ
う
や
く
出
生
地

主
義
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　

カ
レ
ン
ス
は
「
国
家
の
領
域
的
範
囲
内
に
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

間
が
社
会
の
メ
ン
バ
ー
」
に
な
り
、
「
こ
う
し
た
社
会
的
な
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
か
ら
、
政
治
的
共
同
体
に
関
す
る
道
徳
的
要
求
が
発
生
」
す
る

と
い
う
基
本
認
識
の
も
と
、
非
合
法
滞
在
者
に
も
一
定
期
間
（
五
年
か

ら
七
年
）
以
上
の
滞
在
を
条
件
に
一
定
の
市
民
的
諸
権
利
が
付
与
さ
れ

る
制
度
を
構
想
す
る
。
そ
こ
に
は
公
職
へ
の
登
用
、
福
祉
の
再
配
分
等
、

単
な
る
居
住
権
を
超
え
る
権
利
が
含
ま
れ
る
。
と
り
わ
け
非
合
法
入
国

者
の
子
供
た
ち
の
教
育
権
は
最
低
限
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
論
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
、

さ
ら
に
は
E 

U
諸
国
で
、
ア
フ
リ
カ
や
中
東
か
ら
の
難
民
や
非
合
法
移

住
者
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
闘
わ
さ
れ
て
き
た
議
論
と
ほ
ぼ

同
型
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
飯
田
氏
の
指
摘
す
る
こ
の
議
論
の
二
つ

の
特
徴
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
多
文
化
主
義
」
論
争
に
固
有
の
性

格
も
同
時
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
カ
レ
ン
ス
が
か

つ
て
は
国
境
解
放
論
者
で
あ
り
、
国
境
解
放
に
よ
っ
て
実
現
が
目
指
さ

れ
た
万
人
の
国
際
的
移
動
の
自
由
の
果
実
を
、
国
境
の
内
側
で
実
質
的

に
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
彼
の
理
論
構
築
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
少
数
派
文
化
の
擁
護
へ
の
公
共
政
策

の
資
源
の
投
入
が
、
以
上
の
よ
う
な
論
争
と
並
行
し
て
あ
る
程
度
進
ん

だ
社
会
状
況
の
変
化
と
と
も
に
、
「
多
文
化
主
義
と
国
境
管
理
論
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
日
一
定
の
合
理
性
を
備
え
た
政
治
理
論
に
お
け
る

共
通
課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
確
認
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、

従
来
保
守
的
な
論
調
で
知
ら
れ
た
ミ
ラ
ー
の
よ
う
な
研
究
者
が
、
移
民

に
対
す
る
姿
勢
を
排
斥
か
ら
包
摂
に
百
八
十
度
転
換
さ
せ
た
事
例
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

日
本
の
状
況
を
顧
み
れ
ば
、
国
内
の
少
数
民
族
に
集
住
原
則
が
欠
如

し
て
い
る
古
典
的
事
例
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
在
日
朝
鮮
人
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
あ
る
。
歴
史
的
現
実
の
な
か
で
は
移
住
の
原
因
を
「
自
由
意

志
」
と
「
強
制
」
の
あ
い
だ
で
峻
別
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
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る
こ
と
、
日
本
の
よ
う
に
血
統
主
義
の
国
籍
法
を
採
用
し
て
い
る
国
で

は
帰
化
の
持
つ
意
味
も
異
な
り
、
二
世
以
下
の
諸
世
代
に
膨
大
な
社
会

的
、
文
化
的
コ
ス
ト
を
負
わ
せ
続
け
、
深
刻
な
人
権
侵
害
を
引
き
起
こ

す
こ
と
も
、
在
日
朝
鮮
人
の
事
例
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

生
地
主
義
と
血
統
主
義
が
い
ず
れ
も
出
生
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を

問
題
視
し
、
新
し
い
市
民
権
を
「
歴
史
」
や
「
労
働
」
な
ど
非
自
然
的

根
拠
の
上
に
構
想
す
る
こ
と
も
、
一
九
九
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

主
と
し
て
哲
学
者
の
あ
い
だ
で
提
案
さ
れ
て
い
た
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ

で
こ
の
よ
う
な
提
案
が
持
つ
意
味
を
問
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
キ
ム
リ
ッ
カ
が
『
多
文
化
時
代
の
市
民
権
』
の
八
章
で
検

討
し
て
い
る
よ
う
な
、
多
文
化
社
会
で
多
数
派
、
少
数
派
双
方
か
ら
信

頼
さ
れ
る
「
第
三
者
」
的
「
権
威
」
を
ど
こ
に
求
め
る
か
は
重
要
な
問

い
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
預
言
者
の
風
刺
画
問

題
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
司
法
審
査
（judicial review
）
が
公
正
に
機

能
し
な
い
場
合
、
シ
ャ
ル
リ
・
エ
ブ
ド
事
件
の
よ
う
な
悲
劇
を
回
避
す

こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
お
け
る
「
調
整
」
的

発
想
の
希
薄
さ
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
多
文
化
主
義
」
へ
の
「
抵

抗
」
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二　

下
川
報
告

　

下
川
報
告
「
寛
容
の
義
務
か
ら
、
良
心
の
自
由
の
平
等
な
保
障
へ

―
―
ロ
ッ
ク
を
超
え
て
ア
メ
リ
カ
へ
」
で
は
ま
ず
、
英
語
のtoleration

が
日
本
語
で
「
寛
容
」
と
翻
訳
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
す

る
。
こ
の
言
葉
の
も
と
と
な
っ
た
ラ
テ
ン
語
の
動
詞tolero

は
「
耐
え

る
」
「
忍
ぶ
」
「
持
ち
こ
た
え
る
」
等
の
語
義
を
持
つ
。
心
の
広
さ
を
含

意
す
る
「
寛
」
を
用
い
る
こ
と
は
こ
の
点
で
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ

り
、
「
忍
容
」
の
ほ
う
が
よ
り
正
確
な
訳
語
で
あ
る
。
『
寛
容
書
簡
』
に

結
実
し
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
思
想
が
そ
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
一
七

世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
、toleration

は
カ
ト
リ
ッ
ク

な
ど
宗
教
的
少
数
派
に
対
す
る
多
数
派
（
国
教
会
）
側
の
忌
避
感
情
を

前
提
と
し
た
規
制
規
範
だ
っ
た
。
そ
れ
は
宗
教
的
理
由
で
刑
罰
を
下
さ

な
い
義
務
を
公
権
力
に
課
す
こ
と
、
宗
教
的
少
数
派
に
対
す
る
国
家
に

よ
る
迫
害
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

　

ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
に
お
け
る
こ
の
要
請
は
、
魂
の
救
済
は
強
制
に

よ
っ
て
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
い
う
自
由
主
義
的
な
宗
教
思
想
に
支
え

ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
ロ
ッ
ク
が
「
寛
容
」
を
自
然
権
に
よ
っ
て
正
当

化
し
て
い
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
「
寛
容
」
は
「
良
心
」
の
消
極

的
自
由
の
保
証
で
あ
る
限
り
外
的
な
保
護
に
と
ど
ま
り
、
「
良
心
」
の

積
極
的
自
由
を
承
認
し
、
自
律
的
人
格
に
道
徳
的
判
断
能
力
を
認
め
る

今
日
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
根
本
原
則
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う

な
「
寛
容
」
概
念
の
限
界
は
第
一
に
人
格
尊
重
の
弱
さ
に
あ
り
、
と
も

す
れ
ば
「
寛
容
」
が
非
「
寛
容
」
の
「
偽
装
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事

態
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
平
等
理
念
の
希
薄
さ
に
由
来
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す
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
然
ら
し
め
る
と

こ
ろ
と
も
言
い
う
る
が
、
あ
く
ま
で
国
教
会
の
信
徒
の
立
場
で
論
を
立

て
る
ロ
ッ
ク
の
考
察
で
は
、
多
数
派
と
少
数
派
の
関
係
は
固
定
さ
れ
て

い
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
限
界
が
明
ら
か
な
「
寛
容
」
概
念
に
も
、

現
代
的
な
意
義
は
十
分
認
め
ら
れ
る
。
下
川
氏
は
「
売
春
」
や
「
同
性

愛
」
の
例
を
挙
げ
て
、
社
会
的
偏
見
を
正
し
、
行
為
の
「
非
犯
罪
化
」

を
導
く
「
寛
容
」
の
役
割
を
評
価
す
る
。
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
宗
教

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
圧
倒
的
な
重
さ
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
「
寛
容
」

の
目
的
は
宗
教
と
政
治
の
分
離
で
あ
り
、
少
数
派
の
信
仰
を
刑
事
罰
の

対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
平
和
を
も
た
ら
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
。
現
在
で
は
信
仰
以
外
の
社
会
的
実
践
の
領
域
で
も
同

じ
論
理
に
則
っ
て
社
会
的
葛
藤
を
和
ら
げ
、
不
当
な
圧
迫
の
禁
止
を
規

範
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
の
限
界
は
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
期
の
ア
メ
リ

カ
で
克
服
さ
れ
て
い
く
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
牧
師
、
神
学
者
と
し
て
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
た
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
後
に
ロ
ー
ド
ア
イ

ラ
ン
ド
と
な
る
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
植
民
地
を
創
設
し
、
信
仰
の
自
由
、

政
教
分
離
、
先
住
民
と
の
親
交
の
促
進
な
ど
、
多
面
的
な
活
動
を
展
開

し
て
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
下
川
氏
は
ま
ず
マ
ー
サ
・
ニ
ュ
ス
バ
ウ

ム
の
整
理
を
参
照
し
つ
つ
、ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
と
っ
て
「
良
心
」
は
「
聖

な
る
光
」
で
あ
り
、
対
立
す
る
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
の
信
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
、

イ
ス
ラ
ー
ム
な
ど
の
異
教
徒
、
北
米
先
住
民
に
も
平
等
に
見
出
さ
れ
る

と
考
え
た
。
ま
た
「
良
心
」
は
脆
弱
で
可
傷
的
な
「
生
き
も
の
」
で
あ

り
、
呼
吸
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
監
禁
や
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
「
良
心
」
概
念
は
こ
う
し
て
積
極
的
自

由
を
本
質
的
規
定
と
し
て
持
つ
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
で
道
徳
的
選
択

能
力
と
い
う
ス
ト
ア
主
義
的
な
観
念
と
、
ロ
ッ
ク
的
な
「
良
心
」
の
消

極
的
規
定
を
同
時
に
超
え
て
い
っ
た
。

　

下
川
氏
は
以
上
の
ニ
ュ
ス
バ
ウ
ム
の
解
釈
を
基
本
的
に
承
認
し
つ
つ

も
、
そ
の
解
釈
の
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
親
和
的
な
、
過
度
に
世
俗
的

な
側
面
に
対
し
て
は
一
定
の
留
保
を
示
す
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
「
良

心
」
観
は
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

「
神
と
人
間
の
中
間
項
」
と
い
う
規
定
に
忠
実
で
あ
り
、
「
良
心
」
の
道

徳
的
能
力
は
神
の
権
威
に
由
来
す
る
と
考
え
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
著

書
『
良
心
ゆ
え
の
迫
害
と
い
う
血
ま
み
れ
の
教
義
』
に
お
い
て
パ
ウ
ロ

へ
の
参
照
は
決
定
的
で
あ
り
、「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
の
有
名
な
「
心

に
記
さ
れ
た
法
」
が
「
良
心
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
下
川
氏
に
よ

れ
ば
、
異
邦
人
伝
道
に
身
を
挺
し
た
パ
ウ
ロ
の
神
学
と
、
異
教
徒
や
先

住
民
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
平
等
に
遇
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
「
良
心
」

論
の
あ
い
だ
に
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
照
応
関
係
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
異
な
る
宗
派
間
の
平
等
な
取
り
扱
い
は
い
か
に
正
当
化
さ

れ
担
保
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
下
川
氏
は
ロ
ッ
ク
に
お
い
て

す
で
に
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
含
め
た
平
等
な
処
遇
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
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こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
根
拠
が
彼
に
あ
っ
て
は
「
す
べ
て
の

人
を
一
つ
の
共
通
の
尺
度
で
扱
う
べ
し
と
い
う
正
義
の
形
式
的
原
理
」

に
と
ど
ま
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
お
け
る
よ
う
に
「
良
心
の
自
由
」
の

普
遍
的
承
認
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
は
「
良
心
の
自
由
」
を
保
護
す
る
た
め
に
は
地
域
の
支
配
的

な
法
や
慣
習
に
例
外
が
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
に

問
題
解
決
の
手
法
と
し
て
「
調
整
措
置
（accom

m
odation

）
」
が
導
入

さ
れ
る
。
こ
う
し
て
例
え
ば
特
定
の
宗
派
の
成
員
に
土
曜
日
を
安
息
日

と
し
て
認
め
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
。
「
調
整
措
置
」
は
や
が
て
宗
教

以
外
の
社
会
領
域
に
も
援
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
飯
田
報
告
で
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
と
少
数
派
文
化
の
軋
轢
を
解
決
す
る
手
法
と
し
て
言
及
さ
れ

て
い
た
「
文
脈
依
存
的
」
な
「
調
整
」
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
系

譜
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
諸
国
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
に
根
ざ
し
た
手
法
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
意
義
が
深
く
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ

な
い
。
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
「
調
整
」
に
よ
る
宗
教
的
軋
轢
の
緩
和
よ
り
世

俗
主
義
原
則
の
普
遍
的
適
用
が
つ
ね
に
優
先
さ
れ
、
「
調
整
措
置
」
の

必
要
性
は
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

一
世
紀
後
の
合
衆
国
建
国
期
に
後
に
第
四
代
大
統
領
と
な
る
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
思
想
を
継
承
・
発
展
さ
せ
、
各

人
は
「
良
心
の
自
由
」
を
自
然
権
と
し
て
持
つ
と
い
う
前
提
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
徒
を
優
遇
す
る
宗
教
課
税
に
反
対
し
、
宗
教
間
に
序
列
を
導
入

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
国
教
会
の
設
立
を
禁
止
し
た
。
こ
こ
に
合
衆
国

憲
法
修
正
第
一
条
に
お
け
る
政
教
分
離
原
則
確
立
へ
の
道
が
開
か
れ
る
。

下
川
氏
は
日
本
国
憲
法
二
〇
条
の
政
教
分
離
の
も
と
と
な
っ
た
G 

H 

Q

に
よ
る
神
道
指
令
は
、
こ
の
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起

し
て
い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と
継
承
さ
れ
た
、
以
上
の
よ
う
な
思
想

史
的
、
政
治
史
的
展
開
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
寛
容
論
の
歴
史

は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
こ
の
課
題
に

接
近
す
る
た
め
の
補
助
線
を
一
本
引
く
に
と
ど
め
た
い
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
の
『
寛
容
論
』
（
一
七
六
三
）
は
周
知
の
よ
う
に
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
町

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ジ
ャ
ン
・
カ
ラ
ス
が
息
子
殺
害

の
罪
に
問
わ
れ
て
死
刑
に
処
さ
れ
た
事
件
を
告
発
し
、
冤
罪
を
明
ら
か

に
し
て
故
人
の
名
誉
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
に
書
か
れ
た
。
イ
ギ
リ

ス
滞
在
を
契
機
に
成
立
し
ロ
ッ
ク
論
も
含
ま
れ
る
『
哲
学
書
簡
』
（
一

七
六
四
）
と
思
想
的
繋
が
り
が
深
い
こ
の
書
物
は
、
同
時
代
の
チ
ェ
ー

ザ
レ
・
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
の
『
犯
罪
と
刑
罰
』
（
一
七
六
六
）
の
よ
う
な
死

刑
制
度
自
体
の
批
判
で
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
死
刑
廃
止
に
至
る

政
治
思
想
史
上
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
殺
人
に
対
す
る
嫌
悪

を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
司
法
に
よ
る
殺
人
者
の
殺
人
を
否
定
す
る
死

刑
廃
止
論
は
、
忌
避
感
情
を
前
提
と
し
た
国
家
に
対
す
る
規
制
規
範
で

あ
る
点
で
、
下
川
氏
が
明
ら
か
に
し
た
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
の
特
徴
に
通

じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
『
統
治
論
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二
編
』
に
は
次
の
よ
う
な
政
治
権
力
の
定
義
が
見
ら
れ
る
。

政
治
権
力
と
は
、
固
有
権
の
調
整
と
維
持
の
た
め
に
、
死
刑
、
従
っ

て
当
然
そ
れ
以
下
の
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
を
伴
う
法
を
作
る
権
利
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
法
を
執
行
し
、
外
国
の
侵
略
か
ら
政
治
的
共
同

体
を
防
衛
す
る
た
め
に
共
同
体
の
力
を
行
使
す
る
権
利
で
あ
る
。  

 

（
ロ
ッ
ク
『
統
治
論
二
編
』
）

　

訳
者
の
加
藤
節
氏
は
「
ロ
ッ
ク
が
、
政
治
の
本
質
を
生
命
価
値
の
与

奪
に
関
わ
る
生
殺
的
（vital

）
な
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
」
と
注
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
下
川
氏
が
指
摘
し
た
彼
の
「
寛

容
」
思
想
の
限
界
と
関
連
づ
け
る
べ
き
論
点
な
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、「
寛

容
」
論
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
継
承
・
発
展
は
、
死
刑
制
度
を
め
ぐ
る

論
争
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ま

だ
か
な
り
の
州
が
死
刑
を
存
置
し
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
な
か
で
は
死
刑
廃
止
が
遅
れ
た
国
に
属
す
る
。
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
死
刑
の
共
存
の
歴
史
は
長
い
。
日
本
と
中
国
が
死
刑
制

度
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
一
言
で
言
え
ば

こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
「
寛
容
」
の
義
務
は
死
刑
の
廃
止
を
導
き

う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
近
年
、
移
民
の
排
斥
や
レ
イ
シ
ズ
ム
の
再
燃
に
直
面

し
て
、「
寛
容
」
に
代
え
て
「
歓
待
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
訴
え
る
ケ
ー

ス
が
増
え
て
い
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
、
ア

メ
リ
カ
で
「
多
文
化
主
義
」
論
争
が
闘
わ
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
時
期

に
、
「
歓
待
」
（hospitalité

）
を
テ
ー
マ
と
し
た
セ
ミ
ネ
ー
ル
を
行
っ
て

い
た
。
こ
こ
で
そ
の
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
二

つ
の
モ
チ
ー
フ
の
基
本
的
な
特
徴
、
相
互
関
係
に
だ
け
一
言
触
れ
て
お

き
た
い
。

　

「
寛
容
」
が
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
宗
教
改
革
を
契
機
と
し
て
形

成
さ
れ
た
地
理
的
・
歴
史
的
・
文
化
的
に
限
定
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
の

に
対
し
、
「
歓
待
」
は
地
理
的
・
歴
史
的
に
遍
在
す
る
、
ど
ん
な
文
化

に
も
固
有
の
か
た
ち
で
内
在
す
る
エ
ー
ト
ス
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

の
『
寛
容
論
』
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
よ
り
も
「
寛
容
」
な
制
度
・
習

俗
が
、
異
教
徒
（
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
、
中
国
等
）
の
も
と

に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
箇
所
で
他
文
化

の
「
寛
容
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
事
象
は
「
歓
待
」
の
制
度
・
習
俗

の
一
部
と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、

ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
で
も
、
「
寛
容
」
思
想
の
形
成
・

発
展
に
は
他
文
化
の
「
歓
待
」
の
習
俗
の
発
見
が
重
要
な
契
機
と
な
っ

て
い
た
。
後
年
西
洋
的
〈
モ
デ
ル
〉
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
が
そ
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
定
義
上
非
リ
ベ
ラ
ル
な
他
文
化
に

お
け
る
「
多
文
化
共
存
」
の
実
例
に
注
目
し
つ
つ
、
自
文
化
の
偏
狭
さ

に
批
判
的
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
事
実
は
繰
り
返
し
想
起
す
る
に
あ
た
い

す
る
。
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三　

小
野
寺
報
告

　

飯
田
氏
が
政
治
学
、
下
川
氏
が
哲
学
を
基
盤
と
し
て
「
多
文
化
主
義
」

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
に
対
し
、
小
野
寺
氏
は
歴
史
学
か
ら
こ
の
問
題

へ
の
接
近
を
図
る
。
前
の
二
つ
の
報
告
が
西
洋
、
と
り
わ
け
英
語
圏
の

事
例
を
扱
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
中
国
の
近
代
史
が
検
討
の
対
象

と
な
る
。
「
近
代
中
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」

と
い
う
報
告
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
、
分
析
の
機
軸
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
関
係
で
あ
る
。

　

清
末
民
初
の
代
表
的
な
啓
蒙
思
想
家
で
あ
る
梁
啓
超
に
と
っ
て
、「
自

由
」
の
主
体
は
個
人
で
は
な
く
団
体
だ
っ
た
。
国
家
が
自
由
で
な
い
こ

と
こ
そ
中
国
に
と
っ
て
克
服
す
べ
き
最
大
の
困
難
で
あ
り
、
知
識
人
の

目
に
は
当
時
の
中
国
民
衆
の
姿
は
無
規
律
、
放
縦
と
い
う
意
味
で
「
自

由
」と
映
っ
て
い
た
。
ま
た
漢
人
知
識
人
に
と
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ

ト
な
ど
は
ロ
シ
ア
や
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
介
入
の
脅
威
と
し
て
関
心
を
引

い
た
だ
け
で
、
孫
文
の
中
華
民
国
建
国
理
念
に
謳
わ
れ
た
「
五
族
共
和
」

は
漢
族
に
よ
る
少
数
民
族
の
同
化
、
す
な
わ
ち
「
文
明
化
」
を
自
明
の

前
提
と
し
て
い
た
。

　

辛
亥
革
命
後
、
陳
独
秀
、
胡
適
、
魯
迅
な
ど
を
主
要
な
牽
引
者
と
す

る
新
文
化
運
動
は
伝
統
文
化
を
激
し
く
批
判
し
、
個
人
の
自
由
を
強
く

主
張
し
た
。
他
方
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
と
日
本
の
二
十
一
カ
条
要
求

に
反
対
す
る
学
生
の
運
動
に
端
を
発
す
る
五
四
運
動
（
一
九
一
九
）
は
、

中
国
史
上
初
め
て
の
近
代
的
な
大
衆
運
動
で
あ
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

発
現
の
機
会
と
な
っ
た
。
陳
独
秀
は
学
生
た
ち
に
よ
る
日
本
製
品
ボ
イ

コ
ッ
ト
を
批
判
し
た
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
こ
の

最
初
の
相
克
は
、
ロ
シ
ア
革
命
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
ボ
ル
シ
ェ

ヴ
ィ
ズ
ム
の
影
響
拡
大
、
一
九
二
一
年
の
中
国
共
産
党
結
成
と
い
う
動

き
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
。
国
際
主
義
の
も
と
、
革
命
後
の
中
国
は
ソ
連

型
の
連
邦
体
制
を
取
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。
一
方
国
民
党
政
権

下
で
は
短
期
間
な
が
ら
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
共
存

を
図
る
試
み
も
見
ら
れ
た
。

　

中
国
の
主
要
な
政
治
勢
力
は
両
大
戦
間
期
に
思
想
的
、
制
度
的
確
立

に
向
か
っ
た
た
め
、
当
時
世
界
で
台
頭
し
て
い
た
社
会
主
義
や
フ
ァ
シ

ズ
ム
の
影
響
を
強
く
受
け
た
こ
と
は
あ
る
意
味
歴
史
的
必
然
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
日
本
の
侵
略
の
激
化
は
中
国
社
会
の
自
律
的

な
政
治
的
発
展
を
許
さ
な
か
っ
た
。
満
洲
事
変
か
ら
日
中
戦
争
と
い
う

激
動
の
な
か
で
、
第
二
次
国
共
合
作
に
よ
る
民
族
統
一
の
祖
国
防
衛
戦

争
が
戦
わ
れ
、
日
本
の
敗
北
後
に
再
開
さ
れ
た
内
戦
で
共
産
党
が
勝
利

す
る
。

　

一
九
四
九
年
に
成
立
し
た
中
華
人
民
共
和
国
は
た
だ
ち
に
新
疆
、
チ

ベ
ッ
ト
に
進
駐
し
、
中
国
史
上
初
め
て
、
内
モ
ン
ゴ
ル
を
含
め
た
実
効
支

配
を
確
立
し
た
。
連
邦
を
構
成
す
る
共
和
国
が
自
決
権
を
持
つ
ソ
連
型

で
は
な
く
、
分
離
独
立
権
の
な
い
民
族
区
域
自
治
制
度
が
採
用
さ
れ
た
。
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一
九
五
〇
年
代
は
共
産
党
と
国
内
の
リ
ベ
ラ
ル
勢
力
の
関
係
の
調
整
が

模
索
さ
れ
た
が
、
毛
沢
東
に
よ
る
「
百
花
斉
放
、
百
家
争
鳴
」
の
提
唱

が
た
ち
ま
ち
「
反
右
派
闘
争
」
に
反
転
す
る
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
全
面

否
定
さ
れ
る
。
農
業
集
団
化
に
よ
る
無
謀
な
社
会
主
義
的
原
蓄
路
線
は

「
大
躍
進
」と
呼
ば
れ
た
が
、
多
く
の
餓
死
者
を
出
す
な
ど
悲
惨
な
結
果

を
残
し
て
破
綻
し
た
。
や
が
て
中
ソ
対
立
の
深
刻
化
、
中
印
国
境
紛
争

を
経
て
、
中
国
は
国
際
的
に
孤
立
し
核
保
有
に
向
か
う
。
そ
し
て
一
九

六
〇
年
代
後
半
に
は
、
共
産
党
内
の
路
線
闘
争
か
ら
文
化
大
革
命
の
発

動
に
至
る
。
文
革
の
歴
史
的
評
価
に
は
多
様
な
分
析
の
角
度
が
あ
り
う

る
が
、
膨
大
な
犠
牲
者
と
生
産
体
制
の
破
壊
を
も
た
ら
し
た
点
、
個
人
の

リ
ベ
ラ
ル
な
権
利
要
求
が
圧
殺
さ
れ
た
点
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

一
九
七
〇
年
代
前
半
は
ア
メ
リ
カ
大
統
領
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン

の
訪
中
、
日
中
国
交
樹
立
（
一
九
七
二
）
か
ら
周
恩
来
、
毛
沢
東
の
死

去
（
一
九
七
六
）
を
経
て
、
中
国
は
鄧
小
平
体
制
の
も
と
、
改
革
開
放

路
線
に
大
転
換
す
る
。
し
か
し
、
ソ
連
・
東
欧
の
動
き
に
呼
応
し
て
党

と
国
家
の
民
主
化
を
求
め
た
北
京
の
学
生
・
市
民
の
運
動
が
弾
圧
さ
れ

た
一
九
八
九
年
六
月
四
日
の
天
安
門
事
件
を
契
機
に
、
共
産
党
政
府
は

中
国
独
自
の
「
価
値
観
」
を
強
調
し
内
政
不
干
渉
を
原
則
と
し
て
掲
げ

る
よ
う
に
な
る
。
リ
ベ
ラ
ル
派
の
一
部
は
亡
命
組
織
を
結
成
し
、
そ
の

な
か
に
は
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
目
を
向
け
る
「
民
主
中
国
陣
戦
」
な
ど
の

組
織
も
現
れ
た
。
共
産
党
政
府
は
一
九
九
四
年
以
降
、
「
中
国
の
特
色

あ
る
社
会
主
義
」
を
掲
げ
、
急
速
な
経
済
発
展
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、

議
会
制
民
主
主
義
・
基
本
的
人
権
等
の
リ
ベ
ラ
ル
な
制
度
・
理
念
を
排

除
す
る
手
段
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
訴
え
、
愛
国
主
義
教
育
を
推

進
す
る
に
至
る
。

　

こ
の
パ
ネ
ル
に
お
け
る
討
議
の
前
提
と
し
て
、
民
族
問
題
は
近
代
の

ア
ポ
リ
ア
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
と
大
陸
諸

国
と
を
問
わ
ず
、
西
洋
諸
国
も
こ
れ
ま
で
決
定
的
な
解
決
能
力
を
示
し

た
こ
と
は
な
く
、
世
界
の
他
地
域
に
推
奨
で
き
る
よ
う
な
万
能
の
処
方

箋
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
十
八
世
紀
末
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
革
命
と
戦
争
の
激
動
を

通
し
て
形
成
さ
れ
た
思
想
運
動
で
あ
り
、
西
洋
に
お
い
て
も
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
と
の
関
係
は
つ
ね
に
葛
藤
を
は
ら
ん
で
き
た
。
一
方
、
非
西
洋
世

界
に
は
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
「
多
文
化
主
義
」
と
は
異
な
る
非
リ
ベ
ラ

ル
な
多
文
化
共
生
の
多
様
な
歴
史
的
経
験
が
あ
り
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

西
洋
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
こ
れ
ら
他
文
化
の
現
実
に
目
を
向
け
て
自
文

化
を
相
対
化
す
る
契
機
を
経
て
形
成
さ
れ
た
。
西
洋
諸
国
に
は
リ
ベ
ラ

ル
な
「
多
文
化
主
義
」
を
す
で
に
完
成
し
た
価
値
体
系
と
み
な
し
て
、

他
文
化
に
そ
の
受
け
入
れ
の
可
否
を
迫
る
よ
う
な
態
度
を
あ
ら
た
め
、

非
西
洋
諸
国
と
の
将
来
の
関
係
を
見
据
え
て
、
謙
虚
に
共
通
の
課
題
を

発
見
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

小
野
寺
報
告
に
関
連
す
る
私
の
専
門
的
な
知
識
は
他
の
報
告
以
上
に

乏
し
く
、
有
意
義
な
コ
メ
ン
ト
を
行
う
用
意
は
な
い
。
た
だ
、
毛
沢
東

主
義
的
な
学
生
運
動
の
最
後
の
時
期
を
経
験
し
た
世
代
に
属
す
る
者
と
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し
て
、
本
報
告
か
ら
関
心
を
刺
激
さ
れ
た
若
干
の
点
に
言
及
す
る
に
と

ど
め
た
い
。

　

第
一
に
一
九
世
紀
に
非
西
洋
諸
国
に
輸
入
さ
れ
た
社
会
進
化
論
の
歴

史
的
両
義
性
に
関
す
る
問
い
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
は
人
種
主
義
や

フ
ァ
シ
ズ
ム
を
準
備
し
た
思
想
と
し
て
そ
の
否
定
的
側
面
が
あ
ら
わ
に

な
る
社
会
進
化
論
で
あ
る
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
「
個
人
の
自
由
」
の
理
念

も
外
来
思
想
と
し
て
導
入
さ
れ
た
日
本
、
中
国
、
ト
ル
コ
、
ア
ラ
ブ
世

界
な
ど
で
は
、
社
会
的
発
展
の
指
標
と
し
て
進
化
論
的
に
理
解
さ
れ
る

傾
向
が
あ
っ
た
。
現
代
の
「
多
文
化
主
義
」
も
外
来
の
〈
モ
デ
ル
〉
、

適
応
す
べ
き
規
範
と
し
て
提
示
さ
れ
る
場
合
、
適
者
生
存
の
競
争
原
理

に
取
り
込
ま
れ
、
解
放
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
失
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

　

第
二
に
「
寛
容
」
思
想
と
の
関
連
で
先
に
触
れ
た
死
刑
に
関
す
る
問

い
で
あ
る
。
「
死
ん
で
お
詫
び
」
を
す
る
の
が
わ
が
国
の
美
風
と
広
言

す
る
日
本
の
保
守
派
の
文
化
論
的
死
刑
存
置
論
に
は
国
家
主
権
の
理
解

の
根
幹
に
か
か
わ
る
頑
な
さ
が
あ
り
、
た
と
え
ア
メ
リ
カ
が
死
刑
を
廃

止
し
て
も
た
だ
ち
に
追
随
す
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
中
国
が
世

界
最
大
の
死
刑
大
国
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
ず
、
毛
沢
東
の
「
人
民

内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
処
理
す
る
問
題
に
つ
い
て
」
（
一
九
五
七
）
の
よ

う
な
重
要
文
書
で
正
当
化
さ
れ
て
い
る
以
上
、
容
易
に
事
態
の
改
善
は

望
め
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
死
刑
囚
た
ち

の
処
刑
の
よ
う
に
、
一
三
名
の
人
命
を
一
月
足
ら
ず
の
う
ち
に
奪
う
よ

う
な
国
は
死
刑
存
置
国
の
あ
い
だ
で
も
ま
れ
で
あ
る
。
あ
え
て
挑
発
的

に
言
え
ば
、
死
刑
に
関
し
て
日
中
両
国
が
共
有
す
る
〈
価
値
観
〉
が
問

題
と
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
翻
っ
て
死
刑
な
き
日
本
／
中
国

を
想
像
す
る
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
寛
容
」
「
歓
待
」
「
多
文

化
主
義
」
を
め
ぐ
る
社
会
思
想
の
発
展
に
と
っ
て
、
欠
か
せ
な
い
要
請

で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

毛
沢
東
が
死
去
し
た
年
、
京
都
大
学
に
在
学
中
だ
っ
た
私
は
、
学
内

で
行
わ
れ
た
追
悼
集
会
に
参
加
し
た
。
敗
戦
後
に
撫
順
戦
犯
管
理
所
で
、

処
罰
の
代
わ
り
に
自
己
批
判
を
求
め
ら
れ
て
思
想
的
回
心
を
経
験
し
た

中
国
帰
還
者
連
絡
会
の
メ
ン
バ
ー
の
方
の
講
演
が
あ
っ
た
。
講
演
後
、

そ
の
方
が
毛
沢
東
の
肖
像
に
涙
を
浮
か
べ
て
一
礼
し
た
姿
は
い
ま
も
忘

れ
ら
れ
な
い
。
後
年
、
戦
跡
ツ
ア
ー
に
参
加
し
て
当
の
管
理
所
を
訪
れ

る
機
会
も
あ
っ
た
。

　

同
時
期
に
中
国
共
産
党
は
敵
対
的
と
み
な
し
た
国
内
の
人
士
に
は
過

酷
な
弾
圧
を
行
っ
て
い
た
が
、
侵
略
軍
の
兵
士
た
ち
に
は
厳
し
く
も
人

間
的
な
方
針
で
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
実
践
は
洗
脳
に
近
い
思
想
教

育
に
過
ぎ
ず
、
今
日
私
た
ち
が
「
寛
容
」
や
「
歓
待
」
と
い
う
言
葉
を

通
し
て
思
考
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
尽
き
る
こ
と
の
な
い
問
い
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

 

（
う
か
い
・
さ
と
し
／
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
思
想
、
ポ
ス
ト
植
民
地
文
化
論
）

キ
ー
ワ
ー
ド　

寛
容
、
調
整
、
歓
待
、
死
刑
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は
じ
め
に

　

日
本
に
お
け
る
新
カ
ン
ト
派
哲
学
の
受
容
は
、
西
洋
哲
学
の
翻
訳
・

紹
介
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
問
と
し
て
の
日
本
思
想
・
哲
学
の
生
成
に
看

過
で
き
な
い
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
新
カ
ン
ト
派
は
明
治
か
ら
大
正
に

か
け
て
積
極
的
に
受
容
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
生
の
哲
学
や
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
存
在
論
哲
学
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
翳
り
を
見
せ
た
思
潮
と
さ
れ
る
傾

向
が
あ
る
。
し
か
し
、
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
に
よ
る
新
カ
ン
ト
派
の

受
容
が
、
高
坂
正
顕
や
下
村
寅
太
郎
、
三
木
清
と
い
っ
た
後
進
の
哲
学

者
に
と
っ
て
の
土
壌
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
一
考
に
値
し
よ
う

）
1
（

。

　

新
カ
ン
ト
派
と
は
、
リ
ー
プ
マ
ン
（
一
八
四
〇
―
一
九
一
二
）
が
『
カ

ン
ト
と
そ
の
亜
流
』
（
一
八
六
五
）
で
述
べ
た
文
言
「
カ
ン
ト
に
還
れ
」

を
共
通
の
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
思
潮
を
指
す
。
初
期
の
新
カ
ン
ト
派
と
し

て
、『
唯
物
論
史
』
（
一
八
六
六
）
で
唯
物
論
批
判
を
行
っ
た
ラ
ン
ゲ
（
一

八
二
八
―
七
五
）
、
実
在
論
的
か
つ
認
識
論
的
な
カ
ン
ト
解
釈
を
行
っ
た

リ
ー
ル
（
一
八
四
四
―
一
九
二
四
）
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
。
新
カ
ン
ト
派
は

そ
の
後
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
を
中
心
に
展
開
し
た
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学

派
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
な
ど
ド
イ
ツ
西
南
部
バ
ー
デ

ン
地
方
の
大
学
を
中
心
に
展
開
し
た
西
南
ド
イ
ツ
学
派
（
バ
ー
デ
ン
学

派
）
に
分
か
れ
、
各
々
独
自
の
学
風
を
形
成
し
た
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学

派
は
、
ラ
ン
ゲ
を
継
い
だ
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
（
一
八
四
二
―
一
九

〈
公
募
論
文
〉

新
カ
ン
ト
派
受
容
に
関
す
る
一
考
察

【
個
別
的
因
果
律
を
め
ぐ
る
交
錯
と
展
開
】

渡
辺
恭
彦
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一
八
）
の
論
理
主
義
的
な
カ
ン
ト
解
釈
を
も
と
に
誕
生
し
た
と
さ
れ
、

数
学
的
な
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
特
徴
と
す
る
。
ナ
ト
ル
プ
や
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
に
含
ま
れ
る
。
西
南
ド
イ
ツ
学
派
は
、

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
（
一
八
四
八
―
一
九
一
五
）
が
創
唱
し
、
リ
ッ
カ
ー

ト
（
一
八
六
三
―
一
九
三
六
）
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
同
学
派
は
、
ヴ
ィ

ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
師
で
あ
る
ロ
ッ
ツ
ェ
（
一
八
一
七
―
八
一
）
の
価
値

哲
学
か
ら
影
響
を
受
け
て
お
り
、
価
値
に
か
か
わ
る
文
化
科
学
や
歴
史

科
学
の
基
礎
づ
け
を
課
題
と
し
た
。
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四
―

一
九
二
〇
）
も
、
リ
ッ
カ
ー
ト
と
方
法
論
上
の
影
響
関
係
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
2
（

。

　

一
九
一
〇
年
代
の
日
本
で
は
、
西
欧
の
新
哲
学
思
潮
と
し
て
新
カ
ン

ト
派
が
精
力
的
に
受
容
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
を
担
っ
た
西
田
、
田
辺
、

左
右
田
喜
一
郎
、
三
木
の
解
釈
は
、
後
の
思
想
展
開
に
照
ら
す
と
異
な

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
違
い
は
、
各
人
の
資
質
や
志
向
の
み
な
ら
ず
、

世
代
や
置
か
れ
て
い
た
学
術
的
背
景
に
も
一
因
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る

）
3
（

。

　

本
稿
で
は
研
究
の
蓄
積
を
踏
ま
え

）
4
（

、
彼
ら
が
新
カ
ン
ト
派
に
接
し
た

経
緯
と
解
釈
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
カ
ン
ト
派
受
容
の
意
義
を

再
考
す
る
。
参
照
軸
と
す
る
の
が
、
左
右
田
が
日
本
に
導
入
し
た
「
個

別
的
因
果
律
」
で
あ
る
。
同
概
念
の
解
釈
は
、
左
右
田
と
田
辺
の
論
争

を
引
き
起
こ
し
、
三
木
が
思
想
形
成
上
、
移
行
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
だ
け
で
な
く
、
三
木
を
介
し
て
大
塚
久
雄
へ
も
影
響
を
残
し
た
。
領

域
横
断
的
に
議
論
し
う
る
概
念
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
後
の

思
想
展
開
が
分
岐
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
個
別
的
な
因
果
律
に
定
位

す
る
こ
と
で
、
新
カ
ン
ト
派
、
生
の
哲
学
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
社
会
科
学
な
ど
様
々
な
学
問
が
導
入
さ
れ
て
い
た
当
時
の
思
想

状
況
を
照
ら
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一　

大
正
期
に
お
け
る
新
カ
ン
ト
派
の
受
容
と
移
行

　

一
九
一
四
年
、
田
辺
元
、
伊
藤
吉
之
助
、
高
橋
穣
、
山
内
得
立
の
編

輯
に
よ
る
『
哲
学
論
叢
』
の
刊
行
が
始
ま
っ
た
。
同
論
叢
は
、
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
、
ナ
ト
ル
プ
、
ハ
ル
ト
マ
ン
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
コ
ー
ヘ

ン
、
ラ
ス
ク
、
リ
ッ
カ
ー
ト
等
の
新
カ
ン
ト
派
の
翻
訳
や
翻
案
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
八
年
に
は
デ
ィ
ル
タ
イ
『
解
釈
学
の
成
立
』
が

四
五
冊
目
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
西
田
門
下
で
は
、
高
坂
や
下
村
が
ヴ
ィ

ン
デ
ル
バ
ン
ト
や
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
い
る
。
一
九
一

五
年
、
西
田
、
朝
永
三
十
郎
、
桑
木
厳
翼
ら
を
顧
問
と
す
る
『
哲
学
叢

書
』
が
刊
行
さ
れ
始
め
る
。
当
時
ド
イ
ツ
講
壇
哲
学
の
中
枢
を
担
っ
て

い
た
新
カ
ン
ト
派
哲
学
の
翻
訳
や
翻
案
が
中
心
で
、
新
カ
ン
ト
派
に
も

と
づ
く
啓
蒙
的
研
究
で
あ
る
桑
木
厳
翼
『
カ
ン
ト
と
現
代
の
哲
学
』（
一

九
一
七
）
な
ど
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

西
田
が
『
善
の
研
究
』
（
一
九
一
一
）
を
刊
行
し
た
後
、
『
自
覚
に
於

け
る
直
観
と
反
省
』
（
一
九
一
七
）
で
フ
ィ
ヒ
テ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
取
り

組
む
と
、
田
辺
も
同
書
に
沿
い
つ
つ
、
「
生
の
哲
学
」
や
非
合
理
性
の
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探
求
の
た
め
に
、
新
カ
ン
ト
派
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
と
研
究
対
象
を
移

し
た
。
日
本
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
受
容
は
、
学
術
界
に
と
ど
ま
ら
ず

大
正
生
命
主
義
へ
と
展
開
し

）
5
（

、
大
杉
栄
が
首
唱
す
る
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン

デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
へ
も
接
続
し
た
。
さ
ら
に
西
田
や
田
辺
は
、
後
続
世
代

の
三
木
清
・
戸
坂
潤
ら
に
よ
っ
て
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義

に
も
関
心
を
示
し
た
。
西
田
や
田
辺
は
、
こ
の
時
期
、
新
カ
ン
ト
派
か

ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
と
至
る
西
洋
哲
学
受
容
の
渦
中
に

あ
っ
た
と
い
え
る

）
6
（

。

　

西
田
を
追
う
形
で
新
カ
ン
ト
派
哲
学
に
学
ん
だ
最
後
の
世
代
と
い
え

る
の
が
、
三
木
清
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
後
、
日
本
資
本
主
義
が
相
対

的
に
安
定
し
、
世
界
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
高
ま
り
と
連
動
し
て
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
機
運
が
高
ま
る
な
か
、
当
時
の
青
年
達
は
内
面
的
な

思
索
に
耽
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た

）
7
（

。
三
木
は
、
大
正
教
養
主
義
を
代

表
す
る
『
善
の
研
究
』
（
一
九
一
一
）
を
読
み
、
東
京
を
離
れ
京
都
の
西

田
の
も
と
で
学
ぶ
決
意
を
固
め
る
。
三
木
は
旧
制
高
校
時
代
に
『
哲
学

叢
書
』
に
よ
り
哲
学
の
勉
強
を
始
め
、
大
学
入
学
後
に
は
西
田
が
紹
介

す
る
新
カ
ン
ト
派
等
の
最
新
の
哲
学
を
読
み
進
め
た
。
三
木
の
学
究
は
、

新
カ
ン
ト
派
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。
京
都
帝
国

大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業
後
、
一
九
二
二
年
に
は
ド
イ
ツ
へ
留
学
す
る
。

は
じ
め
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
も
と
に
留
学
し
た
も
の
の
、

す
で
に
著
作
の
大
半
を
読
ん
で
い
た
三
木
は
、
新
た
に
得
る
も
の
を
見

出
せ
ず
、
一
九
二
三
年
に
は
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
も
と
へ

と
移
っ
た
。
三
木
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
認
識
論
的
な
歴
史
的
文
化
科
学

の
方
法
を
批
判
し
つ
つ
、
存
在
論
的
な
歴
史
哲
学
の
構
築
へ
と
向
か
う
。

リ
ッ
カ
ー
ト
哲
学
に
接
し
た
経
緯
を
比
較
す
る
と
、
同
時
代
に
学
術
的

関
心
か
ら
綿
密
に
読
み
解
い
た
の
は
西
田
、
田
辺
、
左
右
田
で
あ
る
。

三
木
に
な
る
と
修
学
時
代
に
一
通
り
読
み
、
ド
イ
ツ
留
学
前
後
に
リ
ッ

カ
ー
ト
に
即
し
た
論
文
を
発
表
し
た
も
の
の
、
留
学
先
で
は
隆
盛
し
つ

つ
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
と
軸
足
を
移
し
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
西
田
、
田
辺
の
新
カ
ン
ト
派
解
釈
を
瞥
見
し

た
う
え
で
、
西
田
、
田
辺
、
左
右
田
、
三
木
に
よ
る
個
別
的
因
果
律
の

解
釈
を
比
較
す
る
。

二　

西
田
幾
多
郎
―
―
先
行
者
と
し
て

　

西
田
は
『
善
の
研
究
』
（
一
九
一
一
）
に
次
ぐ
著
作
『
思
索
と
体
験
』

（
初
版
一
九
一
五
）
の
序
で
、
京
都
で
学
究
生
活
を
は
じ
め
た
こ
ろ
か
ら
、

リ
ッ
カ
ー
ト
ら
純
論
理
派
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
に
触
発
さ
れ
て

い
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
日
記
か
ら
は
、
一
九
〇
九
年
一
月
以
降
リ
ッ

カ
ー
ト
を
読
み
、
翌
年
に
か
け
て
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
や
ベ
ル
ク
ソ
ン

を
並
行
し
て
読
み
進
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

）
8
（

。
西
田
は
弟
子
や
書
簡

を
通
じ
て
リ
ッ
カ
ー
ト
や
フ
ッ
サ
ー
ル
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
西
田
宛
書
簡
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
自
覚
に
於
け
る
直
観

と
反
省
』
の
ほ
か
に
西
田
の
著
作
を
二
冊
持
っ
て
い
る
こ
と
や
、
田
辺
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が
西
田
の
思
想
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
伝
え
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
リ
ッ

カ
ー
ト
か
ら
の
書
簡
は
一
九
二
四
年
十
月
三
十
一
日
の
も
の
で
、
三
木

清
と
天
野
貞
祐
が
リ
ッ
カ
ー
ト
に
西
田
の
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
、
献
本

さ
れ
た
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
へ
の
謝
意
が
記
さ
れ
て
い
る

）
9
（

。

　

西
田
が
新
カ
ン
ト
派
に
つ
い
て
触
れ
た
の
は
「
認
識
論
に
於
け
る
純

論
理
派
の
主
張
に
就
い
て
」
（
一
九
一
一
）
、
「
論
理
の
理
解
と
数
理
の
理

解
」
（
一
九
一
二
）
、
「
自
然
科
学
と
歴
史
学
」
（
一
九
一
三
）
、
「
現
代
の
哲

学
」（
一
九
一
六
）「
コ
ー
ヘ
ン
の
純
粋
意
識
」（
一
九
一
六
）
等
の
論
文
で
、

い
ず
れ
も
『
思
索
と
体
験
』
（
増
訂
版
）
に
収
め
ら
れ
た
。
「
認
識
論
に

於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
い
て
」
が
西
田
に
よ
る
新
カ
ン
ト
派
研

究
の
嚆
矢
と
な
る
論
文
で
、
後
に
田
辺
が
新
カ
ン
ト
派
を
研
究
す
る
端

緒
と
も
な
っ
た
。
「
自
然
科
学
と
歴
史
学
」
は
、
異
質
な
直
接
経
験
か

ら
一
般
的
法
則
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
自
然
科
学
的
見
方
と
個
々
の
経

験
を
個
性
の
発
現
と
見
る
歴
史
学
的
な
見
方
を
区
別
し
て
説
明
し
た
。

こ
れ
は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
及
び
リ
ッ
カ
ー
ト
が
提
示
し
た
見
方
で
、

田
辺
が
後
に
精
緻
化
し
二
人
の
差
異
も
明
確
に
し
た
。

　

雑
誌
「
哲
学
研
究
」
の
創
刊
号
に
寄
せ
た
「
現
代
の
哲
学
」
で
は
、

学
問
的
研
究
に
値
す
る
と
み
な
し
た
現
代
の
哲
学
と
し
て
、
新
カ
ン
ト

派
の
う
ち
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
や
西
南
学
派

の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
、
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
を
紹
介
し
た
。

　

一
九
一
七
年
に
は
講
演
の
筆
記
を
ま
と
め
た
『
現
代
に
於
け
る
新
理

想
主
義
の
哲
学
』
を
公
刊
し
た
。
新
カ
ン
ト
派
を
紹
介
し
た
第
五
講
で

は
、
体
験
や
純
粋
経
験
か
ら
知
識
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
ヴ
ィ

ン
デ
ル
バ
ン
ト
を
継
ぐ
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
た
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
が
現
代
の
新
カ
ン
ト
派
の
な
か
で
最
も

深
い
考
え
で
あ
る
と
語
っ
て
お
り
、
リ
ッ
カ
ー
ト
か
ら
コ
ー
ヘ
ン
へ
と

軸
足
を
移
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

西
田
は
一
九
一
三
年
か
ら
長
大
な
論
文
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反

省
』
（
一
九
一
七
）
を
書
き
継
い
だ
。
冒
頭
で
は
、
一
九
〇
九
年
以
降
進

め
て
き
た
新
カ
ン
ト
派
研
究
を
踏
ま
え
て
、
新
カ
ン
ト
派
の
価
値
と
存

在
と
の
峻
別
に
対
し
て
、
自
覚
の
立
場
か
ら
両
者
の
綜
合
統
一
を
確
立

す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
西
田
は
「
存
在
の
前
に
意
味
が
あ
る
」

と
い
う
リ
ッ
カ
ー
ト
の
言
葉
を
引
き
、
存
在
と
意
味
の
関
係
を
執
拗
に

考
察
す
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
が
超
越
的
意
味
（
価
値
）
や
当
為
を
存
在
と

厳
格
に
区
別
す
る
の
に
対
し
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
両
者
が
経
験
の
両

面
で
あ
る
と
み
な
す
。
「
而
し
て
斯
く
の
如
く
「
あ
る
」
と
「
当
為
」

と
一
つ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
所
謂
事
行
で
あ
る
、
即
ち

最
も
深
き
意
味
に
於
て
我
々
の
自
覚
で
あ
る

）
10
（

」
そ
し
て
、
概
念
化
し
よ

う
と
す
る
「
直
接
な
る
具
体
的
体
験
」
は
、
哲
学
史
的
に
は
リ
ッ
カ
ー

ト
に
先
行
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行Tathandlung

に
も
っ
と
も
近
い
と

い
う
。
四
四
節
の
う
ち
、
リ
ッ
カ
ー
ト
を
綿
密
に
読
解
す
る
の
は
一
七

節
前
後
ま
で
で
、
新
カ
ン
ト
派
的
な
価
値
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
い
て

は
現
実
の
認
識
や
プ
ラ
ト
ン
の
理
念
が
現
実
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
批
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判
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
コ
ー
ヘ
ン
の
微
分
概
念

か
ら
現
代
数
学
や
解
析
幾
何
学
に
展
開
し
、
西
南
学
派
の
解
釈
と
い
っ

た
次
元
を
大
き
く
超
え
て
い
く
。
西
田
は
当
初
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
新
し
い

意
味
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
新
カ
ン
ト
派
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
深
い
次
元

で
結
合
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
全
編
で
参
照
さ

れ
て
い
る
が
、
リ
ッ
カ
ー
ト
を
対
象
と
し
た
の
は
一
九
一
五
年
頃
ま
で

で
、
そ
れ
以
降
は
コ
ー
ヘ
ン
ら
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
へ
と
対
象
を
移
し

た
と
い
え
よ
う
。

　

西
田
の
新
カ
ン
ト
派
受
容
を
概
括
す
れ
ば
、
リ
ッ
カ
ー
ト
や
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
ら
西
南
学
派
の
研
究
と
紹
介
か
ら
着
手
し
、
み
ず
か
ら
の

概
念
構
築
を
試
み
た
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
執
筆
を
経
て
、

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
と
対
象
を
移
行
し
て
い
っ
た
と

い
え
る
。

三　

田
辺
元
―
―
新
カ
ン
ト
派
か
ら
生
の
哲
学
へ

　

新
カ
ン
ト
派
哲
学
は
、
文
化
科
学
と
自
然
科
学
を
も
考
察
の
対
象
と

し
て
い
た
。
コ
ー
ヘ
ン
の
微
分
概
念
等
を
専
門
的
に
深
く
理
解
す
る
素

養
を
有
し
て
い
た
の
が
、
当
時
数
理
哲
学
専
攻
で
あ
っ
た
田
辺
元
で
あ

る
。
本
節
で
は
、
田
辺
が
新
カ
ン
ト
派
に
つ
い
て
論
じ
始
め
た
一
九
一

〇
年
代
の
諸
論
文
を
概
観
す
る
。

　

「
物
理
学
的
認
識
に
於
け
る
記
載
の
意
義
―
―
キ
ル
ヒ
ホ
ッ
フ
及

マ
ッ
ハ
の
批
評
」
（
一
九
一
三
）
で
は
、
感
覚
を
唯
一
の
実
在
と
捉
え
る

マ
ッ
ハ
へ
の
批
判
を
展
開
し
つ
つ
、
「
直
接
体
験
」
を
田
辺
の
立
場
か

ら
打
ち
出
し
た
。
田
辺
は
「
直
接
体
験
」
を
、
思
惟
の
規
定
に
先
立
ち

未
だ
そ
の
範
疇
に
入
ら
な
い
も
の
で
、
思
惟
と
は
独
立
な
実
在
で
あ
る

と
定
義
す
る
。
「
直
接
体
験
」
を
構
想
し
た
の
は
、
西
田
の
『
善
の
研
究
』

（
一
九
一
一
）
や
「
認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
て
」
（
一

九
一
一
）
か
ら
の
影
響
だ
と
い
う

）
11
（

。

　

先
に
挙
げ
た
西
田
の
論
文
と
『
善
の
研
究
』
第
一
編
を
明
確
に
意
識

し
て
書
か
れ
た
の
が
「
認
識
論
に
於
け
る
論
理
主
義
の
限
界
―
―
マ
ー

ル
ブ
ル
ヒ
派
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ヒ
派
の
批
評
」
（
一
九
一
四
）
で
あ
る
。
西

田
が
リ
ッ
カ
ー
ト
の
認
識
論
を
は
じ
め
て
紹
介
し
た
こ
と
を
受
け
て
、

田
辺
も
リ
ッ
カ
ー
ト
、
コ
ー
ヘ
ン
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
な
ど
の
新
カ
ン
ト

派
の
価
値
哲
学
を
解
釈
し
な
が
ら
、
絶
対
価
値
を
体
現
す
る
も
の
と
し

て
「
直
接
経
験
」
を
捉
え
た
。
田
辺
の
「
直
接
経
験
」
は
、
西
田
の
「
純

粋
経
験
」
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純
粋
持
続
」
に
類
す
る
概
念
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
田
辺
は
す
で
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純
粋
持
続
」
や
「
意
識

の
直
接
所
与
」
に
感
嘆
を
表
し
て
お
り
、
リ
ッ
カ
ー
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

を
併
せ
て
論
じ
て
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
主
要
概
念
「
超
越
的
不
許
不

（Sollen

）
」
を
西
田
は
論
じ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
田
辺
は
「
認
識
の
「
対

象
」
と
名
け
る
所
の
判
断
に
於
て
承
認
せ
ら
れ
る
超
越
的
不
許
不
も
実

は
此
直
接
経
験
に
内
在
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ

）
12
（

。
」
と
述
べ
、
「
直
接
体

験
」
と
関
連
さ
せ
て
い
る
。
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リ
ッ
カ
ー
ト
自
身
は
『
認
識
の
対
象
』
で
「
超
越
的
不
許
不
」
を
こ

う
定
義
す
る
。

　

も
し
人
が
判
断
を
思
い
の
ま
ま
に
変
え
、
超
越
的
実
在
と
の
あ

ら
ゆ
る
関
係
か
ら
は
な
れ
た
と
し
て
も
、
つ
ね
に
そ
の
真
理
価
値

を
超
時
間
的
に
妥
当
す
る
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
認
識
主
観
か

ら
完
全
に
独
立
し
た
超
越
的
価
値
と
し
て
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
的
不
許
不D

as transzendente Sollen

は
、

一
般
に
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
無
条
件
に
是
認
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

ま
た
全
く
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る

）
13
（

。

　

リ
ッ
カ
ー
ト
は
「
超
越
的
不
許
不
」
を
「
直
接
経
験
」
と
の
関
係
で

論
じ
て
は
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
認
識
主
観
と
は
無
関
係
に
超
越
的
価
値

と
し
て
是
認
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
「
超
越
的
不
許
不
」
が
「
直

接
経
験
」
に
内
在
す
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
田
辺
独
自
の
リ
ッ
カ
ー
ト

解
釈
で
あ
る
と
い
え
る
。
上
記
の
二
論
文
か
ら
は
、
田
辺
が
西
田
の
影

響
の
も
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
概
念
で
あ
る
「
意
識
の
直
接
所
与
」
や
「
純

粋
持
続
」
を
、
新
カ
ン
ト
派
解
釈
に
接
続
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と

れ
る
。

　

田
辺
の
「
自
然
科
学
対
精
神
科
学
・
文
化
科
学
」（
一
九
一
五
）
は
、
ヴ
ィ

ン
デ
ル
バ
ン
ト
及
び
リ
ッ
カ
ー
ト
に
も
と
づ
き
歴
史
の
方
法
論
に
つ
い

て
論
じ
た
論
文
で
、
西
田
の
「
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
」
（
一
九
一
三
）

を
精
緻
化
し
リ
ッ
カ
ー
ト
解
釈
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
両
者
の
歴
史
方
法
論
は
、
西
田
や
田
辺
を
は
じ
め
、
当
時
の
哲
学

者
や
歴
史
学
者
の
あ
い
だ
で
共
通
に
了
解
さ
れ
て
い
た

）
14
（

。

　

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
総
長
就
任
講
演
「
歴

史
と
自
然
科
学
」
（
一
八
九
四
）
で
、
「
歴
史
家
に
と
っ
て
の
使
命
は
、

過
去
の
何
ら
か
の
形
象
を
、
そ
の
個
性
的
な
特
徴
す
べ
て
に
お
い
て
新

た
に
蘇
ら
せ
、
観
念
的
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る

）
15
（

」
と
述
べ
、
歴
史

は
一
般
法
則
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
の
個
性
を
明
ら
か
に

す
る
芸
術
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
公
け
に
し
た
。
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
は
経
験
科
学
を
、
「
現
実
的
出
来
事
の
常
に
不
変
な
形
式

を
考
察
」
す
る
「
法
則
定
立
的
（nom

othetisch

）
」
と
「
現
実
出
来
事

の
そ
れ
自
身
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
一
回
的
内
容
を
観
察
」
す
る
「
個

性
記
述
的
（idiographisch

）
」
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
自
然
科
学
と
歴

史
科
学
に
対
応
さ
せ
た

）
16
（

。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
方
法
論
は
、
そ
の
後

リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
っ
て
発
展
さ
れ
、
主
著
『
自
然
科
学
的
概
念
構
成
の

限
界
』
（
一
八
九
六
）
や
『
文
化
科
学
と
自
然
科
学
』
（
一
八
九
九
）
に
結

実
し
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
法
則
定
立
的
・
個
性
記
述
的
と
い
う
ヴ
ィ

ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
区
分
は
不
完
全
で
あ
る
と
見
な
し
、
自
然
科
学
の
普

遍
化
的
方
法
に
対
し
て
、
文
化
科
学
の
個
別
化
的
方
法
は
同
時
に
価
値

関
係
的
手
続
き
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
た

）
17
（

。
リ
ッ
カ
ー

ト
の
歴
史
哲
学
は
、
歴
史
的
事
実
を
歴
史
的
事
実
た
ら
し
め
る
価
値
や

意
味
の
問
題
に
踏
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
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田
辺
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
論
を
「
歴
史
の
対
象
は
文
化
価
値
を
体
現
す

る
価
値
内
容
で
あ
る
」
と
要
約
す
る

）
18
（

。 

田
辺
は
、
リ
ー
ル
、
フ
リ
シ
ャ

イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
か
ら
『
自
然
科
学
的
概
念
構
成

の
限
界
』
に
寄
せ
ら
れ
た
批
評
が
科
学
方
法
論
上
重
要
で
あ
る
と
考
え
、

リ
ッ
カ
ー
ト
を
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し
、
文
化
現
象
と
精
神
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
直
接
経
験
に
遡
っ
て
そ
の
本
質
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
、

リ
ッ
カ
ー
ト
よ
り
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
解
釈
に
意
義
を
認
め
て
い
る
。
田

辺
は
述
べ
る
。

　

抑
も
直
接
経
験
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
所
謂
純
粋
持
続
を
成
す
も
の

で
あ
つ
て
、
前
な
る
要
素
は
後
な
る
要
素
の
中
に
持
続
的
に
融
入

し
、
然
も
後
な
る
要
素
は
其
の
上
に
新
な
る
も
の
を
創
造
附
加
し
、

斯
く
し
て
全
体
が
統
一
的
或
物
の
内
面
的
発
展
を
成
す
の
で
あ
る

）
19
（

。

　

こ
の
段
階
で
は
直
接
経
験
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
に
重
な
る
概

念
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
田
辺
の
ベ
ル
ク
ソ

ン
へ
の
関
心
は
継
続
し
、「
種
の
論
理
」
関
連
論
文
（
一
九
三
四
―
三
七
）

で
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
（
一
九
三
二
）
を
援
用
す
る

に
至
っ
て
い
る
。

　

「
「
意
識
一
般
」
に
就
い
て
」
（
一
九
一
九
）
で
は
、
カ
ン
ト
か
ら
新
カ

ン
ト
派
へ
の
理
論
的
進
展
を
捉
え
な
お
し
た
。
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
的
転
回
を
可
能
に
し
た
「
意
識
一
般
」
は
批
判
哲
学
の
中
心
で
あ
り
、

認
識
成
立
の
根
本
条
件
で
あ
る
。
田
辺
は
、
「
意
識
一
般
」
を
純
粋
統

覚
と
同
一
に
理
解
し
う
る
と
概
括
し
た
う
え
で
、
リ
ッ
カ
ー
ト
が
『
認

識
の
対
象
』
で
扱
っ
た
認
識
主
観
と
突
き
合
わ
せ
て
検
討
し
た
。  

田

辺
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
対
象
の
側
か
ら
の
構
成
的
原
理
で
あ
る
カ
ン
ト

の
「
意
識
一
般
」
に
対
し
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
主
観
の
側
か
ら
の
当
為

規
範
と
し
て
の
意
味
を
付
与
し
た

）
20
（

。

　

し
か
し
田
辺
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
説
で
は
直
接
体
験
さ
れ
る
現
実
意

識
が
当
為
規
範
を
含
む
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。
カ
ン
ト

の
「
意
識
一
般
」
は
、
新
カ
ン
ト
派
に
お
い
て
極
限
概
念
た
る
形
式
的

理
念
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
のIch

と
し
て

実
在
あ
る
い
は
神
と
思
惟
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
田
辺
は
結
論
づ

け
た

）
21
（

。

　

対
象
の
認
識
を
可
能
に
す
る
に
は
、
「
意
識
一
般
」
が
現
実
意
識
に

内
在
し
、
当
為
と
存
在
を
併
せ
持
つ
直
接
体
験
に
お
い
て
「
意
識
一
般
」

が
自
ら
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
意
識
一
般
」
が
自
己
を
現

実
に
す
る
原
理
を
考
え
る
場
合
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
我
に
導
か
れ
る
と

田
辺
は
解
釈
し
た
。

　

一
九
一
九
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
長
大
な
論
攷
「
認
識

主
観
の
問
題
」
は
、
「
「
意
識
一
般
」
に
就
い
て
」
（
一
九
一
九
）
を
引
き

継
ぐ
も
の
で
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
論
文
「
認
識
論
の
二
途
」
（
一
九
〇
九
）

や
『
認
識
の
対
象
』
第
三
版
（
一
九
一
五
）
が
旧
版
と
対
照
さ
れ
、
詳

細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
六
年
に
出
版
さ
れ
た
山
内
得
立
の
翻



93　●　〈公募論文〉新カント派受容に関する一考察――渡辺恭彦

訳
は
、
第
二
版
（
一
九
〇
四
）
を
原
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

第
二
版
か
ら
第
三
版
ま
で
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
思
想
的
発
展
を
田
辺
は
原

典
に
基
づ
き
精
密
に
辿
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
田
辺
は
リ
ッ
カ
ー
ト
を

ラ
ス
ク
と
突
き
合
わ
せ
て
相
違
を
挙
げ
た
う
え
で
、
ラ
ス
ク
を
評
価
し

た
。
そ
し
て
同
論
文
の
ま
と
め
の
大
半
が
リ
ッ
カ
ー
ト
批
判
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
ま
で
リ
ッ
カ
ー
ト
を
綿
密
に
読
解
し
て
き
た
田
辺
が
批
判

的
立
場
を
鮮
明
に
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
一
九
一
八
年
に
左
右
田
喜
一

郎
と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
相
互
批
判
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

田
辺
は
同
論
文
中
で
も
自
身
の
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
に
就
き
て
左

右
田
博
士
の
教
を
乞
ふ
」
（
一
九
一
八
）
を
挙
げ
、
個
別
的
因
果
律
は
論

理
と
事
実
と
の
混
同
を
含
む
と
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
を
批
判
し
た
。

　

リ
ッ
カ
ー
ト
は
同
時
代
の
学
界
で
支
配
的
な
潮
流
に
鋭
敏
で
あ
り

）
22
（

、

新
カ
ン
ト
派
隆
盛
の
後
に
ニ
ー
チ
ェ
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
生
の
哲
学
」

が
流
行
し
た
こ
と
を
受
け
、
『
生
の
哲
学
―
―
現
代
に
於
け
る
哲
学
上

の
流
行
思
潮
の
叙
述
及
び
批
判
』
（
一
九
二
〇
）
を
公
刊
し
た
。
田
辺
が

リ
ッ
カ
ー
ト
を
解
釈
し
つ
つ
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
接
合
し
よ
う
と
試
み
た
こ

と
は
、
こ
の
流
れ
に
並
行
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

四　

個
別
的
因
果
律
を
め
ぐ
る
交
錯
と
展
開

1　

左
右
田
喜
一
郎
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
」（
一
九
一
八
）

　

京
都
学
派
と
は
異
な
る
学
統
で
新
カ
ン
ト
派
受
容
を
推
進
し
、
西
田

や
田
辺
と
新
カ
ン
ト
派
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
対
質
し
た
の
が
、
経
済
哲
学

者
の
左
右
田
喜
一
郎
で
あ
る

）
23
（

。
一
八
八
一
年
に
銀
行
家
の
家
に
生
ま
れ

た
左
右
田
は
、
東
京
高
等
商
業
学
校
専
攻
部
で
福
田
徳
三
、
佐
野
善
作

両
教
授
の
指
導
を
受
け
た
。
留
学
先
の
ド
イ
ツ
で
は
、
経
済
学
を
フ
ッ

ク
ス
か
ら
学
び
、
哲
学
で
は
リ
ッ
カ
ー
ト
に
私
淑
、
一
九
〇
九
年
に

チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
国
家
博
士
号
を
受
け
た
。
帰
国
後
に
は
、
米

騒
動
を
き
っ
か
け
に
設
立
さ
れ
た
横
浜
県
救
済
協
会
の
運
営
や
大
正
文

化
主
義
を
担
う
黎
明
会
の
設
立
に
携
わ
る
な
ど
、
社
会
的
な
実
践
に
も

力
を
注
い
だ
。
さ
ら
に
、
成
立
段
階
で
あ
っ
た
社
会
政
策
学
、
生
存
権

を
め
ぐ
る
論
争
な
ど
の
社
会
と
密
接
に
関
わ
る
学
問
領
域
へ
と
踏
み
込

ん
で
い
っ
た

）
24
（

。

　

西
田
、
田
辺
、
左
右
田
、
三
木
は
、
狭
義
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
や
新
カ

ン
ト
派
解
釈
こ
そ
異
な
る
が
、
互
い
に
議
論
を
交
わ
す
力
量
と
度
量
を

備
え
て
い
た
。
左
右
田
は
実
業
界
に
あ
り
な
が
ら
日
本
の
学
術
界
を
進

展
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
お
り
、
西
田
の
招
き
に
よ
り
一
九
二
一
年
一
月

に
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
で
特
別
講
義
「
合
理
性
対
非
合
理
性
の
問
題

を
通
じ
て
観
た
る
『
極
限
概
念
の
哲
学
』
」
を
行
っ
た
（
翌
年
の
特
別
講

義
題
目
は
「
テ
レ
オ
ロ
ギ
ー
考
察
」
）
。
留
学
前
の
三
木
が
聴
講
し
、
茶
話

会
でG

attungsexem
plar

〔
類
的
範
例
〕
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
交
わ
し

て
い
た
こ
と
を
高
坂
正
顕
が
述
懐
し
て
い
る

）
25
（

。
左
右
田
と
田
辺
、
さ
ら

に
左
右
田
と
西
田
は
、
相
互
に
批
判
す
る
論
文
を
公
刊
し
て
お
り
、
往

復
書
簡
も
残
さ
れ
て
い
る

）
26
（

。
相
互
批
判
の
も
と
と
な
っ
た
の
が
、
左
右



社会思想史研究　No. 47　2023

　●　94

田
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
」
（
一
九
一
八
年
六
月
）
で
あ
り
、
こ
れ
を

め
ぐ
っ
て
西
田
が
田
辺
宛
に
批
評
を
依
頼
す
る
書
簡
を
送
っ
た

）
27
（

。

　

左
右
田
と
田
辺
の
論
争
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
左
右
田
「
経

済
哲
学
の
問
題
」
（
一
九
一
六
年
八
月
）
で
あ
る
。
同
論
文
は
、
経
済
学

の
学
問
上
の
地
位
に
つ
い
て
リ
ッ
カ
ー
ト
の
論
を
も
と
に
分
析
し
た
も

の
で
、
田
辺
が
書
評
を
寄
せ
た
。
左
右
田
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
「
因
果
律

（K
ausalität

）
」
と
「
自
然
法
則
（N

aturgesetz

）
」
の
概
念
を
精
到
に
整

理
し
、
そ
の
結
論
に
概
ね
賛
同
を
示
し
た

）
28
（

。
し
か
し
、
経
済
学
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
は
リ
ッ
カ
ー
ト
と
立
場
が
分
か
れ
、
「
経
済
学
を
以
て

歴
史
学
に
属
す
」
と
み
な
し
た
。
左
右
田
は
「
各
特
殊
科
学
は
一
定
の

認
識
目
的
に
対
応
し
た
る
其
の
学
特
有
の
対
象
を
有
す
べ
き
で
あ
る

）
29
（

」

と
し
た
う
え
で
、
経
済
学
の
認
識
目
的
が
法
則
科
学
的
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
左
右
田
は
、
法
則
定
立
的

な
自
然
科
学
と
は
異
な
る
、
個
性
記
述
的
な
学
問
と
し
て
経
済
学
を
捉

え
た
の
で
あ
る
。
左
右
田
に
よ
れ
ば
、
経
済
学
が
対
象
と
す
る
人
類
の

経
済
生
活
は
経
済
的
文
化
価
値
で
あ
る
規
範
を
実
現
す
る
過
程
で
あ
る
。

歴
史
哲
学
は
客
観
的
超
越
的
価
値
世
界
を
対
象
と
し
、
経
済
哲
学
に
対

し
て
問
題
の
方
向
を
指
示
す
る
と
い
う
。
諸
学
問
が
法
則
科
学
的
で
あ

る
か
と
い
う
立
論
は
、
因
果
律
と
因
果
法
則
が
い
か
に
関
係
す
る
か
と

い
う
問
題
と
し
て
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
」
へ
と
持
ち
越
さ
れ
た
。

　

「
経
済
哲
学
の
問
題
」
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
「
個
別
的
因
果
律
の

論
理
」
は
、
田
辺
と
の
論
争
を
引
き
起
こ
す
な
ど
、
新
カ
ン
ト
派
解
釈

の
違
い
が
鮮
明
に
現
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
論
文
で
あ
る
。
「
個
別

的
因
果
律
」
に
つ
い
て
は
、
因
果
律
を
め
ぐ
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、

リ
ッ
カ
ー
ト
の
説
を
受
け
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
弟
子
で
あ
る
ヘ
ッ
セ
ン

が
展
開
し
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
「
個
別
的
因
果
律
」
を
著
し
て
い
る

）
30
（

。

　

左
右
田
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
以
来
、
原
因
と
結
果
と
い
う
因
果
関
係

の
必
然
性
は
、
特
殊
を
普
遍
の
も
と
で
捉
え
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ

れ
て
き
た
。
因
果
律
と
は
、
所
与
の
世
界
で
原
因
と
結
果
と
い
う
因
果

関
係
が
生
じ
た
と
き
に
、
自
然
法
則
的
普
遍
性
が
そ
の
関
係
に
内
在
し

て
い
る
と
み
な
す
考
え
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
即
せ
ば
、
因
果
律

（K
ausalität

）
と
法
則
性
（G

esetzm
ässigkeit

）
は
同
意
義
に
捉
え
ら
れ
る
。

左
右
田
が
課
題
と
し
た
の
は
、
因
果
律
を
法
則
性
か
ら
分
離
し
、
「
個

別
的
因
果
律
」
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
左
右
田

は
こ
う
言
う
。

　

自
然
事
実
の
生
起
は
仮
令
其
が
其
自
身
と
し
て
は
一
回
限
り
の

生
起
な
り
と
し
て
も
、
之
を
一
のG

attungsexem
plar

〔
類
的
範
例
〕

と
し
て
考
へ
得
べ
し
と
せ
ら
る
る
か
ら
、
個
別
的
因
果
律
の
問
題

の
起
る
べ
き
実
際
上
の
必
要
は
所
謂historische K

ausalität

の

問
題
がindividuelle K

ausalität

の
問
題
と
し
て
解
せ
ら
れ
得
る

か
或
は
之
も
亦
自
然
界
の
因
果
律
と
同
様
に
法
則
性
と
同
義
に
解

せ
ら
る
べ
き
か
と
云
ふ
こ
と
に
帰
す
る

）
31
（

。



95　●　〈公募論文〉新カント派受容に関する一考察――渡辺恭彦

　

つ
ま
り
左
右
田
は
、
歴
史
的
因
果
律
が
個
別
的
因
果
律
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
法
則
性
を
も
つ
自
然
界
の
因
果
律
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
論
文
の
二

章
で
は
、
因
果
律
に
関
す
る
リ
ッ
カ
ー
ト
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル

バ
ン
ト
、
ジ
ン
メ
ル
の
緒
論
に
お
い
て
、
左
右
田
が
定
立
し
よ
う
と
す

る
「
個
別
的
因
果
律
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
が
検
討
さ

れ
て
い
る
。
新
カ
ン
ト
派
を
広
く
参
照
し
て
「
個
別
的
因
果
律
」
を
構

想
し
た
と
み
て
よ
い
。

　

一
九
一
六
年
に
は
す
で
に
、
『
認
識
の
対
象
』
第
二
版
（
一
九
〇
四
）

を
底
本
と
す
る
山
内
得
立
訳
が
西
田
の
称
揚
に
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る

が
、
左
右
田
は
第
三
版
（
一
九
一
五
）
を
読
み
解
き
、
因
果
律
と
因
果

法
則
を
峻
別
し
た
リ
ッ
カ
ー
ト
の
説
を
こ
う
概
括
す
る
。
構
成
的
実
在

範
疇
は
す
べ
て
一
回
的
・
個
別
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
因

果
律
は
一
回
的
・
個
別
的
で
あ
り
得
、
学
的
概
念
構
成
の
一
判
断
形
式

で
あ
る
因
果
法
則
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
別
的
因
果

律
は
因
果
律
の
す
べ
て
の
場
合
に
成
立
す
る
と
い
う
リ
ッ
カ
ー
ト
の
説

に
左
右
田
は
同
意
し
た
。

　

さ
ら
に
左
右
田
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
と
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
ジ
ン
メ

ル
を
対
照
さ
せ
る
。
左
右
田
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
ジ
ン

メ
ル
と
も
個
別
的
因
果
律
は
客
観
的
に
成
立
し
う
る
が
因
果
法
則
を
必

要
と
す
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル

バ
ン
ト
か
ら
の
批
判
に
『
認
識
の
対
象
』
第
三
版
で
応
答
し
、
因
果
律

と
法
則
性
を
区
別
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の

批
判
に
対
し
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
説
を
弁
護
し
た
の
が
ヘ
ッ
セ
ン
で
あ

る
。
左
右
田
は
因
果
律
に
関
す
る
諸
説
を
相
互
に
比
較
し
た
う
え
で
、

因
果
律
が
実
在
範
疇
と
し
て
は
一
回
的
・
個
別
的
で
あ
る
と
し
て
も
法

則
性
か
ら
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
点
で
、
四
者
は

一
致
し
て
い
る
と
い
う
。

　

同
論
文
の
三
章
で
は
、
先
に
挙
げ
た
論
者
に
対
す
る
左
右
田
の
立
場

が
表
さ
れ
て
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
対
す
る
左
右
田
の
批
判
は
、
リ
ッ

カ
ー
ト
の
因
果
性
論
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
諸
概
念
に
及
ぶ
。

　

リ
ッ
カ
ー
ト
は
「
所
与
性
の
範
疇
」
を
こ
う
定
義
し
た
。

　

与
え
ら
れ
た
も
の
の
中
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
内
容
と
形

式
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
与

え
ら
れ
た
存
在
一
般
を
は
じ
め
て
「
可
能
」
に
す
る
、
つ
ま
り
こ

の
存
在
一
般
に
論
理
的
に
先
行
す
る
認
識
の
形
式
を
、
所
与
性
の

0

0

0

0

範
疇

0

0

と
名
づ
け
、
個
別
の
範
疇
と
し
て
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
32
（

。

　

つ
ま
り
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
理
論
に
お
い
て
は
、
所
与
の
世
界
が
認
識

さ
れ
、
客
観
的
現
実
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
「
所
与
性
の
範
疇
」

の
作
用
に
よ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
さ
ら
に
、
所
与
の
認
識
の
問
題
を
因

果
律
と
法
則
の
関
係
へ
と
展
開
し
、
「
方
法
論
的
形
式
」
と
「
構
成
的
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範
疇
」
と
い
う
区
分
を
打
ち
出
し
た
。
方
法
論
的
形
式
は
一
般
的
な
概

念
や
法
則
を
形
成
し
、
構
成
的
範
疇
は
客
観
的
実
在
を
つ
く
り
出
す
。

こ
れ
ら
の
諸
概
念
を
も
と
に
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
個
別
的
な
因
果
を
次
の

よ
う
に
規
定
し
た
。

　

所
与
性
の
範
疇
の
も
と
で
考
え
ら
れ
う
る
す
べ
て
の
も
の
は
、

た
だ
一
度
き
り
の
も
の
、
個
別
的
な
も
の
、
も
し
く
は
一
つ
の
こ

の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
因
果
律
の
範
疇
が
意
味
す
る
の
は
、

所
与
性
の
あ
る
一
定
の
整
序
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ

は
、
原
因
と
し
て
の
所
与
の
一
部
分
と
結
果
と
し
て
の
所
与
の
一

部
分
を
つ
な
ぐ
、
す
べ
て
の
実
在
す
る
因
果
的
結
合
を
も
ま
た
、

た
だ
一
度
き
り
の
も
の
、
個
別
的
な
も
の
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

）
33
（

。

　

一
方
で
左
右
田
は
、
所
与
の
世
界
に
お
け
る
因
果
を
整
序
す
る
と
い

う
リ
ッ
カ
ー
ト
の
個
別
的
因
果
律
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。
「
唯
だ
其

の
全
体
の
中
に
在
つ
て
各
瞬
間
に
於
け
る
客
観
的
現
実
体
は
其
の
瞬
間

の
現
実
体
と
し
て
所
謂
因
と
果
と
は
同
時
存
在
の
統
一
的
自
足
体
を
形

成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
以
て
時
間
上
の
継
起
を
考
ふ
べ
き
可

能
性
は
あ
り
得
な
い
と
余
は
主
張
し
た
い
の
で
あ
る

）
34
（

」

　

こ
こ
で
左
右
田
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
よ
う
に
所
与
の
世
界
で
一
原
因

を
一
結
果
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
因
果
律
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と

批
判
し
て
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
い
う
意
味
で
の
因
果
性
の
範
疇
は
存

在
自
体
疑
わ
し
い
と
左
右
田
は
い
う
。
個
別
的
因
果
律
と
因
果
法
則
は

無
関
係
で
あ
る
と
し
、
む
し
ろ
超
越
的
当
為
こ
そ
原
因
、
結
果
及
び
因

果
関
係
を
概
念
的
に
構
成
す
る
と
い
う
立
場
を
左
右
田
は
採
る
。
左
右

田
は
自
身
の
個
別
的
因
果
律
を
こ
う
結
論
づ
け
る
。
「
此
の
如
く
解
せ

ら
れ
た
る
個
別
的
因
果
律
が
其
の
論
理
的
基
礎
と
し
て
普
遍
的
法
則
的

必
然
性
を
要
す
る
や
否
や
は
此
の
如
き
個
別
的
因
果
律
に
対
し
て
は
論

理
上irrelevant

で
あ
る
。
即
ち
両
者
の
関
係
は
論
理
上
偶
然
的
な
り

と
云
ひ
得
る

）
35
（

」

　

つ
ま
り
左
右
田
は
、
個
別
的
因
果
律
は
普
遍
的
法
則
的
必
然
性
を
も

つ
か
否
か
と
は
関
係
が
な
く
、
原
因
と
結
果
の
関
係
は
一
回
的
、
個
別

的
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

2　

田
辺
元
の
「
内
的
必
然
」
と
「
外
的
必
然
」

　

左
右
田
の
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
」（
一
九
一
八
年
六
月
）
に
対
し
て
、

田
辺
は
即
座
に
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
に
就
き
て
左
右
田
博
士
の
教

を
乞
ふ
」
（
一
九
一
八
年
六
月
二
十
日
脱
稿
、
九
月
刊
行
）
を
著
し
た
。
直

接
経
験
の
対
象
と
し
て
の
客
観
的
現
実
体
は
統
一
体
で
あ
り
、
時
間
的

継
起
と
し
て
原
因
と
結
果
に
分
割
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
原
因
と
結
果

に
分
割
す
る
に
は
特
定
の
観
点
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

田
辺
は
左
右
田
に
同
意
す
る
。
田
辺
が
批
判
す
る
の
は
「
個
別
的
前
件

後
件
間
の
個
別
的
必
然
結
合
な
る
も
の
が
直
ち
に
個
別
的
因
果
関
係
で
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あ
る

）
36
（

」
と
い
う
左
右
田
の
考
え
で
あ
る
。

　

田
辺
は
左
右
田
の
個
別
的
因
果
律
を
批
判
す
る
た
め
に
、
書
家
の
筆

触
が
次
の
筆
触
に
移
る
と
い
う
関
係
と
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦
い
に
お
け

る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
敗
戦
を
例
に
取
る
。
筆
の
運
び
は
内
面
的
当
為
の
必

然
関
係
で
あ
っ
て
純
粋
に
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。こ
れ
を
田
辺
は
「
内

的
必
然
」
と
名
付
け
る
。

　

一
方
で
、
因
果
の
関
係
は
外
的
に
時
間
上
生
ず
る
継
起
の
間
に
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
内
面
的
当
為
の
内
的
必
然
で
は
な
く
、
「
外
的

必
然
」
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
と
田
辺
は
述
べ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
敗

戦
は
、
プ
ロ
シ
ア
軍
の
来
援
が
フ
ラ
ン
ス
軍
の
増
援
よ
り
早
か
っ
た
と

い
う
個
別
的
事
件
の
た
め
で
あ
り
、
当
為
の
「
内
的
必
然
」
で
は
な
く
、

「
外
的
必
然
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
田
辺
は
説
明
す
る
。
田
辺
の
左

右
田
批
判
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
説
に
基
づ
い
て
い
る
。
ヴ
ィ
ン
デ

ル
バ
ン
ト
が
因
果
の
必
然
は
合
法
則
性
に
基
づ
く
と
み
な
し
た
の
に
対

し
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
れ
と
反
対
に
因
果
律
と
合
法
則
性
は
分
離
す
る

も
の
と
み
な
し
た
。
普
遍
妥
当
性
と
合
法
則
性
を
混
同
し
て
い
る
と
い

う
左
右
田
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
批
判
に
、
田
辺
は
同
意
で
き
な
い
と

い
う
。
つ
ま
り
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
解
釈
を
田
辺
は
肯
定
し
、
左

右
田
は
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
歴
史
に
つ
い
て
も
田
辺
は
「
歴
史
の

個
性
的
認
識
は
自
然
科
学
の
普
遍
法
則
的
認
識
を
用
ゐ
て
始
め
て
因
果

関
係
を
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る

）
37
（

」
と
述
べ
、
個
別
的
因
果
律
に
普
遍

的
法
則
的
必
然
性
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
左
右
田
と
の
違
い
を
明
確

に
し
た
。
田
辺
は
内
面
的
当
為
の
必
然
継
起
の
関
係
と
因
果
は
区
別
す

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
個
別
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
個
別
的
因
果
を
基

礎
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
田
辺
は
左
右
田
の
個
別
的
因

果
律
を
こ
う
批
判
す
る
。
「
左
右
田
博
士
が
個
別
的
必
然
継
起
の
関
係

と
し
て
考
へ
ら
れ
る
個
別
的
因
果
な
る
も
の
は
実
は
因
果
と
異
る
価
値

実
現
の
当
為
に
基
く
内
的
必
然
で
あ
り
、
因
果
は
矢
張
法
則
的
不
可
不

の
必
然
関
係
た
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か

）
38
（

」
田
辺
は
因
果
律
を
普

遍
的
法
則
に
帰
す
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
説
を
採
る
こ
と
を
明
言
す

る
。
そ
の
一
方
で
、
史
学
の
認
識
が
因
果
以
上
の
当
為
の
内
的
必
然
結

合
を
要
求
す
る
点
で
、
自
然
科
学
か
ら
の
文
化
史
学
の
独
立
性
も
認
め

て
い
る
。

　

田
辺
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
左
右
田
は
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理

に
関
し
て
更
に
田
邊
博
士
の
教
を
俟
つ
」（
一
九
一
八
年
九
月
二
十
日
脱
稿
、

十
一
月
刊
行
）
で
応
答
し
た
。
個
別
的
因
果
律
の
問
題
を
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー

の
例
に
の
み
見
る
と
い
う
こ
と
に
田
辺
の
批
判
の
真
意
が
あ
る
と
左
右

田
は
理
解
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
左
右
田
は
書
家
の
例
と
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー

の
例
の
い
ず
れ
に
も
「
内
的
必
然
」
と
「
外
的
必
然
」
を
認
め
う
る
と

主
張
し
た
。
程
度
の
差
は
あ
れ
二
つ
の
例
に
「
内
的
必
然
」
の
関
係
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
人
の
間
で
異
論
は
な
い
。
考

え
が
分
か
れ
る
の
は
、
田
辺
が
筆
触
の
因
果
関
係
（
「
外
的
必
然
」
）
を

疑
問
視
す
る
一
方
で
、
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
敗
戦
に
「
外
的
必
然
」
を
見

出
そ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
左
右
田
は
、
「
外
的
必
然
」
を
い
か
に
見
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出
す
か
は
観
点
の
違
い
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
外
的
必
然

的
関
係
を
可
能
に
す
る
観
点
が
あ
り
得
る
と
い
う
。「
内
的
必
然
」と
「
外

的
必
然
」
と
い
う
区
分
を
左
右
田
は
相
互
に
独
立
し
て
並
存
す
る
も
の

と
み
な
す
。
左
右
田
が
力
説
す
る
の
は
、
二
つ
の
例
と
も
に
「
同
一
平

面
上
に
於
い
て
内
的
必
然
関
係
を
見
得
べ
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
39
（

。

左
右
田
の
見
方
で
は
、
「
外
的
必
然
」
に
個
別
的
因
果
律
を
見
よ
う
と

す
る
田
辺
の
考
え
は
誤
り
で
、
そ
れ
は
「
普
遍
的
因
果
律
の
個
別
的
適

用
」
に
過
ぎ
な
い
。
左
右
田
は
自
身
の
「
個
別
的
因
果
律
」
を
、
当
為
の

内
面
的
必
然
関
係
を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
規
定
し
た
。
ま
た
、
左
右

田
の
応
答
を
踏
ま
え
て
、
西
田
も
田
辺
宛
書
簡
で
「
内
的
必
然
」
と
「
外

的
必
然
」
に
は
根
本
的
な
区
別
が
あ
る
と
い
う
見
解
を
記
し
て
い
る

）
40
（

。

　

左
右
田
は
「
内
的
必
然
」
と
「
外
的
必
然
」
の
捉
え
方
が
観
点
の
取

り
方
に
よ
る
と
規
定
し
た
う
え
で
、
「
個
別
的
因
果
律
」
は
当
為
の
内

面
的
必
然
性
に
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
田
辺
は
自
然
科
学
的
な

法
則
を
常
に
前
提
と
す
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
近
い
立
場
を
採
っ
た

う
え
で
、
史
学
の
独
立
性
を
維
持
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
東
北
帝
国

大
学
理
科
大
学
の
講
義
を
ま
と
め
た
『
科
学
概
論
』（
一
九
一
八
年
五
月
）

に
お
い
て
、
左
右
田
の
『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
を
参
考
書
と
し
て
挙

げ
つ
つ
も
、
「
余
は
氏
〔
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
〕
に
反
対
し
た
リ
ッ
カ
ー

ト
の
個
別
的
因
果
の
説
に
賛
同
せ
ず
、
因
果
は
必
ず
普
遍
の
関
係
を
意

味
す
る
こ
と
を
信
ず
る

）
41
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
左
右
田
が
「
個
別
的
因
果

律
の
論
理
」
を
発
表
す
る
以
前
か
ら
、
田
辺
が
個
別
的
因
果
律
に
反
対

す
る
立
場
を
採
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
個
別
的
因
果
律
を
め
ぐ
る

相
互
批
判
の
後
、
両
者
の
間
で
論
争
が
続
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

一
九
一
九
年
に
左
右
田
が
文
化
主
義
を
提
唱
し
た
後
、
田
辺
は
「
文

化
の
概
念
」
（
一
九
二
二
）
で
、
日
本
で
文
化
主
義
が
流
行
し
て
い
る
が
、

本
来
依
拠
す
る
西
南
ド
イ
ツ
学
派
の
カ
ン
ト
主
義
に
立
ち
戻
り
、
生
活

内
容
で
は
な
く
価
値
あ
る
内
容
を
創
造
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

リ
ッ
カ
ー
ト
批
判
は
さ
ら
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
「
リ
ッ
ケ
ル
ト

よ
り
も
遥
に
深
い
解
釈
を
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
対
し
て
下
し
、
之
を
対

象
生
産
の
論
理
に
発
展
せ
し
め
た
コ
ー
エ
ン
の
思
想
な
ど
に
依
る
な
ら

ば
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
規
定
は
到
底
其
も
と
の
意
味
に
於
て
維
持
せ
ら
れ

る
こ
と
は
出
来
ぬ

）
42
（

」
個
別
的
因
果
律
の
解
釈
を
も
と
に
二
人
の
立
場
が

分
岐
し
、
田
辺
は
リ
ッ
カ
ー
ト
よ
り
も
コ
ー
ヘ
ン
を
評
価
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

3　

 

三
木
清
「
歴
史
的
因
果
律
の
問
題
」（
一
九
二
一
）
と
個
別
的
因
果

律
か
ら
の
展
開

　

論
争
の
後
、
一
九
二
一
年
一
月
に
左
右
田
が
京
都
帝
大
文
学
部
で

行
っ
た
特
別
講
義
に
出
席
し
て
い
た
の
が
、
翌
年
五
月
に
ド
イ
ツ
へ
留

学
す
る
三
木
清
で
あ
る

）
43
（

。
三
木
は
留
学
前
に
「
歴
史
的
因
果
律
の
問
題
」

（
一
九
二
一
年
二
月
）
と
「
個
性
の
問
題
」
（
一
九
二
一
年
十
一
月
）
を
発

表
し
た
。

　

「
歴
史
的
因
果
律
の
問
題
」
は
、
左
右
田
の
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
」
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を
参
照
し
つ
つ
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
み
な
ら
ず
ヘ
ッ
セ
ン
の
著
作
も
綿
密

に
検
討
し
て
い
る
。
三
木
は
、
左
右
田
の
よ
う
に
リ
ッ
カ
ー
ト
の
概
念

構
成
自
体
は
批
判
せ
ず
、
立
場
の
相
違
を
明
示
し
た
。
三
木
は
リ
ッ
カ
ー

ト
が
「
所
与
の
絶
対
的
個
別
性
」
を
自
明
視
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
三
木
自
身
は
、
所
与
が
た
ん
に
個
別
的
な
も
の
で
は
な

く
、
普
遍
者
を
宿
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
個
別
的
な
も

の
の
真
理
性
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
構
成
的
範
疇
で
は
な
く
、
歴
史
的
範
疇

に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
三
木
は
と
る
。

　

三
木
が
批
判
す
る
の
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
が
様
々
な
範
疇
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
客
観
的
実
在
を
純
粋
に
概
念
以
前
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
直

接
経
験
と
同
じ
よ
う
に
扱
お
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
三
木
の
解
釈
に
よ

れ
ば
、
リ
ッ
カ
ー
ト
は
法
則
的
で
は
な
い
因
果
律
を
実
在
範
疇
と
し
て

考
え
、
そ
れ
を
も
っ
て
個
別
的
な
る
歴
史
的
因
果
律
の
可
能
性
を
保
証

し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
木
は
、
実
在
範
疇
と
し
て
の
個

別
的
因
果
律
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
歴
史
的
範
疇
の
問
題

と
し
て
の
み
意
味
が
あ
る
と
い
う
。
三
木
は
個
別
的
因
果
律
の
認
識
に

は
一
般
法
則
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
を
提
出
し
、
ヘ
ッ
セ
ン

の
説
を
も
視
野
に
入
れ
て
こ
う
述
べ
る
。
「
個
別
的
因
果
律
の
概
念
を

基
礎
付
け
る
も
の
は
実
在
の
個
別
性
で
は
な
く
、
却
つ
て
実
在
を
初
め

て
個
別
的
な
ら
し
め
る
特
殊
の
当
為
、
従
つ
て
こ
の
当
為
の
承
認
の
形

式
と
し
て
の
歴
史
的
範
疇
の
概
念
で
あ
る

）
44
（

」
三
木
は
、
歴
史
的
範
疇
の

一
つ
で
あ
る
歴
史
的
因
果
律
を
「
普
遍
的
個
性
が
特
殊
的
個
性
を
規
定

す
る
こ
と
」
と
定
義
す
る
。

　

三
木
に
と
っ
て
歴
史
的
因
果
律
の
本
質
は
、
歴
史
的
個
性
が
価
値
を

実
現
す
る
こ
と
で
、
普
遍
的
個
性
と
特
殊
的
個
性
と
の
あ
い
だ
で
内
面

的
か
つ
個
性
的
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
価

値
実
現
に
つ
い
て
述
べ
た
下
記
の
く
だ
り
は
、
田
辺
の
「
内
的
必
然
」

と
「
外
的
必
然
」
を
想
起
さ
せ
る
。
「
価
値
実
現
の
過
程
の
継
起
関
係

は
因
果
法
則
の
如
き
外
面
的
な
普
遍
関
係
に
よ
つ
て
成
立
す
る
の
で
な

く
、
個
別
的
に
し
て
し
か
も
内
面
的
必
然
的
な
る
結
合
を
な
す
の
で
あ

る
）
45
（

」
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
自
然
科
学
的
普
遍
法
則
を
重
く
み
た
田

辺
よ
り
も
左
右
田
に
近
い
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
三
木
は
内
面
的
必
然

に
定
位
し
た
歴
史
的
個
性
の
価
値
実
現
を
目
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

留
学
す
る
一
九
二
二
年
ま
で
の
動
向
か
ら
は
、
三
木
が
個
性
を
肯
定
す

る
と
と
も
に
、
リ
ッ
カ
ー
ト
、
ヘ
ッ
セ
ン
及
び
左
右
田
の
説
を
相
互
に

検
証
し
個
別
的
因
果
律
を
歴
史
哲
学
へ
と
接
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

　

留
学
中
に
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
と
ヘ
リ
ゲ
ル
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
三
木
自

身
の
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
」
を
ド
イ
ツ
語
で
報
告
、
「
日
本
の
哲

学
に
対
す
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
意
義
」
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
紙
に
寄
稿
し

た
。
三
木
は
報
告
で
、
左
右
田
の
リ
ッ
カ
ー
ト
批
判
を
紹
介
し
つ
つ
、

リ
ッ
カ
ー
ト
を
擁
護
し
た
。
方
法
論
的
形
式
と
構
成
的
範
疇
の
区
分
や

所
与
性
の
範
疇
を
左
右
田
は
批
判
し
た
が
、
三
木
は
こ
れ
ら
が
必
要
で

あ
る
と
見
な
す
。
ま
た
、
左
右
田
は
客
観
的
実
在
が
統
一
体
で
あ
る
と
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し
て
そ
れ
を
分
割
す
る
因
果
を
否
定
し
た
が
、
三
木
は
客
観
的
実
在
に

も
因
果
律
を
見
よ
う
と
す
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
客
観
的
実
在
を
形
而
上

学
的
な
直
観
世
界
と
解
釈
す
る
左
右
田
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
直
接

的
体
験
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
と
三
木
は
捉
え
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
接
合
を
試
み
た
西
田
や
田
辺
と
も
一
線
を
画
し
、
個

別
的
因
果
律
の
解
釈
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
援
用
す
る
こ
と
は
控
え
た
と
い

え
よ
う
。
三
木
は
、
客
観
的
実
在
即
ち
個
別
的
因
果
律
を
、
学
的
認
識

に
と
っ
て
無
限
に
追
及
さ
れ
る
べ
き
理
念
と
し
て
捉
え
た

）
46
（

。

　

帰
国
後
に
は
西
田
の
媒
介
を
経
て
河
上
肇
と
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
研

究
会
を
開
催
し
、
マ
ル
ク
ス
を
人
間
学
的
に
解
釈
す
る
『
唯
物
史
観
と

現
代
の
意
識
』
（
一
九
二
八
）
を
公
刊
し
た
。
「
理
論
・
歴
史
・
政
策
」
（
一

九
二
八
年
十
月
）
で
は
、
歴
史
的
社
会
的
存
在
を
対
象
と
す
る
歴
史
、

理
論
、
政
策
を
統
一
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
は
、
論
理
を
重
ん

ず
る
リ
ッ
カ
ー
ト
よ
り
優
れ
て
い
る
と
見
な
し
た
。
さ
ら
に
、
理
論
と

歴
史
の
分
離
を
唱
え
る
代
表
と
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
、
理
論
と
政
策
の
分

離
を
説
く
代
表
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
検
討
さ
れ
た
。
理
論
的
な
価
値

関
係
と
実
践
的
な
価
値
判
断
を
区
別
す
る
点
に
リ
ッ
カ
ー
ト
の
根
本
思

想
が
あ
り
、
価
値
判
断
に
よ
っ
て
個
性
や
内
在
性
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
三
木
は
考
え
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
が
問
題
と
し
た
の
は
歴
史

科
学
の
認
識
で
あ
っ
て
、
歴
史
を
論
じ
な
が
ら
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い

て
は
無
知
で
あ
る
と
三
木
は
厳
し
く
批
判
す
る
。
三
木
に
よ
れ
ば
、「
超

越
的
価
値
」
は
存
在
で
は
な
く
認
識
の
構
造
分
析
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ

た
も
の
で
、
個
性
を
否
定
し
て
し
ま
い
、
歴
史
を
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
。

存
在
の
歴
史
性
の
分
析
と
し
て
三
木
が
挙
げ
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

『
存
在
と
時
間
』
で
あ
り
、
認
識
論
か
ら
存
在
論
へ
と
転
回
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
歴
史
と
は
単
に
過
去
の
こ
と
で
は
な
く
現
在
で
あ
る

こ
と
を
デ
ィ
ル
タ
イ
す
ら
も
意
識
し
て
い
な
い
と
し
、
実
践
的
で
革
命

的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
識
を
宣
揚
し
た
マ
ル
ク
ス
こ
そ
歴
史
を

正
確
に
捉
え
て
い
る
と
三
木
は
見
な
す
。
人
間
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

と
い
う
歴
史
的
社
会
的
規
定
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
で
、
理
論
と
歴
史

と
政
策
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
三
木
は
結
論
づ
け
た
。

一
九
二
八
年
の
段
階
で
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
圏
内
か
ら
出
て
、
理
論
と

実
践
の
弁
証
法
的
統
一
を
根
本
原
理
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
と
立
場

を
移
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
。

　

さ
ら
に
、「
歴
史
主
義
と
歴
史
」（
一
九
二
九
年
七
月
）
で
は
、リ
ッ
カ
ー

ト
へ
の
批
判
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
。
同
論
文
で
は
、
歴
史
主
義
は
相
対

主
義
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
批
判
的
に
検
討
し
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
も
こ

の
命
題
を
批
判
し
て
い
る
が
、
三
木
の
見
方
で
は
、
そ
れ
も
厳
密
な
も

の
で
は
な
く
、
科
学
的
認
識
を
出
発
点
と
し
、
現
実
の
存
在
か
ら
逃
避

し
て
い
る
。
三
木
か
ら
す
る
と
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
が

存
在
で
は
な
く
特
殊
科
学
と
し
て
の
歴
史
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
リ
ッ

カ
ー
ト
は
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
か
ら
個
別
的
な
も
の
の
概
念
を
取
り
入
れ

た
が
、
個
別
的
な
も
の
と
民
族
精
神
や
神
と
の
関
係
を
放
棄
し
た
た
め
、

形
式
的
な
絶
対
主
義
を
採
り
な
が
ら
実
質
的
に
は
相
対
主
義
に
陥
っ
て
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い
る
と
い
う
。
「
彼
〔
リ
ッ
カ
ー
ト
〕
は
時
間
の
カ
ン
ト
的
自
然
科
学
的

概
念
を
受
取
る
の
み
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
持
続
、
歴
史
的
な
時
間
の

概
念
を
認
め
な
い
。
従
つ
て
個
性
と
個
性
と
の
間
に
結
ば
れ
る
も
の
は

所
謂
個
別
的
因
果
律
で
あ
つ
て
、
何
等
発
展
の
関
係
で
は
な
い
の
で
あ

る
）
47
（

」
つ
ま
り
、
一
九
二
二
年
ま
で
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
個
別
的
因
果
律
を

取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
一
九
二
九
年
の
段
階
で
は
、
三
木
自

身
が
構
想
す
る
歴
史
哲
学
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
い
う
考
え
に
至
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

『
歴
史
哲
学
』
（
一
九
三
二
）
で
は
、
歴
史
的
な
も
の
の
最
も
基
礎
的

な
も
の
と
し
て
「
個
性
」
を
位
置
づ
け
た
リ
ッ
カ
ー
ト
を
批
判
し
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
説
に
沿
い
な
が
ら
、
個
性
の
概
念
は
発
展
の
概

念
を
基
礎
と
し
て
の
み
成
立
す
る
と
捉
え
た
。
『
社
会
科
学
概
論
』
（
一

九
三
二
）
で
は
、
超
越
的
価
値
を
立
て
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
価
値
哲
学
で

は
文
化
や
歴
史
を
捉
え
ら
れ
な
い
と
考
え
、
具
体
的
な
人
間
に
即
し
た

個
性
や
文
化
的
意
味
を
考
察
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
場
に
接
近
し
た
。

三
木
自
身
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
、
社
会
科
学
の
基
本
的
構
造

が
弁
証
法
的
で
あ
る
と
見
な
し
つ
つ
も
、
科
学
と
し
て
の
社
会
学
は
社

会
的
行
為
を
解
釈
し
つ
つ
理
解
し
そ
の
過
程
及
び
作
用
を
因
果
的
に
説

明
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
説
を
検
討
し
て
い
る
。
そ

の
う
え
で
三
木
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
想
型
を
歴
史
的
範
疇
と
し
て
捉

え
直
す
こ
と
を
提
唱
し
、
因
果
性
と
弁
証
法
と
の
関
係
が
課
題
で
あ
る

こ
と
を
予
示
し
た
。
戦
前
に
、
三
木
が
リ
ッ
カ
ー
ト
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー

解
釈
へ
と
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

「
現
代
哲
学
思
潮
」
（
一
九
三
六
年
九
月
）
で
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト
『
生

の
哲
学
』
（
一
九
二
〇
）
公
刊
時
に
は
新
カ
ン
ト
派
の
勢
力
は
衰
え
、
現

代
哲
学
も
認
識
論
か
ら
存
在
論
へ
移
行
し
た
と
捉
え
た
。
『
社
会
科
学

新
辞
典
』
（
一
九
四
一
年
四
月
）
の
項
目
「
社
会
科
学
」
で
は
、
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
や
リ
ッ
カ
ー
ト
の
方
法
的
二
元
論
は
方
法
論
的
に
不
徹
底

で
あ
る
と
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
三
木
は
左
右
田
か

ら
継
承
し
た
個
別
的
因
果
律
を
歴
史
哲
学
や
社
会
科
学
に
は
取
り
入
れ

ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
歴
史
の
存
在
論
的
分
析
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
へ
と
展
開
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

三
木
が
旧
制
三
高
で
行
っ
た
講
義
に
出
席
し
て
い
た
の
が
、
大
塚
久

雄
で
あ
る
。
大
塚
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
同
講
義
は
後
に
『
社
会
科
学
の

予
備
概
念
』
（
一
九
二
九
）
と
な
る
内
容
で
あ
っ
た
。
大
塚
は
ま
た
、
三

木
の
『
歴
史
哲
学
』
と
『
社
会
科
学
概
論
』
か
ら
大
き
く
影
響
を
受
け

た
と
い
う

）
48
（

。
大
塚
が
「
因
果
性
の
範
疇
」
の
適
用
を
取
り
上
げ
、ウ
ェ
ー

バ
ー
が
リ
ッ
カ
ー
ト
の
科
学
認
識
論
を
援
用
し
て
科
学
方
法
論
を
展
開

し
た
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
の
は
、
三
木
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
を
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
ろ
う

）
49
（

。
大
塚
は
三
木
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
解
の
深
さ
と
正

確
さ
に
驚
嘆
し
つ
つ
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
を
取
り
入
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
大
局
的
に
見
れ
ば
、
大
塚
が

注
力
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
に
は
、
三
木
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
論
を
批
判
的

に
継
承
す
る
側
面
が
あ
る
と
い
え
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
京
都
学
派
と
左

右
田
に
よ
る
新
カ
ン
ト
派
受
容
を
個
別
的
因
果
律
と
い
う
視
角
か
ら
追

跡
し
た
。
以
下
行
論
を
ま
と
め
る
。
西
田
が
啓
蒙
的
紹
介
に
先
鞭
を
つ

け
る
と
、
田
辺
は
そ
れ
を
追
い
な
が
ら
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、リ
ッ
カ
ー

ト
、
コ
ー
ヘ
ン
の
綿
密
な
読
解
を
続
け
た
。
両
者
は
新
カ
ン
ト
派
か
ら

ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
と
展
開
す
る
傾
向
を
当
初
か
ら
見
せ
て
お
り
、
新
カ
ン

ト
派
に
関
し
て
も
西
南
学
派
か
ら
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
へ
と
対
象
を
移

し
た
。

　

同
時
期
に
リ
ッ
カ
ー
ト
の
哲
学
に
接
し
た
四
人
の
相
違
が
明
確
に

な
っ
た
の
が
、
左
右
田
「
個
別
的
因
果
律
の
論
理
」
を
め
ぐ
る
左
右
田

と
田
辺
の
論
争
で
あ
る
。
田
辺
は
「
内
的
必
然
」
と
「
外
的
必
然
」
と

い
う
考
え
を
示
し
て
左
右
田
の
個
別
的
因
果
律
を
批
判
し
た
。
田
辺
へ

の
応
答
で
、
左
右
田
の
個
別
的
因
果
律
が
当
為
の
内
面
的
必
然
性
に
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
左
右
田
が
リ
ッ
カ
ー
ト
や
ヘ
ッ
セ
ン
の

個
別
的
因
果
律
を
批
判
的
に
継
承
す
る
一
方
で
、
田
辺
は
因
果
律
に
関

し
て
自
然
科
学
的
法
則
を
前
提
と
す
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
説
を
採

る
に
至
っ
た
。
西
田
が
こ
の
論
争
に
深
く
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

「
内
的
必
然
」
と
「
外
的
必
然
」
は
根
本
的
に
区
別
す
べ
き
と
い
う
田

辺
に
近
い
立
場
を
取
っ
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
の
著
作
や
左
右
田
の
個
別
的

因
果
律
を
知
悉
し
て
い
た
三
木
は
、
一
九
二
二
年
の
段
階
で
は
個
別
的

因
果
律
を
歴
史
哲
学
や
個
性
の
肯
定
に
接
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
リ
ッ

カ
ー
ト
の
も
と
へ
留
学
し
た
際
に
は
、
個
別
的
因
果
律
の
研
究
を
通
じ

て
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
と
交
流
し
た
。
し
か
し
、
留
学
先
で
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
存
在
論
に
触
れ
、
帰
国
後
マ
ル
ク
ス
研
究
を
開
始
す
る
と
、
個
別
的

因
果
律
を
歴
史
哲
学
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
や
め
、
む
し
ろ
リ
ッ
カ
ー

ト
の
影
響
を
受
け
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
へ
と
展
開
し
た
。

　

左
右
田
の
個
別
的
因
果
律
は
、
田
辺
と
三
木
に
よ
っ
て
批
判
的
に
検

討
さ
れ
た
が
、
概
念
と
し
て
広
く
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
三
木
が
リ
ッ
カ
ー
ト
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
歴
史
と
理
論
の
観
点
か
ら

比
較
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
や
社
会
科
学
論
へ
と
形
を

変
え
て
展
開
し
た
と
い
え
る
。

 

（
わ
た
な
べ
・
や
す
ひ
こ
／
思
想
史
）

注（
1
） 

高
坂
正
顕
は
リ
ッ
カ
ー
ト
と
コ
ー
ヘ
ン
を
個
別
に
検
証
す
る
研
究
書
『
カ

ン
ト
学
派
』
（
一
九
四
〇
）
を
著
し
た
ほ
か
、
歴
史
哲
学
の
出
発
点
を
な
し

た
の
は
西
南
ド
イ
ツ
学
派
の
運
動
で
あ
っ
た
と
み
な
し
た
（
下
村
寅
太
郎
・

服
部
英
次
郎
編
『
哲
学
研
究
体
系
六
〈
体
系
篇
〉
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九

七
八
年
）
。
下
村
も
、
西
田
の
思
想
の
洗
練
と
深
化
発
展
は
新
カ
ン
ト
派
と

の
対
決
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の
大
正
年
代
に
と
っ
て
も
新
カ
ン
ト

派
が
出
発
点
と
な
っ
た
と
捉
え
た
（
同
編
『
哲
学
研
究
体
系
四
〈
哲
学
史
篇
〉
』

河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
年
）
。
戦
後
の
研
究
資
料
と
し
て
は
『
理
想
』

第
六
四
三
号
、
理
想
社
、
一
九
八
九
年
、
の
新
カ
ン
ト
派
特
集
を
参
照
。
マ
ー
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ル
ブ
ル
ク
学
派
が
数
学
を
純
粋
論
理
学
の
領
域
に
含
め
た
の
に
対
し
、
西
南

学
派
が
両
者
を
厳
格
に
区
分
し
た
点
に
両
学
派
の
主
要
な
差
異
が
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。M

ichael Friedm
an, A PART

IN
G

 of the W
ays: 

C
arnap, C

assirer, and H
eidegger, O

C
PC

, 2000, p.29.

リ
ッ
カ
ー
ト
に
つ

い
て
は
、
九
鬼
一
人
『
新
カ
ン
ト
学
派
の
価
値
哲
学
―
―
体
系
と
生
の
は
ざ

ま
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
九
年
）
等
、
氏
の
一
連
の
論
文
を
参
照
。
最
新
の

研
究
成
果
と
し
て
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
価
値
哲
学
の
展
開
が
受
容
に
と

ど
ま
ら
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
義
を
持
つ
と
指
摘
し
た
、
伊
藤
貴
雄
・
川
口

雄
一
「
序
―
―
新
カ
ン
ト
派
価
値
哲
学
と
そ
の
受
容
史
」
『
東
洋
学
術
研
究
』

第
六
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
）
及
び
関
連
論
文
を
参
照
。

（
2
） 

安
藤
英
治
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
―
―
エ
ー
ト
ス
問
題
と
し
て

の
方
法
論
研
究
』
未
来
社
、
一
九
六
五
年
、
一
六
二
―
一
七
〇
頁
。
安
藤
に

よ
れ
ば
、ウ
ェ
ー
バ
ー
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
『
自
然
科
学
的
概
念
形
成
の
限
界
』

第
二
部
を
一
九
〇
二
年
春
ご
ろ
に
読
み
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
歴
史
的
概
念

構
成
を
承
認
し
て
い
た
。
た
だ
し
安
藤
は
、
両
者
の
方
法
論
を
直
結
さ
せ
る

解
釈
に
留
保
を
付
し
て
い
る
。
中
野
は
安
藤
の
論
を
踏
ま
え
、
リ
ッ
カ
ー
ト

の
「
文
化
科
学
」
に
対
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
方
法
論
上
の
徹
底
化
を
は
か

り
、
「
普
遍
化
的
認
識
」
と
し
て
の
「
法
則
的
」
知
識
を
重
要
視
し
た
と
捉

え
る
（
中
野
敏
男
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
現
代
・
増
補
版
』
青
弓
社
、

二
〇
一
三
年
、
四
二
、
一
二
〇
―
一
二
四
頁
）
。
近
年
で
は
、
リ
ッ
カ
ー
ト

か
ら
の
影
響
が
強
い
「
客
観
性
」
論
文
（
一
九
〇
四
年
）
よ
り
も
生
理
学
者
・

統
計
学
者
Ｖ
・
ク
リ
ー
ス
の
「
適
合
的
因
果
」
に
接
近
し
た
文
化
科
学
論
文

（
一
九
〇
六
年
）
に
意
義
を
認
め
る
研
究
が
あ
る
（
佐
藤
俊
樹
『
社
会
科
学

と
因
果
分
析
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
。
左
右
田
・
三
木
の
論
を
も
射

程
に
入
れ
つ
つ
、
個
性
記
述
的
／
法
則
定
立
的
と
い
う
区
分
よ
り
も
ク
リ
ー

ス
の
対
概
念
「
法
則
論
的
／
存
在
論
的
」
に
注
目
す
る
見
方
は
参
照
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
だ
が
、
個
別
的
因
果
律
の
解
釈
に
よ
り
日
本
思
想
史
上
の
学
術

的
展
開
が
あ
っ
た
こ
と
は
揺
る
が
な
い
事
実
で
あ
る
。

（
3
） 

大
橋
に
よ
れ
ば
、
新
カ
ン
ト
派
に
共
鳴
し
な
が
ら
も
留
学
後
に
思
想
的
立

場
を
変
え
た
も
の
が
多
く
、
三
木
や
恒
藤
恭
は
そ
の
う
ち
に
入
る
（
大
橋
容

一
郎
「
新
カ
ン
ト
学
派
と
近
代
日
本 

―
―
桑
木
厳
翼
と
三
木
清
を
手
が
か

り
と
し
て
」
『
思
想
』
一
一
一
八
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
六
月
）
。
三

木
と
同
年
の
宇
野
弘
蔵
も
、
旧
制
第
六
高
等
学
校
時
代
に
西
田
の
著
作
に
触

発
さ
れ
て
リ
ッ
カ
ー
ト
『
認
識
の
対
象
』
を
、
東
京
帝
大
時
代
に
は
左
右
田

『
経
済
哲
学
の
諸
問
題
』
を
読
ん
だ
が
、
社
会
政
策
学
会
の
演
説
で
左
右
田

が
語
っ
た
社
会
主
義
観
に
相
容
れ
な
い
も
の
を
感
じ
、
新
カ
ン
ト
派
か
ら
離

れ
た
（
宇
野
弘
蔵
『
資
本
論
五
十
年
（
上
）
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七

〇
年
、
一
一
四
―
一
二
七
頁
）
。
コ
ー
ヘ
ン
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
（
原
著

一
九
〇
二
年
）
の
訳
述
を
め
ぐ
る
藤
岡
蔵
六
事
件
（
一
九
二
一
年
）
及
び
村

上
寛
逸
の
全
訳
（
一
九
三
二
年
）
は
、
新
カ
ン
ト
派
が
日
本
で
顧
み
ら
れ
な

く
な
っ
た
状
況
証
拠
と
な
る
。
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
見
解
の
二
書
、

関
口
安
義
『
悲
運
の
哲
学
者　

評
伝
藤
岡
蔵
六
』
（
イ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ
、

二
〇
〇
四
年
）
と
吉
沢
伝
三
郎
『
和
辻
哲
郎
の
面
目
』
（
平
凡
社
、
二
〇
〇

六
年
）
を
参
照
。

（
4
） 

清
水
太
郎
「
カ
ン
ト
学
派
哲
学
と
大
正
期
日
本
の
哲
学
―
―
西
田
幾
多
郎

と
左
右
田
喜
一
郎
」
『
現
代
思
想
』
二
二
巻
四
号
、
青
土
社
、
一
九
九
四
年

三
月
、
藤
田
正
勝
「
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
―
―
創
造
的
対
話
の
一
つ
の
形
」

『
思
想
』
一
〇
九
九
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
、
杉
村
靖
彦
・

田
口
茂
・
竹
花
洋
佑
編
著
『
渦
動
す
る
象
徴
―
―
田
辺
哲
学
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
』
晃
洋
書
坊
、
二
〇
二
一
年
、
山
本
舜
「
京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の

田
辺
元
―
―
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
両
者
の
関
係
性
」
『
日
本
哲
学
史
研

究
―
―
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
哲
学
史
研
究
室
紀
要
』
一
七
号
、

二
〇
二
一
年
三
月
、
福
谷
茂
「
田
邊
元
に
お
け
る
「
弁
証
法
」
の
形
成
―
―

「
文
化
」
を
手
が
か
り
と
し
て
」
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
六
一
巻
第
一
号
、
東

洋
哲
学
研
究
所
、
二
〇
二
二
年
五
月
、
等
を
参
照
。

（
5
） 
鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
―
―
重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
』
作
品
社
、
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二
〇
〇
七
年
、
四
二
三
頁
。

（
6
） 

学
問
の
基
礎
が
揺
ら
ぐ
時
代
に
田
辺
哲
学
は
成
立
し
た
。
合
田
正
人
・
杉

村
靖
彦
「
〈
対
談
〉
田
辺
元
の
思
想
」
（
『
思
想
』
一
〇
五
三
号
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
一
月
、
七
―
三
五
頁
所
収
）
、
一
五
頁
。

（
7
） 
小
牧
治
『
国
家
の
近
代
化
と
哲
学
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
八
年
、
三

二
一
―
三
五
一
頁
。

（
8
） 

西
田
幾
多
郎
『
寸
心
日
記
』
燈
影
舎
、
一
九
八
五
年
、
二
二
四
頁
。

（
9
） 

『
下
村
寅
太
郎
著
作
集
第
十
二
巻
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二
八

〇
―
二
八
五
頁
。

（
10
） 

『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
二
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
四
六
―
四
七
頁
。

（
11
） 

『
田
邊
元
全
集
第
一
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
二
五
―
二
六
頁
。

西
田
か
ら
田
辺
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
藤
田
前
掲
論
文
、
九
―
十
一
頁
。

（
12
） 

田
邊
前
掲
書
、
四
六
頁
。

（
13
） H

einrich R
ickert, D

er G
egenstand der Erkenntnis, 2.A.1904, S.129.

強
調
原
文
。
第
三
版
が
一
九
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
期
田
辺
が

参
照
し
た
と
推
測
さ
れ
る
第
二
版
に
基
づ
く
。

（
14
） 

文
化
史
家
の
西
田
直
二
郎
も
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
文
化
価
値
や
個
体
の
観
念

が
文
化
史
研
究
に
寄
与
し
た
と
み
る
（
西
田
直
二
郎
『
日
本
文
化
史
序
説
』

改
造
社
、
一
九
三
二
年
、
一
二
六
―
一
四
四
頁
）
。

（
15) W

ilhelm
 W

indelband, Präludien : Aufsätze und Reden zur Philosophie 
und ihrer G

eschichte; 2. Bd. 6.A.,  unveränderte. Auflage. J.C
.B. M

ohr, 
1919, S.150. 

（
16
） a.a.O

,S.145.

（
17
） H

einrich R
ickert, Kulturw

issenschaft und N
aturw

issenschaft, 6-7.A. 
1926, S.84-5.

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
と
リ
ッ
カ
ー
ト
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、

九
鬼
前
掲
書
、
四
一
―
四
四
頁
。

（
18
）  

『
田
邊
元
全
集
第
一
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
八
二
頁
。

（
19
） 

前
掲
書
、
九
一
頁
。

（
20
） 

前
掲
書
、
三
〇
七
頁
。

（
21
） 

前
掲
書
、
三
一
七
頁
。

（
22
） 

大
林
信
治
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
同
時
代
人
た
ち
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
、
一
五
頁
。

（
23
） 

左
右
田
の
来
歴
や
諸
概
念
に
つ
い
て
は
、
左
右
田
博
士
五
十
周
年
記
念
会

編
『
左
右
田
哲
学
へ
の
回
想
』
（
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）
や
橋
本
努
「
左

右
田
喜
一
郎
―
―
真
・
善
・
美
に
な
ら
ぶ
貨
幣
」
鈴
木
信
雄
編
『
日
本
の
経

済
思
想
２
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

（
24
） 

黎
明
会
に
つ
い
て
は
、
武
藤
秀
太
郎
「
第
八
章　

戦
間
期
に
お
け
る
知
識

人
集
団
―
―
黎
明
会
を
中
心
に
」
猪
木
武
徳
編
『
戦
間
期
日
本
の
社
会
集
団

と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
中
間
団
体
』
N 

T 

T
出
版
、
二
〇

〇
八
年
、
一
八
四
―
一
八
七
頁
。

（
25
） 

高
坂
正
顕
『
西
田
幾
多
郎
と
和
辻
哲
郎
』
新
潮
社
、
一
九
六
四
年
、
一
四

〇
頁
。

（
26
） 

本
文
中
で
言
及
し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
左
右
田
「
西
田
哲
学
の
方
法
に
就

て
―
―
西
田
博
士
の
教
を
乞
う
」
（
一
九
二
六
年
十
月
）
西
田
「
左
右
田
博

士
に
答
う
」
（
一
九
二
七
年
四
月
）
な
ど
。
本
稿
で
は
個
別
的
因
果
律
に
定

位
し
て
左
右
田
と
田
辺
の
解
釈
を
比
較
し
た
が
、
福
谷
は
論
争
後
の
田
辺
の

進
展
を
視
圏
に
収
め
、
大
正
の
「
文
化
」
か
ら
昭
和
の
「
弁
証
法
」
へ
と
対

象
を
展
開
し
た
田
辺
と
、
個
人
に
軸
足
を
置
き
つ
つ
リ
ッ
カ
ー
ト
を
援
用
し

て
文
化
主
義
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
左
右
田
の
相
違
が
個
別
的
因
果
律
の

解
釈
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
す
る
（
福
谷
前
掲
論
文
、
二
六
七
頁
）
。

（
27
） 

『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
十
九
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
三
一
九
―

三
二
〇
頁
、
一
九
一
八
年
四
月
三
日
付
。
田
辺
の
ほ
か
、
社
会
学
担
当
と
し

て
高
田
保
馬
が
批
評
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

（
28
） 

『
左
右
田
喜
一
郎
全
集
第
三
巻
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
、
三
四
一
―

三
四
七
頁
。

（
29
） 
前
掲
書
、
五
七
三
頁
。 
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（
30
） 

第
一
章
「
歴
史
的
因
果
律
」
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
把
握
は
、

三
木
清
「
歴
史
的
因
果
律
の
論
理
」
へ
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。Sergius 

H
essen, Individuelle K

ausalität: Studien zum
 transzendentalen 

Em
pirism

us, 1909,S.48. 

ヘ
ッ
セ
ン
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』
山
本
義
隆
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九

年
、
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。

（
31
） 

『
左
右
田
喜
一
郎
全
集
第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
、
四
八
一
頁
。

（
32
） H

einrich R
ickert, D

er G
egenstand der Erkenntnis, 3.A.1915, S.379. 

強
調
原
文
。
こ
の
時
期
に
左
右
田
と
田
辺
が
参
照
し
て
い
る
第
三
版
に
基
づ

く
。

（
33
） a.a.O

,S.413.

強
調
原
文
。

（
34
） 

『
左
右
田
喜
一
郎
全
集
第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
四
九
四
頁
。

（
35
） 

前
掲
書
、
五
〇
九
頁
。

（
36
） 

『
田
邊
元
全
集
第
一
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
二
三
九
頁
。

（
37
） 

前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

（
38
） 

前
掲
書
、
二
四
二
頁
。

（
39
） 

前
掲
書
、
二
〇
七
頁
、
傍
点
原
文
。

（
40
） 

「
『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
十
九
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
三
四
一
頁
。

（
41
） 

『
田
邊
元
全
集
第
二
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
二
三
四
頁
。

（
42
） 

『
田
邊
元
全
集
第
一
巻
』
四
三
八
―
四
三
九
頁
。

（
43
） 

三
木
の
留
学
に
つ
い
て
は
、
羽
仁
五
郎
「
三
木
清
が
ド
イ
ツ
文
で
書
い
た

論
文
」
（
『
三
木
清
全
集
第
二
巻
』
）
、
安
酸
敏
眞
『
欧
米
留
学
の
原
風
景
』
知

泉
書
館
、
二
〇
一
六
年
、
三
三
三
―
三
四
五
頁
。

（
44
） 

『
三
木
清
全
集
第
二
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
九
九
頁
。

（
45
） 

前
掲
書
、
一
一
四
頁
。

（
46
） 

前
掲
書
、
四
四
三
頁
。

（
47
） 

『
三
木
清
全
集
第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
三
九
五
頁
、
傍
点

引
用
者
。

（
48
） 

『
大
塚
久
雄
著
作
集
第
十
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
六
―
九
頁
。

（
49
） 

『
大
塚
久
雄
著
作
集
第
九
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
三
六
―
四
八
頁
。

三
木
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
Ｗ
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ト
カ
ー
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
日
本
―
―
受
容
史
の
研
究　

一
九
〇
五
―
一
九
九
五
』
野
口
雅
弘
・

鈴
木
直
・
細
井
保
・
木
村
裕
之
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
八
三
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

個
別
的
因
果
律　

新
カ
ン
ト
派　

京
都
学
派　

左
右
田
喜
一
郎

リ
ッ
カ
ー
ト
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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
終
戦
直
後
に
設
立
さ
れ
た
知
識
人
集
団
「
財
団
法
人
二

十
世
紀
研
究
所
」
に
お
い
て
構
想
・
実
践
さ
れ
た
戦
後
啓
発
活
動
が
、

戦
争
に
よ
っ
て
後
景
に
退
い
た
戦
前
の
思
想
や
学
説
の
紹
介
し
な
お
し

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
メ
ン
バ
ー
の
専
門
の
立
場
か
ら
解
説
・
批
判

し
つ
つ
、
終
戦
直
後
の
知
的
風
土
と
の
協
調
の
な
か
で
の
受
け
と
め
な

お
し
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

当
時
、
社
会
学
者
で
『
読
売
報
知
』
論
説
委
員
だ
っ
た
清
水
幾
太
郎
、

経
済
学
者
で
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
大
河
内
一
男
、
英
文
学
者
で
立
教

大
学
教
授
の
細
入
藤
太
郎
を
中
心
と
し
た
研
究
所
の
メ
ン
バ
ー
は
、
敗

戦
に
よ
っ
て
既
存
の
権
威
や
価
値
観
が
揺
ら
ぎ
、
拠
り
ど
こ
ろ
を
失
っ

た
各
地
の
人
び
と
の
も
と
に
足
を
運
ぶ
積
極
的
な
啓
発
事
業
を
展
開
し
、

と
り
わ
け
初
期
の
活
動
で
は
、
特
定
の
思
想
の
優
位
性
を
強
調
す
る
排

他
的
な
姿
勢
を
避
け
、
互
い
の
主
張
を
と
き
に
鋭
く
戦
わ
せ
つ
つ
も
、

討
議
や
熟
慮
の
作
法
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
異
な
る
も
の
と
の
共
存
・

協
働
を
指
向
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
戦
前
の
思
想
の
単
な
る
復
古
で
は

な
く
、
社
会
と
人
び
と
の
関
係
の
変
化
を
念
頭
に
戦
前
的
な
思
想
の
あ

り
方
を
脱
却
し
て
、
い
わ
ば
思
想
の
「
戦
後
」
を
構
想
・
実
践
し
よ
う

と
し
て
い
た
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
各
方
面
で
急
進
的
な
変

化
が
是
と
さ
れ
る
風
潮
の
な
か
、
二
十
世
紀
研
究
所
の
試
み
は
終
戦
直

〈
公
募
論
文
〉

財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
の
事
業
と
思
想

【
終
戦
直
後
に
お
け
る
知
識
人
活
動
の
一
事
例
】

庄
司
武
史
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後
の
わ
が
国
の
思
想
運
動
の
一
側
面
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

　

だ
が
、
同
時
期
の
他
の
啓
発
事
業
や
民
間
教
育
運
動
に
比
べ
、
二
十

世
紀
研
究
所
の
活
動
が
知
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
主
た
る

要
因
は
、
実
質
的
な
活
動
が
ご
く
短
期
間
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

当
事
者
た
ち
の
わ
ず
か
な
述
懐
の
ほ
か
資
料
が
不
在
だ
っ
た
こ
と
が
大

き
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
筆
者
は
二
十
世
紀
研
究
所
が
財
団

法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
改
め
て
注
目
し
、
民
法
の
定

め
に
よ
り
研
究
所
か
ら
文
部
省
に
提
出
さ
れ
、
文
部
省
が
保
管
し
て
い

る
可
能
性
が
高
い
設
立
申
請
に
係
る
文
書
や
寄
附
行
為
（
定
款
）
等
重

要
文
書
の
有
無
を
調
査
し
た
。
民
法
旧
第
三
十
九
条
は
、
財
団
法
人
設

立
に
あ
た
っ
て
は
目
的
や
名
称
等
を
寄
附
行
為
と
し
て
定
め
、
主
務
官

庁
（
教
育
・
研
究
分
野
は
当
時
の
文
部
省
）
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
定
め
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
実
際
の
申
請
の
際
に
は
事

業
計
画
や
資
金
計
画
の
詳
細
、
財
産
目
録
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
部
科
学
省
へ
の
照
会
の
結
果
、
二
十
世
紀

研
究
所
お
よ
び
文
部
省
が
作
成
し
、
や
り
取
り
さ
れ
た
諸
文
書
が
文
部

省
か
ら
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
、
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
し

て
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
二
〇
一
九
年
十
月
時
点
で
保

管
さ
れ
て
い
た
公
文
書
は
、『
二
十
世
紀
研
究
所
（
設
立
）
S
二
十
年
度
』

『
二
十
世
紀
研
究
所
（
設
立
）
S
二
十
一
年
度
』
お
よ
び
『
二
十
世
紀

研
究
所
（
設
立
）
S
二
十
四
年
度
』
と
い
う
三
冊
の
簿
冊
に
収
め
ら
れ

て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
主
に
財
団
法
人
の
設
立
に
係
る
公
文
書
で

あ
る
。
当
時
、
後
述
す
る
一
九
八
七
年
六
月
の
研
究
所
の
解
散
に
係
る

公
文
書
は
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
二
〇
二
一
年
三
月
に
こ
れ
ら

公
文
書
の
移
管
も
確
認
さ
れ
た
。
『
二
十
世
紀
研
究
所
（
設
立
）
S
六

十
二
年
度

）
1
（

』
、
『
文
部
省
記
録　

二
十
世
紀
研
究
所
』
と
い
う
三
冊
の
簿

冊
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
書
は
、
そ
の
性
格
上
、
あ
る
程
度
、
正
確
か
つ
客
観
性

の
高
い
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
と
り
わ
け
設
立
に
係
る
公

文
書
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
設
立
申
請
時
に
構
想
さ
れ

て
い
た
研
究
所
の
姿
で
あ
り
、
実
際
の
活
動
と
は
自
ず
か
ら
一
定
の
乖

離
が
あ
る
点
に
注
意
す
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
当
事
者
た

ち
さ
え
語
っ
て
こ
な
か
っ
た
研
究
所
の
初
期
的
様
相
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
資
料
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
実
質
的
に
は
三
年
に
届
か
な
か
っ
た
活
動
期
間
中
、
研
究
所

が
精
力
的
に
図
書
・
紀
要
等
の
出
版
物
を
刊
行
し
て
い
た
こ
と
も
判
明

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
も
年
月
の
経
過
の
な
か
で
散
逸
し
て
い

る
。
国
立
国
会
図
書
館
も
全
て
の
出
版
物
を
所
蔵
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
の
他
全
国
の
図
書
館
や
古
書
店
で
の
検
索
に
よ
り
、
筆
者
は

現
在
ま
で
判
明
し
て
い
る
出
版
物
に
つ
い
て
現
物
の
所
在
を
確
認
で
き

て
い
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
研
究
所
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
み
ら
れ
る
『
二

十
世
紀
研
究
所
概
要
』
と
い
う
新
資
料
の
捜
出
に
も
至
っ
た
が
、
こ
れ

ら
出
版
物
の
現
物
に
あ
た
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
活
動
や
出
版
物
、
関
係
者
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
な
ど
、
研
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究
所
を
め
ぐ
る
史
資
料
は
質
、
量
と
も
に
着
実
に
充
実
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
当
事
者
で
あ
り
最
も
情
報
量
が
多
か
っ
た
が
ゆ
え
に
大
き

く
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
研
究
所
の
関
係
者
の
述
懐
の
内
容
を
、

担
保
ま
た
は
再
検
討
し
な
が
ら
研
究
所
の
個
性
を
議
論
し
得
る
状
況
が

整
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
近
年
、
蓄
積
が
進
ん
で
き
た
こ

れ
ら
資
料
に
も
目
配
り
し
つ
つ
研
究
所
の
事
業
の
様
相
と
思
想
を
検
討

す
る

）
2
（

。一　

財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
の
成
り
立
ち

　

二
十
世
紀
研
究
所
は
、
終
戦
か
ら
半
年
あ
ま
り
後
の
一
九
四
六
年
二

月
二
十
八
日
、
文
部
省
を
主
務
官
庁
と
す
る
財
団
法
人
と
し
て
東
京
で

設
立
さ
れ
た
。
細
入
藤
太
郎
を
設
立
者
・
理
事
長
と
し
、
理
事
兼
研
究

所
長
の
清
水
幾
太
郎
、
理
事
の
大
河
内
一
男
で
理
事
会
を
構
成
し
た
。

　

そ
の
構
想
は
、
戦
争
中
、
す
で
に
戦
争
の
帰
趨
に
見
切
り
を
つ
け
て

い
た
清
水
か
ら
生
ま
れ
た
。
清
水
は
一
九
三
三
年
に
東
京
帝
国
大
学
を

解
雇
さ
れ
る
と
、
以
後
、
在
野
の
評
論
家
や
『
読
売
報
知
』
論
説
委
員

と
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
よ
り
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
近
い
立
場
で
戦

前
・
戦
中
期
を
過
ご
し
て
い
る
。
二
・
二
六
事
件
を
機
に
著
し
た
『
流

言
蜚
語
』
（
一
九
三
七
年
）
前
後
か
ら
報
道
や
宣
伝
の
功
罪
を
論
じ
て
い

た
清
水
に
と
っ
て
、
社
会
が
全
体
主
義
や
軍
国
主
義
に
傾
い
て
い
っ
た

と
き
、
人
び
と
が
政
府
や
軍
部
の
宣
伝
に
無
批
判
に
流
さ
れ
て
い
っ
た

印
象
は
強
烈
だ
っ
た
。
一
九
三
五
年
に
受
容
し
た
J
・
デ
ュ
ー
イ
の
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
下
で
人
び
と
へ
の
高
等
教
育
の
開
放
を
論
じ

（
「
大
学
と
社
会
」
一
九
三
九
年
、
「
帝
大
の
夜
間
開
放
」
一
九
四
〇
年
等
）
、

一
九
四
五
年
に
入
る
と
海
軍
技
術
研
究
所
で
大
河
内
や
社
会
学
者
の
日

高
六
郎
、
心
理
学
者
の
宮
城
音
彌
や
霜
山
徳
爾
ら
と
民
衆
心
理
を
研
究

し
て
い
た
清
水
は
、
当
時
、
宮
城
た
ち
に
戦
争
が
終
わ
っ
た
ら
「
思
想

関
係
の
塾
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
た
い
」
と
語
っ
て
い
る

）
3
（

。
清
水
が
そ

こ
で
目
指
そ
う
と
し
た
の
は
、
「
容
易
に
宣
伝
に
ひ
っ
か
か
ら
ぬ
人
間
」

の
育
成
で
あ
っ
た

）
4
（

。

　

一
方
、
現
在
の
山
梨
県
北
杜
市
の
篤
志
家
の
家
風
に
育
っ
た
細
入
は
、

一
九
三
六
年
に
立
教
大
学
を
卒
業
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
カ
ー
ル

ト
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
を
経
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
に
進
み
、
一
九
三

九
年
六
月
に
修
士
号
を
得
た

）
5
（

。
大
学
院
時
代
、
下
宿
で
同
居
し
て
い
た

の
が
経
済
学
者
・
都
留
重
人
で

）
6
（

、
後
に
細
入
は
都
留
を
介
し
て
、
ア
メ

リ
カ
の
財
閥
・
財
団
研
究
の
第
一
人
者
・
小
原
敬
士
の
知
遇
を
得
た
。

細
入
は
同
年
十
二
月
に
帰
国
す
る
が
、
帰
国
前
、
ア
メ
リ
カ
各
地
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
国
を
回
り
見
聞
を
広
め
て
い
る
。
後
述
す
る
ア
メ
リ
カ
の
財

団
、Th

e Tw
entieth C

entury Fund

（

現Th
e C

entury Foundation

）

の
事
業
を
知
っ
た
の
も
こ
の
と
き
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
帰
国
後
は

立
教
大
学
に
勤
め
る
一
方
、
鶴
見
祐
輔
が
主
宰
し
た
太
平
洋
協
会
ア
メ

リ
カ
研
究
室
や
海
軍
技
術
研
究
所
に
も
関
係
し
、
そ
こ
で
清
水
や
大
河

内
と
知
り
合
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
細
入
が
、
終
戦
直
後
、
伯
父
か
ら
戦
後
社
会
の
再
建
の
た
め
に

と
寄
託
さ
れ
た
巨
額
の
資
産
の
使
途
を
清
水
に
相
談
し
た
こ
と
か
ら
研

究
所
の
設
立
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
清
水
は
細
入
の
相
談
に
驚
き
な

が
ら
も
旧
知
の
大
河
内
に
協
力
を
求
め
、
「
あ
れ
こ
れ
と
思
い
つ
き
を

喋
っ
て
い
る
う
ち
に
、
研
究
所
の
輪
郭
が
出
来
上
が
っ
た
」
と
い
う

）
7
（

。

こ
う
し
て
一
九
四
六
年
一
月
二
十
五
日
、
文
部
省
に
財
団
法
人
設
立
を

申
請
、
同
年
二
月
二
十
八
日
に
許
可
が
下
り
、
「
財
団
法
人
二
十
世
紀

研
究
所
」
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
。

　

メ
ン
バ
ー
は
正
式
な
「
研
究
員
」
と
、
講
習
会
等
や
出
版
物
の
内
容

に
応
じ
て
委
嘱
さ
れ
る
講
師
や
執
筆
者
か
ら
な
り
、
活
動
期
間
中
、
延

べ
二
一
名
い
た
研
究
員
に
は
細
入
、
清
水
、
大
河
内
の
ほ
か
宮
城
音
彌
、

丸
山
眞
男
、
林
健
太
郎
、
福
田
恆
存
、
久
野
収
、
川
島
武
宜
、
宗
像
誠

也
、
中
野
好
夫
、
下
村
寅
太
郎
、
飯
塚
浩
二
、
渡
邊
慧
ら
が
名
前
を
連

ね
て
い
た
。
後
年
に
は
左
右
に
散
じ
て
い
く
戦
後
論
壇
の
著
名
人
が
こ

の
と
き
一
堂
に
会
し
て
い
た
こ
と
は
印
象
的
で
あ
り
、
先
述
の
都
留
や

小
原
も
講
師
や
執
筆
者
と
し
て
関
係
し
て
い
た

）
8
（

。

二　
「
二
十
世
紀
」の
意
味

　

研
究
所
の
名
称
に
「
二
十
世
紀
」
を
付
す
こ
と
を
提
案
し
た
の
は
清

水
で
あ
る
。
第
一
に
「
ア
メ
リ
カ
に
も
二
〇マ

マ

世
紀
を
冠
す
る
財
団
が
学

術
研
究
を
奨
励
し
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
き
、
そ
れ
に
あ
や
か
ろ
う
と

す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
」
か
ら
、
第
二
に
皇
紀
や
元
号
に
彩
ら
れ
た
戦

前
・
戦
中
へ
の
反
発
も
あ
り
、
「
二
十
世
紀
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の

に
皇
紀
や
元
号
に
な
い
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
や
新
鮮
さ
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る

）
9
（

。
そ
し
て
こ
の
「
二
〇マ

マ

世
紀
を
冠
す
る
財
団
」
こ
そ
、
細
入
が

ア
メ
リ
カ
留
学
中
に
見
聞
し
、
小
原
か
ら
も
示
唆
を
得
て
い
た
と
考
え

ら
れ
るTh

e Tw
entieth C

entury Fund

、
「
二
十
世
紀
財
団
」
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
、
ア
メ
リ
カ
の
実
業
家
エ
ド
ワ
ー
ド
・
フ
ィ
リ
ン
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
、
一
九
二
二
年
に
政
策
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
な
っ
た
一
方
、

学
術
研
究
へ
の
助
成
事
業
に
も
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
お
り

）
10
（

、
清
水
ら

は
細
入
が
語
る
二
十
世
紀
財
団
の
活
動
も
参
考
に
二
十
世
紀
研
究
所
の

輪
郭
を
整
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
点
を
補
足
す
る
と
、
一
九
三
八
年
以
降
、
清
水
が
知
識
人
集

団
「
昭
和
研
究
会
」
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

名
称
に
付
さ
れ
て
い
る
昭
和
時
代
が
は
じ
ま
っ
て
、
当
時
は
ま
だ
一
〇

年
あ
ま
り
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
な
り
に
新
鮮
な
響
き
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、

戦
前
の
評
論
に
お
い
て
日
本
と
そ
の
植
民
地
で
し
か
通
用
し
な
い
皇
紀

や
元
号
に
固
執
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
清
水
は
、
若
手
を
含
む

錚
々
た
る
知
識
人
が
活
発
に
活
動
し
て
い
な
が
ら
も
、
「
昭
和
」
研
究

会
と
い
う
名
称
に
一
抹
の
古
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
回
想
し

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
研
究
会
に
お
い
て
清
水
ら
は
東
西
文

明
の
対
立
や
資
本
主
義
の
乗
り
越
え
を
訴
え
る
複
数
の
報
告
を
発
表
し

た
が
、
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
「
新
世
紀
」
と
い
う
語
を
用
い
た
。
二
十
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世
紀
の
は
じ
ま
り
か
ら
す
で
に
数
十
年
が
経
過
し
て
は
い
た
が
、
新
し

い
時
代
や
社
会
、
思
想
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
皇
紀
や
元
号
で
は
な
く

「
世
紀
」
が
戦
前
か
ら
清
水
ら
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

終
戦
直
後
に
皇
紀
を
持
ち
出
す
こ
と
は
無
論
、
憚
ら
れ
た
と
し
て
も
、

天
皇
の
代
替
わ
り
と
と
も
に
断
絶
や
刷
新
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
元
号
で

は
な
く
、
時
代
や
社
会
を
よ
り
長
期
的
な
視
野
や
連
続
性
の
な
か
で
捉

え
る
こ
と
、
ま
た
、
戦
後
の
再
建
を
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
史
の
な
か

で
捉
え
る
こ
と
、
研
究
所
の
名
称
を
考
え
た
清
水
が
す
ぐ
「
二
十
世
紀
」

を
想
起
で
き
た
の
は
、
細
入
が
語
る
二
十
世
紀
財
団
の
示
唆
と
と
も
に
、

戦
前
の
経
験
か
ら
得
た
こ
う
し
た
意
識
が
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
清
水
の
提
案
に
、
細
入
も
ゆ
く
ゆ
く
は
「
二
十
一
世
紀
研
究
所
」

へ
の
発
展
を
願
っ
て
賛
成
し
た
と
述
べ
て
お
り

）
11
（

、
こ
う
し
た
意
識
は
他

の
研
究
員
と
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。

三　

研
究
所
の
理
念
と
当
初
構
想

　

関
係
者
の
述
懐
や
近
年
、
捜
出
さ
れ
た
国
立
公
文
書
館
資
料
等
を
総

合
す
る
と
、
研
究
所
の
理
念
は
「
社
会
科
学
及
び
哲
学
の
研
究
と
普
及
」

で
、
「
普
及
」
活
動
は
主
に
「
二
十
世
紀
講
座
」
と
い
う
一
般
向
け
の

講
習
会
と
、
『
二
十
世
紀
教
室
』
と
い
う
叢
書
を
は
じ
め
と
し
た
図
書

や
紀
要
等
の
出
版
事
業
を
柱
と
し
て
い
た
。
「
研
究
」
活
動
は
各
人
の

学
術
研
究
、
「
二
十
世
紀
ク
ラ
ブ
」
や
「
二
十
世
紀
懇
談
会
」
と
呼
ば

れ
た
内
部
的
な
研
究
会
に
お
い
て
研
究
発
表
と
討
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。

筆
者
が
二
〇
二
一
年
に
入
手
し
た
研
究
所
の
案
内
と
み
ら
れ
る
『
二
十

世
紀
研
究
所
概
要
』
と
い
う
小
冊
子
に
掲
げ
ら
れ
た
「
設
立
趣
旨
」
に

も
、
目
的
は
「
主
と
し
て
人
文
諸
科
学
の
研
究
及
び
啓
蒙
」
と
あ
り
、「
研

究
」
活
動
に
お
い
て
は
「
今
日
な
ほ
日
本
に
見
ら
れ
る
如
き
学
閥
や
各

専
門
諸
科
学
の
排
他
的
孤
立
に
と
ら
わ
れ
」
な
い
こ
と
、
ま
た
「
啓
蒙
」

活
動
に
お
い
て
は
「
日
本
の
従
来
の
教
育
の
弊
害
た
る
単
な
る
智
識
の

注
入
を
排
し
て
思
想
的
訓
練
を
与
へ
ん
と
す
る
」
こ
と
が
謳
わ
れ
て
お

り
、
研
究
所
の
基
本
的
な
理
念
が
よ
り
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
。
物
理
学
の
渡
邊
慧
や
地
理
学
の
飯
塚
浩
二
を
研
究
員
に
擁
し
、
ま

た
数
学
の
矢
野
健
太
郎
や
地
理
学
の
渡
辺
光
な
ど
自
然
科
学
の
研
究
者

を
研
究
員
に
迎
え
る
構
想
だ
っ
た
こ
と
か
ら

）
12
（

、
「
各
専
門
諸
科
学
の
排

他
的
孤
立
」
を
避
け
る
前
提
と
し
て
、
専
門
分
野
の
幅
は
人
文
・
社
会

科
学
か
ら
自
然
科
学
に
も
及
ぶ
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
国
立
公
文
書
館
資
料
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
設
立
趣
意
書
」

に
は
、
「
将
来
日
本
ノ
人
文
科
学
ノ
進
展
ニ
寄
与
シ
得
ル
ガ
如
キ
少
壮

有
為
ノ
青
年
研
究
者
ニ
指
導
ト
援
助
ト
ヲ
与
ヘ
テ
新
時
代
ニ
於
ケ
ル
吾

国
文
運
発
展
ノ
為
メ
不
可
欠
ノ
基
礎
的
事
業
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス

）
13
（

」
と
あ
っ

て
、
二
十
世
紀
財
団
を
範
に
と
っ
た
で
あ
ろ
う
研
究
助
成
団
体
の
機
能

も
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
人
文
・
社
会
・
自
然
科

学
を
中
心
と
し
た
科
学
の
「
普
及
」
事
業
、
研
究
員
に
よ
る
「
研
究
」

事
業
、
そ
し
て
将
来
性
の
あ
る
研
究
へ
の
「
助
成
」
事
業
、
こ
の
三
事
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業
が
研
究
所
の
理
念
を
実
行
す
る
中
核
事
業
と
し
て
具
体
的
に
構
想
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る

）
14
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
十
世
紀
研
究
所
は
当
初
か
ら
研
究
活
動
や
研
究
助

成
事
業
を
中
心
と
す
る
研
究
機
関
と
し
て
構
想
さ
れ
、
一
部
は
活
動
に

移
さ
れ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
二
十
世
紀
財
団
が
念
頭
に
あ
っ
た
細
入
の

意
向
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
戦
争
終
結
後
は
思
想
関
係
の
塾

を
作
り
、
「
容
易
に
宣
伝
に
ひ
っ
か
か
ら
ぬ
人
間
」
の
育
成
を
考
え
て

い
た
清
水
に
も
、「
二
十
世
紀
学
園
」
と
い
う
教
育
機
関
構
想
が
あ
っ
た
。

「
私
は
私
な
り
に
迂
遠
な
道
を
と
っ
て
、
二
十
世
紀
学
園
と
い
う
、
い

わ
ば
ハ
イ
カ
ラ
な
塾
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
つ
つ
あ
る

）
15
（

」
と
述
べ
ら
れ
、

国
立
公
文
書
館
資
料
の
一
部
に
も
法
人
の
名
称
が
「
二
十
世
紀
学
園
」

と
記
載
さ
れ
て

）
16
（

、
実
現
の
手
前
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
の
構
想
は
、
し

か
し
最
終
的
に
は
断
念
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
教
育
活
動
そ
の
も
の
を

放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
研
究
所
の
設
立
後
の
「
二
十
世
紀
講
座
」

や
叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』
と
し
て
実
行
に
移
さ
れ
た
。
研
究
機
関
か

教
育
機
関
か
と
い
う
細
入
と
清
水
の
構
想
の
相
違
は
、
両
者
の
意
見
の

す
り
合
わ
せ
を
通
し
て
、
「
研
究
と
普
及
」
や
「
研
究
及
び
啓
蒙
」
と

い
う
理
念
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

実
は
、
細
入
や
清
水
ら
が
研
究
所
の
設
立
を
構
想
し
た
際
、
申
請
の

手
間
や
そ
の
後
の
運
営
の
労
を
惜
し
ま
ず
財
団
法
人
と
し
て
設
立
す
る

こ
と
を
選
択
し
た
理
由
、
言
い
か
え
れ
ば
、
た
と
え
ば
清
水
が
戦
前
・

戦
中
期
に
関
わ
っ
て
い
た
唯
物
論
研
究
会
や
昭
和
研
究
会
、
あ
る
い
は

二
十
世
紀
研
究
所
の
活
動
停
止
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
平
和
問
題
談
話

会
の
よ
う
な
研
究
団
体
組
織
を
選
択
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら

な
い
。
だ
が
、
巨
額
の
資
産
を
管
理
・
運
用
し
つ
つ
営
利
目
的
で
は
な

い
研
究
・
教
育
事
業
に
取
り
組
む
と
な
れ
ば
、
よ
り
し
っ
か
り
し
た
組

織
の
も
と
で
事
業
と
資
産
の
長
期
に
わ
た
る
適
正
な
管
理
・
運
営
が
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
実
業
家
フ
ィ
リ
ン
の
資
産
を
母
体
に
同
様
の
事

業
に
取
り
組
ん
で
い
た
二
十
世
紀
財
団
も
念
頭
に
、
清
水
ら
も
敢
え
て

財
団
法
人
と
し
て
の
出
発
を
選
択
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

四　
「
二
十
世
紀
講
座
」と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
作
法

　

も
っ
と
も
、
既
存
の
権
威
や
価
値
観
、
諸
制
度
が
大
き
く
揺
ら
い
だ

終
戦
直
後
の
こ
と
で
も
あ
り
、
実
際
の
活
動
は
自
ず
と
「
研
究
」
よ
り

も
「
普
及
」
や
「
啓
蒙
」
が
専
ら
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
啓
発

活
動
こ
そ
、
研
究
所
の
諸
活
動
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
か
つ
好
評
な
事

業
と
な
っ
た
。

　

先
述
の
と
お
り
、
普
及
活
動
は
一
般
向
け
の
「
二
十
世
紀
講
座
」
と

叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』
を
は
じ
め
と
す
る
出
版
事
業
が
柱
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
「
二
十
世
紀
講
座
」
は
研
究
所
長
で
も
あ
っ
た
清
水
が
最
も

力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
だ
事
業
で
あ
る
。
戦
前
か
ら
高
等
教
育
の
一
般

へ
の
開
放
を
訴
え
、
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
教
育
思
想
を
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と
お
し
て
熟
慮
や
討
議
の
作
法
を
受
容
し
て
い
た
清
水
は
、
思
想
や
社

会
学
の
問
題
の
中
心
を
デ
ュ
ー
イ
の
い
うcom

m
on m

an

（
清
水
は
「
凡

人
」「
庶
民
」
等
と
訳
す
）
に
置
く
姿
勢
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
た
（
『
人

間
の
世
界
』
一
九
三
七
年
、
「
凡
人
の
哲
学
」
一
九
四
一
年
等
）
。
そ
う
し
た

普
通
の
人
び
と
が
対
峙
す
る
日
常
の
問
題
の
平
和
裏
な
解
決
も
思
想
や

社
会
学
を
は
じ
め
と
す
る
科
学
の
重
要
な
役
割
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

科
学
の
成
果
を
権
威
任
せ
で
な
く
人
び
と
の
役
に
立
つ
か
た
ち
で
具
体

的
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
科
学
者
・
知
識
人
の
重
要
な
役
割

で
あ
る
こ
と
を
戦
前
か
ら
繰
り
返
し
訴
え
て
い
た
。
二
十
世
紀
研
究
所

を
研
究
機
関
に
と
ど
ま
ら
ず
教
育
機
関
と
し
て
も
構
想
し
て
い
た
清
水

の
背
景
に
は
、
「
容
易
に
宣
伝
に
ひ
っ
か
か
ら
ぬ
人
間
」
の
育
成
の
基

礎
と
し
て
、
科
学
に
立
脚
し
つ
つ
他
者
と
の
討
議
や
熟
慮
を
介
し
て
平

和
裏
に
問
題
に
対
処
す
る
思
想
や
姿
勢
を
涵
養
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
た
所
長
・
清
水
に
主
導
さ
れ
た
「
二
十
世
紀
講
座
」
は
自
然
、

次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
第
一
に
、
従
来
の
よ
う
に
、
あ
る

い
は
同
時
期
の
他
の
民
間
教
育
活
動
（
京
都
人
文
学
園
、
鎌
倉
ア
カ
デ
ミ

ア
等
）
の
よ
う
に
、
学
費
を
納
め
た
学
生
が
校
舎
に
集
ま
っ
て
講
義
を

聴
く
と
い
っ
た
形
式
を
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
「
二
十

世
紀
学
園
」
構
想
当
時
の
清
水
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
ス
ク
ー
ル
形

式
の
教
育
機
関
で
は
な
く
、
教
員
自
ら
が
人
び
と
の
も
と
に
赴
く
出
張

講
義
の
よ
う
な
形
式
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
清
水
の
も
と
に
は
、
研
究

所
の
た
め
に
校
舎
用
地
を
提
供
す
る
と
い
う
申
し
出
や
、
当
時
、
研
究

所
が
港
区
の
中
央
労
働
会
館
に
賃
借
し
て
い
た
部
屋
に
参
加
者
を
参
集

さ
せ
て
の
開
催
を
提
案
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
結
局
、
そ
う
し
た
参

集
型
、
ス
ク
ー
ル
型
を
研
究
所
が
斥
け
た
の
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
科
学

や
教
育
者
の
権
威
が
崩
壊
す
る
な
か
、
人
び
と
の
問
題
と
向
き
合
い
、

解
決
す
る
た
め
に
研
究
員
自
ら
が
人
び
と
の
も
と
に
足
を
運
ん
で
共
に

学
ぶ
と
い
う
姿
勢
を
重
視
し
、
選
択
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
、
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
研
究
所
の
メ
ン
バ
ー
が
東
京
の
み
な

ら
ず
遠
く
地
方
に
も
目
を
向
け
、
積
極
的
に
足
を
運
ぶ
と
い
う
結
果
を

生
む
こ
と
と
な
っ
た

）
17
（

。

　

こ
う
し
た
「
二
十
世
紀
講
座
」
の
具
体
的
な
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
。
清
水
や
林
、
久
野
ら
研
究
員
が
残
し
た
述
懐
に
よ
れ

ば
、
研
究
員
四
～
五
名
が
チ
ー
ム
と
な
っ
て
開
催
地
に
数
日
か
ら
一
カ

月
程
度
滞
在
し
、
戦
争
に
よ
っ
て
後
退
し
た
戦
前
の
思
想
や
学
問
、
そ

し
て
最
新
の
科
学
を
紹
介
・
解
説
す
る
講
義
や
原
書
講
読
等
が
行
わ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
講
義
の
内
容
を
出
版
し
た
叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』

の
内
容
を
み
る
と
、
講
義
の
語
り
口
は
平
易
な
が
ら
水
準
は
相
当
に
高

い
も
の
で
、
参
加
し
た
聴
講
生
た
ち
も
大
学
並
み
の
高
度
な
内
容
に
、

講
座
の
最
終
日
に
は
「
お
免
状
」
、
つ
ま
り
修
了
証
書
を
も
ら
え
る
も

の
と
思
い
込
ん
で
い
た
ほ
ど
だ
っ
た

）
18
（

。

　

さ
ら
に
講
義
後
は
必
ず
聴
講
生
を
交
え
、
半
日
か
ら
一
日
も
の
時
間

を
充
て
て
意
見
交
換
や
討
論
・
議
論
の
場
を
設
け
て
い
た
と
い
う

）
19
（

。
清
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水
が
デ
ュ
ー
イ
か
ら
受
容
し
た
討
議
や
熟
慮
の
作
法
、
す
な
わ
ち
自
ら

深
く
考
え
、
自
ら
と
異
な
る
意
見
や
考
え
と
も
、
と
き
に
意
見
を
戦
わ

せ
つ
つ
共
に
協
働
し
、
平
和
裏
に
問
題
と
対
峙
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

作
法
の
実
践
で
あ
り
、
『
二
十
世
紀
研
究
所
概
要
』
に
謳
わ
れ
た
「
単

な
る
智
識
の
注
入
を
排
し
て
思
想
的
訓
練
を
与
へ
」
る
と
い
う
設
立
趣

旨
の
実
践
に
努
め
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
研
究
所
は
積
極
的
な
啓

発
活
動
と
い
う
思
想
を
、
実
践
的
教
育
活
動
と
し
て
具
体
化
し
て
い
た

と
い
え
る
。

　

滞
在
が
長
期
に
及
ぶ
際
に
は
、
聴
講
生
や
地
元
の
人
び
と
の
自
主
的

な
勉
強
会
や
研
究
会
を
指
導
し
た
り
、
地
域
で
の
調
査
事
業
も
行
う
こ

と
も
あ
っ
た
。
清
水
の
『
私
の
教
育
観
』
（
一
九
五
四
年
）
に
収
め
ら
れ

て
い
る
い
く
つ
か
の
論
考
に
も
、
た
と
え
ば
「
困
っ
た
こ
と
が
起
っ
た

時
、
あ
な
た
の
土
地
で
は
、
誰
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
行
き
ま
す
か
」
と

い
っ
た
か
た
ち
で
地
域
的
指
導
者
や
権
威
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
い

た
様
子
が
み
え
る
。
研
究
所
が
、
旧
来
の
習
俗
や
権
威
に
無
批
判
に
従

う
、
あ
る
い
は
批
判
的
で
は
あ
っ
て
も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
空
気

や
し
が
ら
み
に
生
き
る
人
び
と
に
と
く
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
た
か
ら

で
、
と
い
う
の
も
、
人
び
と
自
身
に
よ
る
勉
強
会
や
研
究
会
は
、
地
域

的
指
導
者
や
旧
来
の
習
俗
、
権
威
に
無
批
判
に
流
さ
れ
な
い
意
識
、
古

い
も
の
を
新
し
い
も
の
の
権
威
で
上
か
ら
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
自

ら
深
く
考
え
行
動
す
る
意
識
を
涵
養
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
教
育
学
の
宗
像
誠
也
や
宮
原
誠
一
、
心
理
学
の
宮
城
音
彌
な
ど
も
、

専
門
の
立
場
か
ら
そ
う
し
た
地
域
で
の
教
育
実
践
や
調
査
に
は
強
い
関

心
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
た

）
20
（

。

　

今
日
か
ら
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
活
動
も
あ
く
ま
で
東
京
の
知
識
人
が

地
方
に
や
っ
て
き
て
上
か
ら
変
革
を
押
し
つ
け
る
典
型
的
な
「
啓
蒙
」

活
動
や
、
左
派
組
織
の
浸
透
活
動
に
み
え
る
部
分
が
な
く
も
な
い
。
だ

が
、
既
存
の
価
値
観
や
権
威
、
諸
制
度
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
な
か
、
こ
れ

か
ら
の
指
針
を
求
め
る
人
び
と
で
「
二
十
世
紀
講
座
」
は
「
東
京
で
も

地
方
で
も
大
変
に
人
気
が
あ
っ
た
」
し
、
「
お
す
な
お
す
な
の
超
満
員
」

で
あ
っ
た
。
東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
二
十
世
紀
講
座
」
に
は
、
政
財
界

の
著
名
人
や
企
業
の
経
営
者
な
ど
高
い
社
会
的
地
位
に
あ
る
も
の
の
参

加
も
多
く

）
21
（

、
地
方
と
は
趣
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
「
み
ん
な
が
謙
虚
に
」
「
例
外
な
く
真
面
目
に
聞
い
た
り
読
ん
だ

り
し
て
い
た
」
と
あ
り

）
22
（

、
二
十
世
紀
研
究
所
の
普
及
事
業
は
当
時
の
人

び
と
の
期
待
に
十
分
以
上
に
応
え
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
特
筆
す

べ
き
は
、
終
戦
か
ら
一
年
も
経
な
い
時
期
か
ら
、
交
通
事
情
や
出
張
先

の
宿
泊
・
食
料
事
情
も
劣
悪
で
あ
ろ
う
な
か
、
ほ
ぼ
月
一
回
の
ペ
ー
ス

で
の
開
催
を
精
力
的
に
こ
な
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
実
績

を
積
み
重
ね
、
研
究
所
そ
の
も
の
の
知
名
度
や
人
気
も
次
第
に
高
ま
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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五　

出
版
事
業
の
思
想

　

研
究
所
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
二
十
世
紀
講
座
」
で
の
講
義
の
速

記
録
を
叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』
に
収
め
て
出
版
し
、
講
座
を
聴
講
し

た
人
び
と
は
も
ち
ろ
ん
、
参
加
し
て
い
な
い
人
び
と
に
も
広
く
発
信
し

た
）
23
（

。
先
述
の
と
お
り
、
平
易
な
が
ら
高
い
レ
ベ
ル
の
内
容
で
、
日
本
の

み
な
ら
ず
世
界
の
科
学
の
紹
介
に
熱
心
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

叢
書
の
人
気
も
相
当
な
も
の
で
、
研
究
所
の
財
政
に
も
少
な
く
な
い
貢

献
を
し
た
と
い
う

）
24
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』
は
「
二
十
世
紀
講
座
」
の
記

録
で
あ
っ
た
か
ら
基
本
的
に
一
方
向
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
の
出
版
物

に
は
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
の
も
の
も
少
な
く
な
い
。
と
く
に
一
九

四
八
年
十
一
月
に
同
時
刊
行
さ
れ
た
『
社
会
科
教
育　

上
巻
（
第
一
集
、

第
二
集
）
』
と
『
社
会
科
教
育 

下
巻
（
第
三
集
、
第
四
集
）
』
は
、
清
水

や
宮
城
音
彌
、
丸
山
眞
男
、
宮
原
誠
一
ら
研
究
所
の
研
究
員
や
講
師
・

執
筆
者
等
総
勢
一
二
名
で
な
さ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
記
録
で
あ

る
が
、
参
加
者
同
士
で
交
わ
さ
れ
た
鋭
い
見
解
の
対
立
も
そ
の
ま
ま
活

字
化
さ
れ
、
し
か
も
必
ず
し
も
一
定
の
結
論
に
到
達
し
て
終
わ
っ
た

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
決
し
て
予
定
調
和
を
念
頭
に
置
い
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
珍
し
い
も
の

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
く
に
戦
中
期
の
座
談
会
や
討
論
会
形

式
の
記
事
の
多
く
が
、
結
局
は
国
策
の
方
向
に
収
斂
す
る
こ
と
が
い
わ

ば
自
明
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
見
解
の
鋭
い
対
立
が
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
と
い
う
内
容
は
そ
れ
な
り
に
印
象
的
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
や

は
り
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
形
式
を
採
っ
た
『
二
十
世
紀
研
究
所
紀
要　

唯
物
史
観
研
究　

第
一
集
「
物
」
の
概
念
』（
一
九
四
八
年
十
月
）
と
同
『
第

二
集　

主
体
性
・
主
体
的
立
場
』
（
一
九
四
九
年
一
月
）
は
、
同
時
期
の

い
わ
ゆ
る
「
主
体
性
論
争
」
と
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
参
加
し
た
研

究
員
間
の
意
見
の
対
立
は
さ
ら
に
鋭
さ
を
増
し
て
い
る
。
だ
が
研
究
所

が
、
「
多
く
の
危
険
を
覚
悟
し
な
が
ら
、
討
論
と
い
う
形
式
を
用
い
、

而
も
こ
の
形
式
の
ま
ま
発
表
す
る
道
を
選
ん
だ

）
25
（

」
の
は
、
「
二
十
世
紀

講
座
」
で
人
び
と
に
向
か
っ
て
説
い
て
き
た
、
異
な
る
意
見
や
考
え
を

も
つ
（
庄
司
）
も
の
と
の
共
存
や
協
働
と
い
う
討
議
の
作
法
の
実
践
と

発
信
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
十
世
紀
研
究
所
の
出
版
事
業
と
の
関
係
は
間
接
的
な

が
ら
、
一
九
四
六
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
「
二

十
世
紀
講
座
」
で
の
清
水
の
講
義
「
社
会
学
の
根
本
問
題
」
に
注
目
し

た
い
。
こ
の
講
義
の
記
録
は
叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』
に
で
は
な
く
、

一
九
四
八
年
の
『
社
会
的
人
間
論　

附
録
・
社
会
学
の
話
』
（
五
元
書
庫
）

に
「
社
会
学
の
話
」
と
改
題
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
清
水
は
日
本
社
会
の
大
部
分
を
占
め
て
い
るcom

m
on m

an

、
す

な
わ
ち
普
通
の
人
び
と
が
戦
後
に
臨
む
に
あ
た
り
、
自
分
た
ち
こ
そ
が

こ
れ
か
ら
の
社
会
を
作
り
出
す
と
い
う
自
覚
、
具
体
的
に
は
日
々
、
非
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合
理
的
な
慣
習
や
感
情
と
と
も
に
あ
る
庶
民
や
大
衆
で
あ
っ
て
も
、
異

な
る
意
見
を
も
つ
他
者
と
も
議
論
を
重
ね
、
場
合
に
よ
っ
て
は
グ
ル
ー

プ
や
結
社
を
作
っ
て
集
団
と
し
て
合
理
的
に
目
的
達
成
を
図
る
こ
と
、

さ
ら
に
報
道
や
宣
伝
と
冷
静
に
対
峙
し
つ
つ
人
び
と
の
側
か
ら
世
論
を

形
成
し
て
い
く
、
人
び
と
の
側
か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
践
を
訴
え

て
い
る
。
こ
の
講
義
は
後
に
、
戦
後
日
本
社
会
学
の
再
出
発
を
印
象
づ

け
た
清
水
の
代
表
作
『
社
会
学
講
義
』
（
一
九
四
八
年
）
と
し
て
錬
成
さ

れ
、
二
十
世
紀
研
究
所
の
活
動
停
止
後
の
清
水
の
言
論
に
お
い
て
政
党
、

大
衆
、
群
衆
、
庶
民
、
世
論
と
い
っ
た
論
点
と
し
て
も
現
れ
て
く
る
も

の
だ
が
、
そ
の
原
型
と
い
え
る
問
題
が
す
で
に
こ
の
講
義
で
触
れ
ら
れ
、

参
加
し
て
い
た
人
び
と
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

そ
こ
で
語
ら
れ
た
政
党
の
問
題
は
『
社
会
学
講
義
』
に
も
継
承
さ
れ
、

大
衆
や
群
衆
の
問
題
は
人
間
の
非
合
理
性
へ
の
注
目
と
い
う
文
脈
の
な

か
で
「
匿
名
の
思
想
」
（
一
九
四
八
年
）
、
「
暗
殺
」
（
一
九
四
九
年
）
、
「
庶

民
」
（
一
九
五
〇
年
）
等
と
し
て
結
実
す
る
。
彼
ら
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

と
の
関
係
や
世
論
の
形
成
過
程
、
宣
伝
の
問
題
等
に
つ
い
て
は
一
九
四

九
年
の
『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』
や
一
九
五
一
年
の
『
社
会
心
理
学
』
へ

と
道
筋
が
開
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
二
十
世
紀
講
座
」
か
ら
生

ま
れ
、
発
展
を
み
た
こ
れ
ら
業
績
が
、
戦
後
の
社
会
学
や
思
想
の
領
域

で
繰
り
返
し
参
照
さ
れ
、
批
判
さ
れ
つ
つ
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

六　

メ
ン
バ
ー
に
き
ざ
し
た
溝

　

「
対
談 

二
十
世
紀
研
究
所
」
に
資
料
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
一
九
四

七
年
時
点
の
研
究
員
の
名
簿
を
み
る
と
、
細
入
が
立
教
大
学
教
授
、
大

河
内
が
東
京
帝
国
大
学
教
授
、
宮
城
が
慶
應
義
塾
大
学
講
師
で
あ
る
の

を
は
じ
め
、
丸
山
眞
男
や
林
健
太
郎
、
福
田
恆
存
な
ど
ほ
と
ん
ど
の
研

究
員
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
然
る
べ
き
職
位
を
得
て
い
た
の
に
対
し
、
清

水
の
み
肩
書
が
空
欄
で
あ
る

）
26
（

。
終
戦
の
年
の
暮
れ
に
『
読
売
報
知
』
紙

の
論
説
委
員
を
辞
職
し
た
後
、
特
段
の
地
位
に
就
い
て
い
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る
が
、
戦
前
・
戦
中
期
か
ら
そ
れ
な
り
に
名
が
知
ら
れ
て
い
た

と
は
い
え
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
よ
り
は
在
野
の
知
識
人
と
み
ら
れ
て
い
た

清
水
の
協
力
者
と
し
て
錚
々
た
る
研
究
者
が
参
画
し
て
い
た
こ
と
は
、

終
戦
直
後
な
ら
で
は
の
雰
囲
気
を
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
に

せ
よ
、
二
十
世
紀
研
究
所
独
特
の
強
い
引
力
の
例
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
福
田
恆
存
の
当
時
の
発
言
に
も
、
科
学
を
早
急
に
国
民
に
還

元
す
べ
き
こ
と
を
説
く
「
急
進
派
」
と
、
よ
り
確
実
な
成
果
を
得
て
か

ら
還
元
す
べ
き
こ
と
を
説
く
「
漸
進
派
」
と
の
分
断
が
学
界
・
論
壇
で

顕
著
に
な
る
な
か
、
二
十
世
紀
研
究
所
で
は
そ
の
「
急
進
派
が
漸
進
派

と
ま
じ
め
に
議
論
し
あ
い
、
物
理
学
者
が
社
会
学
者
と
談
笑
し
て
い
る
。

し
か
も
そ
こ
に
は
相
互
信
頼
の
ふ
ん
い
き
が
漂
っ
て
い
る
」
と
あ
る

）
27
（

。

　

だ
が
、
そ
う
し
た
研
究
員
た
ち
だ
け
で
な
く
、
過
去
の
述
懐
で
は
あ
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ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
延
べ
四
九
名
に
お
よ
ん
だ
講
師
・
執
筆

者
等
が
研
究
所
の
活
動
に
果
た
し
た
貢
献
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ

る
。
経
済
学
の
小
原
敬
士
が
研
究
所
の
構
想
時
に
果
た
し
た
で
あ
ろ
う

役
割
は
先
述
し
た
が
、
設
立
後
も
ア
メ
リ
カ
の
財
団
に
つ
い
て
研
究
所

で
研
究
と
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
政
治
学
の
蠟
山
政
道
や
中
村
哲
は
「
二

十
世
紀
講
座
」
で
も
人
気
が
あ
り
、
蠟
山
の
講
義
は
『
政
党
の
研
究
』

と
し
て
叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』
に
収
め
ら
れ
た
。
一
九
四
七
年
十
月

に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
「
二
十
世
紀
講
座
」
は
作
家
の
高
見
順
と
花
田

清
輝
を
招
い
て
の
文
化
講
座
（
文
学
講
座
）
で
あ
っ
た
が
、
鶴
見
俊
輔

を
し
て
「
あ
そ
こ
に
い
か
な
け
れ
ば
聴
け
な
か
っ
た
」
と
う
な
ら
せ
た

水
準
で
あ
っ
た

）
28
（

。

　

も
っ
と
も
、
彼
ら
の
間
に
思
想
の
相
違
や
摩
擦
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
、
丸
山
に
象
徴
さ
れ
る
学
問
・
知
識
人
の

戦
争
責
任
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
い
わ
ゆ
る
主
体
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ

て
顕
在
化
し
て
い
た
。
だ
が
、
林
や
鶴
見
俊
輔
が
回
想
し
た
よ
う
に
、

当
初
、
そ
う
し
た
相
違
は
む
し
ろ
戦
後
の
自
由
な
空
気
を
象
徴
す
る
健

全
さ
や
多
様
性
と
捉
え
ら
れ
、
熱
心
な
討
議
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
冷

戦
の
危
機
が
顕
在
化
す
る
な
か
「
平
和
問
題
談
話
会
」
が
発
足
す
る
の

は
二
十
世
紀
研
究
所
の
活
動
停
止
後
の
こ
と
だ
が
、
冷
戦
、
朝
鮮
戦
争
、

講
和
、
独
立
を
め
ぐ
る
議
論
が
深
刻
に
な
る
に
つ
れ
、
か
つ
て
研
究
員

同
士
に
み
ら
れ
た
見
解
の
相
違
は
次
第
に
対
立
へ
と
変
化
を
み
せ
、
研

究
員
だ
っ
た
知
識
人
た
ち
も
各
自
の
思
想
や
立
場
に
散
じ
て
い
く
の
で

あ
る
。七　

事
業
の
停
止
と
財
団
法
人
の
解
散

　

社
会
科
学
お
よ
び
哲
学
の
研
究
と
普
及
、
あ
る
い
は
人
文
諸
科
学
の

研
究
お
よ
び
啓
蒙
を
目
的
と
し
た
二
十
世
紀
研
究
所
は
、
一
九
四
八
年

暮
れ
に
「
普
及
」
「
啓
蒙
」
関
係
の
事
業
を
停
止
し
、
財
団
法
人
そ
の

も
の
の
解
散
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
二
年
一
〇
カ
月
あ
ま
り
に
及
ん

だ
実
質
的
な
活
動
を
終
え
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
国
立
公
文
書
館

資
料
か
ら
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
引
き
続
き
既
存
の
述

懐
等
に
拠
る
ほ
か
な
い
が
、
そ
の
主
た
る
原
因
は
先
述
し
た
メ
ン
バ
ー

間
に
き
ざ
し
た
溝
よ
り
む
し
ろ
、
経
営
上
の
行
き
詰
ま
り
の
方
が
深
刻

だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

国
立
公
文
書
館
資
料
に
よ
れ
ば
、
研
究
所
で
は
細
入
が
寄
附
し
た
一

〇
〇
万
円
を
法
人
の
財
産
と
し
、
帝
国
銀
行
有
楽
町
支
店
に
預
金
さ
れ

た
。
こ
の
う
ち
五
〇
万
円
は
「
基
金
」
と
し
て
維
持
し
、
残
り
の
五
〇

万
円
で
事
業
を
行
っ
た
と
清
水
は
述
べ
る

）
29
（

。
同
行
が
発
行
し
た
一
九
四

六
年
十
二
月
十
五
日
時
点
の
預
金
残
高
を
証
明
す
る
文
書
に
は
、
普
通

預
金
五
〇
万
円
、
定
期
預
金
三
〇
万
円
、
割
増
定
期
預
金
二
〇
万
円
と

あ
り

）
30
（

、
定
期
預
金
の
合
計
五
〇
万
円
分
が
清
水
の
い
う
「
基
金
」
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
普
通
預
金
の
五
〇
万
円
が
事
業
資
金
だ
っ
た
わ
け
だ

が
、
そ
も
そ
も
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
一
九
四
六
年
二
月
二
十
八
日
は
、
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二
月
十
七
日
の
「
金
融
緊
急
措
置
令
」「
日
本
銀
行
券
預
入
令
」
の
制
定
・

公
布
、
い
わ
ゆ
る
「
新
円
切
替
」
の
直
後
の
こ
と
で
、
当
初
か
ら
預
金

封
鎖
へ
の
不
安
と
と
も
に
の
船
出
で
あ
っ
た
。
事
業
が
盛
況
な
間
に
も

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
極
度
に
昂
進
し
、
事
業
資
金
五
〇
万
円
の
目
減

り
は
相
当
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
潤
沢
な
資
金
の
存
在
は
、
同

じ
時
期
に
設
立
さ
れ
な
が
ら
法
人
格
を
も
た
な
か
っ
た
庶
民
大
学
三
島

教
室
や
鎌
倉
ア
カ
デ
ミ
ア
、
京
都
人
文
学
園
等
と
は
異
な
る
点
で
あ
っ

た
が
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
の
な
か
で
事
業
が
困
難
に
な
っ
て

い
っ
た
の
は
い
ず
れ
も
同
様
だ
っ
た
。
頼
み
は
「
基
金
」
分
の
五
〇
万

円
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
同
年
八
月
の
、
預
金
を
第
一
封
鎖
預
金
・
第
二

封
鎖
預
金
と
に
区
分
す
る
追
加
措
置
に
よ
り
、
そ
れ
も
封
鎖
の
危
機
に

瀕
し
た
ら
し
い
。
清
水
は
「
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
の
日
記
に
は
、
早

く
も
研
究
所
の
財
政
難
と
い
う
文
字
が
現
れ
て
い
る
」
と
回
顧
す
る
が

）
31
（

、

財
政
難
の
背
景
に
は
事
業
の
見
通
し
へ
の
不
透
明
さ
だ
け
で
な
く
、
終

戦
直
後
な
ら
で
は
の
金
融
政
策
の
強
行
・
混
乱
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
清
水
か
ら
日
本
社
会
党
の
衆
議
院
議
員
・
鈴
木
茂
三
郎
に
宛

て
た
私
信
に
も
、
「
今
度
の
封
鎖
に
引
っ
か
か
り
、
全
く
活
動
を
停
止

す
る
の
余
儀
な
き
状
態
に
立
ち
到
り
ま
し
た
。
諸
方
面
に
当
た
っ
て
見

ま
す
と
、
恐
ら
く
全
額
凍
結
に
な
り
、
解
散
と
い
う
結
果
に
到
る
の
で

は
な
い
か
と
の
推
測
が
有
力
に
て
」
と
あ
り
、
研
究
所
の
事
業
再
開
の

た
め
、
鈴
木
に
「
格
別
の
御
配
慮
」
を
乞
う
て
い
る

）
32
（

。
政
府
・
日
本
銀

行
の
強
硬
策
の
前
で
は
、
民
間
の
財
団
法
人
の
努
力
だ
け
で
は
限
界
が

あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

一
九
四
七
年
に
入
り
、
叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』
の
刊
行
が
は
じ
ま

る
と
一
時
的
に
状
況
は
好
転
し
た
も
の
の
、
大
学
と
い
う
教
育
機
関
の

機
能
と
権
威
の
回
復
や
、
岩
波
書
店
の
雑
誌
『
世
界
』
に
象
徴
さ
れ
る

総
合
雑
誌
時
代
の
幕
開
け
と
と
も
に
「
二
十
世
紀
講
座
」
の
聴
講
者
は

減
少
を
続
け
、
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
き
く
崩
れ
て
い
っ
た
。
一
九
四

八
年
秋
に
専
修
大
学
の
講
堂
を
会
場
に
開
催
予
定
だ
っ
た
講
座
へ
の
参

加
者
が
わ
ず
か
数
名
だ
っ
た
と
き
、
清
水
は
「
普
及
」「
啓
蒙
」
事
業

の
役
割
の
終
焉
を
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る

）
33
（

。
こ
う
し
て
一
九
四
八
年
暮

れ
、
二
十
世
紀
研
究
所
は
啓
発
事
業
を
停
止
、
研
究
所
も
そ
れ
ま
で
の

中
央
労
働
会
館
か
ら
神
田
神
保
町
の
岩
波
書
店
に
移
し
、
研
究
員
個
人

の
研
究
や
内
部
的
な
研
究
会
等
の
「
研
究
」
事
業
の
み
小
規
模
な
が
ら

継
続
さ
れ
た
。
一
方
そ
れ
は
、
終
戦
直
後
な
ら
で
は
の
知
識
人
の
協
働

に
よ
る
人
び
と
の
啓
発
と
い
う
段
階
を
超
え
、
啓
発
さ
れ
た
人
び
と
と

知
識
人
と
が
共
に
新
た
な
社
会
を
構
想
し
て
い
く
段
階
の
顕
在
化
を
背

景
に
し
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
や
が
て
は
じ
ま
る
反
基
地
運
動

や
安
保
反
対
運
動
に
お
い
て
は
、
終
戦
直
後
、
二
十
世
紀
研
究
所
は
じ

め
様
ざ
ま
な
民
間
教
育
活
動
等
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
人
び

と
も
運
動
の
中
核
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

清
水
と
細
入
は
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
研
究
所
の
再
起
を
画
策
し
た
ら

し
い
が
、
一
九
八
七
年
六
月
、
最
晩
年
を
迎
え
て
い
た
清
水
は
つ
い
に

財
団
法
人
そ
の
も
の
を
解
散
し
た
。
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二
〇
二
一
年
三
月
に
文
部
科
学
省
か
ら
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ

た
公
文
書
の
多
く
は
、
そ
の
解
散
に
係
る
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
解
散
を
主
導
し
た
の
も
清
水
で
あ
っ
た
。
理
事
の
ひ
と
り
だ
っ
た

大
河
内
は
一
九
八
四
年
に
死
去
し
て
お
り
、
理
事
長
の
細
入
も
関
与
し

た
形
跡
が
な
い
。
ま
た
こ
の
と
き
は
、
研
究
所
に
つ
い
て
清
水
と
対
談

し
た
社
会
学
者
・
川
上
源
太
郎
が
理
事
と
な
っ
て
い
た

）
34
（

。

　

一
九
四
八
年
に
岩
波
書
店
に
移
転
し
て
い
た
研
究
所
の
所
在
地
は
、

法
人
の
登
記
上
は
港
区
芝
公
園
の
中
央
労
働
会
館
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、

一
九
八
五
年
十
一
月
七
日
、
清
水
と
川
上
は
理
事
会
を
開
催
し
て
事
務

所
を
豊
島
区
東
池
袋
の
「
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
60
」
十
一
階
へ
の
移
転
を
審

議
・
決
議
す
る

）
35
（

。
だ
が
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
一
年
あ
ま
り
後
の
一
九
八

七
年
一
月
二
十
九
日
、
再
び
理
事
会
を
開
催
し
た
清
水
は
、
財
団
法
人
の

解
散
と
解
散
に
伴
う
残
余
財
産
処
分
と
清
算
人
の
選
定
に
つ
い
て
審

議
・
決
議
し
、
解
散
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。
出
席
理
事
は
清
水
と
川
上

の
二
名
で
、
清
算
人
に
は
決
議
に
基
づ
き
同
日
付
で
両
名
が
就
任
し
た

）
36
（

。

　

か
く
し
て
一
九
八
七
年
二
月
二
十
三
日
付
で
文
部
省
に
「
財
団
法
人

二
十
世
紀
研
究
所
解
散
及
び
残
余
財
産
処
分
許
可
申
請
書
」
が
提
出
さ

れ
る
。
併
せ
て
提
出
さ
れ
た
「
解
散
事
由
説
明
書
」
に
は
、
解
散
理
由

と
し
て
「
本
財
団
は
、
設
立
後
四
〇
年
を
経
て
、
設
立
当
初
の
目
的
を

既
に
相
当
程
度
ま
で
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
こ
と
と
「
本
財
団
法

人
運
営
に
要
す
る
資
金
の
確
保
が
大
変
困
難
と
な
っ
た
」
こ
と
の
二
点

が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
部
省
で
の
決
済
は
同
年
三
月
九
日

）
37
（

、
清
水
ら
が

清
算
終
了
を
文
部
省
に
届
け
出
し
た
の
は
同
年
六
月
二
十
三
日
の
こ
と

で
）
38
（

、
清
水
の
長
女
で
哲
学
者
の
清
水
禮
子
が
編
ん
だ
『
清
水
幾
太
郎
著

作
集
』
第
十
九
巻
の
年
譜
が
記
す
研
究
所
の
解
散
も
こ
の
日
で
あ
る
。

こ
う
し
て
財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
は
四
十
一
年
四
カ
月
の
歩
み
を

終
え
た
の
で
あ
る
。

　

細
入
は
解
散
の
連
絡
を
清
水
か
ら
電
話
で
受
け
、
清
算
後
の
残
余
財

産
が
日
本
赤
十
字
社
に
寄
付
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た

）
39
（

。こ
の
こ
と
は
『
清

水
幾
太
郎
著
作
集
』
第
十
九
巻
の
年
譜
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
た
事
柄
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
照
会
に
対
す
る
日
本
赤

十
字
社
の
回
答
も
当
時
の
資
料
が
残
存
せ
ず
不
明
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
回
、
移
管
さ
れ
た
資
料
に
含
ま
れ
て
い
た
文
書

）
40
（

に
よ
り
、
資
料
に
よ
っ

て
初
め
て
、
残
余
財
産
一
三
四
万
二
五
一
〇
円
が
一
九
八
七
年
六
月
十

二
日
付
で
日
本
赤
十
字
社
に
寄
付
さ
れ
た
事
実
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

結　

び

　

二
十
世
紀
研
究
所
と
そ
の
活
動
を
め
ぐ
っ
て
は
、
後
年
、
清
水
自
身

が
「
終
戦
直
後
の
端
境
期
に
咲
い
た
徒
花
」
と
形
容
し
た
こ
と
も
あ
り

）
41
（

、

ま
た
、
後
に
左
右
に
散
じ
て
い
く
多
数
の
戦
後
知
識
人
が
一
堂
に
会
し

て
い
た
と
い
う
意
外
性
も
手
伝
っ
て
、
た
と
え
ば
天
野
恵
一
が
批
判
し

た
よ
う
な
、
見
る
べ
き
活
動
に
乏
し
い
短
命
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
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一
貫
し
な
い
知
識
人
集
団
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る

）
42
（

。
「
徒
花
」
と
い
う
形
容
は
、
自
ら
強
い
思
い
を
も
っ
て
構

想
し
、
設
立
と
運
営
に
奔
走
し
な
が
ら
、
財
政
面
や
社
会
状
況
の
変
化

の
な
か
で
短
期
間
で
の
事
業
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
清
水
な
ら
で
は

の
慨
嘆
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
き
た
公
文
書
の
内
容
や
、
筆

者
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
活
動
の
実
態
は
、
二
十
世
紀
研
究

所
と
そ
こ
で
協
働
し
た
知
識
人
た
ち
の
真
摯
で
積
極
的
な
活
動
が
「
徒

花
」
、
す
な
わ
ち
無
駄
、
み
せ
か
け
、
見
か
け
倒
れ
と
は
必
ず
し
も
言

え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

幅
広
い
専
門
分
野
と
多
様
な
意
見
を
も
っ
た
知
識
人
の
協
働
体
と
い

え
た
二
十
世
紀
研
究
所
の
活
動
は
、
戦
時
中
に
後
退
し
た
か
つ
て
の
思

想
や
学
問
の
紹
介
し
な
お
し
の
み
な
ら
ず
、
メ
ン
バ
ー
の
専
門
に
即
し

た
新
し
い
科
学
や
知
識
を
も
積
極
的
に
紹
介
す
る
こ
と
で
、
戦
後
に
向

け
た
指
針
や
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
人
び
と
の
期
待
に
応
え
た
。
知
識

人
た
ち
の
間
に
見
解
の
相
違
は
無
論
、
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
当
時
、
見

解
の
相
違
は
多
様
性
と
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
非
一
貫

性
と
い
っ
た
批
判
は
む
し
ろ
後
年
の
視
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
討
議
や

熟
慮
を
重
視
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
作
法
に
則
っ
た
思
想
や
姿
勢
を
も

涵
養
す
る
こ
と
で
、
混
乱
期
に
お
け
る
人
び
と
の
思
考
や
振
る
舞
い
の

立
て
な
お
し
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
戦

前
・
戦
中
期
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
思
想
の
復
活
や
新
し
い
科
学
の
紹
介

に
よ
っ
て
直
ち
に
新
し
い
戦
後
の
社
会
が
構
築
で
き
る
の
で
は
な
く
、

当
時
、
清
水
が
「
民
主
主
義
は
国
民
大
衆
に
最
大
の
期
待
を
懸
け
る
も

の
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
い
い
換
え
れ
ば
、
国
民
自
身
の
負
担
が
最
も
重

い
政
治
方
法
な
の
で
あ
る

）
43
（

」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う

に
、
以
前
の
思
想
に
せ
よ
新
し
い
科
学
に
せ
よ
、
そ
れ
を
無
条
件
に
受

け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
冷
静
に
批
判
す
る
意
識
や

姿
勢
の
涵
養
を
こ
そ
重
視
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
『
二
十
世
紀

研
究
所
概
要
』
に
み
え
た
「
単
な
る
智
識
の
注
入
を
排
し
て
思
想
的
訓

練
を
与
へ
」
る
と
い
う
設
立
趣
旨
の
実
践
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
周
囲
や

権
威
に
無
批
判
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
深
く
考
え
選
択
し
て
行

動
す
る
意
識
を
涵
養
す
る
こ
と
で
戦
前
・
戦
中
的
な
あ
り
方
を
脱
却
し
、

よ
り
高
い
と
こ
ろ
で
思
想
の
「
戦
後
」
を
構
想
・
実
践
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
こ
ろ
に
、
二
十
世
紀
研
究
所
の
個
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
清
水
を
は
じ
め
研
究
所
の
メ
ン
バ
ー
が
、
人
び
と
に
単
に

学
位
や
学
歴
を
与
え
よ
う
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
研
究
所
の
意
図
や
理
想
が
聴
講
生
の
側
に

完
全
に
理
解
さ
れ
、
受
容
さ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
も

注
意
が
必
要
で
、
「
み
ん
な
が
謙
虚
に
」
「
例
外
な
く
真
面
目
に
聞
い
た

り
読
ん
だ
り
し
て
い
た
」
熱
意
の
背
後
に
は
、
や
は
り
そ
の
努
力
を
何

ら
か
の
か
た
ち
に
し
た
い
と
い
う
期
待
や
、
研
究
所
や
研
究
員
た
ち
が

も
っ
て
い
た
権
威
に
期
待
す
る
心
情
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
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先
述
し
た
「
二
十
世
紀
講
座
」
の
聴
講
生
た
ち
が
最
終
日
に
修
了
証
書

を
も
ら
え
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
如
実
に
現
わ

れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
研
究
所
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
聴
講
生
の
側

の
そ
の
よ
う
な
心
情
を
想
定
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
全
員
で
は
な
か
っ

た
に
せ
よ
、
人
び
と
が
学
位
や
学
歴
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た

と
き
、だ
か
ら
こ
そ
清
水
は
慌
て
、
林
は
小
さ
な
失
望
を
禁
じ
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る

）
44
（

。
先
述
の
と
お
り
、
研
究
所
が
事
業
を
終
え
て
い
っ
た
背

景
に
は
大
学
と
い
う
教
育
機
関
の
権
威
と
機
能
の
回
復
が
あ
っ
た
わ
け

だ
が
、
こ
う
し
た
研
究
所
側
の
意
図
や
理
想
と
人
び
と
の
期
待
と
の
わ

ず
か
な
ず
れ
が
そ
の
予
兆
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

財
団
法
人
と
し
て
資
金
・
人
材
・
体
制
を
整
え
て
い
た
二
十
世
紀
研

究
所
は
、
終
戦
直
後
の
制
約
の
な
か
、
三
年
に
満
た
な
か
っ
た
と
は
い

え
精
力
的
な
事
業
を
行
っ
て
い
た
。
短
命
だ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、

彼
ら
が
多
様
な
意
見
を
も
ち
つ
つ
協
働
し
て
、
体
制
面
で
も
事
業
面
で

も
研
究
所
の
活
動
に
尽
力
し
て
い
た
様
相
は
、
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
に
再

考
を
促
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

終
戦
直
後
の
思
想
活
動
の
里
程
標
と
し
て
二
十
世
紀
研
究
所
の
事
業

と
思
想
を
さ
ら
に
検
討
し
、
人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
者
に
よ
る
民
間

研
究
・
教
育
運
動
、
知
識
人
の
協
働
と
離
散
に
作
用
し
た
引
力
と
斥
力

を
明
ら
か
に
す
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く

こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　

 

（
し
ょ
う
じ
・
た
け
し
／
社
会
思
想
史
、
歴
史
社
会
学
）

注（
1
） 

同
名
の
簿
冊
が
二
種
類
あ
る
の
で
本
稿
で
は
便
宜
上
、
（
a
）
（
b
）
を
付

し
て
区
別
す
る
。

（
2
） 

二
十
世
紀
研
究
所
を
め
ぐ
る
資
料
や
先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

研
究
所
の
活
動
は
実
質
的
に
は
研
究
所
長
だ
っ
た
清
水
幾
太
郎
の
主
導
で
進

め
ら
れ
た
た
め
、
研
究
所
に
関
す
る
資
料
や
言
及
の
ほ
と
ん
ど
は
清
水
に
関

係
す
る
文
脈
で
現
れ
て
い
る
。
過
去
、
研
究
所
へ
の
言
及
に
お
い
て
最
も
基

本
的
な
資
料
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
清
水
と
社
会
学
者
・
川
上
源
太
郎
が
一

九
七
一
年
に
行
っ
た
「
対
談 

二
十
世
紀
研
究
所
」
（
『
季
刊
社
会
思
想
』
一

九
七
一
年
第
一
―
三
号
）
と
、
清
水
の
自
伝
『
わ
が
人
生
の
断
片
』
（
一
九

七
五
年
）
で
あ
る
。
一
九
六
八
年
に
清
水
と
哲
学
者
・
鶴
見
俊
輔
が
行
っ
た

「
対
談 

政
治
と
の
距
離
」
（
『
語
り
つ
ぐ
戦
後
史
Ⅱ
』
、
思
想
の
科
学
社
、
一

九
六
九
年
所
収
）
や
、
細
入
藤
太
郎
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
細
入
藤
太
郎
先

生
に
聞
く
」（
立
教
大
学
文
学
部
英
米
文
学
研
究
室
『
英
米
文
学
』
第
四
九
号
、

一
九
八
九
年
）
、
歴
史
学
者
・
林
健
太
郎
の
回
想
「
移
り
ゆ
く
も
の
の
影
」（
一

九
五
九
年
）
と
『
昭
和
史
と
私
』
（
一
九
九
二
年
）
も
重
要
な
述
懐
を
含
む
。

天
野
恵
一
の
『
危
機
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
―
―
清
水
幾
太
郎
批
判
』
（
一
九
七

九
年
）
に
お
け
る
二
十
世
紀
研
究
所
批
判
は
右
の
述
懐
が
基
本
資
料
で
あ
る
。

政
治
学
者
・
丸
山
眞
男
の
「
「
自
粛
の
全
体
主
義
」
の
さ
な
か
に
―
―
丸
山

眞
男
先
生
を
囲
む
会
」
（
『
丸
山
眞
男
手
帖
』
第
二
五
号
、
二
〇
〇
三
年
）
や
、

哲
学
者
・
久
野
収
の
『
久
野
収　

市
民
と
し
て
哲
学
者
と
し
て
』
（
一
九
九

五
年
）
は
当
時
の
研
究
所
の
様
子
や
関
係
者
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
貴
重
な
述

懐
だ
が
、
過
去
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
。
前
述
の
事
情
か
ら
清
水

幾
太
郎
研
究
の
文
脈
で
研
究
所
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
（
天
野

恵
一
、
大
久
保
孝
治
、
竹
内
洋
、
筆
者
）
、
研
究
所
を
主
題
と
し
た
研
究
は

極
め
て
少
な
く
、
筆
者
自
身
の
も
の
（
庄
司
二
〇
二
〇
年
）
を
除
け
ば
、
歴

史
学
者
・
松
尾
尊
兊
の
小
論
「
児
玉
誉
士
夫
と
二
十
世
紀
研
究
所
」
（
『
丸
山
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眞
男
手
帖
』
第
三
七
号
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
国

立
公
文
書
館
資
料
の
速
報
的
な
紹
介
で
あ
り
、
後
者
は
後
述
す
る
研
究
所
設

立
資
金
の
出
所
を
児
玉
誉
士
夫
と
推
測
し
た
興
味
深
い
小
論
だ
が
（
松
尾
二

〇
〇
六
年
、
二
〇
一
〇
年
、
一
八
一
頁
）
、
研
究
所
そ
の
も
の
に
は
踏
み
込

ん
で
い
な
い
。

（
3
） 
宮
城
、
一
九
七
七
年
、
九
六
頁
、
宮
城
、
一
九
八
八
年
。

（
4
） 

清
水
、
一
九
四
六
年
、
一
九
五
四
年
、
一
八
二
頁
。

（
5
） 

細
入
、
川
崎
、
江
河
、
後
藤
、
一
九
八
九
年
、
一
五
六
頁
。

（
6
） 

細
入
、
一
九
六
五
年
、
三
五
頁
。

（
7
） 

細
入
、
川
崎
、
江
河
、
後
藤
、
一
九
八
九
年
、
一
一
二
頁
、
清
水
、
川
上
、

一
九
七
一
年
、
一
八
七
頁
。

（
8
） 

終
戦
直
後
、
国
内
で
は
様
ざ
ま
な
教
育
団
体
や
研
究
機
関
が
設
立
さ
れ
、

知
識
人
た
ち
は
そ
れ
ら
を
複
数
、
横
断
す
る
か
た
ち
で
関
係
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
た
と
え
ば
清
水
や
丸
山
眞
男
、
川
島
武
宜
ら
は
「
庶
民
大
学
三
島

教
室
」
の
講
師
で
も
あ
る
。
丸
山
と
都
留
重
人
、
渡
邊
慧
は
一
九
四
六
年
五

月
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
思
想
の
科
学
』
の
最
初
期
の
同
人
で
も
あ
り
（
他

に
鶴
見
俊
輔
、
鶴
見
和
子
、
武
田
清
子
、
武
谷
三
男
）
、
後
述
す
る
二
十
世

紀
研
究
所
の
活
動
停
止
後
は
宮
城
音
彌
や
久
野
収
ら
も
「
思
想
の
科
学
研
究

会
」
（
一
九
四
九
年
設
立
）
の
有
力
同
人
と
な
っ
た
。
二
十
世
紀
研
究
所
と

と
く
に
関
係
が
深
か
っ
た
の
は
一
九
四
六
年
六
月
に
京
都
市
で
開
校
さ
れ
た

「
京
都
人
文
学
園
」
で
、
松
尾
尊
兊
も
学
園
規
約
第
四
条
に
「
清
水
幾
太
郎

氏
が
近
く
創
立
さ
れ
よ
う
と
す
る
廿
世
紀
学
園
と
提
携
し
」
と
い
う
文
言
が

あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
（
松
尾
二
〇
〇
二
年
、
三
三
五
頁
）
、
実

際
に
学
園
と
共
催
さ
れ
た
「
二
十
世
紀
講
座
」
も
あ
っ
た
（
「
二
十
世
紀
講
座
」

「
廿
世
紀
学
園
（
二
十
世
紀
学
園
）
」
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
学
園
を
主
導
し

た
久
野
収
や
青
山
秀
夫
も
二
十
世
紀
研
究
所
の
研
究
員
や
講
師
と
し
て
関
係

し
て
い
た
。
終
戦
直
後
に
お
け
る
こ
う
し
た
複
数
の
教
育
・
研
究
団
体
の
性

格
や
関
係
、
そ
こ
に
参
画
し
て
い
た
知
識
人
の
動
機
や
思
想
等
の
整
理
・
検

討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
9
） 

清
水
、
川
上
、
一
九
七
一
年
、
一
八
七
頁
。

（
10
） Th

e Tw
entieth C

entury Fund 

の
歩
み
に
つ
い
て
は
、Th

e C
entury 

Foundation

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
（https://tcf.org/content/tag/tw

entieth-
century-fund/

、
最
終
閲
覧
二
〇
二
二
年
七
月
二
十
八
日
）
。

（
11
） 

細
入
、
川
崎
、
江
河
、
後
藤
、
一
九
八
九
年
、
一
一
二
頁
。

（
12
） 

庄
司
二
〇
二
〇
年
、
二
四
頁
。

（
13
） 

『
二
十
世
紀
研
究
所
（
設
立
）
S
二
十
年
度
』
所
収
「
設
立
趣
意
書
」
。

（
14
） 

こ
の
う
ち
「
助
成
」
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所

設
立
寄
附
行
為
」
の
第
四
条
第
二
項
に
研
究
所
の
事
業
と
し
て
「
人
文
諸
科

学
研
究
者
ノ
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
事
業
計
画
書
」
に

も
「
研
究
員
ニ
ハ
研
修
費
ト
シ
テ
一
ケ
年
金
五
〇
〇
円
ヲ
負
担
セ
シ
メ
ル
」

と
あ
る
も
の
の
、
現
在
の
と
こ
ろ
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
な

い
。
と
く
に
後
者
に
み
え
る
研
究
員
に
負
担
さ
せ
る
「
一
ケ
年
金
五
〇
〇
円
」

の
「
研
修
費
」
は
当
時
と
し
て
は
か
な
り
高
額
だ
が
、
「
事
業
計
画
書
」
に

あ
る
「
初
年
度
ニ
於
テ
ハ
概
ネ
三
〇
名
ト
シ
、
次
年
度
以
後
ハ
概
ネ
六
〇
名

ト
ス
ル
予
定
」
だ
っ
た
研
究
員
分
を
積
み
上
げ
る
こ
と
で
、
当
時
の
金
額
で

年
間
一
万
五
〇
〇
〇
円
か
ら
三
万
円
を
助
成
事
業
の
基
金
と
す
る
計
画
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
参
考
ま
で
に
、
清
水
が
一
九
四
一
年
に
民
間
の
学
術

団
体
で
あ
る
財
団
法
人
国
民
学
術
協
会
か
ら
「
日
本
社
会
学
史
」
と
い
う
研

究
テ
ー
マ
で
交
付
さ
れ
た
研
究
費
は
年
間
一
五
〇
〇
円
だ
っ
た
か
ら
（
国
民

学
術
協
会
一
九
四
二
年
、
一
一
―
一
二
頁
）
、
仮
に
同
じ
金
額
を
交
付
す
る

と
す
れ
ば
年
一
〇
件
か
ら
二
〇
件
程
度
の
研
究
を
採
択
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

（
15
） 

清
水
、
一
九
四
六
年
、
一
九
五
四
年
、
一
八
二
頁
。

（
16
） 

『
二
十
世
紀
研
究
所
（
設
立
）
S
二
十
年
度
』
所
収
「
財
団
法
人
設
立
許

可
申
請
書
」
等
。

（
17
） 
「
二
十
世
紀
講
座
」
の
開
催
履
歴
を
既
存
の
述
懐
や
文
部
省
人
文
科
学
委

員
会
編
の
雑
誌
『
人
文
』
の
消
息
記
事
、
新
聞
広
告
等
を
総
合
し
て
一
覧
す
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る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
文
部
省
人
文
科
学
委
員
会
一
九
四
七
年
a
、
同

b
、
同
c
、
同
d
）
。
い
く
つ
か
既
存
の
述
懐
に
は
み
え
ず
、
今
回
の
調
査

で
判
明
し
た
講
座
も
あ
る
（
括
弧
内
は
開
催
地
）
。

 
一
九
四
六
年
四
月
～
六
月　
　

第
一
回
（
東
京
）

 

　
　
　
　
　

七
月　
　
　
　
　

第
二
回
（
金
沢
市
、
福
井
市
、
高
岡
市
）

 

　
　
　
　
　

九
月
～
十
一
月　

第
三
回
（
東
京
）

 

　
　
　
　
　

十
月　
　
　
　
　

第
四
回
（
京
都
市
、
京
都
人
文
学
園
と
共
催
）

 

　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　

第
五
回
（
京
都
市
）

 

一
九
四
七
年
二
月　
　
　
　
　

第
六
回
（
名
古
屋
市
、
刈
谷
市
ほ
か
）

 

　
　
　
　
　

五
月
～
六
月　
　

第
七
回
（
東
京
）

 

　
　
　
　
　

八
月　
　
　
　
　

特
別
講
座
（
東
京
）

 

　
　
　
　
　

九
月　
　
　
　
　

第
八
回
（
山
形
市
、
酒
田
市
）

 

　
　
　
　
　

十
月　
　
　
　
　

第
九
回
（
東
京
）

 

　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　

第
一
〇
回
（
東
京
）

 

こ
の
ほ
か
、
米
沢
市
（
山
形
県
）
、
福
島
市
、
岩
手
県
、
静
岡
県
で
の
開
催

も
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

（
18
） 

清
水
、
川
上
、
一
九
七
一
年
、
一
八
五
頁
。

（
19
） 

財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
、
一
九
四
八
年
a
、
清
水
、
川
上
、
一
九
七

一
年
、
一
八
四
―
一
八
五
頁
、
一
九
七
頁
、
清
水
、
一
九
七
五
年
、
一
九
九

三
年
、
三
〇
七
頁
。

（
20
） 

財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
、
一
九
四
八
年
a
。

（
21
） 

戦
時
中
、
『
朝
日
新
聞
』
の
ベ
ル
リ
ン
特
派
員
で
あ
っ
た
守
山
義
雄
や
後

の
丸
善
社
長
・
会
長
の
海
老
原
熊
雄
ら
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
22
） 

鶴
見
、
一
九
六
八
年
、
一
九
六
九
年
、
一
三
六
頁
、
清
水
、
川
上
、
一
九

七
一
年
、
一
八
五
頁
、
清
水
、
一
九
七
五
年
、
一
九
九
三
年
、
三
〇
七
頁
。

（
23
） 

現
在
ま
で
判
明
し
て
い
る
出
版
物
は
以
下
の
と
お
り
（
出
版
年
月
、
名
称
、

主
な
執
筆
者
）
。

 

叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』

 

一
九
四
七
年
六
月　
　

第
一
巻
『
西
田
哲
学
』
下
村
寅
太
郎

 

　
　
　
　
　

十
一
月　

 

第
二
巻 

『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
Ⅰ　

概
論
・
論
理

学
』
清
水
幾
太
郎
、
久
野
収

 

　
　
　
　
　

十
二
月　

 

第
三
巻
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
Ⅱ　

芸
術
・
教
育
・

宗
教
』
宗
像
誠
也
、
清
水
幾
太
郎

 

一
九
四
八
年
二
月　
　

第
四
巻
『
経
済
学
の
基
礎
理
論
』
岸
本
誠
二
郎

 

　
　
　
　
　

三
月　
　

第
五
巻
『
歴
史
学
の
方
法
』
林
健
太
郎

 

　
　
　
　
　

四
月　
　

第
六
巻
『
経
済
社
会
学
の
構
想
』
高
島
善
哉

 

　
　
　
　
　

六
月　
　

第
七
巻
『
政
治
思
想
史
』
原
田
鋼

 

一
九
四
九
年
一
月　
　

第
八
巻
『
政
党
の
研
究
』
蠟
山
政
道

 

そ
の
他
の
出
版
物

 

一
九
四
八
年
九
月　
　

『
哲
学
教
室
』
安
倍
能
成
、
鶴
見
和
子
ほ
か

 

　
　
　
　
　

十
月　
　

 『
二
十
世
紀
研
究
所
紀
要　

唯
物
史
観
研
究　

第
一

集 

「
物
」
の
概
念
』
清
水
幾
太
郎
、
宮
城
音
彌
、
渡

邊
慧
ほ
か

 

　
　
　
　
　

十
月　
　

『
文
学
教
室
』
中
野
好
夫
、
福
田
恆
存
ほ
か

 

　
　
　
　
　

十
一
月　

 『
社
会
体
制
講
座
（
上
）
資
本
主
義
社
会
の
構
造
』

高
島
善
哉
、
迫
間
眞
治
郎
ほ
か

 

　
　
　
　
　

十
一
月　

 『
社
会
体
制
講
座
（
下
）
社
会
主
義
社
会
の
構
造
』

高
島
善
哉
、
迫
間
眞
治
郎
ほ
か

 

　
　
　
　
　

十
一
月　

 『
社
会
科
教
育　

上
巻
（
第
一
集
、
第
二
集
）
』
清
水

幾
太
郎
、
丸
山
眞
男
、
高
島
善
哉
ほ
か

 

　
　
　
　
　

十
一
月　

 『
社
会
科
教
育　

下
巻
（
第
三
集
、
第
四
集
）
』
清
水

幾
太
郎
、
堀
秀
彦
、
畑
中
繁
雄
ほ
か

 

一
九
四
九
年
一
月　
　

 『
二
十
世
紀
研
究
所
紀
要　

唯
物
史
観
研
究　

第
二

集　

主
体
性
・
主
体
的
立
場
』
清
水
幾
太
郎
、
下
村

寅
太
郎
ほ
か

 

　
　
　
　
　

五
月　
　

 『
革
命
』
清
水
幾
太
郎
、
大
河
内
一
男
、
中
村
哲
ほ
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か

 

　
　
　
　
　

七
月　
　

 『
か
く
ソ
連
を
見
た　

帰
還
学
徒
に
訊
く
』
清
水
幾

太
郎
、
宮
原
誠
一
、
畑
中
繁
雄
ほ
か

 
一
九
五
五
年
八
月　
　

 『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座
一 

マ
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
理
』
第
四
章
の
一
部
が
二

十
世
紀
研
究
所
名
義
で
執
筆

 

　
　
　
　
　

十
二
月　

 『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座
二 

マ
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
政
治
・
経
済
』
第
三
章
の
一

部
が
二
十
世
紀
研
究
所
名
義
で
執
筆

 

　
　
　
　
　

十
二
月　

 『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座
六 

マ
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
典
』
高
根
正
昭
、
田
中
靖
政
、

本
間
康
平
ほ
か

 

な
お
、
出
版
に
至
ら
な
か
っ
た
、
ま
た
は
変
更
さ
れ
た
計
画
と
し
て
以
下
の

も
の
が
あ
っ
た
。

 

叢
書
『
二
十
世
紀
教
室
』

 

　

第
八
巻
ま
た
は
第
十
巻
『
国
家
論
』
中
村
哲

 

　

第
九
巻
『
国
富
論
』
（
後
、
『
解
説
『
国
富
論
』
』
に
改
題
）
大
河
内
一
男

 

　

第
十
巻
『
政
治
と
は
何
か
』
丸
山
眞
男

 

　

第
十
一
巻
『
政
治
的
人
間
と
宗
教
的
人
間
』
赤
岩
榮

 

『
二
十
世
紀
研
究
所
紀
要　

唯
物
史
観
研
究　

第
三
集　

弁
証
法
』

（
24
） 

清
水
、
川
上
、
一
九
七
一
年
、
一
九
三
頁
。

（
25
） 

二
十
世
紀
研
究
所
、
一
九
四
八
a
、
序
。

（
26
） 

清
水
、
川
上
、
一
九
七
一
年
、
一
九
六
―
一
九
七
頁
。

（
27
） 

福
田
、
一
九
四
七
年
。

（
28
） 

清
水
、
鶴
見
、
一
九
六
八
年
、
一
九
六
九
年
、
一
三
六
頁
。

（
29
） 

清
水
、
一
九
七
五
年
、
一
九
九
三
年
、
三
〇
七
頁
。

（
30
） 

『
二
十
世
紀
研
究
所
（
設
立
）
S
二
十
年
度
』
所
収
「
預
金
証
明
書
」
。

（
31
） 

清
水
、
一
九
七
五
年
、
一
九
九
三
年
、
三
〇
九
頁
。

（
32
） 

清
水
幾
太
郎
か
ら
鈴
木
茂
三
郎
へ
の
私
信
、
一
九
四
六
年
十
一
月
五
日
付
、

法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
蔵
。

（
33
） 

清
水
、
川
上
、
一
九
七
一
年
、
一
九
四
頁
。

（
34
） 

『
文
部
省
記
録　

二
十
世
紀
研
究
所　

第
一
冊
』
所
収
「
財
団
法
人
二
十

世
紀
研
究
所
の
登
記
簿
謄
本
」
。

（
35
） 

同
右
所
収
「
理
事
会
議
事
録
」
。

（
36
） 

同
右
所
収
「
財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
理
事
会
議
事
録
の
写
し
」
「
清

算
人
就
任
承
諾
書
」
。

（
37
） 

同
右
所
収
「
文
部
省
原
議
書
」
。

（
38
） 

『
二
十
世
紀
研
究
所
（
設
立
）
S
六
十
二
年
度
』
（
b
）
所
収
「
財
団
法
人

二
十
世
紀
研
究
所
解
散
登
記
完
了
届
」
。

（
39
） 

細
入
、
川
崎
、
江
河
、
後
藤
、
一
九
八
九
年
、
一
一
四
頁
。

（
40
） 

『
二
十
世
紀
研
究
所
（
設
立
）
S
六
十
二
年
度
』
（
a
）
所
収
「
受
領
証
」

（
日
本
赤
十
字
社
社
長
山
本
正
淑
か
ら
財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
清
算
人

代
表
清
水
幾
太
郎
に
宛
て
た
も
の
）
等
。

（
41
） 

清
水
、
一
九
七
五
年
、
一
九
九
三
年
、
三
一
二
頁
。

（
42
） 

天
野
、
一
九
七
九
年
、
一
八
〇
―
一
八
一
頁
。

（
43
） 

清
水
、
一
九
四
六
年
、
一
九
五
四
年
、
一
八
〇
頁
。

（
44
） 

清
水
、
川
上
、
一
九
七
一
年
、
一
九
三
頁
、
林
、
一
九
九
二
年
、
二
〇
〇

二
年
、
二
一
三
頁
。

参
考
資
料

天
野
恵
一 

『
危
機
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
―
―
清
水
幾
太
郎
批
判
』
批
評
社
、
一
九

七
九
年
。

福
田
恆
存
「
同
時
代
に
つ
い
て
」
『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
七
年
五
月
十
二
日
朝
刊
。

林
健
太
郎 
『
昭
和
史
と
私
』
文
藝
春
秋
、
一
九
九
二
年
（
文
春
文
庫
、
二
〇
〇

二
年
）
。
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細
入
藤
太 

郎
「
私
の
留
学
の
こ
ろ
」
『
英
語
青
年
』
第
一
一
一
巻
第
一
号
、
一
九

六
五
年
。

細
入
藤
太 

郎
、
川
崎
淳
之
助
、
江
河
徹
、
後
藤
昭
次
「
細
入
藤
太
郎
先
生
に
聞
く
」

立
教
大
学
文
学
部
英
米
文
学
研
究
室
編
『
英
米
文
学
』
第
四
九
号
、

一
九
八
九
年
。

国
民
学
術
協
会
『
学
術
の
日
本　

第
一
編
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
二
年
。

久
野
収
、 

高
畠
通
敏
『
久
野
収 

市
民
と
し
て
哲
学
者
と
し
て
』
毎
日
新
聞
社
、

一
九
九
五
年
。

松
尾
尊
兊
『
戦
後
日
本
へ
の
出
発
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

　

―
―
― 

「
児
玉
誉
士
夫
と
二
十
世
紀
研
究
所
」
『
丸
山
眞
男
手
帖
』
第
三
七
号
、

二
〇
〇
六
年
、
同
『
わ
が
近
代
日
本
人
物
誌
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一

〇
年
。

丸
山
眞
男 

「
「
自
粛
の
全
体
主
義
」
の
な
か
に
―
―
丸
山
眞
男
を
囲
む
会
」
一
九

八
八
年
、
同
『
丸
山
眞
男
話
文
集　

第
三
巻
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇

〇
八
年
。

宮
城
音
彌 

『
人
間
の
心
を
探
求
す
る
―
―
私
と
心
理
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七

七
年
。

　

―
―
― 

「
心
の
探
求
者
と
し
て　

宮
城
音
彌
さ
ん
に
聞
く　

第
二
回
」
『
読
売

新
聞
』
一
九
八
八
年
九
月
二
十
八
日
夕
刊
。

文
部
省
人
文
科
学
委
員
会
「
学
会
消
息
」
『
人
文
』
創
刊
号
、
一
九
四
七
年
a
。

　

―
―
―
「
学
会
消
息
」
『
人
文
』
第
二
号
、
一
九
四
七
年
b
。

　

―
―
―
「
学
会
消
息
」
『
人
文
』
第
二
巻
第
一
号
、
一
九
四
七
年
c
。

　

―
―
―
「
学
会
消
息
」
『
人
文
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
四
七
年
d
。

清
水
幾
太 

郎
「
教
育
と
政
治
」
一
九
四
六
年
、
同
『
私
の
教
育
観
』
角
川
書
店
、

一
九
五
四
年
。

　

―
―
― 

『
わ
が
人
生
の
断
片
』
文
藝
春
秋
、
一
九
七
五
年
、
同
『
清
水
幾
太

郎
著
作
集
』
第
一
四
巻
、
一
九
九
三
年
。

清
水
幾
太 

郎
、
川
上
源
太
郎
「
対
談　

二
十
世
紀
研
究
所
」
『
季
刊
社
会
思
想
』

一
九
七
一
年
第
一
―
三
号
、
一
九
七
一
年
。

清
水
幾
太 

郎
、
鶴
見
俊
輔
「
対
談　

政
治
と
の
距
離
」
一
九
六
八
年
、
鶴
見
俊

輔
『
語
り
つ
ぐ
戦
後
史
Ⅱ
』
思
想
の
科
学
社
、
一
九
六
九
年
。

庄
司
武
史 

「
財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
に
つ
い
て
―
―
国
立
公
文
書
館
所
蔵

特
定
歴
史
公
文
書
等
か
ら
」
首
都
大
学
東
京
人
文
科
学
研
究
科
『
人

文
学
報
』
第
五
一
六
―
一
号
、
二
〇
二
〇
年
。

鶴
見
俊
輔 

『
私
の
地
平
線
の
上
に
』
潮
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
同
『
鶴
見
俊

輔
集
』
第
八
巻
、
一
九
九
一
年
。

　

―
―
― 

『
期
待
と
回
想
』
晶
文
社
、
一
九
九
七
年
（
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
二

二
年
）
。

財
団
法
人
二
十
世
紀
研
究
所
『
二
十
世
紀
研
究
所
概
要
』
一
九
四
六
年
。

　

―
―
― 

『
社
会
科
教
育　

上
巻
（
第
一
集
、
第
二
集
）
』
思
索
社
、
一
九
四
八

年
ａ
。

　

―
―
― 

『
社
会
科
教
育　

下
巻
（
第
三
集
、
第
四
集
）
』
思
索
社
、
一
九
四
八

年
ｂ
。

国
立
公
文
書
館
所
蔵
特
定
歴
史
公
文
書
等

附
記社

会
思
想
史
学
会
第
四
六
回
大
会
で
の
本
稿
の
草
稿
に
あ
た
る
報
告
に
有
益

な
コ
メ
ン
ト
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
各
位
に
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
、
本
稿

はJSPS

科
研
費JP21K

13099

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

二
十
世
紀
研
究
所
、
戦
後
啓
発
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
知
識
人
の

協
働
、
清
水
幾
太
郎
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は
じ
め
に

　

社
会
哲
学
者
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
主
著
『
社
会
的
世
界

の
有
意
味
的
な
構
成
』（D

er sinnhafte Aufbau der sozialen W
elt, 1932. 

以
下

『
構
成
』
）
の
第
二
部
で
、
「
持
続
」
（
後
述
）
で
あ
る
自
我
に
と
っ
て
、

い
か
に
し
て
有
意
味
な
体
験
が
構
成
さ
れ
て
く
る
か
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
受
動
的
体
験
に
始
ま
り
、
自

発
的
な
振
る
舞
い
を
経
て
、
計
画
さ
れ
た
意
志
的
な
行
為
に
至
る
自
我

の
体
験
の
諸
相
を
、
と
く
に
行
為
を
機
軸
と
し
て
、
精
密
に
描
き
出
そ

う
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
第
二
部
に
含
ま
れ
る
同
書
第
一
一
節
で
シ
ュ
ッ
ツ
が
分
析
す
る

の
は
、
意
志
的
な
行
為
に
不
可
欠
な
契
機
で
あ
る
自
由
な
決
意

0

0

（
選
択
）

で
あ
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
決
意
論
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
彼
の
自

由
論
の
解
明
で
あ
る

）
1
（

。
だ
が
、
私
見
で
は
こ
の
『
構
成
』
内
在
的
な
問

題
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
シ
ュ
ッ
ツ
へ
の
影
響
と
い
う

問
題
が
不
可
避
に
介
入
し
て
く
る

）
2
（

。
な
ぜ
か
。
シ
ュ
ッ
ツ
の
行
為
論
は

ウ
ェ
ー
バ
ー
行
為
論
の
精
密
化
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
は
決
意
論
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
導
入
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
な
ら
問
題
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
二
者
の

決
意
や
自
由
に
関
す
る
考
え
方
は
、
一
見
す
る
と
明
確
に
対
照
的
な
の

だ
。
つ
ま
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
あ
る
決
意
が
自
由
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

〈
公
募
論
文
〉

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
交
錯

【
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ
の
自
由
論
】

橋
爪
大
輝
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そ
の
決
意
は
「
合
理
的
」
に
な
る
と
捉
え
る
の
に
対
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
あ
る
決
意
が
自
由
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
の
決
意
は
理
由
を
欠
く
と

主
張
す
る
。
自
由
な
決
意
と
い
う
論
点
を
軸
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
構
成

す
る
い
わ
ば
〈
合
理
的
自
由
論
〉
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
構
成
す
る
い
わ

ば
〈
非
合
理
的
自
由
論
〉
と
が
、
好
対
照
を
な
す
の
で
あ
る
。
だ
と
す

る
と
、
シ
ュ
ッ
ツ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
自
由

観
を
〝
共
存
〞
さ
せ
て
い
る
の
か
。
自
由
な
決
意
は
合
理
的
な
の
か
、

そ
れ
と
も
あ
る
非
合
理
性
を
抱
え
た
も
の
な
の
か
と
い
う
問
い
は
、
哲

学
史
的
に
も
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
き
た
問
い
で
あ
る

）
3
（

。
対
照
的
な
自
由

観
の
共
存
は
、
右
の
哲
学
史
的
な
問
い
へ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
回
答
を
も

示
唆
し
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
点
で
も
シ
ュ
ッ
ツ
の
自
由
論
は
興

味
深
い
。

　

だ
が
シ
ュ
ッ
ツ
へ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
影
響
を
扱
う
先
行
研
究

）
4
（

や
、
現

象
学
的
意
志
論
と
の
関
係
に
関
す
る
先
行
研
究

）
5
（

は
あ
っ
て
も
、
『
構
成
』

の
自
由
論
を
右
の
視
角
か
ら
検
討
し
た
も
の
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら

な
い
。
イ
リ
ヤ
・
ス
ル
バ
ー
ル
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い

う
「
二
つ
の
体
系
上
き
わ
め
て
対
立
的
な
構
想
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
は
ひ
と
を
驚
か
す
か
も
し
れ
な
い

）
6
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
的
行
為
論
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
的
な
生
の
哲
学

と
は
一
見
結
び
つ
き
そ
う
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
シ
ュ
ッ
ツ
が

ベ
ル
ク
ソ
ン
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
的
行
為
モ
デ

ル
で
は
非
合
理
な
意
味
定
立
・
意
味
解
釈
を
把
握
し
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
ス
ル
バ
ー
ル
の
指
摘
は
、
自
由
論
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

取
り
入
れ
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
は
い

え
、
自
由
論
に
お
け
る
両
者
の
交
錯
は
ま
だ
検
討
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
行
為
と
決
意
に

か
ん
す
る
議
論
、
そ
し
て
自
由
論
の
内
在
的
検
討
を
経
た
の
ち
（
第
一
・

二
節
）
、
シ
ュ
ッ
ツ
に
お
け
る
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
二
者
の

影
響
を
踏
ま
え
た
う
え
で
シ
ュ
ッ
ツ
の
自
由
概
念
を
精
密
に
解
明
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
い
（
第
三
節
）
。

一　

ウ
ェ
ー
バ
ー
の〈
合
理
的
自
由
論
〉

１　

非
合
理
な
も
の
と
し
て
の
自
由
な
行
為
―
―
ク
ニ
ー
ス
の
所
説

　

本
稿
で
分
析
す
る
三
者
に
共
通
し
て
言
え
る
け
れ
ど
も
、
行
為
論
と

決
意
論
は
緊
密
に
連
関
し
て
い
る
。
『
構
成
』
に
お
け
る
決
意
論
も
、

強
度
に
行
為
論
的
な
文
脈
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
他
方
、

シ
ュ
ッ
ツ
は
そ
も
そ
も
『
構
成
』
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
解
社
会
学
の
哲
学

的
精
密
化
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
行
為
概
念
の
原
形
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
に

認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
ま
ず
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
行
為
や
決

意
の
自
由
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
論
は
、
お
も
に
彼
の
方
法
論
的
論
文
で
展
開
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
な
か
で
も
最
初
期
に
書
か
れ
た
「
ロ
ッ
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シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
」
の
ク
ニ
ー
ス
論
を
検
討
し
た
い
。
こ
の
論
攷
で

は
、
ま
さ
に
行
為
と
決
意
の
自
由
が
論
じ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
非
合

理
的
な
自
由
へ
の
強
力
な
批
判
が
、
ク
ニ
ー
ス
と
い
う
批
判
対
象
の
精

査
を
通
し
て
、
他
の
論
攷
以
上
に
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

国
民
経
済
学
者
で
あ
る
ク
ニ
ー
ス
を
論
ず
る
う
え
で
な
ぜ
行
為
や
自

由
が
問
題
に
な
る
か
と
い
え
ば
、
「
〔
…
…
〕
人
間
的
行
為
と
い
う
面
で
、

人
間
的
な
『
意
志
の
自
由

0

0

0

0

0

（W
illensfreiheit

）
』
が
規
定
要
素
と
し
て
こ

の
学
問
〔
＝
国
民
経
済
学
〕
の
考
察
材
料
に
『
入
り
込
ん
で
』
く
る
〔
…
…
〕

と
い
う
こ
と
が
、
ク
ニ
ー
ス
に
起
こ
る
」
（R

K
: 44. 

斜イ
タ
リ
ッ
ク

字
体
は
原
文
で
は

隔ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト

字
体
）
か
ら
で
あ
る
。
経
済
学
の
方
法
論
と
い
う
問
題
の
枠
内
で
、

客
観
的
な
経
済
法
則
を
撹
乱
す
る
要
素
と
し
て
、
意
志
の
自
由
が
入
り

込
む
と
い
う
の
だ
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、ク
ニ
ー
ス
に
と
っ
て
行
為
と
は
「
『
自
由
な
』
、

そ
れ
ゆ
え
非
合
理
で
個
別
的
な
、
人
格
の
行
為
」
（R

K
: 45

）
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
「
特
有
の
非
合
理
性
」
（R

K
: 64

）
が
あ
る
。
「
私
た
ち
は
こ

こ
で
『
非
合
理
性

0

0

0

0

』
と
い
う
概
念
を
、
さ
し
あ
た
り
単
純
に
『
計
算
不

可
能
性
』
と
い
う
通
俗
的
な
意
味
で
捉
え
る
。
こ
の
計
算
不
可
能
性
が
、

ク
ニ
ー
ス
の
見
解
で
も
、
そ
し
て
依
然
と
し
て
他
の
多
く
の
者
た
ち
の

見
解
で
も
、
人
間
の
『
意
志
の
自
由
』
の
兆
候
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
」
（ibid.

）
。
こ
の
場
合
の
計
算
と
は
、
あ
る
人
の
置
か
れ
た
状
況
や
、

そ
の
人
が
も
つ
知
識
な
ど
に
基
づ
い
て
、
そ
の
人
の
行
為
を
一
定
程
度

法
則
的
に
導
き
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
計

算
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
人
間
の
意
志
の
自
由
が
現
わ
れ
て
い
る
し
、

「
『
精
神
科
学
』
特
有
の
一
種
の
尊
厳
性
」
（ibid.

）
、
つ
ま
り
自
然
科
学

な
ら
ぬ
精
神
科
学
の
固
有
の
意
義
が
あ
る
と
、
ク
ニ
ー
ス
は
考
え
る
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
自
由
の
描

き
方
は
現
実
の
経
験
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
「
〔
…
…
〕
実
際
さ
し
あ
た
り
『
体

験
さ
れ
る
』
現
実
の
な
か
に
は
、
人
間
的
な
行ト

ゥ

ー

ン

な
い
に
特
有
の

0

0

0

『
計
算

不
可
能
性
』
は
な
ん
ら
感
知
さ
れ
な
い
」
（ibid.

）
。
た
と
え
ば
「
あ
ら

ゆ
る
軍
事
命
令
や
刑
法
、
否
、
他
者
と
の
交
際
に
お
い
て
私
た
ち
が
な

す
あ
ら
ゆ
る
言
明
（Aeußerung

）
は
、
そ
れ
ら
が
向
け
ら
れ
た
者
の
『
魂
』

に
一
定
の
効
果
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
『
計
算
』
し
て
い
る
〔
…
…
〕
」（ibid.

）
。

も
し
人
間
の
心
や
行
為
が
計
算
不
可
能
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
言
明
は
総

じ
て
無
意
味
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
現
に
そ
れ

ら
が
ど
う
動
く
か
を
計
算
し
「
理
解
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と

き
、
か
か
る
計
算
は
、
「
架
橋
技
師
の
『
静
力
学
的
』
計
算
や
農
業
技

術
者
の
農
芸
化
学
的
計
算
や
畜
産
家
の
生
理
学
的
検
討
」
（ibid.

）
と

い
っ
た
自
然
科
学
に
お
け
る
そ
れ
と
、
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

私
た
ち
は
現
に
ひ
と
の
行
為
を
計
算
し
て
い
る
。
計
算
可
能
な
の
は
、

人
間
の
行
為
が
合
理
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

2　

行
為
の
決
意
の
合
理
性
―
―
〈
合
理
的
自
由
論
〉

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
行
為
の
意
味
の
「
明
証
的
」
な
理
解
を
成
り
立
た
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せ
る
の
は
、
目
的
と
手
段
、
そ
し
て
両
者
を
結
び
合
わ
せ
る
法
則
性
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

私
た
ち
が
人
間
の
行
為
を
、「
手
段
」
の
明
晰
な
認
識
の
も
と
で
、

明
晰
に
意
識
さ
れ
欲
さ
れ
て
い
る
「
目
的
」
に
よ
っ
て
条
件
づ
け

ら
れ
た
も
の
と
し
て
「
理
解
」
す
る
と
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場

合
は
つ
ね
に
、
こ
の
理
解
が
特
有
の
高
度
な
「
明
証
性
」
に
達
す

る
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
明
証
性
が
何
に
基

づ
く
の
か
と
い
ま
問
う
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
そ
の
根
拠
と
し
て
示

さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
手
段
」

の
「
目
的
」
に
対
す
る
関
係
が
合
理
的
な
関
係
で
あ
り
、「
法
則
性
」

と
い
う
意
味
で
の
普
遍
化
的
な
因
果
考
察

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
特
別
な
仕
方

で
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
影

響
の
客
体
や
手
段
と
し
て
考
察
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
現
実
の
断
片

を
、
因
果
的
に
合
理
化
す
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
合
理
的
行
為

な
ど
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
一
定
の
振
る
舞
い
か
ら
ど
ん
な
帰

結
が
期
待

0

0

さ
れ
る
か
を
述
べ
る
経
験
規
則

0

0

の
複
合
体
に
、
そ
れ
ら

断
片
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
、
合
理
的
行
為
は
あ

り
え
な
い
。 

（R
K

: 127. 

太
字
付
加
）

　

や
や
単
純
化
し
た
例
だ
が
、
お
湯
を
沸
か
す
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、

〈
熱
い
お
湯
〉
を
得
る
こ
と
が
目
的
だ
と
す
れ
ば
、
〈
ナ
ベ
に
水
を
た
め

て
火
で
熱
す
る
〉
こ
と
が
手
段
と
な
る
だ
ろ
う
。
〈
ナ
ベ
に
水
を
た
め

て
火
で
熱
す
る
〉
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
お
お
む
ね
〈
熱
い
お
湯
〉
と

い
う
結
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
両
項
に
は
法
則
的
な
つ
な
が

り
が
あ
る
。
つ
ま
り
行
為
は
〈
目
的
〉
と
〈
手
段
〉
、
そ
し
て
そ
の
あ

い
だ
を
つ
な
ぐ
〈
法
則
〉
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
分
析
可
能
で
あ
り
、

逆
に
こ
れ
ら
の
要
素
に
よ
っ
て
分
析
可
能
な
振
る
舞
い
は
「
合
理
的
行

為
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

目
的
が
定
ま
れ
ば
、
自
ず
と
手
段
も
（
少
な
く
と
も
一
定
の
範
囲
内
に
）

定
ま
る
。
行
為
は
こ
の
合
理
性
ゆ
え
に
「
解
明
可
能
性
（D

eutbarkeit

）
」

を
も
つ
。
「
か
く
て
、
合
理
的
な
解

ド
イ
ト
ゥ
ン
グ

明
は
条
件
つ
き
必
然
判
断
と
い
う

形
を
取
る
」（R

K
: 129

）
。
他
者
の
行
為
を
理
解
す
る
に
は
「
所
与
の
意

図
x
に
際
し
て
行
為
者
は
事
象
の
既
知
の
規
則
に
従
い
、
そ
れ
を
達
成

す
る
た
め
に
手
段
y 

を
、
も
し
く
は
手
段
y‌‌

、
y′‌

、‌

y"
の
う
ち
一
つ
を

選
ば
『
ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

』
」
と
い
う
「
公シ

ェ
ー
マ式

」
（ibid.

）
に
当
て
は
め
て

考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
行
為
は
自
然
現
象
に
比
べ
て

も
い
っ
そ
う
法
則
的
な
解
明
に
開
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
こ
と
に
な
る

（R
K

:67

）
。
と
い
う
の
も
行
為
分
析
に
お
い
て
は
、
目
的
―
法
則
―
手

段
と
い
う
、
自
然
の
う
ち
に
は
見
ら
れ
な
い
結
び
つ
き
が
利
用
可
能
だ

か
ら
だ
。
も
っ
と
も
、
合
理
的
で
な
い
行
為
が
い
っ
さ
い
理
解
不
能
な

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
合
理
的
な
行
為
と
現
実
に
行
わ
れ
た

行
為
と
の
「
偏
差
」
を
見
極
め
た
上
で
、
い
か
な
る
要
因
が
そ
う
し
た

差
異
を
生
み
出
し
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
で
行
為
へ
の
理
解
が
図
ら
れ
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る
こ
と
だ
ろ
う
（cf. z.B. R

K
: 69

）
。
と
は
い
え
や
は
り
標
準
は
合
理
的

行
為
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ク
ニ
ー
ス
な
ら
、
合
理
的
で
法
則
的
な
行
為
が
自
由
だ
と
は
認
め
る

ま
い
。
し
か
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
一
種
の
必
然
性
を
伴
う
合
理
的
な

0

0

0

0

行

為
の
決
意

0

0

（Entschluß

）
に
こ
そ
、
む
し
ろ
最
高
度
の
自
由
を
認
め
る
。

行
為
者
の
「
決
意
」
が
「
よ
り
自
由
に
」
な
さ
れ
れ
ば
な
さ
れ
る

ほ
ど
、
つ
ま
り
そ
の
決
意
が
、「
外
的
」
強
制
や
抵
抗
不
能
な
「
情

動
」
な
ど
に
濁
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
「
自
分
の
」
「
考
量

0

0

」
に

基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
他
の
事
情
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、

動
機
は
い
っ
そ
う
く
ま
な
く
「
目
的
」
「
手
段
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
動
機
の
合
理
的

分
析
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
合
理
的
行
為
の
公シ

ェ
ー
マ式

へ
の
整
理
も
、

よ
り
完
全
に
成
功
す
る
だ
ろ
う
。 
（R

K
: 132

）

　

行
為
者
の
「
決
意

0

0

」
は
自
由
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
合
理
的
と
な
る
。

裏
を
返
せ
ば
、
決
意
が
合
理
性
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
そ
の
決
意
は

自
由
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
喝
破
し
た
よ
う
に
「
〔
…
…
〕
こ
の

合
理
性

0

0

0

こ
そ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身

0

0

に
と
っ
て
自
由

0

0

の
場
」
な
の
で
あ
る

）
7
（

。

こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
自
由
論
を
、
私
た
ち
は
〈
合
理
的
自
由
論
〉

と
呼
ぼ
う
。
こ
の
自
由
論
は
、
目
的
・
手
段
・
法
則
へ
の
明
晰
な
認
識

に
基
づ
い
て
、
自
己
の
行
為
を
合
理
的
に
決
意
で
き
て
い
る
点
に
自
由

を
見
て
い
る
。
だ
が
、
次
に
取
り
上
げ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
自
由
論
は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
は
対
照
的
な
議
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

二　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の〈
非
合
理
的
自
由
論
〉

1　

空
間
と
持
続
、
表
層
の
自
我
と
深
層
の
自
我

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』

（
以
下
『
試
論
』
）
で
、
選
択
や
決
意
に
お
け
る
自
由
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る

）
8
（

。
以
下
で
は
そ
の
自
由
論
を
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
自

由
論
の
基
礎
を
な
す
「
空
間
」
と
「
持
続
」
の
区
別
か
ら
、
順
序
だ
て

て
論
じ
た
い
。

　

空
間
と
持
続
の
区
別
は
『
試
論
』
に
お
い
て
も
っ
と
も
基
本
的
な
区

別
だ
と
い
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
私
た
ち
が
自
ら
を
表
現
す
る
の
は

必
然
的
に
こ
と
ば
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
私
た
ち
は
た
い
て
い
空
間
の
な

か
で
思
考
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
物
質
的
対
象
の
あ
い
だ
に
あ
る
の

と
同
じ
明
白
で
厳
密
な
区
別
、
同
じ
非
連
続
性
を
、
観
念
の
あ
い
だ
に

打
ち
建
て
る
こ
と
を
、
言
語
は
要
求
す
る
の
だ
」
（D

I: V
II

）
。
空
間
は
、

物
質
的
対
象
の
よ
う
な
「
明
白
で
厳
密
な
区
別
」
と
「
非
連
続
性
」
に

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
空
間
に
お
い
て
、
対
象
は
く
っ
き

り
と
し
た
輪
郭
を
も
ち
、
べ
つ
の
対
象
と
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
区
別
可
能
な
も
の
で
な
い
と
、
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と

も
そ
れ
を
使
っ
て
思
考
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
「
〔
…
…
〕
反
省
的
意
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識
は
、
こ
と
ば
で
な
ん
な
く
表
現
さ
れ
る
画
定
さ
れ
た
区
別
を
好
み
、

空
間
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
し
っ
か
り
と
規
定
さ
れ
た
輪
郭

を
も
つ
事
物
を
好
む
〔
…
…
〕
」
（D

I: 7

）
。

　

さ
ら
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
空
間
で
こ
そ
数
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

「
空
間
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
が
数
を
構
成
す
る
素
材
で
あ
り
、
精

神
が
数
を
置
く
環
境
で
あ
る
」
（D

I: 63

）
。
対
象
を
数
で
捉
え
る
と
き

そ
の
質
は
捨
象
さ
れ
る
。
対
象
は
等
質
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で

純
粋
に
量
的
に
把
握
さ
れ
る
。
か
く
て
空
間
は
、
私
た
ち
の
知
性
に
よ

る
世
界
の
言
語
的
・
数
的
把
握
を
可
能
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る

）
9
（

。

　

し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
意
識
は
こ
の
よ
う
な

空
間
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
な
い
。
「
と
こ
ろ
で
、
外
在
性
は
空
間
を

占
め
る
事
物
に
固
有
の
性
格
で
あ
る
が
、
意
識
の
事
実
は
本
質
的
に

け
っ
し
て
相
互
に
外
在
的
で
は
な
い
〔
…
…
〕
」
（D

I: 73f.

）
。
す
な
わ
ち
、

意
識
を
構
成
す
る
要
素
は
、
く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
辿
れ
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
溶
け
合
っ
て
区
別
し
え
な
い
あ
り
方
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
〔
…
…
〕
意
識
の
事
実
は
、
た
と
え
継
起
的
な
も
の

で
あ
っ
て
も
、
相
互
に
浸
透
し
合
っ
て
お
り
、
そ
の
事
実
の
う
ち
も
っ

と
も
単
純
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
魂
の
全
体
を
反
映
し
う
る
も
の
な
の

だ
」
（D

I: 73

）
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
存
在
様
態
こ
そ
、
空
間
と
対
比

さ
れ
る
「
持
続
（durée

）
」
に
他
な
ら
な
い
。
「
要
す
る
に
、
純
粋
持
続

は
、
明
確
な
輪
郭
も
も
た
ず
、
相
互
に
溶
け
合
い
浸
透
し
合
う
質
的
な

変
化
の
継
起
に
他
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
質
的
変
化
は
、

相
互
に
外
在
化
さ
れ
る
傾
向
を
も
た
ず
、
数
と
の
血
縁
を
も
た
な
い
。

つ
ま
り
は
純
粋
な
異
質
性
（hétérogénéité

）
で
あ
る
」
（D

I: 77

）
。

　

だ
が
、
じ
つ
は
自
我
は
、
空
間
と
持
続
と
い
う
二
つ
の
存
在
様
態
に

即
し
て
、
「
深
層
の
自
我
」
と
「
表
層
の
自
我
」
と
い
う
二
つ
の
あ
り

方
を
有
す
る

）
10
（

。
「
深
層
の
自
我
」
は
持
続
そ
の
も
の
だ
が
、
こ
の
自
我

も
空
間
に
触
れ
る
境
界
面
に
お
い
て
は
空
間
的
に
分
節
化
さ
れ
る
。「
私

た
ち
の
自
我
は
、
ひ
と
言
で
い
え
ば
そ
の
表
面
に
よ
っ
て
外
的
世
界
に

触
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
継
起
的
感
覚
は
、
相
互
に
溶
け
合
っ
て
は
い

て
も
、
そ
の
原
因
を
特
徴
づ
け
る
相
互
外
在
性
の
な
に
ほ
ど
か
を
留
め

て
い
る
」
（D

I: 93

）
。
表
層
の
自
我
は
、
空
間
的
に
切
り
分
け
ら
れ
た

諸
要
素
に
よ
っ
て
自
ら
を
理
解
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
計
算
や
推
論

を
遂
行
し
も
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
や
は
り
自
我
の
本
来
の
あ
り
方
で

は
な
い
。
決
意

0

0

（décision

）
が
問
題
に
な
る
と
き
、
表
層
の
自
我
は
打

ち
破
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
表
層
に
再
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
奥
底
の

自
我
（le m

oi d'en bas

）
で
あ
る
。
抵
抗
し
難
い
圧
力
に
負
け
て
破
裂

す
る
の
は
、
外
皮
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
自
我
の
深
み
で
、
き
わ
め

0

0

0

て
合
理
的
に
並
置
さ
れ
た
論
議
の
下
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
沸
騰
が
起
き
て
い
た
の
で
あ

り
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
感
情
と
観
念
の
緊
張
が
増
大
し
て
い
た
の

で
あ
る
」
（D

I: 127. 

傍
点
付
加
）
。
こ
の
よ
う
に
、
自
由
な
決
意
は
、
持

続
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
深
層
の
自
我
か
ら
起
こ
る
。「
内
的
な
自
我
、

つ
ま
り
感
覚
し
情
熱
に
と
ら
わ
れ
る
自
我
、
熟
慮
し
決
意
す
る
自
我
は

一
箇
の
力
で
あ
り
、
そ
の
力
の
状
態
や
様
態
は
内
奥
に
お
い
て
相
互
浸
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透
し
、
空
間
に
展
開
す
る
た
め
に
相
互
に
分
離
す
る
と
深
い
変
容
を

蒙
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
」
（D

I: 93

）
。
そ
し
て
、
自
由
な
決
意
や

行
為
は
、
こ
の
深
層
の
内
的
自
我
が
表
層
に
表
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ

る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
考
え
る
。
「
こ
の
内
的
状
態
の
外
的
顕
現
が
、

ま
さ
し
く
自
由
行
為
（acte libre

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
（D

I: 

124f.

）
。

2　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
選
択
」
論

　

で
は
、
深
層
の
自
我
に
お
け
る
熟
慮
や
決
意
は
、
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
な
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
、
行
為
X

も
し
く
は
Y
か
ら
一
方
を
選
ぶ
と
い
う
「
選
択
」
の
経
験
の
分
析
に
お

い
て
描
き
出
し
て
い
る
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
図
の
よ
う
な
分
か
れ
道
を
描
い
た
う
え
で
、
常
識
は

自
我
の
決
意
を
こ
の
図
の
O
点
に
立
っ
て
X
か
Y
を
恣
意
的
に
選
ぶ
よ

う
な
も
の
と
思
い
描
い
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
「
〔
…
…
〕
常
識
が
思

い
描
く
自
我
は
、
M 

O
と
い
う
意
識
の
事
実
の
系
列
を
通
り
抜
け
た
あ

と
、
点
O
に
達
し
、
等
し
く
開
か
れ
た
O 

X
と
O 

Y
と
い
う
二
つ
の
方

向
が
目
の
ま
え
に
あ
る
の
を
見
出
す
。
こ
れ
ら
の
方
向
は
か
く
て
事
物

（choses

）
と
な
り
、
意
識
の
大
通
り
が
そ
こ
に
達
す
る
ほ
ん
と
う
の
小

道
と
な
る
。
そ
の
道
に
入
る
の
は
、
無
差
別
的
な
し
か
た
で
、
自
我
に

の
み
か
か
っ
て
い
る
」
（D

I: 132f.

）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
選
択
の

描
き
方
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
正
し
く
な
い
。
彼
は
、
選
択
が
実

際
に
行
わ
れ
る
と
き
に
起
こ
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
持
続
概
念
を
利
用
し
て

よ
り
正
確
に
記
述
し
よ
う
と
試
み
る
。

私
は
、
二
つ
の
可
能
な
行
為
X
と
Y
の
間
で
た
め
ら
い
、
一
方
か

ら
他
方
へ
と
次
々
に
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す

る
の
は
、
私
が
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
の
系
列
を
通
過
す
る
こ
と
、
そ

し
て
私
が
Ｘ
も
し
く
は
反
対
の
立
場
に
い
っ
そ
う
傾
向
す
る
に

従
っ
て
、
こ
う
し
た
諸
状
態
が
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
配
分
し
う
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
対
立
す
る
傾
向
だ
け

が
現
実
の
存
在
で
あ
り
、
X
と
Y
は
二
つ
の
象
徴
で
あ
る
〔
に
す

ぎ
な
い
〕
。
私
は
こ
の
二
つ
の
象
徴
に
よ
っ
て
、
継
起
す
る
持
続

の
諸
瞬
間
に
お
け
る
二
つ
の
異
な
る
傾
向
を
、
い
わ
ば
そ
の
到
着

点
と
し
て
表
象
す
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
X
と
Y
で
こ

れ
ら
の
傾
向
そ
の
も
の
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
〔
…
…
〕
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
自
我
は
、
二
つ
の
対
立
す
る
状
態
を
通
過
す
る
に
つ
れ

て
、
増
大
し
豊
か
に
な
り
変
化
す
る
（le m

oi grossit, s'enrichit et 

図
DI:133 より引用
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change

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
ど
う
し
て
い
つ

か
決
意
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。 

（D
I: 132

）

　

X
と
Y
で
た
め
ら
う
、
と
い
う
描
き
方
が
す
で
に
誤
謬
を
含
ん
で
い

る
。
X
と
Y
を
は
じ
め
か
ら
き
れ
い
に
見
分
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い

か
ら
だ
。
私
は
最
初
か
ら
す
で
に
何
ら
か
の
方
向
を
採
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
そ
の
方
向
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
別
の
方
向
と
区
別
し
て
名
指

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
自
我
は
持
続
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
方

向
に
進
み
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
を
経
る
な
か
で
、
自
ら
の
う
ち
に
さ
ま
ざ

ま
な
思
考
や
感
情
を
蓄
積
し
、
そ
の
蓄
積
に
よ
っ
て
私
は
別
の
方
向
へ

と
逸
れ
は
じ
め
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
新
た
な
方
向
も
は
じ
め
は
名
状

し
が
た
く
、
最
初
に
取
ら
れ
た
方
向
へ
の
否
定
や
ズ
レ
と
し
て
し
か
意

識
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
度
は
そ
の
第
二
の
方
向
に
お
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
（
思
考
や
感
情
等
）
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
と
は
い
え
、

や
は
り
私
は
こ
の
ま
ま
第
二
の
方
向
に
一
直
線
に
進
む
の
で
は
な
く
、

こ
の
第
二
の
方
向
で
蓄
積
し
た
経
験
を
携
え
た
ま
ま
第
一
の
方
向
に
戻

る
。
こ
う
し
て
二
つ
の
方
向
を
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
私
は
い
ろ
い
ろ
な

経
験
を
蓄
積
し
て
い
き
、
あ
る
と
き
決
定
的
に
一
つ
の
方
向
に
進
み
、

も
は
や
も
と
に
戻
る
こ
と
も
別
の
方
向
に
進
む
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ

て
い
る
。
私
が
〈
X
と
Y
で
た
め
ら
っ
て
い
た
〉
と
意
識
で
き
る
の
は
、

こ
う
し
た
過
程
を
経
て
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

〈
点
O
に
立
っ
て
O 

X
か
O 

Y
か
を
自
由
に
選
べ
る
〉
と
い
う
常
識

の
信
念
は
、
こ
う
し
た
決
意
に
至
る
熟
慮
の
プ
ロ
セ
ス
を
正
確
に
描
け

て
い
な
い
。
私
が
何
か
を
決
め
る
の
は
、
コ
イ
ン
を
投
げ
て
裏
か
表
が

決
ま
る
の
と
は
異
な
る
。
二
つ
（
以
上
）
の
選
択
肢
の
、
ど
ち
ら
に
対

し
て
も
中
立
的
な
立
場
で
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
私
は
持
続
で
あ
り
、
新
し
い
経
験
は
古
い
経
験
と
溶
け
合
っ
て

蓄
積
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

自
我
は
、
第
一
の
感
情
を
感
じ
た
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
第

二
の
感
情
が
現
わ
れ
た
と
き
す
で
に
若
干
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
、と
い
う
の
が
真
実
で
あ
る
。
熟
慮
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
、
自
我

は
お
の
れ
を
変
容
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
自
我
を
動
か
す
二
つ
の
感
情

を
も
変
容
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
諸
状
態
の
動
的
系
列
が
形
成
さ
れ
、

そ
れ
ら
諸
状
態
は
相
互
浸
透
し
、
相
互
に
強
化
し
合
い
、
自
然
な
進

化
に
よ
っ
て
自
由
行
為
へ
と
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。 

（D
I: 129

）

　

私
が
熟
慮
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
を
検
討
す
る
な
か

で
自
ら
の
う
ち
に
思
考
や
感
情
を
蓄
積
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
X
か
ら
Y
に
移
行
す
る
と
き
も
、
X
に
つ
い
て
思
案
し
た
と
き

の
蓄
積
は
無
化
で
き
な
い
。
も
し
そ
の
蓄
積
を
無
視
し
て
X
と
Y
の
ど

ち
ら
か
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
X
を
検
討
し
た
あ

と
、
い
ち
ど
記
憶
を
消
し
て
Y
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
以
前
に
不
条
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
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そ
れ
で
は
X
と
Y
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

だ
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
決
意
は
け
っ
し
て
な
さ
れ
な
い
か
、
も
し

く
は
ま
っ
た
く
文
脈
を
欠
い
て
突
如
と
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
「
感
情
そ
の
も
の
は
生
き
た
存
在
で
あ
り
、
展
開
し
、

し
た
が
っ
て
絶
え
ず
変
化
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
感

情
が
私
た
ち
を
少
し
ず
つ
決
断
（résolution

）
へ
と
導
く
こ
と
を
理
解

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
決
断
と
い
う
の
は
突
然
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
」
（D

I: 99
）
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
現
実
に
は
X
か
Y
か
と
い
う
分
か
れ
道
で
は
な
く
、
一

つ
の
自
我
が
変
化
し
て
い
く
一
つ
の
道
し
か
な
い
。
「
こ
こ
に
あ
る
の

は
象
徴
的
な
表
象
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
二
つ
の
傾
向
も
、
二
つ
の
方

向
す
ら
存
在
せ
ず
、
存
在
し
て
い
る
の
は
一
箇
の
自
我
で
、
こ
の
自
我

は
自
ら
の
た
め
ら
い
そ
の
も
の
の
効
果
に
よ
っ
て
生
き
、
熟
れ
す
ぎ
た

果
実
の
よ
う
な
仕
方
で
自
由
行
為
が
そ
こ
か
ら
離
れ
出
る
に
い
た
る
ま

で
展
開
す
る
の
だ
」
（D

I: 132

）
。
X
と
Y
と
い
う
区
別
が
二
つ
の
道
と

し
て
意
識
さ
れ
る
の
も
、
X
と
い
う
道
を
進
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が

は
っ
き
り
し
た
と
き
、
そ
れ
に
相
即
す
る
か
た
ち
で
Y
と
い
う
道
が
同

時
に
分
節
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
よ
る
。
「
〔
…
…
〕
正
確
に
は
二
つ
の

反
対
の
状
態
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
多
数
の
異
な
る
継
起
す
る
状
態
が

あ
り
、
そ
れ
ら
の
た
だ
な
か
で
私
が
、
想
像
力
の
努
力
に
よ
っ
て
、
二

つ
の
対
立
す
る
方
向
を
見
分
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
（D

I: 132

）
。

３　

 

自
我
全
体
に
よ
る
理
由
な
き
決
意
―
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
非
合
理
的

行
為
論
〉

　

自
我
は
持
続
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
構
成
要
素
は
そ
の
つ
ど
消
滅

す
る
こ
と
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
空
間
的
に
併
存
す
る
の
で
も
な
く
、

蓄
積
し
て
い
く
。
決
意
は
、
こ
う
し
た
構
造
の
ゆ
え
に
の
み
可
能
な
の

で
あ
る
。
こ
の
構
造
が
な
け
れ
ば
、
選
択
は
い
つ
ま
で
も
無
差
別
な
も

の
に
留
ま
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
心
の
諸
要
素
は
た
が
い
に
切

り
分
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
溶
け
合
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
蓄

積
は
、
究
極
的
に
は
自
我
の
全
体
、
つ
ま
り
あ
る
自
我
の
全
個
人
史
を

反
映
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
本
当
に
自
由
な
決
意
を
「
理

由
を
欠
い
た
」
も
の
と
す
る
。

私
た
ち
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
自
分
が
決
意
し
た
か
を
知

り
た
い
と
思
う
が
、
決
意
し
た
理
由
な
ど
な
い
こ
と
、
お
そ
ら
く

あ
ら
ゆ
る
理
由
に
逆
ら
っ
て
さ
え
決
意
し
た
こ
と
を
見
出
す
。
だ

が
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
あ
る
場
合
に
は
最
良
の
理
由
な

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
遂
行
さ
れ
た
行
為
は
こ
の
と
き
も
は

や
そ
の
よ
う
な
表
層
的
な
観
念
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
観
念
は
、
ほ
と
ん
ど
私
た
ち
に
と
っ
て

外
的
で
、
区
別
さ
れ
て
い
て
、
容
易
に
表
現
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

遂
行
さ
れ
た
行
為
は
、
私
た
ち
の
も
っ
と
も
内
密
な
感
情
や
思
考

や
熱
望
の
総
体
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
経
験
全
体
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に
等
し
い
も
の
で
あ
る
生
の
個
別
的
な
観
念
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
り
、
要
す
る
に
私
た
ち
の
個
人
的
な
幸
福
と
名
誉
の
観
念
に
対

応
し
て
い
る
。 

（D
I: 128

）

　

自
由
な
決
意

0

0

0

0

0

に
と
っ
て
、
〈
手
段
〉
〈
目
的
〉
〈
法
則
〉
の
よ
う
に
分

節
化
し
う
る
、
そ
の
意
味
で
〈
合
理
的
〉
な
理
由

0

0

は
、
も
は
や
存
在
し

な
い
。
リ
ク
ー
ル
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ

て
は
、
理
由
は
、
生
と
は
無
縁
な
死
せ
る
思
考
の
流
れ
と
し
て
し
か
現

わ
れ
な
い

）
11
（

」
の
で
あ
る
。
決
意
は
、
そ
う
い
っ
た
要
素
を
操
作
し
て
組

み
立
て
る
論
理
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
自
由
な
決
意
に
は
、

全
個
人
史
が
影
響
し
て
い
る
。
そ
れ
は
も
は
や
原
因
と
結
果
と
い
う
枠

組
み
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
に
導
か
れ
る
自
由
な
決

意
の
あ
り
よ
う
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
「
流
出
」

と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
印
づ
け
る

）
12
（

。
「
実
際
、
自
由
な
決
意
が
流
出
す

0

0

0

る0

（ém
aner

）
の
は
魂
全
体
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
行
為
は
、
行
為
が

結
び
つ
く
動
的
系
列
が
根
源
的
自
我
に
い
っ
そ
う
同
一
化
す
る
傾
向
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
よ
り
自
由
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
（D

I: 

125f. C
f. 129, 130

）
。

　

こ
の
よ
う
に
自
我
全
体
か
ら
の
決
断
の
流
出
を
自
由
と
捉
え
る
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
自
由
論
を
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
「
非
合
理
主
義
」
と
呼
ぶ

リ
ク
ー
ル

）
13
（

の
ひ
そ
み
に
な
ら
い
〈
非
合
理
的
自
由
論

0

0

0

0

0

0

0

〉
と
呼
び
た
い
。

4　

こ
こ
ま
で
の
ま
と
め

　

以
上
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
決
意
論
・
自
由
論
を
一
通

り
検
討
し
終
え
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
目
的
と
手
段
と
法
則
性
に
関
す

る
明
晰
な
認
識
が
あ
れ
ば
、
行
為
に
関
す
る
人
間
の
決
意
は
一
意
に
定

ま
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
合
理
的
な
決
意
に
人
間
の
自
由
を
見
た

（
〈
合
理
的
自
由
論
〉
）
。
他
方
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
自
我
を
記
述
す
る
う
え

で
持
続
と
い
う
概
念
を
も
ち
い
、
人
間
の
自
由
な
決
意
と
行
為
は
持
続

た
る
自
我
の
全
体
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
持
続
は
蓄

積
的
で
あ
り
、
決
意
は
そ
の
よ
う
な
蓄
積
か
ら
理
由
な
し
に
お
の
ず
と

出
て
く
る
（
〈
非
合
理
的
自
由
論
〉
）
。

　

両
者
の
自
由
観
は
、
決
意
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
対
照
を
な
し
て
い

る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
決
意
は
、
合
理
性
か

ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

他
方
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
目
的
に
即
し
て
合
理
的
に
行
為
を
決

め
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
決
意
は
「
空
間
的
」
で
、
そ
こ
に
自
由
は
存
在

し
え
な
い
は
ず
で
あ
る

）
14
（

。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
両
者
の
対
照
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
描
く
合
理
的

な
決
意
や
行
為
は
あ
く
ま
で
学
術
的
に
仕
上
げ
ら
れ
た
理
念
型
で
あ
っ

て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
描
く
、
よ
り
実
生
活
的
な
層
に
お
け
る
決
意
や
行

為
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
別
の
テ
ク
ス
ト
で
、
私
た
ち
は
合
理

的
に
行
為
す
る
と
き
「
高
度
の
経
験
的
な
『
自
由
の
感
情

）
15
（

』
」
を
覚
え
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る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
記
述
に

従
え
ば
、
合
理
的
で
自
由
な
決
意
や
行
為
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て

た
ん
に
理
念
的
な
構
成
像
で
は
な
く
、
具
体
的
な
行
為
者
が
現
実
に
経

験
し
う
る
も
の
と
し
て
思
念
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
〈
合
理
的
自
由
論
〉
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
非
合
理
的

自
由
論
〉
の
対
立
が
原
理
的
対
立
だ
と
す
れ
ば
、
シ
ュ
ッ
ツ
は
い
か
に

し
て
両
者
を
共
存
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
あ
ら
た
め
、
い
よ
い
よ

シ
ュ
ッ
ツ
の
自
由
論
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三　

 

シ
ュ
ッ
ツ
の
自
由
論
―
―
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
交
錯

1　

 

シ
ュ
ッ
ツ
に
お
け
る
「
行

ハ
ン
デ
ル
ン

為
」
と
「
所

ハ
ン
ト
ル
ン
グ

為
」

　

私
た
ち
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
決
意
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
ま
え
に
、
そ

の
行
為
論
か
ら
見
て
い
く
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
の

自
由
論
が
『
構
成
』
第
二
部
の
行
為
論
の
文
脈
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
第
二
に
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
行
為
論
に
こ
そ
、
私
た
ち

が
第
一
節
で
見
て
き
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
的
行
為
論
が
継
承
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
シ
ュ
ッ
ツ
独
自
の
行
為

論
を
ま
ず
は
押
さ
え
た
い
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
行
為
論
の
大
き
な
特
徴
は
、
私
た
ち
が
ふ
つ
う
〝
行
為
〞

と
ひ
と
括
り
に
し
て
い
る
も
の
を
、
「
行
為
（H

andeln

）
」
と
「
所し

ょ

為い

（H
andlung

）
」
に
区
別
す
る
点
に
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
区
別
か
。

私
の
経
過
中
の

0

0

0

0

行
為

0

0

（H
andeln in seinem

 Ablauf

）
は
、
い
ま
存
在
す

0

0

0

0

0

る0

（j etzt seiend

）
体
験
、
厳
密
に
言
え
ば
、
い
ま
生
成
し
消
滅
し
て

い
く
（jetzt w

erdend und entw
erdend

）
体
験
の
系
列
と
し
て
、
私

に
提
示
さ
れ
る
。〔
…
…
〕
〔
こ
れ
に
た
い
し
て
〕

経
過
し
終
え

0

0

0

0

0

（abgelaufen

）
、
遂
行
さ
れ
た

0

0

0

0

0

私
の
所
為

0

0

（
生
成
し
終
え
た
私
の
行
為
）

は
、
経
過
し
終
え
た

0

0

0

0

0

0

体
験
の
系
列
と
し
て
提
示
さ
れ
、
私
は
想
起
の

反
省
に
お
い
て
そ
の
体
験
に
振
り
向
く
。（Aufbau: 50. 

太
字
追
加
）

　

こ
の
行
為
と
所
為
の
区
別
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
と
空
間
の
区
別

に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。
行
為
と
は
現
在
進
行
形
で
、
い
ま
ま
さ

に
持
続
的
な
意
識
に
お
い
て
体
験
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
り
、
他
方
所

為
と
は
す
で
に
完
了
し
、
反
省
に
お
い
て
空
間
的
な
概
念
と
言
語
で
分

節
化
さ
れ
た
〝
行
為
〞
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
〈
水
彩
画
を
描
く
〉
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。
行
為
が
ま
さ
し
く
現
在
進
行
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
行
為

の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
も
節
目
と
な
る
瞬
間
を
切
り
出
す
こ
と
も
で

き
な
い
。
た
と
え
ば
〈
色
を
塗
っ
て
い
る
〉
と
き
に
は
、
指
先
や
手
に

筋
肉
の
緊
張
や
筆
の
硬
さ
や
質
感
、
画
用
紙
の
肌
理
な
ど
を
感
じ
つ
つ
、

筆
が
動
く
に
つ
れ
て
一
定
の
色
が
延
び
て
い
く
の
を
見
る
、
と
い
う
体

験
を
す
る
だ
ろ
う
。
筆
が
一
ミ
リ
進
む
ご
と
に
、
目
の
前
の
色
は
変
化

し
て
い
く
。
行
為
を
遂
行
す
る
と
は
、
こ
の
よ
う
に
時
々
刻
々
と
変
化
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す
る
世
界
や
自
己
を
体
験
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
が
行
為

と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
現
在
進
行
形
の
体
験
と
し
て
の
行
為
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
行
為
を
後
か
ら
反
省
す
る
場
合
、
そ
の
行
為

を
〈
始
ま
り
〉
と
〈
終
わ
り
〉
を
も
つ
、
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
か
れ

た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
分
節
化
で
き
る
。
〈
道
具
を
用
意
す
る
〉
〈
下
書
き

や
輪
郭
線
を
鉛
筆
で
描
く
〉
〈
絵
の
具
を
パ
レ
ッ
ト
に
出
す
〉
〈
絵
の
具

ど
う
し
を
混
ぜ
た
り
、
水
に
溶
い
た
り
す
る
〉
〈
色
を
塗
る
〉
…
…
最

終
的
に
は
〈
水
彩
画
が
完
成
す
る
〉
。
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
行
為
が

完
了
し
た
あ
と
に
、
そ
の
節
目
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
回
顧
し
て

は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
が
所
為
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
よ
う

に
回
顧
的
に
完
了
形
で
捉
え
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
。

2　

〈
所
為
の
投
企
〉

　

だ
が
、
現
在
進
行
形
の
体
験
と
そ
れ
に
対
す
る
反
省
の
区
別
を
立
て

た
だ
け
で
は
、
行
為
を
そ
の
他
の
自
発
的
振
る
舞
い
か
ら
区
別
す
る
の

に
は
足
り
な
い
。
行
為
を
行
為
た
ら
し
め
る
も
の
は
何
か
。
シ
ュ
ッ
ツ

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
〈
所
為
の
投
企

0

0

0

0

0

〉
で
あ
る
。
「
〔
…
…
〕
行
為

0

0

（H
andeln

）

を
振
る
舞
い
か
ら
区
別
す
る
も
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
所
為

0

0

（H
andlung

）
が
投
企
さ

0

0

0

0

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
所
為
は
行
為
を
通
じ
て
自
ら
を
与
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
に
至
る

0

0

0

0

」
（Aufbau: 79

）
。
こ
こ
で
い
う
投
企

）
16
（

（Entw
urf

）
と
は
、
行

為
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
あ
ら
か
じ
め
想
像
し
て
、
計
画
す
る
こ
と
で
あ

る
。

行
為
の
記
述
的
分
析
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
多
か
れ
少
な
か
れ
明

示
的
な
「
前
も
っ
て
把
握
さ
れ
た
計
画
（vorgefaßter Plan

）
」
め

が
け
て
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

の

術

語

を

用

い

る

な

ら
、

行

為

は
「

投

企

の

性

格

0

0

0

0

0

（Entw
urfcharakter

）
」を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
だ
が
、

行
為
の
投
企
は
原
理
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
行
為
と
は
独
立
に

遂
行
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
投
企
は
、
む
し
ろ
行
為
を
想
像

す
る
こ
と
（Phantasieren

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
発
的
活
動
を

想
像
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
発
的
活
動
そ
の
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。 

（Aufbau: 77

）

　

私
た
ち
は
、
行
為
し
よ
う
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
そ
の
計
画
を
立
て
て

も
、
進
行
過
程
の
う
ち
に
あ
る
行
為
を
想
像
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
と

え
ば
水
彩
画
を
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
筆
が
画
用
紙
の
表
面
を
滑
っ
て

線
が
痕
跡
を
残
し
て
い
く
様
子
を
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
思
い
浮
か
べ
る

ひ
と
は
い
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
に
す
る
な
ら
、
水
彩
画
を
描
こ
う
と

計
画
す
る
こ
と
が
、
（
想
像
上
で
）
水
彩
画
を
描
く
こ
と
と
過
不
足
な
く

一
致
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
私
た
ち
が
水
彩
画
を
描
こ
う

と
す
る
と
き
、
実
際
に
は
何
を
想
像
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
〈
水
彩

画
が
完
成
す
る
〉
と
い
う
最
終
的
な
目
的
に
向
か
っ
て
、
〈
道
具
を
用
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意
す
る
〉
〈
下
書
き
や
輪
郭
線
を
鉛
筆
で
描
く
〉
〈
絵
の
具
を
パ
レ
ッ
ト

に
出
す
〉
〈
絵
の
具
ど
う
し
を
混
ぜ
た
り
、
水
に
溶
い
た
り
す
る
〉
〈
色

を
塗
る
〉
…
…
と
い
う
一
連
の
契
機
に
分
節
化
さ
れ
た
全
体
像
で
あ
ろ

う
。
す
で
に
見
た
通
り
、
こ
れ
は
行
為
と
は
区
別
さ
れ
る
所
為
に
当
た

る
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
行
為
の
要
件
と
み
な
す
の
は
、
こ
の
よ
う

な
所
為
と
い
う
行
為
の
分
節
化
さ
れ
た
全
体
像
が
あ
ら
か
じ
め
投
企
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
は
、
こ
の
〈
所
為
の
投
企
〉
と
い
う
構
造
を
示
し
た
う
え

で
、
こ
う
し
た
行
為
の
把
握
を
「
よ
り
明
晰
に
す
る
」
た
め
、
「
最
高

度
に
明
示
的
な
行
為
目
標
を
そ
な
え
た
『
合
理
的
行
為
』
、
す
な
わ
ち

純
粋
な
目
的
的
行
為
の
本
質
」
を
探
求
し
よ
う
、
と
い
う
（Aufbau: 

79

）
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
合
理
的
行
為
を
範
例
的
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
こ

に
行
為
に
汎
通
的
な
構
造
を
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る

）
17
（

。

合
理
的
行
為
者
は
ど
う
振
る
舞
う
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
の
行
為
の

投
企
、
つ
ま
り
計
画
は
、
目

ツ
ィ
ー
ル
ゼ
ッ
ツ
ン
グ

標
設
定
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
〔
…
…
〕

こ
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
、
行
為
者
は
手
段
を
設
定
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
設
定
さ
れ
た
目
標
を
引
き
起
こ
す
た
め

に
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
部
分
行
為
（Teilhandlungen

）
を
遂
行
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
他
で
も

な
い
、
当
該
の
者
誰
し
も
に
当
て
は
ま
る
経
験
に
よ
れ
ば
、
投
企

の
時
点
で
次
の
命
題
が
妥
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
投
企
さ
れ
た
目
標
と
い
う
種
類
の
目
標
は
、
「
手
段
」
と
呼

ば
れ
る
事
態
（Fakten

）
の
系
列
を
措
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
規

則
的
に
（regelm

äßig

）
到
達
さ
れ
る
、
と
。
従
っ
て
投
企
さ
れ
た
目

標
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
手
段
M1

、
M2

…
M
が
措
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
…
…
〕
合
理
的
行
為
は
ま
さ
し
く
既
知
の
中

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

間
目
標
を
伴
う
行
為
と
し
て
定
義
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。 

（Aufbau: 79f.

）

　

シ
ュ
ッ
ツ
は
、こ
の
よ
う
な
〈
所
為
の
投
企
〉を
時
間
論
的
に
「
未
来
完

0

0

0

了
形
の
思
考

0

0

0

0

0

（D
enken m

odo futuri exacti

）
」（Aufbau: 81

）
と
も
特
徴

づ
け
る
。
所
為
は
完
了
し
た
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
為
の
ま
え
に
想

像
す
る
こ
と
は
、
未
来
の
行
為
の
完
了
の
時
点
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
行

為
の
始
点
―
―
こ
れ
も
未
来
に
あ
る
―
―
を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す
る

か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
、
〈
所
為
の
投
企
〉
を
軸
に
シ
ュ
ッ
ツ
行
為
論
を
簡
単
に
み
て

き
た
。
こ
の
行
為
概
念
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
行
為
論
と
同
じ
く
合
理

的
行
為
を
範
型
的
に
見
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
シ
ュ
ッ
ツ
も

ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
〈
合
理
的
自
由
論
〉
を
継
承
し
た
と
考
え
る
の
が
自

然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
―
―
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
決
意
論

で
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。

3　

シ
ュ
ッ
ツ
の
「
選
択
」
論
―
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
合
流

　

前
項
で
は
、
行
為
の
合
理
的
な
計
画
と
し
て
の
〈
所
為
の
投
企
〉
を
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見
て
き
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
こ
の
投
企
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
的

な
合
理
的
行
為
の
構
図
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
シ
ュ
ッ
ツ
が

そ
こ
で
行
為
の
決
意
に
は
い
っ
さ
い
論
及
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気

づ
く
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
シ
ュ
ッ
ツ
な
り

の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
読
み
か
え
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
手
段
を
部
分
行
為

0

0

0

0

と
し
て
解
釈
し
な
お
し
、
そ
れ
ら
を

組
み
立
て
る
こ
と
で
、
目
標
に
至
る
所
為
を
形
成
す
る
。
別
の
角
度
か

ら
い
え
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
的
な
決
意
は
、
そ
も
そ
も
手
段
的
な

行
為
の
み
を
決
定
し
て
い
た
、
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ッ
ツ
は

そ
の
次
元
で
の
行
為
の
決
定
を
決
意
の
問
題
と
し
て
は
取
り
上
げ
な
い
。

行
為
と
は
、
あ
る
目
的
を
め
が
け
て
手
段
が
合
理
的
に
選
択
さ
れ
る
計

画
（
〈
所
為
の
投
企
〉
）
が
、
あ
ら
か
じ
め
思
い
描
か
れ
た
う
え
で
遂
行

さ
れ
る
振
る
舞
い
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
目
的
の
選
択
を
含
む

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の

0

0

投
企
そ
の
も
の
は

0

0

0

0

0

0

0

、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
る
の
だ
ろ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

う
か

0

0

。
つ
ま
り
、
前
項
の
例
で
い
え
ば
、
そ
も
そ
も

0

0

0

0

〈
水
彩
画
を
描
く

0

0

0

0

0

0

〉

こ
と
を
選
ぶ
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
む
し
ろ
こ
ち
ら
に
、
決
意
の

問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
が
『
構
成
』
第
一
一
節

「

意
ヴ
ィ
ル
キ
ュ
ー
ア
リ
ッ
ヒ

志

的

行
為
と
選
択
（K

ür

）
の
問
題
」
で
取
り
組
ん
だ
の
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
問
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
同

節
の
主
題
に
つ
い
て
、
「
投
企
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る

か
は
、
動
機
概
念
の
究
明
に
お
い
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
る
だ
ろ
う
」

（Aufbau: 88

）
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
18
（

。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
参
照
さ

れ
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
文
脈
に
お
い
て
な
の
だ
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
は
、「
先
行
す
る
投
企
に
も
と
づ
く
自
発
性
」
と
い
う
「
意

識
体
験
」
が
意
志
の
実
態
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
醒
め
た
記
述
に
よ
っ
て

ア
プ
ロ
ー
チ
可
能
な
事
態
」
で
あ
る
と
考
え
る
（Aufbau: 88

）
。
因
果

性
に
よ
る
決
定
を
打
ち
破
る
自
発
性
と
い
っ
た
よ
う
な
形
而
上
学
的
な

道
具
立
て
で
自
由
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
現

に
し
て
い
る
経
験
を
記
述
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。
こ
こ
で
彼
が
引
き
合

い
に
出
す
の
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
選
択
」
論
（
本
稿
第
二
節
２
）
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
投
企
そ
の
も
の
の
構
成
を
描
こ
う
と
す
る
の
だ
。

ま
ず
は
彼
に
よ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
選
択
論
の
要
約
を
見
よ
う
。

二
つ
の
可
能
な
所
為
X
と
Y
の
あ
い
だ
で
選
択
す
る
と
は
、
何
を

意
味
す
る
の
か
。
決
定
論
者
の
解
釈
も
非
決
定
論
者
の
解
釈
も
、

X
と
Y
の
も
と
で
空
間
的
な
点
を
表
象
す
る
傾
向
が
あ
る
。
決
断

す
る
自
我
は
「
真
ん
中
」
、
た
と
え
ば
点
O
に
立
ち
、
X
の
方
に

道
を
と
る
か
Y
の
方
に
道
を
と
る
か
を
自
由
に
決
断
で
き
る

〔
…
…
〕
。
と
こ
ろ
が
、
空
間
的
目
標
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
道
、

行
為
目
標
X
と
Y
の
共
在
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
表
象
こ
そ
―
―
決

定
論
と
非
決
定
論
に
共
通
の
―
―
的
外
れ
の
前
提
な
の
だ
。

〔
…
…
〕
し
か
し
実
際
に
は
、
二
つ
の
可
能
性
の
あ
い
だ
で
選
択

が
な
さ
れ
る
の
は
自
我
が
継
起
的
に「
諸

ツ
ー
シ
ュ
テ
ン
デ

状
態
」（états psychiques

〔
心
的
諸
状
態
〕
）
の
系
列
を
通
過
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
状
態
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の
一
つ
ひ
と
つ
に
お
い
て
、
自
我
は
「
増
大
し
豊
か
に
な
り
変
化
」

し
（grossit, s'enrichit et change

）
、
そ
う
し
て
「
自
由
な
行

ハ
ン
ト
ル
ン
グ

為
が
熟

れ
す
ぎ
た
果
実
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
落
ち
る
」
に
い
た
る
。 

 

（Aufbau: 89f.

）

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
選
択
論
の
正
確
な
再
説
で
あ
り
、
改
め
て
詳
論
す
る

に
は
及
ぶ
ま
い
。
し
か
し
シ
ュ
ッ
ツ
は
そ
れ
に
続
け
て
、
こ
う
言
う
の

だ
。
「
〔
…
…
〕
私
た
ち
は
、
〔
こ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
を
〕
先
ほ
ど
際
立

た
せ
た
『
行
為
の
投
企
性
格
』
に
結
び
つ
け
た
い
。
す
で
に
見
た
通
り
、

投
企
は
行
為
を
予
期
す
る
の
で
は
な
く
、
未
来
完
了
時
制
の
作
用
（Akt

）

に
お
い
て
将
来
経
過
し
終
え
て
し
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
所
為
（in der 

Zukunft abgelaufen sein w
erdende H

andlung
）
を
予
期
す
る
」
（Aufbau: 

91

）
。
つ
ま
り
彼
は
、
そ
の
選
択
概
念
を
自
ら
の
〈
所
為
の
投
企
〉
概

念
と
結
合
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
〈
非
合
理
的
自
由
論
〉
を
〈
合
理
的
自
由
論
〉
に
組
み
込

む
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

シ
ュ
ッ
ツ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
選
択
論
に
〈
所
為
の
投
企
〉
と
い
う

概
念
を
重
ね
合
わ
せ
、
選
択
プ
ロ
セ
ス
を
自
ら
の
語
彙
で
次
の
よ
う
に

説
き
直
す
の
で
あ
る
。

で
は
「
選
択
す
る
」
こ
と
、
あ
る
決
意
を
掴
む
こ
と
（Fassen 

eines Entschlusses

）
は
、
い
か
に
遂
行
さ
れ
る
の
か
。
明
ら
か
に

次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
ず
所
為
X
が
投
企
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

未
来
完
了
時
制
に
お
い
て
経
過
し
終
え
て
し
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
行
為
X
を
、
想
像
に
お
い
て
中
立
化
す
る
準
現
前
化
へ
と
も
た

ら
す
作
用
が
遂
行
さ
れ
る
。
こ
れ
に
重
ね
て

0

0

0

0

0

0

（hierauf

）
、
こ
の
想

像
作
用
が
反
省
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
〈
想
像
し
た
と
い
う
こ
と
〉

（Phantasierthaben

）
へ
の
志
向
性
は
、
想
像
さ
れ
た
も
の
へ
の
志

向
性
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
反
省
は
想
像
す
る
作
用
に
関

係
し
、
ま
た
想
像
す
る
作
用
に
お
い
て
、
経
過
し
終
え
て
し
ま
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
想
像
さ
れ
た
行
為
そ
の
も
の
に
関

係
す
る
。
〔
…
…
〕
こ
れ
に
重
ね
て

0

0

0

0

0

0

所
為
Y
が
投
企
さ
れ
る
、
つ

ま
り
別
の
作
用
が
遂
行
さ
れ
る
。
そ
の
作
用
の
な
か
で
、
未
来
完

了
時
制
に
お
い
て
経
過
し
終
え
て
し
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
行
為

Y
は
、
想
像
に
お
い
て
中
立
化
す
る
準
現
前
化
に
達
す
る
。
こ
の

想
像
作
用
Y
が
い
ま
や
反
省
さ
れ
、
そ
の
か
た
わ
ら
で
（dabei

）

所

為

X
の

投

企

の

想

像

体

験

が
〔

…
…
〕

新

し

い

配

意

（Zuw
endung

）
の
な
か
で
志
向
的
に
眼
差
さ
れ
る
、
等
々
。
―
―

従
っ
て
、
交
互
に
続
き
、
互
い
に
層
を
な
し
、
互
い
に
基
礎
づ
け

あ
い
、
多
重
に
重
な
り
合
う
無
数
の
諸
作
用
と
な
る
〔
…
…
〕
。 

 

 

（Aufbau: 91. 

太
字
付
加
）

　

こ
こ
で
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
第
九
節
で
の
行
為
の
合
理
的
な
投
企
で
は
な

く
、
二
つ
の
所
為
（
行
為
）
の
あ
い
だ
の
選
択
と
い
う
問
題
を
描
い
て
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い
る
。
そ
の
と
き
、
最
終
的
に
「
決
意
」
が
つ
か
ま
れ
、
一
つ
の
行
為

へ
と
意
志
が
定
ま
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
の
か
。
ま

ず
所
為
X
が
投
企
さ
れ
る
、
つ
ま
り
想
像
に
お
い
て
所
為
X
が
手
段
か

ら
目
標
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
。
そ
し
て
「
こ
れ

に
重
ね
て
」
こ
の
所
為
X
に
つ
い
て
の
想
像
が
反
省
さ
れ
る
。
想
像
に

お
い
て
思
い
描
か
れ
た
所
為
X
と
い
う
計
画
が
、
反
省
に
お
い
て
対
象

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

「
こ
れ
に
重
ね
て
（hierauf
）
」
と
い
う
表
現
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点

が
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
、
所
為
X
へ
の
反
省
が
、
所
為
X
の
投
企

の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
累
積
す
る
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
る
こ
と

を
示
す
表
現
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
持
続
的
な
自
我
が
た
め
ら

う
経
験
が
、
二
つ
の
方
向
を
行
き
来
す
る
あ
い
だ
に
経
験
を
蓄
積
さ
せ

て
い
く
様
子
を
捉
え
て
い
た
。
シ
ュ
ッ
ツ
の
こ
の
表
現
は
、
そ
う
し
た

意
識
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
そ
れ
に
重
ね
て
」
も
う
一
つ
の
所
為
Y
の
計
画
が
想
像
（
投

企
）
さ
れ
る
。
こ
の
所
為
Y
が
想
像
さ
れ
る
の
は
、
所
為
X
の
投
企
と

反
省
を
経
て
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
蓄
積
の
う
え
に
所
為
Y

も
投
企
さ
れ
る
。
所
為
X
に
つ
い
て
投
企
し
た
経
験
を
抹
消
し
て
、
所

為
Y
を
ゼ
ロ
か
ら
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
所

為
Y
が
反
省
さ
れ
る
が
、
「
そ
の
か
た
わ
ら
で
」
所
為
X
に
も
―
―
つ

ま
り
所
為
Y
の
投
企
と
反
省
と
い
う
経
験
の
蓄
積
を
踏
ま
え
た
「
新
し

い
配
意
の
な
か
で
」
―
―
あ
ら
た
め
て
目
が
向
け
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、

こ
の
選
択
は
行
為
X
と
Y
か
ら
無
差
別
に
選
択
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

「
交
互
に
つ
づ
き
、
た
が
い
に
層
を
な
し
、
た
が
い
に
基
礎
づ
け
あ
い
、

多
重
に
重
な
り
合
う
無
数
の
諸
作
用
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

や
が
て
行
為
X
も
し
く
は
Y
が
自
然
と
選
ば
れ
る
は
こ
び
と
な
る
だ
ろ

う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
に
言
え
ば
、
自
我
は
「
増
大
し
豊
か
に
な
り
変
化
」

し
、
「
自
由
な
行
為
が
熟
れ
す
ぎ
た
果
実
の
よ
う
に
そ
こ
か
ら
落
ち
る
」

の
で
あ
る
。

　

い
ま
や
私
た
ち
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
（
合

理
的
）
自
由
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
（
非
合
理
的
）
自
由
が
、
ど
の
よ
う

に
合
流
し
、
一
貫
し
た
自
由
を
構
成
す
る
の
か
を
、
は
っ
き
り
と
示
す

こ
と
が
で
き
る
。
結
論
へ
向
か
お
う
。

　

本
節
2
で
見
て
き
た
〈
所
為
の
投
企
〉
の
構
造
を
想
起
し
て
み
よ
う
。

行
為
は
、
目
標
が
定
ま
っ
て
い
れ
ば
、
既
知
の
法
則
と
手
段
（
部
分
行
為
）

に
よ
っ
て
法

レ
ー
ゲ
ル
メ
ー
シ
ッ
ヒ

則
的
に
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
計
画
（
投

企
）
は
構
成
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
目
標
そ
の
も
の
は
、
ど
の
よ
う

に
定
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
自
由
な
「
決
意
」
を
問
題
に

す
る
さ
い
、
そ
の
決
意
は
基
本
的
に
手
段
的

0

0

0

な
行
為
の
次
元
に
関
す
る

も
の
だ
っ
た

）
19
（

。
だ
が
、
さ
き
ほ
ど
の
例
に
即
し
て
言
え
ば
、
〈
ピ
ア
ノ

を
弾
く
〉
で
も
な
く
〈
小
説
を
執
筆
す
る
〉
で
も
な
く
〈
水
彩
画
を
描

く
〉
と
い
う
行
為
（
所
為
）
が
選
ば
れ
た
の
は
、
い
か
に
し
て
な
の
か
。

シ
ュ
ッ
ツ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
選
択
論
を
導
入
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
に

回
答
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
目
的
的

0

0

0

な
次
元
に
お
け
る
行
為
の
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「
決
意
」
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
全
体
や
そ
の

目
的
に
つ
い
て
の
決
意
は
、
合
理
的
な
計
画
で
は
な
く
、
あ
る
種
「
非

合
理
」
と
し
か
形
容
で
き
な
い
よ
う
な
、
持
続
す
る
自
我
の
自
然
な
生

成
に
よ
っ
て
し
か
説
明
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
合
理
的
行
為
論
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的

0

0

0

0

0

0

な0

〈
非
合
理
的
自
由
論

0

0

0

0

0

0

0

〉
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
な
ぜ
な
ら
、

行
為
の
合
理
的
な
計
画
は
、
自
由
な
決
意
に
よ
る
目
的
の
選
択
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
構
成
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
〈
合

理
的
自
由
論
〉
は
、
目
的
の
選
択
・
決
意
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
う

し
た
目
的
を
達
成
す
る
う
え
で
の
手
段
や
法
則
を
知
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
自
由
と
し
て
意
味
を
も
つ
。
だ
か
ら
、
逆
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な

0

0

0

0

0

0

0

〈
非
合
理
的
自
由
論

0

0

0

0

0

0

0

〉
も0

、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な

0

0

0

0

0

0

0

〈
合
理
的
自
由
論

0

0

0

0

0

0

〉
を0

必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　

い
ま
や
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
ど
の
よ
う
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
を

調
停
し
、
独
自
の
自
由
論
を
形
成
し
た
か
を
私
た
ち
は
明
確
に
で
き
る
。

シ
ュ
ッ
ツ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
〈
合
理
的
自
由
論
〉
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
的

〈
非
合
理
的
自
由
論
〉
を
、
と
も
に
自
由
の
不
可
欠
な
構
成
要
件
と
し

て
組
み
込
み
、
よ
り
完
全
な
自
由
概
念
を
構
成
し
た
の
だ
。
目
的
そ
の

も
の
や
行
為
全
体
に
関
す
る
決
意
や
選
択
に
つ
き
ま
と
う
非
合
理
性
と
、

ひ
と
た
び
目
的
が
決
定
す
る
や
発
揮
さ
れ
る
手
段
や
法
則
の
利
用
に
お

け
る
合
理
性
と
が
合
わ
さ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
間
的
な
自
由
の
正
確
な

描
像
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
シ
ュ
ッ
ツ
の
自

由
概
念
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

結　

論

　

本
稿
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
シ
ュ
ッ
ツ
へ
の
影
響
を

検
討
し
、
そ
こ
か
ら
シ
ュ
ッ
ツ
が
い
か
な
る
自
由
論
を
形
成
し
た
か
を

明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
合
理
的
行
為
に
自
由
を
見
る

〈
合
理
的
自
由
論
〉
を
主
張
す
る
一
方
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
持
続
か
ら

決
意
や
行
為
が
「
流
出
」
す
る
と
い
う
〈
非
合
理
的
自
由
論
〉
を
説
い

た
。
一
見
接
合
し
え
な
い
こ
の
二
つ
の
自
由
論
を
、
シ
ュ
ッ
ツ
は
〈
所

為
の
投
企
〉
に
よ
る
行
為
の
計
画
内
部
に
お
け
る
合
理
性
と
、
そ
の
投

企
や
目
標
そ
の
も
の
の
構
成
に
お
け
る
非
合
理
性
と
い
う
形
で
、
一
つ

の
自
由
論
の
契
機
と
し
て
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
る
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
は
じ
め
か
ら
手
段
的

次
元
と
目
的
的
次
元
と
い
う
別
の
位
相
を
扱
っ
て
い
た
だ
け
で
、
そ
も

そ
も
両
者
の
対
照
な
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮

か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
シ
ュ
ッ
ツ
に
お
い
て
両
者
が
う
ま
く

整
合
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
う
え
で
は
、
そ
う
見
え
る
。
し
か

し
、
ま
さ
し
く
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
手
段
と
目
的
と
い
う
別
の
次
元
に
止

目
し
て
自
由
を
構
想
し
た
が
ゆ
え
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
は
決
意
の
非
合

理
的
次
元
に
存
す
る
自
由
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
は
合
理
的
な
手
段
選
択
の
次
元
が
空
間
的
で
不
自
由
な
も
の
と
し
か
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映
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
、
二
者
そ
れ
ぞ
れ
が
事
柄
の
片
面
の

み
を
も
っ
て
自
由
の
全
体
像
と
見
な
し
た
の
に
対
し
、
シ
ュ
ッ
ツ
は
よ

り
円
満
な
自
由
の
概
念
を
形
成
し
え
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

私
た
ち
が
明
ら
か
に
し
た
決
意
の
自
由
論
は
、
『
構
成
』
以
後
の

シ
ュ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
展
開
を
遂
げ
る
の
だ
ろ
う
か
。
選

択
の
問
題
は
、
の
ち
に
英
語
で
書
か
れ
た
論
考
「
行
為
の
投
企
の
あ
い

だ
で
選
ぶ
こ
と
」
（
一
九
五
一

）
20
（

）
に
お
い
て
も
再
度
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
問
題
的
（
蓋
然
的
）
可
能
性
」

の
概
念
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
意
志
論
も
導
入
さ
れ
、
『
構
成
』
と
は
ま

た
違
っ
た
仕
方
で
、
自
由
な
決
意
・
選
択
の
概
念
が
彫
琢
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
奇
妙
な
の
は
、
じ
つ
は
そ
れ
に
先
立
つ

一
九
四
三
年
の
論
考
「
社
会
的
世
界
に
お
け
る
合
理
性
の
問
題
」
で
は
、

シ
ュ
ッ
ツ
が
目
的
の
選
択
を
も
「
合
理
的
選
択
」
と
見
な
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る

）
21
（

。
シ
ュ
ッ
ツ
は
『
構
成
』
に
お
け
る
非
合
理

性
と
合
理
性
を
総
合
し
た
自
由
論
を
、
の
ち
に
放
棄
し
、
結
局
は
あ
ら

ゆ
る
選
択
や
決
意
を
合
理
性
に
回
収
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
は
興
味
深
く
あ
る
が
、
も
は
や
本
稿
の
紙
幅
は
尽
き
た
。
こ
れ

は
他
日
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

 

（
は
し
づ
め
・
た
い
き
／
哲
学
・
倫
理
学
）

注（
1
） 

一
次
文
献
は
、
既
訳
を
参
照
し
つ
つ
す
べ
て
引
用
者
が
試
訳
し
、
下
記
の

略
号
を
用
い
て
頁
数
を
示
し
た
。A

ufbau: Schütz, Alfred. D
er sinnhafte 

Aufbau der sozialen W
elt: Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. 

Suhrkam
p 1974 [1932].

＝
佐
藤
嘉
一
訳
『
社
会
的
世
界
の
意
味
構
成
』

木

鐸

社
、

一

九

八

二

年
。D

I: Bergson, H
enri. Essai sur les données 

im
m

ediates de la conscience, 10e éd., éd. critique dirigée par F. W
orm

s. 
C

oll. «Q
uadlige», PU

F. 2013 [1889].

＝
平
井
啓
之
訳
『
時
間
と
自
由
』

白
水
u
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
九
年
。R

K
: W

eber, M
ax.  “Roscher und 

K
nies und die logischen Proble m

e der historischen N
ationalökonom

ie ” 
[1903-06] in: G

esam
m

elte Aufsätze zur W
issenschaftslehre, 7. Aufl. H

rsg. 
v. J. W

inckelm
ann. J.C

.B. M
ohr (Paul Siebeck) 1988 [1922], S.1-

145.

＝
松
井
秀
親
訳
『
ロ
ッ
シ
ャ
ー
と
ク
ニ
ー
ス
』
全
二
巻
、
未
來
社
、
一

九
五
五
年
。

（
2
） 

ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
草
稿
な
ど
の
検
討
を
も
と
に
、
シ
ュ
ッ
ツ
に
は
「
ベ
ル

ク
ソ
ン
期
」
（
一
九
二
四
―
二
八
年
頃
）
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
当
時
の
彼

は
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
の
構
造
を
修
正
し
展
開
す
る
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
生
の
哲
学
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
た

（W
agner, H

elm
ut R

. Alfred Schutz: An Intellectual Biography. Th
e U

niv. 
of C

hicago Pr. 1983, p.21. 

佐
藤
嘉
一
監
訳
『
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
』

明
石
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
四
二
頁
。C

f. id. “Th
e Bergsonian Period of 

Alfred Schutz, ” in: Philosophy and Phenom
enological Research. 38 (2), 

1977, pp. 187-199

）
。
た
だ
し
本
稿
は
、
シ
ュ
ッ
ツ
が
そ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー

批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
か
ら
継
承
し
た
、
合
理
的
自
由
論
の
要
素
を
も
明

ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
3
） 

た
と
え
ば
カ
ー
ル
は
、
主
知
主
義
に
つ
ら
な
る
哲
学
者
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ト
マ
ス
ら
を
、
主
意
主
義
に
つ
ら
な
る
哲
学
者
と
し
て

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
、
デ
カ
ル
ト
ら
を
挙
げ
る
。
前
者
が
意

志
決
定
に
お
い
て
知
性
や
合
理
性
が
決
定
的
だ
と
捉
え
る
一
方
、
後
者
は
意

志
が
そ
う
し
た
も
の
か
ら
自
由
に
決
意
・
選
択
し
得
る
と
主
張
す
る
（K

arl, 
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W
ilhelm

. D
ie Lehre vom

 Prim
at des W

illens bei Augustinus, D
uns Scotus 

und D
escartes. Verl. v. K

arl J. Trübner. 1886

）
。
ま
た
髙
山
守
は
、
合
理

的
決
定
や
選
択
に
こ
そ
自
由
を
認
め
る
論
者
と
し
て
カ
ン
ト
や
ブ
ラ
ッ
ト
マ

ン
を
挙
げ
る
一
方
で
、
自
身
は
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
を
援
用
し
つ
つ
、

〈
理
由
な
き
自
己
決
定
〉
に
自
由
の
本
質
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
（
『
自
由
論

の
構
築
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
自
由
論
の
対
照
も
、
こ
う
し
た
哲
学
的
自
由
論
の
系
譜
に
接
続
す
る
も

の
だ
と
い
え
よ
う
。

（
4
） 

ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
の
影
響
に
紙
幅
を
大
き
く
割
く
廣
松
渉
（
『
現
象
学
的

社
会
学
の
祖
型
―
―
A
・
シ
ュ
ッ
ツ
研
究
ノ
ー
ト
』
青
土
社
、
一
九
九
一
年
）

や
森
元
孝
（
『
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ
の
ウ
ィ
ー
ン
―
―
社
会
科
学
の

自
由
主
義
的
転
換
の
構
想
と
そ
の
時
代
』
新
評
論
、
一
九
九
五
年
）も
、ウ
ェ
ー

バ
ー
の
自
由
論
と
の
関
係
は
論
じ
て
い
な
い
。

（
5
） 

シ
ュ
ッ
ツ
と
現
象
学
的
意
志
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
木
村
正
人
「
意
志

と
行
為
の
現
象
学
―
―
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
・
ラ
イ
ナ
ー
・
シ
ュ
ッ
ツ
」
『
行

為
論
研
究
』
第
一
号
、
行
為
論
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
。

（
6
） Srubar, Ilja. Kosm

ion: D
ie G

enese der pragm
atischen Lebensw

elttheorie 
von Alfred Schütz und ihr anthropologischer H

intergrund. Suhrkam
p, 

1988, S.52.

（
7
） Löw

ith, K
arl. Säm

tliche Schriften, Bd.5. J. B. M
etzler. 1988 [eBook 

2022]. S.349. 

柴
田
治
三
郎
ほ
か
訳
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
マ
ル
ク
ス
』
未
來
社
、

一
九
六
六
年
、
四
六
頁
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
合
理
性
と
自
由
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
浜
井
修
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
哲
学
―
―
価
値
・
歴
史
・
行
為
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
、
一
八
三
―
九
〇
、
三
四
二
―
七
頁
も
参
照
。

（
8
）
以
下
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
自
由
論
の
検
討
に
お
い
て
は
、
杉
山
直
樹
『
ベ
ル

ク
ソ
ン　

聴
診
す
る
経
験
論
』
創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
、
第
一
章
お
よ
び
第

三
章
第
一
節
を
参
考
に
し
た
。

（
9
） 

「
私
た
ち
は
、
こ
と
な
る
秩
序
に
属
す
る
二
つ
の
実
在
（réalités

）
を
知
っ

て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は
感
覚
的
な
質
の
実
在
で
あ
る
異

質
的
（hétérogène

）
な
実
在
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
空
間
で
あ
る
等
質

的
な
実
在
で
あ
る
。
こ
の
等
質
的
な
実
在
は
人
間
的
な
知
性
に
よ
っ
て
は
っ

き
り
と
理
解
さ
れ
、
こ
の
実
在
の
お
か
げ
で
私
た
ち
は
画
定
さ
れ
た
区
別

（distinctions tranchées

）
を
な
す
こ
と
も
、
計
算
し
た
り
抽
象
し
た
り
、

お
そ
ら
く
は
話
す
こ
と
も
、
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
（D

I: 73

）
。

（
10
） 

「
よ
り
深
層
の
こ
の
自
我
が
表
層
的
な
自
我
と
共
に
作
り
あ
げ
て
い
る
の

は
一
箇
同
一
の
人
格
で
し
か
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
が
同
じ
仕
方
で
持
続
し
て

い
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（D

I: 93

）
。

（
11
） 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
、
滝
浦
静
雄
ほ
か
訳
『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的

な
も
の　

Ⅰ
・
決
意
す
る
こ
と
』
紀
伊
国
屋
書
店
、一
九
九
三
年
、
二
七
〇
頁
。

（
12
） 

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ク
ニ
ー
ス
の
自
由
意
志
論
を
批
判
的
に
「
流
出
論
」
と
特

徴
づ
け
て
い
る
。
「
私
た
ち
に
と
っ
て
一
番
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
の
は
、

ク
ニ
ー
ス
に
お
い
て
い
っ
た
い
い
か
な
る
『
人
格
性
概
念
』
が
彼
の
『
自
由
』

思
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
と
い
う
問
い
か
ら
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
示
さ
れ
る
の
は
、
か
の
『
自
由
』
は
『
無
原
因
性
』
で
は
な
く
、
必
然
的

に
端
的
に
個
体
的
で
あ
る
人
格
性
の
実
体
か
ら
、
行
為
が
流
出
し
て
く
る
こ

と
（Ausfluß

）
と
し
て
、
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（R

K
: 

138. cf. 

中
野
敏
男
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
現
代
・
増
補
版
』
青
弓
社
、

二
〇
一
三
年
、
三
〇
―
六
頁
）
。
本
稿
で
確
認
し
た
通
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自

由
論
に
お
い
て
も
「
流
出
」
は
鍵
語
で
あ
っ
た
。

（
13
） 

リ
ク
ー
ル
、
前
掲
書
、
二
七
二
頁
。

（
14
） 

ラ
ン
グ
ス
ド
ー
フ
は
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
期
」
の
シ
ュ
ッ
ツ
が
構
想
し
て
い
た

「
生
活
形
式
」
論
の
目
的
が
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
説
い
た
『
内
的
』
で
持
続
に
規

定
さ
れ
た
自
我
の
レ
ベ
ル
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
出
発
点
で
あ
る
『
外
的
』
で

時
空
間
的
に
規
定
さ
れ
た
レ
ベ
ル
」
と
を
架
橋
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
主
張

し

て

い

る
（Langsdorf, Lenore. “Schutz ’s Bergsonian Analysis of the 

Structure of C
onsciousness, ” in: H

um
an Studies, 8, M

artinus N
ijhoff. 
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1985, pp. 315-324, here p. 321

）
。
私
た
ち
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、『
構

成
』
の
自
由
論
は
こ
の
課
題
を
別
の
形
で
引
き
継
ぐ
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

（
15
） W

eber, M
ax. “K

ritisch
e Stu

d
ien

 au
f d

em
 G

ebiet d
er 

kulturw
issenschaftlichen Logik, ”in: G

esam
m

elte A
ufsätze zur 

W
issenschaftslehre, op.cit., S.226. 

祇
園
寺
信
彦
ほ
か
訳
『
歴
史
学
の
方
法
』

講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
、
三
一
頁
。

（
16
） 

〈
所
為
の
投
企
〉
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
橋
爪
大
輝
「
な
に
が
行
為

を
行
為
た
ら
し
め
る
の
か
―
―
シ
ュ
ッ
ツ
の
行
為
論
」
『
倫
理
学
年
報
』
第

七
一
集
、
日
本
倫
理
学
会
、
二
〇
二
二
年
参
照
。
な
お
、
直
後
の
引
用
箇
所

に
も
あ
る
と
お
り
、
投
企
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
自
身
は
「
投
企
す
る
こ
と
は
、
考
え
抜
か
れ
た
計
画
に
向
か
っ
て

振
る
舞
う
こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（H

eidegger, 
M

artin. Sein und Zeit, 19.Aufl., M
ax N

iem
eyer, 2006. S.145. 

池
田
喬

『
ハ
イ
デ
ガ
ー　

存
在
と
行
為
―
―
『
存
在
と
時
間
』
の
解
釈
と
展
開
』
創

文
社
、
二
〇
一
一
年
、
八
六
頁
に
引
用
）
。
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、「
シ
ュ
ッ

ツ
は
『
行
為
の
投
企
性
格
』
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
術
語
は
受
け
入
れ
た
が
、

そ
の
解
釈
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
」
（W

agner, Alfred Schutz, op.cit., p. 
156. 

邦
訳
二
四
六
頁
）
。

（
17
） 

『
構
成
』
第
四
八
節
で
は
、
行
為
が
投
企
に
基
づ
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
「
あ

ら
ゆ
る
行
為
は
合
理
的
行
為
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
じ
っ
さ
い
投
企
に

は
行
為
の
〈
～
のウ

ム

・

ツ

ー

た
め
に
〉
と
〈
そヴ

ォ

ル

ム

ヴ

ィ

レ

ン

れ
を
主
旨
と
し
て
〉
が
す
で
に
含
意
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（Aufbau: 337

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
） 

こ
の
文
章
は
未
来
形
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
第
一
一
節
の
議
論
を
指
し
て

い
る
と
は
じ
つ
は
断
言
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
。
「
動
機
」
が
主
題
的
に
取

り
扱
わ
れ
る
第
一
七
・
一
八
節
を
指
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
〈
ゆ
え
に
〉
動
機
（W

eil-M
otiv

）
と
〈
た
め
に
〉
動

機
（U

m
-zu-M

otiv

）
が
区
別
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
そ
れ
ら
の
節
を
読
ん
で

み
て
も
、
そ
こ
で
「
投
企
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
か
」
と
い

う
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、

こ
の
一
文
を
第
一
一
節
の
内
容
予
告
と
解
釈
す
る
。

（
19
） 

た
だ
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
に
目
的
の
決
断
と
い
う
契
機
が
存
在
し
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
「
究
極
的
な
目
的
に
つ
い
て
は
、
個
々
人
の
決
断
」

を
認
め
る
（
矢
野
善
郎
『
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
論
的
合
理
主
義
』

創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
八
五
頁
）
。
だ
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
解
釈
と
不

整
合
を
来
さ
な
い
と
私
た
ち
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
少

な
く
と
も
明
示
的
に
は
、
目
的
の
決
断
を
自
由
な
も
の
と
は
性
格
づ
け
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
だ
。
中
野
敏
男
は
「
〈
自
由
な
行
為
〉
を
導
く
べ
き
〈
窮
極
の
価
値
〉
」

（
前
掲
書
一
五
一
頁
）
に
言
及
す
る
が
、ウ
ェ
ー
バ
ー
は
あ
る
価
値
選
択
（
決

断
）
そ
の
も
の
を
自
由
と
見
な
す
よ
り
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
合

理
性
の
領
野
に
お
け
る
価
値
に
忠
実
で
合
理
的
な
行
為
に
自
由
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い

う
風
に
、
自
由
と
合
理
性
の
関
係
を
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
自
由
は
、
あ
る
価
値
体
系
の
選
択
に
基
づ
く
合
法

則
性
に
則
っ
た
行
為
で
あ
る
と
す
る
北
田
暁
大
の
解
釈
は
興
味
深
い
（
『
社

会
制
作
の
方
法
―
―
社
会
は
社
会
を
創
る
、
で
も
い
か
に
し
て
?
』
勁
草
書

房
、
二
〇
一
八
年
、
第
6
章
）
。

（
20
） Schutz, A

lfred. “C
hoosing am

ong Projects of Action ” [1951], in: 
C

ollected Papers I: Th
e Problem

 of Social Reality, 2nd unchanged ed. Ed. 
and intro. by M

. N
atanson, w

ith a preface by H
. L. van Breda. 

M
artinus N

ijhoff. 1967, pp.  67-96. 

渡
部
光
ほ
か
訳
『
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

シ
ュ
ッ
ツ
著
作
集
第
１
巻　

社
会
的
現
実
の
問
題
［
Ⅰ
］
』
マ
ル
ジ
ュ
社
、

一
九
八
三
年
、
一
三
五
―
七
二
頁
。

（
21
） Id. “T

he Problem
 of R

ationality in the Social W
orld ”[1943], in: 

C
ollected Papers II: Studies in Social T

heory. Ed. and intro. by A
. 

Brodersen. M
artinus N

ijhoff. 1964, pp. 64-88.
キ
ー
ワ
ー
ド　

シ
ュ
ッ
ツ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
行
為
、
決
意
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マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
（
初
版
一
八
六
七
年
）
に
お
い
て
、
近
代
ブ

ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
「
自
由
」
に
は
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
（II/6, 185

）
。
す
な
わ
ち
、
契
約
に
基
づ
い
て
自
ら
の
労

働
力
を
任
意
に
処
分
す
る
こ
と
の
で
き
る
諸
個
人
の
法
的
自
由
と
は
、

労
働
と
再
生
産
の
た
め
に
必
要
な
諸
条
件
か
ら
予
め
切
り
離
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
無
所
有
者
と
し
て
の
自
由
と
、
表
裏
一
体
で
あ
る
。
旧
来

の
共
同
体
的
紐
帯
か
ら
の
解
放
が
、
自
由
で
あ
る
こ
と
と
共
に
生
存
の

不
安
定
を
も
不
可
避
的
に
伴
う
こ
と
―
―
近
代
そ
の
も
の
の
本
質
と
も

い
え
る
こ
の
両
義
性
へ
と
向
け
ら
れ
た
マ
ル
ク
ス
の
視
線
は
、
資
本
制

以
後
の
社
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
彼
の
構
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
右
の
こ
と
を
一
面
的
に
受
け
取
っ
て
し
ま
う
と
、
「
自
由
」

が
専
ら
形
式
的
な
法
権
利
と
し
て
経
済
的
不
平
等
を
正
当
化
す
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
批
判
す
る
こ
と
が
、
マ
ル
ク
ス
の
意
図
だ
っ
た
か

の
よ
う
に
理
解
す
る
向
き
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
自
由
の
形
式
的
規

定
を
単
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
法
的
表
現
と
み
な
し
て
否
認
す
る
の
が
マ
ル

ク
ス
主
義
だ
と
捉
え
、
そ
の
「
社
会
的
自
由
」
へ
の
要
求
に
、
消
極
的

自
由
を
す
ら
解
消
し
て
し
ま
う
全
体
主
義
の
危
険
を
見
出
し
た
の
が

バ
ー
リ
ン
で
あ
る

）
1
（

。
ロ
ー
ル
ズ
も
ま
た
、「
私
的
所
有
を
伴
う
立
憲
体
制
」

が
消
極
的
自
由
を
し
か
保
護
し
な
い
と
い
う
批
判
を
マ
ル
ク
ス
の
も
の

と
解
し
、
こ
れ
に
反
論
し
て
「
財
産
所
有
民
主
制
」
が
積
極
的
自
由
の

多
様
な
可
能
性
を
保
証
す
る
体
制
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た

）
2
（

。

　

こ
れ
ら
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
、
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
「
自
由
」
が
マ

〈
公
募
論
文
〉

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
所
有
と
自
由

秋
元
由
裕
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ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
単
に
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と

理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
限
り
、
マ
ル
ク
ス

に
お
い
て
は
自
由
の
あ
る
べ
き
理
念
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
内
で
は
な

く
、
そ
の
彼
岸
に
お
い
て
規
範
的
に
構
想
さ
れ
て
い
る
も
の
と
想
定
す

る
以
外
に
な
い
。
実
際
に
、
先
行
研
究
が
主
に
青
年
期
の
哲
学
的
自
由

論
あ
る
い
は
後
期
の
「
自
由
の
国
」
論
を
扱
う
場
合
、
そ
の
多
く
は
マ

ル
ク
ス
の
思
想
を
規
範
理
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
試
み

て
き
た

）
3
（

。
だ
が
、
超
歴
史
的
に
構
成
し
た
も
の
を
特
定
の
歴
史
的
現
実

に
対
し
て
外
在
的
に
ぶ
つ
け
る
よ
う
な
規
範
的
批
判
は
、
決
し
て
マ
ル

ク
ス
自
身
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

マ
ル
ク
ス
が
自
由
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
、
こ
の
点
を

検
討
す
る
に
は
彼
の
プ
ル
ー
ド
ン
批
判
を
参
照
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ

る
。
無
論
そ
の
批
判
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
り
得
る
に
せ
よ
、

マ
ル
ク
ス
が
そ
こ
で
目
指
し
た
の
は
、
「
自
然
権
」
を
侵
害
す
る
も
の

と
し
て
「
私
的
所
有
」
を
捉
え
る
よ
う
な
資
本
制
批
判
を
の
り
こ
え
る

こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
プ
ル
ー
ド
ン
と
プ
ル
ー
ド
ン
主
義
者
ら
へ
の
批
判

を
つ
う
じ
て
、
自
由
と
平
等
が
商
品
経
済
の
シ
ス
テ
ム
と
不
可
分
な
、

歴
史
的
に
特
殊
な
法
権
利
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら

を
「
自
然
権
」
と
し
て
超
歴
史
化
す
る
思
想
が
私
的
所
有
を
十
全
に
批

判
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
等

に
お
け
る
こ
の
議
論
こ
そ
、
資
本
制
に
対
す
る
種
々
の
規
範
的
批
判
か

ら
マ
ル
ク
ス
的
な
批
判
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
過
程
の
克

明
な
記
録
に
他
な
ら
な
い
。

　

マ
ル
ク
ス
が
そ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
自
由
と
〈
自
己
労
働
に

基
づ
く
所
有
〉
と
が
密
接
に
結
び
つ
く
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
特

有
な
関
係
性
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
社
会
に
お
い
て
は
、
自
由
の

主
体
た
り
得
る
た
め
に
は
商
品
所
有
者
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の

で
あ
り
、
商
品
所
有
者
な
ら
ざ
る
者
は
、
自
己
自
身
の
労
働
力
を
商
品

と
し
て
販
売
し
な
く
て
は
、
自
由
な
法
的
人
格
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
に
、
自
由
が
所
有
関
係
に
よ
っ
て
条

件
づ
け
ら
れ
制
約
さ
れ
て
い
る
構
造
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ

の
点
に
関
し
、
英
米
圏
に
お
け
る
分
析
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
論
者
ら
は
、

マ
ル
ク
ス
が
あ
た
か
も
「
自
己
所
有
権
」
を
明
確
に
否
定
し
な
か
っ
た

か
の
よ
う
に
理
解
し
て
き
た
が

）
4
（

、
し
か
し
そ
う
し
た
解
釈
は
、
経
済
学

批
判
諸
草
稿
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
叙
述
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
具
体

的
に
反
駁
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
は
じ
め
て
、
私
的
所
有
を

廃
棄
し
た
後
の
自
由
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
構
想
を
具
体
的
に
検
討
で

き
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
で
本
稿
は
、
マ
ル
ク
ス
の
自
由
論
を
所
有

批
判
と
の
連
関
に
お
い
て
再
解
釈
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
た

め
に
、
次
の
手
順
で
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
『
所
有
と
は
何
か
？
』
（
一

八
四
〇
年
）
に
即
し
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
「
商
取
引
」
す
な
わ
ち
商
品

の
等
価
交
換
関
係
の
内
に
自
由
と
平
等
の
領
域
を
見
出
し
、
こ
れ
を
侵

害
す
る
も
の
と
し
て
私
的
所
有
を
捉
え
て
そ
れ
を
規
範
的
に
批
判
し
て
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い
た
こ
と
を
示
す
（
一
）
。
次
い
で
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
や
『
経
済

学
批
判
・
原
初
稿
』
、
『
資
本
論
』
諸
版
に
基
づ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
領

有
法
則
転
回
論
を
プ
ル
ー
ド
ン
批
判
と
し
て
読
み
解
く
（
二
）
。
マ
ル

ク
ス
は
そ
こ
で
、
商
品
の
等
価
交
換
関
係
（
「
単
純
流
通
」
）
が
私
的
所

有
と
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
自
由
と
平
等
労
働
に
基
づ

く
私
的
所
有
の
法
的
権
原
を
必
然
的
に
生
じ
さ
せ
る
根
拠
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
自
由
な
人
格
と
し
て
承
認
す
る
た
め
に
私
的

所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
し
て
要
求
す
る
の
が
近
代
ブ
ル

ジ
ョ
ア
社
会
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
関
係
性
を
批
判
す
る
こ

と
が
マ
ル
ク
ス
の
眼
目
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
マ

ル
ク
ス
が
自
由
の
積
極
的
概
念
を
ど
の
よ
う
に
構
想
し
た
の
か
に
つ
い

て
、
最
後
に
考
察
を
加
え
る
（
結
び
）
。

一　

 

プ
ル
ー
ド
ン
に
お
け
る
私
的
所
有
と
等
価
交
換
の
問
題

　

一
般
に
マ
ル
ク
ス
の
プ
ル
ー
ド
ン
批
判
と
い
え
ば
『
哲
学
の
貧
困
』

（
一
八
四
七
年
）
が
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
書

は
『
貧
困
の
哲
学
』
（
一
八
四
六
年
）
に
お
け
る
個
々
の
記
述
に
直
接
対

応
し
て
著
さ
れ
た
趣
が
強
い
。
プ
ル
ー
ド
ン
の
所
有
論
全
体
を
相
手
に

し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
む
し
ろ
、
一
八
五
七
年
か
ら
五
八
年
に
か
け

て
の
経
済
学
批
判
諸
草
稿
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
へ
立
ち
入

る
前
に
、
本
節
で
は
『
所
有
と
は
何
か
？
』
（
一
八
四
〇
年
）
を
題
材
に
、

プ
ル
ー
ド
ン
が
私
的
所
有
批
判
に
お
い
て
自
由
と
平
等
の
規
範
的
観
念

を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
て
お
く
。
そ
こ
で
ま
ず
問

題
と
な
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
理
念
に
対
す
る
彼
の
言
説
で

あ
る
。

　

一
七
九
三
年
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
が
〈
自
由
・
平
等
・
所
有
・
安
全
〉

を
掲
げ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
国
民
」
を
単
位
と
す
る
新
し
い
政
治
社

会
の
普
遍
的
な
権
利
と
し
て
所
有
権
を
位
置
づ
け
た
こ
と
は
、
そ
れ
自

体
が
特
筆
に
値
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た

）
5
（

。
と
い
う
の
も
、
こ
の
革
命
を

担
っ
た
「
第
三
身
分
」
は
少
数
の
有
産
者
階
級
と
大
多
数
の
貧
民
へ
と

解
体
し
、
「
自
由
」
そ
し
て
「
平
等
」
の
名
の
下
で
は
圧
倒
的
な
無
所

有
と
生
存
の
危
機
が
進
行
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
の
云

う
よ
う
に
、
〈
自
由
・
平
等
・
所
有
・
安
全
〉
の
四
項
目
の
中
に
は
、

た
し
か
に
深
刻
な
内
的
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
。
彼
に
よ
れ
ば
、

自
由
と
平
等
と
安
全
の
権
利
は
誰
に
よ
っ
て
も
否
認
さ
れ
得
な
い
「
絶

対
的
権
利
」
を
な
す
一
方
で
、
「
所
有
」
の
み
は
そ
う
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
所
有
権
は
、
語
源
学
上
の
理
由
お
よ
び
法
学
上
の
定

義
に
よ
れ
ば
、
社
会
外
の
権
利
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
各
人
の

富
が
社
会
的
な
富
で
あ
る
な
ら
ば
、
条
件
は
全
て
の
人
々
に
平
等

で
あ
り
、
所
有
権
と
は
人
が
社
会
的
財
産
を
最
も
絶
対
的
な
仕
方

で
処
分
す
る
権
利
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
矛
盾
で
あ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
自
由
と
平
等
と
安
全
の
た
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め
に
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
所
有
権
の
た
め
に
結

合
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
く
て
所
有
権
が
自
然
の
権
利
で
あ

る
と
し
て
も
、
こ
の
自
然
の
権
利
は
社
会
的
で
は
な
く
反
社
会
的

で
あ
る
。
所
有
と
社
会
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
事
柄
で
あ
る
。
二

人
の
所
有
者
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
二
つ
の
磁
石
を
同
性
の
極
で

結
び
つ
け
る
の
と
同
様
に
不
可
能
で
あ
る
。
社
会
が
崩
壊
す
る
か
、

で
な
け
れ
ば
社
会
は
所
有
権
を
抹
殺
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（Q
P:164, 

七
九
頁
）
。

　

こ
の
よ
う
に
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
、
所
有
の
権
利
が
他
三
つ
の
自

然
権
に
対
立
す
る
の
は
、
そ
れ
が
「
社
会
的
財
産
」
（propriété 

sociale

）
を
任
意
で
処
分
す
る
こ
と
を
一
個
人
に
認
め
、
し
た
が
っ
て
「
社

会
」
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
財
産
」
自
体
が
元
来
は

共
有
財
で
あ
っ
た
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
捨
象
す
る
に
し
て
も
、
個
々
の
事

物
を
排
他
的
に
所
有
す
る
可
能
性
は
万
人
に
等
し
く
与
え
ら
れ
て
は
お

ら
ず
、
大
土
地
所
有
者
も
い
れ
ば
小
商
品
所
有
者
も
い
る
。
後
者
の
所

有
権
も
法
的
に
は
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
前
者
が
自
ら
の
財
を

拡
張
さ
せ
よ
う
と
欲
す
る
時
に
は
、
小
所
有
は
事
実
上
無
力
で
あ
る
（
第

四
章
・
第
九
命
題
）
。
「
そ
の
結
果
A
は
、
B
よ
り
も
金
持
で
あ
る
と
い

う
た
だ
一
つ
の
理
由
で
随
意
に
B
を
食
い
滅
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
か
く
し

て
A
と
B
が
C
と
D
を
掠
奪
す
る
の
は
、
何
ら
所
有
権
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
力
（force

）
の
権
利
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
（Q

P:295, 

二
三
六
頁
）
。

こ
の
よ
う
に
「
力
」
の
行
使
に
よ
っ
て
個
人
が
あ
た
か
も
専
制
君
主
の

よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
、こ
れ
は
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て
所
有
権
の
「
反

社
会
的
」
本
質
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
彼
が

P
・
J
・
ポ
テ
ィ
エ
の
所
説
を
紹
介
し
て
批
判
す
る
よ
う
に
、
事
物
を

任
意
に
処
分
す
る
人
間
の
権
利
は
そ
も
そ
も
、
一
切
の
事
物
に
対
し
て

神
が
有
す
る
「
至
高
の
所
有
権
」
（souverain dom

aine

）
を
原
型
に
し

て
そ
れ
と
類
比
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（Q

P:178, 

九

六
―
九
七
頁
）
。

　

そ
う
し
た
「
反
社
会
的
」
な
所
有
権
が
自
然
権
の
目
録
に
混
在
さ
せ

ら
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
精
神
が
「
自
然
と
社
会
の
法
則
に
つ

い
て
の
深
い
知
識
」
で
は
な
く
、
「
怒
り
と
憎
し
み
」
に
由
来
し
て
い

た
か
ら
だ
と
プ
ル
ー
ド
ン
は
云
う
（Q

P:148, 

五
八
頁
）
。
と
は
い
え
彼

は
所
有
権
を
た
だ
外
在
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
所
有

権
擁
護
の
た
め
に
考
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
議
論
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
れ
、
常
に
、
ま
た
必
然
的
に
、
平
等
を
結
論
す
る
、
す
な
わ
ち
所

有
権
の
否
定
を
結
論
す
る
こ
と
」
を
示
そ
う
と
、
内
在
的
批
判
を
試
み

て
い
る
（Q

P:154, 

六
五
頁
）
。
そ
こ
で
は
所
有
を
「
自
然
権
」
と
し
て

説
明
す
る
方
式
の
ほ
か
「
先
占
」
「
協
定
」
「
時
効
」
が
列
挙
さ
れ
て
い

る
が
、
本
稿
の
範
囲
で
は
、
「
労
働
」
を
所
有
の
正
当
化
根
拠
と
す
る

議
論
に
対
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
の
批
判
を
検
討
し
て
お
く
。
彼
は
次
の
よ

う
に
問
題
を
提
起
し
て
い
る
―
―
「
そ
れ
で
も
や
は
り
、
労
働
が
物
に

対
す
る
所
有
権
を
与
え
る
の
だ
と
仮
に
認
め
て
み
よ
う
。
ど
う
し
て
こ
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の
権
利
が
普
遍
的
で
は
な
い
の
か
。
何
故
に
こ
の
い
わ
ゆ
る
法
律
の
恩

恵
が
、
少
数
の
人
々
に
限
ら
れ
て
、
多
数
の
労
働
者
に
は
否
認
さ
れ
て

い
る
の
か
」
（Q

P:210, 

一
三
五
頁
）
。

　

プ
ル
ー
ド
ン
は
こ
こ
で
二
つ
の
例
を
呈
示
す
る
。
当
初
一
〇
万
フ
ラ

ン
の
土
地
が
小
作
人
た
ち
の
労
働
を
つ
う
じ
て
豊
か
な
土
壌
と
な
り
一

五
万
フ
ラ
ン
の
価
格
へ
と
上
昇
し
た
な
ら
ば
、
差
額
五
万
フ
ラ
ン
は
本

来
小
作
人
た
ち
の
側
に
帰
属
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
（Loc. cit.

）
。
に

も
関
わ
ら
ず
実
際
に
は
、
こ
の
土
地
を
手
に
入
れ
た
「
最
初
の
先
占
者

の
権
利
」
が
優
先
さ
れ
て
、
小
作
人
た
ち
の
受
け
取
る
賃
金
は
決
し
て

五
万
フ
ラ
ン
に
届
か
な
い
。
ま
た
別
の
例
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
人
の
擲

弾
兵
が
数
時
間
で
ル
ク
ソ
ー
ル
に
大
き
な
オ
ベ
リ
ス
ク
を
建
設
し
た
。

「
た
だ
の
一
人
が
二
〇
〇
日
で
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る

と
人
は
思
う
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
る
に
、
資
本
家
の
計
算
で
は
賃
金
の

額
は
同
じ
だ
っ
た
の
だ
」
（Q

P:215, 

一
四
一
頁
）
。
一
人
が
二
〇
〇
日
間

取
り
組
む
労
働
で
は
不
可
能
な
こ
と
が
二
百
人
い
れ
ば
一
日
で
成
し
遂

げ
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
同
じ
人
件
費
を
支
払

う
資
本
家
は
、
要
す
る
に
労
働
者
た
ち
の
「
集
合
力
」
か
ら
無
償
で
利

益
を
得
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
プ
ル
ー
ド
ン
の
、
か
の
有
名

な
命
題
が
論
証
さ
れ
る
―
―
「
所
有
と
は
盗
み
で
あ
る
」
。

　

プ
ル
ー
ド
ン
が
収
奪
を
批
判
す
る
こ
こ
で
の
論
理
は
、
独
特
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
実
際
に
支
出
し
た
労
働
力
に
見
合
う
だ
け
の
分
を
労
働
者

が
賃
金
と
し
て
獲
得
し
得
て
い
な
い
事
実
は
、
〈
労
働
が
所
有
を
正
当

化
す
る
〉
と
い
う
主
張
が
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
で
は
労
働
に
基
づ
い
た
真
な
る
所
有
の
実
現
が
彼
の
理
想
で

あ
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
だ
と
も
云
え
な
い
。
と
い
う
の
も
「
所

有
と
は
盗
み
で
あ
る
」
の
命
題
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
け
る
現
実

の
所
有
が
資
本
家
的
盗
奪
で
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
所
有

一
般
が
盗
奪
だ
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
彼
は
、
労
働
者
が
自
己
の
労
働
に
基
づ
い
て
生
産
の
成
果
を
取

得
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
一
見
錯
綜
し

て
い
る
か
に
も
見
え
る
プ
ル
ー
ド
ン
の
真
意
を
汲
み
取
る
に
は
、
「
所

有
」
に
対
置
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
自
由
と
平
等
に
基
づ
く
「
商
取

引
」
と
い
う
表
象
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
文
章
を
見

て
み
よ
う
。

　

取
引
は
す
べ
て
、
生
産
物
ま
た
は
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
交
換
を
目
的

と
す
る
が
故
に
、
商
取
引
（opération de com

m
erce

）
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。
〔
…
…
〕
商
取
引
は
自
由
な
人
々
の
間
に
の
み
存

在
す
る
。
〔
…
…
〕
す
べ
て
の
交
換
に
は
、
契
約
者
の
一
方
が
他

方
に
損
害
を
与
え
て
し
ま
っ
て
は
何
一
つ
得
を
し
な
い
と
い
う
、

す
な
わ
ち
商
業
は
正
当
か
つ
真
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
一
切
の
不

平
等
か
ら
免
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
道
徳
的
責
務
が

存
在
す
る
。
こ
れ
が
商
業
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
。
そ
の
第
二
の

条
件
は
、
そ
れ
が
自
発
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
当
事
者
た
ち
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が
自
由
に
十
分
な
知
識
を
も
っ
て
折
り
合
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

故
私
は
商
業
ま
た
は
交
換
を
社
会
の
行
為
と
規
定
す
る
。 

 

（Q
P:228, 

一
五
六
―
一
五
七
頁
）

　

も
し
商
取
引
が
資
本
と
労
働
と
の
間
の
交
換
に
お
い
て
も
成
立
す
る

と
仮
定
す
る
な
ら
、
資
本
家
は
個
々
の
労
働
者
た
ち
の
労
働
時
間
に
対

し
て
賃
金
を
支
払
う
の
み
な
ら
ず
、
「
集
合
力
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
相

対
的
剰
余
価
値
の
分
を
も
そ
こ
に
上
乗
せ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当

然
に
も
、
剰
余
価
値
の
資
本
家
的
取
得
も
蓄
積
も
不
可
能
と
な
る
が
、

プ
ル
ー
ド
ン
が
思
い
描
く
の
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
彼

自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
〔
…
…
〕
所
有
が
分
割
さ
れ
る
な
ら
、

条
件
は
平
等
と
な
り
、
も
は
や
大
資
本
家
も
大
地
主
も
存
在
し
な
く
な

る
で
あ
ろ
う
」
（Q

P:217, 

一
四
三
頁
）
。
つ
ま
り
プ
ル
ー
ド
ン
に
と
っ
て

商
取
引
が
成
立
す
る
と
は
、
取
引
行
為
に
関
与
す
る
全
て
の
当
事
者
た

ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応
じ
て
共
に
生
産
に
携
わ
る
同
僚
と
し
て

相
互
に
承
認
し
合
い
、
生
産
物
＝
利
潤
を
分
か
ち
合
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
家
は
労
働
用
具
と
原
料
を
準
備
し
て
労
働
者
た

ち
を
集
合
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
地
主
は
生
産
の
た
め
の
場
所
を
用
意
し

た
こ
と
、
そ
し
て
労
働
者
・
農
民
は
与
え
ら
れ
た
諸
条
件
の
上
で
最
終

的
に
生
産
を
実
現
し
た
こ
と
―
―
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
功
績
に
基

づ
い
て
、
資
本
家
・
地
主
・
労
働
者
が
敵
対
的
な
階
級
関
係
で
は
な
く
、

生
産
の
成
果
を
分
か
ち
合
う
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
相
互
関
係
を
と
る

こ
と
が
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
考
え
る
「
平
等
」
へ
の
道
な
の
で
あ
る
。
「
わ

れ
わ
れ
は
労
働
を
つ
う
じ
て
平
等
に
向
か
っ
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
の
歩

む
一
歩
一
歩
が
わ
れ
わ
れ
を
平
等
に
近
づ
け
る
。
そ
し
て
働
く
人
々
の

力
、
勤
勉
、
精
励
が
等
し
か
っ
た
ら
、
財
産
も
同
様
に
等
し
く
な
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
」
（Q

P:218, 

一
四
四
頁
）
。
こ
う
し
た
把
握
に
照
ら
せ

ば
私
的
所
有
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
平
等
へ
と
向
か
っ
て
い
く
は
ず
の
商

取
引
に
お
い
て
、
特
定
の
人
格
が
自
ら
の
手
中
に
財
を
停
滞
さ
せ
た
結

果
だ
と
言
え
よ
う
。
プ
ル
ー
ド
ン
が
求
め
て
い
る
の
は
、
商
取
引
が
よ

ど
み
な
く
流
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
彼
は
、
自
由
な
商
取
引
を
つ
う
じ
た
平
等
の
実
現
を
理

想
と
す
る
立
場
か
ら
、
所
有
を
富
の
不
当
な
偏
在
の
結
果
と
し
て
批
判

し
、
そ
の
解
体
・
分
割
を
要
求
し
た
。
し
た
が
っ
て
プ
ル
ー
ド
ン
か
ら

す
れ
ば
、
生
産
過
程
に
参
加
し
た
資
本
家
・
地
主
・
労
働
者
が
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
に
応
じ
て
生
産
の
成
果
を
分
け
合
い
取
得
す
る
の
は
至
極
当

然
で
あ
る
。
彼
が
「
働
く
者
は
誰
で
も
所
有
者
と
な
る
」
（Q

P:212, 

一

三
七
頁
）
と
述
べ
る
と
き
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
所
有
」
と
は
、

個
人
に
よ
る
排
他
的
な
占
有
や
処
分
の
法
的
権
利
で
は
無
論
な
く
、
生

産
物
に
対
し
て
生
産
者
が
関
与
す
る
ア
ク
セ
ス
権
と
し
て
の
、
「
所
有

の
自
然
権
」
（Loc. cit.

）
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
思
想
は
、
所
有
権
を
排
他
的
な
処
分
権
の
意
味
で
理
解
す
る
の

で
は
な
い
点
で
、
ロ
ッ
ク
が
主
張
し
た
よ
う
な
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く

所
有
〉
の
法
的
権
原
か
ら
は
明
確
に
区
別
さ
れ
得
る

）
6
（

。
プ
ル
ー
ド
ン
に
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と
っ
て
、
「
人
間
は
自
己
の
能
力
の
所
有
者
で
さ
え
な
い
。
〔
…
…
〕
人

間
は
そ
れ
ら
に
絶
対
的
な
所
有
権
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
用
益
権
者

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
（Q

P:172, 

八
九
頁
）
。
生
産
の
成
果
を
排
他
的
に

独
占
す
る
資
本
家
に
対
抗
し
て
、
労
働
生
産
物
が
労
働
者
自
身
へ
と
排

他
的
に
帰
属
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
的
所
有
の
原

理
を
反
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
排
他
性
を
否
定
し
て
、

商
取
引
す
な
わ
ち
等
価
交
換
関
係
の
中
で
資
本
家
や
労
働
者
と
い
っ
た

各
々
の
立
場
の
商
品
所
有
者
が
生
産
物
に
対
し
て
共
同
で
「
用
益
権
」

（usufruit

）
を
分
か
ち
合
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
を
つ
う
じ
て
「
平
等
」

を
達
成
す
る
こ
と
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
理
念
な
の
で
あ
る

）
7
（

。
こ
こ
で
は
商

品
の
等
価
交
換
関
係
が
自
由
と
平
等
の
関
係
性
を
な
す
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
、
そ
れ
が
所
有
と
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、

マ
ル
ク
ス
は
そ
う
し
た
把
握
を
こ
そ
批
判
し
た
の
だ
っ
た

）
8
（

。

二　

 

マ
ル
ク
ス
の
プ
ル
ー
ド
ン
批
判 

―
―
領
有
法
則
転
回
論
を
め
ぐ
っ
て

　

そ
も
そ
も
私
的
所
有
が
何
故
そ
し
て
如
何
に
正
当
化
さ
れ
得
る
の
か

と
い
う
問
い
は
、
A
・
ス
ミ
ス
以
来
の
古
典
派
経
済
学
に
と
っ
て
ひ
と

つ
の
鬼
門
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
神
が
人
間
に
対
し
て
地
上
の
万
物
を

共
有
財
と
し
て
与
え
た
の
だ
と
想
定
す
る
の
な
ら
、
無
主
の
地
の
「
先

占
」
を
私
的
所
有
権
の
正
当
な
確
立
だ
と
認
め
る
こ
と
に
は
何
の
差
し

支
え
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
所
有
の
正
当
化
問
題
と
は
、
「
文
明
社
会
」

を
未
開
の
地
へ
と
拡
張
し
て
い
く
―
―
植
民
地
化
の
―
―
過
程
よ
り
は

む
し
ろ
、
既
に
土
地
が
占
有
さ
れ
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
文
明
の
内
部
に

特
有
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
所
有
が
暴
力
や
詐
取
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
交
換
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
だ
と

仮
定
す
る
な
ら
ば
、
等
価
物
の
交
換
が
何
故
に
新
た
な
蓄
財
を
可
能
と

す
る
の
か
。
最
も
解
決
が
困
難
な
の
は
、
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉

の
正
当
化
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
身
体
を
任
意
に
処
分

で
き
る
主
体
は
、
外
な
る
客
体
に
対
し
て
自
ら
の
労
働
力
を
混
入
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
の
延
長
と
し
て
の
所
有
物
を
正
当
に
獲
得
す

る
（
『
統
治
二
論
』
第
二
篇
第
五
章
）
。
し
か
し
労
働
者
た
ち
の
勤
勉
と
禁

欲
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
産
物
が
労
働
者
で
は
な
く
資
本
家
に
属
す
る
こ

と
の
必
然
性
を
合
理
的
に
説
明
で
き
る
理
論
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
困

難
か
ら
逃
れ
る
か
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
は
、
「
労
働
の
全
生
産
物
は
労
働

者
に
属
す
る
」
こ
と
を
「
物
事
の
原
初
的
状
態
」
（the original state of 

things

）
に
限
定
し
、「
土
地
の
占
有
と
資
本
の
蓄
積
が
導
入
さ
れ
た
後
」

の
文
明
社
会
で
は
労
働
が
所
有
を
構
成
し
な
い
事
実
を
認
め
た
の
だ
っ

た
（
『
国
富
論
』
第
一
篇
第
八
章
）
。

　

こ
う
し
て
近
代
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
が
私
的
所
有
の
正

当
化
問
題
で
不
都
合
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
弱
点
を
突

く
こ
と
は
資
本
制
批
判
の
中
心
的
課
題
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
意

識
こ
そ
、
マ
ル
ク
ス
が
プ
ル
ー
ド
ン
を
批
判
す
る
動
機
に
他
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
プ
ル
ー
ド
ン
の
私
的
所
有
批
判
で
は
、
労
働
生
産
物
が
労
働
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者
自
身
に
帰
属
し
な
い
事
態
を
盗
奪
で
あ
る
と
告
発
す
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
そ
の
規
範
的
な
批
判
は
現
実
の
資
本
制
的
搾
取
に
対
し
て
「
所

有
の
自
然
権
」
な
る
理
想
像
を
外
在
的
に
対
置
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
ま
た
プ
ル
ー
ド
ン
は
「
商
取
引
」
を
自
由
と
平
等
の
本
来
的
な
関

係
性
と
し
て
把
握
し
て
い
る
が
、
し
か
し
諸
生
産
物
の
等
価
交
換
部
面

を
私
的
所
有
と
対
立
す
る
規
範
的
に
正
当
な
行
為
の
領
域
と
し
て
位
置

づ
け
て
し
ま
う
と
、
等
価
交
換
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
て
い
る
資
本
制

そ
れ
自
体
を
根
本
的
に
批
判
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

マ
ル
ク
ス
は
、
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
に
お
い
て
プ
ル
ー
ド
ン
を
次
の

よ
う
に
批
判
す
る
。

　

〔
…
…
〕
他
方
、
同
じ
よ
う
に
し
て
結
果
す
る
の
は
社
会
主
義

者
た
ち
の
（
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
ブ
ル

ジ
ョ
ア
社
会
の
諸
理
念
を
実
現
さ
せ
る
の
が
社
会
主
義
な
の
だ
と
立
証

せ
ん
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
者
た
ち
の
）
誤
謬
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
彼
ら
は
、
交
換
や
交
換
価
値
等
々
が
元
来
は
（
時
間
的
に
）
、

ま
た
は
そ
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
（
そ
の
適
切
な
形
式
に
お
い
て
は
）

万
人
の
自
由
と
平
等
の
体
系
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
貨
幣
や
資
本

等
々
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
説
明
す
る
。
あ
る

い
は
ま
た
、
歴
史
は
自
由
と
平
等
と
を
そ
の
真
理
と
合
致
し
た
仕

方
で
貫
徹
す
べ
く
試
み
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
な
お
失
敗
し

て
き
た
が
今
や
―
―
例
え
ば
プ
ル
ー
ド
ン
の
よ
う
に
―
―
正
真
正

銘
の
ヤ
コ
ブ
を
発
見
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
由
と
平

等
の
諸
関
係
の
真
な
る
歴
史
が
、
そ
の
誤
っ
た
歴
史
に
代
わ
っ
て

提
供
さ
れ
る
は
ず
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
対
し
て
は
こ
う

答
え
る
べ
き
だ
。
す
な
わ
ち
、
交
換
価
値
の
制
度
、
よ
り
詳
し
く

は
貨
幣
制
度
と
い
う
の
は
、
実
際
に
自
由
と
平
等
の
制
度
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
制
度
が
よ
り
一
層
発
展
す
る
に
つ
れ
て
自
由

と
平
等
と
を
妨
害
す
る
よ
う
に
対
立
す
る
も
の
と
は
、
こ
の
制
度

に
内
在
し
て
い
た
諸
々
の
障
害
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
自

由
と
平
等
の
実
現
と
し
て
、
不
平
等
と
不
自
由
で
あ
る
こ
と
を
自

ら
証
明
す
る
の
で
あ
る
。 

（II/1, 171f.

）

　

こ
れ
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
「
商
取
引
」
論
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
自
由
と
平
等
が
共
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
価
値
理
念
と
し
て
貨
幣
シ

ス
テ
ム
と
同
一
物
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
「
市
民
社
会
派
」
を
筆
頭

に
し
て
少
な
か
ら
ぬ
解
釈
が
プ
ル
ー
ド
ン
と
マ
ル
ク
ス
そ
れ
ぞ
れ
の
主

張
の
差
異
を
曖
昧
に
し
、
自
由
と
平
等
の
貨
幣
シ
ス
テ
ム
が
歪
曲
さ
れ

た
結
果
と
し
て
不
平
等
と
不
自
由
が
結
果
し
て
き
た
の
だ
と
理
解
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
は
、
右
の
引
用
と
同
じ

こ
と
を
『
資
本
論
』
フ
ラ
ン
ス
語
版
（
一
八
七
二
―
七
五
年
）
に
お
い
て

も
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
の
だ
―
―
「
商
品
生
産
の
本
源
的
な
諸
法
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則
に
対
し
て
か
く
も
奇
妙
な
対
照
を
見
せ
る
こ
の
致
富
様
式
は
、
し
か

し
十
分
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
決
し
て
こ
の
諸
法
則
の

侵
害
（violation

）
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
こ
の
諸
法
則
の

適
用
（application

）
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
」
（II/7, 506

）
。
こ
の

文
は
、
「
諸
法
則
の
侵
害
」
を
批
判
す
る
動
向
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お

い
て
実
際
に
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
そ
れ

は
、
私
的
所
有
一
般
を
商
取
引
の
自
由
か
つ
平
等
な
関
係
性
に
対
す
る

侵
害
と
し
て
批
判
し
て
き
た
、
か
の
プ
ル
ー
ド
ン
に
他
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
商
品
生
産
の
本
源
的
な
諸
法
則
」
と
「
こ
の
致

富
様
式
」
と
の
間
の
関
係
を
論
じ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
領
有
法
則
転
回

論
で
あ
る
。

　

そ
の
読
解
の
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
論
点
を
提
起
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
第
一
に
、「
商
品
生
産
の
本
源
的
な
諸
法
則
」
そ
れ
自
体
が
「
自

由
と
平
等
の
制
度
」
で
あ
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
。
第
二

に
、
自
由
と
平
等
の
体
系
た
る
こ
の
商
品
生
産
の
諸
法
則
が
不
平
等
と

不
自
由
の
実
現
と
し
て
結
果
す
る
こ
と
の
意
味
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解

す
る
べ
き
な
の
か
。

1　

商
品
の
単
純
流
通
に
お
け
る
自
由
と
平
等

　

後
に
『
資
本
論
』
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
お
い
て
「
商
品
生
産
の
本
源
的

な
諸
法
則
」
と
呼
ぶ
も
の
を
、
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済
学
批
判
・
原
初
稿
』

に
お
い
て
、
諸
商
品
の
「
単
純
流
通
」
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ

で
の
主
題
は
、
ど
の
時
代
に
も
共
通
す
る
普
遍
的
な
事
柄
と
み
な
さ
れ

て
き
た
商
品
交
換
―
―
プ
ル
ー
ド
ン
の
云
う
「
商
取
引
」
―
―
を
、
歴

史
的
に
特
殊
な
社
会
的
関
係
と
し
て
捉
え
直
し
相
対
化
す
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
ロ
ッ
ク
以
来
の
思
想
史
的

伝
統
に
お
い
て
当
然
の
如
く
自
然
権
を
構
成
す
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ

て
き
た
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
権
原
が
、
「
単
純
流
通
」
に
内

在
す
る
歴
史
的
に
特
殊
な
所
有
権
原
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。

　

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
単
純
流
通
と
は
、
「
高
度
に
発
展
し
た
生
産
諸

関
係
と
の
関
連
は
度
外
視
」
し
た
と
こ
ろ
の
等
価
交
換
関
係
で
あ
り

（II/2, 47

）
、
こ
の
流
通
と
は
「
前
提
さ
れ
た
両
極
の
媒
介
で
あ
る
。
し

か
し
流
通
は
両
極
を
措
定
す
る
の
で
は
な
い
」
（II/2, 64

）
。
こ
の
文
言

が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
『
原
初
稿
』
第
二
章
第
五
節
「
単

純
流
通
に
お
け
る
領
有
法
則
の
現
象
」
で
行
な
っ
て
い
る
分
析
は
、
商

品
交
換
の
直
接
性
と
し
て
「
現
象
」
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
交
換

の
部
面
で
は
隠
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
非
現
象
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

単
純
流
通
の
内
部
で
は
、
物
と
物
と
の
や
り
と
り
を
担
う
交
換
当
事
者

は
商
品
所
有
者
た
る
の
規
定
を
受
け
取
る
の
だ
が
、
当
事
者
の
双
方
は

予
め
商
品
所
有
者
と
し
て
生
誕
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の

人
々
が
如
何
に
し
て
商
品
所
有
者
と
な
る
か
の
過
程
は
、
単
純
流
通
に

と
っ
て
は
非
現
象
す
な
わ
ち
「
彼
岸
」
（II/2, 48

）
の
事
柄
に
属
す
る

の
で
あ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
単
純
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
こ
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で
は
、
家
族
か
ら
の
贈
与
だ
と
か
眼
前
に
あ
る
自
然
の
諸
事
物
だ
と
か

の
一
切
は
捨
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
分
析
し
て
い

く
単
純
流
通
と
は
、
あ
く
ま
で
賃
労
働
の
前
提
を
な
す
等
価
交
換
の
場

面
で
あ
り
、
そ
の
交
換
が
成
り
立
つ
た
め
の
前
提
は
『
要
綱
』
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
―
―
「
自
由
な
労
働
と
貨
幣
と

の
交
換
が
〔
…
…
〕
賃
労
働
の
前
提
で
あ
り
資
本
の
歴
史
的
条
件
の
ひ

と
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
な
労
働
を
実
現
さ
せ
る
客
観
的
諸
条
件

―
―
労
働
手
段
と
労
働
材
料
―
―
か
ら
そ
の
自
由
な
労
働
を
分
離
す
る

こ
と
が
、
も
う
一
つ
別
の
前
提
で
あ
る
」
（II/1, 378

）
。
こ
う
し
て
大

地
や
労
働
用
具
そ
し
て
共
同
体
（G

em
einw

esen

）
か
ら
分
離
さ
れ
て
、

い
わ
ば
丸
裸
と
な
っ
た
状
態
の
「
自
由
な
」
無
所
有
者
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
他
人
の
労
働
生
産
物
を
獲
得
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
、
そ

の
た
め
に
交
換
さ
れ
得
る
商
品
を
所
有
す
る
主
体
と
し
て
単
純
流
通
の

場
面
に
登
場
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
？ 

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
応
答
は
、
〈
労
働
〉
を
措
い
て
他
に
な
い
。

「
〔
…
…
〕
交
換
に
先
立
つ
商
品
の
所
有
、
す
な
わ
ち
流
通
に
媒
介
さ
れ

ず
に
領
有
さ
れ
た
商
品
の
所
有
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
初
め
て
流
通
に

入
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
商
品
の
所
有
が
、
そ
の
商
品
の
占
有

者
の
労
働
か
ら
直
接
に
生
じ
た
も
の
と
し
て
現
象
し
、
労
働
が
領
有
の

本
源
的
な
様
式
と
し
て
現
象
す
る
」
（II/2, 47

）
。
無
所
有
者
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
交
換
の
場
面
に
登
場
し
得
る
商
品
所
有
者
で
あ
る
た

め
に
は
、
唯
一
手
元
に
あ
る
と
こ
ろ
の
自
ら
の
労
働
力
を
売
却
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
の
条
件
の
下
で
こ
そ
労
働
が
所
有
権
原
を
構
成
す
る
の

で
あ
っ
て
、
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
権
原
が
自
然
権
と
し
て
ア
・

プ
リ
オ
リ
に
成
立
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
―
―
マ
ル
ク
ス
が
繰

り
返
し
強
調
す
る
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
、
単
純
流
通
の
場
面
に
登
場
し
て
く
る
諸
々
の
商
品
の
背
後
で

は
そ
の
よ
う
に
し
て
労
働
と
い
う
非
現
象
の
局
面
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
た
と
え
各
個
人
が
等
し
く
「
自
由
な
労
働
を
実
現
さ
せ
る
客
観
的

諸
条
件
」
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
各
々
の
労
働
に
は
質
的

差
異
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
米
圏
の
論
者
た
ち
が
好
ん
で

言
い
た
が
る
こ
と
だ
が
、
仮
に
条
件
は
平
等
で
あ
る
と
想
定
し
て
も

個
々
人
の
労
働
能
力
が
多
様
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
所
得
に
お
け
る
不

平
等
の
可
能
性
が
ど
う
し
て
も
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
マ
ル
ク
ス
が
、
単
純
流
通
を
「
社
会
的
平
等
の
完
全
な
実
現
」
（II/2, 

57

）
と
呼
ぶ
の
は
如
何
な
る
論
拠
、
事
情
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
「
経
済
的
な
形
態
諸
規
定
」
の

論
点
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
諸
個
人
が
互
い
に
交
通
し
合

う
（
対
応
し
合
う
）
中
で
の
規
定
性
」
（II/2, 47

）
か
ら
見
れ
ば
、
各
々

の
交
換
当
事
者
た
ち
は
、
「
互
い
を
所
有
者
と
し
て
承
認
す
る
諸
人
格

と
し
て
対
応
し
合
う
」
（II/2, 56

）
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
所
有
物
の
多

寡
は
一
切
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
は
、
「
人
格
お
よ
び

人
格
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
自
由
と
い
う
法
的
契
機
が
入
り
込
ん
で
く

る
」
（II/2, 56
）
の
を
見
出
す
。
と
い
う
の
も
、
商
品
所
有
者
た
ち
は
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相
互
の
取
引
に
お
い
て
各
々
自
身
の
利
害
関
心
を
完
全
に
実
現
す
る
も

の
と
し
て
、
自
由
な
人
格
と
し
て
振
る
舞
う
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

で
マ
ル
ク
ス
が
示
す
の
は
、
商
品
所
有
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
自
然

的
な
差
異
性
」
（a.a.O

.

）
を
利
用
し
て
、
取
引
相
手
を
互
い
に
目
的
と

し
手
段
と
す
る
よ
う
な
一
連
関
を
作
り
出
す
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

交
換
を
行
う
諸
主
体
の
意
識
中
に
あ
る
の
は
、
ど
の
主
体
も
取

引
に
お
い
て
は
自
分
だ
け
が
自
己
目
的
で
あ
る
こ
と
、
ど
の
主
体

も
他
の
主
体
に
と
っ
て
は
単
な
る
手
段
で
し
か
な
い
こ
と
、
そ
し

て
最
後
に
、
ど
の
主
体
も
他
の
主
体
の
た
め
の
手
段
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
し
か
自
分
の
目
的
を
達
成
し
な
い
し
、
自
分
の
目
的
を

達
成
す
る
限
り
で
し
か
手
段
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
相
互
性
、
こ

れ
が
必
然
的
な
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

（a.a.O
.

）

　

こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
商
品
所
有
者
と
し
て
の
諸
人
格
間
の
関
係

に
「
交
換
価
値
に
基
づ
く
所
有
と
自
由
と
平
等
と
の
三
位
一
体
」
が
成

立
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
三
位
一
体
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
近

代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
初
め
て
実
現
さ
れ
た
」
（II/2, 60

）
と

断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
等
価
交
換
か
ら
な
る
社
会
的
諸
関
係

に
固
有
の
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る
。
こ
の
関
係
性
に
お
い
て
は
「
自
由

と
平
等
を
尊
重
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
由
と
平
等
と
が
交
換
価

値
の
過
程
の
産
物
な
の
で
あ
る
」
（a.a.O

.

）
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て

マ
ル
ク
ス
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
規
範
的
な
諸
理
念
た
る
自
由
と
平

等
が
等
価
交
換
の
シ
ス
テ
ム
と
同
一
物
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
改
め
て

根
拠
づ
け
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
と
平
等
と
は
、
純
粋
な
理

念
と
し
て
は
、
交
換
価
値
の
過
程
の
様
々
な
契
機
の
観
念
化
さ
れ
た
表

現
で
あ
り
、
ま
た
法
的
、
政
治
的
お
よ
び
社
会
的
な
諸
連
関
に
お
い
て

展
開
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
が
た
だ
別
の
展
相
（Potenz

）

に
お
い
て
再
現
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
（a.a.O

.

）
。

　

こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
つ
マ
ル
ク
ス
か
ら
す
れ
ば
、
「
商
取
引
」
に

お
け
る
自
由
と
平
等
の
関
係
性
が
私
的
所
有
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
批
判
し
た
プ
ル
ー
ド
ン
ら
初
期
社
会
主
義
者
た
ち
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
商
品
の
等
価
交
換
関
係
を
自
明
視
し
た
ま
ま
、
こ
の
商
品
経

済
か
ら
発
生
し
た
所
有
関
係
を
、
同
じ
く
商
品
経
済
か
ら
発
生
し
た
道

徳
意
識
に
基
づ
い
て
批
判
す
る
と
い
う
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と
に
な
る
。

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
で
掲
げ
ら
れ
た
〈
自
由
・

平
等
・
所
有
・
安
全
〉
の
四
理
念
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
云
う
よ
う
な
「
矛

盾
の
精
神
」
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
。
自
由
も
平
等
も
、
商
品
所
有

者
た
ち
相
互
の
自
由
か
つ
平
等
な
関
係
性
を
抽
象
し
た
と
こ
ろ
の
理
念

で
あ
る
の
に
、
プ
ル
ー
ド
ン
ら
は
こ
の
理
念
を
自
立
さ
せ
た
上
に
、
な

お
私
的
所
有
一
般
が
あ
た
か
も
商
品
経
済
を
歪
曲
す
る
も
の
で
あ
る
か

の
如
く
捉
え
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
『
原
初
稿
』
に

お
い
て
、
「
現
実
そ
れ
自
体
を
映
し
出
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
神
々

し
く
輝
い
て
い
る
の
で
自
ら
光
を
発
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
映
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像
を
、
も
う
一
度
そ
れ
自
体
と
し
て
現
実
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
余
計
な

仕
事
を
引
き
受
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
」
（II/2, 61

）
だ
と
批
判
し
、

ま
た
後
に
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
宛
の
書
簡
（
一
八
六
五
年
二
月
）
で

次
の
よ
う
に
再
論
し
て
い
る
。

　

古
典
古
代
の
「
所
有
関
係
」
は
封
建
的
な
所
有
関
係
の
内
に
没

落
し
、
封
建
的
所
有
関
係
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
」
所
有
関
係
の

内
に
没
落
し
ま
し
た
。
歴
史
そ
れ
自
体
が
、
過
去
の
所
有
諸
関
係

に
対
し
て
自
ら
批
判
を
繰
り
広
げ
た
の
で
し
た
。
プ
ル
ー
ド
ン
に

と
っ
て
本
来
問
題
で
あ
っ
た
も
の
は
、
現
に
あ
る
近
代
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
所
有
で
し
た
。こ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
の
問
い
に
は
「
経

済
（
学
）
」
の
批
判
的
分
析
を
つ
う
じ
て
の
み
答
え
ら
れ
得
る
の

で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
所
有
諸
関
係
の
全
体
を
、
意
志
諸
関

係
と
し
て
の
法
的
表
現
の
中
で
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
実

際
上
（real

）
の
形
態
す
な
わ
ち
生
産
関
係
と
し
て
把
握
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
得
る
の
で
す
。 

（M
EW

16, 26f.
）

2　

領
有
法
則
「
転
回
」
の
意
味

　

プ
ル
ー
ド
ン
は
、
自
由
と
平
等
の
関
係
性
が
私
的
所
有
の
故
に
不
自

由
と
不
平
等
と
し
て
結
果
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
。
す
な
わ
ち

彼
は
、
規
範
的
に
望
ま
し
い
状
態
A
が
別
の
異
な
っ
た
状
態
B
へ
と
変

化
し
た
こ
と
を
批
判
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
マ

ル
ク
ス
は
、
状
態
A
と
し
て
の
商
品
の
等
価
交
換
関
係
と
、
状
態
B
と

し
て
の
剰
余
労
働
の
資
本
制
的
領
有
＝
搾
取
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
領

有
法
則
転
回
の
問
題
と
し
て
論
じ
た
。
既
に
多
く
の
論
者
ら
が
盛
ん
に

論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
「
転
回
」
（U

m
schlag

）
を

如
何
な
る
意
味
で
用
い
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　

領
有
法
則
転
回
論
は
『
資
本
論
』
に
お
い
て
、
単
純
再
生
産
を
論
じ

た
後
で
「
資
本
が
如
何
に
し
て
剰
余
価
値
か
ら
発
生
す
る
の
か
」（II/6, 

534

）
を
分
析
す
る
論
理
的
段
階
に
位
置
す
る
。
剰
余
価
値
が
全
て
資

本
家
の
消
費
に
回
さ
れ
る
単
純
再
生
産
と
は
異
な
り
、
こ
こ
拡
大
再
生

産
に
お
い
て
資
本
家
は
「
剰
余
価
値
の
一
部
分
だ
け
を
消
費
し
て
残
り

を
貨
幣
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
市
民
的
徳
性
を
示
す
の
で
あ

る
」
（II/7, 508

）
。
こ
の
過
程
を
マ
ル
ク
ス
は
資
本
の
蓄
積
と
呼
ぶ
。

す
な
わ
ち
、
始
め
の
生
産
過
程
そ
し
て
生
産
物
の
売
却
を
経
て
得
ら
れ

た
剰
余
価
値
を
、
拡
大
さ
れ
た
規
模
で
の
新
た
な
生
産
へ
と
投
入
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
一
層
増
大
さ
せ
て
い
く
過
程
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
蓄
積
を
進
め
る
資
本
は
、
個
別
の
労
働
者
に
と
っ
て
は
単
純
再
生

産
の
場
合
と
異
な
っ
た
様
相
で
現
象
す
る
。
と
い
う
の
も
、
単
純
再
生

産
を
開
始
す
る
時
点
で
の
資
本
が
、
根
源
的
蓄
積
を
経
て
労
働
の
た
め

の
諸
条
件
を
い
わ
ば
素
の
ま
ま
の
姿
で
所
有
す
る
商
品
所
有
者
と
し
て

現
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
拡
大
さ
れ
た
規
模
で
再
生
産
を
繰
り
返

し
て
い
く
資
本
は
、
労
働
者
た
ち
の
生
き
た
労
働
を
吸
収
し
て
ま
す
ま

す
肥
え
太
っ
て
ゆ
く
存
在
と
し
て
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
拡
大
再
生
産
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の
以
前
に
は
、
資
本
自
身
こ
そ
が
労
働
を
支
配
す
る
力
―
―
暴
力
―
―

の
源
泉
だ
っ
た
か
の
よ
う
な
幻
想
が
一
応
は
成
り
立
っ
て
い
た
の
に
対

し
、
こ
こ
で
は
労
働
力
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
物
的
（sachlich

）
な
生

産
諸
条
件
が
労
働
力
に
対
し
て
資
本
と
し
て
対
抗
す
る
状
況
が
生
じ
て

い
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
は
こ
の
事
態
を
資
本
家
に
よ
る
盗
奪
と
し
て
非
難

し
た
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
と
労
働
と
の
等
価
交
換
（
状
態

A
）
が
不
等
価
交
換
（
状
態
B
）
と
共
に
両
立
し
て
結
果
す
る
仕
組
み

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
領
有
法
則
転
回
論
を
提
示
し
た
の
だ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
領
有
法
則
転
回
論
は
『
資
本
論
』
の
各
版
に
お
い
て
文
章

が
大
幅
に
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が

）
9
（

、
ま
ず
は
ド
イ

ツ
語
第
二
版
（
一
八
七
二
年
）
か
ら
核
心
部
分
と
な
る
叙
述
を
引
い
て

お
く
。

　

〔
…
…
〕
個
々
の
取
引
そ
れ
ぞ
れ
が
引
き
続
き
商
品
交
換
の
法

則
に
合
致
し
て
い
る
限
り
、
つ
ま
り
資
本
家
が
常
に
労
働
力
を
買

い
労
働
者
が
常
に
労
働
力
を
売
る
、
し
か
も
そ
の
取
引
が
現
実
の

価
値
通
り
に
な
さ
れ
る
も
の
と
想
定
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
、
商

品
生
産
と
商
品
流
通
に
基
づ
く
領
有
法
則
ま
た
は
私
的
所
有
の
法

則
は
、
こ
の
法
則
自
身
の
内
的
な
、
不
可
避
的
な
弁
証
法
に
よ
っ

て
、
そ
の
法
則
自
身
の
反
対
物
へ
と
転
回
す
る
。
本
来
の
取
引
処

理
と
し
て
現
わ
れ
て
い
た
等
価
物
同
士
の
交
換
が
、
た
だ
仮
象
の

上
で
な
さ
れ
る
だ
け
に
ま
で
一
変
し
た
。
こ
れ
は
第
一
に
、
労
働

力
と
交
換
さ
れ
た
資
本
部
分
自
体
が
、
等
価
物
な
し
に
領
有
さ
れ

た
他
人
の
労
働
生
産
物
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
第

二
に
は
こ
の
資
本
部
分
が
そ
の
生
産
者
で
あ
る
労
働
者
に
よ
っ
て

補
填
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
剰
余
に

よ
っ
て
補
填
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
資
本
家
と
労
働
者
と
の
間
の
交
換
関
係
は
、
流
通
過
程
に
属
す

る
仮
象
と
な
っ
た
、
つ
ま
り
内
容
そ
れ
自
体
か
ら
は
か
け
離
れ
て

内
容
を
た
だ
神
秘
化
す
る
だ
け
の
単
な
る
形
式
と
な
っ
た
に
す
ぎ

な
い
。
労
働
力
の
不
断
の
売
買
と
は
形
式
で
あ
る
。
そ
の
内
容
と

は
、
資
本
家
が
止
む
こ
と
な
く
等
価
物
な
し
で
領
有
す
る
既
に
対

象
化
さ
れ
た
他
人
労
働
の
一
部
を
、
こ
の
資
本
家
が
よ
り
多
量
の

生
き
た
他
人
労
働
へ
と
不
断
に
置
き
換
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

元
来
、
所
有
権
は
自
己
の
労
働
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
の
如
く

わ
れ
わ
れ
に
は
見
え
た
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
想
定
が
妥
当

す
る
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
た
だ
同
等
の
権
利
を
有

す
る
商
品
所
有
者
ら
が
相
対
す
る
だ
け
で
あ
り
、
他
人
の
商
品
を

領
有
す
る
た
め
の
手
段
は
た
だ
自
分
自
身
の
商
品
を
引
き
渡
す
こ

と
の
み
で
、
そ
し
て
自
分
の
商
品
は
た
だ
労
働
に
よ
っ
て
制
作
さ

れ
得
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
所
有
と
は
今
や
、
資
本
家
の
側
で

は
他
人
の
不
払
労
働
ま
た
は
そ
の
生
産
物
を
領
有
す
る
権
利
と
し

て
現
わ
れ
、
労
働
者
の
側
で
は
自
己
自
身
の
生
産
物
を
領
有
す
る

こ
と
の
不
可
能
と
し
て
現
わ
れ
る
。
所
有
と
労
働
の
分
離
は
、
外
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観
上
は
両
者
の
同
一
性
か
ら
出
発
し
た
一
法
則
の
必
然
的
な
帰
結

と
な
る

）
10
（

。 

（II/6, 538

）

　

こ
の
引
用
部
に
お
い
て
さ
し
あ
た
り
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
労
働

力
の
価
値
通
り
の
売
却
＝
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
が
最
早
「
仮

象
」
「
形
式
」
と
な
っ
て
、
実
質
的
な
「
内
容
」
と
し
て
は
資
本
家
が

労
働
力
を
不
払
い
で
領
有
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の

「
転
回
」
に
つ
い
て
平
田
清
明
は
、
自
己
労
働
の
所
産
を
も
っ
て
他
人

労
働
の
所
産
を
商
品
と
し
て
購
買
す
る
「
契
約
」
方
式
が
、
「
市
民
的

生
産
様
式
の
自
己
解
体
的
展
開
」
の
結
果
と
し
て
、
資
本
家
的
な
搾
取

の
方
式
へ
と
転
回
し
た
も
の
と
説
明
す
る

）
11
（

。
こ
の
解
釈
に
お
い
て
、
社

会
主
義
社
会
は
「
資
本
家
的
領
有
」
の
否
定
す
な
わ
ち
「
否
定
の
否
定
」

を
つ
う
じ
て
「
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
私
的
所
有
に
お
お
わ
れ
て
い

た
個
体
的
所
有
が
〔
…
…
〕
ふ
た
た
び
措
定
さ
れ
る
」
こ
と
と
し
て
構

想
さ
れ
る

）
12
（

。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
状
態
A
を
規
範
的
に
正
当
な
も
の
と

み
な
し
て
状
態
B
を
批
判
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
接
近
し
つ
つ
、

〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
か
ら
他
人
労
働
の
資
本
家
的
搾
取
へ
の

「
転
回
」
を
、
専
ら
歴
史
的
な
事
象
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

平
田
の
所
説
が
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
問
題
を
孕
ん
で

い
る
こ
と
は
、
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
詳
し
く
示
さ
れ
て
き
た

）
13
（

。

し
か
し
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
領
有
法
則
転
回
論
に
即
し
て
平
田
が

論
じ
た
よ
う
な
価
値
評
価
の
問
題
は
、
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
〈
自

由
・
平
等
・
所
有
・
安
全
〉
が
商
品
経
済
の
理
念
的
表
現
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク

ス
は
「
転
回
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
状
態
A
た
る
〈
自
己

労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
が
問
題
と

な
る
。
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
資
本
制
以
後
の
新
し
い
社
会

に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
如
何
な
る
積
極
的
概
念
を
準
備
し
て
い
た
の

か
を
考
察
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
『
資
本
論
』
フ
ラ
ン
ス
語
版

に
お
け
る
領
有
法
則
転
回
論
で
あ
る
。
さ
き
に
引
い
た
ド
イ
ツ
語
第
二

版
の
記
述
で
は
、
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
権
原
が
資
本
家
的
搾

取
の
方
式
を
「
神
秘
化
」
す
る
「
仮
象
」
や
「
形
式
」
へ
と
一
変
し
た

も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
第
七
篇
第
二
四

章
に
お
い
て
は
、
「
商
品
生
産
の
経
済
法
則
と
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
所

有
権
」
が
資
本
制
的
蓄
積
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
相
変
わ
ら
ず
有
効
で
あ

る
」
（II/7, 509

）
と
明
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
展

開
し
て
い
る
分
析
の
仕
方
は
、
ド
イ
ツ
語
第
二
版
で
の
そ
れ
と
は
根
本

的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、
剰
余
価
値
の
剰
余
資
本
へ

の
転
化
に
よ
る
拡
大
再
生
産
の
運
動
と
賃
労
働
と
の
関
係
が
俯
瞰
的
に

叙
述
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
、
剰
余
資
本
を
得

て
拡
大
し
た
規
模
で
の
資
本
と
賃
労
働
と
の
関
係
が
個
別
の
商
品
交
換

関
係
と
し
て
、
微
視
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
、「
現
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在
機
能
し
て
い
る
資
本
が
通
過
し
て
き
た
周
期
的
再
生
産
お
よ
び
先
行

的
蓄
積
の
道
の
り
が
ど
れ
ほ
ど
長
く
と
も
、
資
本
は
そ
の
本
源
的
な
処

女
性
を
保
持
す
る
」
（Loc. cit

）
こ
と
を
指
摘
し
、
資
本
制
的
搾
取
に
お

い
て
も
資
本
と
賃
労
働
と
の
関
係
は
相
変
わ
ら
ず
諸
商
品
相
互
の
等
価

交
換
で
あ
り
続
け
る
と
主
張
す
る
。
「
あ
る
種
の
社
会
主
義
学
派
が
、

資
本
の
体
制
に
商
品
生
産
の
永
遠
の
諸
法
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
資
本
の
体
制
を
破
壊
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
は
、
何
た
る

幻
想
だ
ろ
う
か
！
」
（Loc. cit.
）
と
述
べ
る
マ
ル
ク
ス
が
、
プ
ル
ー
ド

ン
と
そ
の
同
調
者
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
そ
の
意
図
は
、
自
由
と
平
等
の
関
係
性
た
る
商
品
の
等

価
交
換
関
係
と
不
自
由
・
不
平
等
の
資
本
制
的
搾
取
と
が
、
外
見
上
の

非
同
一
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
の
と
こ
ろ
同
一
で
あ
る
の
を
示
す
、
そ
の

こ
と
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
同
章

に
付
け
た
注
で
シ
ェ
ル
ビ
ュ
リ
エ
の
領
有
法
則
論
に
言
及
す
る
際
に
、

「
労
働
者
の
生
産
物
に
対
す
る
資
本
家
の
所
有
」
と
「
自
分
自
身
の
労

働
の
生
産
物
に
対
す
る
各
労
働
者
の
排
他
的
な
所
有
権
原
」
と
の
関
係

を
「
弁
証
法
的
転
回
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
（Loc. cit.

）
。

　

こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
お
け
る
一
連
の
記
述
、
そ
し
て
前
節
に
て
確

認
し
て
き
た
『
原
初
稿
』
に
お
け
る
「
単
純
流
通
に
お
け
る
領
有
法
則

の
現
象
」
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
が
〈
自
己
労
働
に
基
づ

く
所
有
〉
権
原
す
な
わ
ち
自
己
所
有
権
原
理
を
明
確
に
拒
否
せ
ず
技
術

的
に
解
決
し
た
と
い
う
コ
ー
エ
ン
の
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、
最

早
明
白
で
あ
る
。
第
一
に
、
自
己
の
所
有
物
を
他
者
の
所
有
物
と
合
意

に
基
づ
い
て
交
換
す
る
と
い
う
「
自
由
」
か
つ
「
平
等
」
な
交
換
契
約

―
―
商
取
引
―
―—

は
、
そ
れ
自
体
が
既
に
、
一
方
に
よ
る
他
方
に
対

す
る
支
配
の
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
何
故
な
ら
、
無
所
有
者
が
労
働

契
約
に
合
意
し
て
労
働
力
を
売
却
し
な
く
て
は
生
存
で
き
な
い
と
い
う

前
提
は
、
そ
の
契
約
の
内
部
で
は
不
可
視
的
で
あ
り
、
契
約
そ
の
も
の

は
あ
く
ま
で
も
対
等
な
商
品
所
有
者
相
互
の
承
認
関
係
と
し
て
成
立
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
「
自
由
な
労
働
が
労
働
実
現
の
た

め
の
客
観
的
諸
条
件
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
」
（II/1, 318

）
が
〈
自
己

労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
権
原
の
前
提
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
労
働
せ
ず
し

て
は
何
の
所
有
も
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
の
規
範
意
識
は
、
無
所
有
者

に
対
し
て
勤
労
と
禁
欲
を
強
要
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
す
る
。

無
所
有
者
が
商
品
経
済
の
内
部
に
入
っ
て
自
由
な
主
体
と
し
て
振
る
舞

う
た
め
に
は
、
自
己
の
労
働
力
を
売
却
す
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
り
、

言
い
換
え
る
と
、
商
品
所
有
者
で
は
な
い
者
に
は
「
自
由
」
も
「
平
等
」

も
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
の
最
深
の
意
味
は
、

労
働
と
自
由
と
の
、
い
わ
ば
バ
ー
タ
ー
関
係
に
あ
る
の
だ
。

　

は
じ
め
に
言
及
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
自

由
は
、
旧
来
の
共
同
体
的
紐
帯
の
否
定
に
お
い
て
成
立
し
た
。
マ
ル
ク

ス
は
、
自
由
で
あ
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
商
品
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を

求
め
る
商
品
経
済
を
論
理
的
に
否
定
―
―
す
な
わ
ち
否
定
の
否
定
―
―

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
の
新
し
い
概
念
を
構
想
し
た
と
考
え
る
こ
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と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
を
、
自
由
の
条
件
と
し
て
の
所
有
か

ら
解
放
す
る
こ
と
が
そ
の
核
心
問
題
で
あ
る
。
次
節
で
は
そ
の
具
体
像

を
、
商
品
経
済
に
お
け
る
物
化
さ
れ
た
社
会
的
諸
関
係
に
対
す
る
マ
ル

ク
ス
の
批
判
に
照
ら
し
て
考
察
し
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
。

結
び　

マ
ル
ク
ス
自
由
論
の
展
開

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
つ
う
じ
て
本
稿
は
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の

自
由
概
念
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
が
た
だ
単
に
そ
の
「
形
式
性
」

に
つ
い
て
の
批
判
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
彼
に

と
っ
て
自
由
そ
し
て
平
等
は
、
商
品
の
等
価
交
換
関
係
に
お
け
る
商
品

所
有
者
相
互
の
関
係
性
を
観
念
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り

商
品
経
済
の
一
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
自
由
と
平
等
を
自

然
権
と
し
て
規
範
的
に
肯
定
し
た
プ
ル
ー
ド
ン
が
同
時
に
「
商
取
引
」

を
望
ま
し
い
普
遍
的
な
社
会
関
係
と
し
て
把
握
し
た
の
は
、
論
理
的
に

み
て
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、

自
由
と
平
等
が
商
品
経
済
か
ら
生
起
し
た
歴
史
的
に
特
殊
な
法
権
利
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
的
所
有
に
対
立
す
る
観
念
で
は
な
い
こ
と
を
示

し
た
の
だ
っ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
か
ら
す
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
現
に
あ
る
と

こ
ろ
の
自
由
は
、
現
実
の
不
自
由
や
不
平
等
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
現
実
に
不
自
由
や
不
平
等
と
し
て
経
験
さ
れ

る
事
態
そ
の
も
の
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
言
語
で
は
自
由
で
あ
り
平

等
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
弁
証
法
的
矛
盾
云
々
と
い
う
よ
う
な
難
し
い

こ
と
で
は
な
く
て
、
商
品
所
有
者
で
な
く
し
て
は
自
由
な
人
格
で
あ
る

こ
と
を
承
認
さ
れ
な
い
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
特
有
な
条
件
付
け
の
、

端
的
な
あ
ら
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
う
し
た
商
品
経
済

の
場
そ
の
も
の
を
批
判
し
た
の
で
あ
り
、
彼
の
自
由
論
は
一
貫
し
て
、

自
由
の
条
件
た
る
所
有
関
係
へ
と
視
線
を
向
け
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

商
品
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
社
会
的
な
条
件
付
け
か
ら
自
由

そ
の
も
の
を
解
き
放
つ
に
は
、
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ブ
ル
ー
ム
の
研
究
は
、
現
状
で
は
市
民

階
級
（Bürgertum

）
の
み
が
享
受
し
得
て
い
る
自
由
の
圏
域
を
、
社
会

的
平
等
の
実
現
に
よ
っ
て
大
き
く
拡
張
し
て
無
条
件
的
に
す
る
こ
と
が

マ
ル
ク
ス
の
構
想
だ
と
把
握
し
て
い
る

）
14
（

。
た
し
か
に
、
無
所
有
者
で
あ

れ
ば
唯
一
手
元
に
あ
る
商
品
と
し
て
自
己
の
労
働
力
を
切
り
売
り
せ
ず

に
は
自
由
の
主
体
た
り
得
な
い
よ
う
な
場
は
、
ま
ず
は
富
の
偏
在
を
是

正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
速
や
か
に
変
革
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
は
言

え
よ
う
。
ま
た
『
資
本
論
』
第
三
巻
に
お
い
て
、「
実
際
、
自
由
の
国
は
、

窮
乏
や
外
的
な
合
目
的
性
に
迫
ら
れ
て
労
働
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
て
始
ま
る
」
（II/15, 794

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
し
て
も
、
「
物
質
代
謝
の
合
理
的
規
制
」
「
共
同
的
統
制
」
の

上
に
社
会
的
平
等
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
に
と
っ
て
も

自
由
の
新
し
い
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
な
前
提
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
自
由
論
を
、
専
ら
富
の
再
分
配
を
つ
う

じ
た
社
会
的
平
等
の
実
現
の
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
が
適
切
だ
と
は

思
わ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
商
品
経
済
に
つ
い
て
批
判
し

て
い
た
の
は
、
た
だ
富
の
偏
在
の
み
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

商
品
経
済
の
シ
ス
テ
ム
を
根
本
的
に
批
判
す
る
こ
と
の
意
味
は
、

『
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
』
（
一
八
七
五
年
）
に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
〈
労
働
収
益
の
公
正
な
分
配
〉
論
を
主
張
す
る

ド
イ
ツ
労
働
者
党
ラ
ッ
サ
ー
ル
派
を
批
判
し
つ
つ
、
商
品
経
済
を
廃
絶

し
た
社
会
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
呈
示
し
て
い
る
。

　

生
産
手
段
を
共
有
財
と
す
る
こ
と
を
基
礎
に
し
た
協
同
組
合
的

（genossenschaftlich

）
社
会
の
内
部
で
は
、
生
産
者
は
そ
の
生
産
物

を
交
換
し
な
い
。
同
様
に
こ
こ
で
は
、
生
産
物
へ
と
支
出
さ
れ
た

労
働
が
こ
の
生
産
物
の
価
値
と
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
生
産
物
に

備
わ
っ
た
物
的
特
性
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
な
い
。
何
故
な
ら
、

今
や
資
本
制
社
会
と
は
反
対
に
、
個
別
の
諸
労
働
は
最
早
迂
回
路

を
通
っ
て
で
は
な
く
、
直
接
に
総
労
働
の
構
成
部
分
と
し
て
現
存

す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

（I/25, 13

）

　

そ
も
そ
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
、
生
産
物
が
〈
商
品
〉
の
形

で
市
場
を
介
し
て
交
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
、
諸
生
産

物
を
産
み
出
す
個
々
の
諸
労
働
が
「
互
い
に
独
立
し
て
営
ま
れ
る
私
的

諸
労
働
」
（II/6, 103

）
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
社
会
的
な
再
生
産
の
た
め

に
必
要
な
物
資
を
誰
が
・
如
何
に
し
て
・
ど
の
量
で
生
産
す
る
の
か
は
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
は
、
社
会
の
成
員
た
ち
相
互
が
意
思
疎
通

し
て
決
め
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
生
産
者
た
ち
は
、
自
ら
産
出
し
た

諸
々
の
生
産
物
を
商
品
と
し
て
市
場
に
供
し
、
そ
れ
が
貨
幣
と
交
換
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
ら
の
私
的
労
働
が
他
の
社
会
諸
成

員
に
と
っ
て
有
用
で
あ
っ
た
こ
と
を
事
後
的
に
確
証
す
る
。
そ
の
交
換

比
率
を
決
め
る
の
は
「
価
値
」
で
あ
り
、
価
値
は
商
品
の
使
用
価
値
す

な
わ
ち
物
的
属
性
を
そ
の
素
材
的
担
い
手
と
す
る
の
だ
か
ら
、
生
産
・

交
換
・
分
配
の
諸
関
係
は
人
格
的
関
係
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
物
化

さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
諸
関
係
が
物
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
人
は

全
て
商
品
所
有
者
で
な
け
れ
ば
他
者
と
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
り
、
自
由
の
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
物
化
さ
れ
た
特
殊
な
社
会
的
諸
関
係
に
お
い
て
、

商
品
所
有
者
で
な
く
し
て
は
自
由
の
主
体
た
り
得
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、

商
品
経
済
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
、
諸
個
人
と
社
会
全
体
と
の
関
係
の
み

な
ら
ず
自
由
の
条
件
を
も
根
本
的
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

す
な
わ
ち
、
諸
個
人
が
商
品
の
物
的
関
係
を
介
し
て
社
会
全
体
へ
と
偶

然
的
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
諸
個
人
の
生
産
が
直
接
的
に
社
会
全

体
の
生
産
の
一
部
と
な
る
よ
う
な
関
係
性
が
成
り
立
つ
と
き
、
そ
の
と

き
は
じ
め
て
人
は
、
社
会
の
成
員
で
あ
る
た
め
に
商
品
所
有
者
で
あ
る

こ
と
を
強
い
ら
れ
な
く
な
る
。
マ
ル
ク
ス
が
構
想
す
る
の
は
、
個
人
で
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あ
る
こ
と
と
共
同
体
の
成
員
で
あ
る
こ
と
と
が
有
機
的
に
統
一
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
社
会
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
資
本
論
』
に
お
い
て
、
「
共
同

の
生
産
手
段
を
以
っ
て
労
働
し
、
そ
の
多
く
の
個
人
的
労
働
力
を
意
識

的
に
ひ
と
つ
の
社
会
的
労
働
力
と
し
て
支
出
す
る
よ
う
な
、
自
由
人
の

連
合
」
（II/6, 109
）
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　

諸
個
人
は
、
共
同
体
の
成
員
と
し
て
他
者
に
対
す
る
人
格
的
関
係
を

取
り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
品
所
有
者
と
し
て
の
規
定
性
か
ら
解
放

さ
れ
る
。
こ
れ
を
マ
ル
ク
ス
が
「
自
由
人
」
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
の
人
が

所
有
者
で
あ
る
た
め
の
一
切
の
労
苦
か
ら
免
れ
て
「
自
己
目
的
と
し
て

通
用
す
る
人
間
の
力
の
発
展
」
（II/15, 795

）
に
注
力
す
る
こ
と
を
妨

げ
ら
れ
な
い
と
い
う
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
つ
う

じ
て
示
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
自
由

の
可
能
性
は
、
分
配
を
つ
う
じ
た
富
の
社
会
的
平
等
だ
け
で
は
獲
得
さ

れ
ず
、
商
品
経
済
の
物
化
さ
れ
た
社
会
的
諸
関
係
そ
の
も
の
の
廃
棄
な

く
し
て
は
実
現
し
得
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
稿
は
経
済
学
批
判
諸
草
稿
に
お
け
る
プ
ル
ー
ド
ン
批
判
を

中
心
的
題
材
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
商
品
の
単
純
流
通
と
の
関
連
に
お

い
て
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
の
法
的
権
原
を
歴
史
的
文
脈
の
中

で
批
判
し
た
こ
と
の
意
味
を
、
検
討
し
て
き
た
。
彼
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社

会
の
自
由
概
念
を
、
た
だ
単
に
形
式
的
で
あ
る
と
か
不
平
等
を
隠
蔽
し

て
い
る
だ
と
か
の
理
由
で
批
判
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
が

問
題
に
し
た
の
は
、
自
由
の
主
体
で
あ
る
た
め
に
商
品
所
有
者
で
あ
る

こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
な
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
歴
史
的
に
特
殊
な
条

件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
批
判
す
る
マ
ル
ク
ス
が
自
由
の
積
極
的
概
念
を

ど
の
よ
う
に
準
備
し
た
の
か
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
彼
の
所

有
論
全
体
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
が
論
じ
て
き
た
の
は
最
小

限
の
範
囲
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
更
に
本
源
的
所
有
論
あ
る
い
は
〈
個
体

的
所
有
の
再
建
〉
論
へ
と
立
ち
入
る
こ
と
は
、
別
の
機
会
に
改
め
て
試

み
る
も
の
と
し
た
い
。

 

（
あ
き
も
と
・
ゆ
う
す
け
／
哲
学
・
思
想
史
）

引
用
に
つ
い
て

　

マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
新
メ
ガ
版
（M

EG
A

2: 
M

arx-Engels G
esam

tausgabe

）
を
底
本
と
し
、
巻
数
（
部
門
／
巻
号
）
を
略
記

し
た
上
で
本
文
中
に
頁
数
を
示
す
。
引
用
元
が
新
メ
ガ
で
は
未
刊
の
場
合
は
、

東
独
著
作
集
版
（M

EW
: M

arx-Engels W
erke

）
を
用
い
る
。

　

プ
ル
ー
ド
ン
『
所
有
と
は
何
か
？
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、P.-J. 

Proudhon, Œ
uvres com

plètes, IV, Slatkine 1982 (Réim
pression de l'édition 

de Paris 1926) 

を
用
い
、
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
叢
書　

プ
ル
ー
ド
ン
・
3
―
―
所
有

と
は
何
か
』
長
谷
川
進
・
江
口
幹
訳
（
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
）
を
参
照
し

た
上
で
、Q

P

と
略
記
し
原
文
と
邦
訳
の
頁
数
を
本
文
中
に
示
す
。

注（
1
） Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, O

xford U
niv. Press 1969, p. 

158. 

『
自
由
論
』
小
川
晃
一
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
、
三
六

六
頁
以
下
。

（
2
） John R

aw
ls, Lectures on the H

istory of Political Philosophy, H
arvard 

U
niv. Press 2009, p. 321.

『
政
治
哲
学
史
講
義　

Ⅱ
』
齋
藤
純
一
ほ
か
訳
、
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岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
、
六
四
四
頁
。
ロ
ー
ル
ズ
の
マ
ル
ク
ス
解
釈

に
対
す
る
検
討
と
し
て
は
、
佐
山
圭
司
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
マ
ル
ク
ス

解
釈
」
（
北
海
道
哲
学
会
編
『
哲
学
年
報
』
六
六
号
、
二
〇
二
一
年
）
を
参

照
の
こ
と
。

（
3
） 
マ
ル
ク
ス
自
由
論
の
規
範
理
論
的
解
釈
と
し
て
は
、
松
井
暁
の
研
究
を
参

照
の
こ
と
。
た
だ
し
「
制
御
的
自
由
」
「
人
格
的
自
由
」
「
共
同
的
自
由
」
と

い
う
原
テ
ク
ス
ト
に
は
な
い
概
念
枠
を
持
ち
込
ん
で
マ
ル
ク
ス
自
由
論
を
整

理
す
る
松
井
の
方
法
に
対
し
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
大
い
に
あ
る
。
『
自
由

主
義
と
社
会
主
義
の
規
範
理
論
―
―
価
値
理
念
の
マ
ル
ク
ス
的
分
析
』
大
月

書
店
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
九
頁
以
下
。

（
4
） 

伝
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
労
働
者
階
級
が
生
産
し
た
剰
余
価
値
が
非
生

産
的
階
級
た
る
資
本
家
ら
に
よ
っ
て
領
有
＝
取
得
さ
れ
る
事
態
を
、
不
正
な

搾
取
で
あ
る
と
し
て
規
範
的
に
批
判
し
て
き
た
。
こ
の
批
判
は
、
〈
労
働
生

産
物
を
正
当
に
所
有
す
る
権
原
は
生
産
者
自
身
に
帰
属
す
る
べ
き
で
あ
る
〉

と
い
う
自
己
所
有
権
原
理
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

と
親
縁
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
コ
ー
エ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身

が
自
己
所
有
権
原
理
を
明
確
に
拒
絶
せ
ず
に
技
術
的
な
解
決
で
済
ま
せ
た
こ

と
を
批
判
し
、
社
会
主
義
的
平
等
の
規
範
理
論
を
確
立
す
る
必
要
性
を
唱
え

た
。
だ
が
コ
ー
エ
ン
の
議
論
は
、
〈
自
己
労
働
に
基
づ
く
所
有
〉
に
対
す
る

マ
ル
ク
ス
の
批
判
的
分
析
を
全
く
踏
ま
え
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。G

erald 
A

. C
ohen, Self-O

w
nership, Freedom

, and Equality, C
am

bridge U
niv. 

Press 1995, p. 126. 

『
自
己
所
有
権
・
自
由
・
平
等
』松
井
暁
・
中
村
宗
之
訳
、

大
月
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
五
頁
。

（
5
） 

ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法
と
呼
ば
れ
る
一
七
九
三
年
の
「
人
お
よ
び
市
民
の
権
利

宣
言
」
（
同
年
六
月
二
四
日
に
国
民
公
会
で
採
択
）
の
第
一
条
・
第
二
条
は

次
の
通
り
。
「
第
一
条　

社
会
の
目
的
は
、
共
同
の
幸
福
で
あ
る
。
政
府
は
、

人
に
、
そ
の
自
然
的
で
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
諸
権
利
を
保

障
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
る
。
／
第
二
条　

こ
れ
ら
の
諸
権
利
と
は
、
平
等
、

自
由
、
安
全
、
所
有
で
あ
る
」
。
ジ
ロ
ン
ド
派
の
憲
法
草
案
（
同
年
二
月
一

五
日
国
民
公
会
に
提
出
、
コ
ン
ド
ル
セ
起
草
）
で
は
、
「
第
一
条　

人
の
自

然
的
・
市
民
的
・
政
治
的
諸
権
利
と
は
、
自
由
、
平
等
、
安
全
、
所
有
、
社

会
的
保
障
な
ら
び
に
圧
政
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
参

照
、
辻
村
み
よ
子
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
憲
法
原
理
―
―
近
代
憲
法
と
ジ
ャ
コ

バ
ン
主
義 

（
現
代
憲
法
理
論
叢
書
）
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
、
四
〇

六
頁
。

（
6
） 

森
川
喜
美
雄
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
「
「
労
働
に
基
づ
く
所
有
」
を
強
く
主

張
し
た
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
む
し
ろ
労
働
を
根
拠
に
所

有
権
を
正
当
化
す
る
議
論
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
プ
ル
ー
ド
ン
と

マ
ル
ク
ス
』
未
来
社
、
一
九
七
九
年
、
一
五
頁
。

（
7
） 

津
島
陽
子
『
マ
ル
ク
ス
と
プ
ル
ー
ド
ン
』
青
木
書
店
、
一
九
七
九
年
、
一

一
〇
頁
。

（
8
） 

金
山
準
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
は
不
労
所
得
に
対

す
る
批
判
に
と
ど
ま
ら
な
い
射
程
が
あ
る
（
「
「
絶
対
」
か
ら
「
均
衡
」
へ

―
―
前
期
プ
ル
ー
ド
ン
に
お
け
る
私
的
所
有
批
判
の
論
理
」
本
誌
第
三
九
号
、

二
〇
一
五
年
）
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
批
判
の
妥
当
性
は
別
途
検
証
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
に
せ
よ
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
商
品
経
済
の
シ
ス
テ
ム
を
肯
定
的
に
捉

え
て
い
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
事
実
と
し
て
確
定
し
得
る
。

（
9
） 

『
資
本
論
』
の
領
有
法
則
転
回
論
が
ド
イ
ツ
語
第
二
版
と
フ
ラ
ン
ス
語
版

と
の
間
で
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
向
井
公
敏
「
領
有

法
則
転
回
論
を
め
ぐ
る
『
資
本
論
』
各
版
の
異
同
に
つ
い
て
―
―
ド
イ
ツ
語

版
第
2
版
と
フ
ラ
ン
ス
語
版
を
中
心
に
」
（
『
同
志
社
商
学
』
第
二
八
（
2
）

号
、
一
九
七
六
年
九
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
） 

『
要
綱
』
で
は
同
じ
こ
と
が
こ
う
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
か
く
し
て
交
換
は

そ
の
反
対
物
へ
と
転
化
し
、
私
的
所
有
の
諸
法
則
―
―
自
由
、
平
等
、
所
有

（
自
己
労
働
へ
の
所
有
と
そ
れ
に
対
す
る
自
由
な
処
分
）
―
―
は
、
労
働
者

の
所
有
喪
失
と
労
働
者
の
労
働
の
外
在
化
、
自
ら
の
労
働
が
他
人
の
所
有
で
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あ
る
か
の
如
き
振
る
舞
い
へ
と
転
化
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
ま
た
然
り

で
あ
る
」
（II/1, 556

）
。

（
11
） 

平
田
清
明
『
経
済
学
と
歴
史
認
識
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
四
〇
八

―
四
〇
九
頁
。

（
12
） 
平
田
清
明
『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
一
〇

三
頁
。

（
13
） 

論
争
を
整
理
し
た
研
究
と
し
て
は
、
大
野
節
夫
「
〈
商
品
生
産
の
所
有
法

則
の
資
本
家
的
領
有
の
法
則
へ
の
転
変
〉
を
め
ぐ
る
論
争
」
（
所
収
、
冨
塚

良
三
・
服
部
文
男
・
本
間
要
一
郎
（
編
）
『
資
本
論
体
系
・
3
―
―
剰
余
価

値
・
資
本
蓄
積
』
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
） H

arald Bluhm
, Freiheit in M

arx ’ Th
eorien, in: I. Pies &

 M
. Leschke 

(H
rsg.), K

arl M
arx’ kom

m
unistischer Individualism

us, M
ohr Siebeck  

2005, S. 60ff.

＊　

本
稿
は
マ
ル
ク
ス
研
究
会
・
第
二
八
回
定
例
研
究
会
で
の
口
頭
報
告
を
も

と
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
会
に
招
い
て
下
さ
っ
た
隅
田
聡
一
郎
氏

お
よ
び
当
日
の
討
論
に
参
加
さ
れ
た
方
々
、
ま
た
今
回
の
論
文
審
査
を
担
当

し
て
下
さ
っ
た
査
読
者
の
方
々
に
、
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

自
己
所
有
権
、
自
由
と
平
等
、
等
価
交
換
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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
（H

ans K
ohn 

一
八
九
一
―
一
九
七
一
）

の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
つ
い
て
の
記
述
を
手
が
か
り
と
し

）
1
（

、
彼
の
思

想
的
連
続
性
と
転
回
を
検
証
す
る

）
2
（

。
第
一
節
で
は
先
行
研
究
の
概
観
を

通
じ
て
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
節
で
は
、
一
九
三
四
年

ま
で
の
彼
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
、
そ
の
延
長
に
あ
る
多
民
族
共
生

構
想
を
確
認
す
る
。
第
三
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト

リ
ア
帝
国
論
の
特
徴
を
抽
出
す
る

）
3
（

。
最
後
に
、
本
稿
全
体
の
結
論
を
提

示
す
る
。

一　

問
題
の
所
在

1　

先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

　

ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
創
始
者
と
さ
れ
て
お

り
）
4
（

、
主
著
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
念
』
は
今
日
な
お
重
要
で
あ
る
。

特
に
、
同
書
に
お
い
て
彼
が
提
唱
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
東
西
二
分

法
的
理
解
は
、
今
な
お
毀
誉
褒
貶
の
的
だ
。
彼
の
見
解
は
、
次
の
よ
う

に
要
約
で
き
よ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン

ス
、
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
「
西
」
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

先
行
す
る
国
家
的
、
社
会
的
統
合
の
進
展

）
5
（

、
中
産
階
層
の
存
在

）
6
（

、
自
由

〈
公
募
論
文
〉

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
と
こ
し
え
に
存
立
す
」

【
ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
の
思
想
的
転
回
と
連
続
性
を
巡
っ
て
】

小
島 

望
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主
義
の
勝
利
の
結
果

）
7
（

、
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
諸
個
人
の
意
思
に
基
づ
く
市
民

の
結
合
体
と
し
て
成
立
し
た

）
8
（

。
か
か
る
「
西
」
に
、
コ
ー
ン
は
「
東
」

を
対
置
す
る
。
こ
こ
で
の
「
東
」
は
、
中
東
欧
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ

を
指
示
す
る
。
「
政
治
的
社
会
的
状
態
の
後
進
性

）
9
（

」
の
た
め
に
「
東
」

は
「
西
」
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
看
取
さ
れ
る
自
由
民

主
主
義
と
の
接
続
を
欠
い
た
。
「
東
」
に
お
い
て
も
政
治
的
運
動
は
生

じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
東
」
で
は
民
族
集
団
と
既
存
の
国
家
と
の

領
域
的
一
致
は
稀
で
あ
り
、
そ
の
た
め
政
治
変
革
は
自
由
民
主
主
義
体

制
よ
り
も
、
政
治
的
、
文
化
的
両
境
界
の
合
致
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ

た
）
10
（

。
か
く
て
「
東
」
で
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
求
心
性
は
文
化
的
帰
属
に

求
め
ら
れ
た

）
11
（

。

　

コ
ー
ン
の
か
か
る
見
方
は
後
続
の
研
究
に
議
論
の
枠
組
み
を
提
供
し

た
一
方

）
12
（

、
そ
の
本
質
主
義
的
性
格
や
「
東
」
に
対
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
的
側
面
が
批
判
さ
れ
て
き
た

）
13
（

。
し
か
し
、
コ
ー
ン
へ
の
関
心
は
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
二
分
法
的
理
解
に
限
定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
彼
の
思

想
的
全
景
を
追
究
す
る
研
究
も
、
コ
ー
ン
死
去
に
前
後
す
る
時
期
か
ら

著
さ
れ
て
き
た

）
14
（

。
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
彼
の
人
生
行

路
と
そ
の
思
想
的
変
遷
に
着
眼
し
た
研
究
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
こ
の
過

程
に
お
い
て
、
彼
の
知
的
軌
跡
を
巡
る
二
つ
の
見
解
が
呈
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
た
思
想
的
連
続
性
と
、
特
に
一
九
三
四
年

の
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
を
契
機
と
す
る
彼
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
／
国
民
国
家

観
の
転
回
の
い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き
か
を
巡
っ
て
、
議
論
が
生
じ
た
の

で
あ
る
。

　

コ
ー
ン
の
生
涯
は
、
プ
ラ
ハ
で
青
年
期
を
過
ご
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア

帝
国
時
代
、
ロ
シ
ア
軍
の
捕
虜
と
な
り
、
収
容
所
を
転
々
と
し
た
第
一

次
世
界
大
戦
時
代
、
パ
レ
ス
チ
ナ
で
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
活
動
期
、
そ
し
て

そ
の
挫
折
を
契
機
と
し
た
一
九
三
四
年
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
後
に
区

分
可
能
で
あ
る
。
右
記
の
議
論
に
お
い
て
争
点
と
な
る
の
は
、
と
り
わ

け
ア
メ
リ
カ
移
住
を
画
期
と
す
る
彼
の
思
想
的
変
化
の
存
否
だ
。

　

コ
ー
ン
の
思
想
的
連
続
性
を
強
調
す
る
立
場
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら

一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
研
究
に
お
い
て
主
流
の
地
位
に
あ
っ
た
。

近
年
で
は
、
ノ
ー
ム
・
ピ
ア
ン
コ
と
ロ
ミ
ー
・
ラ
ン
ゲ
ハ
イ
ネ
が
こ
の

立
場
を
取
る
。
ピ
ア
ン
コ
は
、
コ
ー
ン
が
青
年
期
プ
ラ
ハ
で
培
っ
た
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
文
化
的
覚
醒
を
訴
え
る
反
国
民
国
家
的
文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム

の
影
響
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
後
も
な
お
看
取
さ
れ
る
と
主
張
す
る

）
15
（

。

各
々
の
民
族
集
団
が
自
ら
の
自
律
性
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
共
同

の
政
治
体
を
形
成
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
理
念
こ
そ
が
彼
の
生
涯
を
貫

く
本
質
で
あ
っ
た
と
ピ
ア
ン
コ
は
見
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
ラ
ン
ゲ

ハ
イ
ネ
の
見
解
も
同
様
だ

）
16
（

。

　

他
方
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
を
契
機
と
し
て
コ
ー
ン
の
ネ
イ
シ
ョ
ン

／
国
民
国
家
観
が
変
化
を
遂
げ
た
と
す
る
転
回
説
が
近
年
浮
上
し
つ
つ

あ
る
。
こ
う
し
た
潮
流
を
代
表
す
る
の
は
、
ア
ン
ド
レ
・
リ
ー
ビ
ッ
ヒ

と
ア
デ
ィ
・
ゴ
ー
ド
ン
で
あ
る
。
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
は
、
プ
ラ
ハ
期
か
ら
ア

メ
リ
カ
期
ま
で
の
コ
ー
ン
が
反
国
民
国
家
的
な
文
化
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
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追
求
し
た
一
方
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
失
望
と
当
時
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
へ
の
対
抗
意
識
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
期
の
彼
が
民
族
超

越
的
か
つ
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
な
共
同
性
に
立
脚
し
た
国
民
国
家
を
受
容
し
た

と
論
じ
た

）
17
（

。
か
か
る
見
方
は
、
ゴ
ー
ド
ン
の
研
究
に
よ
っ
て
深
化
を
見

た
）
18
（

。
彼
は
、
前
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
は
個
々
の
民
族
集
団
が
己
の
文
化

的
特
殊
性
を
維
持
・
促
進
す
る
こ
と
を
希
求
し
つ
つ
、
多
民
族
共
生
政

体
と
い
う
形
で
具
現
化
す
る
、
個
々
の
民
族
と
人
類
全
体
と
の
間
の
止

揚
を
追
求
し
て
い
た
と
す
る

）
19
（

。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
住
を
契
機
と

し
て
彼
は
「
西
」
の
国
民
国
家
を
規
範
と
し
て
採
用
し
た
と
ゴ
ー
ド
ン

は
見
る

）
20
（

。
こ
の
時
期
以
降
、
複
数
の
民
族
集
団
が
自
ら
の
自
律
性
を
保

持
し
な
が
ら
他
者
と
の
共
同
の
政
治
的
生
活
を
送
り
得
る
脱
国
民
国
家

的
政
治
体
の
樹
立
と
い
う
彼
の
理
想
は
溶
解
し
、
諸
個
人
の
意
思
に
依

拠
し
た
民
族
超
越
的
か
つ
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
な
集
合
体
こ
そ
が
、
正
統
な
政

体
と
し
て
コ
ー
ン
に
内
面
化
し
た
と
ゴ
ー
ド
ン
は
見
る

）
21
（

。

　

連
続
説
と
転
回
説
の
懸
隔
は
、
国
家
を
構
成
す
る
集
団
の
基
礎
的
枠

組
み
の
問
題
に
収
斂
す
る
。
前
者
が
多
民
族
的
政
体
構
想
の
ア
メ
リ
カ

期
に
お
け
る
継
続
を
強
調
す
る
一
方
で
、
後
者
は
脱
民
族
的
な
市
民
的

集
合
性
を
重
視
す
る
の
だ
。
こ
の
議
論
で
し
ば
し
ば
着
眼
さ
れ
る
の
は
、

コ
ー
ン
が
「
西
」
の
国
民
国
家
の
代
表
と
捉
え
て
い
た
ア
メ
リ
カ
で
あ

る
。
連
続
説
、
転
回
説
の
側
に
立
つ
い
ず
れ
の
研
究
者
も
、
ア
メ
リ
カ

期
コ
ー
ン
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
／
国
民
国
家
観
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
主
に

そ
の
ア
メ
リ
カ
論
を
根
拠
と
し
て
異
な
る
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
だ

が
、
ピ
ア
ン
コ
と
ゴ
ー
ド
ン
が
、
コ
ー
ン
の
ア
メ
リ
カ
論
の
背
後
に
彼

の
置
か
れ
た
外
的
状
況
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
点
に
注
意
が

必
要
だ
。
ピ
ア
ン
コ
は
、
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
多

民
族
性
へ
の
言
及
を
表
面
上
抑
制
し
て
い
た
理
由
を
、
そ
れ
が
当
時
の

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
差
別
問
題
を
批
判
的
に
照
射
す
る
こ
と
に
帰

結
し
、
結
果
と
し
て
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
の
餌
食
と
な
る
危
険
性
や

）
22
（

、
文

化
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
学
術
界
の
否
定
的
反
応
へ
の
危

惧
に
求
め
る

）
23
（

。
他
方
、
ゴ
ー
ド
ン
は
冷
戦
期
に
反
共
知
識
人
と
し
て
活

躍
し
た
コ
ー
ン
が
、
黒
人
問
題
へ
の
及
び
腰
な
態
度
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に

）
24
（

、
東
側
と
対
峙
す
る
ア
メ
リ
カ
の
暗
部
を
指
摘
す
る
こ
と
を
躊

躇
し
た
と
見
る

）
25
（

。
コ
ー
ン
の
ア
メ
リ
カ
論
に
彼
の
置
か
れ
た
環
境
の
影

が
垣
間
見
え
る
以
上
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
論
を
軸
と
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ

期
の
彼
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
／
国
民
国
家
論
を
解
釈
す
る
こ
と
に
は
問
題
が

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
右
記
の
よ
う
に
コ
ー
ン
の
二
分
法
に
お
い
て
、
ア

メ
リ
カ
は
脱
民
族
的
集
合
性
に
立
脚
し
た
―
―
す
な
わ
ち
、
多
民
族
性

を
政
治
的
に
承
認
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
―
―
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
備
え
た
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
国

へ
の
評
価
を
軸
に
彼
の
思
想
的
連
続
性
を
問
う
議
論
は
、
い
き
お
い
転

回
説
に
傾
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
以
外

の
事
例
に
つ
い
て
の
彼
の
解
釈
を
細
見
し
、
分
析
の
偏
り
を
相
対
化
す

る
必
要
が
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
本
稿
で
検
討
す
る
の
は
、
一
九
一

八
年
以
降
失
わ
れ
た
、
彼
が
生
き
た
も
う
一
つ
の
多
民
族
国
家
、
オ
ー
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ス
ト
リ
ア
帝
国
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
で
あ
る
。

2　

コ
ー
ン
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国

　

コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
第
一
に
そ

れ
が
ア
メ
リ
カ
と
同
様
に
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
同
国
に
つ
い
て
の
彼

の
議
論
を
定
点
観
測
す
る
こ
と
は
、
彼
の
多
民
族
国
家
認
識
の
長
期
的

解
明
に
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
第
一
次
世

界
大
戦
の
終
結
と
共
に
消
滅
し
た
政
治
体
で
あ
っ
て
、
遅
く
と
も
ア
メ

リ
カ
期
の
彼
に
と
っ
て
配
慮
を
施
す
必
要
性
が
低
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
既

述
の
連
続
性
あ
る
い
は
転
回
の
存
否
が
よ
り
明
確
に
浮
き
彫
り
と
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
第
二
に
、
結
論
の
一
部
を
先
取
り
す
る
形
で
述

べ
れ
ば
、
コ
ー
ン
が
一
貫
し
て
、
諸
民
族
の
自
治
に
依
拠
し
た
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
連
邦
的
改
編
の
可
能
性
を
指
摘
し
続
け
た
点
が
重
要
だ
。

つ
ま
り
、
各
々
の
民
族
の
集
合
的
権
利
を
制
度
化
す
る
こ
と
を
否
定
し

た
「
西
」
の
国
民
国
家
モ
デ
ル
と
は
別
種
の
多
民
族
政
体
と
し
て
彼
は

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
を
把
握
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
事
実
そ
れ
自
体
は

連
続
説
の
傍
証
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
同
国
存
続
を
な
し
得
た
統
合

手
段
を
巡
る
コ
ー
ン
の
主
張
に
何
ら
か
の
変
化
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
場
合
、
連
続
説
に
修
正
な
い
し
は
精
緻
化
の
契
機
が
提
起

さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
他
方
、
諸
民
族
の
集
合
的
権
利
を
前
提
と
し

た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
に
「
西
」
的
な
要
素
、

す
な
わ
ち
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
な
統
合
手
段
が
看
取
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
転
回
説
に
立
つ
研
究
者
が
強
調
す
る
、
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
に
お
け

る
「
西
」
的
政
体
の
内
面
化
の
強
さ
を
証
明
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ア

メ
リ
カ
と
は
異
な
る
類
型
に
属
す
る
と
彼
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
つ
つ
、

し
か
し
同
じ
多
民
族
性
を
備
え
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
は
、
こ
の
よ
う

に
彼
の
思
想
的
変
遷
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
足
り
得
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
彼
の
思
想
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
の
関

係
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
イ
フ
ァ
ー
ト
・
ワ
イ
ス
は
パ
レ
ス

チ
ナ
時
代
の
コ
ー
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
ア
ラ
ブ
人
共
生
政
体
構
想
の
淵
源

を
、
彼
が
青
年
期
に
目
撃
し
た
チ
ェ
コ
系
と
ド
イ
ツ
系
と
の
間
の
民
族

対
立
へ
の
危
機
感
に
求
め
て
い
る

）
26
（

。
ま
た
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
活
動
期
に
コ
ー

ン
の
属
し
た
団
体
、
ブ
リ
ッ
ト
・
シ
ャ
ロ
ー
ム
の
独
自
性
を
再
検
討
し

た
デ
ィ
ミ
ト
リ
ー
・
ス
ム
ス
キ
ー
は
、
当
時
の
彼
の
政
体
構
想
に
第
一

次
世
界
大
戦
以
前
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
お
け
る
民
族
間
妥
協
の
試

み
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

）
27
（

。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に

お
い
て
コ
ー
ン
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
の
関
係
性
に
最
も
特
化
し
た

も
の
は
、
ル
ッ
ツ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
よ
る
論
考
だ
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

は
、
コ
ー
ン
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
／
国
民
国
家
論
の
本
質
を
、
複
数
の
民
族

集
団
が
共
存
す
る
政
体
の
希
求
に
見
出
し
、
彼
は
、
そ
う
し
た
コ
ー
ン

の
理
想
と
、
本
来
的
に
ス
プ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
帝

国
秩
序
と
の
間
に
高
度
な
親
和
性
を
指
摘
し
た

）
28
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
コ
ー

ン
は
ポ
ス
ト
・
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
期
新
興
国
民
国
家
群
に
批
判
的
で
あ
り

）
29
（

、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
滅
亡
後
は
同
じ
く
ス
プ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
体
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を
体
現
し
た
と
彼
が
信
じ
た
大
英
帝
国
、
ソ
連
、
最
終
的
に
は
ア
メ
リ

カ
に
そ
の
後
裔
を
見
出
し
た
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
結
論
す
る

）
30
（

。

　

右
記
の
研
究
は
青
年
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
経
験
と
パ
レ

ス
チ
ナ
期
コ
ー
ン
の
連
関
に
着
眼
す
る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
期

コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ

て
は
お
ら
ず
、
本
稿
の
課
題
と
照
ら
し
て
問
題
含
み
で
あ
る

）
31
（

。
先
行
研

究
の
か
か
る
状
況
を
鑑
み
、
第
二
節
で
は
前
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
や
、
そ
の
延
長
に
あ
る
多
民
族
共
生
政
体
構
想

を
検
討
す
る
。
第
三
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

帝
国
へ
の
評
価
を
確
認
す
る
。

二　

 

前
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
改
革

案
と
政
体
構
想

1　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
改
革
構
想

　

一
九
三
四
年
以
前
の
コ
ー
ン
は
、
民
族
問
題
解
決
の
た
め
に
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
帝
国
に
は
改
編
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
に
指
摘
し
て

い
る

）
32
（

。
た
だ
し
彼
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
崩
壊
か
ら
ア
メ
リ
カ
期
に

か
け
て
、
同
国
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
論
考
を
残
し
て
は
い
な
い
。

こ
う
し
た
史
料
状
況
に
あ
っ
て
、
彼
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
つ
い
て

の
認
識
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
シ
ア
の
捕
虜
収
容
所
で
生
活
を

送
っ
て
い
た
一
九
一
六
年
十
一
月
に
彼
が
執
筆
し
た
四
頁
か
ら
成
る
手

稿
、
「
情
勢
に
よ
せ
て
」
で
あ
る
。
以
降
に
見
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
開

陳
さ
れ
た
彼
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
改
革
案
の
骨
子
は
、
戦
間
期
の
彼

の
思
想
的
源
流
と
い
う
べ
き
要
素
を
備
え
て
い
る
。

　

一
九
一
六
年
六
月
に
ロ
シ
ア
軍
が
発
起
し
た
ブ
ル
シ
ー
ロ
フ
攻
勢
に

よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
は
大
打
撃
を
被
り
、
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て

ル
ー
マ
ニ
ア
が
連
合
国
側
に
立
っ
て
参
戦
す
る
な
ど
、
同
盟
国
側
に

と
っ
て
深
刻
な
状
況
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
時
局
に
際
し
て
、

コ
ー
ン
は
自
身
に
と
っ
て
の
戦
争
の
意
義
と
将
来
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝

国
の
あ
る
べ
き
姿
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

コ
ー
ン
は
、ド
イ
ツ
に
よ
る
西
欧
諸
国
に
対
す
る
制
勝
で
は
な
く
「
我

ら
が
民
族
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
の
ロ
シ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
対
す
る
完

全
な
る
勝
利

）
33
（

」
に
大
戦
の
意
義
を
求
め
る
。
彼
は
ロ
シ
ア
、
ル
ー
マ
ニ

ア
の
諸
地
域
の
う
ち
、
ユ
ダ
ヤ
人
居
住
率
の
高
い
地
域
を
オ
ー
ス
ト
リ

ア
帝
国
へ
と
併
合
し
、
彼
ら
に
対
し
て
政
治
、
経
済
、
文
化
に
お
け
る

自
由
な
発
展
の
可
能
性
を
も
た
ら
す
こ
と
を
提
案
す
る

）
34
（

。
か
か
る
措
置

を
通
じ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を

彼
は
意
図
し
て
い
た
。

　

〔
…
…
〕
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
堅
牢
な
国
家
組
織
の
中
に
、
彼
ら

は
自
ら
を
政
治
的
に
統
合
す
る
確
固
た
る
地
位
を
得
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
自
由
な
成
長
の
可
能
性
を
得
て
、
二

つ
の
国
〔
ロ
シ
ア
と
ル
ー
マ
ニ
ア
〕
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
人
々

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
、
活
動
的
な
要
素
と
し
て
ア
メ
リ
カ
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と
大
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
集
中
す
る
だ
ろ
う

）
35
（

。

　

こ
こ
で
は
、
将
来
想
定
さ
れ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
当
時
の
ア
メ

リ
カ
が
等
し
く
諸
民
族
発
展
の
場
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
既
に
こ

の
時
期
か
ら
コ
ー
ン
の
認
識
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

本
来
的
な
非
民
族
的
国
家
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。
戦
勝
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
が
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
自
ら
へ
統

合
す
る
た
め
に
彼
ら
に
諸
々
の
発
展
の
手
段
を
与
え
る
以
上
、
そ
れ
は

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
全
体
の
諸
民
族
の
調
和
を
目
指
す
変
革
が
必
要
不

可
欠
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
コ
ー
ン
は
次
の
提
議
を
為
す
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
内
部
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
マ
ジ
ャ
ー
ル
、
ベ
ー

メ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
南
ス
ラ
ブ

か
ら
成
る
複
合
体
に
お
け
る
連
邦
と
し
て
再
編
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
最
良
の
場
合
、
そ
れ
は
〔
個
々
の
領
域
あ
る
い
は

州
の
〕
代
表
を
務
め
る
副
王
で
あ
る
、
皇
帝
家
出
身
者
の
諸
大
公

を
備
え
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
陸
海
軍
、
税
、
郵
便
、
鉄
道
、
立
法
を
包
括
す
る
、
き
わ
め

て
厳
格
な
中
央
集
権
制
を
伴
う
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
が
共
通
の
公

用
語
で
あ
る
一
方
、
各
州
の
内
部
で
は
各
々
の
言
語
が
公
用
語
と

な
る
だ
ろ
う

）
36
（

。

　

特
定
の
民
族
集
団
が
居
住
す
る
州
や
領
域
を
連
邦
構
成
主
体
と
し
な

が
ら
、
そ
れ
ら
を
超
え
た
事
項
に
関
す
る
中
央
政
府
の
権
限
も
前
提
す

る
連
邦
制
へ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
を
変
革
す
る
こ
と
を
、
コ
ー
ン
は

こ
こ
で
提
案
し
て
い
る
。
注
意
す
る
べ
き
は
、
彼
が
将
来
の
連
邦
的
オ
ー

ス
ト
リ
ア
帝
国
の
構
成
単
位
と
し
て
、
主
と
し
て
特
定
の
民
族
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
る
領
域
枠
組
み
の
み
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

　

他
の
全
て
の
民
族
的
少
数
派
［nationalen M

inoritäten

］
と
同

様
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
基
礎
自
治
体
と
学
制
に
お
い
て
、
確
か
な
自

治
を
伴
う
自
ら
の
民
族
的
社
会
組
織
［nationale K

urien

］
を
確
立

し
、
彼
ら
は
〔
連
邦
秩
序
の
〕
結
合
剤
と
な
る
だ
ろ
う

）
37
（

。

　

コ
ー
ン
は
、
特
定
の
領
域
的
連
邦
構
成
主
体
内
部
の
民
族
的
少
数
派

が
自
治
的
社
会
組
織
と
独
自
の
教
育
機
関
を
有
す
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
。
特
定
の
民
族
集
団
を
中
心
と
し
た
領
域
的
連
邦
構
成
主
体
に
よ
る

自
治
と
は
異
な
る
次
元
に
位
置
し
、
各
民
族
的
少
数
派
に
よ
る
文
化
の

維
持
・
発
展
を
可
能
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
属
人
的
民
族
自
治
を
志
向
す

る
彼
の
認
識
が
、
こ
こ
に
垣
間
見
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ユ
ダ
ヤ
人

の
み
な
ら
ず
、
全
て
の
民
族
的
少
数
派
の
権
利
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
情
勢
に
よ
せ
て
」
に
お
い
て
コ
ー
ン
が
提
示
し
た
将
来
の
オ
ー
ス
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ト
リ
ア
帝
国
は
、
領
域
的
連
邦
構
成
主
体
に
よ
る
自
治
と
属
人
的
民
族

自
治
と
い
う
二
元
的
秩
序
を
備
え
、
そ
れ
ら
の
上
位
に
あ
る
中
央
政
府

が
連
邦
全
体
の
事
項
を
所
管
す
る
構
造
を
柱
と
し
た
。
か
か
る
コ
ー
ン

の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
改
編
構
想
は
、
同
国
に
お
け
る
属
人
的
民
族
自

治
の
導
入
を
志
向
す
る
点
に
お
い
て
、
直
接
的
言
及
こ
そ
欠
く
も
の
の
、

カ
ー
ル
・
レ
ン
ナ
ー
や
オ
ッ
ト
ー
・
バ
ウ
ア
ー
に
代
表
さ
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
オ
ー
ス
ト
ロ
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
）
38
（

。
彼
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
改
革
案
は
一
九
一
八
年
の
同
国
崩
壊
に

よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
た
が
、
そ
れ
は
戦
間
期
の
コ
ー
ン
の
思
索
に
継
受

さ
れ
る
。

2　

パ
レ
ス
チ
ナ
期
コ
ー
ン
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
の
位
置

　

ロ
シ
ア
か
ら
の
帰
還
を
果
た
し
た
コ
ー
ン
は
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
と
移
住

し
、
ア
ラ
ブ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
平
和
的
共
存
を
訴
え
る
言
論
活
動
を
展

開
し
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
時
期
の
コ
ー
ン
に
よ
る
論
考
を
手
が
か
り

に
、
こ
の
時
期
の
彼
の
政
体
構
想
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
の
関
係
性

を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

　

ま
ず
、
「
ア
ラ
ブ
問
題
に
よ
せ
て
」
で
は
、
特
定
の
領
域
に
対
す
る

民
族
の
歴
史
的
占
有
権
と
い
う
発
想
、
従
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
パ
レ

ス
チ
ナ
へ
の
排
他
的
領
有
権
が
備
わ
る
と
の
見
方
が
疑
問
視
さ
れ
る

）
39
（

。

パ
レ
ス
チ
ナ
は
統
計
的
に
は
ア
ラ
ブ
人
が
多
数
を
占
め
る
土
地
で
あ
り

）
40
（

、

現
実
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
は
必
然
的
に
ア
ラ
ブ
、
ユ
ダ
ヤ
両
民
族
の
共
生
を

要
請
す
る
。
か
か
る
彼
の
主
張
は
、
多
民
族
が
共
生
を
可
能
と
す
る
政

治
体
の
建
設
を
明
ら
か
に
前
提
す
る
。
そ
れ
は
、
「
非
領
域
的
か
つ
相

互
に
関
連
を
欠
く
二
つ
の
民
族
共
同
体
を
共
通
の
国
家
的
領
域
に
打
ち

立
て
る

）
41
（

」
と
の
表
現
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。

　

で
は
、
コ
ー
ン
が
目
指
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
多
民
族
共
生
政

体
は
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
制
度
を
具
備
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
示
唆
的
で
あ
る
の
が
、
「
パ
レ
ス
チ
ナ
の
政
治
形
態
に
よ
せ
て
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
コ
ー
ン
の
主
た
る
目
標
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け

る
ア
ラ
ブ
、
ユ
ダ
ヤ
両
民
族
の
共
生
政
体
を
制
度
的
に
提
案
す
る
こ
と

で
あ
る
。
議
論
の
出
発
点
は
、
政
体
を
構
成
す
る
基
礎
自
治
体
は
下
か

ら
上
へ
と
発
展
・
機
能
す
る
べ
き
で
あ
り
、
中
央
政
府
に
よ
る
介
入
は

必
要
不
可
欠
な
事
態
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る

）
42
（

。
コ
ー
ン
は
、

現
在
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
基
礎
自
治
体
の
代
表
選
出
過
程
が
民
主

的
手
続
き
を
欠
く
こ
と
を
批
判
し
、
す
べ
て
の
自
治
体
に
お
け
る
普
通

選
挙
の
実
施
を
要
求
す
る

）
43
（

。
彼
は
、
実
際
に
ほ
ぼ
単
一
の
民
族
に
占
め

ら
れ
る
領
域
的
自
治
体
と
、
多
民
族
混
住
地
域
に
お
い
て
各
人
の
文
化

的
帰
属
に
基
づ
い
て
編
成
さ
れ
る
属
人
的
民
族
自
治
体
の
二
つ
が
両
民

族
の
共
生
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る

）
44
（

。
コ
ー
ン
は
、
特
に
属
人

的
民
族
自
治
体
が
ア
ラ
ブ
、
ユ
ダ
ヤ
両
民
族
の
文
化
的
発
展
の
た
め
に

宗
教
、
教
育
を
担
当
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る

）
45
（

。
ま
た
彼
は
、
中
央
政

府
を
イ
ギ
リ
ス
の
パ
レ
ス
チ
ナ
委
任
統
治
当
局
と
、
領
域
的
自
治
体
の

代
表
が
構
成
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
そ
れ
ら
が
領
域
的
自
治
体
内
部
の
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民
族
間
の
対
立
を
中
立
の
立
場
か
ら
調
停
す
る
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ

る
と
提
言
す
る

）
46
（

。
言
語
に
関
し
て
、
コ
ー
ン
は
諸
言
語
の
平
等
を
唱
え
、

ま
た
教
育
を
基
本
的
に
属
人
的
民
族
自
治
体
に
委
任
す
る
こ
と
は
先
述

の
通
り
で
あ
る
が
、
同
時
に
中
央
政
府
に
よ
る
規
定
も
必
要
で
あ
る
と

す
る

）
47
（

。
属
人
的
民
族
自
治
を
制
度
化
す
る
発
想
が
看
取
さ
れ
る
点
に
お

い
て
、
彼
の
か
つ
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
改
革
構
想
が
こ
の
時
期
に
も
継

受
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ス
ム
ス
キ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
論
考
で
は
、
将
来
の
パ
レ

ス
チ
ナ
で
の
多
民
族
共
生
政
体
の
模
範
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国

で
導
入
さ
れ
た
制
度
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
次
世

界
大
戦
以
前
の
ブ
コ
ビ
ナ
に
お
け
る
民
族
的
帰
属
に
基
づ
く
選
挙
登
録

制
度
や
、
一
八
六
七
年
の
対
ハ
ン
ガ
リ
ー
自
治
権
付
与
（
ア
ウ
ス
グ
ラ

イ
ヒ
）
以
降
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
両
議
会
の
代
表
団
会
議

で
あ
る

）
48
（

。
特
に
前
者
は
、
特
定
の
政
治
共
同
体
内
部
の
多
民
族
性
を
制

度
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
情
勢
に
よ
せ
て
」
に
示
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト

リ
ア
に
お
け
る
属
人
的
民
族
自
治
と
通
底
す
る
。

　

コ
ー
ン
が
前
ア
メ
リ
カ
期
に
追
求
し
た
多
民
族
共
生
政
体
構
想
は
、

当
時
の
彼
の
人
類
史
的
認
識
と
接
続
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
ユ

ダ
ヤ
、
中
東
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
が
文
化
的
覚
醒
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
解

釈
し
て
お
り

）
49
（

、
こ
こ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
新
た
な
潮
流
の
台
頭
を
見

た
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
時
期
の
彼
は
民
族
的
共
同
体
と
国
家
的
領
域
の
一
致
を
希
求
す
る

国
民
国
家
原
理
そ
れ
自
体
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
第
一

次
世
界
大
戦
後
の
世
界
に
お
い
て
、
民
族
的
に
均
質
な
国
民
国
家
と
い

う
十
九
世
紀
的
理
念
は
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
喪
失
し
つ
つ
あ
る
と
解

釈
し
て
い
た
の
だ
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
コ
ー
ン
が
見
出
し
た
新
た

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
民
族
は
も
は
や
国
家
の
占
有
主
体
で

は
な
い
。
国
民
国
家
原
理
は
そ
の
妥
当
性
を
失
い

）
50
（

、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
「
個
人
の
倫
理
、
個
人
的
生
活
様
式
の
問
題

）
51
（

」
と
な
る
。
脱
政
治
化

さ
れ
た
か
か
る
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
各
民
族
は
己
が

文
化
的
・
経
済
的
発
展
を
追
求
し
つ
つ
、
一
方
で
は
国
家
的
領
域
を
超

え
た
他
と
の
交
流
を
、
内
部
で
は
他
の
民
族
と
の
共
存
を
図
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
か
か
る
世
界
史
的
動
向
と
、
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝

国
論
は
交
差
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
が
、

一
九
二
八
年
に
彼
が
出
版
し
た
著
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
コ
ー
ン
は
、
オ

ス
マ
ン
帝
国
崩
壊
に
つ
い
て
、
次
に
よ
う
に
述
べ
る
。

　

〔
…
…
〕
強
力
な
国
民
国
家
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
致
命
的

な
傾
向
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ド
イ
ツ
人
と
同
様
に
、
青
年
ト
ル

コ
が
、
〔
…
…
〕
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
要
求
を
満
た
し
た

で
あ
ろ
う
脱
中
央
集
権
化
と
い
う
政
策
を
通
じ
て
帝
国
を
救
う
こ

と
を
不
可
能
と
し
た

）
52
（

〔
…
…
〕
。

　

続
け
て
彼
は
、
国
家
が
民
族
的
区
分
を
超
え
た
全
住
民
の
経
済
お
よ
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び
安
寧
に
責
任
を
負
う
一
方
で
、
言
語
と
文
化
が
各
民
族
的
共
同
体
に

委
任
さ
れ
る
時
代
の
到
来
は
、
当
時
理
解
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
述

べ
る

）
53
（

。
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
戦
間
期
コ
ー
ン
の
政
体
論
を
踏
ま

え
れ
ば
、
こ
こ
で
彼
が
か
つ
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
オ
ス
マ
ン
帝

国
で
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く
も
う
一
つ
の
未
来
は
、
属
人
的
民

族
自
治
と
い
う
制
度
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
項
に
見
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
改
編
構
想
の
継
続
が
、
こ
こ
に
見
出

さ
れ
よ
う

）
54
（

。

　

本
項
で
見
た
よ
う
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
期
コ
ー
ン
の
思
索
に
は
、
属
人

的
民
族
自
治
を
核
と
し
た
政
体
構
想
を
追
求
し
た
点
に
お
い
て
、
第
一

次
世
界
大
戦
期
の
彼
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
鑑
み
れ
ば
、
前
項
に
見
た
「
情
勢
に
よ
せ
て
」
に
描
か
れ
た

コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
改
革
案
は
、
同
国
に
固
有
の
問
題
に
限
定
さ

れ
ぬ
意
義
を
持
ち
、
前
ア
メ
リ
カ
期
の
彼
の
政
体
構
想
の
本
質
を
示
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三　

ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論

1　

共
生
の
場
と
し
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国

　

パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
多
民
族
共
生
政
体
樹
立
の
失
敗
を
悟
っ
た

コ
ー
ン
は
ア
メ
リ
カ
へ
と
移
住
し
、
当
地
で
教
授
職
を
得
た
。
彼
は
迫

り
く
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
脅
威
か
ら
自
由
民
主
主
義
を
防
衛
す
る
こ
と
を

訴
え
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
反
共
の
立
場
か
ら
論
陣
を
張
っ
た
。
名

著
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
念
』
を
一
九
四
四
年
に
著
し
、
そ
の
後
も

多
く
の
研
究
を
発
表
し
続
け
た
彼
は
、
一
九
七
一
年
に
死
去
し
た
。

　

コ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て
初
め
て
著
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝

国
論
は
、
一
九
三
九
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ
た
論
文
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
意
義
と
使
命
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
考
察
」
で
あ
る

）
55
（

。
ナ
チ
ス
・
ド

イ
ツ
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
か
ら
約
三
か
月
が
経
過
し
た
第
二
次
世

界
大
戦
劈
頭
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
第
一
共
和
国
併
合
（
ア
ン
シ
ュ

ル
ス
）
よ
り
一
年
以
上
が
経
過
し
た
時
期
に
発
表
さ
れ
た
同
論
文
に
は
、

コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
へ
の
郷
愁
と
肯
定
的
評
価
が
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
と
こ
し
え
に
存
立
す
［Ö

sterreich 

w
ird ew

ig stehen

］
」
と
い
う
か
つ
て
の
国
歌
の
一
節
を
結
論
部
で
引
用

す
る
点
に
お
い
て
も
象
徴
さ
れ
て
い
よ
う

）
56
（

。

　

本
論
文
で
注
目
す
る
べ
き
は
、
コ
ー
ン
が
複
数
の
文
化
的
潮
流
の
合

流
地
と
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
を
描
出
す
る
点
だ
。
彼
は
同
国
の
地

理
的
外
交
的
条
件
と
の
関
連
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
領
域
国
家
で
あ
る
と
同
時
に
普
遍
的
帝
国
で

あ
り
、
二
つ
の
偉
大
な
普
遍
的
理
念
が
そ
の
助
け
と
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
た
る
こ
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

擁
護
者
た
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
そ
れ
は
東
、
ト
ル
コ
、
大

分
後
に
は
ロ
シ
ア
と
、
同
時
に
西
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
と
敵



社会思想史研究　No. 47　2023

　●　174

対
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
〔
オ
ー
ス
ト
リ
ア
〕
は
、
防
衛
的

対
立
に
陥
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
文
化
的
影
響
に
対

し
て
き
わ
め
て
開
放
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
文
化
的
普
遍
主
義
は

あ
ら
ゆ
る
方
向
へ
と
拡
散
し
て
い
た

）
57
（

。

　

こ
こ
で
、
コ
ー
ン
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
中
世
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
聖
俗
両
界
の
権
威
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
普
遍
的
存
在
と
定

義
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
囲
繞
す
る
各
国
な
い
し
は
諸
地
域
の
様
々
な

文
化
を
受
容
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
コ
ー
ン
は

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
普
遍
性
の
担
い
手
と
、
個
々
の
特
殊
な
文
化
か

ら
成
る
多
様
性
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
看
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同

様
の
認
識
は
、
約
二
〇
年
後
に
彼
が
著
し
た
論
考
に
も
見
出
さ
れ
る
。

一
九
五
九
年
七
月
、
コ
ー
ン
は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
個
性
」
と
題
す
る

書
評
論
文
を
著
し
た
。
本
稿
の
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
重
要
で
あ
る

の
は
、
こ
こ
で
コ
ー
ン
が
提
起
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
つ
い
て
の

見
解
だ
。

　

彼
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
の
政
治
風
土
に
、
不
寛
容
と
進
歩
の
拒

絶
を
特
徴
と
す
る
ス
ペ
イ
ン
的
保
守
主
義
と

）
58
（

 

、
西
欧
的
自
由
主
義
が

接
触
を
遂
げ

）
59
（

、
結
果
と
し
て
「
全
て
の
偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
文
明
の

独
特
の
文
化
的
合
流
地

）
60
（

」
た
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
の
特
長
の
萌
芽
が

生
じ
た
と
す
る
。

　

ウ
ィ
ー
ン
は
ス
ラ
ブ
諸
民
族
、
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
、
地
中
海
東
岸

［Levant

］
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
平
原
か
ら
の
影
響
に
対
し
て
開
放
的
で

あ
っ
た
。
か
く
て
西
と
東
は
ウ
ィ
ー
ン
と
古
き
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝

国
に
お
い
て
合
流
し
た
。
そ
れ
は
敵
対
を
産
む
よ
う
な
出
会
い
で

は
な
い
。
ド
イ
ツ
的
で
も
ス
ラ
ブ
的
で
も
な
く
、
ラ
テ
ン
的
で
も

ビ
ザ
ン
ツ
的
で
も
な
く
、
歴
史
が
我
々
に
も
た
ら
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
地
中
海
の
止
揚
に
最
も
接
近
し
た
こ
の
独
特
な
ウ
ィ
ー
ン
的
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
個
性
の
中
に
、
そ
の
出
会
い
は
相
互
浸
透
と
相

互
作
用
を
創
出
し
た
の
で
あ
る

）
61
（

。

　

地
中
海
世
界
の
結
節
点
た
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
で
は
、
様
々
な
文

化
潮
流
が
交
差
し
つ
つ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
独
占
的
地
位
を
獲
得
す
る

こ
と
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
地
中
海
諸
文
明
の
止
揚
に
帰
結
す

る
の
で
あ
る
。
か
か
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
本
質
と
の
関
係
に
お
い
て
、

同
国
は
連
邦
制
度
と
親
和
性
を
備
え
て
い
た
と
コ
ー
ン
は
評
価
す
る
。

彼
に
と
り
、「
異
な
る
種
族
の
共
生
を
生
活
に
も
た
ら
す
こ
と
は
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
に
特
徴
的

）
62
（

」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
同
国
は
「
自
由
と
寛
容

の
下
で
の
平
等
な
諸
民
族
か
ら
成
る
連
邦
制

）
63
（

」
と
い
う
、
中
東
欧
の
民

族
問
題
へ
の
非
国
民
国
家
的
回
答
を
提
供
し
た
の
だ
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
が
近
代
以
前
の
政
体
的
特
徴

を
色
濃
く
残
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は

国
民
国
家
と
い
う
近
代
的
桎
梏
を
突
破
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
の
連
邦
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政
体
の
雛
型
た
り
得
た
存
在
と
し
て
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
点
だ
。
「
王

朝
的
か
つ
普
遍
主
義
的
時
代
の
遺
産

）
64
（

」
た
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
国
民

国
家
へ
の
転
化
と
い
う
道
を
進
む
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
が
た
め
に
、

逆
説
的
に
ポ
ス
ト
国
民
国
家
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
未
来
を
照
射
す
る
の

で
あ
る
。

　

い
か
な
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
や
支
配
も
伴
わ
ず
に
多
く
の
民
族
体

［nationalities

］
や
諸
文
明
を
結
ぶ
中
欧
的
連
邦
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

連
邦
の
雛
型
と
中
核
に
な
り
得
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
考
慮
す
れ

ば
、
過
去
の
可
能
性
は
未
来
へ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
混
ざ
り
合
う
の

で
あ
る

）
65
（

。

　

連
邦
的
政
体
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
の
接
続
可
能
性
を
前
提
す
る

こ
の
記
述
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
彼
が
夢
想
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア

帝
国
の
連
邦
国
家
へ
の
改
編
と
い
う
理
想
が
ア
メ
リ
カ
移
住
後
に
お
い

て
も
継
続
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
移
住
後
の
コ
ー
ン
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
諸
民
族
、

諸
文
化
の
止
揚
と
共
生
の
空
間
を
見
出
し
た
。
そ
う
し
た
理
解
は
、
諸

民
族
の
発
展
と
共
生
を
志
向
し
た
ア
メ
リ
カ
期
以
前
の
彼
の
人
類
史
的

認
識
と
接
近
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
ポ
ス
ト
国
民
国
家
的
な

政
体
と
し
て
連
邦
制
を
挙
げ
、
か
つ
そ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
の
親

和
性
を
強
調
す
る
。
当
然
、
諸
民
族
か
ら
成
る
連
邦
制
は
、
各
自
の
一

定
の
政
治
的
自
律
性
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
既
に
見
た

彼
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
改
革
構
想
、
そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
パ

レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
多
民
族
共
生
政
体
構
想
を
想
起
さ
せ
る
。

　

と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
移
住
後
の
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論

に
は
、
そ
れ
以
前
の
彼
の
政
体
構
想
と
の
異
同
が
看
取
さ
れ
る
点
に
、

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
コ
ー
ン
が
描
い
た
オ
ー

ス
ト
リ
ア
帝
国
改
編
案
、
そ
し
て
そ
の
延
長
に
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お

け
る
多
民
族
共
生
政
体
案
に
お
い
て
は
、
属
人
的
民
族
自
治
が
求
め
ら

れ
、
同
時
に
各
民
族
（
あ
る
い
は
そ
れ
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
占
め
る
州
）
が

連
邦
を
構
成
す
る
二
元
的
秩
序
が
前
提
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ア
メ
リ

カ
移
住
後
の
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
論
は
、
属
人
的
民
族
自
治
へ
の

言
及
を
欠
く
。
そ
れ
と
替
わ
る
か
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
彼
の
オ
ー
ス

ト
リ
ア
帝
国
論
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
が
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的

理
念
」
で
あ
る
。

2　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念

　

ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
の
鍵
概
念
と
し
て
前

景
化
し
た
の
が
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」で
あ
る
。こ
の
概
念
が
コ
ー

ン
の
議
論
に
現
れ
た
の
は
、
一
九
四
六
年
に
彼
が
発
表
し
た
『
預
言
者

と
諸
国
民
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
研
究
に
お
い
て
各
国
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
性
格
と
、
そ
れ
を
代
表
す
る
人
物
の
思
想
と
の
連
関

を
描
出
す
る
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
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ア
帝
国
を
議
論
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

　

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
王
朝
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
決
し
て

適
応
し
な
か
っ
た
。
そ
の
世
紀
〔
十
九
世
紀
〕
の
終
わ
り
に
、
そ

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
前
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
権
力
［pre-

nationalist pow
er

］
の
唯
一
の
例
を
示
し
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
王

朝
に
は
「
国
民
の
預
言
者
」
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、

フ
ラ
ン
ツ
・
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ
ー
や
フ
ー
ゴ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー

フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
と
い
っ
た
偉
大
な
著
述
家
た
ち
の
幾
人
か
は
、

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
を
練
成
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
あ

る
が

）
66
（

 

。

　

コ
ー
ン
が
挙
げ
る
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中

の
一
九
一
七
年
に
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
［D

ie Ö
sterreichische 

Idee

］
」
と
題
す
る
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
る
も
の
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
る
も
の
の
架
橋
が
為
さ
れ
、
ラ
テ

ン
、
ゲ
ル
マ
ン
、
ス
ラ
ブ
が
融
合
を
遂
げ
る
場
と
し
て
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
独
自
性
を
強
調
す
る

）
67
（

。
こ
れ
は
、
先
に
確
認
し
た
コ
ー
ン
の
オ
ー

ス
ト
リ
ア
帝
国
評
価
と
類
似
し
た
も
の
だ
が
、
と
り
わ
け
ア
ン
シ
ュ
ル

ス
に
前
後
す
る
時
期
に
お
い
て
、
か
か
る
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」

は
、
同
国
の
対
ド
イ
ツ
独
立
を
訴
え
る
ギ
ド
・
ツ
ェ
ル
ナ
ッ
ト
や
ア
ン

ト
ン
・
ヴ
ィ
ル
ト
ガ
ン
ス
ら
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

）
68
（

。

こ
の
意
味
で
、
多
民
族
・
多
文
化
共
生
の
空
間
と
い
う
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
特
殊
性
を
強
調
す
る
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
そ
れ
自
体
は
、
特

殊
コ
ー
ン
的
概
念
で
は
な
い
。
本
稿
の
課
題
と
の
関
係
に
お
い
て
注
目

す
べ
き
は
、
そ
れ
が
多
民
族
的
政
治
体
た
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
を
統

合
し
得
た
と
い
う
後
述
す
る
彼
の
思
惟
そ
れ
自
体
だ
。

　

ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
は
も
っ
ぱ
ら

同
国
の
存
在
理
由
を
文
化
・
文
明
論
的
観
点
か
ら
裏
付
け
る
も
の
で
あ

る
が
、
よ
り
政
治
的
か
つ
現
実
的
な
意
義
を
備
え
た
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア

的
理
念
」
に
つ
い
て
の
示
唆
を
コ
ー
ン
に
提
供
し
た
の
は
、
十
九
世
紀

初
頭
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
の
チ
ェ
コ
系
知
識
人

）
69
（

、

と
り
わ
け
一
八
四
八
年
革
命
に
際
し
て
同
国
を
諸
民
族
平
等
原
則
に
立

脚
し
た
連
邦
国
家
へ
改
編
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
フ
ラ
ン
テ
ィ
シ
ェ

ク
・
パ
ラ
ツ
キ
ー
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
彼
の

「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
は
同
国
を
政
治
的
自
由
と
諸
民
族
に
よ
る

自
治
の
民
族
超
越
的
擁
護
者
と
し
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る

）
70
（

。
こ
う
し

た
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
は
、
ス
イ
ス
や
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
連

邦
制
国
家
の
「
理
念
」
と
類
似
し
た
性
格
を
備
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

コ
ー
ン
は
一
九
六
三
年
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

帝
国
崩
壊
必
然
説
を
唱
え
た
東
欧
史
家
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ガ
ー
へ
の
反

論
を
提
起
し
て
い
る
。こ
こ
で
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
お
け
る
「
政

治
的
統
合
の
ス
プ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
形
態

）
71
（

」
へ
の
移
行
が
あ
り
得
た
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と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

ス
イ
ス
は
〔
…
…
〕
〔
一
八
四
八
年
革
命
の
〕
機
会
を
掴
み
、
ス

イ
ス
的
理
念
の
創
出
に
成
功
し
た
。
そ
れ
は
、
地
理
や
言
語
、
宗

教
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
出
自
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
違
に
よ
っ

て
生
ず
る
、
し
ば
し
ば
深
刻
な
亀
裂
を
橋
渡
し
す
る
も
の
だ
。
フ

ラ
ン
ス
革
命
を
通
じ
て
ス
イ
ス
へ
到
来
し
た
根
本
的
な
平
等
原
理

と
、
ア
メ
リ
カ
の
モ
デ
ル
に
倣
っ
て
ス
イ
ス
が
採
用
し
た
連
邦
主

義
の
自
発
的
な
応
用
に
よ
っ
て
、
ス
イ
ス
は
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た

の
だ

）
72
（

。

　

ス
イ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
は
、
民
族
間
の
異
同
を
超
越
す
る
理
念
や
、

そ
れ
に
立
脚
し
た
連
邦
制
が
多
民
族
の
統
合
と
い
う
難
問
の
解
決
に
貢

献
し
た
。
コ
ー
ン
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
歴
史

的
道
筋
が
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
っ
た
と
は
見
な
さ
な
い
。
そ
の
上
で

彼
は
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
の
失
敗
を
同
国
に
お
け
る
一
八
四

八
年
革
命
の
最
終
的
敗
北
に
帰
す
る
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
〔
…
…
〕
平
等
と
連
邦
主
義
に
立
脚
し
、

新
た
な
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
を
確
立
し
た

で
あ
ろ
う
ク
レ
ム
ジ
ー
ル
憲
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
偉
大
な

機
会
は
消
散
し
、
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
な
っ
た
。
こ
の
点
で
、

ク
レ
ム
ジ
ー
ル
憲
法
の
運
命
は
、
一
八
四
八
年
の
ス
イ
ス
憲
法
と

大
き
く
異
な
っ
た

）
73
（

。

　

右
記
二
つ
の
引
用
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
と
諸
民
族

平
等
原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
連
邦
制
を
実
現
し
得
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア

的
理
念
の
錬
成
が
一
八
四
八
年
革
命
の
失
敗
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ

た
こ
と
が
、
同
国
崩
壊
の
有
力
な
要
因
で
あ
っ
た
と
コ
ー
ン
は
見
る
。

彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
の
破
綻
に
つ
い
て
、
「
パ
ラ
ツ
キ
ー
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
、
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
家
の
理
念
』
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人

自
身
に
理
解
さ
せ
る
努
力
は
全
く
為
さ
れ
な
か
っ
た

）
74
（

」
と
述
べ
る
。
つ

ま
り
、
彼
が
提
起
し
た
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
が
浸
透
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
は
存
続
し
得
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る

）
75
（

。
別
言
す
れ
ば
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
議
論
に
お
い

て
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
は
同
国
の
統
合
の
た
め
の
必
須
の
手

段
で
あ
る
。
彼
は
国
民
国
家
原
理
が
前
景
化
し
た
十
九
世
紀
の
歴
史
過

程
に
お
い
て
、
時
と
共
に
困
難
と
な
る
国
家
統
合
を
か
ろ
う
じ
て
維
持

し
得
た
の
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
へ
の
敬
慕
と
い
う
「
唯
一
の
求
心

力
）
76
（

」が
存
続
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
の
見
方
を
示
す
。
そ
し
て
、「
オ
ー

ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
前
に
次
第
に
後
退
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
王
朝
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
の
機
能
的
等
価
物
と
し
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
を
統
合
す
る
「
新
し
い
忠
誠
心

）
77
（

」
と
し
て
機
能
す

る
べ
き
で
あ
っ
た
と
コ
ー
ン
は
歎
ず
る
の
で
あ
る
。
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ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
に
は
、
多
様
な
民
族

集
団
か
ら
成
る
国
家
を
維
持
す
る
統
合
の
手
段
と
し
て
「
オ
ー
ス
ト
リ

ア
的
理
念
」
を
捉
え
る
視
座
が
か
く
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ

カ
期
コ
ー
ン
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
評
価
と
通
底

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
多
民
族
国
家
で
あ

り
な
が
ら
、
同
国
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
本
質
的
に
非
民
族
枠
組
み
に
基
づ

く
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
な
集
合
体
で
あ
り

）
78
（

、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
起
源
を
持
ち
、

十
八
世
紀
的
啓
蒙
に
よ
っ
て
練
成
さ
れ
た
自
由
の
理
念
に
立
脚
し
て
い

る
）
79
（

。
端
的
に
言
え
ば
、
コ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
に
見
出
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
は
、
一
方
で
は
特
定
の
民
族
に
よ
る
国
家
専
有
を
政
体
的
枠
組
み

の
基
盤
と
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
他
方
で
自
由
の
理
念
に
基
礎
づ
け
ら

れ
た
「
西
」
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
民
族
超
越
的
な
紐

帯
に
依
拠
し
た
が
ゆ
え
に
、
複
数
の
民
族
を
同
一
の
国
家
に
帰
属
さ
せ

る
理
念
と
し
て
機
能
す
る
。
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝

国
に
そ
の
可
能
性
を
見
出
し
た
統
合
手
段
と
し
て
の
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア

的
理
念
」
と
、
同
時
期
の
彼
が
肯
定
的
に
評
価
し
た
「
西
」
の
―
―
特

に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
―
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
自
由
と
の
親
和
性

や
民
族
超
越
性
と
い
っ
た
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
と
、
多
民
族
国

家
維
持
と
い
う
機
能
の
両
面
に
お
い
て
、
類
似
性
を
示
す
の
で
あ
る
。

結　

論

　

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
、
本
稿
の
結
論
を
提
示
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ

ア
帝
国
論
に
見
ら
れ
る
コ
ー
ン
の
認
識
に
は
、
一
貫
し
た
枠
組
み
が
存

在
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
を
本
来
的
に
多
民
族
共

存
の
場
で
あ
っ
た
と
把
握
し
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
方
策
と
し
て
連
邦

制
度
を
挙
げ
て
い
た
点
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
改
編
構
想
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
多
民
族
共
生

政
体
創
立
の
試
み
、
そ
れ
ら
の
後
景
を
成
す
ア
メ
リ
カ
期
以
前
の
彼
の

人
類
史
的
認
識
に
お
い
て
、
彼
は
個
々
の
民
族
が
独
自
の
国
民
国
家
を

具
備
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
国
民
国
家
原
理
を
否
定
し
た
。
そ
う
し
た

理
解
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
を
諸
民
族
と
文
化
的
潮
流
が
交
差
す
る

空
間
と
し
て
描
出
し
た
ア
メ
リ
カ
期
の
議
論
に
も
継
続
す
る
。
そ
し
て
、

ア
メ
リ
カ
移
住
後
に
お
い
て
も
、
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
の
連
邦
制

と
の
歴
史
的
適
合
性
を
主
張
し
続
け
た
。
連
邦
制
を
通
じ
て
個
々
の
民

族
集
団
が
政
治
的
自
律
性
を
備
え
、
そ
の
上
で
諸
民
族
集
団
が
同
一
の

政
治
体
を
形
作
る
こ
と
を
、
コ
ー
ン
は
自
身
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論

に
お
い
て
肯
定
し
続
け
た
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
が
単
一
の
政
治

体
に
お
い
て
複
数
の
民
族
集
団
が
個
々
の
集
合
的
権
利
を
維
持
す
る
こ

と
を
否
定
す
る
に
至
り
、
民
族
超
越
的
か
つ
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
な
集
合
性
の

み
を
礼
賛
し
た
と
の
ゴ
ー
ド
ン
・
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
的
転
回
説
に
、
こ
の
事
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実
は
相
対
化
を
も
た
ら
す
。
別
言
す
れ
ば
、
多
民
族
が
各
々
の
自
律
性

を
維
持
し
な
が
ら
、
同
時
に
共
通
の
政
治
体
を
形
成
す
る
こ
と
こ
そ
が

コ
ー
ン
の
生
涯
に
渡
る
理
想
で
あ
っ
た
と
見
る
ピ
ア
ン
コ
・
ラ
ン
ゲ
ハ

イ
ネ
的
連
続
説
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
と
の
関

係
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
に
お
い
て
多
民
族
が
共
存
し
、
連

邦
制
を
通
じ
て
各
々
が
政
治
的
自
律
性
を
発
揮
す
る
制
度
を
確
立
し
得

た
と
コ
ー
ン
が
信
じ
続
け
た
事
実
そ
れ
自
体
は
、
そ
う
し
た
可
能
性
を

具
体
化
す
る
上
で
の
強
調
点
の
一
貫
性
を
意
味
し
な
い
。
第
一
次
世
界

大
戦
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
改
革
構
想
、
そ
し
て
そ
れ
を
継

受
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
で
の
多
民
族
共
生
政
体
案
の
特
徴
は
、
特
定
の
民

族
が
多
数
を
占
め
る
領
域
的
連
邦
構
成
主
体
か
ら
成
る
連
邦
制
度
と
並

立
す
る
、
各
民
族
の
文
化
的
保
全
を
制
度
化
す
る
属
人
的
民
族
自
治
に

あ
っ
た
。
両
者
の
う
ち
、
前
者
が
ア
メ
リ
カ
期
の
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
帝
国
論
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
一
方
、
後
者
は
後
景
に
退
く
。
他
方
、

前
ア
メ
リ
カ
期
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
が
、
前
景
化
し
た
。
そ
れ
は
、

自
由
や
連
邦
制
と
の
親
和
性
を
帯
び
た
民
族
超
越
的
理
念
（
「
オ
ー
ス

ト
リ
ア
的
理
念
」
）
に
よ
っ
て
多
民
族
の
国
家
的
統
合
を
実
現
・
維
持

せ
ん
と
す
る
視
座
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
が
理
想
視
す
る
ア
メ

リ
カ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
と
の
類
似
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
変
化
は
、
領
域
的
連
邦
構
成
主
体
内
部
に
お
け
る
諸
民
族
の
文
化

的
自
律
性
を
制
度
的
に
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
の
か
つ
て
の
彼
の
理
想

の
相
対
化
で
あ
る
と
同
時
に

）
80
（

、
民
族
中
立
的
理
念
に
基
づ
く
集
合
性
を

実
現
し
た
と
コ
ー
ン
が
理
想
視
す
る
、
ア
メ
リ
カ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
参

照
軸
と
す
る
枠
組
み
の
内
面
化
を
示
唆
す
る
。
別
言
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は

転
回
説
を
裏
付
け
る
コ
ー
ン
の
思
想
変
容
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
81
（

。

　

コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
を
か
く
検
証
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は

コ
ー
ン
の
思
想
的
連
続
性
と
転
回
の
双
方
の
契
機
が
浮
上
す
る
。
各
民

族
集
団
が
連
邦
制
に
よ
っ
て
自
律
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ

ら
が
同
一
の
政
治
体
を
形
成
す
る
と
い
う
目
標
そ
れ
自
体
が
ア
メ
リ
カ

期
に
お
い
て
も
継
続
し
つ
つ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
上
で
の
彼
の
力
点
は
、

属
人
的
民
族
自
治
の
制
度
化
か
ら
、
民
族
超
越
的
な
理
念
に
よ
る
統
合

へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
を
対
象

と
し
た
場
合
、
連
続
説
と
転
回
説
は
必
ず
し
も
背
反
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
だ
。

　

本
稿
は
ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
の
知
的
軌
跡
を
そ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国

へ
の
評
価
と
い
う
一
分
析
視
角
か
ら
俯
瞰
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
結
論

の
み
を
以
て
彼
の
連
続
性
と
転
回
の
双
方
を
そ
の
思
想
的
全
景
に
お
い

て
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
オ
ー

ス
ト
リ
ア
帝
国
論
に
関
す
る
限
り
、
彼
の
思
惟
は
連
続
性
と
転
回
の
双

方
の
契
機
を
示
し
、
同
国
は
彼
の
理
想
的
政
体
た
る
可
能
性
を
備
え
た

も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
つ
づ
け
た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
思
想
に
お
い

て
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
と
こ
し
え
に
存
立
」
し
た
の
で
あ
る
。

　

 
（
こ
じ
ま
・
の
ぞ
む
／
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
国
民
国
家
論
）
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注（
1
） 

本
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pp. 350.
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（
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30
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な
お
、
ゴ
ー
ド
ン
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
験
に
由

来
す
る
コ
ー
ン
の
マ
ル
チ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
構
想
が
冷
戦
期
に
も
国
民
国
家
間

連
合
と
い
う
形
式
に
お
い
て
継
続
し
た
と
も
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本

稿
が
明
ら
か
に
す
る
、
一
国
内
の
複
数
民
族
統
合
手
段
に
つ
い
て
の
コ
ー
ン

の
変
化
に
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は
触
れ
て
い
な
い
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ultinationalism
: H
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absburg Legacies
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otstiber 
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m
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最
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閲
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〇
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年
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七
日
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（
31
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ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
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し
た
ラ
ン
ゲ
ハ
イ

ネ
も
、
コ
ー
ン
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オ
ー
ス
ト
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ア
解
釈
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変
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を
見
逃
し
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い
る
。
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て
筆
者
に
よ
る
。
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38
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オ
ー
ス
ト
ロ
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
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い
て
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、
さ
し
あ
た
り
太
田
仁
樹
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ッ
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ウ
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問
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岡
山

大
学
経
済
学
会
雑
誌
』
第
三
五
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
―
三
七
頁

を
参
照
。

（
39
） H

ans K
ohn,  “Zur Araberfrage ”, in: K

ohn, a. a. O
, 1922 (b), S. 61-

63.

（
40
） Ebenda, S. 64-65.p
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か
わ
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ー
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民
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オ
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ス
ト
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ア
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存
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。
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。
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（
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（
80
） 

あ
く
ま
で
「
相
対
化
」
で
あ
り
、
完
全
な
「
忘
却
」
で
は
な
い
。
例
え
ば

ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
が
そ
の
実
現
の
失
敗
を
悔
い
た
ク
レ
ム
ジ
ー
ル
憲
法
に

は
州
［Land

］
の
下
位
自
治
体
た
る
郡
［K

reis

］
を
民
族
別
に
設
定
し
、

か
つ
上
院
［Länderkam

m
er

］
を
州
代
表
と
郡
代
表
か
ら
構
成
す
る
規
定

が
あ
り
、
州
内
部
の
民
族
的
少
数
派
へ
の
制
度
的
配
慮
が
存
在
し
た
。
奥
正

嗣
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ク
レ
ム
ジ
ー
ル
憲
法
草
案
再
考
―
―
ク
レ
ム
ジ
ー
ル

憲
法
草
案
と
一
九
二
〇
年
連
邦
憲
法
と
の
思
い
が
け
な
い
類
似
性
を
め
ぐ
っ

て
」
『
国
際
研
究
論
叢
』
第
二
三
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇
年
、
七
〇
頁
。
こ

の
点
を
鑑
み
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
ク
レ
ム
ジ
ー
ル
憲
法
へ
の
高
い

評
価
に
、
領
域
的
連
邦
構
成
主
体
内
部
の
多
民
族
性
の
制
度
化
を
追
求
し
た

か
つ
て
の
彼
の
主
張
の
継
続
が
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
前
ア
メ

リ
カ
期
コ
ー
ン
に
お
い
て
は
基
礎
自
治
体
内
の
多
民
族
性
の
制
度
化
が
指
向

さ
れ
た
一
方
、
同
憲
法
は
特
定
民
族
と
郡
と
の
優
先
的
関
係
を
認
め
る
も
の

で
あ
る
点
、
ア
メ
リ
カ
期
コ
ー
ン
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
論
で
属
人
的
民
族

自
治
に
よ
る
民
族
的
少
数
派
の
保
護
が
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
て
は
い
な
い
と

い
う
事
実
は
示
唆
的
だ
。

（
81
） 

か
か
る
時
系
列
的
差
異
は
、
彼
の
思
想
的
連
続
性
や
転
回
で
は
な
く
、
将

来
の
展
望
（
青
年
期
か
ら
シ
オ
ニ
ズ
ム
活
動
期
）
と
回
想
的
評
価
（
主
と
し

て
ア
メ
リ
カ
期
）
と
い
う
議
論
の
カ
テ
ゴ
リ
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
だ
と

の
疑
義
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
第
一
に
、
脚
注
（
54
）
で
触
れ
た

よ
う
に
、
戦
間
期
コ
ー
ン
の
―
―
す
な
わ
ち
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
崩
壊
後
の

―
―
回
想
的
議
論
に
は
民
族
超
越
的
理
念
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
存
続
可
能

性
と
結
び
つ
け
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
一
方
、
ア
メ
リ
カ
期
の
彼
は
そ
う
し

た
論
理
を
展
開
し
た
点
が
重
要
だ
。
こ
れ
は
、
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る

記
述
に
お
い
て
も
彼
の
認
識
上
の
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
期
の
コ
ー
ン
が
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
の
浸
透

と
そ
れ
に
立
脚
し
た
連
邦
制
の
導
入
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア

帝
国
が
存
続
し
得
た
可
能
性
に
言
及
す
る
事
実
そ
れ
自
体
に
も
注
意
す
べ
き

だ
。コ
ー
ン
が
同
国
に
対
し
て
、
い
わ
ば
仮
定
法
過
去
完
了
で
の
評
論
を
行
っ

て
い
る
以
上
、
こ
の
時
期
の
彼
が
領
域
的
連
邦
構
成
主
体
内
部
の
諸
民
族
に

よ
る
属
人
的
民
族
自
治
の
制
度
化
を
も
同
国
存
続
の
手
段
と
し
て
挙
げ
る
こ

と
は
理
論
上
可
能
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
の

彼
が
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
理
念
」
の
普
及
と
そ
れ
に
基
づ
く
連
邦
制
の
制
度

化
の
可
能
性
の
み
を
強
調
す
る
事
実
は
、
や
は
り
彼
の
思
想
変
容
の
表
出
と

解
釈
す
べ
き
だ
。

［
謝
辞
］
本
稿
は
、
お
茶
の
水
政
治
研
究
会
（
日
本
政
治
学
会
分
野
別
研
究
会
「
政

策
・
制
度
研
究
会
」
）
定
例
研
究
会
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
七
日
於
明
治
大
学
）

に
お
い
て
筆
者
が
行
っ
た
報
告
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
当
日
の
列
席
者
の
方
々
、

と
り
わ
け
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
幾
つ
も
の
非
常
に
重
要
な
指
摘
を
下

さ
っ
た
藤
田
怜
史
氏
に
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ハ
ン
ス
・
コ
ー
ン
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
多
民
族
連
邦
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は
じ
め
に

　

失
業
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
社
会
構
造
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、

社
会
構
造
が
変
わ
る
と
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
は
、
人
々
が
社
会
の
現
実
を
理
解
す
る
た
め
に
日
常
的
に
用
い

て
い
る
概
念
で
あ
り
、
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
人
々
の
失
業
の
理
解
の

仕
方
に
か
か
わ
る
（Alenda-D

em
outiez and M

ügge 2020

）
。
本
稿
は
、

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
改
良
思
想
と
労
働
運
動
に
お
け
る
失
業
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
焦
点
を
当
て
、
社
会
構
造
の
変
容
が
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う

に
変
化
さ
せ
た
か
を
考
察
す
る
。

　

失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
歴
史
的
・
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
（G

autié 

2002

）
。
失
業
の
歴
史
研
究
で
用
い
ら
れ
る
「
誕
生
」
や
「
発
明
」
と

い
う
系
譜
学
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
は
「
失
業
」
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、
制
度
や
言
説
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
C
・
ト
パ
ロ
フ
の
『
失
業
者
の
誕
生
』
に
よ
れ
ば
「
『
失

業
』
と
『
失
業
者
』
と
い
う
近
代
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
十
九
世
紀
末

以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
（Topalov 1994: 26

）
。
十
九
世
紀
末
以

前
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「
失
業
（chôm

age

）
」
は
、
有
給
の
仕
事
を
探

し
て
い
る
が
見
つ
か
ら
な
い
労
働
者
の
状
況
、
あ
る
い
は
そ
の
状
況
を

引
き
起
こ
し
た
経
済
現
象
を
表
す
も
の
と
し
て
、
一
義
的
か
つ
排
他
的

に
使
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
語
彙
は
、
日
曜
日
の
休
息
、
ス
ト

〈
公
募
論
文
〉

社
会
構
造
の
変
化
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

【
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
改
良
思
想
と
労
働
運
動
に
お
け
る
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
】

西
田
尚
輝
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ラ
イ
キ
、
病
気
や
老
齢
に
よ
る
休
み
、
顧
客
の
不
在
、
作
業
場
で
の
仕

事
が
な
い
な
ど
、
労
働
者
が
仕
事
も
給
料
も
得
ら
れ
な
い
す
べ
て
の
状

況
を
指
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（Topalov 1994 : 23

）
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社
会
改
良
家
た
ち
に
よ
る
困
難
な
分
類
作
業
に

よ
っ
て
、
十
九
世
紀
末
に
「
非
自
発
的
失
業
（chôm

age involontaire 

par m
anque de travail

）
」

と
「

非

自

発

的

失

業

者
（chôm

eur 

involontaire

）
」
と
い
う
概
念
が
体
系
化
さ
れ
た
（Salais, Baverez et 

Reynaud 1986: 30-53; Topalov 1994: 25

）
。
社
会
改
良
家
や
行
政
官
が

生
み
出
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
社
会
の
他
の
部
分
に
も
広
ま
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
公
的
職
業
安
定
所
や
失
業
給
付
制
度
と
い
っ
た
具
体
的
な
形
を

と
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
使
用
者
や
労
働
者
の
日
常
生
活
の
一
部
と
な
っ

て
、
労
働
と
非
労
働
の
表
現
を
再
編
成
し
た
か
ら
で
あ
る
。
公
的
職
業

安
定
所
は
、
求
人
と
求
職
を
一
元
化
し
、
労
働
市
場
を
組
織
化
し
て
、

雇
用
の
安
定
と
空
間
的
流
動
性
の
双
方
を
促
進
し
た
（Topalov 1994: 

58; W
alters 2000: 52

）
。
フ
ル
タ
イ
ム
の
賃
金
労
働
者
に
対
応
し
て
非

自
発
的
失
業
者
が
同
定
さ
れ
た
（C

astel 1995=2012: 364-369; 
宇
城 
二

〇
〇
一
）
。
保
険
制
度
は
、
失
業
を
「
リ
ス
ク
」
と
し
て
統
治
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
た
（D

aniel et Tuchszirer 1999: 77-93; W
alters 2000: 

53

）
。
こ
れ
ら
は
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
、
社
会
改
良
家
た
ち
が
継
続

的
に
取
り
組
ん
だ
主
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
。
全
国
で
初
め
て
失

業
と
い
う
統
計
区
分
が
出
現
し
た
の
は
、
一
八
九
六
年
の
国
勢
調
査

だ
っ
た
（Reynaud 1984; Salais et al. 1986: 31-38

）
。

　

も
ち
ろ
ん
、
十
九
世
紀
末
以
前
に
は
「
失
業
者
」
が
存
在
し
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
七
月
革
命
の
労
働
運
動
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、

印
刷
工
の
大
量
解
雇
だ
っ
た
（
喜
安 

一
九
八
七
）
。
し
か
し
、
ト
パ
ロ
フ

が
言
う
よ
う
に
、
仕
事
の
欠
如
と
い
う
古
い
現
実
の
新
し
い
表
現
が
十

九
世
紀
末
に
発
明
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
失
業
の
起
源
に
関
す
る
K
・
ポ

ラ
ン
ニ
ー
の
テ
ー
ゼ
に
は
留
保
が
つ
く
。
一
九
四
四
年
に
W
・
ベ
バ
リ
ッ

ジ
が
『
自
由
社
会
に
お
け
る
完
全
雇
用
』
を
世
に
問
う
た
と
き
、
ポ
ラ

ン
ニ
ー
は
市
場
経
済
に
対
す
る
社
会
の
自
己
防
衛
措
置
（
工
場
法
や
社

会
立
法
さ
ら
に
工
場
労
働
者
階
級
の
政
治
運
動
な
ど
）
の
自
然
発
生
的
性
格

を
論
じ
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
自
由
労
働
市
場
を
発
足
さ
せ
た
「
荒
療

治
」
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
（Polanyi 2001=2009: 143-144, 255, 263-

265, 267, 300-301

）
。
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法
は
、
貧
困
に
あ
え
ぐ

労
働
者
が
教
区
に
よ
っ
て
一
緒
く
た
に
救
済
さ
れ
る
権
利
を
廃
止
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
貧
困
者
（the poor

）
」
と
い
う
古
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

廃
止
し
、
一
方
で
は
「
貧
民
（paupers

）
」
、
他
方
で
は
「
失
業
者
（the 

unem
ployed

）
」
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
創
出
し
た
、
と
彼
は
主

張
す
る
（Polanyi 2001=2009: 154-155, 173-174. 405

）
。

　

実
際
、
一
八
三
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
改
革
者
た
ち
は
「
貧

困
者
」
と
い
う
紛
ら
わ
し
い
概
念
を
な
く
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
し

か

し
、

彼

ら

が

定

義

し

た

の

は
「

健

常

な

貧

民
（able-bodied 

pauper

）
」
で
あ
り
「the unem

ployed

」
で
は
な
か
っ
た
（Topalov 

1994 : 26

）
。
「
失
業
者
」
と
い
う
言
葉
を
回
顧
的
に
使
う
こ
と
は
、
ア
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ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
陥
り
、
過
去
の
現
実
を
見
る
こ
と
や
、
当
時
の
ア
ク

タ
ー
が
仕
事
の
欠
如
に
与
え
た
意
味
を
問
う
こ
と
を
妨
げ
る
危
険
性
が

あ
る
。

　

一
方
、
賃
金
労
働
の
確
立
と
「
失
業
」
の
誕
生
に
関
す
る
ト
パ
ロ
フ

の
テ
ー
ゼ
は
、
十
九
世
紀
末
以
降
の
非
自
発
的
失
業
に
対
し
て
の
み

「chôm
age

」
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
十
九
世
紀

前
半
の
「
仕
事
の
欠
如
（m

anque d ’ouvrage

）
」
と
十
九
世
紀
末
の

「chôm
age

」
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「chôm

age

」

の
使
用
が
「
非
自
発
的
失
業
」
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
前
に
、
そ
れ
が

何
を
意
味
し
た
の
か
、
ま
た
「chôm

age
」
以
外
の
語
彙
で
表
現
さ
れ

る
「
仕
事
の
欠
如
」
の
形
態
は
何
だ
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
は
正
当
だ

ろ
う
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
今
日
、
失
業
と
は
呼
ば
な
い
よ
う

な
非
就
業
状
態
を
「chôm

age

」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
考
え
、
一
方
で
、

現
在
で
は
一
つ
の
概
念
で
呼
ば
れ
て
い
る
現
象
を
、
様
々
な
言
葉
で
表

現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
む
し
ろ
、
当
時
の
人
々
に

よ
る
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構
築
と
変
更
の
背
景
に
ど
の
よ
う
な
社
会
構

造
の
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
が
仕
事
の
欠
如
の
形
式
を
ど
の
よ
う
に
変
え

た
の
か
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
「
長
い
十
九
世
紀
」
（
E
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
）
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
構
造
と
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
変
遷
の
関
係
を
分

析
す
る
。
雇
用
形
態
や
社
会
改
良
の
戦
略
の
変
化
を
背
景
に
、
社
会
改

良
家
や
労
働
組
合
活
動
家
は
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
築
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
分
析
で
は
、
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
が
「
怠
惰
」
か
ら

「
工
場
の
操
業
休
止
」
「
社
会
的
リ
ス
ク
」
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た

過
程
に
着
目
す
る
。
革
命
期
か
ら
一
八
三
〇
年
代
の
政
治
経
済
学

（économ
ie politique

）
に
お
い
て
は
、
仕
事
を
欠
く
者
は
、
悪
徳
に
よ
っ

て
労
働
を
拒
否
す
る
「
偽
り
の
貧
民
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら

れ
て
い
た
。
一
方
、
政
治
経
済
学
に
対
抗
し
た
社
会
経
済
学
（économ

ie 

sociale

）
は
、
過
剰
生
産
説
や
困
窮
者
の
参
与
観
察
の
知
見
に
基
づ
い

て
古
典
的
均
衡
理
論
を
批
判
し
、
様
々
な
語
彙
で
表
現
さ
れ
る
仕
事
の

欠
如
を
、
産
業
化
に
よ
る
構
造
的
問
題
と
し
て
提
示
し
た
。
十
九
世
紀

半
ば
に
社
会
経
済
学
を
継
承
し
た
ル
・
プ
レ
学
派
（école de Le Play

）
は
、

複
数
形
の
「chôm

ages

」
を
周
期
的
な
工
場
の
操
業
停
止
と
理
解
し
た

が
、
こ
の
理
論
を
批
判
し
た
連
帯
主
義
（solidarism

e

）
は
、
単
数
形
の

「chôm
age

」
を
偶
発
的
な
社
会
的
リ
ス
ク
と
再
定
義
し
た
。
こ
う
し

た
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
変
遷
は
、
一
八
七
三
年
以
降
の
経
済
構
造
の
変

化
、
特
に
重
工
業
の
発
展
や
国
際
市
場
競
争
の
激
化
と
関
係
が
あ
っ
た
。

同
時
に
、
社
会
改
良
家
た
ち
の
学
派
対
立
が
、
仕
事
の
欠
如
と
い
う
現

象
の
捉
え
方
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
節
で
歴
史
学
と
思
想
史
の
先
行
研
究
を
検
討
す
る
。
続
く

第
二
節
で
は
、
社
会
構
造
と
の
関
連
で
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
変
化
を
分

析
す
る
。
分
析
対
象
と
な
る
資
料
は
、
政
治
家
、
行
政
官
、
学
者
、
組

合
活
動
家
な
ど
の
著
作
、
大
会
記
録
、
議
事
録
、
報
告
書
、
辞
書
等
と

関
連
二
次
文
献
で
あ
る
。
結
論
で
は
、
こ
の
分
析
結
果
を
ま
と
め
、
失
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業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
歴
史
分
析
が
持
つ
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
す

る
。

一　

 
社
会
史
的
な
労
働
運
動
史
と
フ
ー
コ
ー
的
な
統
治
性 

研
究
―
―
社
会
構
造
と
思
想
的
多
様
性
と
い
う
課
題

　

一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
E
・
P
・
ト
ム
ス
ン
の
モ
ラ
ル
・
エ
コ

ノ
ミ
ー
論
の
影
響
を
受
け
た
社
会
史
的
な
労
働
運
動
史
研
究
に
お
い
て
、

資
本
家
主
導
の
近
代
化
や
産
業
化
に
対
抗
す
る
労
働
者
層
の
生
活
世
界

の
「
自
律
性
」
が
強
調
さ
れ
て
き
た
（
中
野 

二
〇
〇
一
）
。
喜
安
朗
（
一

九
七
八
）
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
前
半
の
職
人
的
労
働
者
は
、
自
分
た

ち
の
集
団
的
自
律
的
な
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
。
月
曜
日

も
仕
事
を
休
む
「
聖
月
曜
日
」
の
習
慣
が
存
在
し
た
。
高
賃
金
の
機
械

工
の
場
合
は
、
週
三
日
の
休
み
を
取
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
と

い
う
。
使
用
者
は
職
場
の
規
律
を
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

十
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
熟
練
は
解
体
し
、
労
働
者
の
自
律
的
な
生

活
圏
は
弱
体
化
し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
は
、
根
こ
ぎ
に
さ
れ
た
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
に
諸
権
利
と
法
的
保
護
（
工
場
法
・
社
会
法
）
を
与
え
る
こ

と
で
彼
ら
の
市
民
化
を
図
っ
た
。

　

「
失
業
者
」
「
失
業
」
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構
築
は
、
確
か

に
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
容
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
変
容
は
経
済
構
造
の
転
換
や
社
会
改
良
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
不
可
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
熟
練
労
働
者
の
社
会
的
結
合
や
心

性
に
焦
点
を
当
て
た
実
証
研
究
は
、
マ
ク
ロ
構
造
の
変
化
や
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
の
関
係
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

　

一
方
、
福
祉
思
想
史
に
お
い
て
は
、
フ
ー
コ
ー
的
な
研
究
が
影
響
を

及
ぼ
し
て
き
た
。
J
・
ド
ン
ズ
ロ
に
よ
れ
ば
、
一
八
三
〇
年
代
以
降
、

大
衆
的
貧
困
に
よ
る
社
会
不
安
の
増
大
に
直
面
し
た
支
配
層
は
、
都
市

貧
困
層
や
労
働
者
層
の
規
律
化
と
道
徳
化
に
よ
っ
て
貧
困
問
題
を
解
決

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
最
も
顕
著
な
例
は
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
の
『
貧
困
調

査
員
』
（
一
八
二
〇
年
）
で
あ
る
。
（D

onzelot 1977=1991: 71-75; 

田
中 

二
〇
〇
六
：
八
八
）
。
し
か
し
近
年
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
社
会
に
お
け

る
同
質
的
な
規
律
権
力
の
拡
散
と
い
う
図
式
に
落
ち
着
き
、
支
配
層
内

部
の
議
論
の
多
様
性
に
目
を
向
け
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て

い
る
（
田
中 

二
〇
〇
六
：
一
四

）
1
（

）
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
変
遷
を
、
そ
の
構
築
の
基

礎
と
な
っ
た
マ
ク
ロ
な
社
会
構
造
の
変
化
と
思
想
的
多
様
性
・
対
立
に

着
目
し
て
分
析
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
構
造
を
背
景
に
、
ア
ク
タ
ー

は
「
失
業
」
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
付
与
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ク
タ
ー

が
モ
デ
ル
化
し
た
社
会
経
済
的
プ
ロ
セ
ス
の
違
い
に
よ
っ
て
、
異
な
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
は
、

社
会
改
良
の
戦
略
に
お
け
る
学
派
対
立
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
フ
ー
コ
ー
的
な
統
治
性
研
究
は
、
支

配
層
の
言
説
を
分
析
す
る
だ
け
で
、
被
支
配
層
に
よ
る
そ
れ
ら
の
受
容

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
な
い
と
い
う
批
判
を
実
証
側
か
ら
受
け
て
き
た
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（
赤
司 

二
〇
〇
四
： 

ii
）
。
本
稿
で
は
、
若
干
で
は
あ
る
が
労
働
者
の
視

点
を
取
り
上
げ
、
統
治
性
研
究
を
補
完
す
る
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の

社
会
改
良
家
と
労
働
者
・
組
合
活
動
家
の
失
業
に
関
す
る
認
識
は
共
鳴

し
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
彼
ら
が
直
面
し
た
社
会
経
済
的
プ
ロ
セ
ス
の

共
通
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二　

 

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
構
造
と
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー

　

本
節
で
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
構
造
の
転
換
と
、
政
治
経

済
学
、
社
会
経
済
学
、
ル
・
プ
レ
学
派
、
連
帯
主
義
の
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
関
係
を
分
析
す
る
。
社
会
構
造
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
変
化
を
分
析
す
る

視
点
と
し
て
、Y. K

aldor

（2020

）
が
提
示
し
た
枠
組
み
が
存
在
す
る
。

十
九
世
紀
末
の
限
界
革
命
の
時
期
に
、
経
済
学
に
お
い
て
「
価
値
」
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
を
分
析
し
た
研
究
で
、
カ

ル
ド
ー
ル
は
、
社
会
構
造
の
変
化
が
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
変
化
を
も

た
ら
す
三
つ
の
仕
方
を
示
し
た
。
第
一
に
、
構
造
的
変
化
は
既
存
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
役
に
立
た
な
く
す
る
よ
う
な
新
し
い
問
題
を
生
み
出
す
。

第
二
に
、
構
造
的
変
化
は
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
可
能
性
の
条
件
を

作
り
出
す
。
つ
ま
り
、
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
生
み
出
す
社
会
経
済
的

基
盤
を
提
供
す
る
。
第
三
に
、
構
造
的
変
化
に
よ
っ
て
、
あ
る
産
業
部

門
が
経
済
の
中
心
と
な
り
、
経
済
学
者
に
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
モ
デ

ル
を
与
え
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
枠
組
み
を
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
析

に
適
用
す
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
思
想
的
対
立
に
も
注
目
す
る
。

　

一
八
三
〇
年
代
の
産
業
化
に
よ
る
労
働
者
の
貧
困
問
題
を
き
っ
か
け

に
、
社
会
経
済
学
者
は
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
心
を
抱
い
た
。
一
八
七

三
年
以
降
の
重
工
業
の
発
展
と
国
際
市
場
競
争
の
激
化
は
、
ル
・
プ
レ

学
派
の
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
役
に
立
た
な
い
も
の
と
し
、
連
帯
主
義
者

に
よ
る
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
誕
生
さ
せ
た
。

1　

 

政
治
経
済
学
者
に
よ
る
「
怠
惰
」
と
し
て
の
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
社

会
経
済
学
者
に
よ
る
批
判

　

十
八
世
紀
の
都
市
へ
の
人
口
流
入
は
、
労
働
者
の
貧
困
を
可
視
化
し

た
（
田
中 

二
〇
〇
六: 

四
九
）
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
立
憲
議
会
で
救
貧

問
題
を
議
論
し
た
「
物
乞
い
根
絶
委
員
会
」
は
「
労
働
不
可
能
な
貧
民

は
完
全
な
扶
助
の
権
利
を
有
す
る
」
と
し
た
一
方
で
「
健
常
な
貧
民
」

を
労
働
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
の
は
「
悪
徳
」
だ
と
宣
言
し
た
（Bloch et 

Tuetey eds. 1911: 310-311

）
。
立
法
議
会
や
国
民
公
会
で
救
貧
問
題
を

議
論
し
た
「
公
的
扶
助
委
員
会
」
も
、
困
窮
の
原
因
は
「
克
服
し
が
た

い
怠
惰
（l ’oisiveté

）
へ
の
傾
倒
」
で
あ
り
「
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
国
で
、

職
業
を
欠
く
（l ’occupation m

anque

）
人
手
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
狂

気
の
沙
汰
で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
い
た
（Assem

blée nationale 

constituante 1895: 145

）
。
こ
の
よ
う
に
、
革
命
期
の
為
政
者
は
「
悪
徳
」

が
原
因
で
あ
る
仕
事
の
欠
如
を
、
労
働
を
拒
否
し
た
「
偽
り
の
貧
民
」

の
中
に
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
仕
事
が
な
い
人
た
ち
は
救
貧
の
対
象
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に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

七
月
王
政
期
に
は
、
産
業
化
と
不
況
が
従
来
の
貧
困
と
は
異
な
る
「
大

衆
的
貧
困
」
を
生
み
出
し
た
（
田
中 

二
〇
〇
六
：
六
七
）
。
イ
ギ
リ
ス
自

由
主
義
経
済
学
か
ら
ジ
ャ
ン
＝

バ
チ
ス
ト
・
セ
イ
ら
が
導
入
し
た
政
治

経
済
学
で
は
、
自
由
市
場
に
お
け
る
価
格
の
伸
縮
性
に
よ
っ
て
需
給
は

一
致
し
、
完
全
雇
用
が
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
デ
ュ
シ
ャ

テ
ル
や
ナ
ヴ
ィ
ル
と
い
っ
た
政
治
経
済
学
者
も
、
社
会
問
題
は
産
業
の

自
由
と
文
明
の
進
歩
に
よ
っ
て
自
然
に
解
決
さ
れ
る
と
考
え
、
貧
困
を

「
怠
惰
」
な
ど
の
道
徳
的
問
題
と
捉
え
た
（
田
中 

二
〇
〇
六: 

一
〇
〇
―

一
〇
六
）
。

　

一
八
四
八
年
憲
法
制
定
議
会
で
、
保
守
共
和
派
の
ア
ド
ル
フ
・
テ
ィ

エ
ー
ル
は
、
二
月
革
命
後
に
設
置
さ
れ
た
国
立
作
業
所
に
は
、
よ
り
高

い
賃
金
の
た
め
に
民
間
の
仕
事
を
拒
否
し
た
労
働
者
が
お
り
、
彼
ら
を

救
済
す
る
こ
と
は
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
と

主
張
し
た
（G

arnier ed. 1848: 215

）
。
彼
は
さ
ら
に
「
失
業
に
追
い
込

ま
れ
た
（condam

nées au chôm
age

）
こ
れ
ら
の
階
級
は
、
す
べ
て
の
国

民
で
は
な
く
、
国
民
の
一
部
、
限
り
な
く
小
さ
な
部
分
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
都
市
に
集
積
し
て
い
る
も
の
で
、
繰
り
返
す
が
、
望
ん
で
も
、

知
っ
て
も
い
な
い
の
に
、
し
ば
し
ば
〔
派
閥
の
〕
道
具
と
な
っ
て
い
る

の
だ
」
と
断
言
し
、
こ
れ
ら
の
労
働
者
を
糾
弾
し
た
（G

arnier ed. 

1848: 217-218

）
。

　

こ
の
よ
う
に
「
失
業
」
は
怠
惰
や
ス
ト
ラ
イ
キ
と
重
な
る
概
念
で
あ

り
、
共
済
組
合
な
ど
の
保
険
機
関
に
よ
る
失
業
保
険
の
提
案
は
、
そ
れ

ら
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
七
九
一
年

の
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
で
禁
じ
ら
れ
た
私
的
扶
助
組
織
の
一
つ
で
あ
る

共
済
組
合
は
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
、
そ
の
社
会
的
有
用
性
が
認
め
ら

れ
て
数
を
増
や
し
た
が
、
労
働
者
の
抵
抗
運
動
に
も
寄
与
し
た
。
一
八

三
〇
年
代
の
暴
動
や
ス
ト
ラ
イ
キ
の
波
を
受
け
、
い
く
つ
か
の
共
済
組

合
が
労
働
者
の
抵
抗
組
織
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る

（D
reyfus 1988=2017: 17-20

）
。

　

第
二
共
和
政
期
、
共
済
組
合
に
関
す
る
一
八
五
〇
年
七
月
十
五
日
法

が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
共
済
組
合
の
目
的
は
、
病
気
や
障

害
を
持
つ
会
員
に
一
時
的
な
援
助
を
与
え
る
こ
と
と
、
会
員
の
葬
儀
費

用
を
賄
う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
失
業
手
当
と
退
職
年

金
は
除
外
さ
れ
た
。
し
か
し
、
失
業
保
険
の
問
題
は
審
議
の
過
程
で
無

視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ダ
ボ
ー
の
発
案
で
、

共
済
組
合
に
許
さ
れ
る
業
務
に
失
業
給
付
を
含
め
る
こ
と
が
実
際
に
言

及
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ト
＝

ガ
ロ
ン
ヌ
県
の
こ
の
代
議
士
に
よ
れ

ば
、
失
業
は
労
働
者
の
自
活
能
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

病
気
や
障
害
と
同
じ
「
最
も
深
刻
な
災
難
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
提
案
は
他
に
賛
同
者
が
な
く
、
ほ
と
ん
ど
議

論
さ
れ
る
こ
と
な
く
否
決
さ
れ
た
。
審
議
の
中
で
報
告
者
は
、
失
業
に

備
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
（G

uillem
aut 

1899: 81

）
。
立
法
者
は
意
図
的
に
失
業
給
付
を
共
済
組
合
の
任
務
か
ら
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除
外
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
帝
政
期
の
共
済
組
合
に
関
す
る
一
八
五
二
年
三
月
二
十
六
日
の

デ
ク
レ
・
ロ
ワ
も
失
業
補
償
を
禁
止
し
て
い
た
。
そ
れ
を
補
足
し
た
一

八
五
二
年
五
月
二
十
九
日
の
内
務
省
通
達
は
、
知
事
に
対
し
て
、
共
済

組
合
の
失
業
救
済
を
認
め
な
い
よ
う
警
告
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
失
業

金
庫
が
「
怠
惰
を
助
長
」
し
「
あ
ら
ゆ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
の
芽
と
団
結
の

期
待
」
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
（Le M

oniteur 

U
niversel 30 M

ai 1852: 801
）
。
共
済
組
合
運
動
の
理
論
家
で
あ
る
エ

ミ
ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン
で
さ
え
、
共
済
組
合
に
よ
る
失
業
補
償
に
つ
い
て

「
こ
の
制
度
が
怠
惰
と
そ
れ
が
生
み
出
す
悪
徳
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
と
ど
う
し
て
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
」
（Laurent 1865: 

250

）
と
忠
告
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
の
影
響
を
受
け
、
行
政
官
、
経
済
学
者
、
統

計
学
者
、
衛
生
学
者
な
ど
の
実
践
家
が
担
っ
た
社
会
経
済
学
は
、
政
治

経
済
学
に
対
抗
し
て
、
物
質
的
富
よ
り
も
幸
福
の
増
大
を
目
指
し
た
（
田

中 

二
〇
〇
六
：
八
七
、
一
一
三
）
。
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政

治
経
済
学
者
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
を
批
判
し
（Sism

ondi 1819: 

277

）
、
生
産
、
収
入
、
消
費
の
「
不
均
衡
」
が
「
労
働
の
減
少
」
す
な

わ
ち
失
業
を
も
た
ら
す
と
主
張
し
た
（Sism

ondi 1819: 121-122

）
。
さ

ら
に
、
機
械
化
に
よ
っ
て
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
る
一
方
で
、
生
産
量
は

急
増
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
過
剰
生
産
は
よ
り
頻
繁
に
な
る

（Sism
ondi 1819: 371

）
。

　

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
＝

バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
、
正
統
王
朝
派
、
カ
ト
リ
ッ
ク

の
知
事
で
あ
り
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
の
影
響
を
受
け
て
政
治
経
済
学
と
決

別
し
た
（V

illeneuve-Bargem
ont 1834 1: 89

）
。
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
「
現

代
の
大
衆
的
貧
困
の
進
行
を
、
労
働
者
階
級
の
無
知
と
短
見
の
せ
い
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
明
確
に
主
張
し
た
（V

illeneuve-Bargem
ont 

1834 1: 231

）
。
真
の
原
因
は
、
労
働
者
の
習
慣
で
は
な
く
企
業
の
競
争

で
あ
る
。
「
全
般
的
競
争
が
労
働
需
要
を
減
少
さ
せ
た
時
、
工
場
長
が

好
き
勝
手
に
仕
事
も
賃
金
も
減
ら
す
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
こ
の
よ

う
な
変
動
が
頻
繁
に
起
こ
る
の
で
、
多
く
の
労
働
者
が
失
業
し
た
ま
ま

で

あ

る
（dem

eurent sans em
ploi

）
」
（V

illeneuve-Bargem
ont 1834 2: 

308-309

）
。
こ
の
よ
う
に
、
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
、
産
業
化
し
た
社
会
に

お
け
る
新
た
な
貧
困
問
題
を
、
も
は
や
道
徳
的
な
失
敗
と
み
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
旧
体
制
期
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
期
に
存
在
し
た
「
物
乞
い
収
容
所
」

に
も
言
及
し
、
こ
の
種
の
施
設
は
「
労
働
可
能
な
物
乞
い
の
抑
圧
」
を

目
的
と
し
て
い
た
た
め
「
失
業
し
た
（sans travail

）
労
働
者
の
た
め
の

慈
善
手
段
と
し
て
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る

（V
illeneuve-Bargem

ont 1834 2: 309-310

）
。
「
物
乞
い
収
容
所
」
は
、
政

治
経
済
学
的
な
「
偽
り
の
貧
民
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
、
貧
困
者
に

対
す
る
抑
圧
的
措
置
で
あ
り
、
働
く
意
志
は
あ
る
の
に
仕
事
が
な
い

人
々
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

そ
れ
に
合
わ
せ
た
対
策
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
バ
ル
ジ
ュ
モ
ン
は
、
そ
れ
ま
で
「
偽
り
の
貧
民
」
と
し
て

一
括
り
に
さ
れ
て
い
た
人
々
の
な
か
か
ら
、
非
自
発
的
失
業
者
を
切
り

分
け
た
。
「
仕
事
の
欠
如
や
不
足
は
（Le défaut ou l ’insuffi

sance de 

travail

）
、
企
業
の
経
営
と
人
口
の
原
理
の
進
展
に
特
有
の
事
情
に
起
因

す
る
」（V

illeneuve-Bargem
ont 1834 1: 253-254

）
。
こ
の
「
人
口
の
原
理
」

は
マ
ル
サ
ス
に
由
来
す
る
が
、
「
企
業
の
経
営
」
は
産
業
化
し
た
社
会

に
お
け
る
失
業
の
性
質
の
変
化
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

七
月
王
政
期
の
慈
善
家
・
政
治
家
の
ジ
ェ
ラ
ン
ド
は
『
貧
困
調
査
員
』

（
一
八
二
〇
年
）
に
お
い
て
、
参
与
観
察
に
よ
っ
て
「
貧
民
の
状
況
を
厳

密
に
確
認
」
し
、
貧
困
の
原
因
を
分
類
し
た
上
で
「
分
別
あ
る
慈
善
（une 

charité éclairée

）
」
を
実
践
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
（G

érando 1826: 39

）
。

困
窮
の
原
因
と
し
て
は
「
労
働
の
不
可
能
性
」
と
「
労
働
収
入
の
不
足
」

に
加
え
て
「
仕
事
の
欠
如
（le m

anque de travail
）
」
が
挙
げ
ら
れ
る

（G
érando 1826: 20

）
。
一
方
、
政
治
経
済
学
者
が
糾
弾
し
て
き
た
「
偽

り
の
困
窮
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
怠
惰
、
短
見
、
放
蕩
を

指
摘
す
る
も
の
の
（G

érando 1826: 27

）「
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

ま
っ
た
く
偽
り
の
、
見
せ
か
け
の
困
窮
は
、
人
が
思
う
よ
り
は
る
か
に

ま
れ
で
、
日
々
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
」
（G

érando 1826: 40

）
と
指

摘
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
政
治
経
済
学
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
解
消
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
ジ
ェ
ラ
ン
ド
は
、
も
は
や
貧
困
の
原
因
を
労
働
者

の
道
徳
性
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
実
態
調
査
に
基
づ
く
適
切
な
救
済

を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

　

統
計
学
者
で
衛
生
学
者
の
ル
ネ
・
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
、
労
働
者
の
飲
酒

癖
、
短
見
、
家
計
管
理
の
欠
如
、
放
蕩
な
ど
を
調
査
し
た
。
ヴ
ィ
レ
ル

メ
が
労
働
者
の
堕
落
の
問
題
を
強
調
し
た
の
は
、
彼
ら
を
断
罪
す
る
た

め
で
は
な
か
っ
た
。
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
「
多
く
の
労
働
者
が
同
じ
作
業
場

に
集
ま
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
モ
ラ
ル
の
堕
落
に
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
責
め
を
負
う
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
集
め
ら
れ
た
者
と
、
彼
ら
を

集
め
た
者
の
ど
ち
ら
な
の
だ
ろ
う
か
」（V

illerm
é 1840: 60

）
と
問
い
か

け
、
使
用
者
の
側
に
労
働
者
の
労
働
環
境
に
配
慮
す
る
よ
う
促
し
た
。

　

ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
、
一
八
三
〇
年
代
に
機
械
化
が
始
ま
っ
た
繊
維
産
業

に
お
け
る
失
業
問
題
に
注
目
し
た
。
綿
布
の
糊
付
け
業
は
「
や
や
長
期

間
の
操
業
休
止
（chôm

ages

）
を
強
い
ら
れ
る
産
業
」
で
あ
る
た
め
、

雇
用
主
は
「
と
り
わ
け
注
文
の
多
い
時
期
に
若
い
女
性
を
雇
用
し
、
周

期
的
な
休
止
期
間
に
解
雇
し
て
し
ま
う
」
（V

illerm
é 1840: 52-53

）
。
こ

う
し
て
「
仕
事
の
な
い
（sans ouvrage

）
」
状
況
に
置
か
れ
た
労
働
者
は
、

失
業
に
よ
る
悲
惨
さ
の
結
果
、
堕
落
す
る
こ
と
に
な
る
（V

illerm
é 

1840: 52

）
。
つ
ま
り
、
道
徳
の
欠
如
が
貧
困
を
招
く
と
い
う
政
治
経
済

学
者
の
観
察
と
は
逆
に
、
貧
困
が
道
徳
的
退
廃
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
ヴ
ィ
レ
ル
メ
は
、

使
用
者
が
労
働
者
の
境
遇
を
調
査
し
、
閑
散
期
で
あ
っ
て
も
「
彼
ら
の

休
業
（leur chôm

age

）
」
を
予
防
す
る
よ
う
勧
告
し
た
（V

illerm
é 1840: 

60

）
。
使
用
者
に
よ
る
労
働
者
の
雇
用
保
護
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
三
〇
年
代
の
産
業
の
発
展
は
、
新
し
い
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
生
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み
出
す
た
め
の
条
件
を
与
え
た
。
産
業
化
は
構
造
的
な
失
業
を
も
た
ら

し
た
が
、
社
会
経
済
学
者
が
採
用
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
客
観
的
な
現
実

の
単
純
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
特
定
の
視
点
か
ら
見
た
社

会
的
現
実
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
過
剰
生
産
説
や
参
与

観
察
に
よ
っ
て
、
競
合
す
る
政
治
経
済
学
と
は
異
な
る
仕
事
の
欠
如
の

捉
え
方
を
獲
得
し
、
問
題
の
解
決
策
と
し
て
使
用
者
に
よ
る
労
働
者
へ

の
配
慮
を
訴
え
た
の
だ
。

2　

 

ル
・
プ
レ
学
派
に
よ
る
「
周
期
的
な
工
場
の
操
業
休
止
」
と
し
て
の

失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー

　

十
九
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
建
設
業
や
服
飾
産
業
な
ど
が
そ
れ
ま
で

被
っ
て
い
た
閑
散
期
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
「
失
業
」
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
生
産
設
備
の
機
械
化
が
進
み
、
経
営
者
は
、
一
年

の
あ
る
時
期
に
は
労
働
時
間
を
延
長
し
て
生
産
体
制
を
強
化
し
、
他
の

時
期
に
は
そ
の
反
動
で
工
場
を
閉
鎖
し
て
労
働
者
を
失
業
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
産
管
理

が
行
わ
れ
た
の
は
「
規
則
的
で
継
続
的
な
販
路
の
あ
る
製
品
で
あ
っ
て

も
、
生
産
労
働
を
短
期
間
に
押
し
込
め
て
間
接
費
を
削
減
す
る
こ
と
が
、

産
業
界
に
と
っ
て
有
利
に
働
く
」
た
め
で
あ
っ
た
（H

albw
achs 1912: 

21

）
。
複
数
形
の
「les chôm

ages

」
は
こ
う
し
た
工
場
の
操
業
休
止
を

指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

活
版
印
刷
工
の
ア
ド
ル
フ
・
ボ
ワ
イ
エ
は
「
一
方
で
は
、
過
剰
で
死

に
至
る
労
働
が
あ
る
。
他
方
で
は
時
間
の
損
失
と
操
業
休
止
（chom

âges

）

が
あ
る
」
こ
と
を
嘆
き
（Boyer 1841: 62

）
、
仕
立
工
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・

グ
リ
ニ
ョ
ン
は
過
剰
労
働
期
の
長
時
間
労
働
の
苦
し
み
を
訴
え
て
、
労

働
時
間
の
制
限
を
求
め
た
（G

rignon 1833: 2-5

）
。
労
働
者
た
ち
は
、

無
秩
序
で
恣
意
的
な
生
産
管
理
に
よ
る
操
業
休
止
を
批
判
し
、
こ
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
一
日
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
節
約
し
た
労

働
時
間
を
労
働
日
数
に
充
て
る
こ
と
で
、
年
間
を
通
じ
て
作
業
場
を
安

定
操
業
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
・
プ
レ
の
思

想
も
、
操
業
休
止
と
し
て
の
失
業
問
題
と
の
関
連
で
再
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ル
・
プ
レ
は
鉱
山
学
校
の
主
任
技
師
で
あ
り
、
第
二
帝
政

期
の
上
院
議
員
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
八
五
五
年
頃
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

労
働
者
家
族
の
調
査
を
行
い
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
（patronage

）
と
い

う
雇
用
者
主
導
の
社
会
改
良
理
論
を
打
ち
立
て
た
（
齊
藤 

二
〇
一
二: 

八
九
）
。
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
は
、
こ
れ
ま
で
失
業
問
題
と
の
関
連
で
検

討
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
第
一
に
、
使
用
者
に
よ
る

労
働
者
の
雇
用
保
護
を
意
味
し
た
。
ル
・
プ
レ
に
と
っ
て
「
失
業
」
と

は
工
場
の
操
業
休
止
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
雇
用
主
の
責
任
が
喚
起

さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
彼
は
十
九
世
紀
前
半
の
社
会
経
済
学
の
継
承
者

で
あ
る
。

　

産
業
化
に
よ
っ
て
「
新
し
い
工
場
は
無
限
に
生
産
量
を
増
や
す
」
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
。
ル
・
プ
レ
は
「
新
し
い
製
造
業
が
も
た
ら
し
た
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周
期
的
な
災
難
」
と
し
て
「
製
造
所
の
熱
に
浮
か
さ
れ
た
よ
う
な
活
動

期
」
と
そ
の
反
動
の
「
操
業
休
止
（les chôm

ages

）
」
を
批
判
す
る
（Le 

Play 1864: 17

）
。
「
商
業
の
活
動
期
に
は
、
石
炭
と
蒸
気
で
動
く
無
数
の

工
場
が
生
産
量
を
増
や
そ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
以
前
は
よ
り
質
素

だ
が
よ
り
安
定
し
た
安
全
な
状
況
に
満
足
し
て
い
た
労
働
者
を
、
高
給

と
い
う
餌
で
引
き
付
け
る
。
そ
し
て
こ
の
偽
り
の
興
奮
の
後
に
操
業
休

止
（le chôm

age

）
が
発
生
す
る
と
、
製
造
業
者
は
、
こ
う
し
て
格
下
げ

し
た
労
働
者
を
何
の
生
計
の
手
段
も
な
く
放
置
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
」
（Le Play 1879: 195

）
。

　

パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
は
、
こ
う
し
た
生
産
体
制
が
引
き
起
こ
す
操
業
休

止
と
い
う
失
業
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
慣
習
・
制
度
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。
「
こ
の
制
度
で
は
、
要
す
る
に
、
製
造
業
の
支
配
的
性
格
を
成

す
不
安
定
性
が
、
最
初
の
請
負
条
件
の
永
続
性
〔
…
…
〕
に
よ
っ
て
で

き
る
限
り
埋
め
合
わ
さ
れ
る
」（Le Play 1855: 19

）
。「
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ

体
制
は
、
と
り
わ
け
相
互
の
利
益
と
義
務
の
確
か
な
感
情
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
る
関
係
の
永
続
性
（une perm

anence de rapports

）
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
（Le Play 1864: 26

）
。
経
営
者
は
、
活
況
期
に
過

剰
な
雇
用
を
せ
ず
、
不
況
期
に
は
販
路
が
狭
く
な
っ
て
も
雇
用
を
継
続

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
（Le Play 1864: 27

）
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
二
十
世
紀
初
頭
の
産
業
界
で
も
少
数
の
支
持

者
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
一
九
〇
六
年
、
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
の
あ
る
鉄

鋼
会
社
の
経
営
者
は
、
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
に
、
時
に
は
赤
字
で
も

生
産
を
続
け
る
べ
き
で
あ
り
、
不
況
期
に
労
働
者
に
職
を
失
わ
せ
る
こ

と
は
恥
ず
べ
き
行
為
で
あ
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
（
齊
藤 

二
〇
〇
〇: 

一
二
五
）
。

　

ル
・
プ
レ
は
「
社
会
科
学
に
特
有
の
言
語
を
構
成
す
る
三
〇
〇
語
」

を
提
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
失
業
（C

hôm
age

）
と
は
、
使
用
者

と
労
働
者
の
意
志
と
は
無
関
係
の
、
作
業
所
に
お
け
る
作
業
の
休
止

（C
essation du travail dans un Atelier

）
で
あ
る
。
善
良
な
慣
習
で
は
、

使
用
者
は
付
属
作
業
に
よ
っ
て
主
作
業
の
休
止
を
賄
っ
て
い
る
」
（Le 

Play 1879: 447

）
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
政
治
経
済
学
で
は
仕
事

の
欠
如
と
重
な
る
概
念
で
あ
っ
た
「
ス
ト
ラ
イ
キ
」
は
別
項
目
と
し
て

存
在
し
「
労
働
者
と
使
用
者
の
闘
争
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
作
業

場
で
の
作
業
の
休
止
」
（Le Play 1879: 459

）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ル
・

プ
レ
の
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
労
働
者
の
非
自
発
性
を
要
件
と
し
な
が

ら
も
、
工
場
の
操
業
停
止
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

雇
用
主
の
配
慮
と
副
業
に
よ
っ
て
そ
れ
を
「
賄
え
る
」
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
「
失
業
者
（chôm

eur

）
」
の
項
目

が
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
視
点
は
工
場
側
に
あ
り
、
解
雇
さ
れ
る
労
働

者
の
方
は
明
確
に
概
念
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
八
七
三
年
に
始
ま
っ
た
大
不
況
は
、
伝
統
的
な
農
村
社
会
を
徐
々

に
解
体
し
て
い
っ
た
。
企
業
組
織
の
巨
大
化
・
複
雑
化
は
、
労
働
者
と

使
用
者
の
接
点
を
減
ら
し
、
使
用
者
の
権
威
を
希
薄
化
さ
せ
た
（
齊
藤 

二
〇
一
二
：
一
〇
五
）
。
ル
・
プ
レ
の
家
父
長
的
な
思
想
は
、
次
第
に
現



社会思想史研究　No. 47　2023

　●　194

実
と
乖
離
し
始
め
た
。
ル
・
プ
レ
学
派
の
下
院
議
員
エ
ド
ワ
ー
ド
・
エ

イ
ナ
ー
ル
は
、
一
八
九
四
年
の
社
会
経
済
学
協
会
年
次
大
会
で
「
最
大

の
悪
」
と
し
て
「
非
自
発
的
な
仕
事
の
喪
失
（la privation involontaire 

de travail
）
、
つ
ま
り
失
業
（chôm

age

）
」
を
挙
げ
る
。
そ
れ
ま
で
あ
ま

り
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
「le chôm

age

」
と
い
う
言
葉
は
徐
々
に
し

か
定
着
せ
ず
、
こ
の
新
し
い
語
彙
は
、
そ
れ
が
非
自
発
的
な
仕
事
の
喪

失
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
エ
イ
ナ
ー
ル

に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
失
業
問
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
「
ル
・

プ
レ
」
が
奨
励
し
た
「
雇
用
契
約
の
永
続
性
（perm
anence dans les 

engagem
ents

）
」
の
優
位
性
は
依
然
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
同
時
に
「
経
済
的
な
必
要
性
、
時
に
は
圧
倒
的
な
産
業
上
の

必
要
性
」
や
「
現
代
の
産
業
の
大
き
な
災
厄
」
が
こ
れ
を
ま
す
ま
す
困

難
に
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
も
い
た
（Aynard 1894: 

30-32

）
。

3　

 

連
帯
主
義
者
に
よ
る
「
偶
発
的
な
社
会
的
リ
ス
ク
」
と
し
て
の
失
業

カ
テ
ゴ
リ
ー

　

一
八
七
三
年
に
始
ま
っ
た
大
不
況
は
、
第
二
次
産
業
革
命
を
本
格
化

し
、
重
化
学
工
業
の
技
術
革
新
と
工
場
の
巨
大
化
を
引
き
起
こ
し
た
（
齊

藤 

二
〇
一
二
：
一
〇
五
）
。
こ
の
変
化
は
、
新
し
い
失
業
形
態
の
出
現
と
、

そ
れ
に
基
づ
く
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
台
頭
を
も
た
ら
し
た
。
経
営
者

は
、
大
工
場
を
停
止
し
て
莫
大
な
コ
ス
ト
を
か
け
る
代
わ
り
に
、
景
気

変
動
に
応
じ
て
一
部
の
従
業
員
を
解
雇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
行
政
機
関
や
経
済
学
者
も
こ
の
変
化
を
認
識
し
て
い
た
。
労
働

局
は
「
大
規
模
な
産
業
は
、
従
業
員
数
の
頻
繁
で
急
激
な
変
動
を
避
け

る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
操
業
休
止
（les chôm

ages

）
を
低
下
さ

せ
る
傾
向
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
（O

ffi
ce du travail 1897: 22

）
。
自
由

主
義
経
済
学
者
の
ル
ロ
ワ
＝

ボ
ー
リ
ウ
に
よ
る
と
「
労
働
者
の
欠
乏
と

苦
難
の
主
な
原
因
の
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
労
働
の
不
安
定
性
に
あ
っ
た
。

多
く
の
奢
侈
産
業
で
は
、
労
働
者
は
一
年
の
う
ち
三
、
四
ヶ
月
は
一
日

十
六
か
ら
十
七
時
間
働
か
さ
れ
、
残
り
の
時
間
は
休
業
（chôm

er

）
さ

せ
ら
れ
て
い
た
」
。
し
か
し
、
流
通
構
造
の
発
展
に
伴
い
「
一
部
の
産

業
で
は
一
日
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
労
働
日
数
を
増
や
す
手
段
が
見

つ
か
っ
て
い
る
。
〔
…
…
〕
労
働
を
よ
り
多
く
の
日
数
に
分
散
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
〔
労
働
時
間
の
〕
制
限
は
操
業
休
止
期
間
（le tem

ps de 

chôm
age

）
を
短
縮
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
こ
う
し
た
変
化
が
「
仕
事
の

規
則
性
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
彼
は
予
想
し
た
の
で
あ
る

（Leroy-Beaulieu 1868: 231-232

）
。

　

経
済
に
お
け
る
安
定
し
た
重
工
業
の
重
要
性
の
高
ま
り
は
、
次
な
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
た
め
の
新
た
な
焦
点
と
な
っ
た
。
経
済
学
者
の
エ

ミ
ー
ル
・
ル
ヴ
ァ
ス
ー
ル
も
、
特
に
鉱
山
業
に
お
け
る
大
規
模
な
事
業

所
と
操
業
の
安
定
性
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
（Levasseur 1909: 

186

）
。

さ
ら

に

そ
こ

か
ら
「

偶

発

的
な

失
業
（chôm

age qui est 

accidentel

）
と
、
建
設
、
服
飾
、
缶
詰
な
ど
特
定
の
産
業
で
周
期
的
に
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発
生
す
る
閑
散
期
（les m

ortes saisons

）
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
（Levasseur 1909: 184

）
。
こ
の
よ
う
に
、
操

業
安
定
化
の
裏
面
と
し
て
、
偶
発
的
失
業
と
い
う
新
し
い
形
態
の
失
業

が
出
現
し
、
そ
れ
に
伴
い
「chôm

age

」
の
中
身
も
再
定
義
さ
れ
た
の
だ
。

　

統
計
学
者
の
リ
ュ
シ
ア
ン
・
マ
ル
シ
ュ
も
、
一
八
九
六
年
の
労
働
局

の
『
失
業
問
題
に
関
す
る
資
料
』
の
中
で
「
失
業
」
を
「
正
常
失
業
（le 

chôm
age norm

al

）
」
と
「
異
常
失
業
（le chôm

age anorm
al

）
」
あ
る
い

は
「
習
慣
的
失
業
（le chôm

age habituel

）
」
と
「
偶
発
的
失
業
（le 

chôm
age accidentel

）
」
に
分
類
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ
の
分
類
は

「
労
働
者
が
長
年
慣
れ
て
い
て
、
回
帰
を
ほ
ぼ
確
実
に
予
測
で
き
る
正

常
失
業
と
、
不
測
の
事
態
、
産
業
の
進
歩
そ
の
も
の
、
国
ま
た
は
企
業

経
営
者
の
行
動
、
新
興
国
の
発
展
な
ど
に
起
因
す
る
異
常
失
業
を
区
別

す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
（C

onseil supérieur du travail 1896: 284

）
。

　

「
偶
発
的
失
業
」
を
新
し
い
社
会
的
現
実
と
し
て
扱
い
な
が
ら
、
も

う
一
方
の
「
回
帰
を
ほ
ぼ
確
実
に
予
測
で
き
る
正
常
失
業
」（
す
な
わ
ち
、

ル
・
プ
レ
の
複
数
形
の
「
操
業
休
止
（chôm

ages

）
」
）
を
「chôm

age
」

と
呼
ん
で
よ
い
の
か
、
マ
ル
シ
ュ
は
疑
問
を
呈
し
て
も
い
る
。
「
作
業

を
し
て
い
な
い
期
間
、
そ
う
し
た
工
場
は
休
業
し
て
い
る
（chôm

e

）

と
は
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
操
業
休
止
（son chôm

age

）
は
正

常
だ
か
ら
で
あ
る
」
（C

onseil supérieur du travail 1896: 361

）
。
偶
発
性

を
要
件
と
す
る
マ
ル
シ
ュ
の
新
し
い
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
一
八
九
六

年
の
国
勢
調
査
委
員
会
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（D

irection du 

travail 1899: 13

）
。
こ
れ
に
対
し
「
操
業
休
止
」
は
、
社
会
立
法
の
焦

点
と
し
て
の
「
失
業
」
か
ら
外
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

経
済
学
者
で
協
同
組
合
運
動
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・

ジ
ッ
ド
は
、
一
九
〇
四
年
の
『
失
業
者
（Les sans-travail

）
』
の
中
で
、

失
業
の
原
因
を
「
求
人
と
求
職
の
不
一
致
」
と
「
求
職
に
対
す
る
求
人

の
不
足
」
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（G

ide 1904: 7

）
。
偶
発
的
失
業

の
原
因
は
、
も
は
や
個
人
の
怠
惰
や
工
場
の
操
業
休
止
と
は
み
な
さ
れ

な
い
。

　

一
八
九
〇
年
代
以
降
、
連
帯
主
義
の
旗
印
の
も
と
、
一
連
の
思
想
運

動
が
展
開
さ
れ
、
社
会
立
法
の
基
礎
が
作
ら
れ
た
（
田
中 

二
〇
〇
六
：

二
〇
八
）
。
労
働
部
長
の
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
も
連
帯
主

義
の
影
響
を
受
け
て
い
た
（
齊
藤 

二
〇
一
二
：
一
六
五
）
。
彼
は
「
使
用

者
を
救
お
う
と
し
た
保
守
派
」
で
あ
る
「
ル
・
プ
レ
」
の
「
雇
用
契
約

の
永
続
性
」
の
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
（Fontaine 1897: 8-9

）
。
ル
・

プ
レ
が
提
唱
し
た
労
使
間
の
「
伝
統
的
な
信
頼
の
紐
帯
」
に
立
脚
し
た

配
慮
は
、も
は
や
時
代
遅
れ
で
あ
る
。
実
際
、
国
際
市
場
で
生
じ
る
「
投

機
、
発
明
、
過
剰
生
産
」
が
、
経
営
者
を
解
雇
と
い
う
「
抗
い
え
な
い

必
要
性
」
へ
と
駆
り
立
て
て
い
る
（Fontaine 1897: 9-10

）
。
雇
用
関
係

と
経
済
構
造
の
変
化
に
効
果
的
に
対
応
で
き
な
い
ル
・
プ
レ
学
派
に
対

す
る
信
頼
は
失
わ
れ
、
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
っ
た
。
労
働

者
は
「
彼
ら
に
欠
け
て
い
た
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
」
を
補
う
た
め
に
「
結

社
（l’ association
）
」
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（Fontaine 
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1897: 11

）
。

　

レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
一
八
九
五
年
に
首
相
に
選
ば
れ
、
一
九
〇

一
年
に
は
急
進
社
会
党
の
初
代
代
表
に
選
出
さ
れ
た
。
連
帯
主
義
の
主

導
者
と
し
て
活
躍
し
、
一
八
九
六
年
に
『
連
帯
』
を
出
版
し
た
（
田
中 

二
〇
〇
六
：
二
〇
八
）
。
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
際
し
て
開

催
さ
れ
た
社
会
教
育
国
際
会
議
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
「
失
業
は
、
十
中

八
九
、
市
場
の
一
般
条
件
の
結
果
と
し
て
、
つ
ま
り
、
本
人
の
意
志
と

は
無
関
係
な
状
況
、
さ
ら
に
は
本
人
が
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な
い
事

実
の
結
果
と
し
て
人
が
働
か
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
非
常
に
多
く
の
場

合
、
社
会
的
リ
ス
ク
（un risque social
）
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と

発
言
し
た
（C

ongrès international de l ’éducation sociale ed. 1901: 335

）
。

　

ル
・
プ
レ
は
、
操
業
休
止
と
い
う
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
き
、
雇

用
主
の
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
雇
用
保
護
を
提
唱
し
た
。
一
方
、
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
は
、
失
業
を
社
会
的
リ
ス
ク
と
捉
え
、
失
業
後
に
そ
れ
を
補

填
す
る
「
保
険
」
に
注
目
し
た
。
彼
は
「
自
然
や
文
明
が
す
べ
て
の
人

に
も
た
ら
す
リ
ス
ク
、
す
な
わ
ち
病
気
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
事
故
、
非

自
発
的
失
業
（chôm
age involontaire

）
、
老
齢
に
対
し
て
、
社
会
の
す

べ
て
の
構
成
員
が
互
い
に
保
険
を
か
け
る
よ
う
に
し
よ
う
」
と
呼
び
か

け
（Bourgeois 1901: 90

）
、
職
業
団
体
と
い
う
結
社
に
よ
る
失
業
金
庫

の
設
置
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
（Bourgeois 1914: 206-207

）
。

　

し
か
し
、
失
業
の
意
味
が
社
会
的
リ
ス
ク
へ
と
変
容
し
、
保
険
制
度

が
導
入
さ
れ
る
過
程
で
、
個
人
の
モ
ラ
ル
に
関
す
る
議
論
が
消
え
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
労
働
の
拒
否
か
ら
、
保
険
不
正
や
依
存

へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
ジ
ッ
ド
は
「
社
会
的
寄
生
」
と
い
う
論
文
の
な

か
で
「
失
業
保
険
金
庫
で
は
、
働
い
て
お
ら
ず
補
償
を
受
け
る
の
は
い

つ
も
同
じ
人
た
ち
で
あ
る
」
と
主
張
し
（G

ide 1910: 74

）
、
保
険
が
生

み
出
す
新
た
な
「
寄
生
」
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
五
〇
年
と
一
八
五
二
年
に
禁
止
さ
れ
た
共
済
組
合
の
失
業
補
償

は
、
十
九
世
紀
末
に
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
た
。
一
八
九
六
年
三
月
九
日

の
共
済
組
合
法
に
関
す
る
第
一
回
審
議
で
、
社
会
主
義
者
の
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
・
ジ
ュ
ル
ド
は
、
共
済
組
合
が
病
気
、
事
故
、
障
害
だ
け
で
な

く
失
業
に
対
す
る
保
険
も
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め

（Barberet 1904: 63

）
、
共
済
組
合
が
設
置
で
き
る
機
関
の
リ
ス
ト
に
失

業
保
険
を
加
え
た
修
正
案
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
疾
病
、
労
災
、
年

金
、
死
亡
保
険
な
ど
と
違
い
、
失
業
保
険
は
デ
ー
タ
が
な
く
、
保
険
料

の
設
定
も
難
し
い
た
め
、
こ
の
提
案
は
「
共
済
組
合
の
破
産
」
を
招
く

と
危
惧
さ
れ
た
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
前
半
と
は
異
な
り
、
失
業
救
済

が
怠
惰
や
ス
ト
ラ
イ
キ
を
助
長
す
る
と
い
っ
た
議
論
は
も
は
や
起
こ
ら

ず
、
法
案
は
可
決
さ
れ
た
（Barberet 1904: 64-66

）
。
一
八
九
八
年
四

月
一
日
の
共
済
組
合
法
の
第
一
条
第
二
項
で
は
「
共
済
組
合
は
付
随
的

に
、
会
員
の
た
め
に
職
業
講
座
、
無
料
職
業
斡
旋
所
を
開
設
し
た
り
、

失
業
し
た
場
合
に
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
た

（Barberet 1904: 37

）
。

　

一
八
八
四
年
の
職
業
組
合
法
の
審
議
で
は
、
労
働
組
合
の
失
業
金
庫
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の
是
非
が
議
会
で
「
か
な
り
混
乱
し
た
議
論
」
を
巻
き
起
こ
し
た
が
、

失
業
金
庫
の
必
要
性
そ
の
も
の
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
職
業
組
合

法
の
第
六
条
第
四
項
は
、
労
働
組
合
に
よ
る
失
業
金
庫
の
設
置
を
許
可

し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
（Ledru et W

orm
s 1885: 42-44

）
。

　

職
業
組
合
法
が
制
定
さ
れ
る
と
、
労
働
者
の
組
織
化
が
進
ん
だ
。
組

合
運
動
や
労
働
争
議
は
、
雇
用
主
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
急
速
に
広

ま
っ
て
い
っ
た
（
齊
藤 
二
〇
一
二
：
七
、
一
六
〇
）
。
改
良
主
義
の
組
合

活
動
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ァ
ニ
ョ
は
、
職
業
組
合
法
が
認
め
た
労
働
組

合
の
失
業
金
庫
を
「
失
業
し
た
労
働
者
を
、
通
常
の
賃
金
以
下
で
提
供

さ
れ
た
仕
事
を
拒
否
で
き
る
状
態
に
さ
せ
る
」
も
の
と
捉
え
た
（Fagnot 

1905: 181

）
。
連
帯
の
手
段
で
あ
る
失
業
金
庫
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は

賃
金
が
一
定
水
準
を
下
回
れ
ば
労
働
市
場
に
参
入
せ
ず
「
失
業
者
」
と

な
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
低
賃
金
労
働

の
拒
否
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
「
偽
り
の
貧
民
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

労
働
組
合
は
こ
の
よ
う
な
失
業
保
険
を
発
展
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、

労
働
時
間
短
縮
の
た
め
の
新
た
な
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
時
短
運
動

は
、
十
九
世
紀
半
ば
の
よ
う
に
工
場
の
操
業
期
を
延
ば
し
て
雇
用
を
安

定
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
組
合
員
間
で
「
仕
事
を
公
平
に
分

配
す
る
た
め
」
（Fontaine 1901: 51

）
、
す
な
わ
ち
現
在
で
い
う
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。

　

ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
組
合
は
「
労
働
者
が
一
日
十
六
時
間
で
は
な
く

八
時
間
し
か
働
か
な
い
な
ら
、
使
用
者
は
一
人
で
は
な
く
二
人
の
労
働

者
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
労
働
需
要
が
倍
増
す
る

と
い
う
、
あ
る
程
度
根
拠
の
あ
る
思
想
に
基
づ
い
て
、
労
働
時
間
を
で

き
る
だ
け
短
縮
し
よ
う
と
し
て
い
る
」こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
ジ
ッ

ド
は
、
時
短
運
動
に
よ
っ
て
失
業
が
減
少
し
「
失
わ
れ
た
日
々
と
い
う

悲
惨
な
失
業
（Le chôm

age désastreux

）
は
、
日
中
の
自
由
時
間
と
い

う
喜
ば
し
い
失
業
（le chôm

age joyeux

）
（
そ
の
時
は
余
暇le loisir

と
呼

ば
れ
る
）
に
置
き
換
え
ら
れ
、
機
械
主
義
に
対
す
る
優
れ
た
矯
正
剤
と

な
る
」
と
予
測
し
た
（G

ide 1904: 16

）
。
こ
こ
で
は
、
労
働
の
拒
否
と

し
て
の
怠
惰
で
も
な
く
、
社
会
的
リ
ス
ク
と
し
て
の
失
業
で
も
な
い
、

残
余
と
し
て
の
労
働
の
休
止
の
時
間
が
「chôm

age

」
で
は
な
く
「
余

暇
（le loisir

）
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
怠
惰
、
失
業
、

余
暇
の
概
念
の
関
係
の
変
化
が
、
二
十
世
紀
初
頭
か
ら
展
開
さ
れ
る
「
週

休
」
運
動
（
齊
藤 

二
〇
一
二
：
一
七
一
）
の
背
景
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
示
し
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
半
ば
以
降
、
経
営
者
は
過
剰

労
働
期
と
操
業
休
止
期
を
交
互
に
繰
り
返
し
、
操
業
休
止
期
に
は
労
働

者
が
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
。
社
会
経
済
学
を
継
承
し
た
ル
・
プ
レ
は
、

こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
を
提
唱
し
、
使
用
者
に
労

働
者
の
雇
用
を
保
護
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
ル
・
プ
レ
の
失
業
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
「
工
場
の
操
業
休
止
（chôm

ages

）
」
を
意
味
し
て
い
た
。

　

ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
辞
典
の
「chôm

age

」
は
、
一
八
三

五
年
版
で
は
単
に
「
仕
事
が
な
い
時
間
（L ’espace de tem

ps qu ’on est 
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sans travailler

）
」
（Academ

ie française 1835

）
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

一
八
七
八
年
版
で
は
「
仕
事
が
な
い
時
間
、
作
業
所
で
の
作
業
休
止

（suspension des travaux dans les ateliers

）
。
す
べ
て
の
産
業
が
休
業
に
さ

ら
さ
れ
る
（Toutes les industries sont exposées aux chôm

ages

）
」
と
あ
り
、

休
業
す
る
工
場
の
「chôm

ages

」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
（Academ

ie 

française 1878

）
。
十
九
世
紀
半
ば
以
降
、
周
期
的
に
操
業
休
止
す
る
工

場
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
焦
点
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
同
じ
時
期
、

労
働
者
は
操
業
休
止
と
い
う
失
業
に
抵
抗
し
、
一
日
の
労
働
時
間
を
短

縮
す
る
こ
と
で
稼
働
期
を
延
長
し
、
雇
用
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

こ
う
し
た
時
短
運
動
は
、
操
業
休
止
へ
の
対
応
と
い
う
点
で
、
ル
・
プ

レ
学
派
と
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
八
七
三
年
以
降
の
経
済
発
展
は
、
新
し
い
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形

成
を
可
能
に
し
た
。
年
間
を
通
じ
て
安
定
的
に
稼
働
す
る
重
工
業
と
そ

れ
に
基
づ
く
安
定
し
た
雇
用
は
、
失
業
の
概
念
に
新
た
な
モ
デ
ル
を
提

供
し
た
。
経
済
学
者
や
統
計
学
者
は
、
偶
発
性
に
基
づ
い
て
、
操
業
休

止
と
新
し
い
失
業
を
区
別
し
た
。
連
帯
主
義
者
は
、
ル
・
プ
レ
学
派
に

対
抗
し
て
、
失
業
を
労
働
者
や
使
用
者
の
意
志
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
社

会
的
リ
ス
ク
と
再
定
義
し
、
失
業
金
庫
に
よ
る
リ
ス
ク
の
相
互
化
を
提

唱
し
た
。
こ
の
時
期
、
労
働
者
は
保
険
の
設
立
や
労
働
時
間
短
縮
に
よ

る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
試
み
た
。
こ
れ
ら
の
運
動
は
、
社
会
的
リ

ス
ク
の
補
償
と
い
う
点
で
、
連
帯
主
義
と
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
共
有
し

て
い
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
変

遷
を
、
マ
ク
ロ
な
社
会
構
造
の
変
化
と
思
想
的
多
様
性
と
の
関
連
で
分

析
し
た
。
当
時
の
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
社
会
改
良
家
や
労
働
者
が
現

実
を
理
解
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
り
、
こ
の
現
実
が
変
化
す
れ
ば
、
そ

れ
を
理
解
す
る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
変
化
し
た
。
同
時
に
、
当
時
の

失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
は
、
守
る
べ
き
価
値
観
や
社
会
改
革
の
方
向

性
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
を
反
映
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
当

時
の
社
会
改
良
家
が
練
り
上
げ
た
失
業
と
い
う
概
念
は
、
当
時
の
産
業

や
社
会
の
現
実
を
説
明
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を

変
革
す
る
た
め
の
道
具
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

本
稿
の
分
析
を
、K

aldor

（2020

）
の
枠
組
み
に
従
っ
て
再
整
理
し

よ
う
。
第
一
に
、
構
造
的
変
化
は
、
既
存
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
有
用
で
な

く
な
る
新
た
な
現
実
的
問
題
を
生
み
出
す
。
社
会
経
済
学
者
に
よ
る
新

し
い
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
創
出
は
、
政
治
経
済
学
の
「
怠
惰
」
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
は
一
八
三
〇
年
代
以
降
の
大
衆
的
貧
困
を
説
明
で
き
な
い
と

い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
た
。
同
様
に
、
十
九
世
紀
末
に
ル
・
プ
レ
学

派
の
操
業
休
止
と
し
て
の
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
の
考

え
方
が
衰
退
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
国
際
市
場
競
争
の
激
化
に
よ
る
解

雇
の
問
題
に
対
処
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
連
帯
主
義
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者
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
ル
・
プ
レ
学
派
と
そ
の
失
業
対
策
に
つ
い

て
批
判
を
行
っ
た
の
だ
。

　

第
二
に
、
構
造
的
変
化
は
、
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
可
能
性
の
条
件

を
作
り
出
す
。
失
業
は
、
閑
散
期
と
産
業
の
操
業
度
の
周
期
的
な
低
下

が
主
な
問
題
で
あ
っ
た
十
九
世
紀
半
ば
に
は
、
偶
発
的
な
リ
ス
ク
と
は

考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
は
、
資
本
規
模
の
拡
大
や
国
際

市
場
競
争
の
激
化
を
経
て
初
め
て
表
面
化
し
た
。
さ
ら
に
、
社
会
経
済

的
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
共
通
理
解
の
も
と
、
ル
・
プ
レ
学
派
と
連
帯
主

義
そ
れ
ぞ
れ
の
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
当
時
の
労
働
運
動
の
そ
れ
と
共

通
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

第
三
に
、
構
造
変
化
に
よ
り
特
定
の
産
業
部
門
の
中
心
性
が
高
ま
る

こ
と
で
、
統
計
学
者
や
経
済
学
者
は
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
新
し
い
モ

デ
ル
を
得
る
。
連
帯
主
義
の
社
会
的
リ
ス
ク
と
い
う
失
業
概
念
は
、
重

工
業
の
成
長
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
安
定
操
業
と
安
定
雇
用
の
裏
面
と

し
て
、
偶
発
的
失
業
の
可
視
化
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
ル
・
プ
レ
学
派

と
連
帯
主
義
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
周
期
的
か
偶
発
的
か
と
い
う
点
で
対
照

的
だ
っ
た
の
は
、
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
社
会
経
済
的
プ
ロ
セ
ス
が
違
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世

紀
初
頭
に
か
け
て
、
仕
事
が
必
要
な
の
に
見
つ
か
ら
な
い
人
々
と
い
う
、

私
た
ち
の
よ
く
知
る
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
登
場
し
た
。
こ
の
と
き
、
公

的
機
関
は
新
し
い
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
案
す
る
た
め
に
必
要
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
手
に
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
失
業
が
経
済

政
策
の
優
先
目
標
と
な
り
、
政
策
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。

J
・
M
・
ケ
イ
ン
ズ
の
仕
事
は
、
十
九
世
紀
に
は
矛
盾
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
経
済
と
社
会
を
、
国
家
の
介
入
を
正
当
化
す
る
枠
組
み

の
中
で
調
和
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
和
を
完
成
さ
せ
た
の
が
、

完
全
雇
用
の
達
成
と
そ
の
維
持
を
福
祉
国
家
の
目
的
と
し
た
ベ
バ
リ
ッ

ジ
で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
は
、
完
全
雇

用
政
策
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
安
定
し
た
成
長
が
達
成
さ
れ
る
と
信
じ
た

マ
ク
ロ
経
済
学
の
時
代
で
あ
っ
た
（G

autié 2002; Salais et al.1986: 149-

175

）
。

　

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
労
働
市
場
の
悪
化
、
福
祉
国
家
の

「
危
機
」
、
家
族
制
度
の
不
安
定
化
、
様
々
な
就
業
形
態
の
普
及
に
よ
っ

て
、
失
業
が
再
び
重
要
な
社
会
問
題
と
し
て
浮
上
し
「
長
期
失
業
者
」

「
排
除
さ
れ
た
人
々
」
と
い
っ
た
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
出
現
し
て
い

る
（G

autié 2002; Rosanvallon 1995=2006: 1-7

）
。
十
九
世
紀
末
に
定

式
化
さ
れ
た
偶
発
的
リ
ス
ク
と
し
て
の
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
社
会
的

現
実
を
理
解
す
る
た
め
の
概
念
と
し
て
、
ま
た
、
経
済
・
社
会
政
策
の

指
標
と
し
て
疑
問
視
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
長
い
歴

史
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
今
後
の
社
会
構
造
と
失
業
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
変
化
を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

 

（
に
し
だ
・
な
お
き
／
近
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
思
想
史
）
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注（
1
） 

失
業
リ
ス
ク
は
フ
ー
コ
ー
的
研
究
の
盲
点
の
一
つ
で
あ
る
。
F
・
エ
ヴ
ァ

ル
ド
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
八
年
の
労
災
補
償
法
は
「
職
業
的
リ
ス
ク
」
を
措

定
し
、
そ
れ
ま
で
の
個
人
責
任
原
理
を
一
変
さ
せ
た
（Ew

ald 1986: 238

）
。

こ
う
し
た
リ
ス
ク
概
念
の
お
か
げ
で
、
保
険
技
術
は
他
の
分
野
（
老
齢
、
疾

病
）
に
も
拡
大
し
た
と
い
う
（Ew

ald 1985: 323-326

）
。
し
か
し
、
十
九

世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
失
業
は
怠
惰
や
ス
ト
ラ
イ
キ
の
助
長
、
予
測
不
可
能

性
な
ど
様
々
な
理
由
か
ら
他
の
「
自
然
的
リ
ス
ク
」
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
一
九
二
八
年
の
社
会
保
険
法
に
も
失
業
保
険
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
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書
評　

『
プ
ル
ー
ド
ン
―
―
反
「
絶
対
」
の
探
求

』

（
金
山
準
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
年
）

田
中
ひ
か
る

は
じ
め
に

　

本
書
は
著
者
の
一
〇
年
に
わ
た
る
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
に
提
出
し
た
博
士
論
文
で
、
著
者
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル

を
扱
っ
た
後
、
そ
の
源
流
に
あ
る
プ
ル
ー
ド
ン
思
想
と
い
う
「
大
き
な
謎
」

の
研
究
に
着
手
す
る
。
そ
の
成
果
が
、
二
〇
一
五
年
（
『
社
会
思
想
史
研
究
』

第
三
九
号
）
、
二
〇
一
六
年
、
二
〇
一
八
年
に
発
表
さ
れ
た
四
本
の
既
出

論
文
で
あ
り
、
本
書
は
そ
れ
ら
既
出
論
文
と
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
文
章

を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
第
三
九
回
渋
沢
・
ク
ロ
ー
デ
ル
賞
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
後
、

第
四
七
回
社
会
思
想
史
学
会
（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
）
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
取

り
上
げ
ら
れ
、
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
を
研
究
す
る
福
島
知
己
氏
と
プ
ル
ー

ド
ン
を
研
究
す
る
伊
多
波
宗
周
氏
に
よ
る
専
門
的
見
地
か
ら
の
コ
メ
ン
ト

が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
著
者
の
リ
プ
ラ
イ
が
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い

る
（http://shst.jp/w

p-content/uploads/2023/01/2022 sessionD
.pdf

）
。

　

つ
ま
り
、
す
で
に
社
会
的
に
す
ぐ
れ
た
学
術
書
と
し
て
評
価
が
な
さ
れ
、

専
門
的
領
域
か
ら
適
切
な
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
書

評
は
、
全
く
の
専
門
外
と
い
う
立
場
か
ら
、
以
下
で
、
本
書
の
概
要
と
特

徴
に
つ
い
て
、
評
者
の
理
解
し
た
範
囲
で
整
理
し
た
上
で
、
こ
れ
か
ら
著

者
が
プ
ル
ー
ド
ン
研
究
に
さ
ら
に
携
わ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
課
題
が

あ
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
評
者
の
見
解
を
述
べ
る
。

本
書
の
概
要
と
特
徴

　

本
書
の
目
的
は
、「
捉
え
が
た
い
」と
さ
れ
る
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
を
「
絶

対
主
義
」
と
い
う
概
念
を
軸
に
し
て
、
「
一
貫
性
を
も
っ
て
」
解
釈
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
、
「
一
貫
し
た
思
想
」
「
独
自
性
」
を
見
い
だ
す
こ
と
、

お
よ
び
、
彼
の
「
絶
対
主
義
批
判
」
が
、
そ
の
思
想
の
「
多
面
的
で
脱
領

域
的
」
な
「
豊
か
さ
の
源
泉
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
本
書
の
副
題
が
「
反
「
絶
対
」
の
思
想
」
さ
れ
て
い
る
理
由
が
こ
こ

に
あ
る
。
ま
た
本
書
で
は
、
「
絶
対
」
に
対
置
さ
れ
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
生

涯
に
わ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
論
じ
た
「
集
合
」
と
い
う
概
念
に
も
焦
点
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主
張
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
前
期
の
著
作
に
お
い
て
、
後
期
に
ま
で
続
く
「
絶
対
」

へ
の
批
判
と
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
「
均
衡
」
が
提
示
さ
れ
、
あ
る
い
は

矛
盾
や
分
裂
を
抱
え
込
ん
だ
人
間
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
い
た
と

著
者
は
分
析
し
て
い
る
。

　

第
二
章
は
、
『
人
類
に
お
け
る
秩
序
の
創
造
あ
る
い
は
政
治
的
組
織
化

の
原
理
』（
一
八
四
三
年
）
の
分
析
を
通
じ
て
、
第
一
章
で
提
示
さ
れ
た
「
秩

序
」
が
よ
り
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

同
書
で
提
示
さ
れ
る
「
秩
序
」
と
は
、
複
雑
で
多
様
な
も
の
の
中
に
見

い
だ
さ
れ
る
「
統
一
」
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
は
同
質
的
で
未
分
化
の
状

況
を
「
混
沌
」
と
見
な
し
、
分
化
・
区
別
・
差
異
が
調
和
を
保
っ
て
い
る

状
態
を
「
統
一
」
と
捉
え
て
い
た
。
こ
の
議
論
を
引
き
継
ぐ
の
が
『
貧
困

の
哲
学
』
に
お
け
る
、
対
立
を
通
じ
て
未
分
化
な
状
態
か
ら
区
別
と
分
化

が
現
れ
、
新
た
な
「
組
み
合
わ
せ
」
と
「
秩
序
」
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
、

と
い
う
議
論
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
「
セ
リ
ー
論
」
は
、
後

期
に
お
い
て
、
「
集
合
」
さ
ら
に
は
「
連
合
」
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
第
二
章
で
見
た
初
期
の
抽
象
的
な
秩
序
形
成
構
想
は
、

晩
年
の
連
合
主
義
論
で
、
具
体
的
な
政
治
構
想
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
そ

こ
で
あ
え
て
時
代
を
先
に
進
め
、
第
三
章
で
晩
年
の
著
書
『
連
合
の
原
理

と
革
命
の
党
派
を
再
建
す
る
必
要
性
』
（
一
八
六
三
年
）
な
ど
が
検
討
さ
れ

る
。

　

初
期
の
プ
ル
ー
ド
ン
は
政
府
の
解
消
を
通
じ
た
民
族
対
立
の
消
滅
を
構

想
し
て
い
た
が
、
晩
年
に
は
政
治
権
力
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
性
格
を
変

化
さ
せ
る
連
合
主
義
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
プ
ル
ー
ド
ン

が
当
て
ら
れ
る
。

　

以
上
の
目
的
と
と
も
に
分
析
の
方
法
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
従
来
プ
ル
ー

ド
ン
は
マ
ル
ク
ス
や
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
、
あ
る
い
は
、

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
人
民
銀
行
と
い
っ
た
改
革
構
想
に
関
わ
ら
せ
て
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
本
書
で
は
、
そ
れ

ら
「
外
在
的
」
な
論
点
や
視
点
を
で
き
る
限
り
排
除
し
、
社
会
哲
学
的
思

考
に
プ
ル
ー
ド
ン
の
本
領
が
あ
る
、
と
い
う
理
解
に
基
づ
き
、
プ
ル
ー
ド

ン
の
テ
ク
ス
ト
を
、
前
期
か
ら
後
期
に
わ
た
り
、
同
時
代
の
文
脈
に
即
し

て
読
み
解
く
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
初
期
の
著
作
に
お
い
て
「
絶
対
」
と
「
均
衡
」
と
の
対

立
と
い
う
、
著
者
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
お
い
て
一
貫
し
て
議
論
さ
れ

て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
テ
ー
マ
が
提
示
さ
れ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
『
所
有
と
は
何
か
』
（
一
八
四
〇
年
）

お
い
て
、
所
有
を
批
判
し
た
の
は
、
所
有
を
恣
意
的
に
処
分
・
濫
用
す
る

権
利
＝
「
絶
対
性
」
が
所
有
者
に
あ
る
た
め
で
あ
る
が
、
ま
た
、
所
有
の

「
恣
意
性
」
が
自
由
や
富
の
増
大
を
阻
害
し
、
生
産
や
消
費
や
交
換
を
通

じ
て
社
会
が
「
結
合
」
に
向
か
う
動
き
を
脅
か
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

代
え
て
彼
が
提
起
す
る
の
が
絶
対
性
を
持
た
な
い
用
益
の
権
利
（
「
占
有
」
）

で
あ
る
。
そ
し
て
、
政
治
的
な
意
味
で
、
絶
対
的
・
排
他
的
な
「
専
制
」

の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
ア
ナ
ー
キ
ー
」
が
提
起
さ
れ
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

他
方
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
『
貧
困
の
哲
学
』
（
一
八
四
六
年
）
で
は
、
人

間
が
内
的
に
分
裂
・
矛
盾
を
抱
え
込
ん
だ
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
た
め
、

そ
の
目
指
す
べ
き
理
想
は
、
分
裂
し
た
諸
能
力
の
「
均
衡
」
で
あ
る
、
と
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自
治
が
尊
重
さ
れ
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
規
範
が
制
定
さ
れ
る
、
と
考

え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
で
は
社
会
に
お
け
る
平
等
は
実

現
で
き
な
い
と
い
う
認
識
の
も
と
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
展
開
し
た
論
理
は
、

一
方
で
、
能
力
の
不
平
等
に
よ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
形
成
さ
れ
な
が
ら
、

他
方
で
、
社
会
に
お
け
る
「
交
換
」
を
通
じ
て
平
等
を
実
現
す
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
著
者
は
、
こ
の
経
済
的
な
シ

ス
テ
ム
を
通
じ
た
説
明
が
成
功
し
て
い
な
い
た
め
、
社
会
が
平
等
に
な
る

方
法
を
、
道
徳
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
導
き
出
し
た
と
捉
え
、

第
五
章
で
検
討
す
る
。

　

第
五
章
で
著
者
は
、
集
合
理
性
論
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
、
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
を
作
ら
ず
対
等
な
個
人
と
個
人
と
の
関
係
を
作
り
出
す
と
い
う
論
理

を
プ
ル
ー
ド
ン
の
中
か
ら
導
き
出
す
。

　

自
身
の
反
教
権
主
義
な
ど
に
対
す
る
批
判
に
反
論
す
る
形
で
プ
ル
ー
ド

ン
は
、
教
会
に
よ
る
「
正
義
」
は
他
律
・
外
在
の
モ
ラ
ル
で
あ
り
、
革
命

の
「
正
義
」
は
自
律
・
内
在
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
述
べ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン

の
定
義
で
は
、
こ
の
正
義
は
、
「
尊
厳
」
を
認
め
・
守
る
能
力
の
産
物
で

あ
り
、
ま
た
こ
の
場
合
の
「
尊
厳
」
と
は
、
自
分
自
身
の
尊
重
と
い
う
感

覚
を
出
発
点
と
す
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
尊
の
感
覚
（
自

己
愛
）
は
、
自
己
の
絶
対
化
に
つ
な
が
ら
な
い
。
自
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
互
い
に
美
し
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
尊
の
感
覚
は

確
証
さ
れ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
プ
ル
ー
ド
ン
が
重

視
す
る
の
が
、
二
者
関
係
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
人
の
人
間
が
同
質
で
あ

れ
ば
、
脆
弱
な
つ
な
が
り
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
求
め
ら
れ
る
の
は
、

に
よ
れ
ば
、
統
一
国
家
は
、
人
間
集
団
の
自
治
を
破
壊
す
る
。
当
時
イ
タ

リ
ア
統
一
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
集
権
化
は
、
都
市
や
地
域
、
そ
こ
に
住
む

人
び
と
の
主
権
を
国
家
が
奪
う
。
こ
れ
に
対
し
て
プ
ル
ー
ド
ン
が
構
想
す

る
連
合
は
、
中
央
政
府
と
市
民
お
よ
び
市
民
が
構
成
す
る
自
治
体
と
の
政

治
契
約
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
限
は
で
き
る
限
り
下
位
集
団
に
あ
り
、

必
要
に
応
じ
て
上
位
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
初
期
に
お

け
る
権
力
の
解
体
と
い
う
構
想
か
ら
見
れ
ば
大
き
な
変
化
に
見
え
る
が
、

著
者
は
む
し
ろ
、「
均
衡
」
か
ら
「
連
合
」
へ
と
い
う
一
貫
性
を
見
て
い
る
。

　

以
上
の
連
合
主
義
論
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
多
元
的
な
社

会
で
秩
序
を
生
み
出
す
仕
組
み
で
あ
っ
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
そ
こ
で

著
者
は
第
四
章
で
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
、
『
革
命
に
お
け
る
正
義
と
教

会
に
お
け
る
正
義
』
（
一
八
五
八
年
）
で
の
集
合
理
性
論
、
お
よ
び
、
そ
れ

以
降
に
著
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
集
合
理
性
論
と
は
、
社
会
に
存
在
す
る
複
数
の
集
団

間
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
、「
理
性
」
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

教
会
な
ど
の
外
在
的
な
権
威
に
対
し
て
、
集
合
体
を
律
す
る
法
規
範
を
、

そ
れ
に
服
す
る
人
び
と
自
身
が
内
在
的
に
作
り
上
げ
る
こ
と
は
可
能
か
、

と
い
う
問
い
に
対
し
て
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
絶
対
」
を
内
包

し
た
集
団
間
で
起
き
る
「
衝
突
」
の
中
で
「
絶
対
」
が
除
去
さ
れ
、
「
共

通
の
も
の
の
見
方
」
が
成
立
す
る
と
い
う
想
定
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
。

以
上
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
プ
ル
ー
ド
ン
が
重
視
し
た
の
は
、
参
加
・
議

論
・
交
渉
で
あ
り
、
そ
の
主
体
は
、
労
働
者
、
教
育
者
、
産
業
者
、
学
者
、

芸
術
家
ら
が
結
成
す
る
諸
集
団
、
お
よ
び
、
学
校
、
自
治
体
、
国
会
、
結

社
、
陪
審
員
と
い
っ
た
諸
機
関
・
団
体
で
あ
り
、
こ
れ
ら
団
体
・
集
団
の
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初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
見
ら
れ
る
一
貫

性
・
独
自
性
を
見
い
だ
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
最
大
の
特
徴
が
あ

る
と
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
多
面
的
か
つ
複
雑
で
時
に

矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
る
と
も
思
え
る
記
述
を
、
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
か
、

と
い
う
一
つ
の
方
法
を
わ
た
し
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
画
期

的
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
現
代
的
な
問
題
と
関
わ
ら
せ
る
と
い
う
作
業
と
は
距
離
を
置
き
、

プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
を
内
在
的
に
、
ま
た
同
時
代
の
文
脈
に
即
し
て
分
析

し
て
い
る
と
い
う
点
が
、
本
書
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
点
で

も
わ
た
し
た
ち
の
プ
ル
ー
ド
ン
に
関
す
る
理
解
へ
の
大
き
な
貢
献
で
あ
ろ

う
と
評
者
は
考
え
る
。

今
後
の
課
題

　

補
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
プ
ル
ー
ド
ン
の
女
性
観
を
念
頭
に
置
い
た
、

プ
ル
ー
ド
ン
の
描
く
個
人
や
集
合
等
々
の
諸
概
念
の
再
検
討
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
現
代
的
な
文
脈
で
分
析
が
可
能
で
あ
る
か
に
見
え
る
集
合
理
性
論

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
女
性
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
実
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
も
う
一

つ
の
課
題
は
、
同
時
代
と
後
世
へ
の
影
響
で
あ
る
。
著
者
は
本
書
で
プ
ル
ー

ド
ン
の
一
貫
性
と
と
も
に
独
自
性
も
探
求
し
て
い
る
が
、
独
自
で
際
立
っ

た
思
想
は
、
得
て
し
て
同
時
代
に
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
生
前
か
ら
彼
の
諸
著
作
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
で
読
ま
れ
た
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
南
イ
タ
リ
ア
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
共
和
主
義
者
が
プ

ル
ー
ド
ン
か
ら
学
び
、
彼
ら
か
ら
学
ん
だ
人
び
と
が
バ
ク
ー
ニ
ン
や
マ
ラ

異
質
で
相
補
的
な
特
質
を
持
つ
二
人
の
個
人
か
ら
形
成
さ
れ
る
関
係
性
と

な
る
。
こ
の
よ
う
な
二
者
関
係
と
し
て
プ
ル
ー
ド
ン
が
念
頭
に
置
い
て
い

た
の
が
夫
婦
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
夫
婦
に
お
い
て
女
性
の
立
場
が
男
性
よ
り
低
い
と
い
う
こ

と
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
女
性
観
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
扱
わ

れ
て
い
る
の
が
、
補
論
で
あ
る
。

　

補
論
に
お
い
て
著
者
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
、
女
性
は
優
美
、
男
性
は
力

を
代
表
し
、
男
性
の
力
＝
理
性
が
女
性
の
理
想
＝
優
美
に
優
越
す
る
、
理

性
を
司
る
の
が
男
性
、
法
や
正
義
に
人
を
引
き
つ
け
る
魅
力
を
与
え
る
の

が
女
性
の
能
力
、
女
性
は
男
性
の
補
助
者
で
あ
る
、
家
庭
で
は
平
等
だ
が
、

公
的
領
域
で
は
平
等
は
な
い
、
と
い
っ
た
女
性
観
を
描
き
、
生
前
か
ら
批

判
を
受
け
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

著
者
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
性
差
を
本
質
主
義
的
に
捉
え
て
い
た
た
め
、

本
書
で
著
者
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
プ
ル
ー
ド
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
も

「
空
し
い
も
の
と
な
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
「
フ
ァ
ロ
セ

ン
ト
リ
ズ
ム
」
は
、「
根
深
い
」
も
の
で
あ
る
た
め
、「
彼
の
根
本
テ
ー
マ
」

に
関
連
さ
せ
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
、
評
者
が
理
解
し
た
範
囲
で
本
書
の
要
約
を
試
み
た
が
、
た
と
え

ば
「
上
書
き
」
と
い
う
、
著
者
の
プ
ル
ー
ド
ン
論
に
お
い
て
相
当
に
重
要

な
位
置
を
占
め
る
概
念
を
含
め
、
評
者
に
は
十
全
に
理
解
で
き
な
か
っ
た

も
の
が
少
な
く
な
い
。
要
約
が
著
者
の
見
解
か
ら
大
き
く
外
れ
る
も
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
点
は
お
詫
び
し
た
い
。

　

そ
の
上
で
、
最
後
に
、
評
者
な
り
に
本
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、

本
書
は
プ
ル
ー
ド
ン
の
、
絶
対
や
均
衡
と
い
っ
た
語
や
概
念
に
着
目
し
、
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書
評　

『
社
会
を
つ
く
っ
た
経
済
学
者
た
ち 

 
 

―
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
構
想
か
ら
展
開
へ

』

（
藤
田
菜
々
子
著
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）

橋
本 

努

　

一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本
で
は
「
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
・
モ
デ
ル
」
と
い
う
福
祉
国
家
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
心
が
集
ま
っ
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
と
は
、
積
極
的
労
働
市
場
政
策
、
賃
金
の
民
主

的
決
定
、
普
遍
的
福
祉
政
策
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
な
ど
か
ら
な
る
政

策
体
系
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

テ
ス
タ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
、
あ
る
い
は
、
一
八
六
〇
年
代
に
ク
ロ
ポ

ト
キ
ン
が
シ
ベ
リ
ア
で
『
貧
困
の
哲
学
』
を
読
み
多
く
を
学
ん
で
い
た
と

い
う
事
実
を
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
の
結
果
、
「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム

の
祖
」と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
同
時
代
に
お
い
て
「
独

自
」
で
際
立
っ
て
い
た
思
想
が
、
同
時
に
一
定
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、

極
め
て
わ
か
り
や
す
く
共
感
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

な
ぜ
生
前
の
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
そ
こ
ま
で
の
需
要
が
あ
っ
た
の
か
。

検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。
以
上
の
こ
と
は
別
に
し
て
、
評
者
は
、
本
書

が
近
代
フ
ラ
ン
ス
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
幅
広
い
領

域
の
読
者
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
読
ま
れ
、
多
様
な
議
論
や

新
た
な
研
究
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

  

（
た
な
か
・
ひ
か
る
／
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
）
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そ
の
観
点
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
で
あ
り
、
よ
り
狭
義
に
は
普
遍

主
義
的
な
福
祉
政
策
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
は
、

七
〇
年
代
に
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
と
し
て
一
つ
の
完
成
期
を
迎
え
た

の
ち
に
、
ネ
オ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
弱
め
ら
れ
た
体
制
へ
と
移

行
し
、
賃
金
の
民
主
的
決
定
を
支
え
る
制
度
は
著
し
く
後
退
し
た
。
九
〇

年
代
に
経
済
の
停
滞
を
経
験
す
る
と
、
同
国
は
新
自
由
主
義
の
政
策
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
七
〇
年
代
以
降
の
モ
デ
ル
の
変
容

に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
学
者
た
ち
が
ど
こ
ま
で
か
か
わ
っ
て
い
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
他
の
北
欧
諸
国
に
比
し
て
、

二
〇
世
紀
前
半
に
経
済
学
に
お
け
る
突
出
し
た
成
功
を
収
め
、
そ
の
成
果

が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
形
成
に
結
び
つ
い
た
点
で
あ
ろ
う
。
背
景

に
は
、
第
一
世
代
の
経
済
学
者
D
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
が
、
私
財
を
投
じ

て
雑
誌
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ク
・
テ
ィ
ド
ス
ク
リ
フ
ト
（
英
訳
す
る
と

Econom
ic M

agazine

）
』
を
一
八
九
九
年
に
刊
行
し
、
他
の
経
済
学
者
た
ち

を
巻
き
込
ん
で
精
力
的
に
言
論
活
動
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た

同
じ
く
第
一
世
代
の
E
・
へ
ク
シ
ャ
ー
が
、
一
九
一
七
年
に
「
経
済
ク
ラ

ブ
」
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
経
済
学
論
議
の
場
を
設
け
、
経
済
学
者
た

ち
の
親
密
圏
を
築
い
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
人
的
・
言
論

的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
背
景
に
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
や
オ
リ
ー
ン
（
と

も
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
）
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
第
二
世
代
が
輩
出
さ

れ
て
い
く
。
彼
ら
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
対
立
し
な
が
ら
も
、
親
密
な
交

流
を
続
け
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
福
祉
政
策
の
成
功
を
導
い
た
。
そ

の
経
緯
に
つ
い
て
、
本
書
は
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
光
を
当
て
て
掘
り
起
こ

は
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る
が
、
政
策
理
念
と
し
て
は
二
十
世
紀
前
半
の
同

国
の
論
議
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
学
者

た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
と
交
流
を
重
な
る
な
か
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・

モ
デ
ル
を
徐
々
に
形
成
し
て
い
っ
た
。
本
書
は
こ
の
モ
デ
ル
の
理
念
に
照

ら
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
学
史
を
描
い
た
通
史
で
あ
る
。
と
り
わ

け
十
九
世
紀
末
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
開
花
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
経
済
学
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
政
策
構
想
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

多
様
な
局
面
を
含
ん
だ
再
構
成
で
は
あ
る
が
、
主
旋
律
は
明
快
で
あ
り
、

す
べ
て
は
こ
の
モ
デ
ル
へ
の
貢
献
と
い
う
観
点
か
ら
編
ま
れ
て
い
る
。
著

者
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
が
知
性
史
の
豊
か
な
作
品
へ
と
結
実
し
て
お
り
、

一
国
の
経
済
体
制
と
経
済
学
説
が
織
り
な
す
関
係
を
鮮
や
か
な
筆
致
で
捉

え
た
大
作
で
あ
る
。

　

本
書
の
研
究
対
象
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
知
識
社
会
で
あ
り
、
当
然
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
語
の
解
読
が
ネ
ッ
ク
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
ヴ
ィ
ク
セ
ル
、
カ
ッ
セ
ル
、
ヘ
ク
シ
ャ
ー
、

リ
ン
ダ
ー
ル
、
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
、
オ
リ
ー
ン
と
い
っ
た
同
国
の
著
名
な
経
済
学

者
た
ち
は
、
そ
の
当
時
か
ら
英
語
（
な
い
し
ド
イ
ツ
語
）
で
情
報
発
信
を

し
た
り
、
あ
る
い
は
翻
訳
者
が
業
績
の
一
部
を
英
訳
し
て
く
れ
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
た
め
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
学
史
の
大
き
な
流
れ
は
英
語
で

ア
ク
セ
ス
で
き
る
。
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
学
史
に
関
す
る
研
究
書

も
英
語
の
編
著
で
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
二
次
文
献
か
ら

大
ま
か
な
流
れ
を
つ
か
む
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
お

い
て
、
本
書
の
貢
献
は
な
に
よ
り
も
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
学
史
を
単

独
で
、
し
か
も
一
貫
し
た
観
点
で
も
っ
て
描
い
た
こ
と
に
あ
る
。
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つ
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
こ
の
と
き
の
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル

の
主
張
は
、
一
九
三
二
年
の
リ
ン
ダ
ー
ル
の
講
演
内
容
と
重
な
っ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
は
リ
ン
ダ
ー
ル
こ
そ
、
新
し
い
財
政
理
論
の
提
供
者
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
的
思
考
を
初
期
の

段
階
で
示
し
た
の
は
オ
リ
ー
ン
で
あ
る
か
ら
、
オ
リ
ー
ン
こ
そ
新
し
い
財

政
政
策
の
基
礎
を
提
供
し
た
人
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
。

　

本
書
の
第
一
二
章
は
、オ
リ
ー
ン
が
一
九
三
七
年
に
『
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
に
寄
せ
た
二
つ
の
論
文
の
検
討
や
、
そ
の
後
の
ケ
イ
ン
ズ

と
オ
リ
ー
ン
と
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
私
信
の
や
り
取
り
な
ど
を
歴
史
的
に
再

構
成
し
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い
。
晩
年
の
オ
リ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
失
業

者
に
職
を
与
え
る
た
め
の
公
共
事
業
と
い
う
考
え
方
は
、
一
九
〇
九
年
に

イ
ギ
リ
ス
で
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
示
し
て
以
来
、
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
。
ま

た
一
九
二
五
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド

イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
断
片
を
も
っ
て
い
る
経

済
学
者
や
専
門
家
た
ち
が
い
た
。
ケ
イ
ン
ズ
革
命
は
必
ず
し
も
革
命
的
な

ア
イ
デ
ィ
ア
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

福
祉
国
家
政
策
は
、
か
り
に
ケ
イ
ン
ズ
理
論
が
な
く
て
も
機
能
し
た
可
能

性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
財
政
政
策
は
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
・
モ
デ
ル
に
固
有
の
積
極
的
労
働
市
場
政
策
（
労
働
者
の
職
業
能
力
を

開
発
し
て
職
種
転
換
を
促
す
政
策
）
で
は
な
い
。
で
は
二
十
世
紀
前
半
の
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
、
ど
ん
な
議
論
が
の
ち
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
資

源
に
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル

が
人
口
委
員
会
の
一
九
三
八
年
の
報
告
書
で
、
予
防
的
社
会
政
策
（
あ
る

し
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
が
設
置
し
た
失
業
委

員
会
（
一
九
二
七
―
三
五
年
）
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
二
つ
の
報
告
書

と
七
つ
の
付
録
と
数
多
く
の
覚
書
を
残
し
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
語
資
料
を
読
み
と
き
、
と
り
わ
け
第
二
報
告
書
の
作
成
過
程

で
、
第
二
世
代
の
経
済
学
者
た
ち
が
協
働
し
、
「
ヴ
ィ
ク
セ
ル
由
来
の
理

論
的
思
考
に
も
と
づ
く
拡
張
的
政
策
提
言
集
団
」
（
一
九
四
頁
）
を
形
成
し

た
こ
と
を
跡
づ
け
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
一
九
二
〇
年
か
ら
三
二
年

に
か
け
て
、
首
相
が
一
二
回
も
交
代
す
る
と
い
う
不
安
定
な
時
期
を
経
験

し
た
が
、
一
九
二
八
年
の
世
界
大
恐
慌
を
比
較
的
う
ま
く
切
り
抜
け
、
一

九
三
二
年
に
は
社
民
党
に
よ
る
長
期
政
権
が
誕
生
す
る
。
そ
し
て
こ
の
政

権
下
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
形
成
が
す
す
む
の
で
あ
る
が
、
そ
の

揺
籃
期
を
支
え
た
の
が
、
こ
の
失
業
委
員
会
で
の
議
論
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
こ
の
委
員
会
で
論
じ
ら
れ
た
主
た
る
政
策
は
、
失
業
者
の
た
め

の
財
政
政
策
（
雇
用
政
策
）
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ

ル
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
失
業
者
の
た
め
の
財
政
政
策
の
理

論
的
根
拠
は
、
ど
う
も
同
国
の
経
済
学
者
た
ち
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
学
派
）

に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
国
の
「
新
し
い

財
政
政
策
」
を
独
自
に
提
起
し
た
の
は
、
一
九
三
二
年
以
降
の
社
民
党
政

権
で
大
蔵
大
臣
を
務
め
る
ウ
ィ
グ
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
こ

の
政
策
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
検
討
し
て
い
る
。ウ
ィ
ッ

グ
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
は
、
自
ら
の
財
政
政
策
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
ミ
ュ
ル

ダ
ー
ル
に
政
府
予
算
の
付
録
を
書
く
よ
う
に
求
め
、
そ
し
て
そ
れ
に
応
じ

た
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
付
録
は
、
ケ
イ
ン
ズ
以
前
の
ケ
イ
ン
ズ
的
政
策
の
一
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ぎ
り
で
は
、
あ
ま
り
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
印
象
を
も
っ
た
。
一
方
で
、
第
二
世
代
の
経
済
学
者
オ
リ
ー
ン
は
、
一

九
四
四
年
以
降
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
自
由
党
の
党
首
を
二
三
年
間
務
め
て
政

治
を
牽
引
し
た
。
彼
は
選
挙
で
社
民
党
に
勝
利
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
社
民
党
と
の
政
治
的
緊
張
関
係
を
築
き
、
し
ば
し
ば
自
由
党
の
政

策
理
念
が
政
治
を
動
か
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
五
九
年
の
憲

法
改
正
と
一
院
制
の
導
入
は
、
自
由
党
の
発
案
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
。
オ
リ
ー
ン
は
ま
た
、
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
の
初
代
委
員
長
を
務

め
て
お
り
、
こ
の
賞
の
制
度
の
自
由
主
義
的
な
背
景
を
探
っ
た
本
書
第
一

六
章
の
研
究
も
興
味
深
い
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
は
、
同
国
の
社
民
党
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た

諸
政
策
の
集
成
か
ら
な
る
が
、
そ
の
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
自
由
主
義
陣

営
か
ら
の
批
判
を
組
み
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
の
知
恵
と
議
論
と

緊
張
関
係
こ
そ
が
こ
の
モ
デ
ル
の
資
源
を
な
し
て
い
る
と
い
う
著
者
の
視

角
は
、
通
史
と
し
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
経
済
学
を
深
く
つ
か
む
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
五
〇
年
代
末
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、

社
民
党
は
「
自
由
選
択
社
会
」
や
「
強
い
社
会
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
掲
げ
る
が
、
こ
う
し
た
理
念
に
も
、
自
由
主
義
陣
営
の
要
求
を
包
摂
し

よ
う
と
す
る
気
概
が
読
み
取
れ
る
。
な
お
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
社

会
」
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
は
「
国
家
」
の
意
味
も
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル

な
知
識
社
会
の
協
働
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
福
祉
国
家
を
徐
々
に
生
み
出
し
て

い
く
。
そ
の
歴
史
を
描
い
た
本
書
か
ら
、
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
点
は
多
い

は
ず
で
あ
る
。

 

（
は
し
も
と
・
つ
と
む
／
社
会
思
想
）

い
は
普
遍
的
福
祉
）
の
理
念
を
提
起
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
人

口
委
員
会
は
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
提
言
を
し
た
が
、
実
際
に
導
入
さ
れ
た
政

策
の
一
つ
に
出
産
手
当
が
あ
る
。
一
部
の
富
裕
層
を
除
い
た
ほ
ぼ
す
べ
て

の
国
民
を
対
象
に
、
し
か
も
妊
婦
個
人
に
現
金
を
支
給
す
る
と
い
う
、
普

遍
主
義
的
で
個
人
主
義
的
な
制
度
で
あ
る
。
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
自
身
は
そ
の

政
策
の
実
行
に
際
し
て
、
現
物
支
給
（
無
償
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
）
を
望
ん
だ

が
、
当
時
の
社
会
大
臣
の
メ
ッ
レ
ル
は
官
僚
主
義
を
避
け
る
べ
く
、
現
金

支
給
を
提
案
し
た
。
こ
う
し
た
普
遍
主
義
的
で
非
官
僚
主
義
的
な
福
祉
政

策
が
下
地
と
な
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

と
い
う
。

　

当
時
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
出
生
率
の
低
下
に
直
面
し
て
お
り
、
こ
れ
を

受
け
て
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
夫
妻
は
著
書
『
人
口
問
題
の
危
機
』（
一
九
三
四
年
）

で
総
合
的
な
人
口
政
策
を
提
起
し
た
。
二
人
が
批
判
し
た
の
は
、
人
口
抑

制
の
た
め
の
処
方
を
提
案
す
る
新
マ
ル
サ
ス
主
義
だ
け
で
な
く
、
出
産
を

比
較
的
貧
し
い
労
働
者
階
級
の
家
族
に
任
せ
て
事
後
的
な
貧
困
対
策
を
施

す
保
守
主
義
の
政
策
で
も
あ
っ
た
。
夫
妻
は
従
来
の
家
父
長
制
的
な
発
想

を
超
え
て
、
す
べ
て
の
男
女
が
子
育
て
を
し
な
が
ら
働
く
こ
と
が
で
き
る

環
境
を
提
供
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
医
療
、
教
育
、
子
育
て
、
住
宅
な

ど
に
か
か
わ
る
福
祉
政
策
を
総
合
的
に
提
案
し
た
。
こ
れ
は
現
代
の
用
語

で
表
現
す
れ
ば
、
人
的
資
本
形
成
の
た
め
の
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
的
投
資
政

策
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
は
そ
の
後
、
複
雑
な
経
緯
を
経
て
体
系
化
さ

れ
て
い
く
が
、
戦
後
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
政
策
に
同
国
の
経
済
学
者

た
ち
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
書
を
読
む
か



211　●　〈書　評〉

示
し
て
あ
る
。
実
は
神
田
は
こ
の
垂
井
の
生
ま
れ
で
、
本
書
は
そ
の
神
田

孝
平
の
研
究
書
で
あ
る
。
ま
ず
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

　

序
章
「
明
治
初
期
の
思
想
史
研
究
に
お
け
る
神
田
孝
平
の
位
置
づ
け
」

で
は
本
書
の
目
的
が
示
さ
れ
る
。
要
点
は
神
田
が
「
民
」
を
重
ん
じ
た
思

想
家
で
あ
り
、
異
色
の
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　

第
一
章
「
神
田
孝
平
の
略
歴
」
。
神
田
は
一
八
三
〇
年
、
竹
中
家
の
家
臣
・

神
田
孟
明
の
側
室
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
父
親
は
既
に
養
子
を
迎
え
て

お
り
、
ま
た
側
室
の
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
竹
中
家
の
中
で
出
世
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
叔
父
の
助
力
も
あ
り
学
問
に
専
心
す
る
。

最
初
は
漢
学
を
修
め
た
が
、
ペ
リ
ー
来
航
を
機
に
洋
学
に
転
ず
る
。
こ
れ

が
神
田
の
立
身
出
世
の
糸
口
と
な
っ
た
。
一
八
六
二
年
に
は
蕃
書
調
所
の

教
授
方
出
役
に
採
用
さ
れ
、
一
八
六
五
年
に
は
幕
臣
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。

明
治
維
新
後
は
新
政
府
に
登
用
さ
れ
、
一
八
七
一
年
兵
庫
県
令
と
な
る
。

　

第
二
章
「
神
田
孝
平
に
お
け
る
『
人
民
』
」
。
こ
こ
で
本
書
が
一
貫
し
て

主
張
す
る
、
神
田
が
人
民
を
上
か
ら
統
治
さ
れ
る
べ
き
愚
民
で
は
な
く
、

主
体
と
し
て
把
握
し
た
と
い
う
見
解
が
本
格
的
に
登
場
し
、
以
後
、
本
書

全
体
で
繰
り
返
さ
れ
る
。

　

第
三
章
「
『
農
商
弁
』
に
お
け
る
『
商
』
の
『
利
』
―
―
税
制
改
革
論

を
中
心
に
」
で
は
、
課
税
対
象
を
農
業
か
ら
商
業
に
変
え
る
こ
と
を
主
張

す
る
。
中
継
貿
易
は
無
限
に
「
利
」
を
増
大
さ
せ
る
か
ら
で
あ
り
（
九
二
頁
）
、

農
業
へ
の
課
税
は
人
心
の
離
反
と
軍
備
弱
体
化
を
招
く
か
ら
で
あ
る
（
八

八
頁
）
。
ま
た
こ
の
章
で
は
江
戸
時
代
の
経
世
家
・
本
多
利
明
と
の
比
較

も
な
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
江
戸
時
代
の
経
世
家
と
の
比
較
が
な
さ
れ
て

い
る
の
は
こ
の
章
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
本
多

　

書
評　

『「
民
」
を
重
ん
じ
た
思
想
家　

神
田
孝
平 

 
 

―
―
異
色
の
官
僚
が
構
想
し
た
、
も
う
一
つ
の
明
治
日
本

』

（
南
森
茂
太
著
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）

森
岡
邦
泰

　

名
古
屋
か
ら
東
海
道
線
で
四
〇
分
あ
ま
り
の
岐
阜
県
垂た

る

井い

町
で
毎
年

五
月
二
日
か
ら
四
日
ま
で
垂
井
曳
山
ま
つ
り
が
行
わ
れ
る
。
一
番
の
出
し

物
は
小
学
生
に
よ
る
子
供
歌
舞
伎
で
、
三
味
線
弾
き
や
浄
瑠
璃
は
プ
ロ
を

呼
ん
で
き
て
、
そ
の
迫
真
の
演
技
は
、
涙
す
る
観
客
が
現
れ
る
ほ
ど
で
あ

る
。
昔
の
旅
籠
を
用
い
た
休
憩
所
に
は
、
神
田
孝
平
の
写
真
と
業
績
が
展
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終
章
「
神
田
孝
平
が
開
い
た
明
治
日
本
」
で
は
、
神
田
孝
平
が
な
ぜ
忘

れ
ら
れ
た
の
か
が
考
察
さ
れ
、
神
田
の
研
究
の
現
代
的
意
義
が
説
か
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
評
者
が
感
じ
た
こ
と
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
述
べ
よ
う
。
第

三
章
で
中
継
貿
易
が
利
益
を
無
限
に
増
大
さ
せ
る
と
い
う
神
田
の
主
張
は
、

そ
の
妥
当
性
が
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
第
四
章
で
（
一
二
七
―
八
頁
）
、
神
田

は
民
撰
議
院
論
争
で
、
議
会
開
設
を
尚
早
と
す
る
立
場
に
転
じ
た
と
当
時

か
ら
考
え
ら
れ
て
お
り
、
本
書
は
そ
れ
に
反
駁
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の

論
証
に
は
無
理
が
あ
る
。
神
田
は
時
節
が
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
と
い
う

が
、
そ
の
時
節
と
は
、
①
人
民
が
増
税
を
「
甘
承
」
し
な
く
な
る
、
②
「
楮

弊
」
の
通
用
が
停
止
す
る
、
③
外
国
人
が
金
を
貸
さ
な
く
な
る
、
④
「
敵

国
外
患
」
が
迫
っ
て
く
る
状
況
で
「
聖
賢
」
が
そ
の
地
位
に
い
な
い
、
と

い
う
状
況
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
『
農
商
弁
』
執
筆
当
時
か
ら
内
政
上

の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
著
者
は
主
張
す
る
が
、
『
農
商
弁
』
で

言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
課
税
対
象
を
農
業
か
ら
商
業
へ
移
せ
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
人
民
が
増
税
を
甘
受
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
②

に
つ
い
て
は
、
不
換
紙
幣
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
論
考
を
示
し
て
、
神
田

が
現
行
の
貨
幣
制
度
が
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
、
と
主
張
す

る
が
、
通
用
が
停
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
③
、
④
に
つ
い
て
は
神

田
が
触
れ
る
こ
と
が
な
く
、
③
に
つ
い
て
は
外
債
の
金
利
が
高
か
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
貸
さ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
④
に
つ
い

て
は
漠
然
と
、
台
湾
を
め
ぐ
り
清
と
、
樺
太
を
め
ぐ
り
ロ
シ
ア
と
領
土
問

題
で
対
立
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
「
敵
国
外

患
」
と
は
第
一
に
列
強
の
植
民
地
に
な
る
お
そ
れ
で
、
神
田
も
『
農
商
弁
』

で
人
民
が
西
洋
人
の
統
治
に
「
悦
服
」
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
台

だ
け
で
あ
る
。
五
つ
の
共
通
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
西
洋
を
モ
デ
ル

と
し
て
外
国
貿
易
で
解
決
を
図
る
と
い
う
点
が
重
要
だ
ろ
う
。

　

第
四
章
「
幕
末
・
明
治
初
期
の
政
治
情
勢
と
神
田
孝
平
の
政
治
思
想
」

で
は
、
幕
末
の
激
動
期
と
明
治
初
期
に
神
田
が
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た

か
が
説
明
さ
れ
る
。
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
、
神
田
の
思
想
が
変
化
し
て

い
る
さ
ま
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。
言
い
た
い
こ
と
は
、
幕
末
段
階
で

は
、
神
田
は
「
聖
人
」
が
「
仁
政
」
を
行
い
、
統
治
者
に
人
心
が
服
属
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
が
（
一
一
〇
頁
）
、
次
第
に
人
民
の
議
決
機
関
と

し
て
の
議
会
開
設
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

第
五
章
「
明
治
初
期
に
お
け
る
神
田
孝
平
の
税
制
・
財
政
改
革
案
」
で

は
、
新
政
府
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
財
政
収
入
の
安
定
化
に
つ

い
て
、
神
田
が
行
っ
た
提
言
が
分
析
さ
れ
る
。
神
田
は
納
税
者
が
議
員
と

な
っ
て
議
会
で
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
を
求
め
、
ま
た
税
収
の
安
定
化
と

税
務
行
政
の
簡
略
化
を
説
い
た
。

　

第
六
章
「
神
田
孝
平
の
兵
庫
県
政
」
で
は
、
県
令
と
し
て
の
神
田
の
業

績
と
し
て
全
国
に
先
駆
け
て
議
決
機
関
と
し
て
の
民
会
を
開
設
し
た
こ
と

が
説
か
れ
る
。

　

第
七
章
「
神
田
孝
平
『
貨
幣
四
録
』
の
執
筆
・
公
表
の
目
的
」
で
は
、

従
来
、
自
由
貿
易
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る
「
貨
幣
四
録
」
の
テ
ー
マ
が
、

不
換
紙
幣
問
題
の
分
析
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　

第
八
章
「
木
戸
孝
允
と
神
田
孝
平
に
お
け
る
『
官
』
と
『
民
』
―
―
新

聞
と
の
か
か
わ
り
と
政
治
観
を
中
心
に
」
で
は
、
新
聞
の
揺
籃
期
に
木
戸

孝
允
と
神
田
孝
平
が
新
聞
と
い
う
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー

ル
の
誕
生
に
際
し
て
取
っ
た
態
度
が
比
較
さ
れ
る
。
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産
階
級
が
含
ま
れ
て
お
り
、
神
田
の
場
合
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
民
に
含
ま

れ
な
い
。
そ
う
し
た
階
級
が
愚
民
か
ど
う
か
、
神
田
の
場
合
そ
も
そ
も
対

象
外
だ
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
認
識
し
て
お
か
な
い
と
、
誤
っ
た
理
解
に
陥
る

可
能
性
が
あ
る
。
柳
田
國
男
が
小
作
料
が
米
納
（
現
物
地
代
）
よ
り
も
金

納
（
貨
幣
地
代
）
の
方
が
小
作
人
に
と
っ
て
有
利
な
の
に
、
小
作
人
が
新

た
な
経
営
方
法
を
発
見
す
る
能
力
に
欠
け
、
惰
性
に
流
れ
て
い
る
の
は
、

農
民
の
頭
脳
が
愚
鈍
だ
か
ら
と
言
っ
た
こ
と
（
二
二
七
頁
）
。
ま
た
福
田
徳

三
が
二
十
世
紀
初
頭
に
飢
饉
に
陥
っ
て
い
た
東
北
地
方
を
巡
回
し
て
、
農

民
は
「
自
足
経
済
」
の
段
階
に
あ
り
、
要
す
る
に
遅
れ
て
い
る
と
い
っ
た

こ
と
。
こ
れ
を
「
明
治
初
期
に
見
ら
れ
た
『
愚
民
観
』
を
前
提
に
、
現
存

す
る
民
衆
の
『
智
識
』
の
改
善
を
唱
え
る
思
想
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
、

そ
れ
と
神
田
の
「
政
治
・
経
済
の
担
い
手
と
し
て
自
立
し
た
『
人
民
』
」

を
著
者
が
対
置
す
る
と
き
（
二
七
八
頁
）
、
神
田
は
愚
民
観
に
陥
っ
て
い
な

い
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
柳
田
た
ち
が
い
う
愚
鈍
な
農
民
と
は

無
産
階
級
の
小
作
人
で
あ
り
、
神
田
の
有
産
階
級
の
み
を
含
む
「
人
民
」

に
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
読
者
は
「
人
民
」
と
か
「
民
衆
」
と
い
う

言
葉
に
惑
わ
さ
れ
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
神
田
が
民
衆
全
体
を
愚
民
と
み

て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
印
象
を
抱
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な

い
。

　

本
書
は
終
章
で
神
田
が
忘
れ
ら
れ
た
理
由
を
考
察
し
て
い
る
。
理
由
が

い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
、
時
代
の
変
化
に
伴
い
（
制

限
選
挙
の
実
現
な
ど
）
、
神
田
の
思
想
が
陳
腐
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
（
二
七
六
頁
）
。
本
書
が
神
田
を
「
民
」
を
重
ん
じ
た
思
想
家

湾
や
樺
太
の
領
有
問
題
は
日
本
が
独
立
国
と
し
て
安
定
し
領
土
を
広
げ
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
段
階
で
の
問
題
で
、
「
敵
国
外
患
」
が

迫
っ
て
く
る
状
況
と
は
言
い
が
た
い
。

　

本
書
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
神
田
が
愚
民
観
と
い
う
当
時
の
支
配
的
な

思
潮
と
違
い
、
民
衆
を
政
治
経
済
の
担
い
手
と
な
り
得
る
人
民
と
し
て
把

握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
（
五
〇
頁
）
、
読
者
に
、
神
田
を
近
代
的
な

思
想
の
持
ち
主
で
、
民
衆
サ
イ
ド
に
立
っ
て
い
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
色

合
い
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
が
本
書
全
体
で
手
を
変
え
品
を
変
え

繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
民
衆
の
中
身
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
に
土
地
を
所
有
し
な
い
無
産
階
級
は
含
ま
れ
な
い
。
神

田
の
言
う
「
人
民
」
と
は
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
本
書
で
も
言
わ
れ
て
い

る
と
お
り
一
八
八
〇
年
の
東
京
で
六
・
四
％
で
あ
り
、
著
者
は
兵
庫
の
い

く
つ
か
の
村
の
土
地
所
有
者
が
九
〇
％
を
超
え
る
例
を
出
し
て
い
る
が

（
五
八
頁
）
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
そ
の
村
が
「
持
高
百
姓
」
の
割
合
が
高
か
っ

た
に
過
ぎ
ず
、
ほ
か
の
地
域
で
見
れ
ば
ま
た
全
然
別
の
結
果
が
出
て
く
る

だ
ろ
う
。
人
口
の
大
多
数
を
占
め
る
東
京
の
実
情
が
お
そ
ら
く
全
国
平
均

に
近
く
、
神
田
の
言
う
「
人
民
」
と
は
、
一
部
の
一
定
の
資
産
を
持
っ
た

有
産
階
級
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
た
と
え
ば
第
二
章
の
六
〇
頁
以
降
で
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
に
愚
民
観
が
見
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
福
沢
が
同
書
で
言
い

た
い
の
は
、
江
戸
時
代
の
身
分
社
会
か
ら
明
治
の
四
民
平
等
の
社
会
に

な
っ
て
、
こ
れ
か
ら
社
会
の
階
級
の
上
下
を
分
け
る
の
は
、
生
ま
れ
で
は

な
く
学
問
の
あ
る
な
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
学
問
を

「
す
ゝ
め
」
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
例
示
さ
れ
て
い
る
下
層
階
級
に
は
無
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な
ど
旧
宗
主
国
の
言
語
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
理

由
は
、
母
国
語
に
学
術
用
語
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
で
は
ノ
ー

ベ
ル
物
理
学
賞
を
取
っ
た
研
究
報
告
が
元
は
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
た
事

例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
可
能
な
言
語
は
世
界
中
に
数
え

る
ほ
ど
し
か
な
い
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
江
戸
時
代
か
ら
明
治
以
降
の
先
人

の
努
力
の
お
か
げ
で
あ
る
。
幕
末
か
ら
は
、
「
社
会
」
と
か
「
義
務
」
と

か
「
投
票
」
と
か
、
今
日
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
が
作
ら
れ
た
。
福

沢
諭
吉
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
洋
学
者
が
そ
れ
に
貢
献
し
た
。
神
田
の

翻
訳
は
そ
の
後
の
日
本
の
社
会
科
学
の
発
展
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
訳
語
が
使
わ
れ
、
そ
も
そ
も
訳
は
ど
れ
ほ

ど
正
確
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
本
書
は
答
え
て
く
れ
な

い
。
オ
ラ
ン
ダ
語
原
書
と
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
な
い
し
、
『
経
済
小
学
』

の
内
容
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
評
者
の
個
人
的
関
心
が
満
た
さ
れ
な
い
と

い
っ
て
い
る
だ
け
で
、
本
書
の
学
問
的
価
値
を
貶
め
る
も
の
で
は
な
い
。

本
書
に
よ
っ
て
神
田
孝
平
と
い
う
一
地
方
官
に
光
が
当
て
ら
れ
、
わ
れ
わ

れ
の
知
見
が
増
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
点
で
本
書
は
学
界
の
知

見
の
拡
大
に
大
い
に
貢
献
し
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
巻
末
に
神
田
の
年
譜

を
つ
け
て
欲
し
か
っ
た
。

  

（
も
り
お
か
・
く
に
や
す
／
社
会
思
想
史
）

と
副
題
で
言
う
と
き
、
議
会
制
度
に
し
て
も
、
神
田
の
思
想
は
、
明
治
七

年
の
板
垣
ら
の
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
（
神
田
の
兵
庫
県
の
民
会
開
設
は
明

治
六
年
）
と
同
じ
流
れ
の
中
の
一
コ
マ
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
自
由
民
権
運
動

で
神
田
が
活
躍
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
明
治
七
年
に
行
わ
れ
た
地
方

官
会
議
で
議
員
資
格
が
議
題
に
上
っ
た
際
（
一
八
七
頁
）
、
神
田
の
発
言
は

「
官
民
合
同
議
会
」
と
い
う
曖
昧
な
も
の
で
、
神
奈
川
県
令
の
「
官
吏
を

議
員
に
す
る
こ
と
は
議
会
の
根
理
に
反
す
る
」
と
い
う
主
張
や
、
愛
媛
県

令
の
、
公
選
議
会
の
開
設
要
求
お
よ
び
、
立
法
、
行
政
、
裁
判
の
三
権
分

立
の
主
張
と
比
べ
る
と
、
神
田
は
近
代
政
治
原
理
の
理
解
に
お
い
て
著
し

く
劣
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
得
な
い
。
従
っ
て
神
田
は
思
想
に
お
い
て
も

政
策
に
お
い
て
も
当
時
の
日
本
を
主
導
し
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
忘
れ
ら
れ
る
べ
く
し
て
忘
れ
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
ち
な
み
に

神
田
は
『
農
商
弁
』
で
「
古
聖
人
」
に
よ
る
「
仁
政
」
の
実
現
を
期
待
し

て
お
り
（
一
〇
八
―
一
一
〇
頁
）
、
こ
れ
自
体
は
当
時
の
漢
学
の
素
養
が
あ

る
者
と
し
て
は
珍
し
く
な
い
も
の
の
、
本
書
で
比
較
さ
れ
た
本
多
利
明
は
、

そ
う
し
た
儒
教
臭
の
す
る
語
彙
を
一
切
用
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

神
田
が
翻
訳
し
た
『
経
済
小
学
』
は
、
わ
が
国
で
お
そ
ら
く
最
初
期
の

経
済
書
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
洋
学
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
く
、

今
日
も
使
わ
れ
て
い
る
専
門
用
語
が
既
に
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
宇
田
川
榕
庵
（
一
七
九
八
―
一
八
四
六
）
は
元
素
、
炭
素
、
窒
素
、

水
素
、
酸
素
、
分
析
、
気
化
、
酸
、
ア
ル
カ
リ
、
中
和
、
塩
と
い
っ
た
用

語
を
作
っ
た
。
そ
の
他
、
地
理
書
や
歴
史
書
も
わ
り
と
早
く
翻
訳
さ
れ
て

お
り
、
本
多
利
明
は
そ
れ
ら
を
利
用
し
た
。

　

今
日
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
は
学
校
教
育
で
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
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と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
。
ま
ず
こ
の
点
か
ら
考
え
始
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
は
〈
複
数
的
な
人
間
的
生
〉
を

多
角
的
に
描
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
「
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
を
複
数
的

な
も
の
と
捉
え
た
う
え
で
、
行
為
、
政
治
、
世
界
、
認
識
（
現
象
）
、
思
考
、

意
志
と
い
っ
た
人
間
的
営
み
の
広
範
な
領
野
を
、
余
す
こ
と
な
く
把
握
せ

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
五
頁
）
。
か
よ
う
に
、
「
人
間
的
生
の
領
野
の

全
体
」
を
余
す
こ
と
な
く
把
握
し
記
述
し
よ
う
と
す
る
営
み
は
、
「
哲
学
」

で
な
く
し
て
何
で
あ
る
の
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
哲
学
を
ど
の
よ
う
に

評
価
し
て
い
る
か
と
、
彼
女
の
学
的
営
み
が
哲
学
（
的
）
で
あ
る
か
ど
う

か
と
は
独
立
の
問
題
（
二
八
四
頁
）
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
女
の
学

的
営
み
を
い
わ
ゆ
る
「
政
治
思
想
」
や
「
政
治
哲
学
」
の
う
ち
に
閉
じ
ず
、

人
間
の
生
全
体
を
理
論
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
「
哲
学
」
と
し
て
探
究
す

る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
書
の
基
本
的
な
構
え
と
な
る
。

　

そ
の
持
ち
味
は
、
第
1
章
「
行
為
」
か
ら
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
。
著
者

は
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
行
為H

andeln / action

」
を
政
治
的
営
み
と
し
て

捉
え
る
主
流
な
解
釈
か
ら
距
離
を
と
り
、
こ
れ
を
「
行
為
一
般
」
を
指
す

も
の
と
捉
え
直
す
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
論
じ
る
「
行
為
」
は
、

手
紙
を
書
く
と
か
ナ
イ
フ
で
野
菜
を
切
る
と
い
っ
た
「
行
為
一
般
」
を
指

す
も
の
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
ケ
イ
テ
ィ
ブ
や
ホ
ー

ニ
ッ
グ
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
を
批
判
的
に
概
括
し
な
が
ら
、
ア
ー

レ
ン
ト
の
い
う
「
行
為
」
は
政
治
的
行
為
に
も
言
語
的
行
為
に
も
限
定
さ

れ
ず
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
な
生
の
う
ち
で
行
っ
て
い
る
営
み
全

般
に
当
て
は
ま
る
も
の
だ
と
い
う
大
胆
な
解
釈
を
提
示
す
る
。

　

書
評　

『
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
―
―
複
数
的
な
人
間
的
生

』

（
橋
爪
大
輝
著
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
二
年
）

百
木 

漠

　

『
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
』
と
い
う
の
は
、こ
れ
ま
で
あ
り
そ
う
で
な
か
っ

た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
ア
ー
レ
ン
ト
の
研
究
書
が
量

産
さ
れ
る
な
か
で
、
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
題
名
を
冠
す
る
こ
と
自
体
が
ひ
と

つ
の
挑
戦
で
も
あ
る
。
本
書
序
論
の
注
釈
１
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と

だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
し
ば
し
ば
自
身
が
「
哲
学
者
」
と
見
做
さ
れ
る
こ

と
を
拒
否
し
て
い
た
（
二
八
三
頁
）
。
そ
ん
な
彼
女
の
学
的
営
み
を
「
哲
学
」
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本
書
は
ま
ず
人
々
の
共
同
的
な
「
行
為
」
を
連
携
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の

「
約
束
」
の
役
割
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
制
度
空
間
を
創
出
さ
せ
る
力
と

し
て
「
権
力
」
を
解
釈
し
、
最
後
に
何
が
私
た
ち
の
理
念
的
な
共
同
性
に

ふ
さ
わ
し
い
か
（
「
趣
味
」
）
を
決
定
す
る
た
め
の
「
説
得
」
の
意
義
を
論

じ
る
、
と
い
う
珍
し
い
順
序
を
取
る
。
一
見
不
思
議
に
見
え
る
こ
の
議
論

も
、
各
人
の
バ
ラ
バ
ラ
な
行
為
が
カ
オ
ス
（
混
乱
）
に
陥
ら
ず
、
共
同
的

な
連
携
を
と
る
た
め
に
は
「
約
束
」
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
約
束
に
安
定

性
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
「
制
度
」（
組
織
）
を
作
り
出
す
た
め
の
「
権

力
」
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
わ
れ
わ
れ
の
共
同
体
の
目
指
す
べ
き

方
向
性
や
理
念
を
討
議
す
る
た
め
に
「
説
得
」
の
営
み
が
出
て
く
る
、
と

い
う
理
路
で
捉
え
れ
ば
、
た
し
か
に
筋
は
通
っ
て
い
る
。

　

第
3
章
「
世
界
」
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
世
界
」
概
念
を
「
物
の
世

界
」
（
制
作
由
来
）
と
「
関
係
の
世
界
」
（
行
為
由
来
）
に
分
け
た
う
え
で
前

者
に
焦
点
を
当
て
、
制
作
が
生
み
出
す
〈
も
の
〉
の
持
続
性
が
「
自
然
に

抗
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
〈
も
の
〉
の

集
積
が
「
世
界
」
へ
と
生
成
す
る
た
め
に
は
、
人
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
「
語

る
」
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
物
の
世
界
」
を
「
世
界
」
た

ら
し
め
る
た
め
に
は
「
関
係
の
世
界
」
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
明
晰
な

筆
致
で
論
じ
ら
れ
る
。
同
時
に
、
一
定
の
行
為
の
連
携
が
繰
り
返
さ
れ
る

と
、
今
度
は
有
用
性
を
与
え
ら
れ
た
〈
も
の
〉
の
ほ
う
が
人
間
の
行
為
か

ら
独
立
し
始
め
、
〈
も
の
〉
が
人
間
に
一
定
の
行
為
の
型
を
要
求
し
て
き

た
り
、
〈
も
の
〉
が
過
去
の
行
為
の
痕
跡
を
わ
れ
わ
れ
に
「
語
り
」
か
け

て
き
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
指
摘
も
興
味
深
い
。

　

第
4
章
「
現
象
」
で
は
、
「
〈
存
在
す
る
こ
と
〉
と
〈
現
象
す
る
こ
と
〉

ア
ー
レ
ン
ト
が
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
た
ち
が
行
っ
て
い
る
こ
と
」

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
『
人
間
の
条
件
／
活
動
的
生
』
の
中
心

テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
を
当
然
の
よ
う
に
政
治
思
想
の
書
と
し
て
読
ん
で

き
た
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
森
川
輝
一
に
よ
る
「
ア

ル
ケ
イ
ン
―
―
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
解
釈
を
批
判
的
に
摂
取
し
た
う
え
で
、

著
者
が
提
案
す
る
の
は
、
「
行
為
」
イ
コ
ー
ル
「
語
りspeech

」
（
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
と
前
提
す
る
の
で
な
く
、
「
行
為
」
と
「
語
り
」

を
切
り
離
し
た
う
え
で
、「
行
為
は
語
り
に
よ
っ
て
言
語
的
に
分
節
化
さ
れ
、

理
解
可
能
な
も
の
と
な
る
」
と
捉
え
る
新
た
な
解
釈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

が
何
ら
か
の
行
為
を
な
し
た
と
き
、
そ
れ
は
つ
ね
に
言
語
に
よ
っ
て
文
脈

づ
け
ら
れ
、
ひ
と
つ
の
「
物
語
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
言
語

的
媒
介
が
な
け
れ
ば
、
行
為
の
〈
意
味
〉
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
ー
レ
ン
ト
が
「
行
為
と
語
りaction and speech
」
と
並
置
し
て
表
現

し
て
い
る
こ
と
の
意
味
も
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
意

図
を
十
全
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

「
複
数
性
」
に
つ
い
て
も
、
数
と
し
て
人
間
が
複
数
存
在
す
る
〈
事
実

的
複
数
性
〉
、
人
間
の
み
な
ら
ず
、
存
在
物
一
般
を
含
む
〈
複
数
性
一
般
〉
、

「
行
為
」
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
〈
人
間
的
複
数
性
〉
を
分
け
る
と
こ
ろ

か
ら
議
論
を
始
め
る
視
点
は
新
鮮
で
、
通
俗
的
な
ア
ー
レ
ン
ト
の
イ
メ
ー

ジ
に
と
ら
わ
れ
ず
、
哲
学
的
に
一
つ
一
つ
の
概
念
を
検
証
し
て
い
く
姿
勢

が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

第
2
章
「
政
治
」
に
お
い
て
も
、
著
者
の
ア
ー
レ
ン
ト
理
解
は
ユ
ニ
ー

ク
だ
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
論
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
以
来
の
政

治
参
加
や
共
和
主
義
の
伝
統
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
常
道
だ
が
、
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が
「
問
い
―
答
え
る
」
と
い
う
自
己
内
対
話
を
行
う
な
か
で
生
ま
れ
て
く

る
、
「
問
う
者
」
と
「
答
え
る
者
」
の
二
者
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
時
間
に
お
い
て
〈
私
〉
が
差
異
化
し
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
思
考
」
篇
の
最
後
で
「
時
間

こ
そ
が
思
考
の
起
こ
る
場
所
だ
っ
た
の
だ
」
と
結
論
づ
け
る
こ
と
に
も
対

応
し
て
よ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。

　

第
6
章
「
意
志
」
で
は
、
〈
私
は
意
志
す
るI w

ill

〉
と
〈
私
は
否
と
意

志
す
る I-nill

〉
の
抗
争
と
し
て
描
か
れ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
意
志
論
に
つ

い
て
、
そ
の
抗
争
を
解
決
す
る
「
意
志
の
愛
へ
の
変
容
」
と
は
何
を
意
味

し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
が
探
求
さ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
短
く
だ
け

触
れ
て
い
る
ミ
ル
の
〈
持
続
的
な
私
〉
の
概
念
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
ミ

ル
の
原
書
を
当
た
り
な
が
ら
そ
の
意
味
を
確
認
し
、
こ
れ
は
あ
る
事
柄
を

別
の
事
柄
よ
り
も
「
愛
し
」
、
そ
れ
を
反
復
的
に
意
志
と
し
て
実
践
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
傾
向
（
重
み
）
が
生
じ
、
〈
持
続
的
な
私
〉
が

形
成
さ
れ
る
に
至
る
、
と
読
む
べ
き
だ
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
る
。

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
括
し
た
が
、
と
り
わ
け
印
象
的
な
の
は
、
著

者
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
描
き
出
し
た
〈
複
数
的
な
生
〉
を
捉
え
る
際
に
、
繰

り
返
し
言
語
に
よ
る
媒
介
機
能
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
行
為
」

は
「
語
り
」
に
よ
っ
て
言
語
的
に
分
節
化
さ
れ
、
解
釈
可
能
な
も
の
と
な

る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
強
調
す
る
「
始
ま
り
」
も
行
為
の
連
な
り
が
言
語
的

に
把
握
さ
れ
「
物
語
」
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
。

制
作
さ
れ
た
「
物
の
世
界
」
も
、
そ
れ
が
言
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
の
住
ま
う
「
世
界
」
と
な
る
。
「
現
象
」
の
多
性
と
同

一
性
を
両
立
さ
せ
る
「
共
通
感
覚
」
も
言
語
（
概
念
）
の
媒
介
が
あ
る
こ

が
一
致
す
る
」
と
い
う
『
精
神
の
生
』
の
テ
ー
ゼ
を
開
き
な
が
ら
、
「
な

ぜ
現
象
は
実
在
的
だ
と
言
え
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
掘
り
下
げ
ら
れ
る
。

そ
の
際
、
現
象
が
も
つ
「
多
性
」
（
見
る
人
ご
と
に
「
見
えseem

ing

」
が
異

な
る
）
と
「
同
一
性
」
（
複
数
の
人
に
「
見
え
」
て
い
る
も
の
が
同
一
の
現
象

で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
）
が
ど
の
よ
う
に
折
り
合
う
の
か
と
い
う
問
い

が
中
心
に
な
る
。
こ
う
し
た
命
題
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
十
分
に
論
証
し
な
い

ま
ま
、
独
断
的
に
主
張
し
て
い
る
向
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
批
判

的
に
『
精
神
の
生
』
の
議
論
を
再
検
証
し
て
い
く
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
が
要
所
要
所
で
持
ち
出
す
「
共
通
感
覚
」
に
つ
い
て
も
、

現
象
が
提
示
す
る
難
問
を
都
合
よ
く
解
決
す
る
器
官
を
想
定
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
批
判
的
検
討
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
著

者
は
、
「
言
語
が
与
え
る
概
念
的
共
通
性
」
こ
そ
が
「
五
感
の
統
合
と
対

象
の
間
主
観
的
同
一
性
の
確
立
と
い
う
、
一
見
す
る
と
異
種
的
な
課
題
」

を
同
時
に
解
決
し
て
い
る
と
い
う
斬
新
な
解
釈
を
提
示
す
る
。
「
共
通
感

覚
と
は
、
感
性
的
な
知
覚
の
経
験
が
、
つ
ね
に
す
で
に
言
語
的
な
も
の
（
概

念
）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
共
同
主
観
的
な
経
験
で
あ
る
と
い
う
事
態
を

名
指
し
た
も
の
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
一
七
六
頁
）
。
こ
れ
ま
で
曖
昧
に

（
あ
る
い
は
神
秘
的
に
）
し
か
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
共
通
感
覚
」
の

正
体
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
の
不
足
を
補
っ
て
論
理
的
に
突
き
詰
め
、

解
明
し
て
や
ろ
う
と
い
う
意
気
込
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

第
5
章
「
思
考
」
で
も
、
〈
一
者
の
な
か
の
二
者
〉
の
対
話
と
い
う
有

名
な
表
現
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
精
神
の
「
な
か
に
」
〈
二
者
〉
が
実
在

す
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
」
（
二
〇
二
頁
）
と
い
う
、
従
来
の
解
釈
と
異

な
る
鋭
い
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
〈
一
者
の
な
か
の
二
者
〉
と
は
、
私
自
身



社会思想史研究　No. 47　2023

●　218

び
つ
い
て
い
る
か
ら
だ
と
繰
り
返
し
論
じ
て
い
た
。
序
論
で
、
「
出
生
性
」

は
『
活
動
的
生
』
と
『
精
神
の
生
』
と
い
う
二
主
著
の
全
体
を
捉
え
る
の

に
ふ
さ
わ
し
い
概
念
で
は
な
い
（
一
七
頁
）
、
と
退
け
ら
れ
て
い
る
が
本

当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
『
精
神
の
生
』
の
結
論
部
で
も
「
出
生
性
」
は
重

要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

（
三
）
本
書
は
「
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
」
を
論
理
的
か
つ
体
系
的
に
描

き
出
そ
う
と
す
る
結
果
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
に
お
け
る
「
偶
然
性
」

の
要
素
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
か
。
人
間
の
行
為
は
常

に
予
測
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
過
程
は
偶
然
性
に
満
ち
て
い
る
。
従
来
の

ル
ー
テ
ィ
ン
を
破
り
、
新
た
な
出
来
事
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
に
「
始
ま
り
」

の
意
義
が
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
奇
跡
」
と
も
呼
び
表
し
て
い

た
が
、
本
書
の
政
治
論
や
意
志
論
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
偶
然
性
を
規
制
し
、

予
測
可
能
性
を
高
め
る
方
向
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

「
全
体
主
義
に
抗
し
、
複
数
性
の
政
治
を
唱
え
た
思
想
家
」
と
い
う
常

識
像
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
を
再
構
成
し
て
み
せ
た

こ
と
は
本
書
の
大
き
な
功
績
だ
が
、
そ
の
体
系
的
論
理
性
ゆ
え
に
、
彼
女

の
思
想
の
大
き
な
魅
力
で
あ
る
「
必
然
性
・
単
一
性
を
超
え
た
偶
然
性
・

複
数
性
へ
の
開
か
れ
」
の
要
素
が
薄
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
た
。

　

本
書
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
哲
学
と
思
想
史
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら

ア
ー
レ
ン
ト
の
捉
え
方
を
議
論
す
る
機
会
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

 

（
も
も
き
・
ば
く
／
政
治
思
想
史
・
社
会
思
想
史
）

と
が
肝
と
な
る
。
「
思
考
」
も
、
人
間
が
自
己
の
な
か
で
「
問
い
、
答
え
る
」

と
い
う
二
者
関
係
の
間
で
生
み
出
さ
れ
る
対
話
で
あ
る
。
通
説
に
流
さ
れ

ず
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
有
名
な
諸
概
念
を
一
つ
ず
つ
立
ち
止
ま
っ
て
検
討
し
、

体
系
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
か
よ
う

に
常
に
す
で
に
言
語
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
〈
人
間
の
複
数
的
生
〉
の
あ

り
よ
う
で
あ
る
。
哲
学
に
お
け
る
「
言
語
論
的
転
回
」
を
想
起
さ
せ
る
よ

う
な
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
を
著
者
は
提
示
し
て
み
せ
て
い
る
。

　

以
上
を
確
認
し
た
う
え
で
、
い
く
つ
か
疑
問
点
も
記
し
て
み
た
い
。

　

（
一
）
本
書
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
行
為
」
を
政
治
的
行
為
に
閉
じ
ず

「
行
為
一
般
」
と
し
て
捉
え
直
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
労
働
」
や
「
制

作
」
の
行
為
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
す
る
と
、労
働
・

制
作
・
行
為
と
い
う
三
区
分
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
重
複
を
起
こ
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
例
え
ば
「
今
日
も
家
族
の
た
め
に
よ
く
働

い
た
」
と
か
「
価
値
あ
る
作
品
を
創
造
で
き
た
」
と
い
っ
た
労
働
や
制
作

の
営
み
も
、
言
語
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
、
語
り
に
よ
っ
て
物
語
化
さ
れ

る
行
為
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
『
人
間

の
条
件
』
の
な
か
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
行
為
」
を
「
労
働
」
や
「
制
作
」

を
も
含
む
上
位
概
念
と
し
て
は
規
定
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の

点
、
著
者
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

（
二
）
本
書
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
出
生
性
」

に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
〈
複
数
的
な
人
間
的

生
〉
を
明
ら
か
に
す
る
「
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
」
を
語
る
際
に
、
こ
の
概

念
抜
き
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
良
い
の
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
行
為
が
「
始

ま
り
」
と
な
る
の
は
そ
れ
が
「
出
生
性
」
と
い
う
人
間
の
条
件
に
深
く
結
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イ
ラ
ー
の
『
世
俗
の
時
代
』
は
、
「
近
代
西
洋
社
会
に
お
い
て
、
宗
教
的

な
も
の
は
公
共
領
域
か
ら
放
逐
さ
れ
、
次
第
に
そ
の
公
共
的
重
要
性
を

失
っ
て
い
っ
た
」
と
す
る
「
支
配
的
な
物
語
」
に
対
し
て
、
「
信
仰
の
条

件
の
変
容
」
と
い
う
代
替
的
な
物
語
（
＝
世
俗
化
論
）
を
提
示
し
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
こ
の
代
替
的
な
物
語
を
テ
イ
ラ
ー
が
ど
の
よ
う
に
提
示

し
て
い
る
の
か
が
詳
述
さ
れ
、
こ
の
代
替
的
な
世
俗
化
論
の
背
景
に
、「
超

越
へ
の
志
向
が
人
間
に
と
っ
て
根
本
的
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
の
一
つ
で

あ
る
）
と
す
る
」
「
神
学
的
と
も
言
う
べ
き
前
提
」
が
伏
在
し
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
（
七
四
頁
）
。
第
二
章
で
は
、
こ
う
し
た
神
学
的
前
提

を
も
つ
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
化
論
の
帰
結
で
あ
る
「
内
在
的
枠
組
み
」
と
い

う
信
仰
の
条
件
を
巡
る
現
状
認
識
に
つ
い
て
、
『
世
俗
の
時
代
』
へ
向
け

ら
れ
た
「
護
教
論
」
と
い
う
指
摘
の
正
当
性
を
吟
味
し
つ
つ
、
ど
の
立
場

も
最
終
的
な
勝
利
に
至
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
宗
教
的
／
非
宗
教
的
な

様
々
な
立
場
が
不
断
の
「
会
話
」
を
継
続
す
る
（
あ
る
い
は
、
せ
ざ
る
を
え

な
い
）
と
い
う
社
会
像
を
テ
イ
ラ
ー
が
提
起
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

こ
の
意
味
で
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
思
想
は
、
有
神
論
の
公
共
的
な
意
義
を
認

め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
無
神
論
を
は
じ
め
と
す
る
対
抗
的
な
諸
立
場
を
決
定

的
に
反
駁
し
た
り
、
論
破
し
う
る
も
の
と
は
み
な
さ
な
い
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
単
純
な
「
護
教
論
」
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
同

時
に
、
こ
の
「
多
元
主
義
的
な
『
会
話
』
の
擁
護
」
そ
の
も
の
が
、
純
粋

に
政
治
的
な
理
由
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
す
ぐ
れ

て
神
学
的
理
由
か
ら
く
る
要
請
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
同
時
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
一
一
八
頁
）
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
に
よ
る
カ
ト

リ
ッ
ク
信
仰
（
あ
る
い
は
「
神
秘
」
の
理
解
）
と
、
深
い
部
分
で
結
び
つ
い

　

書
評　

『
受
肉
と
交
わ
り 

―
―
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論

』

（
坪
光
生
雄
著
、
勁
草
書
房
、
二
〇
二
二
年
）

高
田
宏
史

　

本
書
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
主
著
『
世
俗
の
時
代
』
の
読
解
を
中
心
と
し
て
、

彼
の
宗
教
思
想
の
総
体
的
な
解
明
と
、
そ
の
宗
教
学
的
位
置
づ
け
を
問
う

も
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
三
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
分
量
的
に
は
本
書
の
約
半
分
を
占

め
て
い
る
第
Ⅰ
部
は
、
『
世
俗
の
時
代
』
の
内
在
的
な
解
釈
を
通
じ
て
、

複
雑
極
ま
り
な
い
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
思
想
の
全
貌
を
提
示
し
て
い
る
。
テ
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直
接
的
な
世
界
の
把
握
に
立
つ
実
在
論
」
に
、
著
者
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な

「
身
体
の
復
活
」
へ
と
向
か
う
終
末
論
的
な
視
座
を
読
み
込
む
の
で
あ
る

（
二
〇
五
―
二
〇
七
頁
）
。
第
五
章
で
は
、
世
俗
主
義
を
め
ぐ
る
政
治
的
主

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
『
公
共
圏
に
お
け
る
宗
教
の
力
』
で

の
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
論
が
、
「
差
異
を
横
断
す
る
相
互
的
な
交
わ
り
」

と
い
う
、
テ
イ
ラ
ー
の
信
奉
す
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
『
普
遍
性
』
」
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
二
三
一
頁
）
。
第
六
章
で

は
、
テ
イ
ラ
ー
が
『
言
語
的
動
物
』
の
な
か
で
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
言
語

論
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
言
語
を
も
っ
ぱ
ら
指
示
的
―
道

具
的
な
も
の
と
み
な
す
言
語
観
を
拒
否
し
、
そ
の
構
成
的
―
表
現
的
次
元

を
強
調
す
る
。
そ
こ
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
参
与
し
て
共
鳴
を
生
む
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
の
境
界
を
飛
び
越
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
よ
り
繊

細
な
言
語
」
を
希
求
す
る
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
的
な
熱
望
が
色
濃
く
反
映

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
受
肉
」
と
「
交
わ
り
」
と
い
う
宗
教

的
主
題
が
鳴
り
響
い
て
い
る
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
、と
り
わ
け
そ
の
「
方
法
」

が
、
宗
教
学
あ
る
い
は
宗
教
研
究
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
も
た
ら
し
う
る

の
か
、
と
い
う
問
い
が
取
り
扱
わ
れ
る
の
が
本
書
の
第
Ⅲ
部
で
あ
る
。

　

第
七
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
章
で
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
テ
イ

ラ
ー
的
な
」
宗
教
研
究
の
方
法
の
特
徴
づ
け
が
目
指
さ
れ
る
。
テ
イ
ラ
ー

が
『
世
俗
の
時
代
』
に
お
い
て
用
い
た
歴
史
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
肯

定
的
系
譜
学
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
方
法
的

無
神
論
」
や
対
象
か
ら
距
離
を
置
い
た
「
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の

眺
め
」
に
立
つ
観
察
と
記
述
と
い
う
、
多
く
の
宗
教
研
究
が
依
拠
す
る
学

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
神
秘
」
理
解
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

本
書
の
第
三
章
で
あ
る
「
受
肉
と
交
わ
り
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
お
そ

ら
く
は
『
世
俗
の
時
代
』
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
難
解
な
最
終
章
「
回
心
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
コ
ー
ド
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
批
判
、
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン

概
念
、
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
芸
術
と
「
よ
り
繊
細
な
言
語
」
と
い
っ
た
主
題
が

分
析
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
主
題
の
分
析
を
通
し
、
テ
イ
ラ
ー

自
身
の
包
括
的
教
説
―
―
「
一
つ
の
身
体
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い

う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
―
―
を
鮮
や
か
に
示
し
て
見
せ
る
。
こ
の
意
味
で
『
世
俗

の
時
代
』
は
、
「
た
ん
に
政
治
的
な
も
の
と
し
て
は
全
体
を
読
み
通
す
こ

と
が
で
き
な
い
」
著
作
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
結
論
に
あ
た
る
箇
所

に
お
い
て
、
「
宗
教
学
的
な
、
な
お
そ
れ
以
上
に
神
学
的
な
、
ま
た
同
時

に
文
学
的
な
、
と
り
わ
け
詩
的
な
関
心
」
が
色
濃
く
反
映
し
た
著
作
で
あ

る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
一
八
〇
頁
）
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、
『
世
俗
の
時
代
』
の
内
在
的
な
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
宗
教
的
思
想
家
と
し
て
の
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
的
諸
特
徴
が
、
第
一
義
的

に
は
宗
教
そ
の
も
の
を
主
題
に
し
て
い
な
い
諸
々
の
論
文
や
著
作
に
お
い

て
も
潜
在
的
に
あ
る
い
は
顕
在
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

が
論
じ
ら
れ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
認
識
論
な
ら
び
に
実
在
論
を
め
ぐ
る
テ
イ
ラ
ー
の
議
論

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
主
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
は
、
ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
の
共
著
で
あ
る
『
実
在
論
を
立
て
直
す
』
で
あ
る
。
テ

イ
ラ
ー
＝
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
認
識
論
の
主
流
を

「
媒
介
説
」
と
名
付
け
て
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
て
行
為
者
の
身
体
性
を

強
調
す
る
「
接
触
説
」
を
擁
護
す
る
。
こ
う
し
た
「
身
体
的
接
触
に
よ
る
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点
で
あ
る
。
著
者
が
本
書
中
で
再
三
再
四
強
調
す
る
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー

の
哲
学
的
な
い
し
政
治
哲
学
的
な
議
論
に
は
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
カ
ト

リ
ッ
ク
と
し
て
の
信
仰
と
深
く
つ
な
が
る
部
分
を
数
多
く
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
例
え
ば
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
と
の
共
著
で
テ
イ
ラ
ー
が
主
題
と
し

た
哲
学
的
実
在
論
を
例
に
取
る
と
、
そ
の
多
元
主
義
的
な
主
張
が
彼
の
カ

ト
リ
ッ
ク
的
志
向
性
と
親
和
的
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
が
自
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
哲
学
的
化
粧
を
施
し

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
自
ら
が
好
ん
で
学
ん
で

き
た
哲
学
や
思
想
に
影
響
さ
れ
て
彼
自
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
自
体
が
形

成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
鶏

が
先
か
、
卵
が
先
か
」
式
の
問
い
に
は
、
本
書
の
み
な
ら
ず
テ
イ
ラ
ー
自

身
の
テ
キ
ス
ト
を
い
く
ら
読
み
込
ん
で
も
、
明
確
な
答
え
が
用
意
さ
れ
て

い
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
は
若
い
こ
ろ
か
ら
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と

を
公
言
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
あ
る
い
は
世
界
観
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
に
つ
い
て
明
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
宗
教
的
転
回
」
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
や
『
自

我
の
源
泉
』
を
著
し
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
な
認
識
論
、
実
在
論
、

言
語
論
、
政
治
論
等
が
大
枠
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
「
後
」
の
こ
と
な
の

だ
。
と
す
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
非
宗
教
的
諸
著
作
に
彼
の
「
宗
教
論
」
と

の
深
い
つ
な
が
り
が
見
い
だ
さ
れ
て
も
、
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
テ
イ
ラ
ー
は
非
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
思
想
・
哲
学
と
の
対
話
を
通

じ
て
自
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
の
「
地
平
の
融
合
」
を
実
践
し
て
い
た

の
だ
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
と
さ

ら
に
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
性
」
を
強
調
す

問
的
態
度
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
イ
ラ
ー

は
学
者
の
中
立
性
と
い
う
仮
面
の
下
に
伏
在
す
る
「
傲
慢
さ
」
を
戒
め
、

諸
宗
教
の
理
解
に
関
す
る
「
地
平
の
融
合
」
モ
デ
ル
と
い
う
、
解
釈
学
的

な
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
八
章
で
は
、
し
ば
し
ば
テ
イ

ラ
ー
自
身
の
議
論
に
も
そ
の
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
ポ
ス
ト

世
俗
」
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
。
「
ポ
ス
ト
世
俗
」
概
念

の
縮
減
し
が
た
い
多
義
性
が
論
じ
ら
れ
、
単
純
な
「
世
俗
的
／
宗
教
的
／

ポ
ス
ト
世
俗
的
」と
い
う
分
類
が
拒
絶
さ
れ
る
。
著
者
は
む
し
ろ
テ
イ
ラ
ー

の
言
語
論
を
参
照
し
、
そ
れ
ら
の
諸
概
念
が
喚
起
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ

ヴ
な
力
を
分
析
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
（
三
六
九
頁
）
。

　

本
書
の
議
論
、
と
り
わ
け
『
世
俗
の
時
代
』
の
分
析
は
、
非
常
に
周
到

で
あ
り
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、
多
く
の
読
者
を
戸
惑
わ
せ

て
き
た
終
章
「
回
心
」
に
明
瞭
か
つ
一
貫
し
た
解
釈
を
与
え
、
そ
れ
を
鍵

と
し
て
『
世
俗
の
時
代
』
の
み
な
ら
ず
そ
の
周
辺
の
諸
議
論
を
整
理
し
て

見
せ
る
著
者
の
知
的
な
膂
力
は
疑
う
べ
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
評
者
は
、
本

書
が
以
降
の
テ
イ
ラ
ー
研
究
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
長

く
参
照
さ
れ
続
け
る
べ
き
著
作
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
同
時
に
本
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
評
者
に
は
い
く
つ
か
の

疑
問
が
生
じ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
直
接
的
に
本

書
の
解
釈
に
異
議
を
申
し
立
て
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
本
書
が
提
示

す
る
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
解
釈
「
以
外
」
の
可
能
性
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
疑
問
は
、
お
お
よ
そ
二
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
特
に
テ
イ

ラ
ー
の
（
表
面
上
は
）
非
宗
教
的
な
主
題
を
扱
う
諸
著
作
に
テ
イ
ラ
ー
の

カ
ト
リ
ッ
ク
性
を
ど
こ
ま
で
読
み
込
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
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む
し
ろ
事
態
は
逆
な
の
で
あ
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」

な
る
も
の
が
、
こ
う
し
た
思
想
に
強
く
影
響
を
受
け
て
構
成
さ
れ
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
イ
ラ
ー
の
非
宗
教
的
な
議
論
に
も
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
を
見
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
読
者
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
行
っ
て

き
た
解
釈
学
的
対
話
の
正
当
性
に
あ
ら
た
め
て
目
を
向
け
る
よ
う
に
促
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
に
よ
る
そ
れ
ら
諸
思

想
の
解
釈
を
問
題
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
こ
う
し
た
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は

本
書
の
テ
イ
ラ
ー
解
釈
が
過
度
に
カ
ト
リ
ッ
ク
化
さ
れ
て
い
る
と
言
い
た

い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
本
書
が
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
を
主
題
と
し

て
い
る
以
上
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
以
外
の
諸
側
面
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
要

素
を
見
出
す
こ
と
は
必
然
で
す
ら
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
む
し
ろ
、

非
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
非
北
大
西
洋
人
で
あ
る
読
者
が
、
本
書
の
議
論

を
踏
ま
え
つ
つ
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
「
以
外
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を

ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
本
書
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク

の
思
想
家
」
と
し
て
の
テ
イ
ラ
ー
の
姿
を
鮮
や
か
に
描
き
出
す
ほ
ど
、
な

お
の
こ
と
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
読
者
が
テ
イ
ラ
ー
か
ら
何
を
学
ぶ
の
か
と
い

う
こ
と
が
、
重
大
な
問
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

 
 

（
た
か
だ
・
ひ
ろ
ふ
み
／
政
治
哲
学
）

る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
く
ま
で
そ
れ

は
「
テ
イ
ラ
ー
的
な
」
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
自
身
の

哲
学
的
な
志
向
性
に
あ
わ
せ
て
選
択
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。

　

評
者
が
こ
の
問
題
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
こ
の
点
が
第
二
の
疑
問
と
結
び

つ
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
彼
の
非

宗
教
的
な
諸
議
論
の
あ
い
だ
に
、
ズ
レ
や
矛
盾
は
全
く
存
在
し
な
い
の
か

ど
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
実
在
論
や
認
識
論
、
政
治

論
、
言
語
論
の
源
泉
と
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
や
思
想
家
た
ち
に
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
い
人
々
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
テ
イ
ラ
ー

自
身
が
そ
れ
ら
の
議
論
を
、
必
ず
し
も
宗
教
的
な
文
脈
と
は
結
び
つ
け
ず

に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ

て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
そ
れ
を
よ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
が
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例

え
ば
テ
イ
ラ
ー
の
民
主
主
義
論
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
の
は
ヘ
ル
ダ
ー
や

フ
ン
ボ
ル
ト
で
あ
り
、
言
語
論
に
お
い
て
は
そ
れ
に
加
え
て
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ら
が
参
照
さ
れ
る
。
彼
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な

思
想
家
で
は
な
い
が
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
哲
学
的
議
論
の
内
部
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
い
が
浮
か
ぶ
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
も
し
テ
イ
ラ
ー
が
彼
ら
の
哲
学
や
思
想
を
源
泉
と
し
て
構
成
し
た

議
論
が
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
テ

イ
ラ
ー
は
彼
ら
を
「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
」
に
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
テ
イ
ラ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
諸
思
想
の
う
ち
の
、
捨
象
す
べ
き

で
は
な
い
側
面
を
捨
象
し
て
い
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
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と
解
説
が
基
本
と
な
る
の
に
対
し
て
、
本
シ
リ
ー
ズ
は
専
門
家
に
よ
る
解

説
と
と
も
に
日
本
語
訳
抜
粋
に
多
く
の
紙
幅
を
割
き
、
翻
訳
を
通
し
て
思

想
家
自
身
の
言
葉
に
触
れ
る
機
会
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

本
書
の
特
徴
と
し
て
は
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
著
者
自
身

が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
前
半
部
に

あ
る
自
然
状
態
論
や
主
権
論
な
ど
の
有
名
な
議
論
の
み
な
ら
ず
、
今
ま
で

等
閑
視
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
後
半
部
の
宗
教
論
、
キ
リ
ス
ト
教
論
に
も
重
き

を
置
く
。
ち
ょ
う
ど
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
原
典
が
後
半
部
の
宗
教
論

に
前
半
部
と
同
等
の
分
量
を
割
い
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
も
約
半
分
で
宗

教
論
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
著
者
は
、
『
リ
ヴ
ァ

イ
ア
サ
ン
』
の
宗
教
論
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
だ
近
年
の
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究

の
知
見
と
宗
教
論
を
度
外
視
す
る
一
般
の
ホ
ッ
ブ
ズ
理
解
と
の
落
差
を
埋

め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
宗
教
論
の
重
視
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
予
備
知
識
が
無
い
多
く
の
現
代
日
本
人
の
関
心
に
沿
っ
て
ホ
ッ

ブ
ズ
の
思
想
を
見
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の
意
図

や
関
心
に
軸
足
を
置
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
豊
富
な
日

本
語
訳
抜
粋
に
よ
り
思
想
家
自
身
の
言
葉
を
重
視
す
る
「
シ
リ
ー
ズ
世
界

の
思
想
」
の
企
図
に
沿
っ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

第
二
に
、
「
シ
リ
ー
ズ
世
界
の
思
想
」
の
中
に
お
け
る
本
書
の
特
徴
と

し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の
議
論
を
先
に
提
示
し
、
続
け
て
そ
れ
に
つ
い
て

著
者
が
解
説
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
挙
げ
ら
れ
る
。こ
れ
は
、
同
シ
リ
ー

ズ
の
中
で
も
、
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
や
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を

取
り
上
げ
た
も
の
（
そ
れ
ぞ
れ
永
見
文
雄
著
、
佐
々
木
隆
治
著
）
な
ど
と
は

異
な
る
。
前
述
の
著
作
で
は
、
各
章
や
各
編
の
冒
頭
に
著
者
に
よ
る
議
論

　

書
評　

『
ホ
ッ
ブ
ズ　

リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

（
梅
田
百
合
香
著
、
角
川
選
書
、
二
〇
二
二
年
）

岡
田
拓
也

　

本
書
は
、
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
哲
学
者
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
り
執
筆

さ
れ
た
古
典
的
著
作
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
入
門
書
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

で
あ
る
。
西
洋
哲
学
の
古
典
的
名
著
を
扱
う
角
川
選
書
「
シ
リ
ー
ズ
世
界

の
思
想
」
の
一
冊
で
あ
り
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
型
に
沿
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ

研
究
者
の
著
者
が
原
文
の
日
本
語
訳
抜
粋
と
解
説
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
伝
記
を

提
供
す
る
。
新
書
が
思
想
家
を
取
り
上
げ
る
際
に
は
専
門
家
に
よ
る
解
釈
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次
に
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
日
本
語
訳
抜
粋
に
目
を
向
け
た
い
。
本

書
で
取
り
上
げ
る
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
原
典
の
本
文

全
体
で
は
な
く
、
「
本
文
の
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
個
所
」
（
七
頁
）
を
著

者
が
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
テ
キ

ス
ト
の
う
ち
ど
の
箇
所
が
重
要
で
ど
の
箇
所
が
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
判

断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
著
者
は
意
識
的
で
あ
り
、

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
全
体
を
読
み
通
す
た
め
の
「
見
取
り
図
」
を
提
供

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
抜
粋
を
行
っ
て
い
る
（
六
頁
）
。
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
』
が
長
大
な
だ
け
に
抜
粋
箇
所
の
取
捨
選
択
に
は
難
し
い
判
断
が
強
い

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
全
体
を
読
み
通
せ
ば
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

全
体
の
主
旨
が
十
分
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
『
市
民
論
』

な
ど
と
比
較
し
て
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
特
質
に
着
目
し
た
研
究
を
し

て
き
た
評
者
と
し
て
は
、
34
章
に
お
け
る
「
霊
」
の
語
義
の
分
析
や
38
章

の
終
末
論
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
が
惜
し
く
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
著

者
の
取
捨
選
択
の
判
断
基
準
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
も
確
か
に
理
解
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
議
論
の
主
旨
を
理
解
す
る
と
い
う

著
者
の
目
的
に
照
ら
し
て
も
抜
粋
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
個
所
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
31
章
の
冒
頭
で
、

本
格
的
な
宗
教
論
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
れ

ま
で
の
議
論
を
振
り
返
り
、
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
の
は
神
の
法
に
つ
い
て

の
知
識
だ
と
指
摘
し
、
神
の
法
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
性
を
説
明
し
て
い

る
。
こ
の
箇
所
は
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
前
半
部
の
主
権
論
か
ら
後

半
部
の
宗
教
論
へ
の
移
行
を
理
解
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
と
評
者
に
は

思
わ
れ
る
。
確
か
に
こ
の
箇
所
の
要
旨
は
解
説
で
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、

の
要
約
や
内
容
紹
介
が
来
て
お
り
、
著
者
が
思
想
家
の
著
作
内
容
を
紹
介

す
る
中
で
適
宜
思
想
家
の
言
葉
の
抜
粋
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

解
説
者
が
前
面
に
立
っ
て
解
説
を
行
い
、
そ
の
中
に
思
想
家
の
言
葉
が
挟

み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
に
は
、
現
代

の
研
究
者
に
よ
る
分
か
り
や
す
い
解
説
が
前
面
に
出
る
こ
と
で
、
難
解
な

思
想
家
の
著
作
が
理
解
し
や
す
く
な
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
本
書
で
は
、
各
章
で
ま
ず
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の
言
葉
が
数
ペ
ー
ジ
に
渡
り

続
き
、
読
者
は
こ
れ
を
著
者
の
解
説
な
し
で
読
む
こ
と
に
な
る
。
著
者
の

解
説
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
向
き
合
っ
た
後
で
初
め
て
目
を
通
す
よ
う
に

想
定
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
あ
く
ま
で
も
ホ
ッ
ブ
ズ
を
前
面
に
出
し
、
自

身
は
解
説
者
と
し
て
後
景
に
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
典
の
翻
訳
を

読
む
の
に
近
い
体
験
を
読
者
に
提
供
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
著
者
が

こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
た
背
景
に
は
、
「
意
外
に
も
ホ
ッ
ブ
ズ
の

議
論
は
ク
リ
ア
で
わ
か
り
や
す
い
」
（
七
頁
）
と
す
る
判
断
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

本
書
全
体
の
特
徴
に
続
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
伝
記
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

の
日
本
語
訳
抜
粋
と
解
説
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
ま
ず

ホ
ッ
ブ
ズ
の
伝
記
で
あ
る
。
本
書
は
「
人
と
作
品
」
の
項
目
や
二
つ
の
コ

ラ
ム
に
お
い
て
平
易
な
文
章
で
手
際
よ
く
ホ
ッ
ブ
ズ
の
経
歴
や
作
品
を
紹

介
す
る
。
と
り
わ
け
精
彩
に
富
む
の
が
本
書
末
尾
に
つ
け
ら
れ
た
「
コ
ラ

ム
2
」
で
あ
る
。
こ
の
コ
ラ
ム
は
十
七
世
紀
に
お
い
て
九
十
歳
を
超
え
て

長
生
き
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
健
康
法
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
現
代
人
に
も
通

じ
る
人
間
ら
し
い
ホ
ッ
ブ
ズ
の
一
面
を
首
尾
よ
く
描
き
出
し
て
い
る
。
抽

象
的
で
真
面
目
な
議
論
が
続
く
本
論
の
後
で
、
一
息
つ
け
る
箇
所
で
あ
る
。
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ま
た
（
細
か
い
点
で
は
あ
る
が
）
翻
訳
に
関
し
て
一
点
疑
問
に
思
わ
れ
た

の
は
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
47
章
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
数
回
用
い
る
ラ
テ
ン

語
表
現
「cui bono

」
の
訳
が
「
ど
ん
な
利
益
の
た
め
に
」
（
二
九
四
頁
）

と
「
利
益
は
誰
に
」
（
二
九
六
頁
）
で
揺
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に

こ
の
言
葉
は
ど
ち
ら
の
訳
し
方
も
あ
り
得
る
。
だ
が
異
な
る
仕
方
で
訳
さ

れ
て
い
る
た
め
、「
利
益
は
誰
に
」
と
い
う
二
番
目
の
訳
語
を
見
た
と
き
に
、

こ
れ
が
47
章
冒
頭
で
登
場
し
た
「
ど
ん
な
利
益
の
た
め
に
」
と
同
じ
言
葉

だ
と
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
「cui bono

」
は
キ
ケ
ロ
に
由
来
す

る
成
句
で
あ
り
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
47
章
で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
意
識
的
に

ラ
テ
ン
語
の
ま
ま
複
数
回
用
い
て
い
る
。
日
本
語
訳
で
も
訳
語
を
統
一
し

て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
同
じ
言
葉
を
意
識
的
に
複
数
回
使
用
し
て
い
る
こ
と
を

明
示
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
著
者
の
解
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
解
説
お
よ
び
テ
キ
ス
ト

に
付
さ
れ
た
注
釈
は
初
学
者
を
意
識
し
た
親
切
丁
寧
な
内
容
に
な
っ
て
お

り
、
以
下
の
よ
う
な
多
様
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
専
門
的

な
哲
学
用
語
や
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
史
特
有
の
用
語
、
キ
リ
ス
ト
教
の
用

語
な
ど
を
説
明
す
る
。
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
由
来

と
い
っ
た
初
学
者
が
抱
き
や
す
い
疑
問
に
答
え
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
設

立
の
契
約
が
（
君
主
が
人
民
か
ら
条
件
付
き
で
主
権
を
受
け
取
る
）
旧
来
の
統

治
契
約
と
は
異
な
る
と
い
っ
た
、
政
治
思
想
史
の
教
科
書
で
も
頻
出
す
る

有
名
な
論
点
を
詳
し
く
説
明
す
る
。
抜
粋
し
た
テ
キ
ス
ト
の
中
で
も
と
く

に
ど
の
箇
所
が
重
要
な
の
か
を
指
摘
す
る
。
分
量
が
長
大
な
章
や
キ
リ
ス

ト
教
に
関
わ
る
章
を
中
心
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
主
旨
を
簡
潔
に
説
明

す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
歴
史
的
背
景
や
当
時
の
状
況
下
に
お
け
る
政

後
の
43
章
で
は
こ
こ
に
類
似
し
た
章
冒
頭
の
議
論
が
抜
粋
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
31
章
冒
頭
の
抜
粋
が
無
い
た
め
に
、
こ
の
章
で
唐
突
に
宗
教
論
が
始

ま
っ
た
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
い
え
な
い
。

　

抜
粋
に
続
き
、
日
本
語
訳
の
内
容
に
言
及
し
た
い
。
翻
訳
は
正
確
で
あ

り
、
評
者
が
見
た
限
り
、
違
和
感
を
覚
え
た
り
納
得
で
き
な
か
っ
た
り
す

る
よ
う
な
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
角
括
弧
（
［　

］
）

の
挿
入
に
よ
り
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
旨
が
原
典

よ
り
も
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
自
然
哲
学
に
関
す
る
章
は
や
や
訳

が
硬
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
箇
所
も
あ
っ
た
が
、
自
然
状
態
論
以
降
は
自

然
な
訳
文
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
張
が
「
わ
か
り
や
す
い
」
と
す
る
著
者
の

言
葉
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

一
つ
判
断
が
分
か
れ
う
る
の
が
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
の
取
り
扱
い

で
あ
る
。
著
者
は
ギ
リ
シ
ャ
語
に
つ
い
て
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
み
を
示
し
、

ラ
テ
ン
語
に
つ
い
て
は
原
語
を
示
す
箇
所
も
あ
る
が
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の

み
で
済
ま
せ
る
箇
所
が
多
い
。
入
門
書
と
し
て
の
性
質
上
、
読
者
を
尻
込

み
さ
せ
る
よ
う
な
要
素
を
な
る
べ
く
減
ら
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
で
こ
の
場
合
、
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
（
一
二
六
頁
）
や
「
パ
ン
」
（
二
五

九
頁
）
と
い
っ
た
原
語
が
英
語
の
カ
タ
カ
ナ
語
と
「
ペ
ル
ソ
ナ
」（
七
七
頁
）

や
「
デ
ィ
ア
コ
ノ
ス
」
（
二
二
〇
頁
、
代
行
者
を
指
す
）
と
い
っ
た
原
語
が

ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
の
カ
タ
カ
ナ
語
が
訳
文
に
混
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
評
者
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
原
語
で
は
」
や
「
ラ
テ
ン
語
の
」
と
い
っ
た

言
葉
を
用
い
て
い
る
際
に
は
、
「persona

［
ペ
ル
ソ
ナ
］
」
な
ど
の
形
で
原

語
を
示
す
方
に
や
や
傾
く
が
、
こ
の
点
は
人
に
よ
り
判
断
が
分
か
れ
る
と

こ
ろ
だ
ろ
う
。
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強
く
推
奨
す
る
。
だ
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
よ
う
な
長
大
な
哲
学
の

古
典
的
著
作
に
初
学
者
が
一
人
で
立
ち
向
か
う
の
に
は
大
き
な
困
難
が
伴

う
。
評
者
が
学
部
生
の
時
に
岩
波
文
庫
で
初
め
て
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

を
読
み
通
そ
う
と
挑
戦
し
た
時
に
は
、
有
名
な
自
然
状
態
論
が
な
か
な
か

登
場
し
な
い
こ
と
に
も
戸
惑
っ
た
が
、
後
半
部
の
宗
教
論
も
何
の
た
め
に

ホ
ッ
ブ
ズ
が
長
々
と
議
論
し
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
ず
、
理
解
が
不
十

分
な
ま
ま
に
と
り
あ
え
ず
読
み
進
め
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。
評
者
が
学

部
生
の
時
に
本
書
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
あ
っ
た
な
ら
と
思
わ
ず
に

い
ら
れ
な
い
。
初
学
者
に
心
強
い
味
方
と
な
る
本
書
を
執
筆
し
た
著
者
の

労
力
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
る
。

 

（
お
か
だ
・
た
く
や
／
政
治
思
想
史
）

治
的
含
意
を
説
明
す
る
。
解
説
す
る
章
の
議
論
が
前
後
の
章
の
議
論
と
ど

の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
示
す
。
章
の
中
で
抜
粋
さ
れ
な
か
っ
た

箇
所
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
抜
粋
さ
れ
な
か
っ
た
章
の
議
論
内
容
を
簡
潔

に
紹
介
す
る
。
以
上
の
様
な
内
容
で
あ
る
。

　

著
者
は
翻
訳
の
際
と
同
様
に
、
テ
キ
ス
ト
に
精
通
し
た
専
門
家
と
し
て

正
確
で
標
準
的
な
解
釈
を
提
示
し
て
お
り
、
評
者
が
異
論
を
差
し
挟
み
う

る
よ
う
な
点
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
6
章
解
説
に
お
け
る
「vital

」
と

「anim
al

」
、
「natural

」
の
区
別
の
説
明
や
20
章
解
説
に
お
け
る
ホ
ッ
ブ

ズ
の
男
女
同
権
論
の
王
位
継
承
問
題
へ
の
含
意
の
説
明
な
ど
、
評
者
に

と
っ
て
勉
強
に
な
る
点
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
も
し
出
来
る
な
ら
ば
、
後

半
部
の
宗
教
論
の
解
説
で
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
よ

り
詳
し
い
説
明
が
あ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
宗
教
問
題
に
力
を
入
れ
た
理
由

を
読
者
が
よ
り
容
易
に
理
解
で
き
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、

そ
れ
自
体
厄
介
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
う
え
、
紙
面
の
都
合
も
考
え
れ
ば

無
い
も
の
ね
だ
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
（
細
か
い
も
の
の
）
更
な
る
改
善
の

余
地
を
一
つ
挙
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
抜
粋
さ
れ
た
本
文
の
み
に
基
づ

い
た
解
説
な
の
か
、
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
本
文
の
議
論
も
踏
ま
え
た
説
明

な
の
か
、
分
か
り
に
く
い
箇
所
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
例
え
ば
12
章
）
。

　

以
上
、
著
者
と
評
者
の
判
断
が
分
か
れ
る
点
や
疑
問
点
も
い
く
つ
か
挙

げ
た
も
の
の
、
本
書
が
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
（
の
日
本
語
訳
）
を
初
め
て

繙
こ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
有
力
な
選
択
肢
で
あ
り
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
』
理
解
の
た
め
の
心
強
い
手
助
け
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ホ
ッ

ブ
ズ
の
思
想
は
政
治
思
想
史
の
教
科
書
や
授
業
な
ど
で
も
紹
介
や
解
説
が

な
さ
れ
る
も
の
の
、
思
想
史
の
教
科
書
も
教
員
も
原
典
に
向
か
う
こ
と
を
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事
件
が
あ
っ
た
。
す
ぐ
に
自
首
し
て
逮
捕
さ
れ
た
犯
人
は
、
当
時
二
十
六

歳
の
植う

え

松ま
つ

聖さ
と
し。

若
い
単
独
犯
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
犯
人
が
や
ま
ゆ
り

園
の
元
職
員
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
衝
撃
を
あ
た
え
た
。
二
〇
二
〇
年

一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
横
浜
地
方
裁
判
所
で
十
七
回
の
公
判
が
重
ね
ら

れ
、
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
、
被
告
が
控
訴
を
取
り
下
げ
た
た
め
、
同
年
三

月
三
十
一
日
に
死
刑
判
決
が
確
定
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
、
臭
い
も
の
に

蓋
を
す
る
式
の
、
ほ
ん
と
う
に
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
駆
け
足
で
の
裁
判

で
あ
る
。

　

あ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
月
刊
誌
『
創
』
が
植
松
被
告
の
「
獄

中
手
記
」
を
い
ち
早
く
掲
載
し
、
二
〇
一
六
年
十
月
に
『
現
代
思
想
』
が

事
件
の
特
集
を
緊
急
に
組
む
な
ど
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
論
じ
ら

れ
た
。
植
松
被
告
が
大
麻
な
ど
の
常
習
者
で
あ
り
、
ま
た
事
件
の
半
年
前

に
犯
行
を
予
告
す
る
手
紙
を
衆
議
院
公
邸
に
届
け
て
警
察
に
よ
っ
て
い
っ

た
ん
「
措
置
入
院
」
さ
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
精
神
科
医
の
意
見
も
多
く

寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
裁
判
が
被
告
の
「
責
任
能
力
」
を
焦
点
と

す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
そ
の
一
因
で
あ
る
。
た
だ
し
、
被
告
側
の
弁

護
士
が
犯
行
時
に
被
告
が
「
心
神
喪
失
状
態
」
だ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た

の
に
た
い
し
、
当
の
被
告
は
そ
れ
を
強
く
否
定
す
る
と
い
う
ね
じ
れ
た
展

開
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
肝
心
の
犯
行
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
深
く

問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
本
書
の
特
徴
は
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、

著
者
自
身
が
や
は
り
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
当
の
や
ま

ゆ
り
園
に
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
経
験
を
持
ち
、
か
つ
社
会
科
学
者

と
し
て
事
件
に
向
き
合
お
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、

　

書
評　

『
元
職
員
に
よ
る
徹
底
検
証　

相
模
原
障
害
者
殺
傷
事
件  

 
―
―
裁
判
の
記
録
・
被
告
と
の
対
話
・
関
係
者
の
証
言

』

（
西
角
純
志
著
、
明
石
書
店
、
二
〇
二
一
年
）

細
見
和
之

　

コ
ロ
ナ
禍
と
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、
い
ま
で
は

ま
る
で
遠
い
昔
の
出
来
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
〇

一
六
年
七
月
二
十
六
日
の
深
夜
二
時
、
神
奈
川
県
相
模
原
市
の
知
的
障
害

者
施
設
、
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
で
、
入
所
者
十
九
人
が
殺
害
さ
れ
、
入
所

者
と
職
員
合
わ
せ
て
二
十
六
人
が
重
軽
傷
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
凄
惨
な
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ム
に
は
職
員
も
女
性
が
詰
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
植
松
被
告
は
周
到
に
も
、

女
性
が
入
居
し
て
い
る
一
階
「
は
な
ホ
ー
ム
」
の
ガ
ラ
ス
窓
を
割
っ
て
侵

入
。
そ
こ
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と
殺
傷
行
為
を
続
け
た
。
と
り
わ
け
恐
ろ
し
い

の
は
、
職
員
を
脅
し
て
、
「
こ
い
つ
は
し
ゃ
べ
れ
る
の
か
」
と
問
い
か
け
、

「
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
」
と
職
員
が
答
え
る
と
す
ぐ
さ
ま
庖
丁
で
殺
害
し
て

ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
犯
人
が
「
し
ゃ
べ
れ
な
い
」
入
居
者
を
選
ん
で
殺

害
す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
職
員
が
、
し
ゃ
べ
れ
な
い
入
居
者
に
つ
い
て
も

し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
答
え
る
と
、
犯
人
は
「
こ
い
つ
し
ゃ
べ
れ
な

い
じ
ゃ
ん
」
と
自
ら
判
定
し
て
殺
害
し
て
い
っ
た
。

　

事
件
の
発
生
を
受
け
て
、
著
者
は
と
り
わ
け
、
殺
害
さ
れ
た
ひ
と
び
と

の
「
生
き
た
証
」
を
も
と
め
る
活
動
を
は
じ
め
た
。
と
く
に
事
件
の
報
道

に
際
し
て
、
被
害
者
が
匿
名
で
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
強
い
違
和
感
を
覚
え

な
が
ら
そ
の
活
動
を
続
け
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
し
ゃ
べ
れ
な
い
」
と

さ
れ
た
被
害
者
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
他
の
入
居
者
や
職
員
、
家
族
と
意
思

疎
通
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
「
し
ゃ
べ
れ
る
／

し
ゃ
べ
れ
な
い
」
と
い
う
植
松
被
告
に
よ
る
線
引
き
は
、
あ
ま
り
に
恣
意

的
か
つ
暴
力
的
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
殺
害
さ
れ
た
十
九
人
が
、
ま
た

重
い
傷
を
負
わ
さ
れ
た
ひ
と
び
と
が
ど
の
よ
う
に
日
々
を
過
し
て
い
た
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
殺
害
さ
れ
た
ひ
と
び
と
と
接
し

て
い
た
か
を
、
著
者
は
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。

　

な
か
で
も
、
十
九
歳
で
殺
害
さ
れ
た
娘
が
「
甲
A
」
と
い
う
匿
名
で
語

ら
れ
る
の
が
耐
え
が
た
く
て
「
美
帆
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
こ
と
を

も
と
め
た
母
親
の
、
以
下
の
よ
う
な
言
葉
は
深
く
胸
を
打
つ
。

著
者
は
や
ま
ゆ
り
園
で
の
勤
務
時
に
、
殺
害
さ
れ
た
十
九
人
の
う
ち
七
人

の
生
活
支
援
を
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
著
者
は
、
裁
判
中
の
植
松
被
告

と
書
簡
の
や
り
取
り
を
し
、
死
刑
が
確
定
す
る
ま
で
接
見
を
十
七
回
重
ね

た
と
い
う
。
そ
う
い
う
取
り
組
み
に
む
か
っ
た
出
発
点
を
著
者
は
自
分
を

ア
ー
レ
ン
ト
に
擬
え
て
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
の
傍
聴

記
の
よ
う
な
仕
事
を
や
ま
ゆ
り
園
事
件
を
通
し
て
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
社

会
科
学
者
と
し
て
私
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
」（
本
書
、

一
三
頁
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
を
記
す
）
。

　

本
書
は
「
序
論
」
と
全
十
三
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
理

論
的
な
考
察
は
序
論
お
よ
び
第
一
章
か
ら
第
三
章
と
第
十
一
章
か
ら
第
十

三
章
で
な
さ
れ
、
第
四
章
か
ら
第
八
章
で
は
八
つ
の
「
ホ
ー
ム
」
か
ら
な

る
や
ま
ゆ
り
園
の
、
犯
行
が
行
わ
れ
た
六
つ
の
「
ホ
ー
ム
」
に
そ
く
し
て
、

殺
傷
の
経
緯
が
た
ど
ら
れ
、
第
九
章
と
第
十
章
で
は
「
友
人
た
ち
の
証
言
」

（
第
九
章
）
、
「
交
際
女
性
た
ち
の
証
言
」
（
第
十
章
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
事
件
の
具
体
的
な
中
身
に
ふ
れ
た
箇
所
を
中
心
部
分
と
し
つ
つ
、

理
論
的
な
考
察
で
そ
の
前
後
を
挟
み
こ
む
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

ま
ず
そ
の
中
心
部
分
か
ら
考
え
た
い
。

　

こ
の
部
分
は
裁
判
で
の
職
員
や
被
害
者
家
族
の
供
述
調
書
に
も
と
づ
い

て
お
り
、
た
と
え
ば
朝
日
新
聞
取
材
班
『
相
模
原
障
害
者
殺
傷
事
件
』
（
朝

日
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
と
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
本
書

の
記
述
の
ほ
う
が
詳
細
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
が
職
員
と
し
て
勤
務
し
て

い
た
経
験
か
ら
、
建
物
の
間
取
り
な
ど
に
た
い
す
る
感
覚
が
確
か
な
印
象

が
あ
る
。

　

や
ま
ゆ
り
園
の
各
ホ
ー
ム
は
、
男
女
別
に
な
っ
て
い
て
、
女
性
の
ホ
ー
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か
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
重
複
障
害
者
問
題
」
に
た
い
す
る
植
松
被
告
に
よ

る
ナ
チ
ス
ば
り
の
「
最
終
的
解
決
」
で
あ
る
。
植
松
被
告
は
裁
判
の
な
か

で
「
心
失
者
」
と
い
う
言
葉
で
生
き
る
に
値
し
な
い
人
間
を
定
義
し
て
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
人
間
で
な
い
も
の
と
定
義
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の

殺
害
を
正
当
化
し
て
い
る
。
そ
れ
が
い
か
に
身
勝
手
な
こ
と
で
あ
っ
た
か

を
、
本
書
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
被
害
者
に
そ
く
し
て
詳
ら
か
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
私
は
以
上
の
よ
う
に
、
被
害
者
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
生
き

た
証
」
を
刻
み
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
優
れ
た
特
徴
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　

し
か
し
、
本
書
の
理
論
的
な
考
察
に
お
い
て
は
、
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
、

そ
も
そ
も
著
者
の
理
路
を
た
ど
る
こ
と
が
自
分
に
は
と
て
も
難
し
い
と
感

じ
る
と
こ
ろ
に
繰
り
返
し
遭
遇
す
る
。
た
と
え
ば
、
著
者
は
カ
フ
カ
の
『
訴

訟
』
、
と
り
わ
け
そ
の
な
か
の
「
掟
の
門
」
（
「
掟
の
前
で
」
）
と
い
う
テ
ク

ス
ト
を
し
き
り
に
持
ち
出
す
。
実
際
、
著
者
は
、
植
松
被
告
と
の
最
初
の

接
見
で
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
大
学
ノ
ー
ト
に
貼
り
付
け
て
持
っ
て
い
き
、

被
告
の
ま
え
で
音
読
し
、
の
ち
に
は
本
自
体
を
差
し
入
れ
し
て
、
レ
ポ
ー

ト
を
求
め
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
本
書
の
七
七
か
ら
八
一
頁
に
か
け
て
植

松
被
告
の
そ
の
レ
ポ
ー
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
法
」
と
「
法

外
な
も
の
」
を
め
ぐ
っ
て
著
者
が
重
ね
る
思
弁
が
私
に
は
正
直
な
と
こ
ろ

ピ
ン
と
こ
な
い
の
だ
。
著
者
は
た
と
え
ば
こ
う
記
し
て
い
る
。

法
が
い
っ
た
ん
成
立
す
る
と
法
は
、
正
義
と
し
て
人
々
を
信
奉
さ
せ
、

遵
守
す
る
よ
う
に
訴
え
る
力
を
も
つ
の
だ
。
法
の
外
に
追
い
や
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、

法
の
及
ば
な
い
境
域
を
設
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
排
除
し
た
も
の
を
合
法
的
に
置
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

私
は
娘
が
い
て
、
と
て
も
幸
せ
で
し
た
。
決
し
て
不
幸
で
は
な
か
っ

た
で
す
。
「
不
幸
を
作
る
」
と
か
勝
手
に
言
わ
な
い
で
ほ
し
い
で
す
。

私
の
娘
は
た
ま
た
ま
障
害
を
持
っ
て
生
れ
て
き
た
だ
け
で
す
。
／
何

も
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
一
二
〇
頁
。
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
改
行
箇
所
）

　

植
松
被
告
は
、
犯
行
に
先
立
っ
て
二
〇
一
六
年
二
月
に
衆
議
院
議
長
公

邸
に
持
参
し
た
手
紙
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。

障
害
者
は
人
間
と
し
て
で
は
な
く
、
動
物
と
し
て
生
活
を
過
ご
し
て

お
り
ま
す
。
車
イ
ス
に
一
生
縛
ら
れ
て
い
る
気
の
毒
な
利
用
者
も
多

く
存
在
し
、
保
護
者
が
絶
縁
状
態
に
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
…
…
私
の
目
標
は
重
複
障
害
者
の
方
が
家
庭
内
で
の
生
活
、
及

び
社
会
的
活
動
が
極
め
て
困
難
な
場
合
、
保
護
者
の
同
意
を
得
て
安

楽
死
で
き
る
世
界
で
す
。
重
複
障
害
者
に
対
す
る
命
の
あ
り
方
は
未

だ
に
答
え
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
所
だ
と
考
え
ま
し
た
。
障
害
者
は

不
幸
を
作
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。 

（
三
一
―
三
二
頁
）

　

さ
き
の
母
親
の
言
葉
は
こ
の
よ
う
な
植
松
被
告
の
一
方
的
な
主
張
に
た

い
す
る
真
っ
向
か
ら
の
反
論
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
障
害
者
が
動
物
扱
い
さ

れ
て
い
る
な
ら
、
人
間
的
に
扱
え
と
い
う
方
向
に
議
論
が
な
ぜ
ゆ
か
な
い

の
か
。
し
か
も
、
こ
こ
で
植
松
被
告
は
「
重
複
障
害
者
に
対
す
る
命
の
あ

り
方
は
未
だ
に
答
え
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
所
だ
と
考
え
ま
し
た
」
と
書

い
た
う
え
で
、
約
半
年
後
に
犯
行
に
及
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
決
着

の
つ
い
て
い
な
い
問
題
に
自
分
が
答
え
を
与
え
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
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こ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
根
源
悪
」
の
概
念
を
踏
ま
え
、
く
わ
え
て
カ
ミ
ュ

の
『
ペ
ス
ト
』
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
形
で
著
者
が
綴
っ
て
い
る
「
根
源

悪
」
に
つ
い
て
の
思
想
で
あ
り
、
さ
ら
に
著
者
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な

「
根
源
悪
」
と
し
て
私
た
ち
の
「
内
な
る
優
生
思
想
」
を
挙
げ
て
い
る
。

著
者
の
い
う
「
根
源
悪
」
が
カ
ン
ト
の
「
根
源
悪
」
と
整
合
し
て
い
る
の

か
ど
う
か
、
私
に
は
や
は
り
不
分
明
で
あ
る
う
え
に
、「
内
な
る
優
生
思
想
」

が
「
根
源
悪
」
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
根
源
悪
の

一
つ
の
現
わ
れ
が
「
内
な
る
優
生
思
想
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の

点
に
も
理
解
が
届
か
な
い
―
―
や
ま
ゆ
り
園
で
の
、
元
職
員
に
よ
る
凄
惨

な
殺
傷
事
件
を
、
私
た
ち
の
「
内
な
る
優
生
思
想
」
を
問
い
な
お
す
き
っ

か
け
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
著
者
の
強
い
思
い
は
伝
わ
っ
て

く
る
の
だ
が
。

　

そ
れ
で
も
「
内
な
る
優
生
思
想
」
と
い
う
発
想
自
体
、
い
か
に
も
観
念

的
だ
と
い
う
印
象
を
私
は
拭
え
な
い
。
い
ち
ば
ん
肝
心
な
の
は
、
植
松
被

告
が
「
重
複
障
害
者
」
あ
る
い
は
「
心
失
者
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
ひ
と

び
と
が
私
た
ち
の
ま
え
に
具
体
的
な
個
人
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
こ

と
以
外
に
な
い
と
私
に
は
思
え
る
か
ら
だ
。

 

（ 

ほ
そ
み
・
か
ず
ゆ
き
／
ド
イ
ツ
思
想
）

そ
れ
が
『
掟
の
門
だ
』
。 （
八
三
―
八
四
頁
。
強
調
は
原
文
。
以
下
同
様
）

　

ま
ず
も
っ
て
こ
れ
が
カ
フ
カ
の
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ
る

こ
と
が
説
得
力
の
あ
る
形
で
書
か
れ
て
い
る
と
私
に
は
思
え
な
い
う
え
に
、

や
ま
ゆ
り
園
の
事
件
、
あ
る
い
は
植
松
被
告
と
ど
う
い
う
関
わ
り
が
あ
る

の
か
、
私
に
は
理
解
が
届
か
な
い
。
レ
ポ
ー
ト
を
課
さ
れ
た
植
松
被
告
も

戸
惑
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。
植
松
被
告
は
他
の
本
で

も
そ
の
意
外
な
ま
で
の
「
礼
儀
た
だ
し
さ
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
も
あ
る
種
律
儀
に
応
え
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
「
掟
の
門
」
と
カ
フ
カ

の
肖
像
の
ペ
ン
画
に
よ
る
イ
ラ
ス
ト
を
送
り
返
し
て
い
る
（
七
八
頁
と
八

〇
頁
）
。
私
に
は
、
「
掟
の
門
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
悪
い
意
味
で
の
禅
問

答
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。

　

ま
た
、
こ
れ
も
著
者
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
「
根
源
悪
」
と
い
う
問
題
も
、

私
に
は
隔
靴
掻
痒
の
印
象
を
拭
え
な
い
。
著
者
が
出
発
点
で
ア
ー
レ
ン
ト

の
『
エ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
触

れ
た
が
、
著
者
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
と
植
松
被
告
を
対
照
さ
せ
て
、
ア
イ
ヒ
マ

ン
が
法
や
命
令
に
も
と
づ
く
凡
庸
な
悪
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
植
松
被
告

を
「
根
源
的
な
悪
」
と
し
て
こ
う
綴
っ
て
い
る
。

自
分
の
行
っ
て
い
る
行
為
が
正
義
や
善
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自0

分
の
外
に
不
正
や
悪
が
存
在
す
る
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
悪
と
闘
う
こ
と
で

0

0

0

0

0

0

0

0

自
分
の
存
在
を
正
当
化
す
る
思
考
方
法
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
根
源
悪

0

0

0

」
に
他
な
ら

0

0

0

0

な
い

0

0

。 

（
三
二
七
頁
）
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と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
方
、
最
近
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

で
プ
レ
イ
に
必
須
と
な
る
武
器
や
キ
ャ
ラ
を
指
し
て
「
人
権
」
の
語
が
用

い
ら
れ
る
と
い
う
。
さ
す
が
に
こ
れ
は
逸
脱
し
た
例
で
あ
る
が
、
人
権
と

他
の
諸
権
利
と
の
区
分
を
明
確
化
し
、
人
権
が
何
で
あ
る
か
を
適
切
に
描

き
出
し
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
を
示
す
こ
と
は
、
困
難

で
あ
り
つ
つ
も
重
要
な
哲
学
的
課
題
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
む
人
権
の
哲
学
の
理
論
的
著
作
で

あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
領
域
で
展
開
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
議
論
や
論
点

が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
主
要
理
論
を
綿
密
か
つ
批
判
的
に
精

査
し
た
上
で
、
著
者
独
自
の
人
権
構
想
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
目
指
さ
れ
る
の
は
、
「
人
権
の
適
切
な
構
想
と
し
て
自
然
本
性
的
構
想
、

な
か
ん
ず
く
二
元
論
的
理
論
と
本
書
が
呼
ぶ
構
想
を
提
示
す
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
示
唆
を
考
察
す
る
こ
と
」
（
一
頁
）
で
あ
る
。

　

内
容
に
踏
み
込
む
前
に
、
ま
ず
は
章
立
て
を
確
認
し
よ
う
。
本
書
の
構

成
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
改
め
た
）
。

第
一
章　

人
権
の
哲
学
：
そ
の
文
脈
と
二
つ
の
構
想

第
二
章 　

政
治
的
構
想
の
主
要
理
論
は
擁
護
さ
れ
る
か
（
一
） 

 

―
―
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合

第
三
章 　

政
治
的
構
想
の
主
要
理
論
は
擁
護
さ
れ
る
か
（
二
） 

 

―
―
ラ
ズ
の
場
合

第
四
章 　

政
治
的
構
想
の
主
要
理
論
は
擁
護
さ
れ
る
か
（
三
） 

 
―
―
影
響
力
の
あ
る
諸
議
論
の
概
括
的
検
討

第
五
章 　

自
然
本
性
的
構
想
へ
の
批
判
に
応
答
す
る 

 

　

書
評　

『
人
権
の
哲
学
―
―
基
底
的
価
値
の
探
究
と
現
代
世
界

』

（
木
山
幸
輔
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）

児
島
博
紀

　

人
権
は
、
私
た
ち
の
政
治
的
・
社
会
的
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
の
理
念

と
な
っ
て
い
る
。
試
し
に
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
記
事
の
類
に
注
意
し
て
み
れ

ば
、
死
刑
制
度
や
冤
罪
事
件
、
戦
争
や
内
戦
、
人
道
危
機
、
L 

G 

B 

T 

Q
、

婚
姻
制
度
、
貧
困
問
題
、
S 

D 

G 

s
、
環
境
汚
染
、
差
別
問
題
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
、
人
権
救
済
申
し
立
て
…
…
な
ど
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
で
そ

の
使
用
が
見
出
さ
れ
、
正
義
や
公
正
さ
を
希
求
す
る
人
々
の
よ
り
ど
こ
ろ
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ズ
で
あ
る
（
第
二
章
）
。
と
り
わ
け
ロ
ー
ル
ズ
が
人
権
侵
害
を
主
権
制
約

の
条
件
と
し
て
捉
え
た
点
が
焦
点
化
さ
れ
つ
つ
、
彼
の
人
権
構
想
が
、
主

権
国
家
（
と
そ
の
人
民
）
を
単
位
に
成
り
立
つ
国
際
社
会
を
前
提
と
し
て

お
り
、
一
定
の
国
内
的
条
件
が
充
た
さ
れ
れ
ば
、
道
徳
的
に
重
要
な
条
件

が
欠
け
て
い
た
と
し
て
も
外
部
か
ら
の
主
権
制
約
を
免
れ
、
か
つ
国
内
的

変
革
も
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
り
う
る
も
の
だ
と
し
て
、
そ
の
不
適
切
さ
が

論
じ
ら
れ
る
。

　

次
に
、
J
・
ラ
ズ
の
人
権
構
想
で
あ
る
（
第
三
章
）
。
ロ
ー
ル
ズ
が
国

内
的
条
件
か
ら
人
権
の
正
当
化
を
図
る
の
に
対
し
、
ラ
ズ
の
構
想
は
国
際

的
条
件
と
し
て
権
利
の
法
的
・
制
度
的
な
執
行
可
能
性
を
重
視
す
る
特
徴

を
も
つ
。
こ
う
し
た
制
約
に
よ
っ
て
、
重
要
な
道
徳
的
権
利
が
す
べ
て
人

権
と
な
る
と
い
っ
た
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
防
が
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
著
者
は
、
人
権
の
達
成
が
法
的
執
行
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
ラ
ズ
が
自
然
本
性
的
構
想
に
対
し
て
も
つ
危
惧

―
―
そ
の
一
つ
は
、
自
然
本
性
的
構
想
が
人
権
の
通
時
的
普
遍
性
の
主
張

に
至
る
こ
と
で
、
特
定
の
時
代
的
・
制
度
的
条
件
に
依
存
す
る
権
利
を
あ

ら
ゆ
る
時
代
に
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
主
張
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の

―
―
に
対
し
て
、
（
後
述
す
る
）
抽
象
的
権
利
と
具
体
的
権
利
の
区
別
の
導

入
で
も
っ
て
応
答
し
つ
つ
、
自
然
本
性
的
構
想
を
擁
護
す
る
。

　

さ
ら
に
著
者
は
、
そ
の
他
の
有
力
な
政
治
的
構
想
を
類
型
化
し
、
俎
上

に
載
せ
る
（
第
四
章
）
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
著
者
は
、
人
権
の
正
当
化
に

は
実
質
的
道
徳
的
理
由
を
提
示
す
べ
き
だ
と
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
理

由
と
し
て
重
合
的
合
意
や
正
当
化
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
訴
え
る
立
場
は
、

人
権
内
容
の
恣
意
的
な
解
釈
を
導
く
と
し
て
、
退
け
て
い
る
。

―
―
ベ
イ
ツ
に
よ
る
批
判
へ
の
応
答

第
六
章 　

擁
護
さ
れ
る
べ
き
自
然
本
性
的
構
想 

 

―
―
二
元
論
、
一
元
論
で
も
多
元
論
で
も
な
く

第
七
章　

社
会
経
済
的
権
利
は
人
権
で
あ
り
う
る
か

第
八
章　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
権
利
は
人
権
で
あ
り
う
る
か

第
九
章　

人
権
と
国
際
的
関
係

第
一
〇 

章　

開
発
・
援
助
構
想
に
対
す
る
評
価 

 

―
―
人
権
の
哲
学
に
よ
る
示
唆
を
参
照
軸
と
し
て

　

全
三
五
〇
頁
に
及
ぶ
重
厚
な
著
作
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
著
者
の
理

論
の
骨
子
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
を
中
心
に
、
本
書
の
内
容
を
紹

介
し
た
い
。
ま
ず
、
人
権
の
哲
学
に
お
け
る
近
年
の
重
要
な
争
点
が
〈
自

然
本
性
的
構
想
〉
と
〈
政
治
的
構
想
〉
と
の
対
立
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
自
然
本
性
的
構
想
が
、
す
べ
て
の
人
間
は
人
間
で
あ
る
―
―
何
ら
か

の
仕
方
で
定
義
さ
れ
る
人
間
性
や
利
害
関
心
を
有
す
る
―
―
が
ゆ
え
に
人

権
を
保
持
す
る
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
政
治
的
構
想
は
、
人
権
を
そ
れ

が
果
た
す
政
治
的
役
割
の
観
点
か
ら
理
解
し
、
ま
た
現
実
世
界
に
お
け
る

実
践
に
そ
の
基
盤
を
求
め
る
。
第
一
章
で
は
、
人
権
の
哲
学
の
背
景
と
な

る
社
会
的
・
理
論
的
状
況
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
本
書
が
自
然
本
性
的
構
想

を
擁
護
す
る
こ
と
や
、
ま
た
そ
の
探
究
の
出
発
点
（
人
権
言
語
実
践
や
人
権

文
書
）
や
要
件
が
示
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
第
二
―
四
章
で
は
、
対
立
関
係
に
あ
る
政
治
的
構
想
の
主
要
理

論
が
批
判
的
検
討
に
付
さ
れ
、
適
切
な
人
権
構
想
た
り
え
な
い
こ
と
が
論

じ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
政
治
的
構
想
の
隆
盛
に
影
響
を
与
え
た
J
・
ロ
ー
ル
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場
か
ら
、
第
七
―
一
〇
章
で
は
、
個
々
の
人
権
や
国
際
的
関
係
、
開
発
・

援
助
構
想
に
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
福

祉
権
は
「
自
律
」
と
「
平
等
」
が
と
も
に
そ
れ
を
人
権
と
し
て
正
当
化
す

る
（
第
七
章
）
。
ま
た
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
人
権
」
に
対
し
て
は
、「
平

等
」
な
公
共
的
地
位
の
承
認
が
そ
れ
を
求
め
る
強
い
理
由
を
提
示
す
る
（
第

八
章
）
。
加
え
て
、
国
際
的
関
係
に
お
け
る
人
権
侵
害
の
責
任
に
つ
い
て
は
、

「
集
合
的
能
力
」
に
応
じ
た
そ
の
割
り
当
て
で
は
な
く
、
人
権
侵
害
の
因

果
関
係
を
追
跡
す
る
こ
と
で
そ
の
責
任
を
特
定
す
る
、
法
的
責
任
モ
デ
ル

へ
と
立
ち
返
る
べ
き
で
あ
る
（
第
九
章
）
。

　

最
後
に
本
書
は
、
そ
の
人
権
構
想
の
示
唆
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

開
発
・
援
助
の
諸
構
想
を
取
り
上
げ
る
（
第
一
〇
章
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ポ
ス
ト
開
発
思
想
、
ビ
ッ
グ
・
プ
ッ
シ
ュ
型
構
想
、
社
会
実
験
に
基
づ
く

ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
ず
れ
も
問
題
含
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
が

擁
護
す
る
二
元
論
の
自
然
本
性
的
構
想
の
要
請
を
充
た
す
と
さ
れ
る
の
が
、

サ
ー
チ
ャ
ー
型
構
想
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
書
が
何
を
主
張
し
て
い
る
の
か
、
い
わ
ば
そ
の
結
論
部
分
を

紹
介
し
て
き
た
が
、
本
書
の
本
領
の
一
つ
は
、
明
晰
な
文
章
で
あ
り
な
が

ら
、
綿
密
か
つ
周
到
に
遂
行
さ
れ
る
そ
の
論
証
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
領
域
の
膨
大
な
文
献
を
分
類
・
精
査
し
て
記
述
を
ま
と
め

上
げ
、
権
威
に
よ
り
か
か
る
こ
と
な
く
独
自
の
立
場
を
打
ち
立
て
よ
う
と

す
る
著
者
の
姿
勢
と
力
量
は
、
読
者
を
圧
倒
す
る
も
の
が
あ
る
。
本
文
の

み
な
ら
ず
詳
細
な
脚
注
は
、
妥
協
を
排
し
て
厳
密
化
し
よ
う
と
す
る
著
者

の
思
考
の
細
部
を
伝
え
て
く
れ
る
。
評
者
は
こ
の
領
域
を
直
接
の
専
門
と

し
な
い
た
め
、
正
確
な
評
価
を
下
し
え
な
い
が
、
本
書
は
国
際
的
水
準
に

　

第
五
―
六
章
は
、
著
者
に
よ
る
自
然
本
性
的
構
想
の
擁
護
が
本
格
的
に

展
開
さ
れ
る
点
で
、
本
書
の
一
つ
の
山
場
だ
と
い
え
る
。
ま
ず
、
自
然
本

性
的
構
想
へ
の
最
も
包
括
的
な
批
判
だ
と
さ
れ
る
、
C
・
ベ
イ
ツ
の
議
論

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
（
第
五
章
）
。
自
然
本
性
的
構
想
を
四
つ
の
主
張
で

も
っ
て
定
式
化
し
批
判
を
展
開
す
る
ベ
イ
ツ
に
対
し
て
、
著
者
は
逐
一
応

答
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
構
想
の
優
位
性
を
掘
り
崩
そ
う
と
す
る
。

　

そ
こ
か
ら
、
自
然
本
性
的
構
想
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
J
・
グ
リ
フ
ィ

ン
の
人
権
構
想
に
修
正
を
加
え
る
形
で
、
著
者
自
身
の
人
権
構
想
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
（
第
六
章
）
。自
然
本
性
的
構
想
は
、人
権
の
基
礎
と
な
る
価
値
・

利
益
を
措
定
し
て
人
権
の
正
当
化
を
行
う
が
、
グ
リ
フ
ィ
ン
の
構
想
が
そ

う
し
た
基
底
的
価
値
と
し
て
見
出
す
の
が
「
規
範
的
主
体
性
」
で
あ
る
。

グ
リ
フ
ィ
ン
は
そ
の
内
実
を
さ
ら
に
「
自
律
」「
自
由
」「
最
小
限
の
備
え
」

の
三
つ
に
分
解
す
る
も
の
の
、
規
範
的
主
体
性
こ
そ
が
基
底
的
価
値
だ
と

す
る
点
で
、
そ
れ
は
一
元
論
と
呼
ば
れ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
精
査
す
る
こ

と
で
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
ま
ず
、
グ
リ
フ
ィ
ン
が
規
範
的
主
体
性

に
含
め
る
「
達
成
」
や
「
選
択
」
の
要
素
は
批
判
を
回
避
し
え
な
い
た
め
、

そ
れ
ら
を
排
し
て
善
同
定
と
し
て
の
「
自
律
」
へ
と
純
化
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
グ
リ
フ
ィ
ン
は
「
平
等
」
を
基
底
的
価
値
た
り
え
な
い
と

す
る
が
、
む
し
ろ
「
自
律
」
と
「
平
等
」
―
―
評
者
の
理
解
で
は
、
こ
れ

は
「
対
等
さ
」
と
も
言
い
換
え
う
る
関
係
論
的
な
契
機
を
有
す
る
―
―
の

二
元
論
こ
そ
が
よ
り
適
切
な
人
権
内
容
を
導
き
う
る
。
他
方
で
、
M
・
ヌ

ス
バ
ウ
ム
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
リ
ス
ト
の
よ
う
な
多
元
論
に
は
、
人
権

の
基
礎
と
し
て
の
恣
意
性
や
不
確
定
性
が
見
出
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
著
者
が
擁
護
す
る
二
元
論
の
自
然
本
性
的
構
想
の
立
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度
を
前
提
と
す
る
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
は
特
定
の
社
会
情
況
に
依
拠

し
た
具
体
的
権
利
で
あ
り
、
普
遍
性
を
有
さ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
背
景

に
は
「
知
識
へ
の
権
利
」
と
い
っ
た
抽
象
的
権
利
が
あ
り
、
こ
れ
は
通
時

的
・
共
時
的
な
普
遍
性
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
権
利
は
、
石
器
時
代

に
お
い
て
は
石
器
を
使
う
「
知
識
」
へ
の
、
現
代
の
ア
マ
ゾ
ン
の
ヤ
ノ
マ

ミ
社
会
お
い
て
は
そ
の
社
会
内
で
必
要
な
「
知
識
」
へ
の
、
具
体
的
権
利

と
し
て
現
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
権
の
普
遍
性
と
特
定
の
情
況

下
の
権
利
と
の
関
係
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
著
者
が
具
体
的
権
利
の
一
例
と
し
て
論
じ
る
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
へ
の
人
権
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
評

者
の
読
み
落
と
し
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
抽
象
的
権
利
は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
。
仮
に
そ
れ
が
「
平
等
」
な
公
共
的
地
位
の
承
認
に
関
わ
る
権
利
だ
と

し
て
、
石
器
時
代
に
そ
れ
が
ど
う
具
体
化
さ
れ
る
か
は
解
釈
が
分
か
れ
そ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
人
権
の
普
遍
性
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
の
意
義
は
、
評
者
に
は
ま
だ
飲
み
込
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
人
権
の

理
論
構
築
と
歴
史
と
い
う
観
点
の
違
い
に
帰
着
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

著
者
が
徹
底
さ
せ
た
理
論
の
一
貫
性
は
、
人
権
の
獲
得
や
実
現
の
動
態
的

な
側
面
を
み
え
に
く
く
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

他
に
も
開
発
・
援
助
構
想
へ
の
接
続
や
そ
の
諸
構
想
に
対
す
る
批
判
な

ど
示
唆
深
い
点
は
多
い
。
本
書
刊
行
を
契
機
と
し
た
議
論
の
活
発
化
と
著

者
の
さ
ら
な
る
理
論
展
開
に
期
待
し
た
い
。

 

（
こ
じ
ま
・
ひ
ろ
の
り
／
教
育
哲
学
、
倫
理
学
）

比
肩
す
る
内
容
を
備
え
つ
つ
、
体
系
的
な
人
権
の
哲
学
を
構
築
し
た
邦
語

に
よ
る
初
め
て
の
著
作
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
以
上
の
賛
辞
は
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
に
な
る
の
で
、

最
後
に
、
評
者
な
り
に
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
本
書
の
方
法
論
に
関
し
て
。
自
然
本
性
的
構
想
が
そ
の
理
論
構

築
や
論
証
に
お
い
て
と
り
う
る
一
つ
の
理
路
は
、
何
ら
か
の
人
間
本
性
論

に
基
づ
い
て
人
間
性
や
利
害
関
心
を
措
定
し
、
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
人
権

を
正
当
化
す
る
、
基
礎
づ
け
主
義
的
な
も
の
が
あ
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
書
の
論
証
は
、
一
方
で
現
行
の
人
権
言
語
実
践
に

一
定
の
重
み
を
与
え
つ
つ
、
他
方
で
、
そ
れ
と
整
合
し
う
る
仕
方
で
グ
リ

フ
ィ
ン
の
自
然
本
性
的
構
想
を
修
正
す
る
こ
と
で
理
論
構
築
が
図
ら
れ
て

い
る
と
評
者
は
理
解
し
た
。
も
し
も
こ
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
著
者
は

ロ
ー
ル
ズ
の
反
照
的
均
衡
の
よ
う
な
―
―
原
初
状
態
の
よ
う
な
複
雑
な
理

論
は
含
ま
な
い
も
の
の
―
―
整
合
説
に
与
し
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
場
合
、
自
然
本
性
的
構
想
と
し
て
人
権
の
十
全
な

基
礎
（
や
そ
の
論
証
）
を
提
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
著
者
の
一
貫
し
た
主
張
と
し
て
、
人
権
を
実
現
す
る
ア
ク
タ
ー

が
国
家
に
限
定
さ
れ
な
い
点
、
ま
た
、
人
権
の
通
時
的
・
共
時
的
な
普
遍

性
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
人
権
の
侵
害
や
達
成
の
種

類
に
よ
っ
て
国
家
と
他
の
ア
ク
タ
ー
と
の
間
で
優
先
関
係
が
あ
る
の
か
、

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
協
働
関
係
を
ど
の
よ
う
に
描
き
う
る
の
か
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

後
者
に
関
し
て
、
そ
れ
を
説
明
可
能
に
す
る
の
が
先
の
抽
象
的
権
利
と

具
体
的
権
利
の
区
別
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
初
等
教
育
制
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格
的
な
研
究
書
と
い
う
側
面
も
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

は
じ
め
に
、
本
書
の
全
体
像
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。
第
一
章
で
は
、

生
誕
か
ら
『
正
義
論
』
刊
行
前
ま
で
の
ロ
ー
ル
ズ
が
評
伝
的
に
描
か
れ
る
。

宗
教
へ
の
信
仰
と
そ
の
疑
い
、
従
軍
経
験
、
卒
業
論
文
や
博
士
論
文
の
概

要
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
留
学
経
験
な
ど
、
多
様
な
側
面
か
ら
そ
の
知
的

遍
歴
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
初
期
ロ
ー
ル
ズ
が
あ
る
種
の

功
利
主
義
者
だ
っ
た
と
い
う
点
も
、
続
く
『
正
義
論
』
の
内
実
を
論
じ
る

う
え
で
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
点
だ
ろ
う
。

　

第
二
章
で
は
、
主
著
『
正
義
論
』
と
そ
の
改
訂
の
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。

功
利
主
義
と
い
う
当
初
の
論
敵
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン

と
い
っ
た
新
た
な
批
判
者
と
の
対
比
を
交
え
つ
つ
、
正
義
の
二
原
理
、
原

初
状
態
論
、
反
照
的
均
衡
な
ど
、
ま
ず
は
そ
の
理
論
内
容
が
手
堅
く
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
税
制
、
財
産
所
有
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
政
治
的
平

等
、
家
族
制
度
に
つ
い
て
な
ど
、
正
義
の
二
原
理
を
実
体
化
す
る
制
度
面

で
か
な
り
深
堀
り
し
て
い
る
点
も
、
既
存
の
『
正
義
論
』
理
解
の
範
疇
を

押
し
広
げ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

第
三
章
で
は
、
第
二
の
主
著
で
あ
る
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
に
つ

い
て
、
そ
の
全
体
像
が
紹
介
さ
れ
る
。
『
正
義
論
』
以
降
、
カ
ン
ト
主
義

へ
の
一
層
の
傾
斜
を
経
て
、
正
義
の
政
治
的
構
想
、
重
な
り
合
う
コ
ン
セ

ン
サ
ス
、
公
共
的
理
性
と
い
っ
た
着
想
に
辿
り
着
く
ま
で
の
経
緯
と
そ
の

内
容
が
明
瞭
に
描
か
れ
る
。
ま
た
、
H
・
L
・
A
・
ハ
ー
ト
や
J
・
ハ
ー

　

書
評　

『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
―
―
社
会
正
義
の
探
究
者

』

（
齋
藤
純
一
・
田
中
将
人
著
、
中
公
新
書
、
二
〇
二
一
年
）

松
元
雅
和

　

本
書
は
、
生
誕
百
周
年
、
ま
た
主
著
『
正
義
論
』
の
刊
行
五
十
周
年
と

な
る
節
目
の
年
に
著
さ
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー

ル
ズ
の
解
説
書
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
公
共
性
論
や
平
等
論
で
現
代
政
治
理

論
を
牽
引
し
て
き
た
著
者
と
、
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
・
宗
教
論
に
関
す

る
著
作
を
有
す
る
著
者
に
よ
る
共
著
で
あ
り
、
新
書
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
な

形
態
で
あ
り
な
が
ら
も
、
数
多
く
の
関
連
文
献
の
参
照
に
支
え
ら
れ
た
本
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ル
ズ
解
説
書
は
こ
れ
ま
で
に
も
幾
つ
か
あ
る
が
、
本
書
は
そ
の
最
新
版
と

し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
研
究
の
な
か
に
新
た
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
同

時
に
、
ロ
ー
ル
ズ
が
し
ば
し
ば
そ
の
「
座
標
軸
」
（
ⅱ
頁
）
と
な
っ
て
き

た
こ
と
か
ら
、
現
代
英
米
圏
の
政
治
哲
学
・
政
治
理
論
研
究
を
進
め
る
際

に
も
、
必
読
文
献
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

続
い
て
、
評
者
か
ら
見
た
本
書
の
特
質
、
な
ら
び
に
今
後
さ
ら
に
議
論

を
深
め
る
余
地
の
あ
る
論
点
に
つ
い
て
言
及
し
よ
う
。
従
来
の
解
説
書
に

対
し
て
、
本
書
は
幾
つ
か
の
特
筆
す
べ
き
点
で
、
既
存
の
理
解
を
刷
新
し

て
い
る
。
評
者
か
ら
見
た
本
書
の
読
み
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
次

の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
形
成
を
実
証
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
（
ⅳ
―
ⅴ
頁
）
、
評
伝
的
事
実
と
、
彼

の
一
見
抽
象
的
な
理
論
枠
組
み
の
あ
い
だ
に
内
在
的
な
関
連
を
示
し
て
い

る
こ
と
は
本
書
の
大
き
な
魅
力
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
種
問
題
と
「
熟
慮

さ
れ
た
判
断
」
と
の
関
わ
り
（
七
―
八
頁
）
、
兄
弟
を
失
う
経
験
や
従
軍
経

験
と
偶
然
性
の
問
題
と
の
関
わ
り
（
六
―
七
、
一
四
―
六
、
七
三
―
七
頁
）
、

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
素
っ
気
な
い
印
象
を
与
え
が
ち
な

理
論
的
道
具
立
て
に
こ
う
し
た
個
人
的
な
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
ロ
ー
ル

ズ
政
治
哲
学
に
い
わ
ば
生
気
を
与
え
る
筆
致
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
人
的
影
響
関
係
に
つ
い
て
も
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。

前
期
か
ら
後
期
ま
で
の
L
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
影
響
に
つ
い
て

バ
ー
マ
ス
と
の
対
話
が
こ
の
時
期
の
ロ
ー
ル
ズ
を
形
作
っ
て
い
る
点
も
紹

介
さ
れ
る
。
章
題
が
示
す
よ
う
に
、「
正
義
」と
対
比
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
正

統
性
」
の
問
題
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
点
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
『
万
民
の
法
』
に
関
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
国
際
社
会

に
お
け
る
正
義
の
問
題
は
、
『
正
義
論
』
刊
行
以
降
に
英
米
圏
で
大
き
な

発
展
を
見
せ
た
が
、
こ
の
テ
ー
マ
に
ロ
ー
ル
ズ
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
本

格
的
に
取
り
組
ん
だ
の
か
が
、
い
わ
ゆ
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
論
者
と
対

比
し
な
が
ら
解
説
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
目
を
引
く
点
は
、
国
境
を
越
え
た

グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
唱
え
る
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
傾
向
に
対
し
て
、

彼
自
身
は
一
定
程
度
自
足
的
な
諸
人
民
か
ら
な
る
国
際
社
会
を
前
提
と
し

た
、
「
あ
る
種
の
現
実
主
義
」
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
五
章
で
は
晩
年
お
よ
び
没
後
の
状
況
が
、
ふ
た
た
び
評
伝
的
に
描
か

れ
る
。
宗
教
に
向
け
ら
れ
て
い
た
学
生
時
代
の
関
心
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

政
治
と
宗
教
の
関
係
や
宗
教
的
寛
容
の
問
題
が
触
れ
ら
れ
る
点
や
、
オ

フ
ァ
ー
さ
れ
た
京
都
賞
を
辞
退
し
た
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
そ
の
人

間
像
や
思
想
を
捉
え
る
う
え
で
有
益
な
情
報
源
と
な
っ
て
い
る
。
終
章
で

は
、
ロ
ー
ル
ズ
政
治
哲
学
の
特
徴
が
総
括
さ
れ
る
と
と
も
に
、
今
日
的
な

政
治
・
社
会
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
ロ
ー
ル
ズ
の
意
義
が
示
さ
れ

る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
政
治
哲
学
の
復
権
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
再
興
と
い
っ
た
側
面
か
ら
評
価
さ
れ
て
き
た
ロ
ー
ル
ズ
の
著
作
を
、

初
期
か
ら
晩
年
ま
で
あ
る
程
度
一
貫
し
た
人
物
像
や
思
想
の
も
と
で
評
伝

的
・
理
論
的
に
描
い
た
著
作
で
あ
る
。
川
本
隆
史
『
ロ
ー
ル
ズ
―
―
正
義

の
原
理
』
（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
、
邦
語
で
読
め
る
優
れ
た
ロ
ー
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四
―
六
、
二
一
四
―
七
頁
も
参
照
）
は
評
者
に
と
っ
て
強
い
印
象
を
与
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
本
書
を
踏
ま
え
て
残
さ
れ
た
論
点
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
無
論
、

新
書
と
い
う
体
裁
や
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
部

分
で
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
政
治
哲
学
を
語
る
う
え
で
の
さ
ら
な

る
注
目
点
と
し
て
、
次
の
二
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
史
的
評
価
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
著
作
は

傾
向
的
に
、
同
時
代
の
哲
学
的
ト
レ
ン
ド
に
直
接
掉
さ
す
と
い
う
よ
り
も
、

「
講
義
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
家
の
著
作
に
接
し
、
自
分
の
考
え
を

発
展
さ
せ
る
ス
タ
イ
ル
」
（
四
四
頁
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
実
際
、
ロ
ー

ル
ズ
の
著
作
に
は
『
道
徳
哲
学
史
講
義
』
と
『
政
治
哲
学
史
講
義
』
が
あ

る
が
、
彼
が
こ
う
し
た
思
想
史
的
知
見
を
ど
の
よ
う
に
咀
嚼
し
、
自
身
の

政
治
哲
学
の
な
か
に
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
―
―
本
学
会

の
性
質
の
面
か
ら
も
―
―
専
門
家
に
よ
る
一
層
実
質
的
な
分
析
が
な
さ
れ

て
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
評
者
に
と
っ
て
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
カ
ン
ト
と
並
ん
で
、

ル
ソ
ー
と
の
関
係
が
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
た
（
四
九
―
五
一
、
一
七
七
頁
）
。

実
際
、
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
市
民
と
し
て
の
礼

節
の
義
務
を
伴
う
公
共
的
理
性
を
、
『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
投
票
を

通
じ
た
一
般
意
志
の
表
明
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
も
示
唆
し
て

い
る
（
神
島
裕
子
・
福
間
聡
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
二
年
、
二
六
六
頁
）
。
ロ
ー

ル
ズ
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
国
外
で
は
す
で
に
幾

つ
か
の
先
行
研
究
も
著
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
議
論
の
進
展
が
待
た
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

は
、
本
書
で
も
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
る
（
二
一
―
二
、
二
九
―
三
九
、
一
八

二
頁
）
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
留
学
時
代
（
二
七
ー
九
頁
）
に
親
交
を
も
っ

た
で
あ
ろ
う
Ｉ
・
バ
ー
リ
ン
や
ハ
ー
ト
と
の
そ
の
後
の
や
り
取
り
も
丁
寧

に
追
跡
さ
れ
る
（
一
〇
五
―
九
、
一
二
六
―
九
頁
）
。
現
在
の
ロ
ー
ル
ズ
研

究
で
は
、
ア
ー
カ
イ
ヴ
を
利
用
し
た
史
的
研
究
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い

る
が
、
本
書
も
こ
う
し
た
方
向
性
に
棹
差
す
研
究
成
果
の
ひ
と
つ
と
し
て

評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
ロ
ー
ル
ズ
政
治
哲
学
の
一
貫
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
従
来
の
ロ
ー
ル
ズ
研
究
で
は
、『
正
義
論
』
に
代
表
さ
れ
る
前
期
と
『
政

治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
に
代
表
さ
れ
る
後
期
の
あ
い
だ
に
、
大
き
な
思
想

的
「
転
回
」
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

転
回
は
、
論
者
に
よ
っ
て
と
き
に
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
、
と
き
に
厳
し
く

批
判
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
既
存
の
解
釈
に
対
し
て
、
本
書
で
は
両
者
が
「
明

ら
か
に
連
続
し
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
し
た
読
解
に
な
っ
て
い
る
（
一
〇

五
頁
）
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ロ
ー
ル
ズ
が
そ
の
著
作
を
通
じ
て
、
価
値
観

と
不
平
等
と
い
う
二
つ
の
社
会
的
分
断
に
対
し
て
、
つ
ね
に
問
題
意
識
を

向
け
続
け
て
き
た
と
い
う
終
章
の
総
括
に
は
説
得
力
が
あ
る
。
確
か
に

ロ
ー
ル
ズ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
連
帯
と
い
う
発
想
か
ら
は
距
離
を
置
き

つ
つ
も
（
七
八
―
八
一
頁
）
、
何
ら
か
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
く
社
会
関

係
の
重
要
性
を
絶
え
ず
念
頭
に
置
い
て
い
た
（
一
九
四
―
五
頁
）
。
後
期
ロ
ー

ル
ズ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
和
解
の
観
念
も
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
（
一

四
〇
頁
）
。
と
り
わ
け
、
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
生
き
残
り
」
に
ロ
ー

ル
ズ
の
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
（
ｖ
―
ⅵ
、
一
八
三
頁
、
五
七
、
一
二
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ル
期
を
ア
メ
リ
カ
憲
政
史
上
で
公
共
的
理
性
の
観
念
が
発
現
し
た
画
期
と

見
て
い
る
（
一
四
三
頁
）
。
管
見
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
歴
史
に
掉

さ
す
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
生
き
残
り
」

に
関
心
を
寄
せ
る
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
、
社
会
的
分
断
の
な
か
で
何
と
か

和
解
を
探
ろ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
は
、
一
種
の
ア
メ
リ
カ
論
と
し
て
も
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

コ
ン
セ
ン
サ
ス
や
和
解
と
い
っ
た
観
点
を
正
義
論
の
基
底
に
据
え
る
傾

向
は
、
一
方
で
は
楽
観
的
に
過
ぎ
る
と
し
て
、
他
方
で
は
現
状
追
認
的
で

あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
差
異
や
不
一
致
を
た
だ

深
め
る
こ
と
だ
け
が
正
義
論
の
役
割
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
ポ
ス
ト

ト
ゥ
ル
ー
ス
時
代
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
台
頭
、
政
治
・
経
済
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
極
化
と
い
っ
た
現
代
的
課
題
に
対
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
で

あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
だ
ろ
う
か
。
『
正
義
論
』
刊
行
か
ら
半
世

紀
を
経
た
現
在
も
な
お
、
「
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
の
も
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

魅
力
」
は
色
褪
せ
て
い
な
い
（
二
三
〇
頁
）
。

　

書
評
と
い
う
性
質
上
、
い
わ
ば
な
い
物
ね
だ
り
に
つ
い
て
も
記
述
す
る

こ
と
と
な
っ
た
が
、
繰
り
返
す
と
、
本
書
は
世
界
水
準
の
研
究
成
果
に
裏

打
ち
さ
れ
た
ロ
ー
ル
ズ
解
説
書
の
決
定
版
で
あ
る
。
本
学
会
の
会
員
は

ロ
ー
ル
ズ
の
著
作
に
つ
い
て
す
で
に
多
く
馴
染
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
う
で
あ
る
方
に
こ
そ
、
本
書
を
あ
ら
た
め
て
通
読
し
て
頂
き
た
い
。
既

存
の
ロ
ー
ル
ズ
像
が
刷
新
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
り
魅
力
的
、
あ
る

い
は
人
間
的
な
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

 

（
ま
つ
も
と
・
ま
さ
か
ず
／
政
治
哲
学
・
政
治
理
論
）

　

こ
の
関
連
で
、
ロ
ー
ル
ズ
が
ボ
ダ
ン
の
著
作
『
七
賢
人
の
対
話
』
に
言

及
し
て
い
る
点
が
ひ
と
き
わ
目
を
引
い
た
（
一
八
七
―
八
頁
）
。
そ
の
最
終

幕
で
は
、
不
可
知
論
を
含
む
七
つ
の
宗
教
・
宗
派
が
相
互
尊
重
に
至
る
の

だ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
は
そ
の
幕
引
き
の
仕
方
を
絶
賛
し
た
と
い
う
。
『
政
治

的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
冒
頭
で
宣
言
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
〔
…
…
〕
の
歴
史
的
淵
源
は
宗
教
改
革
と
そ
の
余
波
、
つ
ま
り
は
一

六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
宗
教
的
寛
容
を
め
ぐ
る
長
期
の
論
争

に
あ
っ
た
」
（
同
、
ｘ
ｘ
ⅳ
頁
）
。
ロ
ー
ル
ズ
が
こ
の
時
代
の
著
作
に
実
際

に
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
の
思
想
形
成
を
探
る
う
え
で
も
有

益
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

第
二
に
、
ロ
ー
ル
ズ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
で
あ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
の

世
紀
」（
ⅰ
頁
）
と
と
も
に
そ
の
生
涯
を
生
き
た
ロ
ー
ル
ズ
を
語
る
う
え
で
、

そ
の
評
伝
的
側
面
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
社
会
の
歴
史
は
本
書
で
も
繰
り
返

し
参
照
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
評
者
か
ら
見
て
、
と
く
に
多
元
性

の
な
か
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
導
き
の
糸
と
す
る
後
期
以
降
の
議
論
に
つ

い
て
は
、
公
共
的
政
治
文
化
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
が
、
正
義
論
の
理
論
的

実
質
と
し
て
も
か
な
り
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
の
鍵
概
念
で
あ
る
公
共
的
理
性
の
主

題
と
し
て
特
定
さ
れ
る
「
憲
法
の
本
質
的
要
素
」
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

憲
法
（
と
く
に
権
利
章
典
）
を
想
起
さ
せ
る
（
同
、
二
八
〇
頁
）
。

　

ア
メ
リ
カ
憲
政
史
へ
の
関
心
は
早
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
（
二

八
頁
）
、
リ
ン
カ
ー
ン
は
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
一
人
で
あ
っ

た
（
一
九
六
―
七
、
二
〇
一
―
四
頁
）
。
ほ
か
に
も
彼
は
、
B
・
ア
ッ
カ
ー

マ
ン
を
引
き
な
が
ら
、
建
国
期
、
南
北
戦
争
か
ら
再
建
期
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
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結
論
か
ら
書
い
て
お
こ
う
。

　

訳
者
・
田
中
秀
夫
の
仕
事
が
学
界
に
も
た
ら
し
た
貢
献
は
非
常
に
大
き

い
。
な
に
よ
り
仕
事
量
は
膨
大
で
、
戦
後
最
大
ク
ラ
ス
だ
ろ
う
。
日
本
語

圏
で
は
い
ま
も
き
ち
ん
と
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
て
い
な
い
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
連
作

を
翻
訳
し
た
こ
の
仕
事
の
功
績
も
、
何
度
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
厳
し
い
指
摘
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
本
書
の
翻
訳
に
は
、
質

的
に
も
量
的
に
も
看
過
で
き
な
い
エ
ラ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り

翻
訳
に
誤
り
は
避
け
が
た
い
し
、
翻
訳
は
解
釈
の
営
み
で
も
あ
る
か
ら
訳

文
に
は
お
の
ず
と
複
数
の
解
答
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
本
書
の
エ
ラ
ー

の
ほ
と
ん
ど
に
そ
う
し
た
抗
弁
は
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

水
田
・
別
宮
論
争
以
後
、
こ
の
業
界
で
は
、
訳
文
の
是
非
を
正
面
か
ら

論
じ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
を
厳

密
に
読
む
こ
と
が
活
動
の
中
心
で
あ
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
あ
る
思

想
史
研
究
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
吟
味
は
学
問
の
生
命
線
で
あ
る
。
研
究
書

の
翻
訳
も
例
外
で
は
な
く
、
「
翻
訳
が
あ
る
だ
け
ま
し
」
と
い
う
水
準
で

満
足
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
翻
訳
を
研
究
業
績
の
ひ
と
つ
と
し
て
位

置
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
機
械
翻
訳
の
時

代
に
は
、
量
や
ス
ピ
ー
ド
で
な
く
正
確
性
・
厳
密
性
が
こ
と
さ
ら
重
視
さ

れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
本
書
を
精
査
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
り
の
研
究
者

だ
け
で
学
術
書
を
翻
訳
す
る
の
は
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
結
論
に

至
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
の
学
術
翻
訳
で
は
、
ピ
ア
レ
ヴ
ュ
ー

を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
工
程
に
含
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
『
野
蛮
と
宗
教
』
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
『
ロ
ー
マ
帝
国
衰

亡
史
』
と
そ
の
思
想
史
的
文
脈
を
め
ぐ
る
全
六
巻
の
研
究
で
あ
り
、
『
マ

　

書
評　

『
野
蛮
と
宗
教
Ⅰ
―
―
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
の
啓
蒙

』 
 

『
野
蛮
と
宗
教
Ⅱ
―
―
市
民
的
統
治
の
物
語

』

（
J
・
G
・
A
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
著
、
田
中
秀
夫
訳
、 

 
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
、
二
〇
二
二
年
）

犬
塚 

元
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な
い
。
こ
の
小
文
で
言
及
で
き
る
の
は
、
論
旨
を
た
ど
る
う
え
で
避
け
ら

れ
な
い
ご
く
一
部
だ
け
な
の
で
、
そ
の
ほ
か
の
四
〇
近
い
箇
所
に
つ
い
て

の
コ
メ
ン
ト
は
研
究
室
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
置
い
た
フ
ァ
イ
ル
を
参
照
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
ず
は
「
序
文
」
か
ら
。
七
つ
の
段
落
の
ご
く
短
い
文
章
で
あ
る
。
そ

の
前
半
で
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
ギ
ボ
ン
の
歴
史
叙
述
の
特
徴
や
例
外
性
を
測

る
比
較
の
基
準
と
し
て
、
「
啓
蒙
の
語
り
」
と
い
う
分
析
モ
デ
ル
（
同
時

代
の
歴
史
叙
述
の
理
念
型
）
を
設
定
し
た
う
え
で
、
後
半
で
は
モ
ミ
リ
ア
ー

ノ
の
史
学
史
研
究
を
継
承
す
る
と
宣
言
す
る
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
歴
史
叙
述
の
思
想
史
を
た
ど
る
に
あ
た
っ
て
、「
語
り
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
」

「
エ
ル
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
「
哲
学
」
と
い
う
三
タ
イ
プ
の
歴
史
叙
述
の
系
譜
に

注
目
す
る
の
で
あ
る
。

　

「
啓
蒙
の
語
り
」
と
い
う
分
析
モ
デ
ル
を
設
定
す
る
点
は
、
は
や
く
も

第
一
段
落
に
示
さ
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ヒ
ュ
ー
ム
ら
は
ギ
ボ
ン
を
理

解
す
る
文
脈
で
あ
る
と
論
じ
た
の
ち
、
段
落
は
こ
う
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
私
は
、
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
一
定
の
規
範
を
確

立
す
る
存
在
と
し
て
こ
れ
ら
の
著
者
た
ち
を
扱
う
。
も
っ
と
も
、
ギ

ボ
ン
は
そ
う
し
た
規
範
に
従
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
従
わ
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
一
連
の
規
範
は
、
ギ
ボ
ン
が
感
じ
た
何
ら
か
の
同
調
圧

力
を
示
す
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
歴
史
家
に
と
っ
て
有
用
な

解
釈
上
の
道
具
立
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

（
一
頁
）

　

It follow
s that, w

ith due caution, I treat these w
riters as 

キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
の
の
ち
半
世
紀
を
費
や
し
た
、
ポ
ー

コ
ッ
ク
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
第
一
巻
・
第
二
巻
は
啓
蒙
の
多
様
性

や
そ
の
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
思

想
』
や
朝
日
新
聞
に
紹
介
や
検
討
を
公
表
し
た
の
で
、
繰
り
返
さ
な
い
（
『
思

想
』
の
同
じ
号
の
木
庭
顕
「
ロ
ー
マ
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
」
も
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま

で
を
精
査
し
て
い
る
）
。
こ
の
小
文
で
は
、
日
本
語
版
の
書
評
と
し
て
、
訳

文
を
吟
味
す
る
。
紙
幅
が
限
ら
れ
る
た
め
、
第
二
巻
冒
頭
の
「
序
文
」
と

「
序
説
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
、
歴
史
叙
述
の
政
治
思
想
を
め
ぐ
る
ポ
ー
コ
ッ

ク
の
解
釈
方
法
論
を
概
観
し
な
が
ら
、
翻
訳
を
確
認
し
た
い
。

　

残
念
な
が
ら
そ
の
二
〇
頁
あ
ま
り
の
な
か
に
も
不
適
切
な
翻
訳
が
相
当

数
あ
る
。
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
訳

し
忘
れ
・
脱
落
、
時
制
の
誤
り
も
目
立
つ
が
、
最
も
目
に
つ
く
の
は
、
代

名
詞
や
関
係
詞
（
指
示
語
と
総
称
す
る
）
の
指
示
内
容
を
と
ら
え
損
ね
た
り

無
視
し
た
り
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
誤
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
序
文
に
あ

る
「
そ
れ
は
、
ア
ル
ナ
ル
ド
・
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
の
記
憶
に
捧
げ
ら
れ
る
が
、

先
駆
者
と
し
て
の
フ
ラ
ン
コ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
記
憶
に
も
捧
げ
ら
れ

る
」（
四
頁
）
は
、it

やits predecessor

の
理
解
や
時
制
に
誤
り
が
あ
り
、「
前

巻
が
フ
ラ
ン
コ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
記
憶
に
捧
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
本

巻
は
ア
ル
ナ
ル
ド
・
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
の
記
憶
に
捧
げ
ら
れ
る
」
が
正
し
い
。

あ
る
い
は
、
謝
辞
に
はfor interpretations of the period w

ith w
hich it 

has been deeply stim
ulating to interact

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
、「
時

代
解
釈
に
関
し
て
き
わ
め
て
刺
激
的
な
意
見
交
換
が
で
き
た
こ
と
を
」（ix

頁
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、it

はperiod

、w
hich

はinterpretations

だ

か
ら
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
こ
こ
で
月
並
み
な
お
礼
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
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て
も
ほ
か
に
も
複
数
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
と
モ
ミ
リ

ア
ー
ノ
へ
の
献
辞
の
箇
所
の
ほ
か
、
序
文
の
末
尾
に
置
か
れ
た
「
啓
蒙
の

歴
史
叙
述
は
哲
学
史
に
伴
う
現
象
で
は
な
い
」
（
六
頁
）
と
い
う
重
要
命

題
も
そ
う
で
あ
る
。w

hose

の
指
示
内
容
を
た
ど
れ
ば
、
正
し
く
は
「
歴

史
叙
述
の
歴
史
は
、
哲
学
の
歴
史
に
従
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
な
ろ

う
。

　

続
く
「
序
論
」（
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
）
は
「
初
期
近
代
の
歴
史
叙
述
の
多
様
性
」

と
題
さ
れ
て
お
り
、
四
節
構
成
で
、
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
の
示
し
た
三
タ
イ
プ

の
歴
史
叙
述
の
歩
み
を
順
に
た
ど
っ
て
歴
史
叙
述
史
を
概
観
す
る
。

　

こ
の
う
ち
の
第
二
節
は
、
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
の
三
タ
イ
プ
に
直
接
に
は
対

応
し
な
い
が
、
宗
教
に
か
か
わ
る
歴
史
叙
述
（
聖
史
や
教
会
史
）
が
世
俗

の
歴
史
叙
述
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
三
タ
イ
プ
の
歴
史
叙
述
に
ど
ん
な

影
響
を
与
え
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
脈
のcivil

は
当
然
に
「
世

俗
的
」
の
意
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
原
則
的
に
「
市
民
的
」
を
訳
語
と
す

る
。
意
味
す
る
も
の
を
明
確
に
で
き
る
な
ら
ば
「
市
民
的
」
の
訳
語
も
あ

り
う
る
が
（
も
っ
と
も
、
市
民
の
政
治
参
加
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
は
一
切
関

係
な
い
「
市
民
的
権
威
」
「
市
民
的
歴
史
」
（
一
一
頁
）
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
）
、

し
か
し
「
市
民
法
」
「
市
民
戦
争
」
は
初
学
者
レ
ベ
ル
の
誤
り
で
あ
る
し
、

revolution

を
わ
ざ
わ
ざ
「
市
民
革
命
」
と
訳
す
の
も
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
十

七
世
紀
史
理
解
を
ふ
ま
え
れ
ば
適
切
で
な
い
（
い
ず
れ
も
一
五
頁
）
。

　

第
三
節
の
扱
う
「
エ
ル
デ
ィ
シ
ョ
ン
」（
博
学
）
な
い
し
「
古
事
学
」
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
対
象
の
過
去
を
探
る
、
文
化
史
の
源
流
と
し
て
も
位
置
づ
け

ら
れ
る
営
み
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
歴
史
叙
述
が
、
行

為
を
め
ぐ
る
古
典
的
な
「
語
り
」
を
吸
収
し
た
の
ち
、
高
次
の
別
の
「
語

establishing norm
s to w

hich he m
ay or m

ay not have 
conform

ed. T
his is an interpretative device useful to the 

historian, rather than a historical statem
ent about any pressures 

to conform
 w

hich he m
ay have been under. 

（
原
著p.1

）

　

日
本
語
訳
と
は
違
い
、Th

is is

で
始
ま
る
第
二
文
の
主
語
は
単
数
形
で
、

時
制
は
現
在
形
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
定
冠
詞
の
つ
い
たthe historian

は
一
見
す
る
と
ギ
ボ
ン
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
理
解
す
る
な
ら
ば

田
中
訳
の
よ
う
に
「
道
具
立
て
だ
っ
た
」
と
過
去
形
を
使
い
た
く
も
な
る
。

し
か
し
、I treat

と
い
う
表
現
も
示
す
よ
う
に
、
こ
こ
は
ポ
ー
コ
ッ
ク
が

解
釈
の
方
法
を
語
る
箇
所
で
あ
り
、
過
去
に
つ
い
て
の
事
実
命
題
（a 

historical statem
ent

）
と
「
解
釈
上
の
道
具
立
て
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
ふ
ま
え
れ
ば
、the historian

は
ポ
ー
コ
ッ
ク
を
指
す
と
解
す
る
ほ

か
な
い
だ
ろ
う
。
指
示
語
や
時
制
に
も
留
意
す
れ
ば
、
こ
ん
な
試
訳
が
可

能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
勇
み
足
は
慎
み
な
が
ら
も
、
私
は
、
こ
れ
ら
の
著
者

た
ち
に
関
し
て
は
、
ギ
ボ
ン
が
取
捨
選
択
し
た
標
準
モ
デ
ル
を
つ
く

り
あ
げ
た
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
扱
う
か
ら

と
い
っ
て
、
こ
れ
は
、
ギ
ボ
ン
が
さ
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
め
ぐ
る
歴
史
的
言
明
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
扱

い
は
、
歴
史
家
に
と
っ
て
役
立
つ
解
釈
上
の
工
夫
な
の
で
あ
る
。

　

指
示
語
や
時
制
に
か
か
わ
る
不
適
切
な
訳
は
、
こ
の
短
い
序
文
に
限
っ
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最
終
文
は
原
文
で
は
現
在
完
了
形
で
、
ド
ナ
ル
ド
・
ケ
リ
ー
の
研
究
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
。
こ
ん
な
試
訳
が
で
き
る
。

広
義
の
緩
や
か
な
意
味
に
お
け
る
「
哲
学
」
で
は
、こ
の
よ
う
な
〔
批

評
を
活
用
す
る
〕
展
開
は
と
て
も
重
要
と
み
な
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
哲
学
」
が
扱
う
知
識
と
は
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
、
と
い

う
前
提
が
強
固
だ
っ
た
た
め
、
各
学
問
分
野
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く

な
か
で
、
批
評
は
哲
学
か
ら
文
学
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
。
〔
批
評
に

つ
い
て
は
〕
法
学
の
ほ
う
が
ず
っ
と
事
情
に
通
じ
て
い
た
、
と
い
う

点
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
評
す
れ
ば
、
思
想
史
研
究
者
で
あ
っ
て
も
ポ
ー
コ
ッ
ク
を
じ
っ

く
り
読
ん
で
き
た
わ
け
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
日
本
語
訳
だ
け
で
議
論
を

追
う
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原

文
の
内
容
そ
の
も
の
の
難
し
さ
に
由
来
す
る
部
分
が
大
き
く
、
翻
訳
に
す

べ
て
の
責
め
を
帰
す
の
は
不
当
だ
ろ
う
。
こ
の
小
文
で
訳
文
を
精
査
し
て

み
た
こ
と
で
、
指
示
語
が
多
い
と
い
う
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
修
辞
の
特
色
が
明

ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
原
文
の
形
式
（
表
現
）
に
も
難
し
さ
が
潜

む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
宛
て
の
私
信
で
ポ
ー
コ
ッ
ク
は
、
「
自
分
の

英
語
は
ラ
テ
ン
語
的
だ
か
ら
翻
訳
に
は
苦
労
し
た
と
思
う
」
と
書
い
た
が
、

「
ラ
テ
ン
語
的
」
に
は
、
一
つ
一
つ
の
単
語
を
じ
っ
く
り
読
む
こ
と
を
求

め
る
、
と
い
う
含
意
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

 

（
い
ぬ
づ
か　

は
じ
め
／
政
治
学
史
・
政
治
思
想
史
）

り
」
（
社
会
や
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
語
る
マ
ク
ロ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
が
生
ま
れ
た

経
緯
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
代
名
詞
が
続
く
、
い
か
に
も
ポ
ー
コ
ッ
ク

ら
し
い
文
も
散
見
さ
れ
、
一
六
頁
上
段
で
は
一
〇
行
の
う
ち
に
九
つ
の
代

名
詞
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
箇
所
も
含
め
て
田
中
訳
で
は
、
代
名
詞
を
代

名
詞
の
ま
ま
機
械
的
に
訳
す
箇
所
が
多
い
が
、
名
詞
の
単
数
・
複
数
が
曖

昧
な
日
本
語
で
は
、
英
語
よ
り
も
代
名
詞
の
内
容
を
特
定
し
づ
ら
い
こ
と

も
ふ
ま
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

第
四
節
は
、「
哲
学
」
が
「
啓
蒙
の
語
り
」
に
二
つ
の
マ
ク
ロ
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
を
も
た
ら
し
た
と
の
指
摘
の
の
ち
、
「
哲
学
」
の
要
素
だ
け
を
強
調
し

て
啓
蒙
の
歴
史
叙
述
を
理
解
す
る
こ
れ
ま
で
の
通
説
を
批
判
し
て
い
く
。

本
節
の
訳
文
に
は
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
も
訳
し
忘
れ
・
脱
落
な
ど
小
さ

な
エ
ラ
ー
が
多
い
が
、
翻
訳
に
つ
い
て
ひ
と
つ
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
す

れ
ば
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
に
対
す
る
応
答
と
し
て
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
説
明
す

る
箇
所
の
訳
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
展
開
は
、
広
義
の
緩
や
か
な
意
味
で
の
「
哲
学
」
に
よ
っ

て
非
常
に
重
要
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
次
の
よ

う
な
想
定
が
有
力
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
は
対
象
に
つ
い
て
の

知
識
を
扱
う
と
い
う
想
定
、
ま
た
様
々
な
学
問
分
野
が
形
を
成
す
に

つ
れ
て
、
批
評
は
哲
学
か
ら
文
学
の
部
門
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
と
い

う
想
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
法
学
の
ほ
う
が
優
れ
た
知
識
を
も
つ

と
強
く
主
張
さ
れ
て
い
た
。 

（
二
〇
頁
）

　

前
半
は
残
念
な
が
らso that

構
文
を
と
ら
え
損
ね
て
い
る
。
ま
た
、
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こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
ら
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
ほ
の
め

か
さ
れ
て
い
た
こ
の
草
稿
が
、
つ
い
に
そ
の
全
貌
を
現
し
た
の
だ
っ
た
。

（
こ
の
草
稿
「
愛
の
新
世
界
」
は
、
同
じ
く
福
島
知
巳
に
よ
っ
て
、
ド
ゥ
ブ
ー
を

上
回
る
綿
密
な
校
訂
が
加
え
ら
れ
、
二
〇
〇
六
年
に
同
じ
く
作
品
社
か
ら
『
愛
の

新
世
界
』
と
し
て
邦
訳
・
出
版
さ
れ
て
い
る
。
）
し
か
し
な
が
ら
ド
ゥ
ブ
ー
に

よ
る
こ
の
『
フ
ー
リ
エ
新
全
集
』
は
、
第
七
巻
と
し
て
加
え
ら
れ
た
『
愛

の
新
世
界
』
を
別
と
す
れ
ば
、
フ
ー
リ
エ
死
後
、
一
八
四
〇
年
か
ら
一
八

四
八
年
の
間
に
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
フ
ー
リ
エ
全
集
』
の

再
版
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
そ
の
第
六
巻
『
ソ
シ
エ
テ
ー
ル
な
産
業
の
新

世
界
』
（
一
八
四
五
年
、
以
後
、
『
産
業
の
新
世
界
』
と
表
記
）
は
、
一
八
二
九

年
の
初
版
に
、
弟
子
た
ち
の
「
検
閲
」
が
加
え
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
点
を
い
ち
早
く
指
摘
を
し
た
の
が
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー

ル
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
初
版
を
参
照
し
な
が
ら
全
集
版
『
産
業
の
新

世
界
』
に
校
訂
を
施
し
、
一
九
七
三
年
に
フ
ラ
マ
リ
オ
ン
社
か
ら
出
版
し

た
）
1
（

。
こ
の
校
訂
版
の
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
序
文
は
、
研
究
史
上
重
要
な
も
の
で

あ
り
、
ソ
シ
エ
テ
ー
ル
派
の
検
閲
が
家
父
長
主
義
的
視
点
か
ら
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
。
弟
子
た
ち
が
ソ
シ
エ
テ
ー
ル
派
運
動
を
進

め
る
に
あ
た
り
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
る
と
考
え

た
の
は
、
師
の
宇
宙
論
で
も
性
愛
論
で
も
な
く
、
男
女
平
等
主
義
を
匂
わ

せ
る
言
説
で
あ
っ
た
。
ビ
ュ
ト
ー
ル
は
、
弟
子
た
ち
が
そ
う
し
た
部
分
を

割
愛
し
て
い
る
こ
と
を
、
初
版
と
対
照
し
な
が
ら
逐
一
指
摘
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
福
島
知
巳
が
「
訳
者
解
題
」
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
ビ
ュ

ト
ー
ル
版
に
は
不
徹
底
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
四
五
年
の
全
集
版
を
底

本
に
弟
子
た
ち
に
よ
る
削
除
部
分
を
復
元
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
初
版
そ

　

書
評　

『
産
業
の
新
世
界
』

（
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
著
、
福
島
知
己
訳
、 

 

作
品
社
、
二
〇
二
二
年
）

篠
原
洋
治

　

一
、
本
邦
訳
の
底
本
に
つ
い
て

　

二
十
世
紀
の
フ
ー
リ
エ
研
究
に
お
け
る
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
エ
ポ
ッ

ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
出
来
事
は
、
一
九
六
七
年
に
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
ブ
ー
に

よ
っ
て
、
未
発
表
草
稿
「
愛
の
新
世
界
」
が
、
フ
ー
リ
エ
死
後
一
五
〇
年

を
経
て
初
め
て
、
『
フ
ー
リ
エ
新
全
集
』
の
第
七
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
た



社会思想史研究　No. 47　2023

●　244

人
の
老
若
男
女
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
農
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
＝
フ
ァ
ラ

ン
ジ
ュ
の
構
想
を
提
示
し
た
。
こ
の
趣
意
書
に
は
フ
ー
リ
エ
の
構
想
の
す

べ
て
が
す
で
に
現
れ
て
お
り
、
後
の
著
作
は
そ
の
発
展
的
変
奏
と
捉
え
て

よ
い
。
今
日
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
フ
ー
リ
エ
伝

）
2
（

の
著
者
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・

ビ
ー
チ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
運
動
の
発
展
に
と
も
な
い
海
水
が
レ
モ

ネ
ー
ド
味
に
な
る
な
ど
、
「
常
軌
を
逸
し
た
主
張
に
満
ち
溢
れ
た
」
こ
の

書
物
に
つ
い
て
パ
リ
の
論
壇
は
、
著
者
の
狂
気
を
疑
う
ば
か
り
で
、
徹
底

し
た
拒
否
を
示
し
た
と
い
う
。
し
か
し
フ
ー
リ
エ
は
こ
う
し
た
糾
弾
を
楽

し
ん
で
い
た
ふ
う
も
あ
り
、
最
後
に
は
認
め
ら
れ
る
と
信
じ
つ
つ
、
姉
の

マ
リ
エ
ッ
ト
・
ド
・
リ
ュ
バ
を
頼
っ
て
ビ
ュ
ジ
ェ
の
タ
リ
シ
ュ
ー
村
に
引

き
こ
も
り
、
「
大
論
」
の
執
筆
に
専
念
し
た
。
そ
の
一
部
が
一
八
二
二
年
、

ブ
ザ
ン
ソ
ン
の
同
郷
者
で
、
最
初
の
信
奉
者
で
あ
る
ジ
ュ
ス
ト
・
ミ
ュ
イ

ロ
ン
の
資
金
援
助
に
よ
っ
て
、
『
家
政
と
農
業
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
概
論
』

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
フ
ー
リ
エ
は
、
パ
リ
に
上
京
す
る
こ
と
を

決
意
し
、
こ
の
書
を
五
百
部
以
上
も
船
便
で
送
り
、
毎
日
正
午
に
は
必
ず

ア
パ
ー
ト
で
財
政
的
後
援
者
が
現
れ
る
の
を
待
つ
生
活
を
始
め
た
。
し
か

し
こ
の
著
作
も
処
女
作
に
劣
ら
ず
晦
渋
で
長
大
な
作
品
で
あ
っ
て
、
弟
子

た
ち
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ビ
ー
チ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ー

リ
エ
は
一
八
二
四
年
の
ミ
ュ
イ
ロ
ン
へ
の
手
紙
の
な
か
で
、
弟
子
た
ち
の

批
判
を
受
け
入
れ
、
「
自
説
を
小
学
生
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
理
論
の
『
純
然
た
る
提
示
』
だ
け
に
留
め
て
」
、
新
し
い
草
稿
、
「
概

略
」
の
執
筆
に
取
り
か
か
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
後
に
こ
の
「
概
略
」

は
『
産
業
の
新
世
界
』
と
い
う
題
名
の
も
と
に
、
一
八
二
九
年
に
、
若
き

プ
ル
ー
ド
ン
が
校
正
係
と
し
て
働
く
ブ
ザ
ン
ソ
ン
の
ゴ
テ
ィ
エ
印
刷
所
か

の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
福
島
知
巳
は
、
あ
く
ま
で
一
八
二
九
年
の
初

版
本
に
も
と
づ
き
、
さ
ら
に
当
時
フ
ー
リ
エ
が
配
っ
た
献
呈
本
へ
の
彼
自

身
に
よ
る
書
き
込
み
も
考
慮
に
入
れ
て
邦
訳
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本

邦
訳
は
、
一
八
二
九
年
の
フ
ー
リ
エ
の
意
図
に
も
っ
と
も
忠
実
な
も
の
で

あ
る
。
た
だ
、『
産
業
の
新
世
界
』
そ
の
も
の
が
、
そ
の
頃
す
で
に
集
ま
っ

て
き
た
初
期
の
弟
子
た
ち
の
勧
め
に
従
っ
て
、
一
八
二
二
年
の
『
家
政
と

農
業
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
概
論
』
を
、
思
想
伝
播
の
た
め
に
分
か
り
易
く

要
約
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
い
や
、
む
し
ろ
こ
う

し
た
歴
史
的
文
脈
で
書
か
れ
た
か
ら
こ
そ
、
他
の
諸
著
作
に
比
べ
簡
潔
で

明
瞭
な
体
系
性
を
も
っ
て
お
り
、
同
時
代
の
人
々
に
も
っ
と
も
読
ま
れ
る

作
品
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

二
、
本
書
の
位
置
付
け

　

「
地
球
全
土
と
全
住
民
の
運
命
に
関
す
る
数
学
的
理
論
」
を
明
ら
か
に

し
た
一
八
〇
三
年
の
『
ビ
ュ
ル
タ
ン
・
ド
・
リ
ヨ
ン
』
へ
の
寄
稿
に
始
ま

る
フ
ー
リ
エ
の
執
筆
活
動
は
、
一
八
〇
八
年
の
『
四
運
動
お
よ
び
一
般
運

命
の
理
論
』
〔
以
後
、
『
四
運
動
の
理
論
』
と
表
記
〕
と
い
う
「
奇
妙
な
題
名
」

と
フ
ー
リ
エ
自
身
が
認
め
る
書
物
へ
と
結
実
す
る
。
こ
の
処
女
作
の
冒
頭

で
フ
ー
リ
エ
は
、
動
物
的
、
有
機
的
、
物
質
的
運
動
と
な
ら
ぶ
社
会
的
運

動
（
人
類
の
発
展
お
よ
び
衰
退
の
歴
史
的
運
動
）
を
司
る
「
情
念
引
力
」
の

発
見
を
高
々
と
宣
言
し
、
社
会
的
運
動
を
前
進
さ
せ
る
恋
愛
の
自
由
、
女

性
の
解
放
に
つ
い
て
説
き
、
そ
の
発
展
を
妨
げ
る
「
文
明
」
の
家
父
長
主

義
的
一
夫
一
婦
制
や
、
産
業
の
発
展
を
妨
げ
る
寄
生
的
商
業
、
分
散
的
な

農
業
シ
ス
テ
ム
を
批
判
し
な
が
ら
、
「
情
念
引
力
」
に
則
っ
て
一
六
二
〇
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ら
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

三
、
本
書
の
構
成
と
内
容
に
つ
い
て

　

本
書
は
、
「
情
念
引
力
」
や
「
系
列
」
の
組
織
を
明
解
に
説
明
し
、
実

際
に
試
行
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
の
建
設
を
目
指
す
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
書

と
な
っ
て
い
る
。
試
行
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
建
設
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
も
の

を
掃
き
清
め
る
た
め
に
、「
発
明
者
た
ち
を
妨
害
す
る
桎
梏
」
と
い
う
「
序

文
」
が
、
「
前
書
」
の
前
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
序
文
」
で
は
、
文

明
人
の
も
つ
「
完
成
可
能
性
」
へ
の
信
頼
が
人
類
の
進
歩
を
妨
げ
て
い
る

の
で
あ
り
、
ソ
シ
エ
テ
ー
ル
な
産
業
共
同
体
を
創
設
し
な
け
れ
ば
、
人
類

は
次
の
歴
史
段
階
で
あ
る
「
調
和
」
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
明
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
「
発
明
者
」
で
あ
る
フ
ー
リ
エ
に
耳
を
傾
け
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
い
つ
も
の
主
張
が
あ
る
が
、
特
筆
す
べ
き
は
オ
ウ

エ
ン
へ
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
オ
ウ
エ
ン
の
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
ソ
シ
エ
テ
ー
ル
体
制
と
違
い
、
諸
協
和
の
組
織
に
先
立

ち
、
不
協
和
を
組
織
し
て
い
な
い
こ
と
が
論
難
さ
れ
る
。
ま
た
「
後
書
」

で
フ
ー
リ
エ
は
ご
丁
寧
に
、
「
オ
ウ
エ
ン
主
義
者
た
ち
へ
の
論
駁
」
と
い

う
項
目
を
設
け
、
彼
ら
は
「
悪
を
お
こ
な
う
と
い
う
よ
り
も
、
善
を
妨
げ

る
が
ゆ
え
に
危
険
な
人
々
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
「
後

書
」
の
最
後
に
は
「
個
別
の
候
補
資
格
者
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て

お
り
、
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
の
創
設
に
財
産
を
投
げ
打
つ
候
補
者
を
募
る
た
め

の
広
告
塔
と
し
て
の
こ
の
著
作
の
役
割
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

　

「
序
文
」
、
「
後
書
」
と
同
じ
く
上
記
の
目
的
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い

る
の
が
「
前
書
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
建
設
の
目
的
が

明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
大
規
模
な
産
業
を
実
現
し
た
文
明
世
界
は
、「
貧

困
が
豊
か
さ
そ
の
も
の
か
ら
う
ま
れ
る
」
と
い
う
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
。

文
明
の
産
業
が
無
秩
序
で
組
織
原
理
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
た

び
「
情
念
引
力
」
を
理
解
し
、
そ
の
計
算
に
も
と
づ
い
て
産
業
が
組
織
さ

れ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
は
魅
力
的
（
引
力
的
）
と
な
り
、
怠
惰
は

駆
除
さ
れ
、
生
産
力
は
文
明
に
比
べ
四
倍
と
な
り
、
洗
練
さ
れ
た
奢
侈
が

溢
れ
る
豊
か
な
産
業
社
会
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
三

百
の
世
帯
に
分
散
さ
れ
た
農
業
労
働
を
家
事
労
働
と
と
も
に
共
同
化
し
、

フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
と
呼
ば
れ
る
産
業
共
同
体
で
運
営
し
、
寄
生
的
な
商
業
を

排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
商
業
体
制
に
真
実
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。

　

本
書
の
全
体
を
見
渡
す
こ
と
は
紙
面
の
関
係
上
で
き
な
い
。
全
訳
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
も
の
、
例
え
ば
「
訳
者
解
題
」
で
説

明
さ
れ
る
系
列
の
幾
何
学
的
構
図
に
お
け
る
、
協
和
と
不
協
和
の
均
衡
の

実
現
の
問
題
な
ど
が
指
摘
し
う
る
が
、
こ
こ
で
は
、
第
一
節 

「
情
念
引
力

の
分
析
」
か
ら
出
発
す
る
フ
ー
リ
エ
の
議
論
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
だ

け
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

フ
ー
リ
エ
思
想
の
基
盤
で
あ
る
「
情
念
引
力
」
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
、

他
の
著
作
と
比
べ
簡
潔
な
か
た
ち
で
首
尾
一
貫
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。
た
し
か
に
フ
ー
リ
エ
は
、
「
情
念
引
力
」
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
万
有
引

力
に
比
較
す
る
が
、
そ
れ
は
方
程
式
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

産
業
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
お
い
て
個
人
や
集
団
を
結
び
つ
け
て
い
く
引
力

で
あ
っ
て
、
「
情
念
系
列
」
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

産
業
を
統
一
的
に
統
御
す
る
引
力
を
生
じ
さ
せ
る
人
々
の
配
置
が
、
「
情
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話
の
脱
線
・
逸
脱
で
あ
り
、
例
証
と
し
て
挿
入
さ
れ
る
「
物
語
」
に
現
れ

る
慧
眼
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
簡
潔
を
目
指
し
た
本
書
に
も
随
所
に
見
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
一
見
、
設
計
主
義
に
見
え
る
フ
ー
リ
エ
の
論
述
の
息
苦
し

い
「
閉
鎖
性
」
に
風
穴
を
穿
つ
「
開
き
」
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
け
る

「
必
然
」
に
対
抗
す
る
「
偶
然
」
の
煌
め
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
味
わ
う
に
は
、

実
際
に
本
書
を
手
に
と
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
く
ほ
か
な
い
。

 

（
し
の
は
ら
・
ひ
ろ
は
る
／
思
想
史
）

註
（
1
） C

harles Fourier, Le N
ouveau m

onde industriel et sociétaire : ou Invention du 
procédé d'industrie attrayante et naturelle distribuée en séries passionnées ; 
préface par M

ichel Butor, Paris : Flam
m

arion, 1973.

（
2
）  Jonathan B

eecher, C
harles Fourier : T

he V
isionary and H

is W
orld, 

U
niversity of C

alifornia Press, 1986. 

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
『
シ
ャ

ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
伝
―
―
幻
視
者
と
そ
の
世
界
』
福
島
知
己
訳
、
作
品
社
、

二
〇
〇
一
年
。
本
文
の
伝
記
的
論
述
は
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
こ
の
著
作
に
依
拠
し

て
い
る
。

念
系
列
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ー
リ
エ
は
、
至
る
所
で
、
人
間
の
も

つ
十
二
の
諸
情
念
と
、
「
情
念
系
列
」
と
の
関
係
を
繰
り
返
し
説
明
し
、

そ
の
内
実
を
豊
穣
化
し
て
い
く
。
な
か
で
も
重
要
な
の
は
、
「
配
分
情
念
」

な
い
し
「
機
制
情
念
」
と
称
さ
れ
る
次
の
三
つ
の
情
念
、
蝶
々
情
念
、
密

謀
情
念
、
合
成
情
念
、
で
あ
る
。
「
蝶
々
情
念
」
は
変
化
を
求
め
る
欲
求
で
、

そ
れ
は
諸
個
人
が
系
列
を
一
時
間
半
ご
と
に
次
々
と
移
動
し
、
別
の
職
務

に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
。
ま
た
、
人
を
出
し
抜
こ
う
と
す

る
「
た
く
ら
み
」
へ
の
欲
求
で
あ
る
「
密
謀
情
念
」
は
、
似
通
っ
た
生
産

物
を
作
る
集
団
が
系
列
に
お
い
て
隣
接
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
間

に
激
し
い
競
争
心
が
惹
起
さ
れ
、
満
た
さ
れ
る
。
こ
の
「
密
謀
情
念
」
が
、

不
協
和
に
よ
る
協
和
を
生
み
出
す
と
す
れ
ば
、
「
合
成
情
念
」
は
、
同
一

の
嗜
好
を
も
つ
集
団
内
に
熱
狂
を
生
み
出
し
、
協
和
を
創
出
す
る
。
こ
の

よ
う
に
「
機
制
情
念
」
は
産
業
全
体
に
い
わ
ば
自
生
的
秩
序
と
統
一
を
も

た
ら
す
諸
情
念
と
い
え
る
。
こ
の
第
一
節
の
「
情
念
引
力
の
分
析
」
を
踏

ま
え
て
、
第
二
節
「
試
行
フ
ァ
ラ
ン
ジ
ュ
の
装
置
」
、
第
三
節
「
調
和
世

界
の
教
育
」
、
第
四
節
「
引
力
機
構
」
、
第
五
節
「
諸
情
念
の
一
般
均
衡
」
、

第
六
節
「
文
明
世
界
の
分
析
」
、
第
七
節
「
運
動
の
一
般
総
合
」
へ
と
議

論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
『
産
業
の
新
世
界
』
が
、
他
の
著
作

と
比
較
し
て
理
論
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
思
想
的
に
乏
し
い
と

は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
後
に
弟
子
た
ち
が
一
八
四
五
年
に
全
集
の
第
六

巻
と
し
て
本
書
を
出
版
す
る
際
に
、
「
き
わ
め
て
体
系
的
か
つ
論
理
的
な
、

見
事
に
明
解
な
」
学
説
の
要
約
で
あ
る
と
述
べ
た
評
価
が
、
正
し
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
フ
ー
リ
エ
の
テ
ク
ス
ト
の
魅
力
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
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罪
人
に
関
す
る
規
則
と
そ
こ
か
ら
期
待
さ
れ
る
よ
い
効
果
、
流
刑
と
そ
の

処
罰
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
論
説
』（
一
七
二
五
年
）
、『
ダ

イ
オ
ン
へ
の
手
紙
「
ア
ル
シ
フ
ロ
ン
、
あ
る
い
は
取
る
に
足
り
な
い
哲
学

者
」
と
呼
ば
れ
る
彼
の
本
を
き
っ
か
け
と
し
て
書
か
れ
た
』（
一
七
三
二
年
）

の
三
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
主
著
『
蜂
の
寓
話　

私
悪
は
公
益
』
（
一
七
一
四
年
、

増
補
版
一
七
二
三
年
）
に
お
い
て
、
地
上
の
幸
福
と
徳
と
の
緊
張
関
係
を

論
じ
て
、
大
き
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。
人
間
は
諸
情
念

の
複
合
体
で
あ
り
、
自
愛
（self-love

）
の
情
念
や
欲
求
そ
れ
自
体
に
導
か
れ
、

功
利
を
追
い
求
め
て
世
俗
の
幸
福
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
う
し
た

行
動
は
悪
徳
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
か
と
言
え

ば
、
彼
は
、
原
罪
説
に
拠
っ
て
立
つ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
の
影
響
下

に
あ
っ
て
、
自
愛
に
よ
る
功
利
の
追
求
を
悪
徳
と
み
な
す
リ
ゴ
リ
ズ
ム
の

立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
行
動
こ
そ
は
社

会
の
繁
栄
・
文
明
化
を
導
く
原
動
力
で
あ
っ
た
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
近

代
人
は
い
わ
ば
「
私
悪
は
公
益
（
本
訳
書
で
は
、
個
人
の
悪
徳
、
社
会
の
利
得
）
」

と
い
う
逆
説
的
状
況
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
近
代
人
の
「
経

済
人
間
」
と
し
て
の
あ
り
様
を
浮
き
彫
り
に
し
つ
つ
、
そ
の
逆
説
を
消
費
・

消
費
欲
求
の
機
能
の
面
か
ら
経
済
学
的
に
論
証
し
て
み
せ
た
か
ら
、
彼
の

議
論
は
経
済
思
想
史
の
文
脈
で
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
由
主
義
か
重
商
主

義
か
と
い
っ
た
論
点
を
越
え
て
経
済
学
そ
れ
自
体
の
形
成
史
の
文
脈
で
、

そ
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
風
刺
作
家
と
し
て
の
本
領
を
、
一
八
世
紀
初

頭
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
著
し
い
変
貌
を
前
に
、
そ
こ
に
跋
扈
す
る
人
間
の

　

書
評　

『
名
誉
の
起
源 

他
三
篇
』

（
バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
著
、
壽
里
竜
訳
、 

 

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
二
年
）

米
田
昇
平

　

本
書
に
は
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
『
名
誉
の
起
源
に
関
す
る
論
究
、
お
よ

び
戦
時
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
有
用
性
』
（
一
七
三
二
年
）
の
ほ
か
、『
公

衆
売
春
宿
の
穏
健
な
擁
護
論
、
あ
る
い
は
わ
が
諸
王
国
で
現
在
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
婚
外
性
交
に
関
す
る
試
論
』
（
一
七
二
四
年
）
、
『
タ
イ
バ
ー
ン
に

お
け
る
頻
繁
な
処
刑
の
原
因
に
関
す
る
論
究
、
お
よ
び
監
獄
内
に
い
る
重
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を
回
避
す
る
と
い
う
行
動
原
理
が
導
か
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
道
徳
家
と
政
治

家
が
発
見
し
た
秩
序
維
持
の
装
置
と
し
て
の
名
誉
の
起
源
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
も
う
一
つ
、
「
勇
敢
さ
・
徳
・
忠
誠
と
い
っ
た
行
動
原
理
」
を
意
味

す
る
名
誉
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
決
闘
」
の
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「
全
面

的
に
ゴ
シ
ッ
ク
的
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
て
そ
れ
以
外
の
絆
が

無
効
で
あ
る
と
分
か
っ
た
と
き
に
、
人
々
を
約
束
と
契
約
に
縛
り
付
け
て

お
く
た
め
に
政
治
家
が
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
『
蜂
の
寓
話
』
（
一
七
一
四
年
）
以
来
、

一
貫
し
て
、
「
世
俗
的
な
享
楽
か
ら
生
じ
る
満
足
」
の
希
求
や
境
遇
改
善

欲
求
と
い
っ
た
人
間
の
諸
欲
求
の
本
源
性
に
目
を
向
け
て
い
た
が
、
こ
れ

ら
に
「
自
分
好
き
」
の
情
念
（
を
満
た
そ
う
と
す
る
欲
求
）
を
加
え
て
、
こ

れ
ら
の
欲
求
の
満
足
こ
そ
が
人
間
の
幸
福
の
三
条
件
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
「
世
俗
社
会
と
人
間
同
士
の
交
流
に
お
い
て
」
人
は
完
全
な
幸
福
と

い
う
見
果
て
ぬ
夢
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
求
め
る
が
、
「
人
間
は
、
安
逸
さ

と
快
楽
を
求
め
る
こ
と
、
自
分
に
ど
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
か
考
え
る
こ

と
、
現
世
に
お
け
る
自
分
の
地
位
を
改
善
す
る
こ
と
―
―
そ
う
い
う
こ
と

に
没
頭
し
て
い
る
と
き
に
最
高
の
喜
び
を
感
じ
る
」
（
四
三
頁
）
。
満
足
を

求
め
て
行
う
行
動
の
妥
当
性
も
ま
た
、
結
果
と
し
て
快
楽
と
苦
痛
の
ど
ち

ら
を
も
た
ら
し
た
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
信
仰
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

神
の
業
か
ら
ど
ん
な
見
返
り
や
処
罰
が
あ
る
か
に
つ
い
て
の
確
信
が
人
々

の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
と
さ
れ
る
。
功
利
的
人
間
に
と
っ
て
の
判
断
基

準
は
ま
さ
し
く
功
利
主
義
的
で
あ
っ
た
。

　

名
誉
は
、
諸
欲
求
の
自
制
が
求
め
ら
れ
る
徳
と
は
違
っ
て
、
こ
う
し
た

欲
求
と
矛
盾
し
な
い
（
「
道
楽
者
で
好
色
で
意
地
悪
な
連
中
は
、
名
誉
の
原
理

リ
ア
リ
テ
ィ
を
容
赦
な
く
暴
き
出
し
た
点
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
々

の
行
為
に
潜
む
隠
れ
た
真
の
動
機
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
、
公
共
的
徳
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
徳
が
息
づ
く
社
会
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
現
実
が
鋭
く

え
ぐ
り
出
さ
れ
る
。
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
世
俗
化
の
進
捗
が
も
た
ら
し
た
転

換
期
の
カ
オ
ス
を
誰
よ
り
も
巧
み
に
言
語
化
し
て
み
せ
た
。
本
書
に
収
め

ら
れ
た
四
編
の
論
説
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
順
に
見
て
い
こ

う
。

　

『
名
誉
の
起
源
』
は
『
蜂
の
寓
話　

第
二
部
』
（
一
七
二
八
年
、
邦
題
『
続
・

蜂
の
寓
話
』
）
の
続
編
で
あ
り
、
四
つ
の
対
話
か
ら
成
っ
て
い
る
。
マ
ン
デ

ヴ
ィ
ル
は
『
第
二
部
』
で
「
新
奇
な
考
え
」
と
断
っ
た
上
でself-love

（
「
自

愛
」
、
自
己
保
存
に
近
い
）
とself-liking
（
自
己
愛
着
、
本
訳
書
で
は
「
自
分

好
き
」
）
と
を
区
別
し
た
が
、
こ
の
論
説
で
、
改
め
て
、
こ
れ
ま
で
名
前

を
も
た
な
か
っ
た
が
非
常
に
本
質
的
な
情
念
と
し
て
、
「
人
が
生
ま
れ
な

が
ら
に
自
分
に
抱
い
て
い
る
敬
意
」
す
な
わ
ちself-liking

に
焦
点
を
当

て
て
い
る
。
そ
れ
は
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
れ
ば
承
認
欲
求
を
刺
激

し
て
他
人
か
ら
称
賛
を
浴
び
る
よ
う
な
よ
い
行
為
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
人
を
不
快
に
さ
せ
る
「
自
負
」
（
自
惚
れ
）
と
み
な
さ
れ
て

非
難
を
浴
び
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
自
分
好
き
の
情
念
か
ら
い
か
に

し
て
名
誉
の
観
念
が
生
み
出
さ
れ
る
か
、
こ
れ
が
第
一
の
対
話
の
主
題
で

あ
る
。

　

名
誉
と
は
称
賛
に
値
す
る
行
為
を
し
た
人
に
与
え
ら
れ
る
賛
辞
で
あ
り
、

そ
の
人
が
内
心
の
自
分
好
き
の
情
念
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
へ
の
同
意
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
屈
辱
は
自
分
好
き
の
情
念
へ
の
打
撃
で
あ
り
、
死
へ

の
恐
怖
を
も
し
の
ぐ
。
こ
こ
に
自
分
好
き
の
情
念
か
ら
名
誉
を
求
め
、
恥
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の
欺
瞞
・
偽
善
は
軍
隊
と
の
関
係
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
。

　

こ
の
論
説
に
お
け
る
聖
職
者
、
信
徒
、
教
会
制
度
な
ど
の
偽
善
・
欺
瞞

に
対
す
る
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
追
及
は
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
の
欺
瞞
性

に
ま
で
及
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

『
公
衆
売
春
宿
の
穏
健
な
擁
護
論
』
で
は
、
彼
は
有
害
な
婚
外
性
交
を

阻
止
す
る
た
め
に
公
衆
売
春
宿
の
設
立
を
提
案
す
る
。
「
肉
屋
の
使
う
ど

ん
な
道
具
も
蠅
叩
き
も
、
こ
の
肉
欲
に
ま
み
れ
た
虫
け
ら
の
貪
欲
な
ま
で

の
勤
勉
さ
か
ら
店
の
陳
列
棚
を
守
る
の
に
役
に
立
た
な
い
こ
と
が
分
か
る

と
、
肉
屋
は
実
に
思
慮
ぶ
か
い
こ
と
に
、
そ
の
対
策
と
し
て
す
で
に
ウ
ジ

の
わ
い
た
肉
の
一
片
を
切
り
落
と
し
て
吊
る
す
の
で
す
。
こ
う
し
て
肉
屋

は
、
す
で
に
傷
ん
だ
守
る
価
値
の
な
い
小
さ
な
部
分
を
犠
牲
に
す
る
こ
と

で
、
賢
明
に
も
残
り
の
部
分
の
安
全
を
確
保
す
る
」
（
二
〇
三
頁
）
。
露
悪

趣
味
の
極
み
と
も
い
う
べ
き
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
が
、
こ
の
政
策
提
言
を
根
拠

づ
け
て
い
る
の
は
、
功
利
主
義
の
考
え
方
で
あ
る
。
公
共
の
行
為
は
そ
れ

が
最
高
に
邪
悪
で
不
正
な
行
為
で
あ
っ
て
も
そ
こ
か
ら
結
果
と
し
て
善
が

生
じ
る
な
ら
ば
、
よ
い
行
為
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
穏
健
な

ら
ざ
る
『
穏
健
な
擁
護
』
を
ど
う
評
価
す
る
か
。
「
訳
者
あ
と
が
き
」
は
「
本

気
か
ど
う
か
た
だ
ち
に
は
分
か
ら
な
い
主
張
と
極
論
で
読
者
を
煙
に
巻
く

の
が
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
ら
し
さ
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
」
（
四
一
三
頁
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
真
意
を
推
し
量
る
の
は
難
し
い
。

　

『
タ
イ
バ
ー
ン
に
お
け
る
頻
繁
な
処
刑
の
原
因
に
関
す
る
論
究
』
で
は
、

窃
盗
を
減
ら
す
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
同
類
の
連
中
に
犯
罪
を
思
い
と
ど

ま
ら
せ
る
た
め
に
死
刑
囚
を
牢
獄
や
処
刑
場
で
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
、

同
じ
く
流
刑
囚
を
ど
う
扱
う
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
読
者
は
「
下
層
社
会
の

に
違
反
せ
ず
と
も
、
自
分
の
大
好
き
な
欲
求
に
浸
る
機
会
に
事
欠
か
な
い
」
四
八

頁
）
。
こ
の
よ
う
に
名
誉
は
「
上
っ
面
の
み
せ
か
け
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

名
誉
の
原
理
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
真
っ
向
か
ら
反
す
る
。
そ
も
そ
も

キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
そ
れ
自
体
が
人
間
本
性
に
反
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト

教
の
厳
格
さ
は
人
間
本
性
に
と
っ
て
克
服
し
が
た
く
不
愉
快
な
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
名
誉
の
概
念
に
は
、
虚
栄
心
の
強
い
俗
物
を
引
き
入

れ
る
だ
け
の
数
多
く
の
魅
力
が
あ
る
。
秩
序
は
人
間
本
性
に
そ
く
し
て
そ

れ
を
人
為
的
に
（
政
治
的
に
）
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
生
み
出
せ

な
い
と
す
れ
ば
、
名
誉
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
社
会
に
対
し
て
多
く
の
善

を
な
す
の
で
あ
る
。

　

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
教
会
制
度
の
欺
瞞
を
激
し
く
告
発

し
て
い
く
。
キ
リ
ス
ト
教
の
制
度
化
が
進
む
と
と
も
に
、
初
期
の
禁
欲
的

な
原
理
か
ら
は
程
遠
い
ば
か
げ
た
儀
礼
・
制
度
が
考
え
出
さ
れ
た
と
し
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
し
「
恥
知
ら
ず
の
詐
欺
師
」
と
呼
ぶ
な
ど
痛
罵
を
浴
び

せ
て
い
る
。
改
革
者
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
側
も
批
判
を
逃
れ
ら
れ
な
い
。

い
ま
や
宗
教
改
革
が
示
し
た
行
動
原
理
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
基
盤
を
失
い
、

人
々
の
信
用
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
の
対
話
で
は
、
最
良
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
最
良
の
兵
士
に
な
り
う

る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
神
と
隣
人
を
愛
す
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

宗
教
的
な
義
務
と
兵
士
と
し
て
の
務
め
は
ど
の
よ
う
に
折
り
合
う
か
、
と

い
っ
た
宗
教
と
軍
隊
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
応
答
が
進
ん
で
い
く
。
第
四
の

対
話
で
は
、
軍
隊
に
お
い
て
行
わ
れ
る
宗
教
的
な
断
食
な
ど
の
行
為
が
戦

争
の
遂
行
の
障
害
と
な
ら
な
い
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
、
こ
こ
で
も
軍
隊
の

あ
り
様
と
宗
教
的
教
義
と
の
矛
盾
が
暴
か
れ
る
。
教
会
の
制
度
や
諸
儀
礼
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大
を
望
み
な
が
ら
贅
沢
の
減
少
を
願
う
の
は
矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

「
人
間
は
す
で
に
な
れ
る
限
り
邪
悪
な
存
在
に
な
り
さ
が
っ
て
い
る
」

（
二
六
〇
頁
）
。
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
よ
う
な
悲
観
的
な
人
間
観
に
立
っ

て
転
換
期
の
社
会
の
カ
オ
ス
に
向
き
合
い
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
偽
善
・
欺

瞞
、
さ
ら
に
は
矛
盾
を
暴
き
立
て
た
。
欲
望
の
内
的
な
抑
制
装
置
の
空
洞

化
・
無
効
化
に
よ
っ
て
剥
き
出
し
と
な
っ
た
人
間
と
社
会
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
見
事
に
捉
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
最
後
の
著
作
で
も
な
お
挑
発
的
に
、

最
終
的
に
は
『
蜂
の
寓
話
』
に
賛
同
す
る
か
敵
に
回
し
て
滅
び
る
か
、
ど

ち
ら
か
し
か
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
が
（
三
六
七
頁
）
、
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲

学
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
暴
露
や
風
刺
を
面
白
が
っ
て
そ
の
ま
ま
賛
同
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
滅
び
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
と
す
れ
ば
、
原

罪
説
や
悲
観
的
な
人
間
観
は
捨
て
去
っ
て
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
逆
説
が
孕

ん
で
い
た
地
上
の
幸
福
と
徳
と
の
緊
張
関
係
を
解
消
し
つ
つ
、
新
時
代
に

適
合
的
な
新
た
な
市
民
的
倫
理
を
構
築
す
る
ほ
か
な
い
。
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル

と
い
う
極
点
と
の
距
離
を
測
り
つ
つ
、
道
徳
的
秩
序
の
説
明
原
理
が
彫
琢

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
英
文
を
日
本
文
に
直
す
苦
労
は
並
大
抵
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
推
察
す
る
が
、
「
自
分
好
き
」
の
訳
語
を
含
め
て
ス
ム
ー
ズ

に
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

 

（
よ
ね
だ
・
し
ょ
う
へ
い
／
経
済
思
想
史
）

最
も
み
す
ぼ
ら
し
い
卑
し
い
一
面
」
（
二
八
二
頁
）
を
こ
れ
で
も
か
と
見
せ

つ
け
ら
れ
る
。
死
刑
囚
が
処
刑
場
へ
運
ば
れ
て
い
く
場
面
な
ど
、
ホ
ガ
ー

ス
が
風
刺
画
で
描
く
猥
雑
極
ま
り
な
い
街
頭
に
迷
い
込
ん
だ
か
の
よ
う
で
、

臨
場
感
は
半
端
な
い
。
風
刺
作
家
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
真
骨
頂
で
あ
ろ
う
。

人
間
は
勤
労
と
労
働
よ
り
も
安
逸
と
快
楽
に
流
さ
れ
や
す
く
、
財
産
の
分

配
が
不
平
等
で
貧
困
が
は
び
こ
っ
て
い
る
状
況
で
は
貧
困
は
窃
盗
へ
の
強

力
な
誘
因
に
な
る
か
ら
、
貧
し
い
人
々
を
犯
罪
に
近
づ
け
さ
せ
な
い
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ジ
ン
で
酩
酊
し
た
死
刑
囚
の
公
開
処
刑

が
群
衆
の
見
世
物
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
改
め
る
な
ど
、
犯
罪
者
に
対
し

て
厳
格
な
罰
の
運
用
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

『
ダ
イ
オ
ン
へ
の
手
紙
』
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ク
リ
ー
の
『
ア
ル
シ
フ

ロ
ン
』
（
書
簡
体
形
式
、
書
簡
の
書
き
手
の
名
が
ダ
イ
オ
ン
）
に
見
ら
れ
る
『
蜂

の
寓
話
』
批
判
に
応
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
反
駁
の
書
で
あ
り
、
彼
の
最

後
の
著
作
で
あ
る
。
バ
ー
ク
リ
ー
の
批
判
は
誤
解
に
満
ち
て
お
り
、
『
蜂

の
寓
話
』
は
悪
徳
を
推
奨
し
て
い
る
と
い
う
の
も
世
間
の
誤
解
だ
と
反
論

し
た
上
で
、
『
蜂
の
寓
話
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
、
引
用
文
を
交
え
て
縷
々

解
説
し
て
い
る
。
人
間
を
悪
徳
へ
と
駆
り
立
て
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
強

烈
な
欲
求
、
す
な
わ
ち
「
私
た
ち
の
本
性
中
に
あ
る
強
烈
な
情
念
」
で
あ

り
、
宗
教
や
徳
に
よ
っ
て
そ
の
情
念
に
自
制
を
促
す
の
は
難
し
い
、
し
か

も
こ
う
し
た
「
個
人
の
悪
徳
」
は
「
社
会
の
利
得
」
を
も
た
ら
す
、
「
贅

沢
と
人
間
の
悪
徳
は
…
…
世
俗
社
会
に
お
け
る
現
世
的
な
至
福
の
手
段
」

（
三
六
八
頁
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
る
。
誰
も
が
贅
沢

を
批
判
し
な
が
ら
贅
沢
の
罪
を
犯
し
て
い
る
し
、
立
法
者
は
、
そ
の
手
段

を
与
え
る
商
売
と
製
造
業
の
維
持
に
努
力
し
て
い
る
。
貿
易
と
海
運
の
拡
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な
文
章
で
綴
っ
て
い
る
。
（
こ
れ
は
二
人
の
翻
訳
者
の
卓
越
し
た
翻
訳
能
力
の

影
響
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
）
本
書
を
通
じ
て
、
読
者
は
戦
争
な
ど
の
グ
ロ
ー

バ
ル
な
側
面
と
国
内
事
情
の
両
方
に
つ
い
て
バ
ラ
ン
ス
良
く
論
じ
、
最
新

の
研
究
成
果
を
盛
り
込
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
に
精
通
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
随
所
に
日
記
、
ス
ピ
ー
チ
、
手
紙
、
行
政
文
書
な
ど
の
「
第
一
次
資

料
」
も
散
り
ば
め
ら
れ
、
新
参
の
読
者
で
も
こ
れ
ら
の
生
の
声
を
通
じ
て

二
百
年
以
上
も
前
の
時
代
へ
入
っ
て
い
け
る
。

　

読
者
を
惹
き
つ
け
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
そ
の
語
り
口
で
あ
る
。
マ

ク
フ
ィ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
を
叙
述
し
た
こ
と
自
体
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
枠
組
み
の
中
で
事
象
が
解
釈
さ
れ
る
傾
向
の
強
い
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
へ

の
一
種
の
挑
戦
で
あ
る
。
叙
述
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
因
、
推
移
、

結
果
に
つ
い
て
「
物
語
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
語
り
口
の
前
例
と

し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
サ
イ
モ
ン
・
シ
ャ
ー
マ
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

主
役
た
ち
―
―
臣
民
か
ら
市
民
へ
』
（
一
九
九
〇
）
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
は

旧
体
制
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
ま
で
の
政
治
文
化
の
変
化
を
多
種
多
様
な
個

人
の
思
考
や
感
情
に
基
づ
い
て
分
析
し
た
が
、
そ
の
主
軸
は
修
正
主
義
が

重
視
す
る
政
治
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
。
マ
ク
フ
ィ
ー
も
政
治
文
化
の
変
化
を

重
視
す
る
が
、
彼
は
普
通
の
人
々
が
直
接
的
に
権
威
に
訴
え
か
け
て
歴
史

を
動
か
し
た
と
い
う
民
主
的
側
面
を
重
視
す
る
。
国
民
全
員
に
政
治
的
権

利
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
女
性
、
奴
隷
、
少
数
民
族
も

含
め
多
種
多
様
な
人
々
は
政
治
ク
ラ
ブ
、
デ
モ
、
言
論
、
出
版
の
自
由
に

よ
る
議
論
の
活
発
化
を
通
じ
て
、
権
利
、
自
由
、
主
権
、
平
等
な
ど
の
概

念
に
精
通
し
て
い
っ
た
。

　

本
書
の
独
自
性
は
地
方
か
ら
見
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
像
に
あ
る
。
マ
ク

　

書
評　

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
―
―
自
由
か
死
か

』

（
ピ
ー
タ
ー
・
マ
ク
フ
ィ
ー
著
、  

 
永
見
瑞
木
・
安
藤
裕
介
訳
、
白
水
社
、
二
〇
二
二
）

武
田
千
夏

　

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
―
―
自
由
か
死
か
』
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
出
身

の
歴
史
家
ピ
ー
タ
ー
・
マ
ク
フ
ィ
ー
に
よ
る
『
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
』
に
続

く
二
冊
目
の
邦
訳
で
あ
る
。
著
者
の
専
門
領
域
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
お
よ

び
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
社
会
、
経
済
史
で
あ
る
。
本
書
は
、

一
七
八
九
年
か
ら
一
七
九
九
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
歴
史
を
平
易
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タ
イ
ト
ル
で
あ
る
『
自
由
か
死
か
』
に
新
た
な
命
が
吹
き
込
ま
れ
た
感
が

あ
る
。
マ
ク
フ
ィ
ー
は
三
つ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
イ
メ
ー
ジ
を
総
括
し
た

が
、
そ
の
第
一
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
武
装
し
た
革
命
」
（
四
五
七
頁
）
で
あ
り
、

そ
の
背
後
に
は
一
七
八
九
年
の
遺
産
と
人
間
と
市
民
の
権
利
宣
言
が
あ
っ

た
。
読
者
は
マ
ク
フ
ィ
ー
の
幅
広
い
分
析
の
中
か
ら
、
現
代
社
会
に
お
け

る
日
々
変
化
す
る
状
況
と
も
リ
ン
ク
す
る
多
種
多
様
な
問
題
意
識
を
汲
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
本
書
が
特
定
の
学
派
を
突

き
抜
け
、
総
合
的
な
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
展
望
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
も
あ

る
。

　

次
に
、
こ
の
視
点
か
ら
本
書
と
先
行
研
究
の
関
係
性
に
つ
い
て
見
て
い

く
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
は
経
済
、
社
会
的
側
面
か
ら
見
た
時
、
必
然
性
が

あ
っ
た
。
こ
の
視
点
か
ら
、
一
九
二
〇
年
代
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
史

観
が
革
命
史
に
影
響
を
与
え
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
論
」
が
誕
生
し
た
。
そ

の
主
軸
は
、
封
建
貴
族
と
の
階
級
闘
争
の
結
果
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
政

治
権
力
を
奪
取
し
現
在
に
い
た
る
資
本
主
義
の
時
代
を
築
い
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ
レ
ス
に
始
ま
り
、
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
、

ア
ル
ベ
ー
ル
・
ソ
ブ
ー
ル
ら
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
の
大
家
に
よ
る
「
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
革
命
論
」
が
数
十
年
に
渡
っ
て
主
流
派
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
政
治
的
側
面
を
重
視
し
た
の
が
一
九
七
〇
年

代
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
ら
の
修
正
主
義
の
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
後

リ
ー
ン
・
ハ
ン
ト
は
言
語
の
み
で
は
な
く
、
シ
ン
ボ
ル
や
儀
礼
を
重
視
す

る
「
政
治
文
化
」
の
概
念
を
確
立
さ
せ
た
。
ま
た
本
書
の
強
み
は
、
こ
れ

ら
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
の
代
表
的
な
二
つ
の
潮
流
そ
し
て
そ
の
後
の
ポ
ス

ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
総
合
し
て
論
述
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。

フ
ィ
ー
は
修
正
主
義
を
含
め
先
行
研
究
が
「
革
命
が
純
粋
に
パ
リ
の
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
反
抗
し
、
敵
対
心
を
募
ら
せ
る
農
村
に
対
し
て
押
し
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
き
た
」
（
一
三
頁
）
こ
と

に
異
議
を
唱
え
る
。
そ
し
て
「
文
化
的
、
社
会
的
変
化
の
生
き
た
経
験
が
、

地
方
社
会
を
通
し
て
権
力
と
権
威
に
つ
い
て
の
見
方
に
挑
戦
し
、
そ
れ
を

変
化
さ
せ
た
そ
の
仕
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
農
村
や
地
方
都
市
の
男
女

は
、
い
か
に
し
て
パ
リ
に
端
を
発
す
る
変
化
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
適
応

し
、
反
発
し
た
の
か
？
」
（
一
四
頁
）
と
問
い
か
け
る
。

　

そ
し
て
こ
の
問
い
は
、
現
代
と
の
対
話
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
の
核

心
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
一
九
八
八
年
に
冷
戦
終
結
と
と
も
に
「
フ
ラ

ン
ス
革
命
は
終
焉
し
た
」
と
み
な
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
後
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
、
人
種
、
民
族
的
視
点
か
ら
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
終
わ
っ
て
い
な
い
」

と
い
う
認
識
へ
再
び
変
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
変
動
は
、
今
を
生

き
る
人
々
の
立
場
か
ら
見
え
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
変

化
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
二
〇
一
六
年
の
出
版
当
初
、
マ
ク
フ
ィ
ー
は

「
一
九
八
〇
年
代
以
来
、
革
命
的
変
化
の
二
つ
の
巨
大
な
波
―
―
東
欧
、

南
東
欧
諸
国
の
体
制
転
換
や
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
」
（
一
二
頁
）
に
よ
っ
て
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
記
憶
が
蘇
っ
た
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
以
後
グ
ロ
ー
バ
ル
な

金
融
危
機
、
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
に
よ
る
燃
料
費
増
税
、
生
活
費
高
騰
が
引

き
起
こ
し
た
「
黄
色
い
ベ
ス
ト
」
、
極
右
派
の
台
頭
な
ど
の
事
象
も
思
い

浮
か
ぶ
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
戦
争
な
ど
に
よ
っ
て
先
進
国
内
の
経
済
的
困

窮
が
深
刻
化
す
る
中
、
マ
ク
フ
ィ
ー
が
描
く
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
に
よ
る
社
会

権
拡
大
に
つ
い
て
の
記
述
に
新
た
な
関
心
を
寄
せ
る
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
昨
年
以
来
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ロ
シ
ア
戦
争
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
の
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貴
族
も
莫
大
な
損
失
を
被
っ
た
。
収
入
は
落
ち
込
み
、
貴
族
の
全
家
族
の

二
分
の
一
が
土
地
を
い
く
ら
か
失
い
、
事
実
上
全
て
の
土
地
を
失
っ
た
家

族
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
貴
族
た
ち
は
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
社
会

に
お
い
て
主
導
的
な
立
場
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
思
想
を
研
究
す
る
筆
者
の
視
点
か
ら
興
味
深
い
の

は
、
土
地
の
細
分
化
、
お
よ
び
聖
職
者
民
事
基
本
法
を
含
む
宗
教
政
策
に

関
す
る
記
述
で
あ
る
。
一
七
九
五
年
以
後
「
土
地
の
細
分
化
、
平
等
化
」

が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
意
味
に
加
わ
り
、
そ
れ
は
ス
タ
ー
ル
、
ギ
ゾ
ー
、
ト

ク
ヴ
ィ
ル
ら
の
政
治
思
想
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
本
書
は
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
十
年
間
に
国
有
化
財
産
の
売
却
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
に
よ
っ
て

私
有
化
さ
れ
た
土
地
の
細
分
化
が
具
体
的
に
進
行
し
て
い
っ
た
推
移
を
分

析
し
、
「
平
等
化
」
の
概
念
が
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
そ
こ

に
は
現
実
的
な
裏
付
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
一
方
社
会
、

政
治
の
分
断
を
引
き
起
こ
し
た
最
大
の
要
因
と
し
て
、
革
命
派
に
よ
る
政

教
分
離
政
策
が
成
功
せ
ず
、
聖
職
者
た
ち
が
「
法
と
国
民
と
国
王
へ
の
忠

誠
」
を
誓
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
時
点
で
革
命
に
亀
裂
が
入
り
、
反
革
命

の
政
治
勢
力
形
成
の
直
接
的
な
契
機
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

マ
ク
フ
ィ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
議
会
主
義
の
行
方
に
つ
い

て
も
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
が
彼
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
の
隠
さ
れ
た
骨
格
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
経
済
、
社
会
的
視
点
と
比
較
し
た
時
、
こ

の
点
に
は
曖
昧
さ
が
伴
う
。
マ
ク
フ
ィ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
第
一
と
第

二
の
革
命
に
区
分
す
る
。
そ
し
て
一
七
九
一
年
憲
法
を
第
一
の
革
命
の
主

軸
と
み
な
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
憲
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
主
義
の
出
発
点

と
な
っ
た
、
と
解
釈
す
る
急
進
派
寄
り
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
主
義
研
究
と

　

本
書
は
経
済
的
搾
取
と
そ
れ
を
可
能
に
し
た
法
的
・
政
治
的
枠
組
み
が

革
命
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
マ
ク
フ
ィ
ー
は
、
家

庭
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
都
市
や
田
舎
で
行
わ
れ
る
骨
の
折
れ
る
仕

事
が
社
会
秩
序
全
体
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
非
労
働
者
階

級
（
貴
族
と
上
位
聖
職
者
）
が
、
領
有
権
を
含
め
田
舎
で
の
財
産
所
有
か
ら

富
の
か
な
り
の
割
合
を
引
き
出
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
結
論
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
結
果
の
具
体
例
と
し
て
、
複
数
の
所
領
か
ら
の
収
入
を

失
っ
た
た
め
に
、
高
名
で
裕
福
な
家
系
の
出
身
者
の
年
収
が
四
分
の
一
に

落
ち
込
ん
だ
こ
と
も
指
摘
し
た
。
（
四
五
三
頁
）
一
方
「
新
し
い
フ
ラ
ン
ス

を
作
り
出
す
に
あ
た
り
政
府
で
主
導
権
を
握
っ
た
人
々
は
、
官
僚
、
商
業
、

地
主
も
し
く
は
製
造
業
の
い
ず
れ
の
職
業
で
あ
ろ
う
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の

男
性
だ
っ
た
。
」
（
四
五
六
頁
）
彼
ら
が
地
方
名
望
家
と
し
て
新
し
い
支
配

階
級
に
な
る
「
革
命
の
勝
利
者
」
（
四
五
六
頁
）
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
マ

ク
フ
ィ
ー
の
解
釈
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
観
と
重
複
す

る
。

　

一
方
、
マ
ク
フ
ィ
ー
は
政
治
的
な
視
点
も
忘
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
「
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
」
に
配
慮
し
て
い
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
研
究
者
に
よ
る
「
フ

ラ
ン
ス
革
命
は
（
主
に
上
層
階
級
の
）
女
性
の
社
会
的
地
位
を
下
げ
た
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
に
反
論
し
、
相
続
財
産
の
平
等
化
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
新

た
な
相
続
法
、
領
主
制
の
廃
止
お
よ
び
離
婚
法
な
ど
が
一
般
女
性
の
社
会
、

経
済
生
活
の
安
定
化
に
貢
献
し
た
と
論
ず
る
。
一
七
九
一
年
に
「
有
色
の

自
由
民
」
に
市
民
権
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
三
年
後
に
フ
ラ
ン
ス
の
奴

隷
の
大
半
が
一
時
的
に
自
由
を
勝
ち
取
っ
た
。
一
方
都
市
労
働
者
は
多
く

の
犠
牲
を
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
得
た
も
の
は
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
。



社会思想史研究　No. 47　2023

●　254

釈
を
否
定
す
る
と
同
時
に
、
「
恐
怖
政
治
と
は
外
圧
に
よ
る
非
常
事
態
か

ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
守
る
た
め
に
不
可
欠
な
歴
史
局
面
」
と
説
い
た
ジ
ロ

ン
ド
派
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
バ
イ
ユ
の
共
和
主
義
的
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
。
同
時
に
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
に
共
感
す
る
マ
ク
フ
ィ
ー
は
「
美

徳
と
恐
怖
」
（
三
五
三
頁
）
の
要
請
に
基
づ
く
恐
怖
政
治
の
均
衡
は
最
終
的

に
は
軍
事
的
勝
利
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
と
解
釈
し
、
そ
の
後
初
め
て
二
院

制
議
会
を
成
立
さ
せ
た
総
裁
政
府
に
つ
い
て
も
批
判
的
な
論
調
が
際
立
つ
。

　

結
論
と
し
て
、
マ
ク
フ
ィ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
民
主
的
業
績
と
し
て

「
人
民
主
権
、
法
の
前
の
平
等
、
領
主
制
と
奴
隷
制
の
廃
止
、
…
…
相
続

の
平
等
」
を
挙
げ
た
。
（
四
八
六
頁
）
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
先
例
は
主
に
「
北

米
、
コ
ル
シ
カ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
、
そ
し
て
連
合
諸
州
（
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
）
」

（
四
八
五
頁
）
で
、
長
子
制
を
重
ん
じ
る
イ
ギ
リ
ス
を
省
い
た
。
そ
し
て
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
行
き
渡
っ
た
。
読
者
は
本
書
を
通

じ
て
現
代
日
本
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
共
和
主
義
、

民
主
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
だ
ろ
う
。

  

（
た
け
だ
・
ち
な
つ
／
フ
ラ
ン
ス
近
代
史
、
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
思
想
）

一
致
す
る
。
同
時
に
彼
は
当
時
の
立
憲
王
政
派
の
知
見
に
従
っ
て
、
こ
の

憲
法
に
は
政
治
的
自
由
主
義
の
視
点
か
ら
二
つ
の
決
定
的
な
欠
点
が
あ
っ

た
こ
と
も
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
議
会
の
二
院
お
よ
び
国
王
の
独
立
し
た
権

力
の
不
在
に
よ
る
抑
制
と
均
衡
の
原
則
の
不
十
分
さ
で
あ
る
。（
一
一
七
頁
）

　

第
二
の
革
命
は
、
王
政
の
崩
壊
と
共
和
政
の
樹
立
を
指
す
。
マ
ク
フ
ィ
ー

は
共
和
主
義
者
を
総
じ
て
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
と
呼
ぶ
。
通
常
立
憲
王
政
派
と

ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
間
に
位
置
付
け
ら
れ
る
ジ
ロ
ン
ド
派
に
つ
い
て
、
奴
隷

貿
易
の
積
極
的
な
反
対
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
に
対
し
て

具
体
的
な
対
応
を
打
て
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
彼
ら
の
政
治

母
体
が
奴
隷
制
を
基
軸
と
す
る
リ
ヨ
ン
な
ど
の
地
方
都
市
だ
っ
た
、
と
分

析
し
た
。
同
時
に
、
「
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
共
和
主
義
者
を
支
持
す
る

の
か
の
決
め
手
に
な
っ
た
の
も
経
済
に
対
す
る
態
度
」
（
二
六
六
頁
）
で
あ

る
と
し
て
、
修
正
主
義
と
は
異
な
り
、
政
治
ラ
ベ
ル
に
経
済
的
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
具
体
的
説
明
が

明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
の
革
命
の
憲
法
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
コ
ン

ド
ル
セ
の
憲
法
草
案
を
含
む
ジ
ロ
ン
ド
派
の
功
績
を
省
略
し
、
施
行
さ
れ

な
か
っ
た
一
九
七
三
年
憲
法
が
「
社
会
権
と
直
接
投
票
の
男
子
普
通
選
挙

に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
会
に
対
す
る
人
民
に
よ
る
統
制
を
保
障
」
（
二

七
六
頁
）
し
た
点
を
強
調
し
た
。

　

恐
怖
政
治
に
つ
い
て
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
す
べ
て
の
悪
を
な
す
り
つ

け
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
傾
向
を
否
定
し
、
「
国
内
外
の
戦
争
に
勝
利
す

る
た
め
に
政
府
に
よ
る
徹
底
し
た
措
置
が
と
ら
れ
た
」
（
二
八
一
頁
）
と
説

明
し
た
。
こ
れ
は
修
正
主
義
の
研
究
者
に
よ
る
、
啓
蒙
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
抽
象
的
な
言
語
が
現
実
離
れ
し
た
恐
怖
政
治
を
生
み
出
し
た
と
す
る
解
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に
な
り
そ
う
だ
が
、
一
方
が
他
方
を
見
や
る
視
線
は
今
日
な
お
そ
の
程
度

の
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
バ
ー
リ
ン
は
ア
ー
レ
ン
ト

の
仕
事
を
根
拠
の
な
い
「
形
而
上
学
的
自
由
連
想
」
の
所
産
と
痛
罵
し
、

ア
ー
レ
ン
ト
は
ア
ー
レ
ン
ト
で
バ
ー
リ
ン
な
ど
歯
牙
に
も
か
け
ぬ
風
で

あ
っ
た
か
ら
（p.1-2

）
、
一
方
に
注
目
す
る
者
が
他
方
を
視
野
の
外
に
置

く
の
は
無
理
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
各
々

の
信
奉
者
が
お
の
れ
の
導
師
（guru

）
の
し
つ
ら
え
た
言
説
空
間
の
内
部

に
安
住
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
書
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
バ
ー
リ
ン
を
「
個
人
的
、
政
治
的
、
理
論
的

側
面
の
す
べ
て
」
に
わ
た
っ
て
比
較
検
討
す
る
初
の
試
み
で
あ
る
（p.6

）
。

本
文
二
〇
〇
頁
ほ
ど
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
分
量
な
が
ら
、
書
簡
や
講
義
録
を

ふ
く
む
二
人
の
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
の
丹
念
な
読
み
込
み
と
、
分
厚
い
研
究

史
を
踏
ま
え
た
今
日
的
な
視
点
か
ら
の
再
検
討
に
支
え
ら
れ
た
堅
実
な
研

究
書
で
あ
る
と
と
も
に
、
巧
み
な
構
成
と
流
れ
る
よ
う
な
文
章
で
読
者
を

ぐ
い
ぐ
い
引
き
込
ん
で
い
く
、
読
み
物
と
し
て
の
面
白
さ
も
抜
群
で
あ
る
。

著
者
の
着
眼
と
力
量
、
そ
し
て
至
芸
に
、
脱
帽
す
る
ほ
か
な
い
。

　

二
人
の
政
治
理
論
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
全
体
主
義
を
は
じ
め
と
す
る
二
十
世
紀
の
危
機
の
た
だ
な
か

で
生
ま
れ
、
鍛
え
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
一
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
、
政
治
理
論
が
た
ん
な
る
「
生
業
（job

）
」

で
は
な
く
、
実
存
を
か
け
て
取
り
組
む
べ
き
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
意
味
に
お

け
る
天
職
（vocation

）
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（p.4

）
。
ゆ
え

に
二
人
の
理
論
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
の
経
験
か
ら
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
本
書
を
貫
く
二
つ
の
指
針
が
導
か
れ
る
。

　

書
評　

H
annah Arendt and Isaiah Berlin: �

Freedom
, Politics and H

um
anity

（Kei Hiruta, Princeton University Press, 2021

）

森
川
輝
一

　

ア
ー
レ
ン
ト
と
い
え
ば
古
代
の
ポ
リ
ス
を
理
想
化
し
て
「
活
動
」
の
政

治
と
や
ら
を
言
い
立
て
る
共
和
主
義
者
で
あ
り
、
バ
ー
リ
ン
と
い
え
ば
品

位
あ
る
近
代
社
会
な
る
も
の
を
自
明
視
し
て
「
消
極
的
自
由
」
に
引
き
こ

も
る
自
由
主
義
者
で
あ
る
―
―
な
ど
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
戯

画
的
な
単
純
化
で
あ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
か
ら
抗
議
を
受
け
る
こ
と
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も
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
バ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
根

本
に
あ
る
の
は
、
人
は
誰
し
も
安
ら
ぐ
故
郷
を
必
要
と
す
る
と
い
う
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
帰
属
の
問
題
で
あ
り
、
暴
虐
を
生
き
の
び
た
ユ
ダ
ヤ
人

の
新
た
な
故
郷
と
な
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
を
否
認
す
る
か
の
よ
う
な
ア
ー
レ

ン
ト
の
態
度
は
、
同
胞
に
対
す
る
「
裏
切
り
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ

た
（p.19-21

）
。
か
く
て
ア
ー
レ
ン
ト
に
強
い
不
信
と
敵
意
を
抱
く
こ
と

に
な
っ
た
バ
ー
リ
ン
は
、
右
の
対
面
か
ら
十
年
余
り
の
ち
に
起
こ
っ
た
い

わ
ゆ
る
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
争
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
非
難
す
る
G
・

シ
ョ
ー
レ
ム
の
側
面
支
援
を
買
っ
て
出
る
こ
と
に
な
る
（p.40f.

）
。

　

不
和
と
対
立
は
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
自
由
、
政
治
、
人

間
性
」
を
め
ぐ
る
理
論
的
洞
察
に
お
よ
ぶ
。
と
も
に
「
自
由
」
に
「
人
間

性
」
の
本
質
を
見
い
だ
し
な
が
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
人
間
を
「
政
治
的
動

物
」と
見
な
し
て
自
ら
政
治
を
行
な
う
自
由
を
重
ん
じ
る
の
に
対
し
、
バ
ー

リ
ン
は
人
間
を
「
選
択
す
る
存
在
」
と
位
置
づ
け
、
他
者
の
選
択
に
干
渉

し
な
い
こ
と
を
自
由
な
社
会
の
条
件
と
見
な
す
（
第
三
章
）
。
と
も
に
「
自

由
」
を
破
壊
す
る
全
体
主
義
の
「
非
人
間
性
」
を
告
発
し
な
が
ら
、
ア
ー

レ
ン
ト
が
全
体
主
義
に
、
大
衆
運
動
に
始
ま
り
収
容
所
支
配
に
至
り
つ
く

二
十
世
紀
特
有
の
暴
力
現
象
を
見
い
だ
す
の
に
対
し
、
バ
ー
リ
ン
は
全
体

主
義
を
、
近
代
合
理
主
義
の
宿
痾
た
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
信
仰
が
も
た
ら
し
た

一
元
的
な
支
配
と
位
置
づ
け
る
（
第
四
章
）
。
自
由
と
そ
の
敵
を
め
ぐ
る

こ
う
し
た
理
論
上
の
懸
隔
に
は
、
二
十
世
紀
の
酷
薄
な
現
実
を
ど
の
場
所

で
、
ど
の
よ
う
に
経
験
し
た
の
か
が
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。
ド
イ

ツ
生
ま
れ
の
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
許
で
哲
学

を
修
め
た
の
ち
ナ
チ
の
台
頭
と
議
会
制
の
崩
落
に
直
面
し
、
過
酷
な
難
民

一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
用
い
る
独
特
の
概
念
や
論
理
を
理
論
内
在
的
に
分

析
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
生
成
過
程
を
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に

跡
づ
け
る
と
い
う
、
「
哲
学
的
お
よ
び
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
併
用
と

い
う
方
法
論
的
指
針
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
い
ず
れ
に
も
与
す
る
こ
と

な
く
二
人
の
思
考
と
生
涯
の
比
較
に
徹
す
る
と
い
う
、
「
断
固
と
し
て
不

偏
不
党
的
（decidedly non-partisan

）
な
」
姿
勢
の
貫
徹
で
あ
る
が
（p.7

）
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
ま
た
立
ち
か
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

続
く
第
二
章
の
冒
頭
で
、
著
者
は
、
バ
ー
リ
ン
が
終
生
ア
ー
レ
ン
ト
に

抱
き
続
け
た
嫌
悪
に
触
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
仕
事
に
対
す
る
理
論
的

な
批
判
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
と
な
り
を
ふ
く
め
た
彼
女
の
す
べ
て
を

拒
絶
す
る
ほ
ど
激
し
い
も
の
だ
っ
た
。な
ぜ
彼
は
、
そ
こ
ま
で
彼
女
を
嫌
っ

た
の
か
、
い
っ
た
い
彼
女
の
何
が
、
彼
を
そ
う
ま
で
憤
ら
せ
た
の
か
。
続

く
本
編
全
体
が
こ
の
謎
解
き
に
当
て
ら
れ
る
、
い
わ
ば
ミ
ス
テ
リ
ー
仕
立

て
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
発
端
は
一
九
四
〇
年
代

に
さ
か
の
ぼ
る
。
四
一
年
、
訪
米
中
の
バ
ー
リ
ン
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ア
ー

レ
ン
ト
と
対
面
し
、
言
葉
を
交
わ
し
た
。
当
時
ア
ー
レ
ン
ト
は
ナ
チ
・
ド

イ
ツ
と
戦
う
ユ
ダ
ヤ
軍
の
創
設
を
主
張
し
て
お
り
、
バ
ー
リ
ン
の
眼
に
は

戦
闘
的
な
シ
オ
ニ
ス
ト
と
映
っ
た
。
と
こ
ろ
が
四
九
年
に
再
び
ま
み
え
た

と
き
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
を
舌
鋒
鋭
く
批
判
し
て
み
せ
た

の
で
あ
り
、
バ
ー
リ
ン
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
前
の
立
場
か
ら
の
無
責
任

な
変
節
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
（p.15-9

）
。
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
不
正
に

対
す
る
政
治
的
応
答
と
し
て
捉
え
て
い
た
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
ナ
チ

の
暴
力
に
対
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
闘
争
を
訴
え
る
こ
と
と
、
排
他
的
な
ユ
ダ

ヤ
人
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
論
難
す
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
は
、
何
の
矛
盾
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ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
市
民
が
自
ら
政
治
的
自
由
を
実
践
し
て
公
的
領

域
を
支
え
た
も
つ
こ
と
が
、
全
体
主
義
の
脅
威
に
対
抗
す
る
唯
一
の
道
な

の
で
あ
り
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
後
者
の
い
う
「
消
極
的
自
由
」
を
保
障

す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
る
（
著
者
は
こ
う
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
立
場
を
、

J
・
シ
ュ
ク
ラ
ー
の
「
恐
怖
の
自
由
主
義
」
を
も
じ
っ
て
「
恐
怖
の
共
和
主
義
」

と
呼
ぶ
（p.181

）
）
。
し
か
し
な
が
ら
バ
ー
リ
ン
に
従
え
ば
、
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
政
治
行
動
の
称
揚
は
「
積
極
的
自
由
」
に
よ
る
一
元
化
へ
の
道
を
開
き
、

前
衛
を
任
じ
る
少
数
者
の
支
配
や
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
集
団
的
熱
狂
と
い

う
か
た
ち
を
と
っ
て
、
所
与
の
社
会
の
多
元
性
を
破
壊
す
る
こ
と
に
し
か

な
ら
な
い
。
約
め
て
言
え
ば
、
「
ア
ー
レ
ン
ト
は
勇
気
を
政
治
的
徳
の
筆

頭
に
挙
げ
て
尊
ん
だ
が
、
バ
ー
リ
ン
が
尊
重
し
た
の
は
寛
容
だ
っ
た
。
ア
ー

レ
ン
ト
は
、
普
通
の
人
び
と
が
「
自
分
自
身
や
自
分
の
魂
の
こ
と
ば
か
り

気
に
掛
け
る
の
を
止
め
、
も
っ
と
自
分
た
ち
の
世
界
の
こ
と
を
気
づ
か
う

よ
う
に
な
る
」
こ
と
を
求
め
た
が
、
バ
ー
リ
ン
が
社
会
の
各
階
層
を
支
え

る
人
び
と
に
求
め
た
の
は
、
他
者
の
行
な
い
に
干
渉
し
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
活
動
的
な
市
民
の
あ
り
方
を
擁
護
し
た
が
、
バ
ー
リ
ン
は

リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
主
義
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
」
（p.200

）
。

　

結
論
部
で
示
さ
れ
る
ア
ー
レ
ン
ト
と
バ
ー
リ
ン
の
像
に
目
新
し
さ
は
な

い
が
、
そ
れ
は
本
書
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
本

書
の
真
価
は
、
私
た
ち
の
知
る
ア
ー
レ
ン
ト
と
バ
ー
リ
ン
の
政
治
理
論
が

ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
を
、
二
人
の
生
涯
と
思
考
を
照
ら
し
合
わ
せ

な
が
ら
詳
細
に
跡
づ
け
た
こ
と
に
あ
り
、
本
書
を
通
じ
て
私
た
ち
は
、
二

人
の
政
治
理
論
の
特
質
と
射
程
を
い
っ
そ
う
深
く
理
解
す
る
と
と
も
に
、

二
人
が
全
力
で
格
闘
し
た
二
十
世
紀
の
現
実
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

生
活
を
経
て
、
亡
命
先
の
合
衆
国
で
発
見
し
た
共
和
主
義
的
な
自
治
の
実

践
に
政
治
を
再
生
す
る
手
が
か
り
を
求
め
た
が
、
幼
少
期
に
革
命
下
の
ロ

シ
ア
か
ら
英
国
に
逃
れ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
分
析
哲
学
や
経
験
論
的

思
考
に
親
し
ん
だ
バ
ー
リ
ン
は
、
自
ら
を
育
ん
だ
英
国
社
会
こ
そ
、
全
体

主
義
の
対
極
に
位
置
す
る
自
由
で
寛
容
な
社
会
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
。

　

異
な
る
場
所
に
根
ざ
し
た
経
験
と
思
考
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
終
盤
の

二
つ
の
章
に
お
い
て
い
っ
そ
う
鮮
明
と
な
る
。
第
五
章
で
は
、
ア
イ
ヒ
マ

ン
裁
判
の
過
程
で
浮
上
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
協
力
者
の
問
題
が
焦
点
と
な
る
。

ナ
チ
支
配
下
に
あ
っ
て
や
む
な
く
ナ
チ
に
協
力
し
た
人
び
と
の
選
択
を
、

今
日
の
人
間
が
裁
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
ア
ー
レ
ン
ト

と
バ
ー
リ
ン
は
ま
っ
た
く
異
な
る
解
答
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

は
、
自
身
も
ま
た
ナ
チ
の
暴
虐
を
肌
身
で
体
験
し
た
生
存
者
の
一
人
で
あ

る
と
い
う
前
者
の
自
負
と
、
比
較
的
安
全
な
英
国
で
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
事

実
を
見
す
ご
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
後
者
の
羞
恥
と
が
、
大
き
く
影
を

落
と
し
て
い
る
。
同
時
に
ま
た
、
公
的
に
活
動
す
る
「
勇
気
」
を
要
求
す

る
前
者
の
英
雄
主
義
的
な
政
治
観
と
、
人
間
の
弱
さ
を
冷
静
に
見
つ
め
る

後
者
の
現
実
主
義
的
な
人
間
観
の
懸
隔
が
現
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
点
は
続
く
第
六
章
に
お
い
て
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
熱
狂
し
た
が
、
バ
ー
リ

ン
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
前
者
は
そ
こ
に
、
能
動
的
な
市
民
に
よ
る
自
発

的
で
非
暴
力
的
な
革
命
と
い
う
自
ら
の
理
想
を
投
影
し
た
が
、
後
者
に

と
っ
て
そ
れ
は
、
共
産
主
義
の
下
で
抑
え
込
ま
れ
、
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
ハ

ン
ガ
リ
ー
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
暴
発
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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実
世
界
」
と
の
近
さ
は
諸
刃
の
剣
」
で
あ
り
、
眼
前
の
危
機
に
対
す
る
真

摯
な
応
答
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
二
人
の
理
論
は
た
え
ず
、「
歪
曲
、
偏
見
、

性
急
な
判
断
」
を
伴
う
も
の
と
な
っ
た
（p.203f.

）
。
と
は
い
え
、「
万
能
の
」

方
法
論
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
ア
ー
レ
ン
ト

と
バ
ー
リ
ン
の
著
作
は
不
完
全
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
だ
か
ら
こ
そ
過

去
数
十
年
に
わ
た
っ
て
政
治
理
論
家
や
哲
学
者
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の

人
び
と
に
霊
感
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
与
え
続
け
る
こ

と
だ
ろ
う
」
（p.204

）
。
い
さ
さ
か
お
行
儀
が
良
す
ぎ
る
よ
う
に
も
見
え
、

さ
る
大
家
が
本
書
を
全
体
と
し
て
は
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
ち
ょ
っ
と

「
公
平
す
ぎ
る
（too even-handed

）
」
ぞ
ヒ
ル
タ
君
、
と
（
明
ら
か
に
ア
ー

レ
ン
ト
に
肩
入
れ
す
る
立
場
か
ら
）
苦
言
を
呈
し
た
く
な
る
気
持
ち
も
分
か

ら
な
く
は
な
い

）
2
（

。
と
は
い
え
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
バ
ー
リ
ン
と
い
う
、
そ
れ

ぞ
れ
に
ユ
ニ
ー
ク
で
、
ゆ
え
に
「
不
偏
不
党
」
と
は
縁
の
な
い
二
人
を
比

較
検
討
す
る
と
い
う
ザ
ッ
ヘ
に
照
ら
せ
ば
、
い
ず
れ
に
も
与
す
る
こ
と
な

く
両
者
を
公
平
に
遇
す
る
こ
と
が
最
も
理
に
か
な
っ
た
方
法
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
本
書
の
見
事
な
出
来
栄
え
が
、
そ
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
。

 

（
も
り
か
わ
・
て
る
か
ず
／
政
治
思
想
史
）

注
（
1
） G

racía-Arnaldos

に
よ
る
書
評
、H

annah Arendt.net:I-12, 2022, p.215

（
2
） Jerem

y W
aldron

に
よ
る
書
評
、Society: 59, 2022, p.297

あ
る
書
評
に
な
ら
い
、
本
書
の
真
の
主
人
公
は
ア
ー
レ
ン
ト
で
も
バ
ー
リ

ン
で
も
な
く
、
彼
ら
二
人
の
狭
間
に
浮
か
び
あ
が
る
「
二
十
世
紀
」
そ
の

も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
が

）
1
（

、
お
そ
ら
く
著
者
は
こ
の
評

を
首
肯
し
な
い
だ
ろ
う
。
著
者
が
こ
の
二
人
を
選
ん
だ
の
は
、
彼
ら
が
た

ん
に
二
十
世
紀
を
生
き
た
か
ら
で
は
な
く
、
眼
前
の
危
機
に
立
ち
向
か
い

な
が
ら
「
人
間
の
条
件
」
の
ご
と
き
「
形
而
上
学
的
問
い
」
を
掘
り
下
げ

て
い
っ
た
、
ま
さ
に
政
治
理
論
を
「
天
職
」
と
し
て
全
う
し
た
稀
有
な
人

び
と
で
あ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
く
（p.4-5

）
、
と
す
れ
ば
本
書
の
主
人
公

は
や
は
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
バ
ー
リ
ン
の
二
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

彼
ら
二
人
は
、
政
治
理
論
を
生
業
と
す
る
職
業
的
学
者
で
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、「
専
門
分
野
」
に
閉
じ
こ
も
っ
て
「
規
範
」
と
「
経
験
」
を
す
っ

ぱ
り
切
り
分
け
、
「
理
想
理
論
」
な
る
「
青
写
真
」
の
精
緻
化
を
競
う
当

世
風
の
政
治
理
論
研
究
者
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
（p.162

）
、
理
論
と
実

践
の
垣
根
を
飛
び
越
え
て
「
世
論
」
に
訴
え
か
け
、
「
公
共
政
策
」
に
関

わ
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
、
か
つ
て
「
知
識
人
」
と
い
う
言
葉
が
湛
え
て
い

た
意
味
を
体
現
す
る
よ
う
な
人
び
と
で
あ
っ
た
（p.201

）
。
二
人
の
政
治

理
論
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
説
い
た
学
問
の
範
を
も
超
え
、
「
何
を
な
す
べ

き
か
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
に
、
経
験
の
な
か
で
鍛
え

あ
げ
ら
れ
た
思
考
を
武
器
に
正
面
か
ら
切
り
込
む
も
の
で
あ
り
、
裏
返
し

て
言
え
ば
、
中
立
的
で
も
客
観
的
で
も
な
か
っ
た
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な

政
治
理
論
（
家
）
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、「
断
固
と
し
て
不
偏
不
党
的
な
」

態
度
を
貫
き
と
お
し
て
本
書
を
書
き
上
げ
た
著
者
は
、
ど
の
よ
う
な
評
価

を
与
え
る
の
か
―
―
と
最
後
に
問
う
て
み
た
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
著
者

は
こ
こ
で
も
抑
制
的
で
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
姿
勢
を
崩
さ
な
い
。
「
「
現
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二
〇
二
二
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

植
村
邦
彦
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
―
―
未
来
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
読
む
』
新
泉
社

鵜
飼
哲
『
動
物
の
ま
な
ざ
し
の
も
と
で
―
―
種
と
文
化
の
境
界
を
問
い
直
す
』
勁

草
書
房

梅
田
百
合
香
『
ホ
ッ
ブ
ズ　

リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』K

AD
O

K
AW

A

大
津
真
作
『
異
端
思
想
か
ら
近
代
的
自
由
へ
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会

奥
山
倫
明
ほ
か
編
『
い
ま
を
生
き
る
た
め
の
宗
教
学
』
丸
善
出
版

重
田
園
江
『
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
―
―
「
利
己
的
人
間
」
の
思
想
史
』
筑
摩
書

房

重
田
園
江
『
真
理
の
語
り
手
―
―
ア
ー
レ
ン
ト
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
』
白
水
社

片
山
義
博
・
小
井
沼
広
嗣
ほ
か
編
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
を
ど
う
読
む

か
―
―
新
た
な
解
釈
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
探
究
』
社
会
評
論
社

川
本
隆
史
『
〈
共
生
〉
か
ら
考
え
る
―
―
倫
理
学
集
中
講
義
』
岩
波
書
店

小
島
秀
信
『
市
場
と
共
同
性
の
政
治
経
済
思
想
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

小
松
原
織
香
『
当
事
者
は
嘘
を
つ
く
』
筑
摩
書
房

小
森
謙
一
郎
ほ
か
『
人
文
学
の
レ
ッ
ス
ン
』
水
声
社

木
山
幸
輔
『
人
権
の
哲
学
―
―
基
底
的
価
値
の
探
究
と
現
代
世
界
』
東
京
大
学
出

版
会

倉
田
稔
『
学
生
と
社
会
人
の
た
め
の
文
章
読
本
―
―
普
通
文
章
論
』
成
文
社

金
山
準
『
プ
ル
ー
ド
ン
―
―
反
「
絶
対
」
の
探
求
』
岩
波
書
店

佐
山
圭
司
『
い
じ
め
を
哲
学
す
る
―
―
教
育
現
場
へ
の
提
言
』
晃
洋
書
房

下
里
俊
行
ほ
か
編
『
〈
超
越
性
〉
と
〈
生
〉
と
の
接
続
─
─
近
現
代
ロ
シ
ア
思
想

史
の
批
判
的
再
構
築
に
向
け
て
』
水
声
社 

竹
内
真
澄
『
近
代
社
会
と
個
人
―
―
〈
私
人
〉
を
超
え
て
』
御
茶
の
水
書
房

玉
手
慎
太
郎
『
公
衆
衛
生
の
倫
理
学
―
―
国
家
は
健
康
に
ど
こ
ま
で
介
入
す
べ
き

か
』
筑
摩
書
房

坪
光
生
雄
『
受
肉
と
交
わ
り
―
―
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
論
』
勁
草
書

房

高
山
裕
二
『
憲
法
か
ら
よ
む
政
治
思
想
史
』
有
斐
閣

渡
名
喜
庸
哲
ほ
か
編
『
個
と
普
遍
―
―
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
新
た
な
広
が
り
』
法

政
大
学
出
版
局

中
谷
義
和
『
自
由
民
主
政
資
本
主
義
国
家
』
御
茶
の
水
書
房

野
原
慎
司
『
人
口
の
経
済
学
―
―
平
等
の
構
想
と
統
治
を
め
ぐ
る
思
想
史
』
講
談

社

箱
田
徹
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
―
―
権
力
の
言
い
な
り
に
な
ら
な
い
生
き
方
』

講
談
社

橋
爪
大
輝
『
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
―
―
複
数
的
な
人
間
的
生
』
み
す
ず
書
房

日
暮
雅
夫
、
田
畑
真
一
、
小
山
裕
、
箭
内
任
、
宮
本
真
也
ほ
か
編
著
『
批
判
的
社

会
理
論
の
今
日
的
可
能
性
』
晃
洋
書
房

福
永
英
雄
『
生
涯
研
究
、
教
育
、
社
会
―
―
自
立
し
た
科
学
的
研
究
者
に
な
る
た

め
の
社
会
学
理
論
活
用
』
パ
レ
ー
ド

福
家
崇
洋
ほ
か
編
『
思
想
史
講
義
【
明
治
篇
１
】・【
明
治
篇
２
】・【
大
正
篇
】・【
戦

前
昭
和
篇
】
』
筑
摩
書
房

藤
田
菜
々
子
『
社
会
を
つ
く
っ
た
経
済
学
者
た
ち
―
― 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
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ル
の
構
想
か
ら
展
開
へ
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

藤
高
和
輝
『
〈
ト
ラ
ブ
ル
〉
と
し
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
―
―
「
と
り
乱
さ
せ
な
い

抑
圧
」
に
抗
し
て
』
青
土
社

堀
内
進
之
介
『
デ
ー
タ
管
理
は
私
た
ち
を
幸
福
に
す
る
か? 

―
―
自
己
追
跡
の
倫

理
学
』
光
文
社

牧
野
邦
昭
ほ
か
編
『
高
田
保
馬
自
伝
「
私
の
追
憶
」
』
佐
賀
新
聞
社

松
井
暁
（M

atsui, Satoshi
）Socialism

 as the D
evelopm

ent of Liberalism
: M

arxist 

Analysis of Value, Palgrave M
acm

illan(U
K

)

松
尾
隆
佑
『
3
・
11
の
政
治
理
論
―
―
原
発
避
難
者
支
援
と
汚
染
廃
棄
物
処
理
を

め
ぐ
っ
て
』
明
石
書
店

南
森
茂
太
『
「
民
」
を
重
ん
じ
た
思
想
家 

神
田
孝
平
―
―
異
色
の
官
僚
が
構
想
し

た
、
も
う
一
つ
の
明
治
日
本
』
九
州
大
学
出
版
会

山
崎
望
編
『
民
主
主
義
に
未
来
は
あ
る
の
か
？
』
法
政
大
学
出
版
局

山
内
明
美
ほ
か
『
忘
却
の
野
に
春
を
想
う
』
白
水
社

【
翻
訳
】

イ
ェ
ー
ガ
ー
（Jäger, Lorenz

）
、
長
谷
川
晴
生
ほ
か
訳
『
ハ
ー
ケ
ン
ク
ロ
イ
ツ
の

文
化
史
』
青
土
社

エ
ヴ
ラ
ー
ム
ピ
エ
フ
（Евлампиев, И

горь И
ванович

）
、
下
里
俊
行
ほ
か
訳
『
ロ

シ
ア
哲
学
史
─
─
〈
絶
対
者
〉
と
〈
人
格
の
生
〉
の
相
克
』
水
声
社

ギ
リ
ガ
ン
（G

illigan, C
arol

）
、
川
本
隆
史
ほ
か
訳
『
も
う
ひ
と
つ
の
声
で
─
─

心
理
学
の
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
』
風
行
社

ク
ナ
ッ
プ
（K

napp, G
eorg Friedrich

）
、
中
山
智
香
子
ほ
か
訳
『
貨
幣
の
国
家

理
論
』
日
本
経
済
新
聞
出
版

ジ
ジ
ェ
ク
（Žižek, Slavoj

）
、
岡
崎
龍
（
監
修
）
『
分
断
さ
れ
た
天
―
―
ス
ラ
ヴ
ォ

イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
社
会
評
論
集
』
P
ヴ
ァ
イ
ン

シ
ュ
ピ
オ
（Supiot, Alain

）
、
宇
城
輝
人
訳
『
労
働
法
批
判
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

シ
ョ
イ
ア
マ
ン
（Scheuerm

an, W
illiam

）
、
森
達
也
監
訳　

井
上
弘
貴
、
秋
田

真
吾
、
藤
井
達
夫
訳
、
安
藤
丈
将
解
説
『
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Unemployment Categories, Social Reform, and Structural Change 
in 19th-Century France

Naoki NISHIDA

　　Unemployment categories are historical and social constructs. Genealogical 
studies of unemployment have shown that unemployment did not exist a priori but 
was created by institutions and discourses. However, further research is needed on 
how social structural changes have changed the unemployment categories held by 
individuals. This paper analyzes unemployment categories in France from 1789 to 
1914. It focuses on the process by which unemployment changed from a moral 
issue to a social risk. During the French Revolution and in the économie politique of 
the 1830s, the unemployed were incorporated into the category of the “false poor” 
who refused to work and were regarded as lazy. On the other hand, économie sociale 
criticized classical equilibrium theory based on the overproduction theory and 
turned the unemployment category into a structural problem. The école de Le Play 
understood unemployment as the periodic factory shutdown, but solidarisme 
redefined unemployment as an accidental social risk. This categorical change was 
related to the economic structure transformations after 1873, especially the 
development of heavy industry and international market competition. At the same 
time, scholarly conflicts shaped the way the phenomenon of lack of work was 
understood.

Keywords: unemployment, category change, 19th century France, solidarism, trade 
union movement  
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“Österreich wird ewig stehn”:  
The Continuity and the Change in Hans Kohn’s Thought

Nozomu KOJIMA

　　This study considers Hans Kohn’s concept of polity. There are two distinct 
interpretations. Some emphasize his coherent inclination toward a multinational 
society, where each nation has collective politico-cultural rights. Others insist that, 
in the 1930s, Kohn accepted a civic-national state model in which political ideas 
function as the most fundamental tie regardless of national identity, at least 
institutionally. Scrutinizing his discourse on the Austrian empire, this study 
concludes that the two theses are not contradictory. Kohn insisted that Austria 
should have been transformed into a multinational federation based on the idea of 
cultural autonomy, which he tried to introduce in Palestine until he emigrated to 
the US in 1934. In the US, however, although Kohn continued to lament that 
Austria missed out on becoming a multinational federation, he never addressed 
cultural autonomy in his discussions on that country. Instead, he emphasized the 
“Austrian Idea,” which he believed could have convinced inhabitants of the need for 

a supra- and multinational state structure. As long as Kohn kept hinting at the 
multinational federalization of the Austrian empire, he adhered to the idea of a 
multinational polity. Rather than cultural autonomy, he adopted an idea (i.e., the 
Austrian Idea) as a silver bullet, which illustrates that the civic-national state model 
infiltrated his thought.

Keywords:  Hans Kohn, nationalism, multinational federation
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Ownership and Freedom in Marx

Yusuke AKIMOTO

　　Marx pointed out that ‘freedom’ in modern bourgeois society has a double 
meaning; while each person, as a free personality, has the right to dispose of his or 
her own labour power at will, they are free to starve because they are detached from 
the objective conditions of labour and reproduction. Many commentators have 
understood this assertion of Marx’s as a criticism of the fact that freedom in 
bourgeois society is only a formal guarantee of rights, and have seen Marx’s theory 
of freedom as a criticism of bourgeois egoism. Such an interpretation, however, 
results from a failure to engage adequately with the analysis of freedom in Das 

Kapital and its earlier drafts. Marx criticised the fact that in bourgeois society, being 

a commodity owner is required as a condition of freedom in order to be free, and 
that the ownerless, deprived of the objective conditions of labour and reproduction, 
are necessarily forced and crippled to sell their labour power in order to be free in 
the commodity economy. This paper aims to illuminate Marx’s idea of the 
decoupling of freedom and property, focusing in particular on the original 
manuscripts of Kritik der politischen Ökonomie. 

Keywords: self-ownership, freedom and equality, equivalent exchange
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Combining Weber and Bergson:  
On Alfred Schütz’s Theory of Freedom

Taiki HASHIZUME

　　This paper aims to clarify Alfred Schütz’s theory of freedom in The Meaningful 

Construction of the Social World with a focus on the moment of “decision” and by 

examining the influence of Weber and Bergson, whose concepts of freedom are 
diametrically opposed. How can Schütz reconcile their theories? In the first section, 
we examine Weber’s theory of freedom, which argues that when we clearly recognize 
an end and the means to achieve it, we “must” rationally decide what to do. For 
Weber, such a rational choice is free. Therefore, we call this “rational freedom 
theory.” Yet, as we show in the second section, Bergson says the opposite, arguing 
that our decision “emanates” from the totality of our mind, which is “duration.” 

Thus, we do not know why we decide what we decide. For Bergson, free acts occur 
accordingly. Therefore, we call this “irrational freedom theory.” In the third section, 
we interpret how Schütz reconciles these two opposing theories. Schütz builds on 
Weber’s rational freedom theory and constructs a rational theory of projects, but he 
also applies Bergson’s irrational freedom theory to the moment the project is 
chosen, contending that the choice itself involves some irrational factors. Thus, 
Schütz combines these two theories into a single theory of freedom. 

Key Words: Alfred Schütz, Max Weber, Henri Bergson, action, decision
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the activities of the 20th Century Research Institute are noteworthy for being an 
aspect of the ideological movement in Japan just after the end of the war.

Keywords: The Foundation 20th Century Research Institute (NIJISSEIKI 
KENKYUJO),  enlightenment in postwar period, democracy, cooperation of 
Intellectuals, Ikutaro SHIMIZU
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Enlightenment Activities and Thought of The Foundation 20th 
Century Research Institute (NIJISSEIKI KENKYUJO) :  

In the Case of Japanese Intellectuals Just After the End of the 
Asia-Pacific War

Takeshi SHOJI

　　This paper clarifies that the postwar enlightenment activities conceived and 
practiced by “The Foundation 20th Century Research Institute,” a group of 
intellectuals established just after the end of the war, that not only sought to 
reintroduce prewar ideas and theories that had regressed during wartime, but also 
aimed to appreciate them once again in harmony with the intellectual climate that 
prevailed immediately after the end of the war. The institute also sought to engage 
in detailed explanation and criticism of these ideas and theories from the standpoint 
of the members’ specializations. In the analysis, in addition to the results of the 
author’s recent survey of materials, particular attention is paid to the official 
documents related to the 20th Century Research Institute, which have been newly 
confirmed at the National Archives of Japan.
　　The author’s research reveals a list of lectures held by the institute in various 
locations, as well as the publication of shorthand transcripts of lectures and serial 
publications, highlighting that the institute was more actively engaged in various 
other activities than has been previously thought. Being so active in this regard, the 
institute sought to instill in its members, an attitude of thinking and acting for 
themselves rather than unquestioningly accepting government and military 
propaganda, as was the case during the prewar and wartime periods, or aimlessly 
following the mindset and spirit of powerful political figures or people of influence 
in the government and the military.
　　Through these activities of the 20th Century Research Institute, it emerges that 
the institute attempted to envision and implement what we may call a “postwar 
period of ideas.” Amidst a climate that prioritized hasty changes in various fields, 



社会思想史研究　No. 47　2023

●　268

A consideration of the acceptance of Neo-Kantian philosophy in 
Japan: intersection and development concerning individual 

causality

Yasuhiko WATANABE

　　This paper intends to reveal the influence of the acceptance of Neo-Kantian 
philosophy in Japan, especially during the 1910’s to 20’s. The acceptance of Neo-
Kantian philosophy in Japan has played a significant role not only as the translation 
of and the introduction of Western philosophy but also in the generation of 
Japanese philosophy. In Japan, Neo-Kantian philosophy tends to be grasped as the 
current of thought which had been introduced enthusiastically in the Taisho period 
and which had been replaced later by the philosophy of life and ontological 
philosophy of Heidegger. However, on the other hand, it cultivated the 
philosophical environment for the younger generation such as Miki Kiyoshi, Kosaka 
Masaaki and Shimomura Torataro.
　　I attempt to compare the interpretation of Neo-Kantianism by Nishida, 
Tanabe, Souda and Miki, focusing on the concept of individual causality. This 
concept, which Souda treated under the influence of Heinrich Rickert,  provoked 
the disputation between Souda and Tanabe. It seemed to be the point of divergence 
of the later transition of them.
　　Miki tried to adopt the concept of individual causality in his own concept of 
historical causality. After studying in Germany, however, he turned his standpoint 
to Heidegger’s ontology. His study of comparing Rickert and Weber over scientific 
methods has been critically inherited by post-war study on Weber.

This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 20J40206.

Keywords: the concept individual causality, Neo-Kantian philosophy, Kyoto school, 
Souda Kiichiro, Heinrich Rickert 
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Multiculturalism as “model” in and outside the West

Satoshi UKAI

　　The role of commentator of this panel consists in finding links between actual 
debate on multiculturalism in United States, development of the notion of tolerance 
in England and in North America of 17th and 18th centuries, and difficult 
conciliation of liberalism with nationalism in modern China. Because of his 
specialty and the locality of the colloquium, French and Japanese contexts also are 
considered.
　　If liberal social praxis today in United States sometimes attempts to solve 
contradict ions between multicultural ism and feminism by means of 
accommodation, the genealogy of this device goes back to the efforts of Roger 
Williams, who tried to assure the equal right to freedom of conscience to all 
members of different religious or ethnic communities in his American plantation in 
17th century. Thus, he expanded and deepened Locke’s notion of toleration. In its 
resistance to Anglo-Saxon model of multiculturalism, France is not eager to call for 
accommodation to attenuate conflictual religious matters.
　　Recently the notion of hospitality tends to replace that of tolerance in French 
philosophical context. While the latter is a geographically and historically limited 
experience linked to Christian Reform, the former designates an ethos inherent to 
any cultural entity. While capital punishment is currently in force in China, United 
States and Japan, one wonders how to justify its abolishment as praxis of tolerance 
and/or hospitality.

Keywords: tolerance, accommodation, hospitality, capital punishment
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Nationalism and liberalism in modern China

Shiro ONODERA

　　Manchurians established the Qing empire, which contained various ethnic 
groups such as Mongolians, Han Chinese, Tibetans, and Turkic Muslims, in the 
17th century. In the late 19th century, modern Western thoughts were extensively 
introduced into the Qing empire. The idea of nationalism spread among the Han 
Chinese, the majority in the population, who overthrew the Qing and established 
the Republic of China.
　　The Chinese Nationalist Party came to power in the late 1920s. It was based 
on Sun Yatsen’s Three Principles of the People, aiming to build a homogeneous 
nation and implement a constitutional government. However, in 1949, the 
Nationalists were defeated by the Chinese Communist Party (CCP) and fled to 
Taiwan.
　　The CCP initially had a negative attitude toward nationalism. However, when 
Mao Zedong took over leadership in 1930s, he began to advocate for the 
Sinicization of Marxism and affirm patriotism. The People’s Republic of China, 
established by the CCP, officially recognized “ethnic minorities” within the country 
and implemented a regional ethnic autonomy system. However, the scope of such 
autonomy was extremely limited. Furthermore, liberalism and “ethnic minority” 

cultures were thoroughly destroyed during the Cultural Revolution.
　　In modern China, nationalism and liberalism have often been in conflict. 
Furthermore, the Han Chinese, including liberalists, with their overwhelming 
population and cultural pride, have been generally less concerned about the 
problems of non-Han ethnic groups. However, the extent to which these factors are 
unique to China requires further studies and comparison with cases in other 
regions.

Keywords: China, nationalism, liberalism, multiculturalism
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The duty of toleration, and the American defence of the equal 
liberty of conscience: Locke, Williams and Madison

Kiyoshi SHIMOKAWA

　　This article seeks to identify the fundamental weaknesses of Locke’s theory of 
toleration, and argues that we can overcome them by adopting the  theories of  
liberty of conscience which were developed in America by Roger Williams and 
James Madison among others. The author begins by showing that Locke 
concentrates on establishing the magistrate’s duty of toleration (in the sense of his 
duty to refrain from using force in religious matters), without adequately defending 
the value of each person’s liberty of conscience, or the equal protection of it. He 
examines Locke’s view that liberty of conscience undermines a stable social order, 
and contrasts it with the view, held by Williams, that conscience is a precious, 
inviolable moral power possessed by all human beings. The author further claims 
that Williams’s introduction of the device of ‘accommodation’ reveals his stronger 
commitment to the equal protection of liberty of conscience, while arguing that 
Madison’s refusal to accept the states fthe state’s financial support for Christianity, 
as well as his general anti-establishmentarianism, shows a firmer commitment to 
the equal protection of liberty of conscience than Locke’s theory. Thus, the author 
argues towards the conclusion that a viable theory of liberty of conscience should 
be so formulated as to incorporate the insights and arguments of the two American 
thinkers.

Key words: Locke, toleration, liberty of conscience, Roger Williams, James Madison
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Can Liberal Multiculturalism Survive? :  
After the Dream of Exit Rights

Fumio IIDA

　　This paper attempts to defend liberal theories of multiculturalism by engaging 
in a re-examination of the ideal of exits proposed by various critics of liberal 
multiculturalism. It begins by outlining the prototype of liberal multicultural 
theories in reference to early works of Will Kymlicka. It then attempts to respond 
to the libertarian theory of exit presented by Chandran Kukathas, which sticks to 
the unrealistic idea that all oppressed people within minority cultures can exercise 
the right to exit without any further state assistance. It also attempts to respond to 
the liberal egalitarian theory of exit presented by Susan Okin, which states that 
multicultural rights should be nullified due to the oppressive tendencies against 
women. Finally, it responds to the idea of exit across borders and concludes that 
even this version of exit exercised across borders requires decent state power that 
protects citizens and non-citizens alike. 

Keyword; Multiculturalism, Kymlicka, Liberalism, Exit rights, Debate over border 
control
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五
を
付
す
。

六
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。

七
、
論
文
の
採
否
は
、
公
募
論
文
審
査
規
程
に
基
づ
き
、
編
集
委
員
会
が
決
定
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を
除
い
て
、
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

B
の
上
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い

る
が
、
部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や
編
集

委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

B
の
下
：
論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
編
集
委
員
会
の

指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に

す
る
。

C
：
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
2
）
（
査
読
）
査
読
者
は
、
審
査
論
文
を
四
段
階
で
評
価
し
、
査
読
報

告
を
学
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。

（
3
）
（
編
集
委
員
会
の
審
査
）
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
の
査
読
報
告

に
基
づ
き
な
が
ら
、
各
論
文
を
審
査
し
て
、
合
議
に
よ
っ
て
四
段
階

で
評
価
を
確
定
す
る
。
査
読
者
の
い
ず
れ
か
が
C
評
価
を
下
し
た
論

文
は
、
審
査
に
お
い
て
原
則
と
し
て
不
採
用
と
す
る
。
編
集
委
員
会

は
、
審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

四
、
審
査
結
果
通
知
と
再
審
査

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
結
果
を
通
知
す
る
際
、
査
読
者

の
名
を
伏
せ
た
査
読
報
告
を
付
し
て
、
審
査
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す

　

公 

募 

論 

文 

審 

査 

規 

程

一
、
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会

が
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
に
査
読
を
委
嘱
し
、
論
文
の
内

容
・
構
成
・
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者
に
書
き
直
し
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

二
、
査
読
者
の
委
嘱

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し
て
、
論
文
一

篇
に
つ
き
複
数
名
の
査
読
者
を
選
任
し
て
、
査
読
を
委
嘱
す
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
関
係
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な

い
よ
う
、
慎
重
に
配
慮
す
る
。

（
2
）
査
読
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
間
お
よ

び
査
読
者
相
互
間
は
匿
名
と
し
、
査
読
者
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事

後
に
も
編
集
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
1
）
（
評
価
区
分
）
審
査
過
程
に
お
い
て
、
査
読
者
や
編
集
委
員
会
は

そ
れ
ぞ
れ
、
論
文
を
A
、
B
の
上
、
B
の
下
、
C
の
四
段
階
に
区
別

し
て
評
価
す
る
。
そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

A
：
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報

掲
載
に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
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る
。

（
2
）
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
投
稿
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
論
文

を
書
き
直
し
て
再
提
出
し
、
再
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
は
、
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
箇
所
の
他
に
つ
い
て

は
、
大
幅
な
書
き
直
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
3
）
編
集
委
員
会
は
、
再
提
出
さ
れ
た
論
文
を
審
査
報
告
に
照
ら
し
て

再
審
査
し
、
論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
再

審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

五
、
個
人
情
報
の
保
護

査
読
者
、
編
集
委
員
会
、
学
会
事
務
局
、
幹
事
会
は
、
公
募
論
文
の
審
査

過
程
に
お
い
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
す
べ
て
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負

う
。
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執 

筆 

要 

領

■
表　

記

1　

現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
。

2　

接
続
詞
、
副
詞
の
類
の
漢
字
語
は
な
る
べ
く
仮
名
書
き
と
し
、
当
て
字
は

避
け
る
。

（
例
）　

故
に
→
ゆ
え
に　

所
謂
→
い
わ
ゆ
る　

然
る
に
→
し
か
る
に

　

等

3　

引
用
文
は
「　
　

」
で
括
る
。
引
用
文
中
に
さ
ら
に
引
用
の
あ
る
場
合
は

二
重
の
鍵
括
弧
『　
　

』
で
括
る
。
欧
文
を
使
用
す
る
時
は“　
　

”

な

ど
で
括
る
。
た
だ
し
、
長
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
前
後
を
一
行
空
け
て

段
落
全
体
を
二
字
下
げ
と
し
、
括
弧
は
用
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
一
行
目

は
さ
ら
に
一
字
下
げ
と
す
る
。

4　

数
字
は
次
の
要
領
に
て
表
記
す
る
。

［
1
］
一
般
の
数
（
基
数
詞
の
類
）
に
つ
い
て
は
十
（
ト
ン
ボ
）
を
入
れ
ず
四

桁
目
ま
で
は
和
数
字
を
並
べ
る
。
万
・
億
・
兆
に
つ
い
て
は
単
位
語
を
入

れ
る
。
「
三
桁
区
切
」
の
読
点
は
不
要
。

（
例
）　

一
億
八
三
六
万
二
〇
〇
〇
円　
　

二
四
万
二
六
三
人

［
2
］
千
万
、
百
万
、
千
、
百
の
位
で
き
り
の
よ
い
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位

語
を
使
用
。

（
例
）　

六
千
万
年　

六
百
年

［
3
］
暦
年
に
つ
い
て
は
和
暦
に
十
（
ト
ン
ボ
）
を
使
用
し
、
西
暦
は
ト
ン
ボ

を
使
用
し
な
い
。

（
例
）　

一
九
六
五
（
昭
和
四
十
）
年

［
4
］
年
齢
と
月
日
は
ト
ン
ボ
を
使
用
す
る
。

（
例
）　

十
一
月
十
八
日
で
三
十
一
歳
に
な
る

［
5
］
数
字
の
幅
は
最
後
に
単
位
語
を
付
す
。

（
例
）　

三
四
〇
─
四
八
〇
円　
　

一
九
六
〇
─
六
五
年

［
6
］
分
数
・
小
数
の
表
記
。

（
例
）　

三
分
の
一　
　

一
二
分
の
五　
　

五
二
・
三

［
7
］
紀
元
前
・
後
の
表
記
。

（
例
）　

前
二
二
─
後
三
二
年

［
8
］
世
紀
な
ど
の
序
数
詞
は
十
（
ト
ン
ボ
）
を
使
用
す
る
。

（
例
）　

十
九
世
紀　

二
十
一
世
紀　

ル
イ
十
四
世

5　

中
略
は
三
点
リ
ー
ダ
ー
二
文
字
分
を
亀
甲
括
弧
で
括
り
、
「
〔
…
…
〕
」
の

よ
う
に
記
す
。

■
翻
訳
上
の
記
号
の
置
換

お
お
よ
そ
、
次
の
様
な
要
領
に
て
置
換
す
る
。

［
1
］
原
文
中
の
引
用
符　

《　

》　

“　
　

”　

等
は
「　
　

」
に
。
引
用
符
中

の
引
用
符
は
『　
　

』
あ
る
い
は
〈　
　

〉
に
し
て
統
一
的
に
処
理
。

［
2
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
は
、
書
名
・
作
品
名
・
紙
誌
名
の
場
合
『　
　

』

で
括
る
。

［
3
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
強
調
な
い
し
概
念
表
現
で
あ
る
場
合
、
傍
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点
を
付
す
。

［
4
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
、
単
に
原
文
に
対
す
る
外
国
語
で
あ
る
が

故
に
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
は
何
も
し
な
い
。
或
い
は
必
要
に
応
じ
片

仮
名
で
ル
ビ
表
記
を
す
る
。

［
5
］
原
文
に
あ
る
［　
　

］
（
原
著
者
が
引
用
し
た
も
の
に
対
す
る
原
著
者

の
補
足
・
注
記
な
ど
）
は
そ
の
ま
ま
［　
　

］
に
。

［
6
］
訳
者
に
よ
る
訳
註
な
ど
の
補
足
は
〔　
　

〕
で
括
る
。

［
7
］
原
文
の
（　
　

）
は
そ
の
ま
ま
（　
　

）
に
。

［
8
］〝
意
味
の
纏
ま
り
な
ど
を
表
現
す
る
上
で
頗
る
効
果
的
で
あ
る
〞
な
ど

の
意
識
的
な
判
断
に
よ
っ
て
、
原
文
に
は
な
い
「　
　

」
（　
　

）
な
ど

を
敢
え
て
多
用
す
る
場
合
は
、
凡
例
な
い
し
訳
者
後
書
で
そ
の
む
ね
説
明

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

■
構　

成

1　

本
文
中
に
節
を
設
け
る
場
合
は
、
一　

二　

三　

…
と
し
、
さ
ら
に
項
を

立
て
る
場
合
は
、
1　

2　

3　

…
と
す
る
。
そ
れ
以
上
の
細
分
は
避
け

る
こ
と
。
ま
た
、
節
の
見
出
し
を
「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」
等
と

す
る
場
合
に
は
、
数
字
は
不
要
と
す
る
。
な
お
、
節
や
項
を
設
け
た
場
合

は
、
そ
の
見
出
し
の
前
を
一
行
空
け
る
こ
と
。

2　

本
文
以
外
の
補
足
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
注
、
参
考
文
献
の
順
と
す
る
。

参
考
文
献
リ
ス
ト
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
な
お
、
注
と
参
考
文
献

リ
ス
ト
も
原
稿
枚
数
に
含
む
。
本
文
、
注
、
参
考
文
献
リ
ス
ト
の
間
も
一

行
空
け
る
こ
と
。

■
注

1　

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
（
1
）
（
2
）
（
3
）
…
と
記
し
、
稿
末
に
注

を
纏
め
番
号
順
に
配
列
す
る
。
注
番
号
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使
用
せ
ず

に
、
英
数
半
角
で
普
通
の
入
力
で
お
こ
な
う
。
ま
た
引
用
の
場
合
に
は
引

用
カ
ッ
コ
の
す
ぐ
後
に
、
文
章
注
の
場
合
に
は
句
読
点
の
前
に
入
力
す
る
。

稿
末
に
配
列
す
る
注
に
は
そ
れ
ぞ
れ
（
1
）
、
（
2
）
…
と
表
記
す
る
こ
と
。

例
：　

例
：　
「　
　

」
（
1
）　
　

『　
　

』
（
2
）
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
す
で
に
多
く
の
分
析
が
あ
る
（
3
）
。

2　

注
の
内
、
引
用
文
献
は
次
の
要
領
で
表
記
す
る
。
参
考
文
献
に
つ
い
て
も

同
様
に
表
記
。
（
参
考
文
献
の
配
列
の
基
本
は
、
和
文
の
場
合
は
五
十
音

順
に
、
欧
文
の
場
合
は
ロ
ー
マ
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
と
す
る
）
。

3　

表
記
す
る
情
報
は
、
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
）
、
書
名
／
論
文
名
、

（
論
文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
）
、
雑
誌
名
（
号
数
も
）
、
発
行
所
或
い
は

発
行
者
名
、
刊
行
年
。

4　

和
書
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
『　
　

』
で
括
り
、
論
文
名
は

「　
　

」
で
括
る
。

5　

欧
文
文
献
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、

ま
た
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
付
す
。

［
和
書
の
場
合
］

（
例
）

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二

年
、
一
二
二
─
二
五
頁
。

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
五
月
号
、
岩
波

書
店
、
一
九
四
六
年
。
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丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
同
『
増
補
版　

現
代
政

治
の
思
想
と
行
動
』
未
來
社
、
一
九
六
四
年
。

某
「
論
文
名
」
某
編
（
或
い
は
監
修
等
）『
論
文
所
収
書
名
』
出
版
社
名
、

刊
行
年
。

［
和
訳
書
の
場
合
］

（
例
）

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
─
─
社
会
的
判
断

力
批
判
Ⅰ
Ⅱ
』
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、
Ⅰ
、
五

六
七
頁
。

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
、
ジ
ャ

ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ン
ボ
ル
ド
ン
『
社
会
学
者
の
メ
チ
エ
─
─
認
識

論
上
の
前
提
条
件
』
田
原
音
和
・
水
島
和
則
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九

四
年
。

［
外
国
語
文
献
］

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
な
い
し
専
門
分
野
で
の
慣
習
に
従
っ
て
表
記
し
て
か

ま
わ
な
い
が
、
論
文
内
で
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
。
お
お
よ
そ
の
基
準
は

以
下
の
例
を
参
照
。
な
お
、, . : 

な
ど
の
前
に
は
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
ず
に

入
力
し
、, . :　

の
後
に
は
一
文
字
分
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

和
書
同
様
に
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
）
、
書
名
／
論
文
名
、
（
論

文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
）
、
雑
誌
名
（
号
数
も
）
、
発
行
地
、
出
版
社
、

刊
行
年
、
引
用
ペ
ー
ジ
を
表
記
す
る
。

書
名
・
雑
誌
名
の
部
分
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、
あ
る
い
は
ア
ン
ダ
ー

ラ
イ
ン
を
付
す
（
印
刷
時
イ
タ
リ
ッ
ク
体
表
記
）
。

（
例
）

Bobbio, N
orberto, G

ram
sci and the concept of civil society, in 

C
hantal M

ouffe, ed., G
ram

sci and M
arxist T

heory, London: 
Routledge 1979, p.30.

W
ittig, M

onique, 

“Th
e M

ark of G
ender,

” Fem
inist Issues, Vol.5, 

N
o. 2, Fall 1985, p.4.

H
obson, Barbara 

（1996

）: Frauenbew
egung für Staatsrechte. In: 

Fem
inistische Studien, 14. Jg., 2, S. 18.

H
aberm

as, Jürgen, G
renzen des N

eohistorism
us, in: ders. , D

ie 
nachholende Revolution, Frankfurt am

 M
ain 

（Suhrkam
p

） 1990, S. 
149.

 

（
以
上
）



281　●　〈社会思想史学会研究奨励賞規程〉

　
　

社
会
思
想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
規
程

一　

目
的
お
よ
び
名
称

１　

社
会
思
想
史
学
会
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
公
募
論
文
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
論
文
を
執
筆
し
た
研
究
者
に
対
し
て
、

そ
の
業
績
を
顕
彰
し
、
さ
ら
な
る
研
究
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
「
社
会
思

想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
」
を
授
与
す
る
。

二　

受
賞
資
格
者

１　

論
文
掲
載
時
点
で
修
士
号
取
得
後
十
五
年
未
満
の
会
員
に
限
る
。

２　

受
賞
は
一
回
限
り
と
す
る
。

三　

選
考
方
法

１　

受
賞
者
は
年
報
編
集
委
員
会
の
審
議
に
基
づ
き
、
幹
事
会
で
決
定
さ

れ
る
。

四　

賞
の
授
与
お
よ
び
公
表

１　

受
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
（
三
万
円
）
を
授
与
す
る
。

２　

社
会
思
想
史
学
会
全
国
大
会
総
会
で
受
賞
者
の
表
彰
を
お
こ
な
う
。

３　

受
賞
論
文
に
つ
い
て
は
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
そ
の
旨
を
明
記
す

る
。

五　

附
則

１　

本
規
程
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
刊
行

予
定
）
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

２　

本
規
程
の
改
正
は
、
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も

の
と
す
る
。



　
　

社
会
思
想
史
学
会
の
創
立
に
あ
た
っ
て

　

こ
の
た
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
社
会
思
想
史
学
会
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

社
会
思
想
史
が
学
界
で
市
民
権
を
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
国
際
的
に
も

比
較
的
あ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
思
想
史
研
究
者
た
ち
は
、
既
成
の
各
学
問

分
野
で
訓
練
を
う
け
、
そ
こ
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
社
会
思
想
史
を
研
究
し

て
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
社
会
思
想
史
と
い
う
多
面
的
な
研
究
対
象
に
接
近
す
る
の
に
、
か
え
っ

て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
今
後
も
こ
の
接
近
方
法
を
持
続
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
反
面
で
は
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
接
近
に
意
見
交
流
の
場
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

さ
ら
に
効
果
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
意
図
し
て
い
る
あ
た
ら
し
い
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
既
成
諸
学
会
の
存
在
を

前
提
と
し
た
横
断
組
織
と
し
て
の
思
想
史
研
究
者
の
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格

へ
の
関
心
を
核
と
し
た
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
思
想
史
的
関
心
を
お

も
ち
の
研
究
者
各
位
の
広
範
な
ご
参
加
を
期
待
し
ま
す
。 

（
一
九
七
六
年
）
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編
集
後
記

　

「
学
会
誌
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
、

今
回
の
編
集
作
業
を
通
じ
て
改
め
て
考
え

る
機
会
を
得
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
目
当
て

の
論
文
が
あ
っ
た
と
き
に
図
書
館
で
当
該

部
分
を
コ
ピ
ー
す
る
対
象
で
あ
っ
て
、
そ

れ
以
外
は
年
に
一
度
送
ら
れ
て
き
た
際
に
、

興
味
あ
る
論
文
や
書
評
な
ど
を
パ
ラ
パ
ラ

め
く
る
程
度
だ
っ
た
。

　

編
集
主
任
と
い
う
立
場
か
ら
、
は
じ
め

て
学
会
誌
全
体
を
見
渡
す
こ
と
に
な
り
、

今
も
つ
ら
つ
ら
目
次
を
眺
め
て
い
る
。
前

年
度
の
大
会
幹
事
の
紹
介
文
に
つ
づ
き
、

大
会
報
告
に
依
拠
し
た
特
集
論
文
が
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
前
年
度
の
大
会
の
記
憶
を

辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
募
論
文
に
は
過

去
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
自
由
論
題
報
告
者
の

論
考
も
多
く
、
現
在
若
い
研
究
者
が
ど
の

よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
に
ど
う
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
を
し
て
い
る
か
を
推
察
で
き
る
。
書
評

対
象
書
籍
か
ら
は
会
員
た
ち
の
研
究
・
翻

訳
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
社
会
思

想
史
研
究
と
い
う
分
野
の
裾
野
の
広
が
り

を
改
め
て
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
冊
の
雑
誌
と
し
て
眺

め
る
こ
と
で
、
一
つ
一
つ
の
文
章
か
ら
得

ら
れ
る
知
見
と
は
ま
た
異
な
っ
た
、
「
社

会
思
想
史
研
究
の
現
在
」
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
が
、
学
会
誌
な
る
も
の
の
大
き

な
役
割
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
多
く
の
人
が
日
々
の
雑
務
に

追
わ
れ
、
欲
し
い
情
報
を
予
め
あ
る
と
分

か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
取
っ
て
く
る
の

が
常
な
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
当
て
も

な
く
歩
き
回
っ
て
興
味
あ
る
何
か
を
探
す

と
い
っ
た
時
間
・
空
間
も
ど
ん
ど
ん
減
っ

て
き
て
い
る
。
編
集
作
業
を
俯
瞰
す
る
こ

と
で
、
実
は
学
会
誌
と
い
う
の
が
、
そ
う

い
う
場
を
誌
上
で
提
供
し
て
く
れ
る
貴
重

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

 

（
編
集
主
任　

重
田
園
江
）



新　刊

4,950円（税込）／2023年6月発売

国
家
に
抗
す
る

マル
ク
ス

│
│「
政
治
の
他
律
性
」に
つ
い
て

│
│
資
本
主
義
批
判
と
し
て
の
素
材
の
思
想

隅
田
聡
一
郎
著

百
年
以
上
に
わ
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
変
遷
を
追
う
と
と

も
に
、
マ
ル
ク
ス
を
一
九
世
紀
社
会
主
義
・
共
産
主
義
の
歴
史
的

文
脈
に
位
置
づ
け
な
お
し
、
未
完
の
国
家
批
判
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

迫
る
！

気
鋭
の
研
究
者
に
よ
る
初
の
単
著
。

1986年生まれ。大阪経済大学経済学部専任講師。一橋大学大学
院社会学研究科博士課程修了後、カール・フォン・オシエツ
キー大学オルデンブルク哲学研究科客員研究員、ベルリン・ブ
ランデンブルク科学アカデミー客員研究員などを経て現職。

4,950円（税込）／2023年6月発売

マル
ク
ス
の
物
象
化
論﹇
新
版
﹈

佐
々
木
隆
治
著

詳
細
な
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
研
究

の
最
新
成
果
を
も
と
に
、
マ
ル
ク
ス
の
「
新

し
い
唯
物
論
」
を
「
批
判
的
・
実
践
的
」
構

え
と
し
て
捉
え
る
新
解
釈
を
打
ち
出
し
、
マ

ル
ク
ス
が
そ
の
生
涯
を
捧
げ
た
経
済
学
批
判

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
核
心
的
概
念
「
物
象
化
」

を
解
明
す
る
。

国
家
と
資
本
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
か
│
│
？

資
本
主
義
社
会
を
根
底
で
規
定
す
る
論
理

「
物
象
化
」と
は
何
か
？

5,500円（税込）／2021年7月発売

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョン
と

労
働
の
未
来
ア
ー
ロ
ン・ベ
ナ
ナ
フ
著

佐
々
木
隆
治
監
訳
・
解
説

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、

大
量
失
業
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
？

　世
界
的

に
注
目
を
集
め
る
社
会
理
論
家
ア
ー
ロ
ン
・

ベ
ナ
ナ
フ
が
こ
の
よ
う
な
「
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
論
」
の
誤
り
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ

の
裏
に
隠
さ
れ
た
資
本
主
義
の
根
本
的
な
問

題
と
は
？

Ａ
Ｉ
の
発
展
で
雇
用
危
機
が
や
っ
て
く
る
。

…
…

そ
れ
は
本
当
か
？

2,420円（税込）／2022年10月発売

TEL：042-682-4350
FAX：03-6856-3497

お近くの書店、またはネット書店、
弊社ウェブストアでお求めください。
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万
物
の
宴
【
す
べ
て
の
生
命
体
は
ひ
と
つ
】�

三
〇
八
〇
円

ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ　

大
野
一
道
編　

大
野
一
道
・
翠
川
博
之
訳

自
然
史
、
地
球
史
へ
の
転
換
点
を
示
す
、
新
た
な
世
界
観
の
誕
生
！

占
領
期
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

【
メ
ア
リ
・
ビ
ー
ア
ド
、
エ
セ
ル
・
ウ
ィ
ー
ド
、
加
藤
シ
ヅ
エ
】�

四
八
四
〇
円

上
村
千
賀
子　

戦
後
の
女
性
政
策
の
原
点
に
、
新
た
な
光
を
当
て
る
！

ロ
シ
ア
の
二
〇
世
紀【
一
〇
〇
の

歴
史
の
旅

】�

三
九
六
〇
円

マ
イ
ケ
ル
・
ホ
ダ
ル
コ
フ
ス
キ
ー　

山
内
智
恵
子
訳

宮
脇
淳
子
＝
跋　

ロ
シ
ア
現
代
史
の
真
実
を
伝
え
る
。

別
冊『
環
』�　

後
藤
新
平
―
―

衛
生
の
道 1857-1929

関
東
大
震
災
一
〇
〇
周
年
記
念
出
版�

三
九
六
〇
円

後
藤
新
平
研
究
会
編　

後
藤
新
平
が
生
涯
追
い
続
け
た「
衛
生
の
道
」と
は
!?

本誌特集関連既刊書

世
界
人
権
論
序
説�

三
三
〇
〇
円

【
多
文
化
社
会
に
お
け
る
人
権
の
根
拠
に
つ
い
て
】

森
田
明
彦　

真
に
普
遍
的
な
「
人
権
」
概
念
を
い
か
に
構
築
す
る
か
？

「
移
民
列
島
」
ニ
ッ
ポ
ン�

三
三
〇
〇
円

【
多
文
化
共
生
社
会
に
生
き
る
】

藤
巻
秀
樹　

21
世
紀
、
日
本
の
縮
図
を
鳥
瞰
！

「
大や

ま

と和
魂

ご
こ
ろ

」
の
再
発
見�

三
〇
八
〇
円

【
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
共
生
】

上
田
正
昭　

日
本
古
代
史
の
碩
学
が
、
東
ア
ジ
ア
と
の
共
生
を
と
な
え
る
。

　

 

政
治
的
対
立
は
、な
ぜ
、死
に
至
る
排
除
を
も
た
ら
す
？

自
決
と
粛
清
【
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る

死
の
政
治
文
化

】

ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ア
ー
ル　

小
井
髙
志
訳　

フ
ラ
ン
ス
革
命
史
学
の
最
高

の
継
承
者
が
「
革
命
家
た
ち
の
最
期
」
の
詳
細
な
分
析
に
基
づ
い
て
明
ら

か
に
し
た
、〝
死
を
賭
し
た
政
治
参
加
〞
と
い
う
革
命
の
美
学
と
、
恐
怖

政
治
の
も
と
で
の
〝
粛
清
〞
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
。 

五
八
三
〇
円

　

 

現
代
の「
世
界
史
」が
生
ま
れ
る
瞬
間
の
記
録
、完
結
!!

パ
リ
日
記【

特
派
員
が
見
た�

　

現
代
史
記
録1990-2021

】�（
全
５
巻
）

山
口
昌
子　

ボ
ー
ン
・
上
田
記
念
国
際
記
者
賞
受
賞
の
女
性
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
は
「
世
界
」
を
ど
う
見
て
き
た
の
か
。
政
治
・
外
交
・
経
済
か
ら

文
化
・
生
活
ま
で
全
て
カ
バ
ー
す
る
特
派
員
な
ら
で
は
の
、
ミ
ク
ロ
と
マ

ク
ロ
が
交
錯
す
る
生
々
し
い
現
代
史
ク
ロ
ニ
ク
ル
！ 

各
五
二
八
〇
円

　

 

ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
時
代 1

9
9
0.5

-
1
9
9
5.4

　

 

シ
ラ
ク
の
時
代
1 

1
9
9
5.5

-
2
0
0
2.5

　

 

シ
ラ
ク
の
時
代
2 

2
0
0
2.5

-
2
0
0
7.4

　

 

サ
ル
コ
ジ
の
時
代 

2
0
0
7.5

-
2
0
1
1.9

　

 

オ
ラ
ン
ド
、
マ
ク
ロ
ン
の
時
代�

 
�

2
0
1
1.1

0
-
2
0
2
1.5

ⅠⅡⅢ

ⅣⅤ

好評新刊

　

 

先
駆
的
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
主
著
、遂
に
刊
行
！

女
が
み
た
一
八
四
八
年
革
命

ダ
ニ
エ
ル
・
ス
テ
ル
ン　

志
賀
亮
一
・
杉
村
和
子
訳　

作
曲
家
リ
ス
ト

の
愛
人
に
し
て
文
化
サ
ロ
ン
を
主
宰
し
た
マ
リ
ー
・
ダ
グ
ー
伯
爵
夫
人

が
、
二
月
革
命
を
取
材
し
、
民
衆
の
証
言
を
集
め
、
議
会
を
傍
聴
し
、
多

く
の
関
係
者
か
ら
聞
き
取
り
を
行
な
い
、
公
平
な
視
点
で
の
記
述
を
意
図

し
て
な
さ
れ
た
大
著
、
初
の
邦
訳
刊
行
。 

上
・
下
巻　

各
四
八
四
〇
円


